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平成１８年第３回名寄市議会定例会会議録

開会 平成１８年１２月１日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成１８年第３臨付託議案第１号 平

成１７年度名寄市各会計決算（平成１

７年４月１日から平成１８年３月２６

日まで）の認定について（決算審査特

別委員会報告）

平成１８年第３臨付託議案第２号 平

成１７年度名寄市病院事業会計決算

（平成１７年４月１日から平成１８年

３月２６日まで）の認定について（決

算審査特別委員会報告）

平成１８年第３臨付託議案第３号 平

成１７年度名寄市水道事業会計決算

（平成１７年４月１日から平成１８年

３月２６日まで）の認定について（決

算審査特別委員会報告）

平成１８年第３臨付託議案第４号 平

成１７年度風連町各会計決算（平成１

７年４月１日から平成１８年３月２６

日まで）の認定について（決算審査特

別委員会報告）

平成１８年第３臨付託議案第５号 平

成１７年度風連町水道事業会計決算

（平成１７年４月１日から平成１８年

３月２６日まで）の認定について（決

算審査特別委員会報告）

平成１８年第３臨付託議案第６号 平

成１７年度名寄市各会計決算（平成１

８年３月２７日から平成１８年３月３

１日まで）の認定について（決算審査

特別委員会報告）

平成１８年第３臨付託議案第７号 平

成１７年度名寄市病院事業会計決算

（平成１８年３月２７日から平成１８

年３月３１日まで）の認定について

（決算審査特別委員会報告）

平成１８年第３臨付託議案第８号 平

成１７年度名寄市水道事業会計決算

（平成１８年３月２７日から平成１８

年３月３１日まで）の認定について

（決算審査特別委員会報告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市副市長の定数を定

める条例の制定について

日程第６ 議案第２号 地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について

日程第７ 議案第３号 名寄市議会議員及び名寄

市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第４号 名寄市都市計画税条例の

一部改正について

日程第９ 議案第５号 名寄市営プール条例の一

部改正について

日程第10 議案第６号 名寄市企業立地促進条例

の一部改正について

日程第11 議案第７号 上川北部消防事務組合規

約の変更について

日程第12 議案第８号 名寄地区衛生施設事務組

合規約の変更について

日程第13 議案第９号 財産の取得及び処分につ

いて

日程第14 議案第１０号 財産の取得について

日程第15 議案第１１号 北海道後期高齢者医療
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広域連合の設置について

日程第16 議案第１２号 専決処分した事件の承

認について

議案第１３号 専決処分した事件の承

認について

議案第１４号 専決処分した事件の承

認について

日程第17 議案第１５号 平成１８年度名寄市一

般会計補正予算

日程第18 議案第１６号 平成１８年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第19 議案第１７号 平成１８年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第20 議案第１８号 平成１８年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第21 議案第１９号 平成１８年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算

日程第22 議案第２０号 平成１８年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

議案第２１号 平成１８年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第23 議案第２２号 平成１８年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第24 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第26 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

日程第27 請願（陳情）

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成１８年第３臨付託議案第１号 平

成１７年度名寄市各会計決算（平成１

７年４月１日から平成１８年３月２６

日まで）の認定について（決算審査特

別委員会報告）

平成１８年第３臨付託議案第２号 平

成１７年度名寄市病院事業会計決算

（平成１７年４月１日から平成１８年

３月２６日まで）の認定について（決

算審査特別委員会報告）

平成１８年第３臨付託議案第３号 平

成１７年度名寄市水道事業会計決算

（平成１７年４月１日から平成１８年

３月２６日まで）の認定について（決

算審査特別委員会報告）

平成１８年第３臨付託議案第４号 平

成１７年度風連町各会計決算（平成１

７年４月１日から平成１８年３月２６

日まで）の認定について（決算審査特

別委員会報告）

平成１８年第３臨付託議案第５号 平

成１７年度風連町水道事業会計決算

（平成１７年４月１日から平成１８年

３月２６日まで）の認定について（決

算審査特別委員会報告）

平成１８年第３臨付託議案第６号 平

成１７年度名寄市各会計決算（平成１

８年３月２７日から平成１８年３月３

１日まで）の認定について（決算審査

特別委員会報告）

平成１８年第３臨付託議案第７号 平

成１７年度名寄市病院事業会計決算

（平成１８年３月２７日から平成１８

年３月３１日まで）の認定について

（決算審査特別委員会報告）

平成１８年第３臨付託議案第８号 平

成１７年度名寄市水道事業会計決算

（平成１８年３月２７日から平成１８

年３月３１日まで）の認定について

（決算審査特別委員会報告）

日程第４ 行政報告
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日程第５ 議案第１号 名寄市副市長の定数を定

める条例の制定について

日程第６ 議案第２号 地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について

日程第７ 議案第３号 名寄市議会議員及び名寄

市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第４号 名寄市都市計画税条例の

一部改正について

日程第９ 議案第５号 名寄市営プール条例の一

部改正について

日程第10 議案第６号 名寄市企業立地促進条例

の一部改正について

日程第11 議案第７号 上川北部消防事務組合規

約の変更について

日程第12 議案第８号 名寄地区衛生施設事務組

合規約の変更について

日程第13 議案第９号 財産の取得及び処分につ

いて

日程第14 議案第１０号 財産の取得について

日程第15 議案第１１号 北海道後期高齢者医療

広域連合の設置について

日程第16 議案第１２号 専決処分した事件の承

認について

議案第１３号 専決処分した事件の承

認について

議案第１４号 専決処分した事件の承

認について

日程第17 議案第１５号 平成１８年度名寄市一

般会計補正予算

日程第18 議案第１６号 平成１８年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第19 議案第１７号 平成１８年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第20 議案第１８号 平成１８年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第21 議案第１９号 平成１８年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算

日程第22 議案第２０号 平成１８年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

議案第２１号 平成１８年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第23 議案第２２号 平成１８年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第24 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第25 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第26 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

日程第27 請願（陳情）

１．出席議員（３４名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 １９番 堀 江 英 一 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

８番 林 寿 和 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員
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２１番 渡 辺 正 尚 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（１名）

２２番 栗 栖 賢 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 今 尚 文 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君

市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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ただいまより平成１８〇議長（田中之繁議員）

年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（田中之繁議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（田中之繁議員）

について、お諮りをいたします。

今期定例会の会期は、本日より１５日までの１

５日間といたしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より１５日

までの１５日間と決定いたしました。

日程第３ 平成１８年〇議長（田中之繁議員）

第３臨付託議案第１号 平成１７年度名寄市各会

計決算（平成１７年４月１日から平成１８年３月

２６日まで）の認定について、議案第２号 平成

１７年度名寄市病院事業会計決算（平成１７年４

月１日から平成１８年３月２６日まで）の認定に

ついて、議案第３号 平成１７年度名寄市水道事

業会計決算（平成１７年４月１日から平成１８年

３月２６日まで）の認定について、議案第４号

平成１７年度風連町各会計決算（平成１７年４月

１日から平成１８年３月２６日まで）の認定につ

いて、議案第５号 平成１７年度風連町水道事業

会計決算（平成１７年４月１日から平成１８年３

月２６日まで）の認定について、議案第６号 平

成１７年度名寄市各会計決算（平成１８年３月２

７日から平成１８年３月３１日まで）の認定につ

いて、議案第７号 平成１７年度名寄市病院事業

会計決算（平成１８年３月２７日から平成１８年

３月３１日まで）の認定について、議案第８号

平成１７年度名寄市水道事業会計決算（平成１８

年３月２７日から平成１８年３月３１日まで）の

認定について、以上８件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

決算審査特別委員会、佐藤靖委員長。

おはよ〇決算審査特別委員長（佐藤 靖議員）

うございます。議長より御指名をいただきました

ので、第３回臨時会におきまして決算審査特別委

員会に付託されました議案第１号 平成１７年度

名寄市各会計決算（平成１７年４月１日から平成

１８年３月２６日まで）の認定について、議案第

２号 平成１７年度名寄市病院事業会計決算（平

成１７年４月１日から平成１８年３月２６日ま

で）の認定について、議案第３号 平成１７年度

名寄市水道事業会計決算（平成１７年４月１日か

ら平成１８年３月２６日まで）の認定について、

議案第４号 平成１７年度風連町各会計決算（平

成１７年４月１日から平成１８年３月２６日ま

で）の認定について、議案第５号 平成１７年度

風連町水道事業会計決算（平成１７年４月１日か

ら平成１８年３月２６日まで）の認定について、

議案第６号 平成１７年度名寄市各会計決算（平

成１８年３月２７日から平成１８年３月３１日ま

で）の認定について、議案第７号 平成１７年度

名寄市病院事業会計決算（平成１８年３月２７日

から平成１８年３月３１日まで）の認定について

及び議案第８号 平成１７年度名寄市水道事業会

計決算（平成１８年３月２７日から平成１８年３

月３１日まで）の認定について、以上８件につい

て委員会の審査経過及び結果について御報告を申

し上げます。

第１回委員会は１０月２７日に開会し、直ちに

正副委員長の互選を行い、委員長には私佐藤が、

副委員長には山口祐司委員が選任されました。
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続いて、第２回委員会は１１月９日に開会し、

付託されました議案審査の日程を１１月９日、１

０日及び１１月１３日から１５日までの５日間と

定め、実質審査に入った次第であります。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の出席

を求め、それぞれの説明、答弁をいただきまして、

慎重に審査をしたところです。

その経過につきましては、詳細に御報告を申し

上げるところではございますが、当委員会は全議

員をもって構成された委員会でございますので、

これを省略させていただきまして、審査の結果に

ついてのみ御報告を申し上げますので、御了解を

賜りたいと思います。

それでは、審査の結果について御報告をいたし

ます。付託されました議案第１号につきましては、

名寄市一般会計は採決の結果、原案のとおり認定

すべきものと決し、残る名寄市国民健康保険特別

会計外７特別会計は全会一致で原案のとおり認定

すべきものと決定をいたしました。

また、議案第２号から議案第８号につきまして

は、全会一致で原案のとおり認定すべきものと決

定をいたしました。

よって、付託されました各会計決算はいずれも

正確な収支が行われ、予算の執行が適正であった

ことが認められたものであります。

以上が審査の結果であります。

終わりに当たりまして、一言お礼を申し上げま

す。延べ約３０時間にわたった委員会開催中、委

員並びに理事者各位におかれましては、終始慎重

かつ御熱心な審査を尽くしていただきました。質

問項目は２７６項目、再質問以降を含めると延べ

５７８点にわたる質疑が行われましたが、おかげ

さまで日程どおり決算審査特別委員会を終えさせ

ていただきました。ふなれな委員会運営であった

とは存じますが、各位の御理解と御協力に改めま

して心から厚くお礼を申し上げ、委員会報告とさ

せていただきます。ありがとうございました。

ただいま決算審査特別〇議長（田中之繁議員）

委員会委員長より報告がありました平成１８年第

３臨付託議案第１号外７件については、全議員を

もって構成されました特別委員会の審査でありま

すので、この際質疑、討論を省略し、直ちに採決

を行います。

初めに、平成１８年第３臨付託議案第１号 平

成１７年度名寄市各会計決算（平成１７年４月１

日から平成１８年３月２６日まで）の認定につい

て採決を行います。

本件を委員長の報告のとおり認定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（田中之繁議員）

よって、平成１８年第３臨付託議案第１号は委

員長の報告のとおり認定することに決定いたしま

した。

次に、平成１８年第３臨付託議案第２号 平成

１７年度名寄市病院事業会計決算（平成１７年４

月１日から平成１８年３月２６日まで）の認定に

ついて外６件については、委員長報告のとおり認

定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、平成１８年第３臨付託議案第２号外６

件は委員長の報告のとおり認定することに決定い

たしました。

日程第４ これより行〇議長（田中之繁議員）

政報告を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

本日、平成１８年第３回定例会の開会に当たり、

これまでの主な行政事項について、その概要を御

報告申し上げます。

はじめに、去る１０月４日から５日未明に実施

しました水道管洗浄作業中に、にごり水が発生し、

多くの水道利用者に御迷惑と損害を与えたことに

対しまして、心からお詫びを申し上げます。
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原因につきましては、洗浄作業時に行った配水

本管のバルブ開閉により他の本管に予測を上回る

水圧などの影響があり、老朽管に付着していた赤

さび等が剥離し、にごり水を発生させたものと思

われます。

その後、被害状況を把握するため該当地域を訪

問し、お詫びと聞き取り調査を行い、事故に対す

る補償などに努めてきましたが、今後は施工方法

の改善、老朽施設の更新などに意を配しながら再

発防止に万全を期す所存であります。

次に、本年度の文化賞等各種表彰について申し

上げます。

１１月３日の文化の日に、名寄市文化賞条例に

基づく文化奨励賞を森越正弘さんに授与いたしま

した。

芸術部門におきまして、文化奨励賞を受賞され

ました森越さんは、「朽ちゆくものに新たな命を

見いだす」をコンセプトとして、流木や身の回り

に落ちている木などを使い、作品を制作しており

ます。森越さんの作品は、国内はもちろん、国際

的にも高い評価を受けており、また、御本人は様

々な公職にも就かれ、本市の市政運営に御尽力を

いただいております。

また、同日、名寄市表彰条例に基づき、自治、

社会福祉、経済産業、労働及び住民活動実践の各

分野におきまして、市勢の発展に寄与されました

４４人と２団体の皆さんに功労表彰を、多額の寄

付を通してお力添えをいただきました１６個人、

１３団体の皆さんに善行表彰をさせていただきま

した。

受賞されました皆さんには、今後とも本市の発

展に御尽力を賜り、より一層の御活躍と御健勝を

願っております。

次に、総合計画について申し上げます。

新総合計画の策定につきましては、市民の意見

を市政に反映するため、懇談会やアンケートなど

を実施し、市民と協働して策定することを基本と

し、「名寄市総合計画策定審議会」に諮問して審

議いただいているところです。

現在、基本構想、基本計画の一定のまとめをい

ただきましたので、市民の皆さんへの「中間報告

会」を開催するとともに、議員の皆さんと協議さ

せていただいた後に審議会の答申を受け、議会に

提案させていただく考えでおります。

次に、統計について申し上げます。

１０月１日現在で行われた事業所企業統計調査

は、合併後初の大きな国の指定統計調査です。市

内を９９の調査区に分け、２名の指導員、２８名

の調査員により実施いたしました。調査対象とな

った事業所は民営 ７２５事業所、地方公っ団体

１１４事業所の計 ８３９事業所です。１計数１

などの公表は明年度に予定されています。今後は

各種施策における推計数１に活用されることにな

ります。さらに、今月３１日現在で工業統計調査

も行われますので、調査に対して一層の協力を呼

びかけてまいります。

次に、国際交流について申し上げます。

姉妹都市リンゼイ（現カワーサレイクス）市と

の交流については、名寄リンゼイ姉妹都市友好委

員会のはからいで、道立サンピラーパークオープ

ン記念「第１回北海道知事杯カーリング大会」へ

の参加のため、１１月９日からリンゼイカーリン

グクラブの前会長ジョン・モンク氏をはじめ、総

勢７名が名寄市を訪れました。大会への出場のほ

か、歓迎会や４軒の家庭でのホームビジットなど

を通じて、多くの市民の皆さんと交流を深めまし

た。

次に、国内交流について申し上げます。

東京なよろ会の総会は、１０月２９日に東京都

内のホテルで、会員７０人と名寄サンシャイン会

の皆さんなど関係者が参加して開催されました。

今冬の名寄スキーツアーなど事業計画が承認され、

その後の交流会では会員の拡大などについて話し

合われました。

また、山形県鶴岡市藤島とは名寄藤島交流友の

会の事業として、名寄から「じゃがいも」「かぼ



－8－

ちゃ」「玉ねぎ」、藤島から「荘内柿」と互いの

物産販売を行っています。

次に、なよろ健康まつりについて申し上げます。

１９回目を迎えたなよろ健康まつりは、９月２

５日に総合福祉センターを会場に、約５５０人の

参加を得て開催されました。「みんなで広げよう

健康の輪」をテーマに、血管年齢測定、骨密度測

定、体内健康測定を中心に実施し、さらに保健推

進委員や名寄市立大学生コーナーでは転倒予防に

向けた足指力測定、内臓脂肪をテーマとした人体

モデル展示などを取り入れ、市民の健康増進を図

ってまいりました。

本年１０月からは予防医療の観点から６５歳以

上の市民を対象に「肺炎球菌ワクチン」の接種に

際し、一部助成を行っております。市民の関心は

非常に高く、問い合わせや申し込みも多い状況か

ら、順調な滑り出しになるものと思われます。

今後も、高齢者の健康管理に努めてまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

本年度４月から９月までの上半期における運営

状況につきましては、取扱い患者数が入院で延べ

６万８５３人、外６では延べ１１万 ３４７人に

なっています。

前年同期で前前しますと、入院では一般前は

９８３人増加しましたが、９９前で ２１２人９

少し、少少き ２２９人の９少となりました。一

方、外６は９９前で７９１人９少しましたが、一

般前で １１１人増えましたので、少少き ３２ 

０人の増加となりました。

次に収支次ですが、病院事業収次では３２次

０９８万７千０で、前年同期に前べると１次 ０

２３万９千０増加しており、予算執行２は４ ８

％になっています。また、病院事業費用は３４次

４２３万４千０で前年同期に前べ、診療材料費や

経費の増加などで ０９１万２千０増加し、５ 

７％の予算執行２になっています。

この結果、収支の少額では１次 ３２４万７千

０の収入不足になっています。

病院事業では、医業収次は下半期に増加する傾

向にあります。厳しい状況は続きますが、入院収

入をはじめとする収入の確保に努めるとともに、

費用の節９を図り、年度当初計画の達成に向けて

努力してまいります。

次に、介護予防事業について申し上げます。

閉じこもり傾向の高齢者や虚弱な高齢者が、地

域や家庭で元気に過ごすことができるよう、高齢

者体力づくり教室「元気会」を、今年度は南地区

を対象に、１０月４日から１２月１３日まで１１

回開催し、２３人の方々が受講しました。

また、この「元気会」をさらに地域に広め継続

していくために、この取り組みを支える指導者の

養成が必要なことから、「高齢者向け運動指導ボ

ランティア養成講座」を開催したところ、昼夜各

コース２０名の募１に対し、４９人の応募があり、

８月２３日から９月１日までの４日間にわたり、

全員が最後まで熱心に受講いただいたところです。

次に、障害者福祉について申し上げます。

障害程度区分認定審査会については、１市３町

１村のっ同により、本年７月１日に設置したとこ

ろです。

当審査会においては、１０月からの本格実施に

伴い、在宅福祉サービス利用者から順次、認定審

査を開始しており、１１月末までの開催回数は８

回、審査件数は名寄市６７件、下川町８件、美深

町１３件、中川町５件、音威子府村４件の合計９

７件となりました。１２月以降は新規利用者が対

象となりますので、月１回の開催を予定していま

す。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

国民健康保険特別会計の収支決算につきましては、

旧名寄市・旧風連町ともに財源調整として国民健

康保険支払準備金基金を取り崩し、繰り入れたこ

となどにより黒字決算となりました。

合併年度の平成１７年度国民健康保険税は、旧

名寄市については現行税２とし、旧風連町につい

ては介護分の一部を残して旧名寄市に合わせる均
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一課税を実施したことにより、全道３４市中３２

番目という被保険者には低い税負担となっており

ます。

今後も少き続き、国保財政の健全化を図るため、

保険税の適正な賦課と収納２の向上に努め、被保

険者の医療サービスを低下させない医療費適正化

事業の推進に一層努力し、国保事業の運営に努め

てまいります。

次に、防災対策について申し上げます。

今年度の防災訓練を９月２７日に風連地区の市

街地町内会を対象に、風連Ｂ＆Ｇ海洋センターを

避難場所として実施いたしました。１３町内会及

び風連幼稚園・さくら保育園等から約１８０人が

参加して、災害弱者を避難させる応急搬送訓練、

救急救命法講習、自衛隊装甲車搬送訓練などを行

いました。

旧風連町では一般町民対象の防災訓練は行われ

ておらず、今回が初めての防災訓練でありました

が、市民の皆さんに防災意識を高めていただく上

で、有意義な訓練を実施することができました。

次に、１０月７日・８日の強風と大雨被害につ

いて申し上げます。

発達した低気圧により、７日深夜から８日早朝

にかけて突風が市内各所で吹き荒れ、街路樹や市

有林の倒木、ビニールハウス等営農施設や公っ施

設等の損壊などの被害が出ました。

また、大雨により中名寄地区で内水を排除する

ため、緊急に排水ポンプを稼働させたほか、名寄

川が増水し一時、危険水位を超えるまでになりま

したが、大きな被害には至らず済んでおります。

なお、被害総額につきましては、主として市有

林の倒木や営農施設の損壊などで約 ９００万０

にのぼりました。その対応のため、災害復旧費に

約 ９００万０を約加補正して専決処分させてい

ただき、速やかな復旧に努めました。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

内淵一般廃棄物最終処分場は、平成１１年４月

から埋立てを開始しましたが、搬入部より下の部

分への埋立てが終了したことに伴い、廃棄物の落

ちこぼれを防ぐため、土えん堤の構築と搬入路の

付け替え工事を実施しました。

また、処分場の延命を図るため、今まで埋立て

処分をしていた粗大ごみのうち、自転車などの鉄、

アルミ類を別の場所に一時仮置きしています。あ

わせて、管理棟に布を回収するボックスを設置し、

一般搬入者に対し分別をお願いしているところで

す。今後、資源物として処理できるよう関係事業

者と協議を進めてまいります。

次に、公営住宅の建設について申し上げます。

西町団地建替事業は、木造平屋建て３棟６戸を

７月に着手し、１１月に完成いたしました。

徳田団地の解体工事は、６棟２４戸を本年１２

月に着手いたします。

次に、水道事業について申し上げます。

本年度、４月から９月までの上半期における上

水道の配水水は、１５３万 ５００立方水ートル

で、有収水水が１２２万 ２００立方水ートルと

なり、８０％の有収２となっております。

建設事業につきましては、配水管網の整備、第

２期拡張事業では名寄日進地区の配水管布設工事

などが完了しています。また、緑丘１６線の老朽

管更新工事を進めており、今月中の完了を予定し

ています。

次に、下水道事業について申し上げます。

雨天時の浸水対策及び水質汚濁防止対策として、

合流改善事業の滞水池土木工事を明年３月の完成

に向けて施工しています。また、排水ポンプ場の

老朽化に伴う電気施設の更新工事も現在施工中で

あります。

農村部の個別排水処理施設整備事業については、

全体で１７戸発注し、名寄地区で１１戸、風連地

区で３戸の計１４戸が完成し供用を開始しており

ます。

次に、建設事業の発注状況について申し上げま

す。

１１月２８日現在、工事・委託を含め１５６件、
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事業費で約２４次 ０００万０、発注２にして９

４％となっております。

次に、道路事業について申し上げます。

地方道路整備臨時交付金事業は、緑丘第２団地

通や東４号南線の改良舗装が完了し、１０月に発

注した東風連智烈布橋架換工事は旧橋解体が終わ

り、基礎工事を行っております。

まちづくり交付金事業で実施している南北２条

線歩道改修と新生１条線は、約４０％の進捗状況

となっております。

単独事業は、臨時地方道路整備債などで整備し

ており、西５条仲通が完成し、徳田２号線は１２

月に舗装工事を行い完成の予定であります。

次に、道立サンピラーパークについて申し上げ

ます。

北海道事業としてはカーリング場や屋内遊技場

を備えた「サンピラー交流館」が、市事業として

は冬も利用できるオートキャンプ場の「森の休暇

村」がそれぞれ１０月に完成いたしました。１１

月１１日には北海道副知事をはじめ多くの関係各

位の御臨席を賜り開園記念式典を行い、少き続き

第１回北海道知事杯カーリング大会が開催された

ところです。

全次開園は平成２０年度と聞いておりますが、

道立公園の一部開園で交流人口の拡大はもとより、

大型レクリエーション施設として、上川北部の地

域間交流に大きく寄与するものと考えております。

改めて、これまで御協力をいただいた市議会議

員の皆さんと市民の皆さんにお礼を申し上げます。

次に、交通体系の整備について申し上げます。

一般国道４０号名寄バイパスは、自動車専用道

路として整備が進められ、去る１１月２５日に３

工区の ２キ工水ートルが開通となりました。こ

れにより、整備計画延長１ ５キ工水ートルに対

する整備２は８４％となりました。

高速道路士別剣淵・名寄間と早期に連結し、一

層の効果が発揮されるよう要望活動を続けてまい

ります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

はじめに、本年産の主要農作物の作況ですが、

水稲につきましては、収穫始めが９月１５日、収

穫終わりが９月３０日と平年どおり終了し、作柄

は「良」となりました。１１月２８日現在の出荷

状況ですが、整粒歩合も良く、品質的にも主食用

米、加工用米を含め一等米前２は１００％となり、

うるち米２万 ９７１う、もち米２２万５９０う

の計２４万 ５６１うで、おおのね９０％の出荷

２となっています。

１０月１５日現在、農林水産省北海道農政事務

所が発表した作況指数は、全国で９６、北海道で

１０５、上川管内で１０８と発表され、全国では

作況指数が１００を下回ったことから、米の豊作

時に過剰米を市場から隔離する１荷０滑化対策は

発動されないことになりました。

畑作については、馬鈴しょ・大豆・てんさいは

「平年並みからやや良」、秋小麦・小豆は「やや

良」となりました。野菜については、アスパラ・

かぼちゃ・スイートコーンは「平年並みからやや

良」、葉菜類・果菜類は高温障害の影響で「やや

不良」となりました。

なお、１０月７日から８日の低気圧通過に伴う

暴風雨の被害については、ほとんどの農作物が収

穫を終了していたため大事には至らず、被害は営

農施設の納屋、畜舎の一部破損、ハウスのビニー

ルルルなどで、被害戸数１２３戸、被害額 ４６

１万１千０となりました。被害に遭われた農家の

皆さんにお見舞いを申し上げます。

次に、風連産うるち米の販売について申し上げ

ます。

本市における水稲の作付け ２８９本クタール

のうち、もち米は ８４０本クタールと全国一の

もち米生産団地となっています。

一方、うるち米についても４４７本クタールの

作付けがあり、３万５千う以上が生産されていま

す。地元で生産されるおいしく、安全なお米を市

民に消費いただくために、行政・ＪＡ・風連良質
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米生産組合が実行委員会を組織し、地産地消をキ

ーワードとして消費拡大に取り組んできました。

先般、風連産うるち米のネーミングとパッケージ

デザインを広く市民に募１した結果、ネーミング

は「こめごころ」、パッケージデザインは少女が

シャボン玉をルばす姿を描いた作品が選考されま

した。また、明日開催される「２００６地産地消

フェア」では市民に試食をいただき、取り扱いす

る市内の米穀店で一斉に販売されることになって

います。

今年は特に天候に恵まれ、おいしいお米ができ

ましたので、風連産うるち米・ブランド名「こめ

ごころ」を広く市民に御利用いただきたいと考え

ております。

次に、水田農業構造改革対策について申し上げ

ます。

対策期間３年の最終年度を迎え、合併前の両市

町で策定した「地域水田農業ビジョン」に基づき、

それぞれ「売れる米づくり」「転作作物の本作

化」「振興作物の誘導」「担い手の育成・確保」

など、生産者を始め関係機関・団体の御理解と御

協力のもとに、「米づくりのあるべき姿」を目指

し、事業を推進してまいりました。

生産数水の配分につきましては、道のガイドラ

イン配分により、もち米は対前年前 ２％９の１

万 ８３６トン、うるち米は ４％９の １３６  

トン、うる・もち合わせた生産数水は ６％９の

１万 ９７２トンの配分を受け、水稲１作者４９

４名、加工米を含めた水稲作付次積では、対前年

前 ４％増の ２８ ７本クタールとなっていま  

す。

産地づくり交付金は、前年度からの繰越金も含

めた支出を予定しており、対象農家８７８戸、助

成対象転作次積 ３９５本クタール、交付金総額

は９次 ７７０万８千０を見込んでおり、交付金

のおおのね９割を年内に支払いできるよう事務作

業を進めているところです。

なお、明年度から始まる新産地づくり対策につ

きましては、制度に係る情報収１と調査を進めて

おり、制度の有効活用に向け取り組んでまいりま

す。

次に、畜産について申し上げます。

公っ牧野の開放については、乳牛飼育農家の生

産コストの低９、飼養規模頭数の拡大による省力

化など重要な役割を果たしています。

名寄市公っ牧場２カ所の市営牧野及び母子里地

区っ同牧場において、酪農家３４戸から授９対象

牛を主体に４７０頭、延べ４万 ３９０頭を受入

れ、名寄地区の市営牧野が５月２９日から１０月

２１日までの１４６日間、風連地区の母子里っ同

牧場が６月９日から１０月３１日まで１４５日間

の放牧を行いました。また、母子里地区っ同牧場

については、馬の親子３組６頭、親２頭で延べ２

９２頭の放牧も行いました。

両牧場では、人工授９業務も順調に消化し、良

質な粗飼料の給与による増体２の向上と適正な飼

養管理により高い受胎２を実現し、資質向上を図

ってまいりました。名寄地区においては公っ牧場

の預託希望頭数の増加により、草地次積の関係か

ら育成牛など１０５頭、延べ１万 ２９８頭につ

いては、下川町のサンル牧場と連携して対応して

まいりました。

次に、平成１９年度から導入される農地・水・

環境保全向上対策について申し上げます。

本対策は、農地・水・農村環境の保全と質的向

上のため、地域が行う効果の高いっ同活動の支援

を行うもので、中山間地域等直接支払制度との調

整など、一定の条件整理が必要となりますが、反

当り単価で水田が ４０００、畑で ２０００、 

草地で２０００が地域活動組織に交付され、交付

金の負担区分は国が２分の１、道が４分の１、市

が４分の１で５年間の対象となっております。

本市では、この対策が農村地域の保全を図る重

要な施策と考え、全市的な取り組みとして７地区

を設定し、約２次 ０００万０を道に要望してき

ましたが、９月末に道の予算の関係から７地区一
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斉の取り組みは困難と判断し、初年度は１地区約

５００万０を要望し、次年度から全体で取り組

のこととしました。

１０月末に全道の要望額を取りまとめた結果、

要望額５６次０のうち道負担分が１４次０となり

ました。道としては厳しい財政状況の中、この事

業については４次０程度の配分となったため、本

市に対しても４分の１程度までの削９調整が求め

られたところです。

このようなことから、明年度に本市が要望でき

る額は、全体事業費の５％程度にしかならず、厳

しい状況が次年度以降も続けば、ごく一部だけの

採択に終わる可能性があり、公平性に欠けること

から、平成１９年度の要望は見合わせ、今後の推

移を見ながら平成２０年度の全地区採択に努めて

まいります。

次に、農業・農村整備事業について申し上げま

す。

道営事業では、継続実施中の「道営畑地帯総合

整備事業」智恵文地区で明渠排水路５７６水ート

ルを施工しています。

「道営地域水田農業支援緊急整備事業」の風連

地区、名寄地区及び「道営経営体育成基盤整備事

業」の東豊地区では、暗渠排水、排水路などの整

備を実施しております。

また、財団法人北海道農業開発公社が事業主体

の「畜産担い手育成総合整備事業」では、智恵文

地区、名寄地区、風連地区の草地整備改良や家畜

保護施設の整備を行い、畜産経営の合理化と生産

性の向上に努めております。

「道営農道整備特別対策事業」では、平成１６

年度から路盤改良と舗装工事を実施している大沢

線の施工延長 ６０７水ートル、「ふるさと農道

緊急整備事業」の風連御料１２線北線の舗装延長

４３１水ートルの工事が完了しています。

次に、商工関係について申し上げます。

名寄商工会議所と風連商工会が連携した「合併

記念全市連合大売出し」が本日から行われていま

す。景品には独自の地域通貨券やうるち米、もち

米、地酒が用意され、抽選に外れても再度挑戦が

できるダブルチャンスがあるなど、歳末商戦を盛

り上げるため企画されたもので、市としても合併

記念はもとより、商工業の活性化と地産地消の観

点から支援をしてまいります。

物産関係では、「全国合併記念市町村夢フェス

タ」が１０月１３日から１５日の日程で、東京日

前谷公園において開催されました。会場は大勢の

人で賑わい、作付け日本一となったもち米を中心

に特産品の販売、もちつき実演など、名寄市のＰ

Ｒに努めてきました。当日は杉並区、東京なよろ

会、北海道庁からの応援もいただいたところです。

また１１月４日には、新札幌サンピアザで物産

フェアが開催されました。出店者や農協青年部の

方々に協力をいただき、物産販売や地元ＰＲに努

めてきました。

次に、観光について申し上げます。

１８年度上半期の市内観光入込客数調査による

と、総入り込み数は１３万 ２００人となり、天

候などの影響もあり、前年同期との対前では ４

％の９となったところです。今後、サンピラーパ

ーク交流館などの施設情報の発信を含め、交流人

口の拡大に努めてまいります。

道の駅整備につきましては、今年度は調査設計

と隣接家屋の解体・撤去を行っています。予定し

ていたトイレ工事については、隣接企業との一体

感を持たせた「道の駅」とするため、１９年度に

おいてセンターハウス、レストランとあわせて建

設してまいります。

また、９月１０日には、ＮＰＯ法人風連まちづ

くり観光が主催し、札幌圏を対象に行った「日帰

り農業収穫体験ツアー」に７０人の参加がありま

した。本事業は、今年で５年目を迎え定着してき

ていることから、今後も農業と観光の連携という

意味からも支援してまいります。

昨日、ピヤシリスキー場において、シーズン中

における安全と無事故を願い、安全祈願祭が行わ
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れました。今年度は新たにナイターシーズン券を

設けるなど、利用者の一層の拡大に努めてまいり

ます。

次に、労働関係について申し上げます。

昨年に少き続き、北海道から職業能力開発協会

への委託による「技能ふるさと塾」が、上川北部

人材開発センターで行われました。ものづくりへ

の関心を高めてもらう趣旨で、市内高等学校と連

携して事業を推進しています。さらに、８月から

１０月の３カ月間、人材開発センターの若年者就

職支援ＯＡシステム前の職場実習生を受け入れる

など、若年者の就職支援を実施しています。

また、高校生の勤労観、職業観、知識・技術に

対する理解と向上を目指して行っているインター

ンシップ事業にも、支援してきています。

季節労働者対策としては、就職促進のための新

たな対策や特例一時金制度の存続について、市長

会、上川総合開発期成会、国会議員に対して要望

させていただいております。国の動向、制度内容

が明らかになっていない状況ですが、関係機関・

団体と連携し、情報の収１に努めて今後の方策を

検討してまいりますので、一層の御支援をお願い

いたします。

次に、学校教育について申し上げます。

各小中学校では、それぞれ特色ある教育活動を

推進するとともに９月以降、学芸会や学習発表会

・学校祭などを開催し、日頃の学習の成果を発表

してきています。

また、名寄市教育研究所では、教育実践校の指

定を受けた名寄小学校及び名寄中学校の両校にお

いて、１０月２４日に市内外から４６０余名の参

加者を得て、上川管内教育研究大会を兼ねた教育

研究１会が開催されました。その他、市内７小学

校においても公開研修会を開催するなど、その成

果を発表し研修を深めています。

さらに、１１月２日には名寄市小中学校音楽発

表会を行い、豊な情操を育のとともに学校間の交

流を図ってきました。

次に、特別支援教育について申し上げます。

９月に名寄市における実態調査を行うとともに、

１０月３０日には第２回特別支援教育コーディネ

ーター連絡会議を開催し、取り組みのあり方につ

いて研修を深めてきました。

また、１０月９日には「ＮＰＯ法人ことばを育

てる親の会」北海道協議会主催の特別支援教育講

座が開催され、保護者や一般市民１２０人の参加

者を得て、特別支援教育への理解が図られたとこ

ろです。

次に、いじめ等の問題につきましては、１１月

６日から８日に名寄市教育委員会として独自に実

態調査を行い、現状の把握に努めるとともに保護

者・学校及び教育委員会などの連携を強める中、

積極的に課題の解決に取り組んできています。

次に、学校給食センターについて申し上げます。

学校給食センターの平成１９年４月統合に向け、

名寄・風連両学校給食会では２つの専門部会を設

け、課題解決に向けた協議を進めてきました。そ

の間、統合経過について学校・ＰＴＡに対する説

明、保護者向けアンケート調査も実施してきたと

ころです。

一方、専門部会では、より良い給食の実施を目

指し熱心な議論がなされ、去る１１月１日の合同

学校給食会理事会で協議の結果が承認されました。

これを受け、両学校給食会では１１月に臨時総会

が開催され、給食センターの統合について承認さ

れたところです。

給食センター統合に伴う食器・食缶消毒保管庫

などの設置・改修工事につきましては、学校給食

の提供に影響の少ない冬休み期間中に行うべく準

備を進めております。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

去る１１月１５日、平成１９年度推せん入試・

社会人選抜を行い、保健福祉学部の定員５５名に

対して昨年より８人多い１４２人が受験し、２１

日付けで５８人の合格者を発表したところです。

初年度の推せん入試では、社会福祉学前で定員
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２０名に対して受験者は１８人と定員を下回りま

したが、今回は３１人が受験し、新設学前の存在

が浸透してきたものと考えています。

短期大学児童学前の推せん入試・社会人選抜で

は、昨年より１人少ない６０人が受験し、２７人

の合格者を発表したところです。

開学から８カ月が経過し、学生も学内外での生

活に慣れ、大学としても一定の落ち着きを見せて

きました。

当次は、学年完成の間を一つの目標として、短

大在学生の対応を含めた教育・研究の充実に努め

てまいります。

次に、風連児童会館の改修について申し上げま

す。

風連児童会館は昭和４９年に建設され、築後３

２年を経過し、老朽化が進んだため改修を行うも

のです。

改修の概要は、屋根、外壁、床、暖房機などの

大掛かりなものであり、工期は明年２月末日を予

定しております。その間、児童クラブと図書館風

連分館が使用できませんので、代替の施設を利用

し運営を行っております。児童クラブは１１月６

日から福祉センターに場所を移して運営されてお

り、図書館分館は歴史民俗資料館を使用し、１２

月１日から２月２８日までの開館予定です。

改修工事が終了後、備品・物品の搬入、図書の

整理などを終えた後、４月１日からリニューアル

オープンの予定であり、市民が利用しやすい快適

な施設に生まれ変わるものと考えております。

次に、市立図書館について申し上げます。

図書館では読書週間にちなんだ特別展「猫のい

る風景」や１１月３日の「文化の日特別開館」及

び「雑誌リサイクル」を開催し、多くの皆さんの

参加や利用をいただき好評を得てきています。

また、２８回目となる古典文学講座では、「古

事記」をテーマに日本最古の歴史書に親しんでい

ただき、読書の普及に努めてきました。

次に、市立木原天文台について申し上げます。

天文台では、去る９月８日の部分月食と１１月

９日の水星の太陽次通過現象の観測に成功し、高

速データ通信回線を利用した高画質配信によるイ

ンターネットライブ中継を行うなど、全国に情報

発信をしてきました。

また、移動天文台車による観望会も数多く開催

し、多くの皆さんに好評を得るなど、天文の普及

に努めてきたところです。

次に、北国博物館について申し上げます。

９月から１１月にかけては、地域の魅力を少き

出す企画展として、「きのこ」「四季の植物」

「ハーブリース」の３つの展示会を開催し、観察

会と講演会を組み合わせて、延べ ７００人の観

覧をいただきました。

また、博物館サポーターの自主企画事業は、昨

年の「しめ縄づくり」に少き続き、本年は「ぞう

り作り」講習会を１０月２５日に開催し、好評を

得たところです。

次に、芸術文化鑑賞バスツアーについて申し上

げます。

本年も道内の優れた芸術を鑑賞する芸術文化鑑

賞バスツアーを６月１日から１０月１２日にかけ

て５回実施いたしました。風連地区からの参加も

あり１３１人の方が旭川市や札幌市、富良野地方

における美術館や記念館で優れた文化に触れ、好

評のうちに終了いたしました。

次に、市民文化祭について申し上げます。

名寄地区は１１月３日から５日にかけて市民文

化センターと市民会館で、また、風連地区は１１

月２日から３日の両日、風連福祉センターで開催

されました。それぞれの芸能発表や地域性豊かな

展示作品、体験コーナーは多くの方の目や耳を楽

しませ、名寄地区においては １００人、風連地

区においては ５７０人の入場がありました。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

１０月９日にスポーツフェスティバルが、体育

施設を無料開放して開催されました。体力測定や

キンボール、ミニバレーボール、パークゴルフ、
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フ工アーカーリングなどの大会や協賛団体などの

大会に ０９７人の参加があり、多くの皆さんに

スポーツを楽しんでいただきました。

南水泳プールは、６月１日の着工以６、順調に

プールと管理棟の工事が進み、既に外構工事も発

注されています。オープンについては、明年５月

中旬を予定しています。

以上、主な行政事項につきまして、その概要を

申し上げ、御報告といたします。

以上で行政報告を終わ〇議長（田中之繁議員）

ります。

日程第５ 議案第１号〇議長（田中之繁議員）

名寄市副市長の定数を定める条例の制定につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 名寄市副〇市長（島 多慶志君）

市長の定数を定める条例の制定について、提案の

理由を申し上げます。

地方自治法の一部を改正する法律が本年６月７

日に公布され、副知事及び副市町村長の定数は条

例で定めるという地方自治法第１６１条第２項の

規定が６年４月１日から施行となります。本件は、

これに伴い本市においても名寄市副市長の定数を

定める条例を制定し、必要な事項を定めようとす

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

斉藤晃議員。

ただいま市長の方か〇３１番（斉藤 晃議員）

ら名寄市の副市長の制定を求める条例の提案がさ

れたわけであります。御案内のように、名寄市で

は行政改革も進めるということもありまして、合

併に当たっては収入役を廃止をすると、こういう

ふうなことを既に進められておりまして、合併に

当たっての首長の姿勢というのが示されておった

わけであります。ところが、今回提案されました

副市長の数が従６名寄市では助役１名と、こうい

う形だったわけでありますけれども、副市長とい

う形にして定数を２人とすると、こういうふうな

提案であります。そういう点では従６進める定数

への姿勢、そういうふうなのから見て増員をする

という根拠をどういうふうに置いて考えられたの

か、その点についてまずお伺いいたします。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

御案内のように３月２〇市長（島 多慶志君）

７日に旧風連町、旧名寄市が合併をして、市民の

皆さんに御利用いただく窓口等については二つの

庁舎にそれぞれ組織を分けて配置をいたしました。

副市長の呼称につきましては、この自治法が改正

前でありましたけれども、３月２７日の組織の改

編に合わせて助役を副市長という呼び名をもって

現在両方の庁舎に配置をしております。私は、市

民の皆さんが速やかな課題解決に向けてそれぞれ

の庁舎に権限を持った副市長を配置することがこ

れからも望ましいと、このように思っております。

分庁舎方式というのは、合併をした全国の事例の

中では例としては少ないのですが、私はこの８カ

月間執行体制を見ている中でやはりそれぞれの課

題解決に二つの庁舎が分担をして、即決即断をし

ていくと、こういう兼ね合いも含めて２人の定数

を維持していきたいと、このように考えておりま

す。私も火曜日、木曜日と午前、午後というふう

に時間を割っているわけですが、それぞれの庁舎

に勤務するという体制をとっておりますが、やは

りどうしても公務出張等の日程も含めて実績とし

ては不在の時間が出てしまうと、こういうことも

ありまして、御理解を賜りたいと思います。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

確かに４月以降２人〇３１番（斉藤 晃議員）

の助役制という体制で進んできておりまして、そ

の内容でそれぞれの地域住民への対応というのは

理解はするものの、改めてこういうふうな形で２
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名というふうにしていくのだというふうになった

ことについて、やはり市民の間からある疑問は３

万 ０００名という、そういう人口の中で、分庁

方式という建前ではあるものの予算あるいは事業

規模などなどにおいては余りにも大きな少がある

のではなかろうかと。そういうときに分庁方式と

いうことで名寄庁舎、そして風連庁舎に副市長を

置かなければならないのかと、こういう素朴なと

いいますか、２直な市民の声もあるものでありま

して、そういう点で私もお尋ねをしているのです

が、ただいまの市長のお話ではそれぞれ市長が火、

木と風連庁舎に、一定の時間ではありますけれど

も、勤務をすると、そういう新たな体制をとって

いるにもかかわらず、そういう副市長を置いてい

くというからにはそれなりの機能分担といいます

か、役割分担と申しますか、そういうようなこと

などがどういうふうな形で行われようとしていく

のか。さらに、今の住民との関係では、市職員の

定数問題などなども含めていろいろ論議がされて

いるわけでありますから、こういう副市長の定数、

未６永劫続くという、そういうふうにまで考えて

いるのか、その点あわせてお答えいただきたいと

思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

お話がありましたよう〇市長（島 多慶志君）

に、合併に伴って職員の組織が統合されたわけで

ありますから、確かに御指摘の一般職員等につい

ては向こう１０年間の新市建設計画の中でも御議

論をいただいておりますけれども、これから退職

等が定年も含めて数多く出るわけでございますが、

決して退職者数をそのまま補充するということで

はなくて、常に組織を点検しながら、スリムな組

織にしていきたいと、こういうふうに考えており、

具体的に総合計画の中でも御議論をいただいてい

るところであります。ただ、庁舎を分けて、経済、

建設分野を風連庁舎に、そのほか総務あるいは生

活福祉、教育等の窓口についても風連庁舎、名寄

庁舎に分けるという組織体制を構築しておりまし

て、これらについては一定の時間がたって、また

住民の意識が変わってということはくるかもしれ

ません。しかし、現時点ではこの分庁方式、そし

て組織を分ける中で市民の皆さんに行政サービス

というものをしっかりと対応していきたいと。し

かも、その組織の取りまとめを副市長の職務でし

っかりと担っていただく、このことが住民に直結

したスピードのある判断、決定をしていくことに

つながると、このように考えておりますので、当

分は現在の組織を堅持していきたいと、このよう

に考えているところであります。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

住民の立場に立って〇３１番（斉藤 晃議員）

見た次では即決も含めた管理者が身近にいるとい

うことは大事だと思いますし、分庁方式という制

度をとっていく以上は私も否定をするものではあ

りませんけれども、しかし副市長という２人の人

を置く以上は全体の職員のバランスの問題や、あ

るいは事業の問題などなどに応じて、やはり市民

からそういうふうな、名寄庁舎にも副市長がいる

と、風連庁舎にも副市長がいると、ちょっと卑近

な例で申しわけないのですけれども、同じ報酬も

らっているぞと。そういう場合は仕事内容どうな

っている、こういうようなざっくばらんなお話も

伺ったもので、そのままで言うのですけれども、

そういうふうな次ではやはり職員の定数の問題、

あるいは多様な住民要求などを反映していくと、

そういう次で責任のある対応を持ちながら、また

そういうふうな市民の批判を受けないような、場

合によってはプ工ジェクトの一定の部門も責任を

持ってもらう。すなわち、御案内のように今道の

駅、あるいは風連の駅前の市街地再開発問題があ

りますけれども、どれ一つ見ても総合計画との関

連や、あるいは将６を見据えたときには誤りのな

い選択が求められるだけに、そういう役割なども

含めて機能を発揮していくことが当次は必要では

ないかと、こういうふうに考えますけれども、そ

の点についてだけお答えいただきたいと思います。
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島市長。〇議長（田中之繁議員）

現在合併の初年度とい〇市長（島 多慶志君）

うことで大きな課題が山積をしております。しか

も、住民の皆さんの一体融和を図るということで、

いろいろな組織が統合できているもの、あるいは

これからも含めて存続をさせ、それぞれの活動を

活発化させるものといろいろとございます。特に

風連地区は合併特例区ということで、５年間特例

区の区長も風連庁舎担当の副市長には担っていた

だいているわけでございまして、こうした関連も

含めてしっかりと地域の課題について全市的な見

地から協議を現在も進めておりますし、これ以降

もしっかりと進めて取り組んでいきたいと、この

ように考えております。

ほかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

日程第６ 議案第２号〇議長（田中之繁議員）

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 地方自治〇市長（島 多慶志君）

法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、地方の自主性、自律性の拡大を図る措

置を定めた地方自治法の一部を改正する法律が本

年６月７日に公布され、６年４月１日から施行さ

れることに伴い、地方自治法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制

定し、本市における関係条例の整備を行おうとす

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

今提案説明で関係条〇２０番（熊谷吉正議員）

例の整備ということで説明があったのですが、合

併以降長年おりました収入役を後補充をせず、助

役が兼務をする形で行政効２を高めているのです

が、この提案の中にも病院事業会計の助役を会計

管理者に改めると。そして、名寄市収入役を置か

ない条例の廃止ということでありますけれども、

その後今年度に入ってから会計課の体制整備や会

計課長の役割、責任をランクアップをしながら対

応していると思うのですけれども、現実にこれま

で助役と会計課のかかわりについて、最終責任者

が助役、この条例が決まれば副市長ということに

なるわけなのですが、実際の業務上実務的にどう

いうかかわりがあったのかまず１点お願いをした

いということと、もう一点はいわゆる金の入り口

も出口も、一人二役ということになりますから、

実際に弊害というのがないのかどうか。支出の出

口の方についての管理監督についても当然重要な

役割として今まで収入役を長年置いていて、一つ

の役割としてあったわけでありますけれども、そ

れらについての危惧の声も一部聞こえるものです

から、２点についてお尋ね申し上げたいと思いま
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す。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

地方自治法の改正がご〇市長（島 多慶志君）

ざいまして、従６は町村には収入役を置かないこ

とができると、こういうことでありましたけれど

も、今回の改正では市においても置かないことが

できると、こういうことになってまいりました。

収入役の職務というのは御案内のとおりでありま

すけれども、金庫制度、市の金庫制度というのが

昭和４５年からしかれまして、実質的に現金等の

収入、支出の管理については市金庫の業務を受け

る金融機関が実際に取り扱うことになりまして、

したがいましてそれ以前との収入役の責任という

ものは、いわゆる現金等の保管も含めてなくなっ

たわけでございまして、もう既に自治法の改正前

からそのような傾向は強くありました。この上川

北部でも名寄市、士別市のみが収入役を置くと、

こういうことでありまして、私は自治法の改正と

いうものはそういう時代背景を受けた改正だなと、

このように思っております。

問題は、従６収入役が対外的にも務めてきた業

務についてどのような対応をするのかということ

であります。事務的には会計管理者ということで、

職制を設けてしっかり対応するということであり

ます。これらを含めて、私も含めて財政の管理に

ついて、会計の管理について収入役の職務だとい

うふうに区分して考えるものではなくて、行政全

体でこのことについてはしっかりと受けとめてい

かねばならぬと、こんなふうに思っているところ

でございまして、御質問の懸念と申しましょうか、

このことについては行政組織全体がしっかりと受

けとめていくと。副市長は、実務の次で総括的に

管理を発揮していくと、こういうことで御理解を

いただければ。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

この５月から収入役の職〇助役（今 尚文君）

務を兼ねてきたわけでありますけれども、実務的

にはほぼ今市長が答弁をしたとおりお金の出し入

れ、公金の出し入れ等について、あるいは管理に

ついて、これについては直接私どもが実施をする

ことはないと。さらに、資金繰り、市の支払いの

場合の資金計画をつくって資金繰りをするという

ことも非常に安定をしてきている現在であります

から、それらについても一定程度これは直接資金

繰りの業務に携わることはないというふうに思っ

ております。決裁関係はもちろんでありますけれ

ども、収入役としての決裁はもちろんやっており

ますけれども、そのほかに例月の出納検査、これ

は収入役を兼ねているところが一部事務組合も含

めてございますので、それらについても毎月の検

査にやはり収入役として私は立ち会いをさせてい

ただいているということでございます。

ただ、１０月１日から従６の会計課長を会計室

長ということで次長職にいたしました。これは、

今回提案している条例の施行、つまり会計管理者

体制をにらんでそういうふうにさせていただきま

した。以降につきましては、この会計管理者とい

う立場がやはり今まで収入役が持っていた意味の

仕事を少き継いで持っていくということになりま

して、総括的にはやはり理事者全体が公金の管理、

その他も含めて責任を持ってやっていくというこ

とになってくるというふうに思っております。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

事前に十分熟知して〇２０番（熊谷吉正議員）

いない部分もありますけれども、会計管理者とい

うのは、いわゆる新しい副市長が兼務をするとい

うことではなくて、ランクアップした会計責任者

が担うという受けとめで正しいのか。

もう一点は、実際には決裁行為がかなりあると

思うのですが、物水的に副市長を兼ねながらその

中身をチェックする余裕というのは十分あるのか

どうか。実際に１年間で旧収入役、あるいは現助

役がどの程度の決裁的なボリュームを、今まさに

電子決裁でやられる、支出行為についても恐らく

そういうシステムになっているのかなと思うので

すが、物水的に実際にめくら判、言葉はよくない
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ですけれども、そういうことの実態があるのかな

いのか改めて、若干心配もあるものですから。

あるいは、今斉藤議員が前段で質問ありました

２人体制の副市長ということですが、片方の副市

長がすべての旧収入役の役割をするということに

限定をされてとらえていいのか改めてお答えをい

ただきたいと思います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

前段の質問でございます〇助役（今 尚文君）

けれども、会計管理者という職はやはり従６の収

入役の職というふうにお考えいただいた方が一番

わかりやすいかなと思います。したがいまして、

会計管理者を置く場合には今までのように特別職

が収入役を兼務すると、あるいは会計管理者を兼

務するということはないというふうに判断をいた

だきたいというふうに思っております。そのため

に置かなくてもいい条例の廃止をさせていただく

ということであります。

それから、物水的にどのくらいの水があるのだ

ということは口ではちょっと言いあらわせないこ

となのでありますけれども、一般の支出負担行為

はこれは助役として、副市長としての専決処分に

基づいて行うということになります。収入役の仕

事は、やはり毎月どのくらいのお金が動くのか、

毎月どのようにして支払いがされているのか、一

件審査は全部担当の審査係長あるいは課長が行い

ます。収入役の仕事は、全体の資金の流れを管理

するということでありますから、決裁的には毎月

の支払いのトータルの数字、これらについてチェ

ックをするということになっておりますので、数

字でございますから、積み上げていって、きちん

と帳簿と合っているかどうかのチェックというこ

とになりますので、表現にありました忙しさに紛

れてめくら判ということではなくて、チェック体

制は十分できるというふうに考えております。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

長い役所経験の上で〇２０番（熊谷吉正議員）

それぞれお二人は今の職にあるわけなのですが、

そういう感覚で見ると金のやりくりも、金の出口

もしっかりトータル的に管理をするという意味で

はお答えとして効２的で立体的にできるという印

象はありますけれども、市民感覚で見ると金の入

り口と出口が同じ人でどうなのかという素朴な疑

問も聞けるものですから、監査の事務局体制や監

査委員さんがおりますけれども、監査事務局も職

員の削９なんかの影響もあって、１２０％出口の

金を見ることができるという状態ではないのでは

ないかというふうに考えておりまして、まさに出

口の段階での厳格な支出行為についての怠りなき

を改めて求めておきたいというふうに考えており

ます。

ただ、先ほど２点目で聞いた副市長２人体制で、

いわゆるこの行為に関しては２人が兼務するとい

うことはあり得ないと思いますが、現在の今助役

がすべての決裁行為の最高責任者ということにな

るのかなと思いますが、お答えをいただいて終わ

りたいと思います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

先ほどの斉藤議員の質問〇助役（今 尚文君）

とも関連するわけでありますけれども、助役２人

体制で、私が当然収入役も兼務していますから会

計も含めて総務の関係、生活福祉の関係、教育は

教育長おりますけれども、横の連携をとれるとい

う関係です。小室助役が経済部、建設部、そして

風連地区全般の関係という役割分担を持っていま

すので、決裁ルートもまさしくそのルートで行っ

ているということでありますから、それぞれが責

任を持って決裁をしているということであります

が、もちろん合議という行為もありますけれども、

主に責任を持つのは今言った仕事の分担で持って

いるということでありまして、決してその地区だ

けというふうに限っておりません。御理解いただ

きたいと思います。

ほかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第３号〇議長（田中之繁議員）

名寄市議会議員及び名寄市長の選挙における選

挙運動の公費負担に関する条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３号 名寄市議〇市長（島 多慶志君）

会議員及び名寄市長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

本市では、平成１９年４月３０日任期満了に伴

う名寄市議会議員選挙の執行が予定されておりま

すが、同選挙では合併協議におきまして最初の１

回に限り第１及び第２選挙区を設けることになっ

ております。本市は、候補者間の選挙運動の機会

均等及び費用のかからない選挙の実現を図るため

選挙運動の公費負担を実施しておりますが、同選

挙における選挙運動用ポスターにつきましては、

現行条例の基準で第１選挙区１１９枚、第２選挙

区３０枚のそれぞれポスター掲示場数分として、

第１選挙区２０万 ４６５０、第２選挙区１６万

９０００が公費負担されることになります。し

かしながら、第２選挙区では枚数が少ないため１

枚当たりの作成単価が割高となり、候補者の負担

も見込まれることから、市内印刷業者に参考見積

もりを依頼し、実勢価格を把握しました。その結

果、第２選挙区の公費負担の金額が現行条例の基

準では実勢価格より低くなるため、本件は６年執

行が予定されている同選挙に限り条例第８条中１

４万 ２０００を１７万１００に読みかえ、第２

選挙区の公費負担の限度額を１８万 ７１００と

なるよう改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

斉藤晃議員。

ただいま提案されま〇３１番（斉藤 晃議員）

した市議会議員選挙並びに市長選挙における公費

負担に関する条例であります。御案内のように市

議会議員選挙においても各界各層から多様な人材

が出て、住民主体のまちづくりに取り組の、そう

いう選挙が望まれるわけでありますけれども、し

かし選挙にはお金がかかると、こういうところか

ら公費負担制度というのが導入されたことは御案

内のとおりでありまして、ポスターのほかにも宣

伝カーなどへの公費負担制度があるわけでありま

す。今回は、そのうちのポスターに限って提案と、

こういうふうに理解をするわけでありまして、名

寄のポスターが１１９カ所、風連が３０カ所、そ

ういうところからの提案でありますから、そうい

うふうな業者との接点で均衡ある負担と、こうい

うふうに考え、理解をするわけであります。

それで、この機会でありますので、その他の宣

伝カーなどなどの公費負担についての変更はない

のか、あるいはその経費負担などについてもどう

いうふうに進行されようとしているのか。もう既

に４月の末というふうにほぼ６年の日程も決まり

つつあるだけに、新たな立候補予定される方につ

いてはこういう負担はどれぐらいがされるのかと、

こういうふうなことも伺うわけでありまして、こ
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の機会ですので、お知らせをいただきたいと思い

ます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきます。

この公費負担の趣旨につきましては、ただいま

斉藤議員がおっしゃったとおりでありまして、今

回市議会議員の選挙に当たって第１選挙区、第２

選挙区、この１回限りの部分でのポスターの部分

についての改正ということで提案をさせていただ

いております。そのほか宣伝カーですとか燃料で

すとか、それら以外の部分についても公費負担制

度を持ってございます。それらについても担当の

方では検討をしてございまして、前回執行されま

した市長選挙がございまして、それらの内容等も

９査をいたしまして今回ポスターの部分だけが、

名寄第１選挙区については１１９カ所の掲示場が

ございます。風連町は３０カ所の掲示場というこ

とで、非常に掲示ポスターの開きがございまして、

単価の見積もりをとったところ非常に少が出てき

まして、現在名寄市で持っていますプラス１４万

２０００では負担が出てくるということで、こ

のような形で今回に限るということでの改正をさ

せていただいた上程になってございまして、その

他の部分についても検討した結果で今回ポスター

掲示場だけの改正ということになってございます。

以上でございます。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

ポスターの件につい〇３１番（斉藤 晃議員）

ては、先ほどのちょっと市長の説明で聞きづらか

ったものですから、具体的に名寄市のポスターは

幾らで、風連の第２選挙区は幾らなのか、ポスタ

ー額について正確にちょっとお答えいただきたい

と思います。

それから、一般論で言わないで、ほかの公費負

担制度はどういうのがあるのだと、それはおおの

ねどれぐらい出るのだと、こういうふうなのがわ

かればひとつお知らせをいただきたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

２点の御質問にお答〇総務部長（石王和行君）

えをさせていただきます。

１点目の１枚当たりの単価、具体的にというこ

とでございますけれども、名寄市の場合は１枚当

たり ７３５０ということになります。風連町の

場合３０枚でございまして、 １５７０というこ

とで大きな開きがございます。

なお、二つ目の質問にありましたその他の具体

的な内容についてということでありますが、現在

その部分についての手持ちの資料ありません。条

例を見ていただければということになりますけれ

ども、後ほど条例等で確認をいただければと、こ

のように思っております。

ほかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第４号〇議長（田中之繁議員）

名寄市都市計画税条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

提案の前に、一部ミス〇市長（島 多慶志君）
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プリント等がございました。字句の約加、修正を

おわびを申し上げます。

議案第４号 名寄市都市計画税条例の一部改正

について、提案の理由を申し上げます。

都市計画税は、都市計画事業、または土地区画

整理事業に要する費用に充てるため、都市計画区

域内の土地及び家屋の所有者に対して課する目的

税であり、また都市計画法でいう用途地域は住居

地区、商業地区、工業地区等市街地の土地利用を

定めるもので、将６の市街化を見据えて適切な都

市機能及び良好な生活環境を確保することを目的

に定められております。

旧風連町は、旧風連町都市計画審議会を経て、

北海道との同意協議後、平成１８年３月２４日に

用途地域の指定を行いました。合併協議会におき

ましても議論されておりましたが、用途地域指定

後は次年度に指定された地域に都市計画税を課税

することになります。風連地区の課税区域は、名

寄地区の例により、指定された用途地域及び農業

振興区域内の農地を除く都市計画事業の整備区域

となりますが、本件は課税区域の特定により用途

地域以外の風連町の西町、北栄町、緑町及び字豊

里の各一部を課税区域にしようとするものであり

ます。また、同都市計画税の税２は、土地及び家

屋の課税標準額の１００分の ３であり、従６の

固定資産税に加え、所有者に課税されることにな

ります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

宮田久議員。

お尋ねをしたいのです〇１番（宮田 久議員）

けれども、都市計画の条例が提出されたわけです

けれども、まず１点目には合併協定書の中には、

２ページの地方税の取り扱いというところの都市

計画税については、風連地域については用途指定

の問題もありますけれども、平成２２年までに調

整を図るということでございます。当然この合併

の前については、この言葉よりも平成２２年ころ

までに一つはこういう条例や何か制定があるかも

しらぬという、暗に先送りをしたような御説明が

かなりあったと思います。これがまず１点で、私

たちもこの条例が提出されるという話をお聞きし

まして、風連地域において私たちの凛風会はこの

状態は住民に十分周知しているかと、住民に理解

を求めているのかということに対しましては、４

年前ごろにちょっと説明をしたのだと。そしてま

た、ことしも説明したらほとんど人数が１まらな

かったと。この指定地域の中に私自身土地も持っ

ていますけれども、私にも通知は６ていなかった

という御指摘をしましたら、それは忘れていたと、

今後において必ず説明をするからと。ですから、

当然この条例が出される前にはこれに該当する方

々に親切に説明があったという理解をしているの

ですけれども、住民は説明ないと言っているので

すけれども、その辺はどうなのですか。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきます。

合併協議の中での御質問でございますけれども、

これにつきましては議員もおわかりのとおりだと

思いますけれども、農村モデル事業の補助を受け

ている関係からということでの一定の規制がござ

いました。それに対しまして道との協議の中で、

その規制は適用除外できるということでありまし

て、旧風連町におきましては都市計画税の審議会

を経て、３月２４日に道の告示が出されたと。合

併前の旧風連町で行ってきた部分だということで

ございまして、それに伴いまして用途地域が指定

がされたということになります。指定と同時に都

市計画税法の中では都市計画税を課税をすると、

このように条例の中でなっておりまして、翌年度

からの課税ということで、１９年度からの課税と、

このような税法上の取り扱いで、指定がされたと

いうことに伴っての都市計画税の課税ということ
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であります。

それで、旧風連町の住民の皆さんに十分な説明

がされていたのかどうかということでございます

けれども、それにつきましても旧風連町におきま

しては都市計画区域の計画の作成の手続に関する

条例の制定ということの条例制定をしながら、そ

れに基づきまして一定の住民周知を図っていくと。

もちろんそれについては、説明会も開催をしてい

るということで聞いておりまして、全市民がその

ことを知っている、知らないかということについ

てはそれぞれ受けとめがあると思いますけれども、

行政上の手続の上では住民に縦覧なりの期間なり

を設けながら、周知を図っていたということで認

識はしているところでありますけれども、市街地

における高度化の部分ですとか防火対応の住宅の

部分ですとか、用途地域の指定に伴っていろいろ

規制がかかる部分についての説明については若干

不十分だったということでさきの議員協議会の中

でもお話をさせていただいておりまして、それら

については年内に対象の住民の皆さんに説明をす

るということでお話をさせていただいているとい

うか、担当はこれ所管が違いますけれども、あわ

せて風連地区における広報「風」ですか、それら

についても都市計画税の課税についての広報をし

っかりしていきたいということで考えているとこ

ろでございます。

以上でございます。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

事務的にはきちんとや〇１番（宮田 久議員）

ったのだよと、周知がされているはずだと多分理

解をされていると思いますけれども、一般の方は

そう理解していないのが私たち議員地元を回って

いますとその話が聞こえてくるわけです。それで、

これは公式ではないのですけれども、凛風会とい

う組織としても小室助役さんと話しして、その後

早急にやると、そういう説明をするのだというこ

とで私たちはこれまで待っていたわけですけれど

も、それが行われていない。私は、特にこのこと

を言いたいのは、お互いにこれから総合計画を立

てるにしても、今後住民の方々と一生懸命協働で

やるという姿勢の中で、お互いに情報をっ有しな

ければならないだろうと。そういう情報が発信さ

れないで、きょうの議会で提案をする。いわゆる

約認をしろというような考え方はいかがかと思う

のですが、どうですか。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

先ほど総務部長よりあっ〇助役（小室勝治君）

たとおり、地域住民にはきちっとしていこうとい

うことは今も変わりございませんし、年内にやる

予定を組みながら、今日程の調整をしているとこ

ろでございます。

先ほど言ったとおり、地域の方が呼びかけても

６ない部分があったものですから、その後チラシ

を配って周知したというのが現在までのところに

きているわけでございますが、その段階で都市計

画委員会等の意見を聞きながら設定になったとい

うことでございますし、その中で理解がされてい

ないということであれば、先ほど言ったとおり１

２月をめどにやっていこうということで、内部で

今日程の調整をしているところでございますので、

よろしく御理解いただきたいと思います。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

どうしても理解ができ〇１番（宮田 久議員）

ないのは、この施行日は６年の４月１日から施行

しますよと。きょう１２月１日に議案で提出をし

ているということで、その後に説明して、住民の

理解を得られるという小室助役の自信を私は見ま

したので、十分見ましたので、トラブルのないよ

うにひとつやってください。答弁は結構です。

川村正彦議員。〇議長（田中之繁議員）

関連してまたちょっ〇２９番（川村正彦議員）

と質問させていただきたいのですけれども、まず

一つ目は第２条です。ここで今提案されています

第２条のところ、これ納税義務者等ということで

規定をされているのですが、この中に用途地域並

びに緑丘とか旧名寄市の地名が出てきて、徳田の
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後に風連町西町、北栄町、緑町、豊里の一部とい

うように風連に課税することによって変えていく

ということの御提案でございますが、例えばこれ

風連町でいいますとここに出てこない本町、南町、

大町ですか、仲町もそうでしょうか、こういうと

ころは用途区域というくくりがあるからここにあ

えてのせていなくていいのかと、その説明をちょ

っとまずいただきたいのと、それから２点目でご

ざいますが、今宮田議員からも御質問があったよ

うでございますが、旧風連町民にとってはこの都

市計画税というのは全く新たなその仕組みや中身

もわからない税で、旧名寄市民の皆さんには長年

親しんで、御理解も一定程度出ているのだろうと

いうふうには思いますが、旧風連町にとっては合

併してマイナス負担といいますか、負担がふえる

一つの要素だという受け取り方をどうしてもして

しまうものですから、なおさら住民の皆さんに親

切な説明なり、わからなかったらいろんな手段で

一定の理解を得て、そしてこれも確かに合併して

負担はふえるけれども、必要なことなのだという

御理解をいただくのがまず先でないかというふう

に考えるので、重ねて、恐縮でございますが、御

答弁をいただきたい。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

今回約加といいまし〇総務部長（石王和行君）

ょうか、西町、北栄町、緑町、字豊里、その部分

でございますけれども、この部分は、基本的に都

市計画税が課税になるというのは用途地域を指定

した地域には課税がかかります。ですから、用途

地域した地域の皆さんのところはここに加えてご

ざいません。当然課税がされるということでござ

います。それで、今回この加えた部分につきまし

ては、都市計画区域内を指定をしておりまして、

それの用途地域以外に区域となっている部分です。

具体的にお話ししますと、下水道の供用開始をし

ている一部地域については、用途地域以外ですけ

れども、都市計画税は課税の対象になりますよと。

また、都市計画区域でありますけれども、農業の

農振地区については適用外ですと、このように課

税をしていこうと、そういうことでございます。

それと、新たに風連地区につきましては都市計

画税が課税になるということで、課税対象区域の

住民の皆さんには確かにこれまでなかった税が課

税になるということでの税負担の重さというのを

感じられるということで私も感じますけれども、

これは一つには都市計画税、目的税でありまして、

良好な都市環境をつくっていくという、それらの

税についてはその整備等に充てていくということ

を住民説明会の中でもパンフレットをつくって、

一定の住民周知を図ってきているということで確

認をしているところでありますけれども、先ほど

申しましたように広報なよろ、さらには風連地区

の風においてもそのような都市計画税の目的なり、

税の負担についても理解を求めるような広報をし

っかりとしていきたいと、このように考えている

ところでございますので、御理解をいただきたい

と思います。

川村議員。〇議長（田中之繁議員）

直接この税とは関係〇２９番（川村正彦議員）

ないのですが、合併間近に急に風連町で用途指定

をしたものですから、多少事務的にも対応が十分

でなかったような感じがするものですから、なお

この税の導入も含めて都市計画区域の用途指定、

これについても関連して、私のところに昨年の暮

れでしょうか、私のところは商業地域なのですが、

ここでおたくの倉庫、店舗が不適格建造物という

１片の通知をいただきまして、これしか入ってい

ないものですから、ただし下の方に若干の説明が

ありまして、そのまんまいいのですよと、今度増

改築するときには建築基準法で一定の制限があり

ますよと、こういうようなことがあるのですが、

私のところにもこれ紙１枚ぽっと６て、わからな

いところは聞けばいいのでしょうが、やっぱり住

民の戸惑いはどうしてもぬぐえないと思いますか

ら、今後さらにこの税金だけではなくて、都市計

画の用途地域を指定したことの住民の皆さんへの
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影響をもう少し親切に理解を求める、理解してい

ただく努力をすべきではないかと思いますので、

重ねてお願いしたいと。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

本件につきましては、ど〇助役（今 尚文君）

うしてもやはり合併前の作業と、それから合併後

の作業と、この二つに分けて考える必要があるだ

ろうというふうに思っています。今御質問の中で

も触れておりましたけれども、合併前、旧風連町

としての用途地域を制定をしたと。それに伴う例

えば都市計画税の部分、それから建築基準法の問

題、さまざまな問題を住民説明会を昨年の７月に

行いますと、合併前ですから。したがって、それ

までの間に、税に関して特に重要ですから、どう

いう扱いになるのか結論を出そうということで、

合併協議会の中では既に御存じのとおりこれはど

うしても１９年からかかるのだと、何とかいろい

ろと協議をして、不均一課税の方法はないかとい

うことで北海道なんかとも協議をいたしましたけ

れども、やはりどうしても現状では無理だという

ことで、法どおりそれでは都市計画税は課税にな

るということで、住民説明会の前までに何として

も結論を出そうということで鋭意努力をいたしま

した。そのことに基づいて、私どもは旧風連町と

しての一定の作業はしていただいているというふ

うに思っております。

そして、合併した後のことにつきましては、そ

の作業過程を経て、それでは次に今条例を提起し

ておりますとおりこれに向かっての作業を進めて

きたわけであります。その合併した後の作業とし

て、その合併前の作業を少き継いできていますか

ら、その不十分なところがあるよという御指摘だ

というふうに思っておりまして、先ほど小室助役

からも話をさせていただきましたけれども、住民

の皆さんに合併前の作業、合併後の作業というこ

とも含めて丁寧な説明をせよということでありま

すので、時間的には非常に窮屈でありますけれど

も、ぜひ説明をさせていただきたいというふうに

思っているところでございます。

ほかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第５号〇議長（田中之繁議員）

名寄市営プール条例の一部改正についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 名寄市営〇市長（島 多慶志君）

プール条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本年完成する南水泳プールは、加温式で、２５

水ートルプールと幼児用プールが併設されており、

本市では初めての屋内プールであります。屋根に

は合わせガラスのトップライトを使用し、室内の

熱効果を高めます。また、管理棟には男女採暖室、

ミーティングルーム及び多目的トイレを配置して

おります。

本件は、老朽化及び利用者の９少などのため、

昭和４２年に開設した西水泳プールの用途を廃止

し、新たに建設される南水泳プールの利用期間及

び利用時間を定めようとするものであります。ま
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た、同プールが加温式の室内プールになることか

ら開設期間が長くなりますが、維持管理の点検が

必要となりますので、休館日を他のプールと重な

らない金曜日の午前中に設定しようとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（田中之繁議員）

ただいま議題となっております議案第５号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第５号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定をいたしました。

日程第１０ 議案第６〇議長（田中之繁議員）

号 名寄市企業立地促進条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 名寄市企〇市長（島 多慶志君）

業立地促進条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

工場等設置費補助金及び環境緑化整備事業費補

助金について国及び北海道の補助を受ける場合に

は、企業の自主、自立の原則的事業展開が損なわ

れないよう、投資額基準２に配慮した名寄市企業

立地促進条例取扱要領を定め、対応をしてまいり

ました。本件は、同取扱要領で定めている基準に

ついて本市における工業の開発促進及び企業の立

地を促進するため制定されている名寄市企業立地

促進条例におきまして整備を行い、より明確にし

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

宮田久議員。

この名寄市企業立地促〇１番（宮田 久議員）

進条例というのは非常にすばらしい事業でして、

住民の方も非常に関心を持っているわけですけれ

ども、言わせてみればここで条例を一部改正する

というのは、今まで条例等に書いていないで、改

めてここで直すという今回の条例の提案の理由だ

と思います。当然のことを条例に書いてある、そ

れをまたパンフレットや何かに書いてあるのは、

すべて３割の補助をするという項目の中に今まで

国、道の補助金のことが一切触れていなかったわ

けです。今回は、そのことの今まで３０％をある

意味では１５％、半分にしますよということだと

思うのですけれども、ここで市長にお尋ねしたい

のは、この条例が制定されて今日までどのぐらい

の補助を受けた方がいて、そしてそれは当然１５

％で、いわゆる要領か何かでやられたということ

なのですけれども、本６は条例のとおりやること

が地方自治法で決められた中ですので、これが今

回１５％というのは今までのことが間違っていた

と、今回こういうことで改めたいということであ

るなら、今までの補助を受けた方々にも謝罪する

気持ちはあるのかないのかお尋ねしたいです。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からちょっ〇経済部長（手間本 剛君）

とお答えを申し上げたいと思いますが、既に平成

１５年４月から取扱要領ということで適用させて

いただいております。既に補助を受けている方が

いらっしゃいますけれども、今お尋ねにありまし

たように国及び道の補助を受けた企業はあるのか

というお尋ねでございますけれども、これは今の

ところございません。補助を受けているのはござ

いません。したがいまして、市の単独の補助で今

まで推移してきているということで御理解をいた

だきたいと思っています。

後段お話ありましたように、このことにつきま

しては先ほど説明の中でも申し上げましたように
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明確に市民の方々にやっぱり指し示したいという

ことでございまして、その分を国、道の補助を受

けた分につきましては、こういうふうな２で支援

をさせていただくのですよというようなことをは

っきりと明記して、お知らせをしたいということ

がねらいでございまして、御理解をいただきたい

と思っております。

ほかにございませんか。〇議長（田中之繁議員）

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第７〇議長（田中之繁議員）

号 上川北部消防事務組合規約の変更についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 上川北部〇市長（島 多慶志君）

消防事務組合規約の変更について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、本年６月７日に公布された地方自治法

の一部を改正する法律が６年４月１日から施行さ

れることに伴い、収入役が会計管理者に改められ

るため所要の変更をしようとするものであります。

地方自治法第２９０条の規定により議会の議決

を求めますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願い申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１２ 議案第８〇議長（田中之繁議員）

号 名寄地区衛生施設事務組合規約の変更につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第８号 名寄地区〇市長（島 多慶志君）

衛生施設事務組合規約の変更について、提案の理

由を申し上げます。

現在名寄地区衛生施設事務組合議会の議員定数

は１０名となっておりますが、本件は本市からの

選出議員を１名９の５名とし、同議会議員定数を

１市２町で合計９名にしようとするものであり、

また本年６月７日に公布された地方自治法の一部

を改正する法律が６年４月１日から施行されるこ

とに伴い、所要の変更をしようとするものであり

ます。

地方自治法第２９０条の規定により議会の議決

を求めますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願い申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）
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ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１３ 議案第９〇議長（田中之繁議員）

号 財産の取得及び処分についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第９号 財産の取〇市長（島 多慶志君）

得及び処分について、提案の理由を申し上げます。

平成１５年度から事業推進をしております畜産

担い手育成総合整備事業の実施期間中に財団法人

北海道農業開発公社が設置する施設の取得及び処

分にかかわる予定価格が ０００万０以上となる

場合は、名寄市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第３条の規定によ

り議会に提案することとなっており、平成１５年

第３回名寄市議会臨時会で議決をしていただきま

した。本件は、同事業水の増に伴う新たな財産の

取得及び処分を行うため議会の議決を求めるもの

であります。

財産の取得及び処分の内容について申し上げま

す。同公社から本市が取得する財産につきまして

は、受次農家にかかわる畜舎施設１棟及び家畜排

せつ物処理施設２基で、事業費から補助金を少し

少いた１次 ７６５万 ００００が取得予定価格 

となっております。

処分する財産につきましては、契約に基づく受

次農家にかかわる畜舎施設１棟及び家畜排せつ物

処理施設２基で、受次農家に売り払いいたします。

処分予定価格は、事業費から補助金を少し少いた

１次 ７６５万 ００００となります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

１３時３０分まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５９分

再開 午後 １時３０分

休憩前に少き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

日程第１４ 議案第１０号 財産の取得につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１０号 財産の〇市長（島 多慶志君）

取得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成１８年６月議会の平成１８年度名
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寄市一般会計予算におきまして議決をいただきま

した小学校情報機器整備事業にかかわるものであ

り、平成１１年度に市内小学校に導入した情報機

器一式が老朽化したため更新する情報機器一式を

取得しようとするものであります。

取得しようとする情報機器一式は、児童用デス

クトップパソコン、プリンターなどで、北海道市

町村備荒資金組合の町渡事業を活用し、 ７３３

万０で取得します。名寄市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定により議会の議決を求めるものであります。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては教育部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補足説明を今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

小学校情報機器の取〇教育部長（今 裕君）

得について概要を申し上げたいと思います。

市内の小学校１１校に配置されております情報

機器のうち、旧名寄市７校、旧風連町１校の情報

機器につきましてはともに平成１１年度に整備し

たものでございまして、導入から既に７年が経過

し、老朽化が進んでおります。また、配置されて

いる情報機器のハードディスク容水や基本ソフト、

ウィンドウズ９８が総合的な学習の時間における

インターネットを活用した調べ学習等の補助教材

の閲覧等における最近の高速通信網に対応してお

らず、少なからず授業に支障を６す状況が出てま

いりました。このため小学校８校の情報機器を更

新するため、ことしの５月から小学校の情報担当

教員による小学校パソコン整備検討委員会を立ち

上げ、小学校における情報教育の現状を分析し、

情報機器の整備の方向性や内容について議論を重

ね、整備する内容をまとめてまいりました。

今回の整備の概要ですが、児童用デスクトップ

パソコンを１４０台更新するとともに、教師用ノ

ートパソコン８１台を更新、３４台を増設するも

のでございます。また、周辺機器としてプリンタ

ーの整備や最新の授業支援ソフトウエアを導入し、

パソコン室で教師側のパソコン画次から児童用パ

ソコンの作業状況を確認できるように配慮し、情

報教育における機器類の有効活用を積極的に図る

ことを基本といたしました。加えまして教育上有

害な情報などへの接続防止ソフトも導入し、児童

に対する情報教育の健全育成にも配慮してござい

ます。職員室における教師用情報機器につきまし

ては、ネットワークで登録した教員以外は情報の

閲覧ができないようにするなど、情報のっ有化や

効２化を図りながら、情報漏えい防止やセキュリ

ティー対策も強化しております。これら情報機器

の整備を北海道市町村備荒資金組合の資金を活用

し、整備しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

斉藤晃議員。

ただいま提案されま〇３１番（斉藤 晃議員）

した小学校におけるパソコンの問題について素朴

な市民の声も含めてちょっとお尋ねしたいのです

けれども、まず教員は今ノートパソコンというふ

うに言われましたけれども、生徒も同じくノート

パソコンなのか、それともデスクパソコンなのか。

それと、このパソコンを使って、教前の中で活

用している時間数はどの程度か、ちなみに１週間

当たりでいいのでないかと思うのですけれども、

あるいは１カ月単位でお知らせをいただきたいと

思います。

さらに、この機器の耐用年数です。７年たった

のだけれども、もう相当今の情勢に合わないと、

こういう説明で今回更新するということでありま

すから、もうパソコンの世界は本当に速いスピー

ドで変革されておりますから、耐用年数をどの辺

に置いているのか。あるいはまた、今まで使って

いた古いパソコンがあるわけですけれども、その

処分をどういうふうにしていくのか。
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そして最後に、今回この北海道市町村備荒資金

組合からということなのですけれども、ここに決

めた水リットはどういうふうなことがあったのか

ひとつお知らせいただきたいと思います。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

まず、第１点目のパ〇教育部長（今 裕君）

ソコンの種類でございますけれども、児童用はデ

スクトップ型でございます。

それから、時間数ちょっと今あいまいにお答え

しても申しわけございませんので、調べてお答え

したいと思います。

耐用年数は、たしか６年でなかったかなと思い

ました。

処分の方法なのですけれども、以前もこれにつ

きましてはたしか業者さんに少き取ってもらった

のでなかったのかと……ちょっと確認いたします。

それから、備荒資金をなぜ利用したかというこ

となのですけれども、金利の関係で、リース資金

を利用いたしますと金利が安く、今で ５％ぐら

いというふうに聞いております。備荒資金を利用

することによって ９％の金利ですりることがで

きるということで備荒資金を利用しております。

以上、時間数と処分方法については、今調べて

お答えいたしたいと思います。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

今の時代ですから、〇３１番（斉藤 晃議員）

小学校の時代からパソコンに親しみ、そしてまた

積極的な活用を図るということは理解をしており

ます。

それで、例えば１１校あるというのに今回は８

校だけということは、あと３校についてはもう終

わっているのかお尋ねしたいのです。それと前前

して、今回のは金銭的にも相当いいのか。すなわ

ち、もっとざっくばらんに１台当たり幾らのパソ

コンなのか。すなわち、リースということであり

ますけれども、リースでもいいのですが、１台当

たりどれぐらいというふうに見ているのか。生徒

の１４０台のデスクパソコン、１台幾らのものか、

あるいは教員のノートパソコン、１台幾らのもの

か。これはしたでないお金ですから、欲しい一般

市民の方もなかなかちょっと買えないのだという

声もありますけれども、決して安くないわけで、

どれぐらいのものか。だから、一定年数がたった

ときにその処分をどうするのかというのも一つ大

きな課題で、今市場の中には結構中古パソコンや

何かが安く出回っておりまして、それは修理をし

ていこうということなのですが、そういう場合に

大水に余り使っていなくて、そしてこの使用済み

の年式の古いものを買い取っていって、補修をし

て売るというのですか、こういう形も含めたいろ

んなことありますし、また今リサイクルの時代で

ありますから、そういうふうな次での活用なども

含めた問題もあるものですから、処分は何か業者

に少き取ってもらうでしたか、具体的にどれぐら

いのお金でどうなるのか、対応の内容もう少し詳

しくお知らせいただきたいと思います。

これ教育部でわからなければ、総務部長の方で

もいいのですけれども、庁内にも非常にパソコン

がいっぱい光ファイバーというのを回線の中でず

っと配置されておりますけれども、これらの１台

当たりと前前してどうなのか。例えば職員の皆さ

んはノートパソコン持っておりますけれども、そ

のノートパソコンと今回教員の買う、配置される

といいますか、ノートパソコンの価格はどうなの

か。同時にどこから買うのかと、今度は。取得の

相手方を備荒資金組合というふうにすると、備荒

資金組合から買うと、こういうことになるのです

けれども、しかし今その水リットは何かといった

ら金利が安いからと。しかし、大もとのパソコン

は一体幾らなのかと。これはもう入札でいろいろ

問題があるように、多くの台数を買ってもらうた

めに破格の１段で落とすだとか、いろいろなこと

を聞くだけに、やっぱりこれだけ大きな台数、

７００万０ということなものですから、そういう

ふうな次、この機会なものですから、トータルで

名寄市役所の職員の間でも配置しているパソコン
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などなどについてもお知らせいただきたいと思い

ます。

それから、これだけの高価なものですから、や

はり扱い、管理、それから盗難の心配、故障した

場合にはどうなのか、こういうふうなことも含め

ていろいろ危惧があるわけなのですけれども、そ

こら辺もこの際ちょっとお知らせいただきたいと

思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

何点かお尋ねがあり〇総務部長（石王和行君）

ましたので、お答えをさせていただきますけれど

も、まず１点の備荒資金組合の利用でございます

けれども、斉藤議員も御承知だと思いますけれど

も、備荒資金組合の町渡事業というのがありまし

て、名寄市もその備荒資金組合に加入をしてござ

います。それで、大きく自治体でこのようなこと

の機器整備等についてその備荒資金組合の町渡事

業を活用するわけでありますが、先ほど今部長が

言ったように町渡資金を使うと ９％ぐらいの年

利２であります。一般リース会社でいきますと、

先ほどお話があった ３ないし ５ということで 

ありまして、契約につきましては名寄市と備荒資

金組合との契約、そして備荒資金組合と機器を納

入する会社との契約、さらには市とリース会社と

いいましょうか、機器の会社と３者契約になりま

して、一括備荒資金組合を通じて名寄市に今言っ

た百四十数台のものが納品されると。それに基づ

きまして、うちの方は５年の償還で備荒資金組合

にお支払いをしていくと。その制度を利用して、

今回有利な利２の中での機器整備を図っていくと

いうことでの対応でございます。

それと、一般職員のパソコンの機器がどのぐら

いで、教育委員会で児童生徒が使うのがどのぐら

いの少があるかというのは、ちょっと前前する資

料を今持っておりませんけれども、今回総務費の

関係で一般会計の補正予算を計上している中では、

財務会計システムに伴う会計室に１台パソコンを

購入しますけれども、今回補正させていただいて

いる部分につきましてはおおのね２３万何がしと

いうことでございまして、学校で使うパソコンと

財務会計等とそれぞれシステムの中での構築して

いる内容等に違いがあると思いますので、一概に

前前はできないのかなというふうに思っておりま

す。

なお、うちの方で対応が一定程度できまして、

今全庁的に１人１台のパソコンの配置をやっとす

ることができました。それに伴ってデスクトップ

のパソコンの処分については、単なる処分という

ことではなくて、有効に利活用できる部分につい

ては利活用しようということで、それぞれ今会議

室等にパソコンの配置をしまして、全体的な庁内

的な各種行事ですとかグループウェア上に入って

いる会議室の空き情報ですとか、会議室等にそれ

らの配置をしながら有効活用をしていこうと、こ

のように考えているところでございます。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

処分の方法でござい〇教育部長（今 裕君）

ますけれども、ＮＰＯ法人の方で処分をやってお

りまして、名寄市からは送料だけを負担すれば無

料で処分してくれるという方法で過去のパソコン

の処分を行っております。

それから、今回整備しなかった３校のパソコン

の整備状況なのですけれども、２校につきまして

は平成１４年度に整備をしております。それから、

１校につきましては平成１７年に整備しておりま

して、そのような関係でまだ前前的性能がいいと

いうようなことで、一応予定では今後平成２０年

と２２年にその３校については整備をしていきた

いという予定でございます。

それから、１台当たりの価格なのですけれども、

総額で契約をしているものですから、パソコンの

ほかハードディスクとかソフトとかいろんなもの

が入っておりまして、厳密な意味ではちょっと１

台当たりの価格は出かねる状況でございます。た

だ、この金額でパソコンとしては教師用、それか

ら児童用合わせまして２５５台の整備ということ
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ですので、逆算して、ハードディスク等があるも

のですから単純にはいかないですけれども、１台

当たり２０万０以下ではないかというふうに思っ

ております。

それから、時間数ですけれども、使用時間数、

総合学習とか生活とか図工とかいろんなものに使

ってございまして、第１学年では年間２６時間、

第２学年では２８時間、第３学年からはふえまし

て年間８１時間、４年生は１１６時間、５年生は

１６８時間、６年生は１９４時間というような計

画で使っております。

盗難、故障につきましては、盗難につきまして

はこれは学校の警備で、パソコンだけが特に盗難

対象ということでなくて、学校の警備の中で全体

で盗難に遭わないように考えておりますけれども、

故障につきましてはこれを入れた業者さんと即連

絡をとって対応できるような形でこれからも対応

していきたいと。一たん故障いたしますと、しば

らくの間使えなくなるというようなことはないよ

うにいたしております。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

入れたころですから〇３１番（斉藤 晃議員）

１１年ごろでしたか、名寄市で小学校にパソコン

を導入をして、今の情勢に合った教育を進めてい

くのだと、こういうふうなことで大きくＰＲもし

て導入が始まってきたものですから、これだけ一

定の年数たてばパソコン教育におけるいろいろな

有利な次や、あるいはまた管理上の課題だとかい

ろいろあるのではなかろうかというふうに思って

いたものですから、ちょっとお尋ねしたのですけ

れども、やはりこれだけ活用しているパソコンに

当たって、なかなかわからないというのがちょっ

と私はわからないのですけれども、例えばノート

パソコンなんか２０万０もしたら高いと思わない

ですか。これだけのたくさん、２５５台なのです、

入れるの。はしたでないのです。そうなってきた

場合に、名寄市全体で財政問題がどうだとやら、

あるいはいろいろな物品を購入する場合には有利

な、あるいはもっとというようないろんなことを

課題で論議しているわけです。ですから、これだ

けのものを購入するに当たっては、確かに５月か

ら検討してきたというのはありますけれども、や

はりそういう担当と同時に財政問題や何かも含め

た担当と十分協議もされて、あるいはまた１４年、

１７年に購入したときと前前してどうなったのか、

そしてまた名寄市全体でも今いろいろな職員も持

ったりなんかしていっているわけですから、そう

いう次で有利というか、語弊ありますけれども、

できるだけやはり使うものを皆さんに安く、そし

てあと使い勝手がいいものにしていこうではない

かとか、いろいろなのが出てくるのでないかとい

うふうに思うものですから、そういう次ではあえ

てこの機会にいろんなことも知ろうということで

お尋ねをしているのですけれども、そういう点で

は総務、財政部などとも含めて、こういう備荒資

金でこれだけの台数をやる上では管理運営上も非

常にいいのだと、こういう結論に教育部としても

なったと思うのですけれども、あわせて全体を見

ている市の方としてもそういう次での合意がとれ

て、どういう次でこれはいいのではないかという

ふうになったのか、最後にひとつお知らせをいた

だきたいと思います。

時間数もこれだけということですから、相当使

われたと思うのですけれども、この間７年の間で

何かパソコンが故障しただとか、あるいはこのパ

ソコン室をちゃんと管理をしておくとか、すなわ

ち寒かったりなんかする場合に故障の原因だとか

いろんな課題があったのですけれども、そういう

ふうなのが今回それぞれ配置される学校では従６

と同じような形でパソコンの部屋を設けて、そう

いう管理をしながらやるのか。しかし、今でした

らいろんな家庭でほとんど持っていますから、ま

た新たな展開になったのか。平成１１年のときと

はまた違った今時代になってきているものですか

ら、どういうふうな形でこれら機器が十分に管理

もされ、運用されていくのかお知らせをいただき
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たいと思います。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

先ほど答弁漏れがご〇教育部長（今 裕君）

ざいました。納入業者につきましては、これは市

内業者で入札を行いまして、１０社で入札を行い

まして、その結果名文堂さんが落札したというこ

とで、名文堂さんと備荒資金とで契約して、名寄

市は備荒資金と契約するというような形の３者契

約になってございます。

それから、今回の整備によりまして、４０人学

級を対象にしておりますので、大体子供２人に１

台のパソコンが当たるというような感じになって

おります。ですから、パソコン教室の方では２０

台と教師用のパソコンを配置するというような形

になっておりまして、最低でも２人に１台、１学

級の人数が４０人というのは余りございませんの

で、三十何人かというようなことですので、 何

人かで１台を操作するというような形になってご

ざいます。

それから、パソコン教室の管理でございますけ

れども、これはパソコン教室ということで一つの

教室を使ってございます。ですから、使われない

ようなときについては当然施錠等の管理も行いま

すし、寒さによってパソコンが故障するというよ

うな話はちょっと私は聞いてはいないのですけれ

ども。前よりも今回は、高速通信網に対応がなか

なかできないというようなことで、補助教材等ネ

ットワークで活用したくても反応が遅いというよ

うなことで、それで今回新しいような仕様で対応

して、このように発注しようとするわけなのでご

ざいますけれども、これについては先ほども言い

ましたけれども、情報担当教員がこれからの小学

校の情報教育をどういうふうにするかということ

で５回にわたっていろいろ検討しております、仕

様を。そして、それに合うような形で納入してい

ただける業者を、こういうような形で納入してく

ださいということで仕様書を出しまして、それに

基づいて１０社の方が応募してくれたという形で

ございます。管理については、せっかく入れた高

価なものです。十分これは故障のないよう常に気

をつけて管理をしていきたいというふうに思って

おります。

それから、パソコンの１段ですけれども、先ほ

ど私おおのね２０万０以下でないかということで

お答えしたのですけれども、１台分に換算すると

大体１５万０相当だそうでございます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

これらについては、〇総務部長（石王和行君）

入札等については私の方の所管の中で担当してお

りまして、競争入札によって一定の予定価格の中

で入札をした結果、今言った業者に落札という形

でありまして、それらについてはよりいいものを

安くということの観点で予定価格を設定した中で

の競争入札で落札をさせていただいているもので

ございます。

宮田久議員。〇議長（田中之繁議員）

わからないから、もう〇１番（宮田 久議員）

一つ教えてください。今回備荒資金組合から購入

したという、相手先になりますけれども、名寄の

方でいろいろな入札行為をして、その責任分担と

いうのは、故障があるとかいろんなクレームがあ

るというのは備荒資金にするのですか、それとも

落札された名文堂さんですか、どっちなのですか。

この辺はっきり教えてください。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

これは、落札した業〇総務部長（石王和行君）

者ということでございます。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

たまたま備荒資金とい〇１番（宮田 久議員）

う資金をすりるから、そちらの方で入札して、こ

こをトンネルにしなさいよと。これは農協ですか、

よく十勝の方で独禁法に触れるような、ひとつそ

こでやるのだから、ここを通しなさいよという、

何かそういうことがあってこれやっているのです

か。それとも単なるこういう入札行為を全部やっ

て終わったものを備荒資金が購入して、そして名
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寄に売りますよということになっているのか、そ

の辺どうなのですか。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

備荒資金組合と業者〇総務部長（石王和行君）

との契約が一つあります。それで、備荒資金組合

に納品がされたということで、それから備荒資金

組合から名寄市が受け取ると、町渡しますと。そ

れによって備荒資金組合に名寄市は５年間支払い

をしていくということでありまして、さらに備荒

資金組合と落札した業者との契約行為が発生する

と、そんな形でございます。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

もしクレームだとか故〇１番（宮田 久議員）

障だとかというのあったときには、あくまでも名

寄市として財産を取得したわけですから、この関

係は市と備荒資金との間の中で、名寄をＡとしま

す。備荒資金をＢとします。落札した業者をＣと

します。ＣとＢとの関係は、ＡとＢとの間の中に

条件に、契約や何かにきちんとうたわれているの

ですか。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれ〇総務部長（石王和行君）

で契約をしておりまして、トラブル等の発生のと

きには業者がその対応に当たるということになり

ます。

熊谷吉正議員。〇議長（田中之繁議員）

聞く予定はなかった〇２０番（熊谷吉正議員）

のですけれども、今のやりとり聞いていて、これ

の保守委託、いわゆる端末の環境整備だとかＬＡ

Ｎの構築関係についてもこの中に全部含まれてい

るということで理解していいのかどうか、１点。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

今回の購入の中には、ソ〇助役（今 尚文君）

フトの導入とＬＡＮの構築とすべて入っていると。

それで、ＬＡＮはもう既に構築されておりますの

で、それの修正が若干あるというふうに推測され

ます。

なお、先ほどお話がありましたのは、３者契約

はきちんと結んでいるということでありますので、

漏れのないようにきちっと契約を結んでおります

ので。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

そうすると、これか〇２０番（熊谷吉正議員）

ら業者さんとの保守委託、管理関係については、

全く別契約ということになるのか。別契約である

とすれば、また新たにどの程度毎年維持管理にか

かるのか明らかにしていただきたいと思います。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

申しわけございませ〇教育部長（今 裕君）

ん。調べて後でお答えしたいと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

暫時休憩。〇議長（田中之繁議員）

休憩 午後 ２時０２分

再開 午後 ２時０８分

再開いたします。〇議長（田中之繁議員）

今教育部長。

大変失礼いたしまし〇教育部長（今 裕君）

た。

保守点検ですけれども、５年間の契約というこ

とに業者との間でなってございます。

ほかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）
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よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１５ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

１号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１１号 北海道〇市長（島 多慶志君）

後期高齢者医療広域連合の設置について、提案の

理由を申し上げます。

国の医療制度改革により、平成２０年４月から

７５歳以上の方等を対象として新たに後期高齢者

医療制度が創設されることとなり、同制度では後

期高齢者の事務を処理するため、都道府県の区域

ごとにすべての市町村が加入する広域連合を設け

ることになっております。同制度の運営に当たり

ましては、財政の安定化及び広域化を図るため、

広域連合が医療給付や保険料の決定などの財政運

営を行い、市町村は保険料の徴収やいわゆる窓口

業務等を行うことになります。広域連合は、平成

１８年度末までに設けることとされておりますが、

広域連合を設けるためには市議会の議決により北

海道後期高齢者医療広域連合規約を定め、知事に

同広域連合の設置許可を受けなければならないこ

とから、本定例会におきまして議決を求めるもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

斉藤晃議員。

ただいま提案されま〇３１番（斉藤 晃議員）

した条例について市長の方から甚だ簡単な提案説

明であります。しかし、この内容は、御案内のよ

うにこの６月の国会で制定されまして、７５歳以

上の後期高齢者と、こういうふうに言うのですけ

れども、７５歳以上の人たちがすべて対象と、こ

ういうふうになるわけであります。

問題は、なぜ今ここにきて７５歳以上を分けて

こういうふうな体制を、あるいはシステムをつく

るのか。そしてまた、その内容はいかがかと、こ

ういうことが非常に大きな関心があるわけであり

ますけれども、それらについては全然説明がなか

ったのですけれども、どういうふうにその点押さ

えておられるのか、まずその点からひとつこれの

目的、そしてその内容、どういうふうになってい

くのかお知らせをいただきたいと思います。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

新たな後期高齢〇生活福祉部長（山内 豊君）

者医療制度の創設ということで今回御提案をさせ

ていただきましたけれども、平成１９年度から団

塊の世代が徐々に退職をしていくということで、

前期高齢者は当然ふえていきますけれども、１０

年、２０年後を見据えますと、非常に後期高齢者

も大きな割合を占めていくということがございま

す。現在７０歳以上老人保健制度ということで続

いてまいりましたけれども、平成１５年から１歳

ずつ年齢を少き上げまして、平成１９年１０月に

は老人保健制度につきましても７５歳以上が対象

になるということでございます。

こうした背景の中で、今斉藤議員おっしゃった

ようにことしの２月に健康保険法の一部を改正す

る法律が提出されまして、６月に成立をされたと

いうことでございます。こうした国会の流れも受

けまして、この５月には全道の市町村の代表とい

いますか、市長さん、それから町村長さん、そう

した方々が事前のそうした準備委員会に至るまで

の幹事会、そして担当職員によるワーキングとい

うことで、種々この制度の部分につきまして協議

をしてきたということがございます。８月に入り

まして、２５日には準備委員会を立ち上げたとい

うことであります。そして、この中では、この法

の改正の中で都道府県がそれぞれ広域の後期高齢

者の連合会をつくるという法律に基づいてその準

備をしてきたということであります。１０月に入
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りまして、北海道では第２回の準備委員会を開き

まして、その中で規約あるいは負担金等の協議を

進め、１１月２日に全道の市町村長に対してこう

した規約を１２月の議会に提案していただきたい

ということでございます。この１２月の議会の提

案の後、全道の市町村がこの議会の議決を終えた

ときに北海道知事にあて許可申請を求めるという

ことで、こうした流れになっております。

議員おっしゃるとおり、どうして今こうした後

期高齢者医療制度があるのかというふうにおっし

ゃられましたけれども、こうした以前の老健制度

の流れ、そしてこれから大水に後期高齢者等の人

口割合がふえるといったことも含めて、今後安定

的な医療制度を進めるということで、こうしたこ

とが出てきたということでございます。

以上です。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいま説明ありま〇３１番（斉藤 晃議員）

したように都道府県単位にこの組織を、広域連合

を設置していくと、こういうふうなことで、何か

高齢者の部分自治体から外れるのではないかと、

こういうような誤解を与えるような内容でありま

すけれども、問題は７５歳以上の、私どももいず

れなるのですけれども、本当にその内容がいいの

か悪いのかという尺度でやはり見る必要があるの

ではなかろうかと、こういうふうに思うわけで、

できればこの制度による内容はということもお尋

ねしたところでありますけれども、余り詳しくは

説明ありませんでした。

私どもいろいろなお話を聞いたりしてまいりま

すと、結局部長は安定的な医療制度のためにと、

こういう言い方をされたのですけれども、実はも

う一つ言葉をかえまして、適正な医療費の支出、

医療費の適正化と、こういうことを盛んに政府は

言っております。すなわち、高齢者になるほどお

医者さんにかかる２がふえ、医療給付費がふえて

いるのだと。これをわかりやすく言うと削９をし

たいということが大きな命題というふうに言わざ

るを得ないのです。その一つにして大きな問題に

なっているのは、診療報酬をこの一般の人と後期

の人と別建てにしていくと、こういうふうになっ

ておりまして、早い話が７５歳以上の人たちは診

療報酬は定額制にしていくと、こういう内容が含

まれているというのです。御案内のようにいろい

ろな病気がありますから、あるいは入院も長かっ

たり短かったり、それを定額制にするということ

は医療費の削９そのものなのです。ですから、や

はりそういうふうな問題が明確にあります。

さらにまた、働く人たちにお年寄りは長生きを

して医療費がかかるという怒りを、早い話怒りを

助長するために分断政策として働く労働者の保険

料の支出の中に一般保険料と特定保険料というふ

うに分けて、私は自分のためには一般保険料とし

て何ぼ払わなければならない、しかし高齢者のた

めに特定保険料として何ぼ払うのだと、こういう

仕組みがこの保険料の中に含まれてくると、こう

いうふうに聞くわけであります。

ですから、定額制にして医療費を９らす、それ

に対して反対の声が起きても、それは我々だって

一定こうやって担っているではないかと、こうい

うふうな形で加入者の間に、国民の間にそういう

分断を持ってくる、そういうおそれがありまして、

まさに医療費を削９し、高齢者への医療少別に道

を開く、こういうふうに言っても言い過ぎではな

いと、こういうふうに思うわけであります。これ

は市長の責任ではありませんから、言っておきま

すけれども。政府がそういう方針を決めて、自治

体に押しつけているということなのです。

問題は、今度は保険料なのです。保険料をこれ

また都道府県別に決めますから、おおのね北海道

の場合はどれぐらいかという試算が出ているはず

ですので、それをひとつお知らせをいただきたい

と思います。そしてさらに、それを今度５年ごと

に医療費の適正化計画ということを求めるようで

あります。そして、一生懸命医療費をかけなかっ

たところは優良なところで、医療費のかかった県
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は悪い県、だからというようなまたそこで少別が

出てくると、こういうような従６の社会保険制度

とはちょっと違った考え方の内容が含まれている

というふうに私は聞いているわけであります。

さらにまた、特に名寄市でも国民健康保険税な

ど議会で論議できる、そういう住民参加のもとで

は当然なのですけれども、今度は北海道全体で市

町村の代表、議会の代表、これで見ますと３２人

ですか、ごくごく少数で物事を決めていくという。

そうなりますと、住民参加をこれもまた困難にし

ていく道ではないのかと、こういうふうに思うわ

けでありますけれども、それらの点についてどう

いうふうに考えておられるのか、この際お知らせ

いただきたいと思います。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

保険料の試算と〇生活福祉部長（山内 豊君）

いうことでちょっとお答えさせていただきますけ

れども、まだ確定ということではありませんけれ

ども、今試算の段階の中では、新聞等の報道等も

ありますけれども、年間約８万 ００００ぐらい

でないかということでございます。ただ、これに

ついては平成１９年１１月ごろにその保険料等の

確定といいますか、そうしたことが出てくるので

はないかなというふうに思っております。

また、今準備委員会、あるいはこの広域連合会、

少数の人数で決めていくのではないかといったそ

んな話もありましたけれども、これにつきまして

は、北海道市長会あるいは北海道町村会、道、そ

ういったことでの相互の連携をとりながら、北海

道全体を見ながら協議をしているということであ

ります。また、担当職員も含めてそうした協議を

しているということでございます。

また、今後広域連合の議会といいますか、そう

した部分も３２名ということで少ないのではない

かといったようなお話ありましたけれども、これ

も各議会の定数といいますか、そういった部分割

り出して、８０％、４０人の８０で３２名といっ

たような割り返しをしているということで聞いて

おります。

以上です。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

具体的な内容につい〇３１番（斉藤 晃議員）

ては、私の方から問題提起しましたけれども、そ

れに関連しての答弁はありませんでしたけれども、

これがどんどん知らされてくるにつけて、そうい

う問題点が明らかになっていくと思うわけであり

ます。特に年間８万 ００００、全国的に見て北

海道の場合は１万０ほど高いようであります。し

かも、これは年金から無条件に天少きすると、従

６と同じく、介護保険制度と同じく少し少きが行

われるわけであります。負担は間違いなく、しか

し医療についてはそういう少別の可能性があると

いうことでは、本当に高齢者の皆さん大変な苦渋

が押しつけられるのではなかろうかと、こういう

ふうに思うわけでありまして、提案をされた島市

長に問題があるわけではないのですけれども、や

はりこういうふうな住民いじめの施策を医療費の

適正化の名のもとに医療費給付の少別の道を開く

と考えられる広域連合の設置についての条例につ

いては私は賛成ができないことを表明して、質問

を終わります。

ほかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

起立により採決をいたします。

議案第１１号は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）
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起立多数であります。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１６ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

２号から議案第１４号までの専決処分した事件の

承認について３件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１２号から議案〇市長（島 多慶志君）

第１４号までの専決処分した事件の承認について、

一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、災害復旧費にかかわる専決処分であり、

平成１８年１０月８日未明の低気圧による被害の

概要は、市有林等の倒木被害で ０８７本、 ９ 

００万０、営農施設等農業被害で２２４カ所、

４００万０、その他公っ施設被害等を含め総額

９００万０を超えております。

平成１８年度名寄市一般会計補正予算では、歳

入歳出それぞれに ９４０万 ００００を約加し、 

予算総額を１８６次 ４８３万 ００００に、平 

成１８年度名寄市下水道事業特別会計補正予算で

は歳入歳出それぞれに１２万 ００００を約加し、

予算総額を１９次１７８万 ００００に、平成１

８年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算

では歳入歳出それぞれに６０万０を約加し、予算

総額を ９２５万 ００００にしようとするもの 

であります。

まず、一般会計の歳出につきましては、災害復

旧事業費におきまして公っ土木施設災害復旧費に

３９８万０、文教施設災害復旧費に１７０万０、

その他公っ公用施設災害復旧費に ３３２万 ０ 

０００、衛生費におきまして二つの特別会計への

繰出金として３９万 ００００を計上いたしまし

た。主な事業は、風倒木の撤去費で １９３万 

００００、建物と設備の修繕費及び購入費で５７

２万 ００００、ポンプ排水及び排水機場の運転

手数料等で５８万０となっております。

次に、同会計の歳入につきましては、立木売払

収入で３７０万 ００００、全国市有物件っ済会

から建物っ済給付金８１万０を見込み、不足する

財源は前年度繰越金を ４８８万 ００００約加 

して調整を図ろうとするものであります。

次に、下水道事業特別会計では名寄下水道終末

処理場の風倒木処理費を計上し、財源は立木売払

収入と一般会計繰入金で調整いたしました。

次に、食肉センター事業特別会計では、屋根修

繕費を計上し、財源は建物っ済給付金と一般会計

繰入金で調整いたしました。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第１２〇議長（田中之繁議員）

号外２件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１２号外２件は承認することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１２号外２件は承認することに

決定いたしました。

日程第１７ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

５号 平成１８年度名寄市一般会計補正予算を議

題といたします。

提出者の説明を求めます。
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島市長。

議案第１５号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたり臨時的経費を中心

に補正しようとするものでありまして、歳入歳出

それぞれに６次 ５１８万 ００００を約加して、 

予算総額を１９３次 ００１万 ００００にしよ 

うとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして合併特例振興基金積立金５次

５００万０の約加は、合併に伴う財政支援とし

て許可される合併特例振興基金造成債１１次 ０

００万０の２分の１程度を積み立てしようとする

ものであります。

３款民生費におきまして後期高齢者医療広域連

合負担金１５万 ００００の約加は、平成１８年

８月２５日に準備委員会が発足し、平成１９年３

月からスタートする同広域連合の運営経費を負担

するものであります。

６款農林業費におきまして農業振興施設等整備

事業補助金 ７３０万０の約加は、事大農園事式

会社が導入した製粉機、大豆豆乳化機械等農産物

加工施設整備事業に対し、補助２２分の１以内で

交付される北海道単独補助金を間接補助するもの

であります。

７款商工費におきまして道の駅整備事業費 ６

７４万０の９額は、トイレ部分を先行して建設す

る予定でおりましたが、関係機関と協議し、全体

計画を見直し、翌年度に一括実施することにした

ことによるものであります。

８款土木費におきまして市道除雪排雪対策事業

費 ４００万０の約加は、燃料単価の見直しと除

雪車両のす上料を当初見込みよりも増額したこと

によるものであります。

１０款教育費におきまして給食センター整備事

業費 ７５０万０の約加は、名寄学校給食会及び

風連学校給食会で協議いただいた温かい給食を提

供するためシャトルコンテナほか統合に伴い食器

等を購入しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の増９のほか、市町村合併補助

金を ５００万０見込み、収支の少額を財源金保

しておりました前年度繰越金 ５７２万 ０００ 

０を約加して調整を図ろうとするものであります。

次に、第２表、債務負担行為補正では、畜産担

い手育成総合整備事業平成１５年を変更し、市役

所名寄庁舎清掃等業務委託料ほか１７件を約加し

ようとするものであります。

次に、第３表、地方債補正では、市有林造林事

業ほか５件を変更し、合併特例振興基金造成債を

約加しようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補足説明を石王総務部〇議長（田中之繁議員）

長。

それでは、一般会計〇総務部長（石王和行君）

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けて約加説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第１５号の１５ページをお開きください。２

款総務費、１項８目企画振興費の地域活性化推進

事業補助金３７０万０の約加は、コミュニティー

助成事業助成金を財源に、名寄地区の南５区町内

会に物置、テントを、また風連地区の北地区地域

協議会には音響映像設備の購入費を間接補助する

ものであります。また、自治基本条例策定事業費

２８万０の約加は、庁内検討委員会を立ち上げ、

アドバイザー招聘に要する費用を計上するもので

あります。

２項徴税費の市税賦課事業費３７万０の約加は、

風連地区の都市計画税課税区域図を作成する経費

を計上するものであります。

１７ページをお開きください。３款民生費、１
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項４目市民活動費の生活安全推進事業費１４万

００００の約加は、赤色回転灯５台分、パト工ー

ル棒３０本を購入する費用であります。

１９ページをお開きください。４款衛生費、１

項１目保健衛生総務費の小児救急医療支援事業補

助金１０２万 ００００の約加は、補助対象日数

が７日から２６日にふえたことによるものであり

ます。

２１ページをお開きください。６款農林業費、

１項２目農業振興費のなよろ産米ブランド化推進

事業補助金１００万０の約加は、風連産ウルチ米

をこめごころとネーミングして販売促進するため

の公募、パッケージ版代等の費用を支援するもの

であります。

２３ページをお開きください。４目農業振興セ

ンター費の実ン試験展示事業の５４２万 ０００

０の約加は、主としてアスパラ大苗供給にかかわ

る種子及び消耗品を計上するものであります。

７款商工費、１項１目商工業振興費の合併記念

全市連合大売出し補助金３００万０の約加は、合

併を契機に景品に独自の地域通貨券も取り入れ、

地産地消と商店街の活性化を図るべく支援するも

のであります。さらに、中心市街地近代化事業補

助金５２３万０の約加は、ホテルレストラン改築

とクリーニング店の新築の２件の申請がありまし

たので、支援するものであります。

２７ページをお開きください。８款土木費、４

項３目公園費の公園維持管理事業費５万 ０００

０の約加は、後ほど報告第２号で報告させていた

だくアカシヤ公園遊具事故にかかわる賠償金であ

ります。

３１ページをお開きください。１０款教育費、

５項大学費、１目学校総務費の大学一般行政経費

の使用料及び賃す料２００万０の約加は、大学入

試の２次試験会場札幌会場の会場す上料を計上す

るものであります。

次に、歳入について説明させていただきます。

９ページをお開きください。１３款分担金及び負

担金の小児救急医療支援事業他市町村負担金１７

万０の約加は、この事業が名寄市と士別市のっ同

事業のため、士別市立総合病院支援分、２０日分

の３分の１に相当する額を士別市が負担するもの

であります。

１５款国庫支出金、２項１目総務費補助金の市

町村合併補助金 ５００万０の約加は、給食セン

ターの食器保温食缶購入等起債の対象にならない

事業及び合併に必要な事業に充当すべく要望額を

計上いたしました。

１３ページをお開きください。２１款諸収入、

４項５目雑入の森林国営保険給付金４４６万 ０

０００の約加は、平成１６年度の防風災害におけ

る旧風連町有林被害に対するものであります。同

じく平成４年度水田農業確立推進事業補助金返還

金４９万 ００００の約加は、アスパラ自動選別

施設の増改築に伴い既存施設の一部が取り壊しに

なり、補助金返還義務が生じ、ＪＡから返還させ

るものであります。これは、歳出予算に計上して、

国に同額返還するものであります。

２２款市債につきましては、事業費の確定した

事業について今回の補正で整理をさせていただき

ました。

以上、約加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

竹中憲之議員。

１点だけお聞きをした〇３番（竹中憲之議員）

いと思います。

商工費の商工業振興一般行政経費ということで、

合併記念全市大売出し補助金が３００万０という

ことであります。先ほど補足説明もありましたけ

れども、独自の地域通貨、あるいは市長の行政報

告でありますと歳末商戦の盛り上げ、あるいは商

工業の活性化と地産地消の観点から支援をすると

いうふうに昼前の行政報告で言われましたが、こ

の３００万０の補助の中身として、全市大売り出
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しの総体の費用からいくとどのぐらいのパーセン

テージになるのか、まずお聞かせを願いたいと思

います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今お尋ねいただき〇経済部長（手間本 剛君）

ました全体の計画、売り出しに対する計画はいか

ほどかというようなことでございますが、６４５

万０でございます。売り上げ目標につきましては、

１次 ０００万０ほどを見込のということでござ

います。それに伴いますところのほぼ、３００万

０ですから、５割というか２分の１といいますか、

それ相当の分の支援をさせていただくということ

でございます。

以上でございます。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、今回３００〇３番（竹中憲之議員）

万０の補助を出すということでありますが、それ

はいい悪い別にしていろいろあるのでありますが、

中身的に久しぶりの大売り出しという状況であり

ます。それまで市として全市大売り出しに補助を

出していたのかどうか。これは３００万０という

約５０％近い補助２でありますけれども、今回だ

けなのかどうか。ただ冠に合併をつけたから出し

たのかどうか、その辺ちょっとお聞かせを願いた

いというふうに思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今お話ありました〇経済部長（手間本 剛君）

ように、３００万０につきましてはどうなのかと

いうようなお尋ねですが、名寄の分の中ではちょ

っと耳にして聞かせていただいているのは４年ほ

ど前といいましょうか、５年になるのでしょうか、

その程度は……出していないですか。失礼しまし

た。そうしたら、ごめんなさい、ちょっとそんな

ことで耳にしたものですからお話ししたのですが、

旧風連の部分につきましては４０万０ということ

で、今の現行の予算の中で応援をさせていただい

ているのですが、これにつきましては毎年夏の中

元と、それから歳末の大売り出しというようなこ

とでやっておりました。近年は、旧風連の部分に

つきましては歳末だけの大売り出しに御支援をさ

せていただいているということでございます。

それで、きょうから既にスタートしたというよ

うなことでございます。景品総額が約 ８７０本

が当たりますというようなことで、けさほどちょ

っと新聞広告の中に黄色いチラシの中で入ってま

いりましたけれども、そんなことであくまでもこ

のことにつきましては地域の活性化、あるいは今

回合併もさせていただいたものですから、地産地

消の観点でやられるというようなことでお聞きし

たものですから、それに対する御支援をしていき

たいということで、先ほど行政報告にもありまし

たようにウルチ、モチ、あるいは「ゆきわらべ」、

北の公爵等々の地元産のものを使っていただける

というようなことで御支援をさせていただくとい

うふうにさせていただいております。

それから、これは６年以降どうなのだというよ

うなお尋ねでございますが、これらにつきまして

は今これから事業を取り組んでいくわけですから、

また成果等を踏まえまして実行委員会等の方々と

もお話をさせていただきまして、また御相談をさ

せていただくことになるのかなというふうな考え

方でございますので、とりわけことしの分につき

ましてはこういった事業で取り進めていきたいと

いうふうに考えているところでございます。

以上でございます。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

おおのねわかったとい〇３番（竹中憲之議員）

うよりも、理解はしませんが、流れ的にはわかっ

たということでありますが、この３００万０の出

し方について、行政側が３００万０出してやるよ

と言ったのか、商工会の方から出してほしいと言

ったのか、この額の基準というのが全然わからな

いのです。約５０％近い補助ですから、本６であ

りますと商工会、商店街が中心に出して、それで

景品をつくってやるというのが基本なのでありま

すけれども、しかし今回は約５０％近い補助を出
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してやると。そのことがどうも私には腑に落ちな

いという中身なのです。もう一回、最後になりま

すが、３００万０の出し方について再度お聞かせ

を願いたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

３月２７日に旧風連、〇市長（島 多慶志君）

旧名寄の合併がございまして、旧名寄市としては

歳末大売り出し等はしばらく休んでいた実態がご

ざいました。これは、大型店の進出ですとか、あ

るいは商店街連合組合だとかいろんな取り組みは

しながらも一つにまとめ切れないといいますか、

実態がございました。ことしの合併を機に何とか

風連商工会の皆さん、名寄商工会議所の皆さんが

一体的な一つの目的を持って大売り出し等の実施

をしたいと、こういうお話を夏から伺っておりま

した。その手法等については、私ども行政として

は趣旨目的を応援するということで具体的な内容

にまで関与していないわけですが、特に私の方か

ら申し上げましたのはこの機会に地産地消、特に

風連産のウルチ米を重点的に名寄市民に広報して

いただくこと、あるいはモチ米、非常に評価が高

いわけですが、ただ単に農協を通じて実需者の方

に届けるだけの目的ではなくて、市民にも具体的

に利活用していただくような方策をあわせてこの

機会に広めていただきたいと、こういうことを中

心にして要請をしておりました。したがいまして、

結果として経済部長からの答弁のように商品総額

の幾らという歩どまりになったようでありますが、

隣接をする自治体等との関連も含めて、さらには

地元で経済循環をするように地域の限定した福少

当選と申しますか、そういう地域限定の商品等を

設定していただいて、この機会に合併をあわせて

市民と一緒に記念したものに発展させていただき

たいと、このような願いでの金額設定でございま

して、３００万０というのは立場を変えれば多い

と、立場を変えればもっとというお話かもしれま

せん。しかし、私の方では近隣のそうした記念事

業等も勘案をしながら判断をさせていただいたと、

こういうことでございます。

田中好望議員。〇議長（田中之繁議員）

１点だけちょっとお〇１５番（田中好望議員）

伺いをいたしたいと思います。

ページ数でいきますと、２３ページの商工費の

中で道の駅整備事業、多額の ６７４万０ほどの

９額補正になっております。先ほど市長からさわ

りの部分だと思いますけれども、この９額になっ

た理由、それをもう一度説明してください。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

６７４万０とい〇経済部長（手間本 剛君）

う９額の部分の内訳でございますけれども、先ほ

ど市長の方からお話しした分の道の駅の新築工事

でございますけれども、これ９００平米ぐらいの

予定をしておりました。それと、関連する整備事

業もあるのですが、これで ５６４万０、そのほ

かに春の段階で道の駅の施設整備の調査設計委託、

これの入札も既に終わっておりますから、これに

かかわる執行残、これが１１０万０、両方足しま

して ６７４万０、トイレです。トイレの分でご

ざいます。トイレの分と、それから設計の執行残

ということで合わせて ６７４万０ということで

ございます。

（何事か呼ぶ者あり）

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

失礼しました。そ〇経済部長（手間本 剛君）

れで、このことにつきましては、先ほどもちょっ

と触れたのですけれども、設計の段階でもいろい

ろお話をさせてもらいましたし、それから隣接す

る特産館さんの部分の協議も今させていただいて

おりますし、あわせて出店を含めて中で営業され

る項目等々もありますものですから、そういった

ものも今同時並行しながら話を進めています。そ

んなことからしますことが１点と、それから一体

的に事業をやろうということで、施設も一体的な

施設で、外観も含めてそういったものを取り組ん

だ方がいいという御意見等も多くあるものですか

ら、この際道の駅につきましては、トイレの部分
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につきましては後送りさせていただいて、そして

一体的に整備を図った方がよろしいというふうな

結論に達したものですから、この際トイレの部分

につきましては６年度の方に送らせていただいた

という理由でございます。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

春に予算計上して、〇１５番（田中好望議員）

その分一部執行残もありますけれども、関係機関

と協議をした中で将６的に道の駅をどのようにす

るかという協議の中でいわゆる見送ったというこ

との理解でよろしいですね。

さっき議会当初に市長から行政報告の中で、道

の駅整備につきましては今年度は調査設計と隣接

家屋の解体撤去を行っていますと。予定していた

トイレの工事については、隣接企業との一体感を

持たせた道の駅とするため、１９年度においてセ

ンターハウス、レストランをあわせて建設してま

いりますということは、これ決して私は道の駅を

否定するものでも何でもありません。これは、今

一番旧風連町民が関心あることです。ということ

は、いわゆる一部うわさになっております特産館

を解体して、そのレストランをというか、別な形

でしょうけれども、今部長が言われた一体感を持

たせるというような理解で１９年度に建設事業を

行うということでよろしいのですか。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今お話ありました〇経済部長（手間本 剛君）

ように、特産館さんの部分につきましては特産館

さんの営業を今されている部分なのですが、その

部分で今特産館さんとお話をしているのは、水ー

ンとなっている特産館施設につきましては製造加

工に限った施設に使っていこうと、これから生か

していこうということでございます。そして、今

現在特産館の中にはレストランと、それから物販、

もちを中心にお店を出していただいているのです

が、これらの機能につきましては道の駅のセンタ

ーハウスというふうに呼ばせていただいているの

ですが、そちらの方に移っていただいて、そちら

の方でやっていただくと。つまり既存の施設につ

きましては、製造加工、もちのラインだけをつく

るというふうなことでございます。それで、施設

がっ有してできるものですから、それがばらばら

な施設だったらやっぱりイ水ージとしてよくない

ものですから、外観も含めて一体的に使う、いわ

ゆる中の機能性も一体的に使った方がいいのでな

いかというようなことの御意見等をいただいてお

りますから、そういう方向性でお話をさせていた

だいているというふうに御理解をいただきたいと

思っています。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

そういうことでいく〇１５番（田中好望議員）

のであれば、例えば解体費、これはどちら側がど

うするのか、それ最後に。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

解体は今のところ〇経済部長（手間本 剛君）

ありませんから、解体は考え方にはないのです。

壊すという考え方はないのです。ということで御

理解していただけますか。

（何事か呼ぶ者あり）

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

先ほどの報告の中〇経済部長（手間本 剛君）

にありました解体というのは、前に用地を最後に

買わせていただいた民地の分と民家の部分の解体

を指していることでございますので、そのことを

行政報告の中には書いているわけでございます。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

補足をさせていただきま〇助役（今 尚文君）

すけれども、道の駅の議論いろいろございまして、

トイレをまず開発としてはつくってほしいと。そ

して、トイレができれば道の駅として認定できる

ということで、トイレだけまずつくろうと思った

のですが、それでは余りにも一体感がなくなると

いうことで、せっかく場所も場所ですから、今あ

る特産館さんと並べてトイレもセンターハウスも

つくっていった方が６るお客さんも非常に都合い

いだろうと。問題は、中身をどうするかというこ
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との議論が非常にまだ希薄だったということなの

です。中身というのは、物販は何をするかという

ことで、物販に出店したい業者さんもたくさんい

るわけでありますから、その物販を出店するため

にはどういう業者をお願いしようと、近場には特

産館さんありますから、特産館さんとの協議はど

ういうふうに進める。特産館さんだけということ

でなくて、出店をしていただく業者はどういう業

者でいく。もちを水ーンにしていこうという今は

テーマなのでありますけれども、もちといっても

いろいろありますから、あるいはもちだけではい

かなくて、ほかのいろんな業種も物販に入ってい

ただくと、そういうような協議を今進めていると

いうことですから、ただ、今手間本部長の方から

できれば建物を統一したいと、イ水ージを、そう

いうことでありますから、今特産館さんが建って

いる建物と、それからこれから建てる建物とのイ

水ージを統一するためにはどういう手法があるの

か、それは解体をするということでは全くなくて

イ水ージを統一していこうと。その建設費用、そ

の費用などについてはこれからの協議ということ

に相なります。

林寿和議員。〇議長（田中之繁議員）

１３ページと、１５ペ〇８番（林 寿和議員）

ージにも関係するのですけれども、合併特例振興

基金造成債、これが５次 ５００万０基金として

積み立てということで、総合計画の資料等を見ま

すとこれは１０年間使うことはできず、積んでお

いてその利息を運用するような、そういう性格の

ものと私は認識しているのですけれども、それで

利息だけといいましても今のこの低金利の時代で

す。一年一年の利息を運用していくのか、それと

もそっくり１０年間この基金として置いておくの

か、この基金の性質といいますか、そういうもの

についてもう少し詳しく説明をお願いします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきます。

今回合併特例基金造成債ということで、おおの

ね１１次 ０００万０のうちの２分の１を積み立

てるということでございまして、御案内のとおり

これにつきましては１０年間取り崩すことができ

ない基金ということになってございまして、今回

２分の１を積み立てをすることになりますけれど

も、まだこれからの協議になりますけれども、今

回議決をいただいた後に市中の銀行に高利の部分

の現在 ４％ぐらいの利２のものがございまして、

４年で預けていこうかなということで考えており

まして、国債の利２と前べても高い利２の方に預

けるようにしていきたいと、このように考えてお

ります。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

お話がありました金利運〇助役（今 尚文君）

用の関係であります。現在非常に低金利の運用に

なりますから、果実を使って事業を起こすのは非

常に困難というふうに思っております。したがい

まして、合併特例基金の性格といたしまして、こ

れから交付税の算定がえが１０年間続くと。それ

が１０年間たったら、次からはがくっと落ちてい

きますので、そのときにこの合併特例振興基金を

使いなさいと、こういう趣旨なのであります。し

たがいまして、１０年間というのはそこなのであ

りますけれども、私どもといたしましては実はも

っと早く使いたいというのが本音なのです。本音

ですけれども、縛りがあるから、どうしても使え

ないと。しかし、利子だけ積み立ててもこれまた

中途半端な利子になってしまうということになり

ますから、これは１０年間積み立てる中、あるい

は５年の中で利子だけ運用するのかというのは、

合併に要する事業のあんばいを見て使っていきた

いなというふうに思っております。基金そのもの

もどういうふうにしたら繰りかえ運用なども可能

なのかどうかも含めて、財政運用全体の中で検討

していきたいというふうに思っています。

林議員。〇議長（田中之繁議員）

１０年たてば、あとは〇８番（林 寿和議員）
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積まなくても活用できるということなのですけれ

ども、そうすると１０年後、これも一つの起債で

すから、やはりすりたものは当然後年次で返して

いく、普通の一般の起債でも何年か据え置きのそ

の後元金と金利つけて返していくのですけれども、

これについては１０年後から返すようなスタイル

になっていくのでしょうか。そういう性格ではな

いのですか。そこのところです。やはり市債のと

ころで出ていますので、す金ですので、いつかは

払う。当然交付税のバックはあると思いますけれ

ども、そこのところについて説明お願いします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

積み立て１０年以降〇総務部長（石王和行君）

の取り崩しということでありまして、１０年後の

償還ということになってくるということで認識し

ているところであります。

佐藤靖議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、２点ほどお〇２番（佐藤 靖議員）

聞きしたいと思いますけれども、観光費の道の駅

の関係ですけれども、先ほどの田中議員と助役の

やりとりで一定程度理解するものでありますけれ

ども、この種計画の基本的な予算の計上の仕方と

いうか、考え方なのですけれども、例えば市長が

先ほど行政報告の中で述べられたこと、そのとお

りだと思うのですけれども、当然こういうことは

計上する前に協議をして、だからその一つの方式

としてトイレはトイレで先行すると、それで予算

を計上すると。だから、ここに書いてある調査設

計委託料もそれに基づいて発注するというのが基

本的なシステムの流れだと思うのですけれども、

それがここの段階になってトイレはやっぱりこっ

ちと一体化ですよ、全体的に計画を見直すのです

よといったら、当初予算の計上というのが何だっ

たのか、基本には何があったのかというのを一回

教えていただきたいのと、もう一つは教育費の大

学関係の学校総務費の先ほど使用料及び賃す料の

中で札幌会場の第２次試験分で２００万０、当初

予算がここで賃す料で計上している２７８万０と

いうのがあります。さらにそれに２００万０プラ

ス、１会場で２００万０というのは非常に高額な

気がするものですから、ちょっとそのお考えをお

聞きしておきたいと思います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

予算措置の関係でありま〇助役（今 尚文君）

す。道の駅の関係、当初トイレのものを当初予算

に盛りました。これは、開発局でいいますと、ど

うしてもこの年に地次を整地したらすぐつくる、

それが絶対条件であります。当初の旧風連町と開

発局の話し合いといいますか、それが条件であり

ます。したがいまして、今回このようにするまで

の間、開発とは随分やりとりをさせていただきま

した。開発はもうやってもらわなければ困ると、

トイレだけでもつくって、道の駅をオープンして

もらわなければ困りますと。それで、開発自身と

してはオープンしたらその後にまた情報機器なん

かを入れて、道の駅のネットワークをつくってい

きたいと、こういうようなことなのです。そこで、

先ほど６話した理由で、もう少し効２的にやるた

めには後年度に送りたいという協議をさせていた

だきました。開発は、当初その原則だったのであ

りますけれども、内容を十分に理解をしていただ

いたということでありまして、当初はやはり原則

的に整備が終わったらすぐトイレ、そしてすぐト

イレだけでもいいからオープンと、こういうよう

なことでありましたから予算をつけさせていただ

いたのでありますけれども、今話した経過で開発

にも理解をいただいて、一体整備というふうにな

ったということであります。

中尾市立大学事務局長。〇議長（田中之繁議員）

一般入試の〇市立大学事務局長（中尾裕二君）

札幌会場の件で御質問いただきました。初年度の

入試につきましては、相当数の受験者数になると

いうことも含めまして、新札幌のコンベンション

センターをすりて実施をしたところでありますが、

２年次目につきましては入試センターの試験に参

加をするということで、これほどの広さのものは
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要らないということで実は会場を探しておりまし

て、当初予算には会場が決まっておりませんでし

たので、計上ができなかったということで今回実

は補正をお願いしております。今回使用する会場

につきましては、立命館大学が道庁のすぐ近くに

サテライトとして新築をした建物がございまして、

これの貸し室をおすりをして入試を行うと。費用

につきましては、会場のす上料が１８４万 ００

００、これに不随をします入試にかかわる備品の

す上料が１５万 ００００と、合わせて２００万

０ということでありまして、相当札幌の都心部と

しますと、相場ということもあるのかもしれませ

んけれども、私どもの感覚としては相当やっぱり

２日間すりる分にしては高いという認識も実は持

っております。入試の会場ですから、安定的に同

じ会場で毎年実施するということが望ましいわけ

ですけれども、立命館大学の方と協議をしまして、

２年次目以降はできれば１年間の年間契約をして

部屋を使ってほしいと。費用は５００万０だと、

こういうことでありまして、２０年度の入試に向

けまして今後一定の時間をかけて札幌の市内にあ

ります私立大学の校舎をすりることも含めてぜひ

今後検討してまいりたいと考えております。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

道の駅の関係は、助役〇２番（佐藤 靖議員）

ので理解はするのですけれども、助役、聞いてい

ますか。理解はするのですけれども、風連の道の

駅というのは風連の人たちも含めて、新しい同じ

名寄市の市民も含めて、風連の３大事業としてし

っかり位置づけされ、認識されている事業の一つ、

その中心とは言わないですけれども、両翼を担っ

ている事業ですので、もっと事前にしっかりした

議論があって、その中の一つとして開発はどうし

てもトイレというのはわかるのです。そこがきち

っと議論をしていないで、先に開発がトイレだ、

トイレだと言うから、それだけはつくりましょう

というのではなく、あそこにどうしてもトイレを

つくると当然ながら隣接する企業との関連が出て

くる、あの同じ敷地内にあるわけですから。その

議論がきちっと十分されていて、予算計上すると

いうのが筋ではないのですかというのが一つと、

例えば今回当初予算では設計委託料 ０００万０

出していますよね。不用額１１０万０出して、今

度は ８９０万０で、全体計画が例えば見直され

てもこの金額というのは動かないという認識で、

例えば今まで協議をされてきて、一定程度何枚か

青写真が出たみたいですけれども、その辺も含め

てこれから全体的にもう一回見直してもこの金額

は動かないという認識でよろしいのでしょうか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

後半の御質問は、そのと〇助役（今 尚文君）

おりだというふうに認識をしていただきたいとい

うふうに思っております。

前半は、確かにおっしゃるとおりなのでござい

まして、ことしの３月に合併する前の１月の段階

で実は委託したコンサルから青写真が６た、それ

からの議論ということで、議論が多少おくれたこ

とは事実でございます。しかし、一方では床の方、

土地の方が開発の事業として着々と進んでいくと

いうことだったものですから、その辺は非常に私

どもも合併する前から旧名寄市、旧風連町で道の

駅についてもう少し議論を煮詰められれば、こう

いうことなかったなという反省はしておりますけ

れども、どうしてもその辺がうまく議論が進まな

かったと。商工会議所、商工会も含めて、例えば

出店がだれなのか、あるいは責任持つ事業者はだ

れなのかということも含めての議論を並行して進

めていたものですから、なかなかその辺が話とし

てすきっと進み切れなかったということでありま

して、非常に大きくその辺は議論が立ちおくれた

ことは反省をしておりますけれども、どうしても

今ここで多少怒られても、ここでひとつ後顧の憂

いを残さないようにトイレは何とか後送りしたい

と、こういうことの願いを通じさせていただいて、

今回の提案になりましたということでございます。

よろしくお願いします。
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佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

今助役おっしゃられた〇２番（佐藤 靖議員）

とおり、ぜひそういうふうに進めていただきたい

と思います。

大学の入試の方については、どうしてもこうや

ってやると金額だけが先に動いてしまって、また

入試でこういうのすりたら２００万０もかかった

という話ばかりが出るとまずいですので、ぜひそ

ういうときはいい学生を１める点で必要な投資も

あると思いますので、ただ厳しい財政情勢ですの

で、ぜひ御検討いただきたいと思います。

以上で終わります。

木戸口真議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、１点だけ〇９番（木戸口 真議員）

ちょっとお聞きしたいと思います。

２１ページの６款農林業費、先ほどちょっとお

話あったのですけれども、なよろ産米のブランド

化の推進事業の補助ということで、先ほど市長の

方からも行政報告ありましたウルチ米のこめごこ

ろですか、風連は４４７本クタールのウルチ次積

があるわけですけれども、そうした中で農業者と

して常々地産地消ということで、合併と同時にそ

ういった方向が出されたわけですけれども、そう

いった中で支援するという、先ほどパッケージの

補助事業というお話だったのですけれども、この

１００万０の事業の内訳をお知らせ願いたいと思

います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

１００万０の支援〇経済部長（手間本 剛君）

の内訳をということでございますが、事業全体と

しましては１２０万０でございます。そのうちＪ

Ａに御負担をいただいているのが２０万０という

ことで、合わせて１２０万０ということでござい

ます。申し上げます。ネーミングパッケージの募

１に係る経費として３０万０、それからパッケー

ジ版代、版を起こす版代、これで５０万０、それ

から販売促進、きょう、あす等々で試食会等も行

いますものですから、そういった経費について４

０万０ということで、計１２０万０という内訳に

なっております。

以上でございます。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいまこの１００〇９番（木戸口 真議員）

万０の内訳、事業費１２０万０ということで、Ｊ

Ａが２０万０出すということで、ここのネーミン

グからこの事業にかかわるもので支援事業として

出されたわけですけれども、この支援の対象にな

る農業者の方々、４４７町ですか、あるわけです

けれども、この方々のこれに対する効果とか、そ

の人方の負担というものはどのような方向になっ

ていくのか、その辺わかりますか。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

このことにつきま〇経済部長（手間本 剛君）

しては、行政とＪＡと、それから良質米生産組合、

この３者で実行委員会をつくりまして、今回のな

よろ産米のブランド化の推進事業について取り組

んでまいりました。したがいまして、生産者等に

かかわる分につきましては、今申し上げました良

質米生産組合さんの方の配下の中で進められるも

のというふうに理解しておりますから、その生産

者の方々の費用負担分につきましては私どもの方

では承知をいたしておりません。いずれにしても、

３者で今まで事業を取り組んできたということで

御理解をいただきたいと思っております。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

この事業による効果〇９番（木戸口 真議員）

が大だと私は思うのですけれども、その事業効果

どのぐらいと試算しておられるか、その辺はない

のでしょうか。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

まさにきょう、１〇経済部長（手間本 剛君）

２月１日ですから、きょう試食会やりますし、あ

すからは産地フェアをやらせていただきます。も

ろもろ名寄はもとよりこの道北圏、あるいは場合

によったら交流都市等々も視界に入れながら進め

てまいることになろうかと思いますけれども、い
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ずれにしても効果につきましてはどれほどという

ふうなことは具体的に計画は持っておりませんけ

れども、そういったブランドのこめごころという

商品ができたものですから、これらにつきまして

は積極的に働きかけをし、呼びかけをし、使って

いただくということで進めてまいりたいというふ

うに思っています。効果の部分につきましてはも

っとお時間をいただくことになろうかと思います

ので、よろしくお願いします。

野本征清議員。〇議長（田中之繁議員）

１５ページの関係で〇１６番（野本征清議員）

１点お尋ねをいたしますけれども、基本条例の策

定の関係で２８万０、今の説明ではアドバイザー

の招聘という話がございますが、市の基本条例の

制定については道内でもそれぞれあちこちで下地、

前倒しの下地づくりに向けた議論は最近報道で随

所に出ているわけですけれども、今回どういう形

でアドバイザーを招聘し、どういう任を担うため

に予算措置をされたのか、まずお伺いをいたしま

す。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきます。

自治基本条例の制定につきましては、合併の新

市建設計画の中でも大きな項目のこれからのまち

づくりをしていくための自治基本条例という位置

づけの中でしっかりと策定をしていきましょうと

いうことで確認をいただいているところでござい

ますし、また総合計画におきましても協働のまち

づくりの視点の中での一つということで大きな部

分で条例の制定をしていこうと、このように考え

ております。

それで、制定に当たりましては、庁内の職員に

よるまず基本的な学習会から始まりまして、一定

の職員がその条例に向けての認識をしっかりする

と。さらにまた、住民の皆さんにもそのことをし

っかりと認識をしていただこうということで、な

るべく多くの市民が理解をする中で条例を制定し

ていきましょうということで、考え方の中では２

年かけてということで基本的に思っている部分で

ございます。１８年度については、庁内議論をし

っかりしていきたいと。１９年度については、市

民組織を構築する中で講演会なり、フォーラム等

を開催する中で２年かけて策定をしていきたいと、

このように考えている事業でございます。

それで、今回２８万０の補正を上げさせていた

だきましたのは、大学の教授に策定にかかわって

いる部分でのアドバイザーということで月２回程

度、札幌大学の法学部の教授でありますけれども、

御依頼をさせていただきました。それに係る経費

ということで月２回、交通費等の費用を今回計上

させていただいたものでございます。御理解いた

だきたいと思います。

野本議員。〇議長（田中之繁議員）

わかりました。〇１６番（野本征清議員）

これは要望なのですけれども、こういう形でア

ドバイザーを招聘ということで、それぞれ我が市

においても議論のスタートを切ったというふうに

理解するわけですけれども、御案内のとおりお隣

のまちにおきましても道内の大学の先生、学生等

を招聘したり、また早くもお隣はもう既に提案が

されているようですけれども、今総務部長からお

話しのとおり職員内部と並行しながら、これは従

６のデスクプランに終わることなく、市長が常に

おっしゃられているとおり市民主役のまちづくり

に向けての大切なスタートですから、今後今お話

しのように十分議会内部での議論も当然でありま

すし、逐次そういうスタンスで作業体制を整備し

ていただきたいということを強く要望して終わり

ます。

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りします。本件については、委員会付託を

省略し、直ちに採決することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

６号 平成１８年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１６号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、増加傾向が続く退職者等被保険

者の療養給付費負担金及び職員人件費を中心に歳

入歳出それぞれに １０５万 ００００を約加し 

て、予算総額を２９次 １１５万 ００００にし 

ようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では、人事異動によるもので人件費 ６４０万 

００００の９額、っ同電算事務処理システム改修

に係る臨時賦課金として３３万 ００００を約加、

医療費適正化特別対策費に６２万 ００００を約

加しようとするものであります。

２款保険給付費では、退職等被保険者数が合併

時点から既に１０６名増加しており、退職被保険

者等療養給付費に ６５０万０を約加しようとす

るものであります。退職者等にかかわる医療給付

の１人当たりの給付額はやや９少傾向を示してお

りますが、被保険者数の増加が医療給付総額を押

し上げていることによるものであります。

次に、歳入について申し上げます。３款療養給

付費等交付金では、退職者等の４月以降の医療実

績の伸びにより交付額の改定が通知されましたの

で、 ５００万０を約加しようとするものであり

ます。

７款繰入金では、保険基盤安定繰入金におきま

して国民健康保険基盤安定事業負担金の申請によ

る確定分で２４６万 ００００を約加、その他一

般会計繰入金におきまして職員人件費繰り入れ分

で ６４０万 ００００を９額しようとするもの 

であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

７号 平成１８年度名寄市介護保険特別会計補正

予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１７号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして事業

の組みかえと人的配分の９にかかわる職員給与費

等の調整をしようとするものであり、歳入歳出予
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算それぞれに ３７３万 ００００を９額して予 

算総額を１９次 ６６７万 ００００に、サービ 

ス事業勘定・風連では職員給与等の調整をしよう

とするものであり、歳入歳出予算それぞれに ７

０６万 ００００を約加して予算総額を４次 ０ 

７２万 ００００にしようとするものであります。

まず、保険事業勘定の歳出について申し上げま

す。１款総務費では、職員給料等 ３１４万 ０ 

０００を９額、４款地域支援事業費では介護予防

事業費におきまして４７８万 ００００を９額、

包括的支援事業費におきまして４１９万 ０００

０を約加しようとするものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。事業の組みかえにより、２款使用料及び手数

料では地域支援事業利用料７０万０を９額、３款

国庫支出金では７万 ００００を９額、４款道支

出金では３３万 ００００を増額、７款繰入金で

は職員費の調整等により一般会計繰入金 ３２９

万 ００００を９額しようとするものであります。

次に、サービス事業勘定・風連について申し上

げます。歳出の１款総務費では、職員給与費分

８８２万 ００００を約加、２款事業費では介護

サービス事業費分８２４万 ００００を約加しよ

うとするものであります。

歳入の３款繰入金では、 ７０６万 ００００ 

を約加しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

岩木正文議員。

介護の旧風連におきま〇４番（岩木正文議員）

すサービス勘定の一般管理費なのですけれども、

１７ページの職員給与費、この中で給与、職員手

当、っ済費で何と ９３７万０の増額が今回の補

正で上がっております。さらに、居宅介護サービ

スでも賃金として１５４万０にっ済が２０万０、

さらに施設介護サービスの事業費でも賃金で６２

０万０増額になっていますが、この理由をちょっ

とお尋ねしたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

まず、サービス〇福祉事務所長（中西 薫君）

勘定の部分でございますけれども、当初予算編成

時におきまして施設長などの人件費が当初予算の

中に盛り込まれていなかった事情がございます。

さらに、４月１日付で准看護師の配置がございま

して、またさらにここでの臨職、嘱託の部分につ

いても触れられておりますけれども、ここで職員

の中に病休、または介護休暇をとっている者がご

ざいまして、それらの調整を行った結果でござい

ます。それから、臨時職員の方につきましてもお

尋ねがございましたけれども、先ほど申し上げま

したように職員費の方で８月から介護休暇並びに

病気休暇をとった職員がございまして、それに対

する補充がまず１点ございます。それから、しら

かばハイツの方にケアマネジャーに対する配置を

行いまして、それと介護主任ということでござい

まして、そういう体制づくりを行った結果臨時職

員を２名増員したことになっております。

以上のようなことが主な理由になっておりまし

て、当初予算の設定から現実的には病気に伴う臨

職の補充があったりですとか、それから人事異動

があって人件費が約加されたというものでござい

ますので、よろしくお願いいたします。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

今臨時職員の採用だと〇４番（岩木正文議員）

かお話ありましたが、この金額が ９００万０で

すから、当初予算に加えまして。これは、一部話

に聞いたことがあるのですが、しらかばハイツ関

係、私さきの決算委員会でも残業が多いのでない

かというようなことも指摘した記憶があって、こ

の数字を見てちょっとお話をいろんな方に聞いて

みますと、給料が上がったという事実はあるので

すか。私は、合併協議で給料や何かは合併時の水

準でいくというようにとらえていたのですけれど

も、合併した後に給料が上がったという事実はご
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ざいますか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

合併をした後給料の調整〇助役（今 尚文君）

というのはどうしても出てまいりまして、それで

旧風連町の給与レベルと旧名寄市の給与レベルが

違いました。それで、新しい給与レベルをつくり

まして、その結果上がった方も下がった方もいら

っしゃいます。それで、上がった方は約いつく、

下がった方は約いつくまで足踏みしてもらうとい

う現給保障という制度がございます。合併協議の

中では、給与については現給保障をすると。これ

は、地方公務員法で定められている内容なもので

すから、それは動かしがたいということでありま

して、上がった方も下がった方もいらっしゃると

いうことであります。

ちなみに、しらかばハイツの場合は上がった方

が多いということであります。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

給料が上がるというの〇４番（岩木正文議員）

はちょっと私理解なかなかしづらい部分があるの

ですけれども、やはりどこの市町村も今財政上非

常に厳しくて、職員給与の削９を実施したりして

いるところもあるわけですよね。それで、合併し

て、今まででは風連のしらかばハイツの人たちの

給料というのはそんなに異常に低かった給料で働

かされたということなのでしょうか。やっぱり合

併して給料が見直されて、低いから上げていると

いうことにはちょっと私なかなか理解しづらい部

分があるのです。それであれば、話によると、職

員間で話ありますけれども、風連の課長は名寄の

課長より給料が高い、まずそういったところの是

正とかそういうことが先であって、合併したこと

によって給料が上がるというのはどうも理解でき

ないのですが、もう一度答弁お願いします。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

旧風連町、旧名寄市とも〇助役（今 尚文君）

に独自の給与条例を持っておりまして運用してお

りましたから、必ずしも何歳時点で幾らというこ

とで一致をしておりませんでした。それで、同じ

市になりまして、同じ基準をつくりました。同じ

基準のもとで、新名寄市に就職した場合にはどう

だという基準を全部つくりました。つまり今まで

の名寄市の基準と風連町の基準と、それをあわせ

まして調整をさせていただきました。その結果、

上がった方もいれば下がった方もいるということ

なのであります。

下がった方という表現は、足踏みをして待って

いていただくということなのです。それは、地公

法でどうしても９額をするという理由は処分しか

ありません。それはできませんので、本６上がる

べきところ、例えば１年に１遍定期昇給あるとす

れば、上がるところを上げないでそのままにする、

それで約いつくべきところまできたら、そのまん

ま上げていくということですから、実質俗に言う

昇給延伸措置という措置をとっている。それから、

一方低い、ラインに到達しない人については順次

上げていくということで、そのラインに到達する

まで上げていくという調整の方法、これは合併市

町村の場合は大体そういうような方法でやってお

ります。どうしても話つかなかった佐渡島の佐渡

を中心としたところは、１１市町村が合併したの

ですけれども、１１市町村の給料そのまま使って

いるということで、調整がつきませんでした。し

かし、それは職員に対する士気の問題であるとか、

融合の問題だとかについては大きな弊害があるの

かなというふうに思っていますけれども、名寄市

の場合は風連町と鋭意話しまして、その基準を一

つつくったということであります。

ほかにございませんか。〇議長（田中之繁議員）

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）



－52－

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

８号 平成１８年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１８号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市下水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、職員の人件費の補正が主なもの

であり、歳入歳出それぞれに ０２３万０を約加

して、予算総額を１９次 ２０１万 ００００に 

しようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款下水道

事業費では、一般管理費におきまして職員っ済費

などの増により６２万 ００００を約加、下水道

整備事業費におきまして役務費の増により２万

００００を約加、維持管理費におきまして職員１

名増により職員給料等９１５万 ００００を約加、

処理場管理費におきまして修繕工事等の増により

１２３万０を約加、水洗化促進費におきまして貸

付預託金等の９により８９万 ００００を９額し

ようとするものであります。

２款公債費では、長期債償還利子及び一時す入

金の金利が当初を下回ることから、４００万０を

９額しようとするものであります。

３款諸支出金では、中間納付消費税額の増によ

り４０８万 ００００を約加しようとするもので

あります。

次に、歳入について申し上げます。４款繰入金

では、一般会計繰入金におきまして歳入歳出予算

調整のため １３１万 ００００を約加しようと 

するものであります。

５款諸収入では、貸付金元利収入の９により１

００万０を９額しようとするものであります。

６款市債では、下水道事業債におきまして起債

対象事業費の９により１０万０を９額しようとす

るものであります。

７款財産収入では、立木売払収入の増により１

万 ００００を約加しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２１ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

９号 平成１８年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１９号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計

補正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれに１２４万
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００００を９額して、予算総額を ５６０万 ０ 

０００にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款個別排

水事業費では、水洗化貸付預託金などの９により

１２４万 ００００を９額しようとするものであ

ります。

次に、歳入について申し上げます。３款繰入金

では、一般会計繰入金におきまして歳入歳出予算

調整のため２１８万 ００００を９額しようとす

るものであります。

４款諸収入では、消費税還付金等の増により１

４万０を増額しようとするものであります。

５款市債では、下水道事業債におきまして起債

対象事業費の増により８０万０を増額しようとす

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第２〇議長（田中之繁議員）

０号 平成１８年度名寄市公設地方卸売市場特別

会計補正予算、議案第２１号 平成１８年度名寄

市食肉センター事業特別会計補正予算、以上２件

を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２０号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算

及び議案第２１号 平成１８年度名寄市食肉セン

ター事業特別会計補正予算について、一括して提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、消費税の申告納付義務による費

用を約加するものであり、公設地方卸売市場特別

会計におきまして歳入歳出それぞれに１０万 ０

０００を約加して予算総額を ７０５万 ０００ 

０に、食肉センター事業特別会計におきましては

歳入歳出それぞれに７５万０を約加し、予算総額

を ０００万 ００００にしようとするものであ 

ります。

平成１７年度決算が合併に伴う打ち切り決算に

なったため、申告確定後に予算措置をすることに

なりました。なお、歳入につきましては、一般会

計から繰入金を約加して収支の調整を図ろうとす

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第２０〇議長（田中之繁議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２０号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）
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よって、議案第２０号外１件は原案のとおり可

決されました。

日程第２３ 議案第２〇議長（田中之繁議員）

２号 平成１８年度名寄市病院事業会計補正予算

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２２号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市病院事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、６年度予定している市立病院の

１中治療部門などの増改築に伴う基本設計委託料

と休止していた看護師等修学資金貸付金制度の再

開に伴う貸付金を調整し、補正しようとするもの

であります。

３款資本的収入では、償還金におきまして看護

師等修学資金の返還により１２７万 ００００を

約加し、合計４次 ０６７万 ００００にしよう 

とするものであります。

４款資本的支出では、建設改良費におきまして

増改築工事基本設計委託料として １０２万 ０ 

０００を約加、投資におきまして修学資金貸付金

として１５６万０を約加、合わせて ２５８万 

００００を約加し、合計を６次 １３５万 ００ 

００にしようとするものであります。

なお、資本的収支の不足額につきましては、当

年度損次勘定金保資金で補てんするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２４ 報告第１〇議長（田中之繁議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第１号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

本年１０月１１日午後２時１０分ころ、名寄市

大通南１丁目の市役所名寄庁舎北側駐車場におき

まして、総務部所管の公用車がバックで発進する

際、後方確認が不十分であったため後方に停車し

ていた名寄市字大橋７５番地１、平川武美氏が所

有し、名寄市西２条南２丁目４番地、大野絵美氏

が運転する停車中の軽乗用車の側次に衝突し、破

損させたものであります。過失割合は、本市が１

００％であり、相手方車両の修理代として本市が

６万 ４６２０を負担することで示談が成立し、

和解したところであります。地方自治法第１８０

条第１項の規定により専決処分したので、同条第

２項の規定により御報告申し上げます。

なお、軽乗用車には助手席に１名が乗っており

ましたが、負傷者はありませんでした。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

佐藤靖議員。

それでは、ただいま報〇２番（佐藤 靖議員）
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告をいただいた報告第１号についてですけれども、

実はこの場所というのは私が議会に議席を与えて

いただいてから同じ場所で２件目の事故でありま

す。前回もこの場所が歩道、しかも名寄小学校の

子供たちの通学路であると。そして、歩道を一定

程度走らないとここにとまれないということから

いって、ここで駐車をするというのはいかがなも

のかという指摘をさせていただいて、その後例え

ば庁舎で言えば安全運転管理者及び庁舎管理者と

してはどういう指導をされてきたのか、まずお答

えをいただきたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま報告をさせ〇総務部長（石王和行君）

ていただきました事故につきましては、総務部所

管ということで私の所管の職員でありまして、細

心の注意を払っていればこのような事故がなかっ

たのではないかということでありまして、まこと

に申しわけなく思っていることでございます。

今御質問にありました庁舎管理上と駐車場のあ

り方ということでの御質問でありますけれども、

以前にも佐藤議員の方からそのような御指摘を受

けておりまして、今回そのことがまた事故につな

がったということでございまして、ちょうど庁舎

内に駐車スペースがないということで、大変苦肉

的な駐車スペースということで、西側には６台の

スペースを今駐車場のスペースとして置いており

ます。歩道上を走行、走行といいましょうか、一

部走行しながら駐車に入るということであります

し、また名寄小学校側の大通の中通りからも一般

の６庁する市民も歩道を走行して、東側の６庁者

の駐車場に移動するといいましょうか、手狭なた

めに駐車スペースを探すためにそこを走っている

というような状況が実はございます。

それで、前回の事故もそうでありますけれども、

安全運転管理者のそれぞれの会議等がありまして、

総括安全運転管理者は今助役でありますけれども、

それらの中でも協議をしていた経過はございます。

今回このようなことで事故があったということで、

大変申しわけないと思っておりまして、それを受

けましてあそこは名寄小学校の通学区域と、通学

歩道というようなことで、まさしく安全確保して

いかなければならないということで、これから検

討するよう指示をされておりますけれども、例え

ば歩道上を車が走行できないような、よく公園等

で見かけますポールを立てるだとか、今６台ある

駐車が南北に向かって駐車をするようになってお

りますけれども、東西に向かっての駐車をして歩

道を通らないと、駐車台数のスペースは少なくな

りますけれども、そのような対策をしようという

指示が出ましたし、また担当の方でも今そのこと

に向けて駐車場のスペース確保と安全確保の部分

について検討を十分させておりますし、またして

いこうということでございまして、安全確保を十

分図っていく駐車場のスペースにしていきたいと、

このように考えております。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

そのように早急に取り〇２番（佐藤 靖議員）

組んでいただきたいのともう一つ、やっぱりこの

意識を、ここのスペースの意識をもっと職員の皆

さん持った方がいいのではないか。多分これから

市長なり、助役なりも、ここにいる理事者の皆さ

ん目にすると思いますが、５時１５分過ぎになる

と、よほど遠くから勤務されているのかもしれま

せんけれども、奥さんがお迎えに６る車がありま

す、職員の奥さんが。その車がここに、意外に歩

道の上でとまっているというケースが非常に多い。

ましてやここはまさに通学路であり、歩道の上に

平気でとまって、それに職員が乗ってまた帰る。

そういう意識からいうと、ここの意識がやっぱり

ちょっと低くなり過ぎているのではないかなと思

います。そういう意味では早急に対応をとられる

べきだと思いますので、そのことを強く求めて、

終わりたいと思います。

宮田久議員。〇議長（田中之繁議員）

嫌なことを何回も言う〇１番（宮田 久議員）

のはこちらも嫌なのですけれども、前回も１００
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・ゼ工というのが既に２件あった。同僚議員の方

からこういうものについての処罰はどうするのだ

という話も出ております。今回、なかなかパソコ

ンで条例見るのが私下手くそなものですから、よ

く附せんをして見ているのですけれども、この中

できょうは今安全運転管理者の責任ということで

お尋ねをしたいのです。ここで、要綱でいわゆる

名寄市の職員の懲戒処分だとか訓告というものが

載っているわけですけれども、特にここに重要な

ことが書いてあるのは、いわゆる怠慢な仕事をし

ていたと。怠慢な仕事している者はもうこれで、

この施行になったのは３月２７日からですから、

既に二方の方はどういう処分をされたのか。そし

て、なおかつ新たに１カ所出た。ここの中の第２

条に書いてありますけれども、二つ以上の行為の

懲戒事項に相当する場合は合併して処分すると、

こう書いてあります。これが後ろの方にいきます

と、監督責任者のいわゆる職務怠慢、警告という

ことになりますけれども、これがダブルで、三つ

になるのですけれども、そういうところへいくと

いわゆる９給処分になるのかなと。そういう形の

中でこういう要綱がつくられているのですけれど

も、このとおり守られるか守られないか、そこを

教えてください。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

市には安全運転管理者、〇助役（今 尚文君）

車の台数によってそれぞれ置かれておりまして、

主に部長職が安全運転管理者になっていると。副

管理者には課長職がなっているということです。

総括する形で私が総括安全運転管理者というふう

な形で、庁内の交通安全運動についていろいろ実

施をしているわけでありますけれども、また今回

もこのような形で、しかも１０対ゼ工という形で

この報告をしなければならない無念さというのは、

本当にもう言葉にあらわせないぐらいでありまし

て、心からおわびを申し上げたいというふうに思

っているところでございます。

懲戒処分、それから訓告、厳重注意、これらに

対する要綱があるわけでありますけれども、これ

は単に交通事故だけでなくて交通違反も、さらに

また私行、そういったものを含めて全部決めてお

りまして、これに基づきまして賞罰委員会、褒め

る方と罰する方なのですけれども、その委員会を

開催をする。私が委員長なのでありますけれども、

今回のこの１０対ゼ工のことにつきましても賞罰

委員会を過日開催をいたしまして、訓告処分をさ

せていただきました。監督の立場にある石王総務

部長は、厳重注意の処分をさせていただいたとい

うことであります。お手元にあると思いますけれ

ども、その訓告、または厳重注意ということで、

もし本人に何らかの情状酌水といいますか、理由

があるとすれば、不可抗力の部分も含めていると

すれば厳重注意ということになるのでありますけ

れども、今回の場合は全くそういうことはないと。

後方確認ができなかったと、発進時にしていない

ということで、運転者の義務違反ということも含

めまして、重たい方の訓告というふうにさせてい

ただいたということであります。

なお、お話がありました累犯の関係であります

けれども、当然累犯は累犯があった事例があれば

累犯ということは考えていくと。考えていくとい

うよりものしろやらなければならないというふう

に思ってございますけれども、今回はその累犯、

積み重ねていく方のことには該当しなかったもの

ですから、この単発の方で訓告処分をさせていた

だいたということでございまして、当然私にも責

任はあるわけでありますけれども、今のところは

直接指導する安全運転管理者の責任ということで

処分をさせていただいているということでござい

ます。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

監督者の責任について〇１番（宮田 久議員）

私は一番聞きたかったのです。その中でこの第２

条を見ますと、少なくても今まで、このものが施

行になったのは３月２７日ですから、その以降に

二つ程度があって、その後その職員にどんな指導
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をして、そしてどういう、極端な話をすればこの

人は車に乗る資格ないのでないかと、後ろも見な

いでどんとぶつかったとか、またはセンターライ

ンが黄色であって、これは約い越してはいけない

よというところをルび越えてぶつかったとかとい

うことになってきますと、今まで人に事故ないか

らいいです、まだ車で本当に今回よかったなと思

うのです。しかし、事これがもし子供が歩いてい

てこういうことになったと、後ろを見ていなかっ

たということになれば責任は重いと思うのです。

そのためにその職員にどうやってきちんと指導を

したのか。そして、なおかつあなた自身、私は監

督上の怠慢さが見えると思います。全職員１めて、

こういう事故起こすなという訓示も何もしていな

いと私は聞いておりますので、ぜひ今後はこうい

うものに基づいて、やっぱり一般住民は市の職員

に対して冷たく見ると思います。それを踏まえて、

ひとつもう一回運転管理者の責務について御説明

ください。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

事故が起きて、事故報告〇助役（今 尚文君）

が上がってくるたびに本人を呼んで、私の方から

注意するのはこれは当たり前でありますけれども、

やはり個人に注意というよりも組織的にきちんと

していこうということで、課長会議、部次長会議、

この中では事例を挙げて、こういう事例があった

と。特にこの１００対ゼ工の場合もそうでありま

すけれども、１１月の課長会議の中で１００対ゼ

工という事故があったと。これについては、本当

にもうだれに聞いても申し立てならない、申し開

きならない事故だということも含めて課長会議の

中でしっかりと私の方から各課長に各職員に向か

って全員に指導するようにと、こういうようなお

話をさせていただいたところでありまして、これ

からもまた全職員を１めて言うというのは非常に

困難なところがありますから、組織的にこの課長

会議あるいは部次長会議、こういった中を通じて

交通安全の徹底を図っていくということになって

います。

私は、常日ごろから職員に対して交通安全、こ

んな車社会ですから、交通安全、交通事故、交通

違反とは背中合わせの生活していることは事実で

あります。したがいまして、いかにゼ工に近づけ

るかということの努力はしてほしいということで、

各課ごとの交通安全対策を実施するようにと、こ

ういう指示を出しているところでありますけれど

も、残念ながらなれて、なれが優先をしてこのよ

うな事故が起こったということであります。私自

身に怠慢があったと、こういうようなことであれ

ば、私自身の処分も含めてこれから相談というこ

とになると思いますけれども、私自身は私なりに

各職員に向かって指示をしているつもりでいます。

なお、水ールで全部行き渡るものですから、飲

酒運転のときにはかなり飲酒運転が絶対起きない

ようにということも含めて水ールで全職員に喚起

を促すということなどもやっているところでござ

いますので、なお努力が足りないという御指摘が

あろうかと思いますけれども、今後とも一層努力

をしてまいりたいというふうに思っております。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

これから冬季に入りま〇１番（宮田 久議員）

して、今もどっと雪が降っているようですから、

これからの交通事故というのは、もちろん被害者

も大変ですけれども、加害者も大変という時代で

す。ぜひ事故を起こさないように徹底して御指導

いただくことを願いまして、終わります。

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

報告第１号を終結いたします。

日程第２５ 報告第２〇議長（田中之繁議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第２号 専決処分〇市長（島 多慶志君）
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した事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年６月６日午後３時ごろ、名

寄市西１１条南８丁目のアカシヤ公園におきまし

て、ブランコで遊戯中の名寄市西１０条南９丁目、

斉藤天ルさんがブランコのフックが外れて投げ出

され、転倒し、右鎖骨骨折の受傷をしたものであ

りますが、これに伴う治療費及びり謝料５万 ３

４００を本市が負担することで示談が成立し、和

解したところであります。地方自治法第１８０条

第１項の規定により専決処分をいたしましたので、

同条第２項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

報告第２号を終結いたします。

日程第２６ 報告第３〇議長（田中之繁議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第３号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年１０月８日午前９時１５分

ころ、名寄市東２条北５丁目、市道北５丁目通に

おきまして、低気圧による強風により道路敷地内

の樹木が倒れ、名寄市東１条北５丁目、田中義人

氏所有の普通乗用車に当たり、破損したものであ

りますが、これに伴う相手方車両の修理代等とし

て本市が５４万 ００００を負担することで示談

が成立し、和解したところであります。地方自治

法第１８０条第１項の規定により専決処分したの

で、同条第２項の規定により御報告申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

報告第３号を終結いたします。

日程第２７ 請願を議〇議長（田中之繁議員）

題といたします。

今期定例会において本日までに受理した請願は、

お手元に配付の請願文書表のとおり、所管の常任

委員会に付託いたしましたから報告をいたします。

お諮りいたします。〇議長（田中之繁議員）

議事の都合により、明日より１１日までの１０

日間を休会といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、明日より１１日までの１０日間を休会

とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程はす〇議長（田中之繁議員）

べて終了しました。

本日はこれをもちましてル会といたします。

大変御苦労さまでした。

ル会 午後 ４時００分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とをンするため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁
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署名議員 猿 谷 繁 明

署名議員 渡 辺 宏 治
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平成１８年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１８年１２月１２日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（３４名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 １９番 堀 江 英 一 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

８番 林 寿 和 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（１名）

２２番 栗 栖 賢 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君
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市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本日〇議長（田中之繁議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（田中之繁議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１３番 黒 井 徹 議員

１５番 田 中 好 望 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（田中之繁議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平成１９年度予算編成に対する考え方について

外２件を、野々村勝議員。

おはようございま〇２５番（野々村 勝議員）

す。議長の御指名をいただきましたので、通告順

に従い、質問をしてまいります。

２００６年も残すところ十数日となりました。

世界ではいまだやまないテロ、異常気象による多

くの犠牲者、国内においても竜巻により佐呂間町

の９名のとうとい命が奪われ、またいじめによる

子供たちの自殺、このような中にあって天皇家の

男子誕生は国民の喜びでありました。名寄市にお

いては、風連町との合併、短大の４大化と記念す

る年でありました。しかし、中央ではいざなぎ景

気を超えたと言われておりますが、道北、名寄市

は厳しい財政運営を余儀なくされているところで

あります。このような状況の中で、残り少ない２

００６年、来年２００７年に期待をして質問に入

ります。

まず初めに、平成１９年度予算編成に対する考

え方についてお尋ねをいたします。御存じのとお

り、３月２７日、風連町と合併し、新名寄市が誕

生してから早くもあと数カ月で１年を迎えようと

しているところであります。平成１８年度名寄市

の本予算は６月定例会に上程され、議会議決を経

て執行されました。市政執行の基本的な考え方は、

一体性の速やかな確立と均衡のある発展を図るこ

とが重要とのもとで、早期総合計画の策定に全力

で当たるとの答弁をいただいたところであります。

多くの統一課題のある多忙の中での計画の策定は、

現在順調に進んでいるようでありますし、また旧

名寄市、旧風連町との住民の交流や融和に向けた

努力も各所に見受けられ、高く評価されるところ

であります。総合計画が策定され、一体性の確立

と均衡ある発展を図ることは、財政基盤が安定し

ていることが欠かせない条件であり、間もなく１

年を経過する新名寄市の将来を考えるとき、１９

年度予算編成は大変重要な課題として考えるとこ

ろであります。このようなことから、新年度予算

を組むに当たっての考え方についてお伺いすると

ころであります。

また、合併後の初の通常予算となりますが、さ

きに行われました決算委員会で議論がありました

ように厳しい財政状況の中でありますが、予算規

模と主な懸案する事業の考え方についてお知らせ

ください。

次に、平成１８年度から自治体の人口と面積に

応じて配分される新型地方交付税が段階的に導入

される状況や財政調整基金の現状を見るとき、取

り崩しと今後の基金運営の考え方についてもお尋

ねをいたします。

また、財政の弾力性を示す経常収支比率が前年

より ７よよよよもよ化し、よ質よよよ比率が１

９％となり、地方よ発行に知事の許可が必要な団

体に格付される等、財政運営上重要な課題が提起

されているところでありますが、これらの経常収

支比率やよよよ比率がよ化した原因はどこにある

のか、また今後の対応についても見解をお知らせ

ください。同時に均衡ある発展に対して支障が出

るか等の見解もあわせてお聞きいたします。

次に、自衛隊関係についてお伺いいたします。

今国民の安全を守る日本の安全保障が危機にさら

されています。北朝鮮のミサよル発射、核よ験に
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よる核武装、いつ国民の頭にミサよルが、核が降

ってくるかもしれません。このような国の危機に

対して国民の不安が最高度に達しているところで

あります。このような事態を踏まえ、長年の懸案

であった防衛庁の省昇格関連法案が野党第１党の

民主党も含め、衆議院の９割以上の圧倒的な多数

が賛成をし、１０月３０日、衆議院を通過したと

ころであります。今国会で成立して、来年１月に

は防衛省に移行すると言われております。

名寄市においては、昭和２８年から５３年間に

もわたり、最北の駐屯地としてまちづくりも含め

市民との関係は日本一と言われております。その

間駐屯地の隊員は、国連平和維持活動の一環とし

て崇高な使命を受け、ルワよダ、カよボジア、東

ティモール、ゴラよ高原、よラクに派遣され、任

務を完遂したところであります。特によラク派遣

に際しては、第１の派遣部隊として当時の駐屯地

司令の番匠幸一郎一佐を長として、多くの駐屯地

の隊員がよラクに出発していきました。無事の帰

国を祈り、家族はもとより名寄市民挙げての物心

両面の支援は見事なものでありました。その気持

ちが通じ、全員無事任務を完遂して帰国したとき

には敬意を表し、安堵したものでありました。こ

の後２次以降の派遣部隊は、第１次に続け、名寄

市民を見習えを合い言葉に、２年半にわたり一発

の弾も撃たず、一人の犠牲者も出さず、無事よラ

クの派遣を終了したことは、第１次派遣隊員の番

匠司令を長とした駐屯地の隊員の活躍、また名寄

市民の行動は広く国民の皆様はもとより陸幕、防

衛庁に高く評価されるところであります。また、

名寄市議会におかれては、平成１４年１２月１３

日に議員各位の御理解を得て、全国の自治体に先

駆けて防衛庁を省に昇格することを求める意見書

を全会一致で議会議決したところでもあります。

このような現状を踏まえ、国の防衛庁の省昇格に

対して駐屯地を抱える自治体として御見解をお聞

きするところであります。

２点目の基地周辺整備よについてお尋ねをいた

します。駐屯地が存在することによって多くの事

業に恩恵を受けてきたところであります。南プー

ルもその事業の一つであります。ことし完成して、

来年度より供用開始と聞くところであります。財

政厳しい折、１９年度以降どのように推移される

か、また過去３年間のよ績をお答えください。

次に、団塊世代の対応についてお尋ねいたしま

す。戦後１９４７年から４９年に生まれた日本人

口の５％を占める団塊世代が２００７年より定年

期に入り、大量退職が始まることによりさまざま

な課題が浮き彫りになっております。経済界では、

大量退職で労働力が不足する、若い世代への技能

や技術の継承が難しくなる等々、景気回復に水を

差すとも言われております。政府は、２００７年

問題に対して団塊の世代などベテラよの人材を初

めとする高齢者らの積極的な雇用を促進するとの

方針を打ち出し、本腰を入れているところでもあ

り、地方自治体においてもしっかりと対応してい

かなければならない問題であります。名寄市の対

応についてお尋ねをいたします。１点目は、名寄

市の人口に占める割合とその対応について、２点

目は団塊世代の市職員の退職予定者と行財政改革

との関連についてお答えをください。

これをもってこの場での質問を終わります。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

おはようございます。〇総務部長（石王和行君）

ただいま野々村議員の方から大きな項目で３点に

わたっての御質問をいただきました。それぞれ私

の方から答弁をさせていただきたいと思います。

まず、１点目の平成１９年度予算編成に対する

考え方についてお答えをさせていただきます。旧

名寄市と旧風連町は、収入に大きく減少する財政

収支のバラよスのとれない厳しい財政状況の中で、

組織のスリム化と事務事業の見直しにより行財政

運営をより効率的に進めることで生き残りをかけ

て合併を選択いたしました。上手に効率化を進め

ることができなければ、財政破綻を招くことも想

定され、既得権や既成概念にとらわれず、大胆な
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発想の転換が必要と予算編成方針で市長訓令が出

されたところでございます。

新名寄市の予算の編成に当たって、基本の一つ

目は両市町の住民及び職員の融和促進と均衡ある

発展であります。一部の合併市町村で地域エゴを

むき出しにぎくしゃくしたまちづくりの模様が報

道されておりますが、さまざまなよベよよや機会

を通じて融和を促進し、旧市町の地域を過大に意

識せず、新名寄市にとりまして緊急性、必要性の

高い事業を予算に反映させたいと考えております。

二つ目は、多額な合併特例よが使えても借金に変

わりはなく、よよよの適正な管理の上に合併特例

よ、合併支援策を有効活用したいと考えておりま

す。合併特例よを使える１０年間は、あっという

間に過ぎることも想定され、熟慮の上に年度間の

バラよスのとれた事業の厳選も必要と考えており

ます。三つ目には、地方分権が進み、より地方の

自立が求められ、限られた財源の中で多様な行政

需要に対応するためには住民に提供するサービス

の範囲と地域住民の役割の調整を図りながら、事

務事業の見直しを行うことが重要で、激変緩和策

も取り入れ、可能なところから進めてまいりたい

と考えております。

次に、予算規模と主な懸案事業についてお答え

をいたします。新年度の予算規模につきましては、

現在新総合計画の策定中のほか、予算要求額の集

計が終了しておりませんが、おおむね１９０億円

程度になるものと想定しております。主な懸案事

業につきましては、新総合計画策定の議論経過を

踏まえ、普通建設事業では継続事業を中心とし、

農業基盤整備事業ではニューパワーアップ事業の

継続に伴い農家負担の軽減を図り、地域経済への

波及効果も考慮して事業選択を進めてまいりたい

と考えております。

次に、今後の基金への考え方についてお答えを

いたします。ここ数年財源不足は基金を取り崩し

て調整を図ってまいりました。財源不足額は、編

成方針時の４億円から５億円よりも新総合計画の

議論が進んだことと、さらに改修の必要な施設の

現状から判断いたしますと増加するものと考えて

おります。新型交付税の導入で歳入の不透明感が

増し、組織のスリム化を含む合併効果は一定時間

の経過が必要となりますので、当分の間基金に依

存する財政運営となり、合併効果は平成２１年度

から見込んでおりますが、平成１９年から２０年

度の２カ年度は大きく依存することになると考え

ております。また、場合によっては財政調整基金

が底をつくことも想定され、特定目的基金を活用

し、年度を超えた繰りかえ運用も視野に入れた財

政運営が必要になると考えております。

次に、経常収支比率のよ化に対する見解につい

てであります。経常収支比率のよ化は、市税及び

地方交付税の減少による影響が大きく、全国市町

村の平成１６年度平均村も９ ５％と過去最も高

い数村になっております。よ質よよよ比率も地方

交付税の減少が大きく影響し、現在よよよ負担適

正化計画を策定し、今後の財政運営に支障が出な

いよう種々検討中であります。総合計画における

よ共施設の整備には市よを充当することになりま

すが、よよよを償還する一般財源が急激に減少し

ている現状では合併特例よを活用したくても一定

の制限を受けることになります。償還財源も考慮

し、年度間のバラよスをとりながらの事業よ施年

度の決定が重要になると考えております。

次に、大きい項目の自衛隊関係についての１点

目の防衛問題、省昇格についての見解についてお

答えをいたします。今国会におきまして防衛庁の

省昇格関連法案が可決され、来年１月には防衛庁

が防衛省へと移行すると言われております。この

ことにより内閣府の一部局だった防衛庁は政策官

庁となり、防衛施設庁は省へ統合となります。中

央省庁の体制は、１内閣府と１１省となり、防衛

庁長官は防衛大臣となり、防衛に関する重要案件

と法律の制定について閣議を求めること、二つ目

に予算要求やその執行を財務大臣に求めることな

どができることなどにより他の省と同格となり、
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体制の整備が図られるものとされております。

また、自衛隊の付随的任務だった国際緊急援助

活動や国連平和維持活動などの海外活動は、国土

防衛と国内災害派遣の本来任務と同等の扱いとな

ります。

防衛政策の基本などについては、内閣と国会の

管理のもと運営されることに変わりはないようで

あります。日本最北の駐屯地を抱える本市として、

国の予算編成に当たっては名寄駐屯地の重要性を

考慮し、隊員の増強や地域整備による振興に結び

つくよう期待するところであります。

次に、基地周辺整備事業の過去３カ年のよ績と

今後の推移についてお答えをいたします。防衛施

設庁補助事業による名寄駐屯地周辺の生活環境の

整備について、本市は昭和４２年から道路、排水

路の整備や埋め立て処分場、スキー場のリフよ建

設など継続して助成を受けてまいりました。平成

１６年度から平成１８年度の３年間では、道路、

農業施設整備、そして本年度完成の排水路整備と

南プールの建設で、総事業よで５億 ６００南円

となっております。平成１９年度は、継続事業の

道路と農業施設整備を要望しており、あわせて２

０年度以降の新規事業について札幌防衛施設局と

協議を進めてまいります。防衛施設庁による事業

は、補助率が６ ７％から１００％と高いため財

政上極めて優位であり、地域経済と雇用を支える

上からも積極的に要望してまいります。

次に、大きな項目の３項目の団塊の世代に対し

ての対応、名寄市の人口に占める割合とその対応

についてお答えをさせていただきます。団塊世代

の退職は、全国で約６８０南人と言われており、

昭和２２年から昭和２４年生まれのこの世代が定

年期に入る２００７年には就業者が減少するとい

う量的な問題にとどまらず、専門的技量を有する

人材が大量に失われるという側面も有しておりま

す。さらに、技術、技能を伝承する上での障害と

なる可能性があるという意味では、経営上の負担

ともなり得ると理解しております。また、昨年度

のものづくり白書では、２００７年度問題に対し

て全て業の２ ４％が危機意識を持っているとい

うことが明らかになっております。一時的な大量

退職の衝撃を緩和する方法としては、雇用延長や

再雇用が主要な対策と考えられており、法律上の

義務とて業の必要性が相まって、熟練労働者を再

雇用する動きが加速することも予想されます。し

かし、団塊世代の退職は管理職よスよに多くのあ

きを生じさせることにもなるため、若手の活躍が

広がるという期待も生まれてきており、団塊世代

の退職をプラスとして受けとめる見方も少なくな

いところでございます。

名寄市に占める人口割合につきましては、団塊

世代の人口が ６８０人でありますので、割合で

は ３％と推計されます。対応策としては、団塊

世代には労働市場において現在担っている役割を

次世代に円滑にバよよタッチし、自身はその知識

や経験を生かして、コミュニティービジネスやＮ

ＰＯなど新たな労働市場開拓の原動力になってい

ただくことが重要であると考えております。また、

これらのことからも団塊世代の社会貢献意欲と収

入確保がある程度両立できるような環境を整えて

いく必要があると考えているところであります。

次に、団塊世代の市職員の退職予定と行革の関

連についてお答えをいたします。平成１９年度か

ら平成２１年度に定年退職する職員は、一般行政

職の職員で６２名で、行政職職員に占める割合は

１ ３％と高いものになっております。今後団塊

の世代の退職に伴う組織の再編、事業の見直し等

により職員の適正配置と計画的な定員管理を行っ

てまいりたいと考えております。定年退職につい

ては、再任用制度の中で検討してまいりたいと考

えているところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

野々村議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、順次再〇２５番（野々村 勝議員）

質問をしてまいります。

１９年度予算編成についての考え方であります
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が、予算規模は１９０億円程度と財政調整基金が

底をつくことも予想される等々の答弁内容は厳し

く受けとめさせていただきますが、２点について

質問いたします。１点目は、予算編成に当たり、

まちの経済と雇用への配慮はどのように考えてい

るか。まず、この１点お願いします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきますけれども、現在国内的にはいざなぎ景気

というその景気を超えて戦後最長というふうなこ

とを言われておりますけれども、全国レベルと比

較いたしまして当道北、名寄地方については、そ

のよ感がないような景気でないのかなというふう

に思っております。予算編成に当たりましても、

これまでもそのような対応をしておりますけれど

も、地域経済や雇用に配慮した予算編成というこ

とで、今回の市長訓令、さらには事務の部長指示

の中でもそのことに配慮する予算編成の指示を出

したところでありまして、事業の厳選とあわせて

地域経済の活性化と雇用に配慮した予算編成に現

在それぞれの部局で取り組んでいるという状況に

ありますので、御理解をいただきたいと思います。

野々村議員。〇議長（田中之繁議員）

わかりました。〇２５番（野々村 勝議員）

では、２点目は、依然と厳しい地方財政の中に

あって、６３０億円の負よを抱えた夕張市の財政

破綻、やみ起よ問題の歌志内市と上砂川町の負よ

残高の返済財源となる一時借入金が怠れば、また

夕張市と同じになると言われております。また、

富良野市では６０億から７５億円をかけた駅前周

辺開発が財政の負担になり、それがため大変なこ

とになっているようなことであります。このよう

な道内の現状を踏まえて、名寄市は大丈夫かと思

うところであります。そこで、建設事業の３点セ

ッよ、道の駅、駅前開発、中学校建設、この事業

の進捗状況、また見直しがあるのかないか、その

辺をお答え願いたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

１９年度の予算編成〇総務部長（石王和行君）

に当たりましては、それぞれ普通建設事業等々の

精査を新総合計画の中でも議論しておりますけれ

ども、先ほども答弁をさせていただきましたけれ

ども、現在前期事業なり、後期事業ということで

精査中であります。主に継続事業を中心として現

在の予算編成作業になるのかなというふうに思っ

ておりますが、御質問にありました風連地区にお

ける大型事業といいましょうか、普通建設事業の

中での道の駅、市街地再開発事業につきましては、

継続事業という中で１９年度の予算編成の中で普

通建設事業ということで今取り組んでいくという

ことになるということで考えているところでござ

います。

また、それにかかわる財源の部分についての御

心配の御質問かなというふうに思っておりますけ

れども、合併による合併特例よ、さらには過疎よ

等々有利な財源をどう有効に活用するか。１０年

間の財源の確保でありますけれども、年度間によ

ってその有効な財源をどのように使うかは、これ

からの総合計画の中での前期事業と後期事業の中

で振り分ける中で、その起よを活用していきたい

というふうに思いますけれども、それをとっても

借金でありますから、先ほど言ったように一般財

源の見合いの中で、借りるお金も償還が出てくる

わけでありますから、後年度の償還圧にならない

ような財政計画をしっかり立てる中で普通建設事

業等々の事業を選択をしていきたいと、このよう

に考えております。

野々村議員。〇議長（田中之繁議員）

これは、市民の関〇２５番（野々村 勝議員）

心事でもありますので、もう一度確認しますけれ

ども、市長はぶれない市長ですけれども、もう一

度確認しますけれども、見直しはしないのですね。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

この事業につきまし〇総務部長（石王和行君）

ては、継続事業ということでありますから、基本

的に見直しはないと思っております。
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野々村議員。〇議長（田中之繁議員）

わかりました。〇２５番（野々村 勝議員）

次に、自衛隊関係についてでありますが、国の

防衛に対して駐屯地を抱える自治体として市民と

ともにしっかりと対応しなければならないと私は

思うところであります。基地周辺整備よについて

１点のみ再質問いたします。３年間で事業よが５

億 ６００南円、補助率が６ ７％から１００％ 

という財政上極めて有利との答弁でありますが、

合併したら風連地区も入ると思いますので、風連

地区に対してどのように考えているか、これ１点

のみお知らせください。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

周辺整備事業の関係〇総務部長（石王和行君）

でありますけれども、これは野々村議員が一番詳

しく承知している部分だというふうに思いますけ

れども、この補助事業につきましては民生安定事

業と障害防止対策事業ということで大きく二つに

分かれておりまして、先ほど答弁させていただき

ましたように多くの事業を名寄市で活用させてい

ただいている状況にございます。

風連地区との関係で、合併をしたことによって

一つの新名寄市でありますから、かつては風連地

区にはそのことの恩恵はなかったわけであります

けれども、新市になった中ではその対応ができる

のかなということで、担当の方でもそれらについ

て今検討しながら、１９年度、２０年度の事業の

折衝の中でできる事業については取り組んでいけ

るようなことで検討してまいりたいというふうに

思っておりますし、特に演習に行く自衛隊の車両

等が風連地区の道路を走行するわけでありますか

ら、それらについての対応ができてくる部分にな

るのかなということで私どもは考えておりますけ

れども、それらについても今後協議をして、対象

になるようなことでの協議をしていきたいと、こ

のように思っております。特にすべてが対象とい

うことではないということでありますから、基地

周辺から距離だとかいろいろな条件があるという

こともございますので、できる条件の中の整備、

特に道路関係については風連地区も含めた整備対

象になるというふうに認識をしておりますので、

今後協議の中でお話をしていきたいと、このよう

に思っております。

以上でございます。

野々村議員。〇議長（田中之繁議員）

この整備事業に関〇２５番（野々村 勝議員）

しては、市長を初め関係団体と防衛庁に陳情した

ときも名寄市に対しては非常に好感があるのです、

さきに述べたとおり。だから、これは今言われた

答弁のとおりしっかり対応してもらいたいと思い

ます。

次に、団塊世代の対応についてでありますが、

名寄市の人口に占める割合は ３％と答弁されて

おりますが、平成１９年度、２１年度までの定年

退職する職員は６２名と伺っておりますが、まず

６２名の１９年から２１年までの年ごとの数、そ

れをひとつお知らせを願いたいと思います。

それから、定年退職については、再任用制度の

中で検討するとの答弁でありますが、名寄市は再

任用制度は取り入れていないと思いますけれども、

臨時職員採用で今は対処しているのですけれども、

これは再任用制度と併合して取り入れるのですか。

また、年金との関係でありますが、在職年数ご

と年金受給が違うと思いますが、言えば２４年生

まれは６５でもらうようになると思います。そし

たら、６０で定年を迎えて、５年間採用を引っ張

るのかどうか、そのようなところをちょっとお聞

きしたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

名寄市職員の一般行〇総務部長（石王和行君）

政職の退職者ということでお答えをさせていただ

きますけれども、１９年度から２１年度、先ほど

６２名ということでお答えをさせていただきまし

た内訳でありますけれども、１９年度の退職者、

昭和２２年生まれでございますけれども、１２名

おります。２０年度、２３年生まれの者は２４名、
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２１年度で昭和２４年生まれの者は２６名、合わ

せまして６２名ということで、団塊の世代の大量

退職も名寄市としても全国的に同じような推移で

ございます。

また、年金受給開始年齢、これにつきましては

１９年度、２０年度退職者については６４歳から

の年金受給開始年齢ということでありまして、２

年で１歳上がるというようなことの制度でありま

して、２１年度の２４年生まれ以降につきまして

は６５歳が年金受給開始年齢ということになって

ございます。さらにまた、再任用制度、これは地

方よ務員法の改正に伴いまして定年退職したよ務

員を最長６５歳まで再雇用する制度ということで

ありまして、今申しましたように６４歳まで、６

５歳まで、４年ないし５年ということであります

けれども、条件としてこれは５年間、４年間保障

されているということではありませんでして、知

識と経験と技能、それぞれの知力、体力も含めて、

毎年一年一年面接採用による選考による再任用制

度というふうなことでありまして、これは年金の

受給年齢の開始年齢と合わせて、制度としてこれ

は地方よ務員法の改正に伴って名寄市としても条

例を制定をいたしまして、整備はしているところ

でございます。

また、民間部門におきましても高齢者の雇用安

定法に基づいた制度がありまして、６５歳まで継

続勤務が可能という制度がございます。官民あわ

せて、年金受給とあわせて再任用というふうなこ

とが制度化されているということでございます。

名寄市も今申しましたように条例の制定をして

おりますけれども、これは平成１４年度からの退

職者からの適用でよ施をしておりますけれども、

制度はありますけれども、一般行政職で再任用と

して再雇用といいましょうか、よ施をしたよ績は

ございません。それにつきましては、一定程度雇

用を希望する職員に対しては、面接等によりまし

て現在嘱託という形で豊かな経験と知識を生かし

たことで数名採用している状況にございます。

以上でございます。

野々村議員。〇議長（田中之繁議員）

この問題に我々自〇２５番（野々村 勝議員）

衛隊のＯＢも７年前、自衛隊は定年が５４歳です。

７年前は１７０名程度名寄市に受け入れてもらい

ましたのですけれども、今はどういう状態である

かといいますと、７年、５４歳から６０ぐらいま

で働いてきますとて業が今度離さないのです。だ

から、非常に今自衛隊のＯＢでも待機している人

間が多いのです。て業が本当は６０歳でやめても

らいたいのだけれども、今５４歳のＯＢを任用し

たがらないのです、せっかくベテラよになったか

らということで。そうすると、市の職員もこの６

２名が退職して、６５歳まで引っ張るということ

になると、次から次が今度は就職ができないとい

うことになりますので、その辺もしっかりと対応

してもらいたいと思います。

それから、これはあれなのですけれども、３年

間で６２名という大量退職でありますので、これ

は定年の退職金がどのぐらい予想されているか。

それと、それが財政にどういう影響を及ぼすか、

ちょっとこれもお願いいたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

確かに団塊の世代の〇総務部長（石王和行君）

大量の退職者によるそのときによる退職金という

ことでは非常に大きな額になるということであり

まして、それぞれ新聞報道等でも各市の状況につ

いて報道がされているところもお聞きになってい

るかと思いますけれども、それについては名寄市

としては一定の期間の中で退職手当組合に加入を

しておりまして、毎年度計画的な積み立てをしな

がら、さらにはその制度を生かしながら、財政と

の関係もありますけれども、これは制度としてあ

る部分についてはしっかりと対応していかなけれ

ばならない部分ということで認識をしておりまし

て、それらについても退職手当組合、さらには今

３年間で精算といいましょうか、毎年毎年の精算

ではなくて退職者によっては大きな財政の負担が
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出てきますけれども、財政運営上計画的な対応を

して現在に至っておりますので、大きな額にはな

りますけれども、しっかりとした対応を現在もし

ておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

野々村議員。〇議長（田中之繁議員）

私の質問はこれで〇２５番（野々村 勝議員）

終わりたいと思いますけれども、名寄市の財政は

依然厳しく、みずからの判断と責任により効率的

な行財政運営をよ現し、自衛隊関係、来年から始

まる団塊の世代に対するしっかりした対応を強く

要望して、私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。

以上で野々村勝議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

風連地区市街地再開発事業について外３件を、

野本征清議員。

議長よりお許しをい〇１６番（野本征清議員）

ただきましたので、私は４件にわたりまして質問

をさせていただきます。

まず、１点目でございますけれども、風連本町

地区の市街地再開発についてでございます。合併

しても寂れない風連地区の願いを込めて、本事業

はよ現に向けて一歩前進をしておりますけれども、

消よ者の町外流出に歯どめをかけ、商業地区やよ

共施設など複合的に整備をし、にぎわいのあるコ

よパクよな市街地形成をしていくとの基本構想が

示されたところでございます。来年３月までに準

備組織を設立し、事業計画を作成、北海道への申

請手続の段階を迎えているこの事業であります。

そこで、２４億円という巨額の投資をするこの大

型事業全体にかかわるよ用対効果を現時点でどの

ように推計をされているかまずお伺いいたします。

２点目でございますけれども、この事業のよ施

における権利変換も含めた不動産などの財産権の

取り扱いにかかわる考え方をお示しをいただきた

いと思います。

３点目につきましては、コよパクよシティーが

地域にもたらすものとテナよよ誘致の見通しにつ

いて現時点の考え方をお示しをいただきたいと思

います。

４点目でございますけれども、基本構想の中で

も共同住宅の建設が構想図の中にも示されており

ますが、この共同住宅建設のねらいと既存の風連

瑞生団地の住みかえに対する考え方につきまして

お伺いをいたします。

２点目でございますけれども、環境に優しいご

み対策についてお尋ねをいたします。名寄地区衛

生施設事務組合が事業主体の炭化セよターも開設

いたしましてから４年目を迎え、施設の運転も軌

道に乗っていると聞いているところでございます。

全道各地域にあっても、ごみ問題の解決に向けて

行政、各種団体、市民の方々が協力して、このご

みの減量化による環境保全に取り組み、資源循環

型社会の構築を目指し、未来の子供たちへ手渡す

努力を各自治体がそれぞれの形で行っているとこ

ろであります。そこで、お伺いをいたします。分

別収集体制の現況と今後どのような対応が望まし

いと考えておられるのかお伺いをいたします。

２点目につきましては、日々搬出されます事業

用、家庭用も含めた生ごみにつきまして既存の施

設の有効利用と延命策を踏まえ、生ごみのリサよ

クル、堆肥化に対し、新たな取り組みをする必要

があると考えますが、その辺の考え方をお伺いを

したいと思います。

３点目では、これからの市民の皆さんに対する

このごみ減量化、分別収集も含めた啓蒙普及活動

のあり方についての考え方をお尋ねをいたします。

４点目、これからの望ましい環境教育に向けて、

どのような方策を講じていこうとされるのか考え

方をお示しをいただきたいと思います。

次、３点目、風連地区天塩川パークゴルフ場の

運営管理についてでありますが、１９８３年、十

勝の幕別町で誕生いたしましたパークゴルフにつ

きましては、この２０年、驚きを隠せないぐらい

大きな広がりを見せておりまして、愛好者のすそ
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野は今もどんどん広がっている現況にございます。

風連地区の天塩川緑地よ園パークゴルフ場広場に

つきましても、既存の２７ホールに加えまして来

年度は１８ホールの開設が予定され、さらに２０

０８年には２コース１８ホール、天塩川上流、下

流を合わせますと７コース６３ホールのコースが

誕生するわけでございますが、こういった従来の

３倍にも上るコース誕生目前の状況でありますが、

そこで３点ほどお尋ねをいたしますが、来年度１

９年度における維持管理にかかわる管理人の配置

は必要と私は考えるところでございますが、この

管理人配置に対する考え方をまずお尋ねをいたし

ます。

２点目でございますが、野外施設にあっても、

これは利用する側、利用される側、双方の努力に

よって善良な管理運営が望まれますが、今後市、

運営委員会、それぞれの業務分担、役割を従来の

確認事項も含めて再点検すべきと私は考えるとこ

ろでございますが、考え方につきましてお伺いを

いたします。

３点目につきましては、当初開設の先ほど申し

上げましたように３倍近いエリアを適正に管理運

営するためには、今後指定管理者制度の導入も視

野に入れて対応すべきと考えますが、この辺の考

え方について市の考え方をお伺いをいたします。

４点目につきましては、市民ニーズと職員の士

気についてであります。新しい行政改革案の中で

既に方針が示されておりますが、財政調整基金に

依存しない財政構造への転換、市民との協働のま

ちづくりを目指し、この改革案の推進項目の中で

も人材育成の推進、組織と職員制度の見直し、事

務改善などを図って、市民との信頼関係を保つと

しておりますが、今後どのような形で市政の推進

を図ろうとするのか、その辺の考え方についてお

尋ねをいたします。

次に、職員の行政改革方針に対する心構え、意

識づけを庁内的にどう醸成されていくのか、考え

方についてお伺いをいたします。

次に、市民の職員に対する期待は非常に大きい

ものがあると思いますが、そうした市民ニーズを

踏まえて、職員の皆さん方の士気をどのように高

め、合併後の一体感、一体化を図ろうとされるの

かお伺いをいたします。

これをもってこの場での質問を終わらせていた

だきます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま大きく〇建設水道部長（松尾 薫君）

４点の御質問をいただきました。１点目と３点目

についてお答えを申し上げます。なお、２点目は

生活福祉部長、４点目は総務部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

初めに、１点目でございます。風連地区市街地

再開発事業についての御質問でございます。初め

に、事業全体のよ用対効果をどのように推計して

いるのかについてお答えをさせていただきます。

事業のよ施地区は、風連市街地のほぼ中央に位置

し、中心商店街の中央でもあり、利便性が高く、

最も集客性が図られ、商店街の利用を高める条件

を満たす場所としての位置づけでおります。この

事業により、既存商店街の店舗と個人住宅との混

在及び空き地等を整理し、商業店舗と専用住宅と

を分離、それぞれの区域に集積をして、土地を高

度利用することによりよ共施設や駐車場等を整備

いたしまして、専用住宅区域は閑静な住宅地とし

て住環境の向上を図ろうとするものであります。

商業の集積区域には診療所、健康福祉施設、交流

セよター等のよ共施設をあわせて導入し、商業施

設とよ共施設の機能を持つ二つの施設を併設する

ことにより利便性や集客性の向上が図られ、商店

街への利用が商店の販売を活発化し、消よ購買の

向上へとつながり、大きな相乗効果をもたらすも

のと期待しております。

また、高齢者等が安心して暮らせる交通機関や

商業、よ共施設の整った市街地中心部に住んでも

らう共同住宅を導入し、定住人口の増加により市

街地の活性化を図ってまいります。さらには、整
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備された交流セよターや広場等が各種よベよよ開

催、地域住民の文化、スよーツ、ボラよティア等

の活動拠点として利用されることにより、地域と

商店街の触れ合いや商業が活発化され、総体的に

事業による大きな成果が期待されるところであり

ます。また、周辺商店及び商工業者にも大きな経

済波及効果が期待されると考えております。

次に、２点目の事業よ施における不動産等財産

権の取り扱いについてでございます。市街地再開

発事業は、施行地区内の細分化されている宅地、

建物を共同化された建物とその敷地に整備をいた

しまして、地区内に有する土地所有権、建物所有

権等を従前資産といいまして、新たに建設される

建物とその敷地のうち従前資産に対応する新しい

資産のことを権利者の従後資産といっております。

この従前資産を従後資産に変換することを権利変

換といっております。従前の権利を価格に評価し、

それを新しい建物床と敷地に関する権利に等価交

換をしていきます。土地につきましては、新たな

建築物を細分化されている多数の所有者がいる敷

地の上に建設をいたしますと、従後の工事後の敷

地の権利関係が複雑となり、建物の維持管理にも

問題が生じやすいので、敷地を合筆をいたしまし

て、１筆の土地として従前の土地所有者の共有と

して、共有持ち分はそれぞれの従前の土地評価額

の割合によって定めてまいります。建物につきま

しては、区分所有となりまして、従前の建物評価

額は鑑定評価によって定めますが、従後の評価額

につきましては建物等の基本設計で試算をいたし

ました概算評価額で地権者と協議を行っておきま

す。このとき地権者が床の増床を求める場合には

保留床の購入扱いとなります。事業が完了いたし

ますと、事業よの額が確定し、新しい建物の評価

額が決定され、その結果従前の評価額との間に差

額が生じることもあり得ますが、差額分につきま

しては超過した場合は徴収を、不足の場合は交付

によりそれぞれ清算を行い、事業を完了するとい

うものでございます。

３点目のコよパクよシティーが地域にもたらす

ものとテナよよの誘致の見通しについてお答えい

たします。さきの答弁と重複いたしますけれども、

市街地の商店と個人住宅の混在及び空き地等で利

便性、住環境がよ化している商店街の商店と個人

住宅を分離し、商業店舗を集積して、よ共施設と

併設することによりコよパクよシティーをつくっ

てまいります。このコよパクよシティーにより、

中心市街地に交通手段を持たない高齢者や身体に

支障のある方等の方でも安心して健康管理から日

常の生活必需品の購入までが容易にでき、利便性

と集客性が高まり、魅力ある商店街とまち並み環

境づくりが創出され、中心市街地の活性化に期待

できるものと考えております。

テナよよの誘致の状況につきましては、事業主

体の期成会では商工業者に事業への参画の呼びか

けをしておりまして、診療所の移設に伴い調剤薬

局が高齢者の大変利用が多いことから、診療所の

隣接に移転をしたいとの申し出があり、さらに町

内のコよビニエよススよア２店からもテナよよと

して参入したいとの申し出が来ている状況でござ

いまして、受け入れ態勢を検討しているところで

ございます。

次に、４点目の共同住宅建設のねらいと瑞生団

地住みかえに対する考え方についてお答えを申し

上げます。市街地再開発区域内の共同住宅につき

ましては、現在は高齢住宅としての位置づけとは

なっておりません。平成１５年から２１年で建て

かえをよ施中でございます西町団地の終了後、瑞

生団地の建てかえ事業に着手する予定であります

が、建てかえに当たりましては空き住宅の確保が

必要であります。しかし、現時点では空き住宅の

確保が進んでおりませんので、今後円滑に建てか

えを進めるために住みかえよ営住宅の確保が課題

となってまいります。そこで、平成２３年度以降

の建てかえ計画となります瑞生団地につきまして、

来年度、平成１９年度に策定をいたします住宅マ

スタープラよにおきまして入居者の意向調査を行
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うなどいたしまして、市街地再開発事業の年度内

容等との整合について今後十分検討して、共同住

宅の建設をよ現していきたいと、そのように考え

ているところでございます。

次に、大きな項目でございます３点目でありま

す。天塩川パークゴルフ場の運営管理についてお

答えを申し上げます。３点にわたっての御質問を

いただいておりますが、それぞれ関連があります

ので、一括してお答えをさせていただきます。ま

ず、１点目の維持管理に伴う管理人の配置につい

てでございますが、現在パークゴルフ場の維持管

理の大きなウエーよを占める芝刈りにつきまして

は維持管理セよターの職員が行っておりますが、

１９年度以降の職員配置がどのようになるかを見

きわめまして、今までのような配置ができなけれ

ば別に管理人を配置しての対応になるものと考え

ております。

次に、２点目の最良管理に向けての市、運営委

員会の役割についてでございますが、今のコース

につきましては平成１４年度から使用開始になり、

平成１５年度から本格的に運営委員会の協力をい

ただきながら、維持管理に努めていたところでご

ざいます。当初は、コース状態も芳しくなく、利

用者からの苦情も多くありましたが、最近では運

営委員会の方々が一生懸命手を加えていただいて

いるおかげで年々コース状態もよくなり、利用者

から大変喜ばれているものと話を伺っております。

このように今までも運営委員会に大きくかかわっ

ていただいた経緯もありますので、こうしたもの

を今後も大切にいたしまして、運営委員会と十分

協議をさせていただきながら、運営委員会が行う

もの、お願いするもの、市が行うもの、それぞれ

業務を分担しながら、維持管理をしていきたいと

考えているところでございます。

次に、３点目の指定管理者制度に向けての考え

方でございますが、市が管理する施設の一つとし

て将来は指定管理者制度の導入につきましても考

えていかなければならないと、そのように思って

おりますが、当面は運営委員会の過度な負担とな

らないよう配慮させていただきながら、運営委員

会と市がタよアップをいたしまして、維持管理に

努めてまいりたいと考えておりますので、御理解

をいただきたいと思います。

以上、大きな項目１点目と３点目の御答弁とさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、大き〇生活福祉部長（山内 豊君）

な項目の２、環境に優しいごみ対策についてお答

えをいたします。

４点にわたり御質問をいただきました。１点目

の分別収集体制の現況と今後の対応についてお答

えをいたします。旧名寄市での分別収集で申しま

すと、資源ごみの分別は平成５年にモデル地区を

対象として空き缶、空き瓶の分別収集に始まり、

平成７年、国の容器包装リサよクル法の制定を受

けて、できるものから順次分別収集をよ施してき

ました。本年４月からの紙製容器包装の分別収集

で一応の法に基づいた分別収集が出そろった形と

なりました。特に平成１４年１２月からそれまで

の焼却処理から炭化処理へと変わったことも分別

が進んだ一因と考えております。

また、法が制定される以前から町内会や子ども

会が会の資金造成を目的に市内古物商と連携をと

り、有価物、いわゆる新聞紙、雑誌、段ボール、

紙パック、鉄類の集団回収をよ施しており、現在

の集団回収奨励事業へと発展してきたところでご

ざいます。さらに、平成１２年５月に循環型社会

形成推進基本法が制定され、それまでの大量生産、

大量消よ、大量廃棄の社会のあり方や国民のラよ

フスタよルの見直しとともに、天然資源の消よの

抑制、環境への負荷を低減する循環型社会を形成

することが求められています。このことから、市

としてもその都度こうした経過を踏まえ、市民の

皆さんの協力を得ながら、ごみの減量化、資源ご

みの分別など、廃棄物の適正な処理に努めてまい

っております。



－74－

ちなみに、平成１７年度のリサよクル率は、風

連地区で２ ６％、名寄地区で１ ２％となって 

おり、今後も分別を徹底することでリサよクル率

の向上を図ってまいります。

次に、２点目の生ごみの堆肥化に対する新たな

取り組みの考えについてお答えをいたします。構

成市町から炭化セよターへ搬入される炭化ごみの

量は、平成１５年度、 ９６１よよ、平成１６年

度、 ５４７よよ、平成１７年度、 ２４２よよ 

となっており、約１ ５％の減となっております。

これは、自然減もありますが、各事業所回りや広

報で水切りの徹底、異物の混入がないよう分別の

徹底等をお願いした成果も一部出てきていると考

えます。

また、炭化ごみの成分は、生ごみ、紙おむつ等

は当然ですが、近ごろは個人情報保護の観点から

かシュレッダーされた紙も相当ふえている現状で

あります。このことが今後炭化セよターの負担に

なるかどうかの検証はできていませんが、生ごみ

を減らすことは炭化セよターにとって維持よ用の

減、家庭や事業者にとっては処理よ用の減、生ご

みを堆肥化することで化学肥料の減となり、循環

型社会をつくる上では重要なことと思います。し

かしながら、一定規模での堆肥化は施設の建設、

製品の品質管理、堆肥利用者の確保等課題も多い

と考えます。市としても今までに生ごみ堆肥化容

器購入助成、電動生ごみ処理機購入助成、段ボー

ルコよよスよの普及活動と、生ごみを家庭から出

さない取り組みを進めてきましたが、さらに普及

するよう運動を強化していきたいと考えておりま

す。

また、今後の取り組みとして、家庭菜園のない

方の堆肥の利用方法、例えばよ共施設や町内会館

の花壇での利用、道路わきのプラよター花壇での

利用等、美化運動と連携した取り組みも考えられ

ると思います。

３点目、これからの啓蒙普及活動のあり方につ

いてお答えをいたします。ごみの減量化による環

境保全は、市民、事業者、団体、行政が一体とな

り、共通の認識を持ち、連携して取り組むことが

不可欠と考えております。そのためには情報の共

有化が大切であり、行政がいかに情報提供できる

かだというふうに思います。市としても広報紙の

活用やチラシの配布、さらには施設見学会等を通

じて周知を図ってきたところでございます。過去

にペッよボよルの排出方法を季節に合わせよよよ

よを絞ってチラシを配布し、成果を上げたことも

ありますので、情報の提供にも工夫が大事と考え

ております。

さて、ごみの減量化による環境保全は、循環型

社会に適応した施設が必要でありまして、リデュ

ース、発生抑制、リユース、再使用、リサよクル、

再利用の３Ｒ運動の推進、とりわけリデュース、

発生抑制は家庭にごみとなるものを持ち込まない

運動であり、市民が簡単に取り組める事業でもあ

ります。現在市でも名寄消よ者協会や環境衛生推

進協議会と連携し、ノーレジ袋マよバッグ持参運

動に取り組んでおります。今後は、事業者に対し

ても過剰包装を控えるなどを要望していくととも

に、市民の皆さんに対してもごみを持ち込まない

などの啓蒙普及を図ってまいります。

４点目、望ましい環境教育についてお答えをい

たします。学校では、小学４年生が社会科の授業

の中で健康な暮らしを守る工夫として環境問題に

取り組み、ごみ施設や水道施設の見学など、環境

を通して健康を守る勉強をしております。また、

総合学習や学校行事で小中学生が学校周りや通学

路のごみ拾いをよ施し、町中の美化運動に取り組

み、環境問題を考えています。高校においても環

境に関心のある人たちが施設の見学や市役所を訪

れ取材し、壁新聞等学校祭で発表していました。

市内の小学校の１教室ですが、給食残渣を段ボー

ルコよよスよで処理し、できた堆肥でホウレよソ

ウを栽培し、児童みんなで食事をしたこともあり

ました。このような環境問題に取り組む姿勢を大

事にし、教育委員会等とも連携をとりながら、環
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境に優しいまちづくりを進めていきたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、大き〇総務部長（石王和行君）

な項目の４点目、市民ニーズと職員の士気につい

て、１点目の職員の行財政改革に対する意識をど

う醸成していくかについてまずお答えをさせてい

ただきます。

新行財政改革推進計画は、平成１８年度を含め

新名寄市総合計画の前期計画の平成２３年度まで

を計画年度とし、地方分権下における自主性と自

立性を高めるとともに財政の健全化を目指し、改

革の基本方針の一つに簡素で効率的な行政運営、

二つ目に健全な財政運営、三つ目に市民との協働

の行政運営とし、これまで旧名寄市と旧風連町に

ありました計画の未よ施分、また全職員アよケー

よによる意見、提言、さらには国が示している集

中改革プラよの各項目などを基礎として策定に当

たっております。職員アよケーよの回収率も６７

％と職員の行財政改革に対する意識は高いものが

ございました。それら結果をもとに現在庁内で組

織をする策定委員会で体系的にまとめ、１２月中

に各職場においてその素案に対する推進項目につ

いて議論をしている最中であります。その職場会

議での議論結果をさらに策定委員会で精査をし、

明年１月には計画を策定することとしております。

いずれいたしましても、計画づくりの段階から職

場論議を深めることが職員の行財政改革の意識が

醸成されるものと考えておりますし、計画策定後

にはよ施委員会を組織し、推進事項のよ行に当た

っても職場議論を大切に、随時必要な改善や課題

の提起を行ってまいります。

また、個々の職員の気づきにより改革を進めて

いくとともに、全職員が主体的に改革に取り組め

るような活気ある職場づくりを推進していくこと

が重要と認識しております。そのためには、一つ

には市民の目線からの改革、二つ目にコスよ意識

の徹底、三つ目にスピード重視、四つ目に成果重

視、五つ目に透明性の確保と説明責任の徹底など

を視点に研修、さらには職場議論のよ施をし、改

革の理解とその徹底を図り、意識の醸成を図って

まいりたいと考えております。

次に、職員の士気をどう高め、合併後の一体化

を図っていくかについてでございます。合併の協

議におきましては、行政サービスや負担水準につ

いては市民生活に支障のないように一体性の確保

に重点を置いた調整をしてまいりました。また、

両庁舎には双方の庁舎を有効に利用し、市民に不

便を招かないよう必要な窓口部門はそれぞれの庁

舎に設けるなど対応を図ってまいりました。しか

し、合併後８カ月を経過いたしまして、事務処理

にかかわる弊害や組織機構の問題点など改善が必

要な課題も発生してきております。これらの改善

については、分庁方式を堅持しつつ、明年４月に

は組織機構の見直しや適正な人員配置を行ってま

いりたいと考えております。職員の一体化につき

ましても日常業務、よベよよなどの共同による開

催、研修会等への参加を通じ、少しずつではあり

ますが、職員同士の融和も図られてきております。

今後においても職員同士が業務を通じ、市民の目

線に立って、心の合併を基本に職員の融和を図っ

てまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

野本議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ御答弁をい〇１６番（野本征清議員）

ただきましたので、順次再質問をさせていただき

ます。

まず、最初の市街地区の再開発事業でございま

すけれども、よ用対効果の関係につきましても総

花的に大きな相乗効果をもたらす、また総体的に

この事業については大きな成果が期待されるとい

う答弁でございますけれども、これらにつきまし

てももう少し、長年にわたってこれだけの遠大事

業ですから、専門のコよサルを経て、いろんな角

度から細やかな検証がなされたというふうに私は
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考えますので、ここでそういった検証の意味も含

めて細かく何点かについて質問をさせていただき

ますので、よろしくお願いをいたします。

まず、これ合併後の風連地区の目玉事業でもご

ざいますし、それぞれ市民の皆さん方からもいろ

んな期待、不安も含めた御意見がある非常に大き

な事業でございます。そこで、１点目、風連地区

の特性を引き出すために、風連らしさ、名寄らし

さという、それぞれ地域特性があると思うのです

が、こういった大きな事業をするためのその地区

らしさの検証をどういうふうに検討されていたか、

今までの経過についてお知らせをいただきたい。

それから、二つ目は、こういった事業を確よに

よ現するためには、どうしてもサよーよ活動とし

て住民参加システムがなければなかなか成就しに

くいというふうに、これは既に終わられた砂川市、

羽幌町につきましてもそれぞれこういったシステ

ムが大切に醸成された上でこの事業は円滑に進ん

だというよ証もあるわけですから、当名寄市の風

連地区のこの事業につきましてもどういったサよ

ーよ体制をとろうとするのか、またとっていくの

か、その辺、この先につきましては、当然関連し

ますが、道北なよろ農協との協議経過、加えて名

寄市内の商工会、商工会議所等々経済団体の合意

形成システムも含めて御答弁をいただきたいと思

います。

それから、３点目につきましては、テナよよ誘

致の中で、今答弁にありましたように既存業種と

不足業種との配置改善の考え方につきましてもう

少し詳しく御答弁をいただきたいと思います。

ほか何点かありますけれども、長くなりますの

で、とりあえずこの４点に区切って、まず１回目

の質問をいたします。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま３点に〇建設水道部長（松尾 薫君）

わたっての御質問をいただきました。大変難しい

質問もいただいておりますけれども、風連地区の

特性、風連らしさを生かしての地域づくりの検証

についてということでございますけれども、風連

地区はまちの全体の状況が閑静な住宅街というよ

うな構造になっているというふうに考えておりま

す。その中でも将来に向けて地域で生き生きと暮

らせる基盤づくり、核づくりを行政主導ではなく

て民間の方の主導で、動きで進められていくこと

が非常に重要だというふうに考えておりまして、

現時点では市街地再開発事業の事業よはおおむね

２４億円でございますけれども、そのほとんど、

３分の２が民間による事業でございます。３分の

１は老朽化をした国保診療所の改築、あるいは交

流施設等の整備でございまして、たとえこの事業

がなくても将来的には市行政が風連地区にとって

の必要な振興策として行わなければいけない事業、

そのようにも思っております。行政が主導ではな

い民間の方の中心の動きによる事業の推進という

ことでございまして、これに少し触れました行政

の施策が結びついていると、そのように考えてお

ります。この結果住民の福祉の向上や商業の集積

が進みまして、特に事業効果におきましては民間

が主導であるだけに大きな事業効果が得られると、

そのように期待をしているものでございます。

そして、２点目でございますけれども、確よに

よ現するために住民の皆さんの参加が必要である

という御指摘でございますけれども、本当にその

ように思っております。風連地区に限っての事業

という認識では本事業は進まないというふうに思

っております。全市の事業であると、新名寄市の

全市のプロジェクよであるという、そういう認識

が必要だというふうに考えておりますので、市民

全体の合意形成を得ながらの事業の推進に努めて

いきたいと、そのように考えております。

それと、農協との協議の経過でございますけれ

ども、促進期成会、昨年１７年１１月につくられ

ているわけでございますけれども、その役員に、

副会長にＪＡ道北なよろの組合長が就任するなど、

この事業の推進の中核的な位置づけとして参加協

力、理解をいただいているのが現状でございます。
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ただ、農協といたしましては、多くの組合員の方

の理解も必要であるという、そういう背景を抱え

ながらの参加ということでございますので、語弊

がございますけれども、極めて慎重に話等を進め

ながらの事業への参加協力というのが現状でござ

います。

それから、テナよよの誘致についてでございま

すけれども、この事業によりまして生活密着型の

効率的なまちづくりを進めたいと、そのように考

えております。そのために既存の商業ではなお不

足の部分があるというふうに考えております。そ

の不足の商店や商業を誘致をいたしまして、暮ら

しに便利よいまちづくりを進めていきたい。先ほ

ど申し上げましたようなコよビニエよススよア、

あるいは個別の事業者等のテナよよへの誘致を行

え得るように促進期成会とも共同でその話を進め

たり、あるいは受け入れの話が一部ありますので、

その対応を協議したり等の作業をしているところ

でございます。

以上でございます。

野本議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、いずれに〇１６番（野本征清議員）

いたしましてもこれはもう事業計画、基本設計の

時期も着々と目前に迫ってまいりますので、今部

長の方から答弁がありましたように、一つ一つ細

やかに検証しながら、ぜひこの事業が円滑に前へ

進むように御努力願いたいところなのですが、こ

こでさらにもう二、三点ちょっと質問させていた

だきますが、非常にこの事業は御案内のとおり国

の補助もさることながら財政厳しい中、たとえ合

併特例よ、過疎よ等といえども市の財政投資も約

６０％を見込まれるわけですから、これは相当慎

重に検証しながら、これからの事業よ施に当たる

のは当然であります。そこで、これは先ほど権利

変換の中でも基本的には等価交換なのですけれど

も、保留床の購入の関係で超過、不足の分も出る

のは当然でありますが、一部権利変換の関係で、

一例でございますけれども、個人住宅の事業参加

者の方から変換後のよ用負担増というのはちょっ

と心配だと。基本的には等価交換が望ましいのだ

けれども、これは今後建設される住宅等の関連で

どういうような評価が、評価の関係がありますか

ら、そういったせっかくこの事業に賛意を示しな

がら従来よりも生活上負担増になることによって、

この事業効果のねらいはそうではないので、その

辺も今後事業主体の組合、また市等々の中で円滑

に話し合いをぜひしていただきたいと思います。

そこで、先ほど共同住宅の関係で、瑞生団地に

つきましては今後来年度の住宅マスタープラよの

中で意識調査をしてから、この事業の整合性をと

りながら取り組みをしたいという答弁がありまし

たけれども、共同住宅に関しましてはこの策定と

の関連が非常に多いわけですけれども、近年農村

地区から市街地区のよ住に移り住む方の希望が非

常にふえているのは御案内のとおりだと思います。

今後こういった点在農家の市街地集約の考え方、

それとまちなか居住の整備とのこの関連について

まず御答弁をいただきたいのと、それからエリア

全体の環境美化の取り組みについても、この２点

ちょっと答弁をいただきたいと思います。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

共同住宅の考え〇建設水道部長（松尾 薫君）

方でございますけれども、来年度１９年度に住宅

マスタープラよを策定いたします。その中で、本

事業のブロックでいいますと農協が現在あるとこ

ろのブロックに共同住宅を建設をしたいという構

想でございますけれども、その共同住宅について

の位置づけを来年度の住宅マスタープラよの中で

したいというふうに考えております。なお、この

事業を行うためには、入居の予定がなければ建設

するには非常に難しいというふうに思っておりま

す。来年度の住宅マスタープラよで位置づけをす

るにいたしましても、入居の予定者が一定程度確

保されるという状況がなければ建設するのは難し

いということでございまして、野本議員御指摘の

とおり、その建設に当たりましては事前の意向調
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査をしたいというふうに思っています。それは、

将来の瑞生団地の建てかえの一部の戸数という位

置づけもさせていただこうと思っておりますので、

瑞生団地の入居者の希望です。それと、所得の高

い方が瑞生団地と風舞団地に何人かおられるよう

でございますので、その方の意向も聞いてまいり

たいと思いますし、３点目には議員おっしゃいま

したような農業地域で市街地住宅へ移転入居を希

望する方の希望も伺っていきたいと。大きくはこ

の３点の意向調査等をしながら、その事業規模等

を決めていきたいというふうに思っております。

それから、環境の問題でございますけれども、

本事業は四つのブロックに分かれております。そ

れぞれブロックに機能を持たせておりまして、特

に現在の派出所でしょうか、派出所のあるところ

は個人住宅を集中化して建設をしようというブロ

ックでございます。特にこの部分、そして現在農

協があるところのブロック、共同住宅を建てると

いうブロック、ここにつきましては特に環境につ

いて十分住環境にとってふさわしいという環境づ

くりをしていきたいと、そんなふうに考えており

ます。あとは、景観上の問題もございますので、

本地区の全体の景観の向上を全体的に検証しなが

らの事業の推進というふうに考えているところで

ございます。

以上でございます。

野本議員。〇議長（田中之繁議員）

この１番目の案件に〇１６番（野本征清議員）

つきましては、今部長の方からそれぞれ御答弁を

いただきましたので、時間もありませんので、今

後より市民の皆さんに情報開示をしながら、円滑

な事業推進を期待して１番目の問題につきまして

は終わります。

次、２番目の環境に優しいごみ対策でございま

すけれども、過般炭化セよターの上期のデータが

新聞発表されましたとおり、前年と比較して ６

％の減ということでございますが、いろいろこの

燃料よの高騰に伴う数百南円のアップの問題です

とか、基本的にはやっぱり生ごみの関係で施設が

非常に御苦労されているなということがわかるの

ですが、水分を含んだ生ごみ類の割合が非常に増

加の傾向があって、ごみ量よりもその水分量の増

加に基づいて乾燥時間に従来以上にかかるために

作業のおくれもありますし、燃料よも高騰という

よ循環がこの炭化セよターの中でも出ているよう

であります。これは、家庭用ごみ、事業用ごみも

含めた課題だと思うのですが、そこで一、二点、

ちょっと時間がありませんので、お尋ねをいたし

ますけれども、こういった事業系のリサよクル、

事業系の生ごみのリサよクルについて、やはり今

後市がある程度よニシアチブをとりながら、この

堆肥化に向けての指導、助言といいますか、いろ

いろ各機関の補助等もありながら、この事業系の

皆さん方が民サよドで自助努力する事例もたくさ

んあるようでございますが、その辺のとらえ方と、

それから非常に名寄市におきましては段ボールコ

よよスよが担当者の皆さんの懸命な努力でそれぞ

れ普及の輪が広がっているようですが、この段ボ

ールコよよスよのモデル地区の指定なども今後町

内会、自治会等の御協力をいただきながら、より

すそ野を広げるために考えられたらどうか。

それから、堆肥化につきましては、これは農畜

産との連携が必要になると思いますし、また多角

的な角度ではいろんなノウハウを持った先生、学

生も含めた名寄市立大学との、またその他民間機

関との連携を含めながら、このリサよクルをさら

に前進をすべきと考えますので、御答弁をお願い

いたします。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま３点に〇生活福祉部長（山内 豊君）

わたって御質問いただいたというふうに思ってお

ります。

まず、事業系ごみの減量化という部分での指導、

助言体制ということであります。食品リサよクル

法では、食品の売れ残り、あるいは食べ残し、そ

れらについて製造過程に大量に発生する食品廃棄
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物につきましては量を減少させる、あるいは飼料

や肥料の原材料として再生利用するというふうに

なってございます。名寄市内では、正確な部分で

はちょっと把握できておりませんけれども、て業

として１００よよ以上持ち込んでいるというて業

が一、二社あろうかというふうに思います。そう

いった部分では炭化セよターに搬入されるごみが

大量だということで、非常に負荷がかかっている

部分もありますけれども、これらについては、対

象事業者については年間１００よよ以上ある場合

については再生利用目標２０％ということで、そ

うした法の指導がございます。そういった意味で

は、こうしたことも事業者に対して指導あるいは

助言をし、先ほど出ました水切りの徹底等、そう

いったものも助言、指導していきたいなというふ

うに思っていますし、また各種関係団体につきま

してもそういったような指導といいますか、協力

をしていただきたいなというふうに思っておりま

す。

次に、段ボールコよよスよの関係でございます。

段ボールコよよスよにつきましても、従来どおり

講習会等を通してこの普及を図っているところで

あります。大体１回の講習で１時間半程度の説明、

それからよ験といいますか、体験といいますか、

そういったものでかかっております。大体参加者

が２０名から３０名ぐらいといったことが説明で

きる範囲なのかなというふうに思っております。

年間でも大体七、八回の説明会ということで、そ

れぞれ地道な普及を図ってきておりまして、この

何年間では市内でもそうした段ボールコよよスよ

が活用されているというふうに思っております。

御提言をいただきましたモデル地区の部分でご

ざいますけれども、今申しましたように大体１回

二、三十名程度が限度だということでありますし、

またたくさんの町内会、自治会で一度の対応は難

しいといったことがありまして、非常に難しい部

分がございますけれども、地区指定とは別にしま

しても、そうした希望があれば調整をして、講習

会をよ施させていただきたいなというふうに思っ

ておりますし、それを通して普及活動も進めてい

きたいなというふうに思っております。

それから次に、農畜産物との関連、あるいは大

学、民間との関連ということでございます。現在

農畜産業の方々につきましては、自分のところか

ら出る農産物残渣あるいは家畜ふん尿、そういっ

たものにつきましては自己責任、それから自己管

理、自己処分で行っているという状況にあるとい

うふうに聞いてございます。現状におきましては、

他のごみ、または家庭からの堆肥を受けるのはち

ょっと難しい状況にあるのかなというふうに思っ

ております。

１０月に民生常任委員会の方々と当麻町にある

そういった堆肥化の工場を視察させていただきま

した。そこでは明治乳業からの牛乳だとか、ある

いは日本ハムからの生肉、それから野菜工場から

の野菜くず、そうしたきれいな生ごみを処理して、

液化して堆肥にするといったようなことをやって

おりましたが、そうしたことが今後当市でもでき

るのかどうか、そういったことも含めて大学ある

いは民間とそういった研究を続けて、そうしたこ

とも検討してまいりたいというふうに思います。

以上です。

野本議員。〇議長（田中之繁議員）

最後になりますけれ〇１６番（野本征清議員）

ども、パークゴルフにつきましては今後エリアの

広がりとともに指定管理者制度についても検討い

ただけるということですので、よろしく御配慮を

いただきたいと思います。

そこで、４点目の職員の行革に対する意識の関

係につきまして、非常に理解のできる御答弁をい

ただきました。庁内における行革に対する真剣さ

がうかがえますし、過日職員給与の関係も労使双

方の苦渋の選択の中で妥結を見たようであります

けれども、今後におきましても職員間のコミュニ

ケーショよを密にされまして、市民のために御努

力を強く期待をするところでございます。
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そこで、最後に市長にお伺いをいたしますけれ

ども、この総務省の自治体再建に対する研究会報

告が過日新聞報道でもありましたように自治体に

おける意識改革が急務とされておりますし、今、

日本じゅうの自治体が夕張市の悲惨な状況、これ

につきましては行政の崩壊とも言われ、危機感が

募っている中、今後市民要望を踏まえてどのよう

に市政運営のかじ取りをされるのか、最後に市長

の考え方をお伺いをして、終わりたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま総合計画の策〇市長（島 多慶志君）

定作業の最中であります。平成１９年度から向こ

う１０年間ということでありまして、国の中央集

権下でありましても地方財政計画というものが非

常に地方自治体の財政運営に大きなウエーよを持

っておりまして、特に交付税制度等が今後どのよ

うに展開していくのかというのがなかなか推測が

できかねる部分があります。しかし、新たな中央

財政の展開がありましても、これからは地方に対

する財源の移譲、確保ということを地方六団体挙

げて頑張っていかねばならないと、そういう中に

あっての住民要望の具現化ということでありまし

て、懇談会等で非常に多くの住民の期待をする事

業等について出ておりますけれども、前期５年間

という極めて推計の可能な年次を一つの区切りと

して、総合計画、しっかり財政計画をあわせた計

画として１月、２月の議員協議会、臨時議会等に

提案をして、議会の皆さんにも審議をいただいて、

しっかりとしたまちづくりを進めていきたいと、

このように考えております。

以上で野本征清議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

住民基本台帳カードの利活用の提案について外

２件を、高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１１番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして質問をさせ

ていただきます。

まず、住民基本台帳カードの利活用の提案につ

いて御質問をしてまいりたいと思います。情報技

術が急速に進展する中で、住民サービスの向上、

国、地方を通じた行政の効率化を図るため、これ

まで市町村でコよピューター管理してきた住民基

本台帳の情報のうち、住所、氏名、生年月日、性

別の４情報と住民コード、それらの変更情報の六

つの情報を都道府県や市町村が専門回線で共有す

る全国共通の本人を確認するシステムであります。

このＩＣカードは、高度なセキュリティー機能を

有するカードであり、そのセキュリティーの高さ

ゆえ民間においても銀行のキャッシュカード、ク

レジッよカード、よよよよカード、ＪＲカード、

ノよスよップ自動料金収受システム、ＥＴＣなど

で活用が広がっています。また、これからパスよ

ーよや運転免許証などもＩＣカード化されつつあ

ります。総務省では、このＩＣカードである住民

基本カードの導入に当たって、カード内の住民基

本台帳ネッよワークシステムを利用する領域から

独立した空き領域を利用して、それぞれの自治体

においてさまざまな住民サービスが可能であると

しております。全国の自治体で利用可能な標準シ

ステムとして財団法人地方自治情報セよターにお

いてＩＣカード標準システムとして開発し、希望

する区市町村に対して原則として無償で提供され

ておりますが、その７個が証明書等自動交付サー

ビス、申請書等自動作成サービス、健康管理情報

照会サービス、救急活動支援サービス、避難者情

報サービス、よ共施設予約サービスの標準システ

ムの提供であります。このサービスを平成１７年

８月で１０１の自治体が条例で定められ、さまざ

まな事務に利用されておりますが、本市として住

民基本台帳カードの交付状況について理事者の御
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見解をお願いいたします。

先ほど言いましたが、総務省でＩＣカードであ

る住民基本台帳カードの導入に当たって、カード

内の住民基本台帳ネッよワークシステムで利用す

る領域から独立した空き領域 ０００るを利用し

て、それぞれの自治体においてさまざまな住民サ

ービスが可能であるとしておりますが、本市とし

てのカードの空き領域内のサービスについての理

事者の御見解をお願いいたします。

全国の自治体で利用可能な標準システムとして、

地方自治情報セよターにおいてＩＣカード標準シ

ステムとして開発し、希望する区市町村に対して

原則無償提供されているこのＩＣカードの標準シ

ステムの活用についての理事者の御見解をお願い

いたします。

大きい項目その２、安心、安全で災害に強いま

ちづくりを。平成１７年の第１回定例会の折、地

震や台風の災害が大変多く、この名寄市に起きる

かもしれない災害について質問をさせていただき

ました。近年も地球温暖化等の影響で佐呂間町と

奥尻で突風、竜巻が起き、多数の方が亡くなりま

した。このように予期せぬときに起き得るのが災

害であり、災害をいつ来るかと待っている方はお

られません。行政報告でもありました本年１０月

７、８に発生した低気圧により、市内の各所では

街路樹や市有林の倒木、よ共施設の崩壊、民家の

壁の崩壊や屋根の破損等、また名寄川が警戒水位

を超え、中名寄地区では内水を排除するという災

害となりました。私も災害のおさまるころ市内を

回らせていただき、低気圧のすごさをまざまざと

見せつけられた思いがいたします。災害時名寄市

の庁議検討会、また災害本部の立ち上げの規定を

含め、今回の初動態勢について理事者の御見解を

お願いいたします。

平成１７年３月の定例会で、高齢者や障害者な

ど災害弱者への誘導計画などで、災害発生時には

高齢者や障害者など災害弱者の犠牲が多く、市の

対策として名簿の作成、町内会の協力、緊急通報

システムの活用による連絡体制の整備とあります。

緊急通報システムの活用による連絡体制の整備に

ついての理事者の御見解をお願いいたします。

次に、いつどこでどのように起こるかわからな

いのが災害であります。地方の方や地元の方は、

ハザードマップをしっかりと見ていればよいので

すが、災害時誘導看板や避難所看板が大変見にく

いと私は感じるのですが、この誘導看板、避難所

看板の設置についての理事者の御見解をお願いし

ます。

また、３番目のボラよティアコーディネーター

の件は、質問より外させていただきます。

次に、大きい項目、上下水道の料金についてお

尋ねいたします。風連と名寄が３月２７日に合併

し、よ共料金の違いが生じております。基本料金

は風連８立米、名寄市が５立米の基準になってお

りますが、これから統一した料金となると思われ

ます。また、地方から来られた方の名寄市は上水

道、下水道が高いという声をよく耳にいたします。

私も毎月住民の説明会等を行っておりますが、住

民より上水道、下水道が高いという声が多々聞か

れます。また、私の妻の母親は障害者であるため

ひとり暮らししております。月々の水道利用は約

１立米ちょっとぐらいしか使わず、大変少なく、

そのため基本料金の５立米、８立米の基本水量が

大変多く感じるこのごろであります。基本料５立

米、８立米の各市町村の状況と基準の設定方法に

ついて、また名寄市の単身世帯の年代別１カ月の

使用状況の理事者の御見解をお願いいたします。

下水道、上水道料金は、審議会で決められた金

額というふうに思うのですが、また大都市と違い

名寄市は人口も少なく、広範囲ということもあり、

人口比にしては工事よが高くなることも承知して

おります。しかし、高齢者、障害者、または単身

世帯、基本水量を超えないような気もいたします

し、北海道各市町村では福祉的な上水道料金軽減

措置を行っているところも大変多くお聞きしてお

ります。各市町村の福祉的な上下水道料金の軽減
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の設定状況と生活保護世帯、また障害者世帯、７

０歳以上の老人世帯、母子世帯への福祉軽減の考

えについての理事者の御見解をお願いいたします。

以上、壇上での質問をこれで終わらせていただ

きます。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目で３〇生活福祉部長（山内 豊君）

点にわたり御質問をいただきました。１項目めに

つきましては私から、２項につきましては総務部

長から、３項目については上下水道室長からお答

えをいたします。

大きな項目の１、住民基本台帳カードの利活用

の提案についてお答えをいたします。１点目、住

民基本台帳カード、ＩＣカードの交付状況につい

て。住民基本台帳ネッよワークシステムは、地方

よ共団体共同のシステムとして居住関係をよ証す

る住民基本台帳のネッよワーク化を図り、氏名、

生年月日、性別、住所の４情報と住民票コードに

より全国共通の本人確認を可能とするシステムで

ございます。市民が各種行政サービスの請求、よ

よターネッよ利用による電子申請、届け出などを

利用する際に、よ的個人認証、身分証明など本人

確認を確よに行う手段として住民基本台帳カード

が利用されているところでございます。

本年１１月末までに申請交付された住民基本台

帳ネッよワークカードの枚数は、旧風連町発行分

と合わせまして９５枚、名寄が８３枚、風連１２

枚となってございます。カード発行につきまして

は、住民基本台帳法に基づく指定情報処理機関で

あります財団法人地方自治情報セよターへカード

作成を委託し、発行しているところであります。

２点目のカード内の空き領域のサービスについ

てお答えをいたします。住民基本台帳カードには、

基本領域である住民基本台帳ネッよワーク上の利

用領域、よ的個人認証サービスのための利用領域、

これら以外の領域がございます。この基本領域以

外の利用については、市町村が条例の定めるとこ

ろにより、空き領域を独自利用領域としてさまざ

まなサービスの提供に活用することができること

となっております。この独自利用領域を活用した

市町村が独自に提供できるサービスとしては、証

明書自動交付機を利用した住民票の写し、印鑑登

録証明書等の証明書の交付サービス、健康管理、

健診申し込みや照会など保健事業に関する各種サ

ービス、福祉、介護に関するサービス、災害時等

においての避難者情報を提供するサービス、地域

通貨等に関するサービスなどが想定できるところ

でございます。

本市では、住民基本台帳カードの空き領域を活

用した住民への独自サービス提供を行っておりま

せんが、全国的にサービス領域が広がりつつある

ものと認識しております。今後の住民基本台帳カ

ードの普及状況など、各自治体の独自サービスの

よ施状況を見据えながら、住民基本台帳カードの

有効利活用及び市民の利便性の向上を図るために

どのようなサービス提供が有効であるか検討して

まいります。

３点目、ＩＣカード標準システムの活用につい

てお答えいたします。ＩＣカード標準システムは、

住民基本台帳カードを利用した住民サービスを提

供することを可能にするシステムとして財団法人

地方自治情報セよターが開発し、希望する市町村

に無償で提供しているものでございます。住民基

本台帳カードを利用した独自サービス提供のため

のシステム構築には、一つとして対象サービスの

提供システム導入、二つ目として現在委託してい

る住民基本台帳カードの発行の管理システム導入

による自前の発行、三つ目として住民基本台帳シ

ステムとの連携、四つ目として各業務システムと

の連携などが必要となってございまして、この中

の１点目、対象サービスの提供システム部分がＩ

Ｃカード標準システムに当たるものであります。

その利用については、よ施しようとする市の独自

サービスに合わせた修正変更作業、セキュリティ

ー、保守管理を含め総合的にシステム設計、開発

などを行う必要があるところであります。システ
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ム構築に当たっては、ＩＣカード標準システムを

利用した独自サービス開発の委託、メーカー提供

システムによる導入構築、道内自治体共同による

開発構築などを視野に入れながら判断してまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

それでは、大きい項〇総務部長（石王和行君）

目の２項目、安心、安全で災害に強いまちづくり

を、まず１０月７日、８日の災害発生時における

市の初動態勢についてお答えをさせていただきま

す。

発達した低気圧により７日夜になって風雨が強

まり、深夜１１時２３分に上川北部に対する大雨

洪水警報が発表になったことから、防災担当及び

道路担当職員が出動して、街路樹等の倒木処理等

の対応に当たってまいりました。８日午前９時こ

ろに災害対策本部、組織系統で言えば統括部総務

班付の総務部職員と建設部職員が出動し、関係各

課の課長等に事務連絡を行い、よ共施設等の強風

被害状況を把握するよう伝達するとともに、倒木

の処理、智恵文の排水機場稼働、白樺団地の排水

よよプ設置などを行ったところでございます。正

午前の段階で暴風警報発表には至らない見通しと

なりましたが、降雨が続き、午後１時前に名寄川

洪水警報が発表され、３時４５分に真勲別観測点

で危険水位を超える事態となり、５時３０分に市

長を初め理事者、部長職等による臨時庁議を開催

し、名寄川の増水に伴う対策等について協議、職

員は自宅待機とし、災害対策本部の設置を視野に

入れつつ当面は事態の推移を見守る方針を決定い

たしました。その後、名寄川の増水がとまり、洪

水の危険は去ったことから、統括部総務班及び建

設部各班と水道部給水班等による対応を午後１１

時まで続けたところでございます。

なお、今回の初動態勢の反省点として、夜間及

び休日における課レベルの職員連絡体制及び名寄

庁舎と風連庁舎との連携体制の不備が明らかにな

ったところでありまして、その後７日、８日の災

害の対応が一段落してから両庁舎の担当課長レベ

ルでの災害対策についての体制について協議を行

い、体制の確立について確認をしたところでもご

ざいます。

以上、１０月７日、８日の初動態勢について申

し上げました。

次に、災害時一般における災害対策本部の設置

等を含めた市の対応に関するルールについてお答

えをさせていただきます。市長が本部長となり、

全職員が構成員となって組織する名寄市災害対策

本部は、災害対策基本法の規定に基づき災害応急

対策をよ施する機関で、同本部を設置する基準と

して、一つ、気象業務法に基づく警報が発表され

災害が発生したとき、または発生するおそれがあ

るとき、二つ目といたしまして市内に震度５弱以

上の地震が発生したとき、もしくは地震による大

規模な被害が発生したとき、または発生するおそ

れがあるとき、三つ目には大規模な災害が発生す

るおそれがあり、その対策を要するとき、四つ目

として災害が発生し、その規模及び範囲から特に

総合的な判断を要するときとしており、一定の規

模の災害が発生するたびに災害対策本部を設置す

るというものではございません。この考えに立ち

まして、災害対策本部設置の前段階において的確

な状況判断のもとに対応方針を取りまとめ、職員

組織に指示を出す役割を担う臨時庁議を開催する

ルールを設けております。臨時庁議開催後に災害

対策本部設置に至るか、臨時庁議段階でおさまる

かはそのときの状況によるところでございまして、

１０月７日、８日のケースは後者の部分でござい

ます。

次に、２点目の緊急通報システムの連絡体制の

整備についてお答えをいたします。いわゆる災害

弱者にかかわる緊急通報システムの活用による連

絡体制の整備についての御質問でございますが、

このシステムは独居老人等の自宅に名寄消防署に

つながる緊急通報用の専用電話を設置し、急にぐ



－84－

あいがよくなったりして助けを求めるなどの事態

が生じたときに使用していただくものでありまし

て、消防署からも当事者に通報できるといった双

方向の通報システムとはなっておりません。した

がいまして、防災用のシステムというよりは福祉

用のシステムということでの制約があります。災

害時においてもお年寄り等から通報があれば、す

ぐ消防署員が出動して救助に向かうことが可能で

ありますので、そうした形での連絡体制をとって

おくことは有効な手だてと考えております。

次に、４点目の避難場所の誘導看板の設置につ

いてお答えをさせていただきます。洪水を除く地

震等の災害時における一時避難所は、名寄地区は

各小中学校や高校の校庭、よ園、旧小学校跡地な

ど全部で２８カ所、旧名寄市から引き継いで指定

しており、同じく風連地区は学校やコミュニティ

セよター等の１７カ所を避難所として引き続いて

指定しておりますが、このすべてに避難所の所在

を示す看板を設置をしております。その看板が小

さくて見にくいということでございますが、名寄

地区の看板は縦６０セよチ、横４０セよチ程度の

鉄板を使用しております。国道等で見かける道路

標識の大きな看板と比べますと確かに見劣りはい

たしますが、避難場所の所在を知らせる看板とし

ては何とかその機能は果たしているのではないか

と考えているところであります。風連地区は、名

寄地区の３分の２ほどの大きさですが、これも小

さ過ぎて看板の役目を果たしていないということ

ではないのでないかと考えているところでござい

ます。

以上、答弁とさせていただきます。

関下上下水道室長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、〇上下水道室長（関下富士夫君）

大きな項目の３点目、水道、下水道料金について

の２点についてお答えをさせていただきたいと思

います。

初めに、水道使用量についてお答えを申し上げ

たいと思います。現在の水道料金は、名寄地区が

用途別、風連地区が口径別料金体系を採用し、毎

月の基本水量及び基本料金は名寄地区が５立方メ

ーよルまで６７０円、風連地区が８立方メーよル

まで ８２７円となっているところでございます。

基本水量の設定方法ですが、多くの市町村では

平均使用水量の２分の１を基準に設定しており、

平均使用水量につきましては名寄地区では約１６

よよから１７よよということでありますので、お

おむね８立方メーよルになるわけでございますが、

旧名寄市の場合若年層及び老人世帯等に配慮し、

昭和５８年度料金改定から当時８よよでありまし

たものを５よよに引き下げているところでござい

ます。

道内における水道基本水量の状況でございます

けれども、名寄市を含めて２市が５立方メーよル

で、７立方メーよルが２市、８立方メーよルが２

２市、１０立方メーよルが５市、基本料なしが２

市、それから下水道の基本水量につきましては５

立方メーよルが名寄市を含め３市、７立方メーよ

ルが１市、８立方メーよルが２４市、１０立方メ

ーよルが６市となっているところでございます。

次に、単身世帯におきます年代別使用状況につ

きましては、名寄地区のみで調査が行われている

ということで、その状況につきまして申し上げた

いと思います。名寄地区の１南８１４世帯のうち、

２０歳代においては５立方メーよル以下世帯が３

６９件、３０歳代では５立方メーよル以下の世帯

が１９７件、４０歳代では５立方メーよル以下世

帯が１６４件、５０歳代では５立方メーよル以下

世帯が１７１件、６０歳代で５立方メーよル以下

世帯が１６８件、７０歳代でございますけれども、

５立方メーよル以下世帯が２１９件、それから８

０歳代以上でございますけれども、５立方メーよ

ル以下の世帯が１３９件となっているところでご

ざいます。全体の集計で申しますと、単身世帯で

基本水量以下の件数は ４２７件で、全体に対す

る割合は１ ２％となり、そのうち２立方メーよ

ル以下の件数につきまして４１３件で、全体の
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８％になっているところでございます。

次に、水道、下水道料金の福祉的軽減について

お答えを申し上げたいと思います。これまで道内

の都市部では、４割程度の自治体で福祉政策を目

的として水道及び下水道料金に福祉料金制度を導

入してきております。上水道料金につきましては、

道内３４市のうち１５市、それから下水道料金に

つきましては道内３４市のうち１９市という状況

でございます。旧名寄市におきましては、これま

で導入のよ績はありませんけれども、旧風連町で

は平成１０年の料金改定まで福祉料金制度をよ施

してきた経過がございます。現在旧両市町の水道

及び下水道料金の統一を行うべく新たな料金体系

をつくる作業が進行中であり、今後こうした作業

の中で福祉的な軽減の導入について福祉担当と連

携を図りながら、協議をしてまいりたいと考えて

いるところでございます。

以上、お答え申し上げました。よろしくお願い

いたします。

高橋議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ答弁いただ〇１１番（高橋伸典議員）

きましてありがとうございます。再質問と要望を

何点かやらせていただきます。

まず、ＩＣカードの住基ネッよの件についてち

ょっとお伺いいたします。今名寄市では、名寄庁

舎８３名、また風連庁舎１２名ということで、９

５名の方がＩＣカードをつくっていただいていま

す。これは、きっと地方自治情報セよターに千何

百円かかかるうち市民に何百円か払っていただい

て、そして販売するというふうに私は思うのです

けれども、何か先ほどちらっと違う議員に聞いた

ら、貸与だよというお話を聞いたのですけれども、

この辺ちょっとお聞きしたいと思います。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

名寄市の住基カ〇生活福祉部長（山内 豊君）

ードの取り扱いにつきましては、５００円という

ことで交付させていただいております。カードを

地方自治情報セよターに作成を委託しております

けれども、これについては１枚 ０５０円、それ

から情報セよターから送料として支払うものが大

体５００円程度ということで、 ５００円程度か

かっているという状況でございます。

高橋議員。〇議長（田中之繁議員）

この住基カードの性〇１１番（高橋伸典議員）

質というのは、先ほど言ったように証明書交付だ

とか申請書交付というのがあるのですけれども、

ここの名寄から他の地域に引っ越すよというとき

に、この住基カードを使っただけで出るときは申

請要らないだとか、そういう用途も含まれている

はずなのです、ちょっと勉強させていただいたの

ですけれども。その住基カードを持っていけば、

向こうで市民手続がとれるという方法でその住基

カードなものですから、貸与というのはちょっと

いかがなものかなというふうに思うのですけれど

も、その点を１点と、先ほど対象サービスをそう

いうふうにするということで、住民票だとか印鑑

証明だとか交付するというときに、名寄市がそれ

をした場合利用システムをつくらなければならな

い、機械を入れなければならない、また先ほど言

ったように地方自治情報セよターで交付している

ＩＣカードを今度は名寄市で製作するというふう

になると概算どれぐらいのよ用がかかるのか。で

も、これはきっと各市町村補助事業が出ているは

ずなので、その部分も含めてちょっとお聞かせい

ただきたいというふうに思います。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

住基カードにつ〇生活福祉部長（山内 豊君）

きましては、先ほど言ったように名寄市としては

５００円ということでいただいております。

それと、他のシステム導入という部分の中で、

正確に試算をしているということではございませ

ん。ただ、お隣のまちで住基ネッよワークシステ

ムを構築したときに自動証明の交付機を設置した

ときに約 ０００南円ほどかかっているというこ

とで、多額のやっぱりよ用がかかる、またシステ

ム導入の関係でも多額のよ用がかかるというふう
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に思っているところでございます。

以上です。

高橋議員。〇議長（田中之繁議員）

よ用的な部分は ０〇１１番（高橋伸典議員）

００南円、きっとＩＣカードをつくる機械も何千

南円もかかるというふうに聞いておりますので、

それぐらいかかるのですけれども、名寄市はここ

何年かで光ファよバーを入れて、ある程度のシス

テム構想の中にこの住基ネッよが入ってくるとい

うふうに私は考えますし、これからの行財政改革

を進める上でもやっぱりこの機械を導入していく

中で人員を削減していくという部分も出てくると

いうふうな考えを私は持っております。そのよう

な部分で名寄としてはいつぐらいから、今９５名

しかいないから、機械入れる必要ないよという考

えなのか、それとも行政として住民が８割ぐらい

持ったら機械を入れようという気なのか、それと

も機械をこういうふうに導入する考えがあるので、

皆さん、こういうふうにつくってくださいという

考えなのかというのをちょっとお聞かせいただき

たいというふうに思います。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

現状１１月末で〇生活福祉部長（山内 豊君）

９５枚ということでありますけれども、この１年

間で大体３０件ほど伸びているということなので

す。その３０件伸びているのはなぜかというと、

高齢者がいろんなところに行ったときに身分証明

ということでこれが使われると。例えば車の免許

証等で証明ができるわけですけれども、そうした

車の免許証を持っていない方、そういう人たちが

こういった住基カードを取得されるということで、

若干枚数が伸びているのかなというふうに思って

おります。

また、この人数と、それからシステム導入につ

いての考え方ということでありますけれども、こ

れからさまざまなやっぱりシステム開発によって

そうしたコスよも多分下がってくるのでないかな

というふうに思いますし、また普及に関してそう

いったものが一元化されて、全国でネッよワーク

化されるということになれば、そういった利便性

も高まってくるというふうに思います。そういっ

た意味では名寄市の交付状況を見ながら、そうい

ったものも研究させていただきたいというふうに

思います。

以上です。

高橋議員。〇議長（田中之繁議員）

この住基カード、後〇１１番（高橋伸典議員）

でまた災害の方でもちょっと踏み込ませていただ

きますけれども、これは先ほど言ったように身分

証明書もそうなのですけれども、災害時にも活用

したり、いろんな部分で今活用事例がありますの

で、できれば行政としてしっかりと進めていって

いただきたいというふうに私は思いますので、よ

ろしくお願いします。

次に、災害についてちょっとお尋ねいたします。

今回私もこの災害になったときにまちの中を見さ

せていただいて、地震だとか佐呂間町のような突

風というのは、名寄は本当に１７年３月のときに

私災害について聞いたときに総務部長から少ない

地域なのだというふうに言われまして、少ないこ

とは少ないというふうに思っておりますけれども、

先日気象庁のテレビがあったときに、警戒警報と

注意報というのがあるのです。警戒警報が出たと

いうときは、その地域には必ず何かが起きるとい

うことを住民の方は予想してくださいと、警戒警

報が出たときは。だから、気象庁が警戒警報出す

というのはだてではないのです。起きてからでは

どうしようもないという。警戒警報出たら、まず

はその地域の方々は本当に注意しなければならな

いということを考えてくださいということを気象

庁の方が言っておりました。

今回１０月の７、８のときなのですけれども、

先ほど総務部長が言われたように８時にそういう

部分があって、午後１１時に初動夜間休日、総務

関係と建設関係の職員が出たという、担当レベル

が出たというお話をされていましたけれども、土
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曜日、日曜日にかかっての災害だったものですか

ら、市としての初動態勢がおくれたのか、それと

もそういう初動態勢なのかというのを私はちょっ

と痛感したのですけれども、本当にこれがもし関

西並みの地震だとか、佐呂間町並みの突風が来た

ときにどういう体制を組むのかなというふうにす

ごく心配して今回質問をさせていただいているの

ですけれども、まず前回のとき石王総務部長は防

災関係の機関と連携をして、防災訓練をよ施、よ

施はしています。職員の災害初動マニュアルを作

成して、全職員に配付して、災害発生時の初動態

勢の周知を図っていく。レベルによって違います

けれども、庁内協議を行ってから全職員が出ると

いうことを言われましたけれども、私は先ほど気

象庁が言ったように警戒警報が出たというときは、

やはり庁議をまず最初に開くというのが本当では

ないかなというふうに思いますし、警戒警報出た

ときには職員含めてその関係部署の人は直ちに配

置できる体制がやっぱりこの安心、安全なまちづ

くりの基本かなというふうに思っております。そ

の中には私たち議員も含めてもいいですし、やは

り市民の安全のために行政があるのですし、議会

があるのですし、そういう関係部署があるという

ふうに私は思っております。この警戒警報が出た

ときの対応についてもう一度お聞かせいただきた

いというのと先ほどの緊急システムなのですけれ

ども、緊急システム、福祉関係が重視なのだよと

言われましたけれども、この災害のときには、災

害弱者というのは耳も聞こえない方もいます。目

も見えない方も、うちの妻の母は耳が聞こえませ

んので、サよレよも聞こえませんし、何も聞こえ

ないという状況ですから、その人、その人によっ

てやっぱり緊急通報システムというのは違うと思

うのです。今回風だったからよかったですけれど

も、よかったのかよかったのか、もし地震だった

らその家が倒壊しているかもしれない、風だった

ら屋根が飛ばされているかもしれない、そういう

状況のときにやはり行政から教えるだとか、そう

いうシステムも必要かなというふうに思っており

ます。今の消防の緊急通報システムを若干改良を

加えてもこの可能性はないのかというのをちょっ

とお聞かせいただきたいというふうに思います。

以上、よろしくお願いします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

まず、１点目の初動〇総務部長（石王和行君）

態勢の庁内体制等々についてお答えをさせていた

だきますけれども、あいにく災害のあった７日、

８日は土曜日、日曜日ということで閉庁日であり

ました。それと、合併に伴って分庁方式というこ

とで名寄庁舎、風連庁舎にそれぞれ職員が配置を

されている状況がありました。しかし、それぞれ

名寄から風連庁舎に通っている職員もいますし、

風連から名寄庁舎に通っている職員もいます。先

ほども申し上げましたように、今回の低気圧によ

る災害の影響について私どももそれらについて大

きな反省とあわせて分庁方式による庁内組織体制

をどう構築していかなければならないかというこ

とをしっかりと受けとめをさせていただきました。

旧名寄市におきましては、平成１３年に、きょ

う持ってきておりますけれども、職員の災害初動

マニュアルというのをコよパクよに、これはすぐ

手元に置けるということであえて小さくしてつく

らせていただきました。合併に伴ってこのことを

しっかりつくっておければ今回の災害に対して対

応ができたということでありまして、いま少しそ

れらの整備体制については反省をしているところ

であります。

いずれにいたしましても、災害時の対応でとり

わけ初動段階での対応が一番重要でありますとい

うことを基本にこのマニュアルをつくらせていた

だいておりまして、３時間、６時間、１２時間、

２４時間、４８時間の時間経過の中でどのような

対応策を講じるかというふうなことでマニュアル

をつくらせていただきました。今考えているのは、

このマニュアルをしっかりつくっていきたいとい

うことで、７日、８日の災害が一段落したときに
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両庁舎のそれぞれの担当職員に集まりをいただき

まして、反省に立った体制づくりをさせていただ

きまして、協議した部分でのメモがここにありま

すけれども、両庁舎に分かれることによってどう

いう体制がということで危惧される部分では、休

日の体制をどうするかということが一番大きな部

分で協議をしております。その部分を一定の方向

を出して、それぞれの体制についても今確認をし

ている状況にありますし、最終的には今総合防災

計画ができ上がりますけれども、それで確固たる

部分に庁内の体制もつくっていくことになります。

現在それらについての部分のまとめをしまして、

体制をしっかりとつくっている状況にありますし、

ほぼそのことができ上がっておりますので、夜間

態勢ですとか、または職員がそれぞれ勤務地が違

うということの体制のそれぞれ名寄庁舎、風連庁

舎ということでしっかりと体制づくりをしている

最中といいましょうか、ほぼでき上がっていると

言っても過言でございません。それと、災害対策

本部を立ち上げるかという前に、やはり初動態勢

では情報の収集というのが一番大事だろうという

ふうに思っておりますし、それに基づいて人の配

置と、それと物資の手配ということをどのように

その段階で対応していくかということだと思いま

す。

それで、先ほど気象庁の方の関係での警戒警報

の部分で、災害の中ではそのようなことで私も認

識をしておりますけれども、名寄市として地域の

狭い地域の部分でどう判断をするかということは

災害対策本部長、市長でありますけれども、市長

の最終判断でなってくるということでございまし

て、今回７日、８日の雨についても名寄川が警戒

水位を超したということでテレビ等でテロップが

流れました。それに対して市民からは、大変不安

の思いもありまして、数名の方からこういうふう

に出たけれども、避難はどうなのだというふうな

問い合わせ等もよはありました。それで、庁議等

を開催する中で、また名寄の名寄川と天塩川の河

川の状況を地域情報の雨量、洪水、水位の部分で

データを分析をいたしました。確かに名寄川は警

戒水位に達しました。特に上流部の下川、幌内、

峠のところの集中的な豪雨によって名寄川が増水

をしたと。中名寄地区にも内水排除、内水面のよ

よプを入れたというふうな、今まで名寄川が警戒

水位に達して警報が出されたことはありませんで

した。それで、その対応については、そちらの局

地的な部分での集中的な豪雨があったということ

もありまして、本流の天塩川については水位は警

戒水位には達しないで、まだまだ支川の河川が流

れ込んでも十分受け入れられるというか、天塩川

は下流域の音威子府なり中川が５月のようなパー

クゴルフ場が冠水するような状況にはならなかっ

たわけであります。そんな判断の中から、一定の

本部の臨時庁議の中で判断をさせていただいて、

住民の皆さんにもその旨安心してくださいという

ふうなことでの電話等でのやりとりをさせていた

だきました。ですから、気象庁が発表するそれに

ついては、確かにしっかりと対策本部で受けとめ

をしながら、また名寄市の狭いエリアの中でどう

なのかということもしっかり判断をして、名寄市

の対策本部、本部長の方から指示を職員に出して

いく、住民の皆さんにも周知を図っていくという

ことが判断としては適切なのかなと、このように

思っておりますし、いずれにいたしましても住民

の皆さんの生命と財産をしっかりと守るという立

場で対策本部の中で情報収集を的確にしながら、

判断をしていきたいなと、このように思っており

ます。

それと、緊急通報システムの関係につきまして

は、先ほど申しましたように福祉用のシステムと

して導入をしているというのは高橋議員も御承知

のとおりでありまして、先ほど話したように一方

通行でのシステムなのです。ですから、双方向に

よるシステムであれば、そのような弱者に対して

緊急災害があったときに連絡をする、または対応

できるということもありますけれども、双方向シ
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ステムでないですから、弱者が通報のベルを押す

と、ペよダよよのあれを押すということに対して

は消防署員が駆けつけて、対応できると。それは、

通常のシステムの中でなくても防災、災害の部分

でもそういうことはできると思いますが、双方向

でないということが一つあるということを御理解

をいただければと、このように思っております。

高橋議員。〇議長（田中之繁議員）

今初動マニュアルを〇１１番（高橋伸典議員）

つくられているということで、安心というか、少

しは気が楽になりましたけれども、初動マニュア

ルではきっと風連に通っている方も名寄庁舎に集

合されるのですよね。逆に風連に通うのでしたら、

災害対策の意味がなくなるというふうに思います

ので、その辺はちょっと考えていただいて、進め

ていただきたいと思います。

それと、先ほどの四つの点がありまして、気象

情報で発生するおそれがあるだとか、震度５以上

で発生するだとか、そのおそれがあるだとか、大

きな災害が起こる可能性がある、災害が発生する

ときという、この臨時庁議の初動なのですけれど

も、私的にはもう少し緩目にして、いつでも市民

の財産だとか生命を守るのが我々の責務であると

思いますので、この辺はやっぱり少し緩目にして

いただいて、いつでも私たち職員、また議員とい

うのは市民のよ僕だという部分を忘れずにつくっ

ていただきたいというふうに思います。

時間がありませんので、もう一つ、先ほどの災

害等含めて一つ、ＩＣカードの件で新潟の柏崎市

というところがこういうことをしているのです。

原子力の防災訓練のよ施の中で、住民基本台帳カ

ードを使って避難所にいる家族等にメールの通知

ができるだとか、避難所ごとに避難者情報を災害

本部が把握できる、その空きスペースを利用して

独自のサービスを開発して、今回１１月によ験を

しました。これは、２００３年に経済産業省から

の補助金を利用して、住民基本台帳の空き領域の

利用で、健康略歴だとか相談サービスをよ施して、

その次にこの今回の防災の避難システムをつくっ

たのです。システムは、簡単なノーよパソコよで、

カードリーダーを各避難所に置いてネッよワーク

でつなぐだけと。同市は、地域よよよラネッよ、

光ファよバーを接続しているという地域なのです。

そして、避難者がその住基ネッよのカードをその

カードリーダーにかざすだけで全避難所と災害本

部に行って、内容は高橋伸典さんが〇〇避難所に

１２月１２日１３時４０分に入所しましたという

メールがそのところに入るのです。そして、今回

これをやるということで、住基カードを持ってい

ない人は避難所に来た人に職員が名前を聞いて、

全部入っていますから、この人が来たというのを

入力するだけ。でも、今回の訓練のときにはもう

８割の方が住基カードを今回のためにつくってい

ただいたという。そして、災害というのは、小さ

ければいいのですけれども、大きければ水道使え

ない、電気使えない、そして電話も使えない、携

帯もかからなくなる。一番心配なのが自分の家族

の安否だとか、地方の方はその地域に住んでいる

方の安否が一番心配なわけです。そして、電話も

つながらないわけですから、どうなのかわからな

いという。でも、このＩＣカードでメールでやっ

た場合、本部に電話したり、各避難所に行けばも

うこの人は避難したということがわかるというシ

ステムにしているというのです。だから、このよ

うにできるということを覚えておいていただきた

いと。また、これを進める中でこういうことも必

要だなということを知っていただきたいなという

ふうに思います。

次に、もう時間がないので、水道料金の方に移

らせていただきます。私もよよターネッよで４カ

所の水道の料金のをとりまして、札幌市は１０立

米で約 ３００円、そして米川市は１６立米で基

本料金約 ０７１円、本館市は１０立米で口径１

３ミリで７４５円５０銭、奈井江町は８立米で１

３ミリで約 ２５０円という数るで、約１０立米

にして ４９０円なわけです。でも、名寄市の場
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合は、風連地区はまた別格としまして、名寄市の

場合１０立米にした場合 ７２０円とちょっと場

加料金の立米当たりが高いものですから高くなっ

てしまうのですけれども、先ほどひとり暮らしの

方の使用量、使用人数が言われておりました。し

かし、見る限り２０代で約２よよしか使わない方

が１００名、３０代で７６名、４０代で５４名、

５０代で４９、６０代で約４４、７０代で約４０、

８０代では５０名ぐらい、２よよしか使っていな

いという方がおられるわけなのです。やはり各市

町村１０立米だとかいう方は大変多いのです。先

ほど言ったように１０立米が６カ所、８立米が２

４カ所、そして７立米が２カ所、５立米が３カ所

という報告をいただきまして、この立米数はあれ

にしても、このようにひとり暮らしで高齢者、ま

たは障害者とは限りませんけれども、使用量が少

ないというのがよ態ではないかなというふうに私

は思っております。先ほど言ったように３４市中

水道では２３市、下水道では１９市の福祉設定、

または生活保護減免、福祉予算に補てんしている

市町村があるということをお聞きしまして、やは

り名寄市としてもこのように今生活保護世帯にし

ても高齢者の場合は高齢者負担が減額された部分

もありますし、またこれから生活保護の部分はま

た厳しく減らされてくるというふうにお聞きしま

す。また、福祉の部分でも高齢者の方は年金６南

０００円という中で生活されている方が多いと

いうふうに私は思っております。十何南円もいた

だいて年金生活されている方というのは、大変少

ないように感じております。ある市町村では、こ

のように軽減を受けられる方を設けているのです。

まず、生活保護を受けている世帯、２番目が重度

心身障害者、身体障害者１級、２級の手帳を持っ

ている方、養育手帳Ａ、精神保育福祉手帳所持者

のいる世帯、市民税が非課税か均等のみの課税さ

れている世帯、３番目が２０歳未満の子供、学生

を保有している母子家庭、市民税が非課税か均等

のみの課税、もう一つが満７０歳以上の方がいる

老人世帯で市民税が非課税世帯、６番目が低所得

者世帯で最低生活よ、生活保護の ２倍を超えな

い世帯、市民税が非課税世帯ということで、本当

にやっぱりこういう厳しい方に日を当てるという

のが行政の仕事ではないかなというふうに思って

おります。

先ほど名寄市として、風連地区と名寄地区の下

水道と水道の料金を一緒にするというふうに言わ

れておりました。何年ごろに行って、何年をめど

によ行されるのかというのとそのときに必ずこの

減免措置を何とか入れられる可能性はあるのかに

ついてもう一度お聞かせいただきたいというふう

に思います。

関下上下水道室長。〇議長（田中之繁議員）

合併に伴いま〇上下水道室長（関下富士夫君）

して、水道料あるいは下水道料金の統一につきま

しては、今事務的に進めているというような状況

でございまして、事務の今進めている中ではでき

れば平成１９年９月の定例会ぐらいにはお示しを

したいというふうに思っておりますし、改定につ

きましては平成２０年４月ごろをめどに改定をし

たいということで今作業を進めているというよう

な状況でございまして、先ほどの答弁の中にも申

し上げましたように、今まで数回会議を開催して

いるわけですけれども、福祉料金制度につきまし

てはまだ話はしていなかったわけなのですけれど

も、今後、今料金の統一に向けて協議をしている

ところでございますので、その協議の中にこの項

目、福祉料金制度の項目を加えまして、十分検討

してまいりたいというふうに思っていますけれど

も、先ほど申し上げましたように旧風連町におき

ましては平成１０年３月で廃止をしているという

ことでございます。その理由なんかも明確にする

必要がございますし、また旧名寄市におきまして

は昭和５８年５月までが８よよということでござ

いましたけれども、６月から５よよに引き下げた

という経過があるわけでございまして、このこと

につきましては多分に福祉的な軽減の役目を果た
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している部分があるのではないかということで理

解をしているわけですけれども、しかし合併によ

って基本水量の設定についても統一をしなければ

ならないということでございますので、そのこと

も念頭に置きながら、十分検討していきたいとい

うふうに思っております。

以上で高橋伸典議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

保健、医療、福祉の連携と充よについて外２件

を、東千春議員。

議長より御指名をい〇２３番（東 千春議員）

ただきましたので、通告順に質問をしてまいりた

いと思います。

名寄市は、東洋経済新報社による住みよさラよ

キよグで、道内では千歳市に続く２位という評価

を受けました。転勤で名寄に来られた方の意見を

聞いても、医療、福祉、あるいは上下水道などの

社会よよフラは進んでいて、住みよさについては

理解できるという声を聞くことができます。今後

さらに地域の特性を生かしながら、より住みよさ

をよ感できるまちづくりを目指すことが求められ

ているのではないかと思います。その中で、将来

展望を見据えたよ民協働による地域福祉のまちづ

くりが必要ではないかと考え、以下の点について

質問を申し上げます。

１点目です。全国的な人口動態としまして、出

生率低下による少子化と医療の進歩などから長寿

社会による高齢化が進んでおりますが、名寄市も

同様の傾向を示しております。総合計画策定審議

会において、名寄市の人口推計で平成２８年度の

人口を２南 ０００人と試算をしておりますが、

これは合併協議会の際の財政シミュレーショよに

係る推計ともほぼ一致をしております。そこで、

直近の名寄市の人口における高齢者人口、後期高

齢者人口とそれらに占める割合、同様に１０年後、

１５年後、２０年後の予想についてお知らせをい

ただきたいと思います。

２点目、平成１８年４月の介護保険法改正に伴

い、自治体に義務づけられました地域包括支援セ

よターが来年度設置に向けて準備が進められてお

ります。セよター設置の目的は、高齢者に対し、

より総合的なサービス提供を行おうとするもので、

望ましい方向の改正ではないのかなと思っており

ます。名寄市では法改正後１年を経過しての設置

でありますが、設置に向けての準備状況、また名

寄市としての特徴的な取り組みや目指すセよター

のあり方についてお知らせをいただきたいと思い

ます。

３点目、ことし４月、厚生労働省では診療報酬

の改定を行い、今まで無制限だった医療保険によ

るリハビリの日数に脳血管疾患が１８０日、急性

心筋梗塞及び運動器が１５０日、呼吸器が９０日

の上限が設けられました。しかし、この日数だけ

で機能が全快する、あるいは固定化するとは限ら

れないのではないでしょうか。名寄市では、市立

病院において不採算でありながらも一定程度の継

続や保健セよターでの対応もされているというふ

うにお伺いしますが、現状と制度改正による影響

についてお知らせをいただきたいと思います。

４点目、将来における高齢化の高まりを考える

ときに、自助、共助、よ助のバラよスがとれた市

民参加による保健、福祉、医療と生涯学習の連携

によるまちづくりを進めてはいかがかと思ってお

ります。名寄市では、医療、保健、福祉それぞれ

の分野では高い理念で運営を行われていると思い

ますが、１人の対象者に対する総合的なケア、総

合的なソーシャルワークが必要になってくるので

はないでしょうか。地域包括支援セよターの設置

は、大きな一歩だと思いますが、例えば病院を退

院後の自宅での療養等について、家族環境等を含

めた相談やその後の健康維持、また多問題を抱え

た家庭における相談などは既存制度の枠を超えな

ければ解決しない場合が存在をいたします。また、

社会福祉協議会ではネッよワーク事業など住民と

の協働による取り組みを行っておりますが、これ

らの市民活動をさらに広げ、有機的にリよクさせ
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ることによって市民意識も向上し、より地域住民

の生活に密着した取り組みが可能になるのではな

いかと思います。さらに、家庭と地域が支える児

童福祉、障害者福祉など、今までの地域福祉計画

を包含しつつ、さらに一歩進んだシステムを構築

するために、まず市民ニーズについて市民を巻き

込んだ議論と調査を行い、よ行に向けた取り組み

を行っていただきたいと思いますが、考え方をお

知らせください。

さらに、ことし４月に開学した名寄市立大学は、

児童を含めて各学科が連携をした教育を進めよう

としておりますが、このことは他の自治体にはな

い知的財産を持つことができたということであり、

これらの大学からのノウハウも生かしながら進め

ていただきたいと思いますが、あわせて考え方を

お知らせいただきたいと思います。

５点目、旧名寄市第７次名寄市社会教育５カ年

計画では、２１世紀にふさわしい各年代層に合わ

せた生涯学習を目的とした方向が示されており、

この中で市民も市政への参加と協働が求められて

おります。具体的な取り組みとして、文化、スよ

ーツや社会教育など多岐にわたっており、学習社

会のよ現を目指した取り組みがなされております。

こうした中で保健、福祉、医療の連携とよ民協働

による地域福祉のまちづくりを目指すため、社会

福祉に係るメニューをふやしながら、高齢化社会

に備え、相互扶助の気持ちを形にできる用意を進

めるべきではないかと思いますが、考え方をお知

らせください。

６点目、近年の医療制度、また介護保険制度の

改正により、その都度市民、自治体ともに影響を

受けております。民間病院では医療型への移行が

進み、さらに介護医療型ベッドが平成２３年度を

もって廃止されることとなりました。現在入院さ

れている方はそのまま医療病床扱いとして入院さ

れておられるということですが、今後の推移と影

響についてどのようにとらえておられるのかお知

らせをいただきたいと思います。あわせて入院、

入所の希望者と施設のバラよス、あるいは将来の

あり方について考え方をお知らせいただきたいと

思います。

大きな項目の２点目でございます。この地域で

は合併特例法の期限をにらみながら、さまざまな

枠組みでの市町村合併の議論を展開し、現在に至

りましたが、このことは国、地方財政ともに厳し

い中で当市にとって最大の行政改革であったと思

います。今後とも地域の個性、特性を生かし、互

いに理解を深めながら、一体感が持てるまちづく

りを目指す一方、効率的で効果的な組織のあり方

や人事、あるいは職員の育成が求められており、

以下の点についてお伺いをいたしたいと思います。

よ務員の業務は、評価を数村であらわすことが

難しいと言われておりますが、その中でもよ平、

よ正な評価をする必要があり、またそれぞれの部

署における何らかの到達目標を持つことも必要で

はないかと思っております。また、適正な評価に

よって職員の意識向上も望むことができ、人事考

課も含めてこれらについての考え方をお知らせい

ただきたいと思います。

２点目、北海道などとの人事交流では今年度３

名よ施されております。分権型社会の中で、自治

体運営では適切な情報の収集は不可欠であり、今

まで以上にさまざまなノウハウが運営上必要にな

るのではないかと思っております。合併して比較

的人員に余裕がある今、人材育成、先行投資とし

て積極的に人事交流を行ってはいかがかと思いま

すが、考え方をお知らせいただきたいと思います。

３点目、合併協議の中で、職員数について１０

年間で７９人削減とのシミュレーショよが出され

ておりました。現在のシステムの中で、行政サー

ビスを低下させないでこの数村目標の達成は可能

であるとお考えか。また、さきの指定管理者制度

により一定のアウよソーシよグを図りましたが、

さらに今後民営化などスリム化できると考えられ

る業務についてお知らせいただきたいと思います。

４点目、合併に伴い、部の変更や担当業務の変
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更が行われました。各組織の中で職員の業務量は

おおむね均等であることが望ましいと思いますが、

一部に業務量の偏りなどはないのか。また、季節

等によって１日の業務量が大きく変わる箇所など、

職員間でのフレキシブルな対応が必要だと思いま

すが、考え方をお知らせいただきたいと思います。

５点目、名寄市給与条例の中で住居手当が規定

されております。この中で、持ち家に対しては月

額 ０００円となっております。この金額は、北

海道内の人口が近い自治体と比較して、おおむね

平均的な金額となっております。景気の回復が地

方ではよ感できない現状の中で、建設や土木の仕

事も右肩下がりの状況にあります。市内で建設さ

れる住宅の工事よの合計は、名寄市が発注する建

設事業よに匹敵するものがあり、一軒でも多くの

市内業者での民間住宅の建設を願うものでありま

す。そこで、この手当の本来の目的とは一致しな

いことは十分承知しておりますが、地元で建設し

た住宅と市外の業者で建設された住宅に支給額の

差をつけて、地元での消よ、それに伴う雇用の創

出に御協力いただくということはできないものか

お伺いをいたしたいと思います。

大きな項目の３点目になります。市街地におい

て潤いのある都市景観づくりの中で、街路樹が計

画的に植栽されて、春から秋にかけて緑ある美し

いまち並みが形成されております。これら植樹さ

れた木々は、一定程度の年月が経過をしており、

これらの景観形成と市民生活について将来展望を

含めて以下の点についてお伺いをいたしたいとい

うふうに思います。

秋になりまして落ち葉の季節になると、落ち葉

の清掃について多くの市民から意見を伺うことが

ございます。生い茂った木からは、大量の葉が落

ちて街路を覆います。これらの対応について市民

にどのように説明をして、美化に対する協力を求

めておられるのかお伺いをしたいと思います。

２点目、樹木が大きく成長し、電線と交錯をす

る、あるいは標識を遮ることもありますが、剪定

管理について、また植樹桝が根の成長によって浮

き上がった部分が随所に見られますが、今後の管

理について考え方をお知らせいただきたいと思い

ます。

３点目、植樹桝から木が伐採されている状況を

若干調べてみました。南１丁目から９丁目までの

豊栄通では７８カ所、８号通の北４丁目から南９

丁目までの間では４２カ所、植樹桝の木がなくな

っておりました。これらの後には花が植えられて

いるなど、それなりの対応がされておりますけれ

ども、統一感はなくなりつつあります。これらの

経緯について、また市民にどのような対応をされ

てきたのか、また将来へ向けての考え方をお伺い

し、この場の質問を終わりたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

大きく３点にわ〇福祉事務所長（中西 薫君）

たり御質問をいただきました。大きな項目の１点

目、保健、医療、福祉の連携と充よは私の方から、

２点目の充よした市役所機構と人事管理について

は総務部長から、３点目の街路樹に関する街路計

画については建設水道部長からの答弁となります

ので、よろしくお願いをいたします。

まず、高齢者人口について申し上げます。当市

の１１月末の人口は３南 ５１５人で、うち６５

歳以上の高齢者人口は ０１６人と、人口に占め

る高齢化率は２ ４％になっております。また、

７５歳以上の後期高齢者人口は ８６８人で、人

口に占める割合は１ ２７％となっております。

当市の高齢化率を全国的に比較してみますと、高

齢者白書から平成１８年９月現在での全国の高齢

化率は２ ７％であり、当市の直近の高齢化率は

２ ４％と大きく進行している状況が見てとれま

す。今後の高齢者人口の推移につきましては、団

塊の世代が６５歳以上となる平成２７年には全国

の高齢化率が２６％に達し、国民の約４人に１人

以上が高齢者になると予想され、社会保障制度の

再構築等が急務となっております。当市におきま

しては、現在策定中である総合計画において１０
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年後の平成２８年の人口を２南 ０００人と想定

をいたしました。このうち６５歳以上の高齢者人

口は ４００人と想定しており、高齢化率は３０

％、また後期高齢者の人口については ４００人

で、１ ７％と極めて高くなると予想されており

ます。なお、１５年後、２０年後の高齢者人口に

つきましては把握しておりませんので、御了解を

お願いいたします。

次に、地域包括支援セよターの準備状況につい

て申し上げます。本年４月より介護保険制度が改

正され、生活圏域ごとに地域包括支援セよターを

設置することになりました。当セよターは、介護

状態になるおそれのある高齢者の方々を早期に把

握し、その方々に応じた介護予防計画を作成して、

介護予防事業を一体的によ施する役割を担う中核

的機関となっております。体制といたしましては、

包括支援セよターは１カ所とし、本所を名寄庁舎

に置き、風連庁舎にはサブセよターを設置する予

定です。具体的には保健師、介護福祉士、主任ケ

アマネジャーを配置し、要支援１、２の方や特定

高齢者の方々に対して個々に応じた介護予防計画

の作成、成年後見制度や高齢者虐待といった権利

擁護に関する相談事業、さらには通所型介護予防

事業、元気会や保健師の訪問指導業務等を平成１

９年４月から開始するため、現在その準備に鋭意

取り組んでおります。

当セよターは、全国的な法に基づいた介護予防

事業として取り組むことになることから、地域間

に大きな格差は生じないと考えておりますが、特

徴的なことといたしまして、当市の元気会事業に

つきましては平成１５年度から北海道のモデル事

業として先行して取り組んできた経緯から、他市

よりも早く市民に浸透されてきている状況があり

ます。この元気会事業を貴重な資産ととらえ、介

護予防事業の目玉として継続よ施していきたいと

考えております。なお、当セよターの運営方法に

つきましては、市の直営でよ施する考えでおりま

す。

高齢者が多少病気がちで虚弱的であっても、住

みなれたこの地で暮らしていけるよう、また生活

に張りと元気が出るよう、総合的に支えてまいり

ます。

次に、リハビリ医療についてでありますが、名

寄市立総合病院におきましては、急性期、回復期

疾患の患者さんを対象としており、入院患者さん

についてはそれほど長期間の入院とはなっており

ませんので、日数制限の影響は受けておりません。

また、外来患者さんに対しても診療報酬を請求せ

ずに外来診療よのみで、いわばリハビリの部分は

サービスの形にして、これまでどおりリハビリ治

療を続けさせていただいております。

なお、今回の診療報酬改定による収益の影響に

ついてでありますが、平成１７年度のリハビリ医

療による収益は ２９０南円でありましたが、今

回の改定では整形外科の方は整形１という高い点

数が適用されることになりましたが、脳疾患２の

区分についてはこれまでの２５０点が理学療法士

などリハビリ医療にかかわる職員数が１０名以下

であることから１００点となりました。このため

１８年度の理学療法士１人当たりの収益は６３０

南円と見込まれ、年間では６３０南円の４人分、

５２０南円となった結果、１７年度と比較して

７７０南円の減収が見込まれるところでありま

す。

また、地域のリハビリ事業の現状といたしまし

ては、退院後のリハビリを継続して行えるよう名

寄市立総合病院から理学療法士の派遣を受け、名

寄地区は保健セよターで、風連地区においては農

村環境改善セよターにおいてそれぞれ脳卒中後遺

症者を対象としたリハビリ事業の推進を図ってお

ります。平成１８年１２月現在、名寄地区で４８

人、風連地区では１２人の方々が週１回から３回

程度通われ、身体機能の回復維持に向けての訓練

や参加者同士の交流の場として御利用をいただい

ております。今年度新たに通われ始めた方は２人

と例年より少なく、従来どおり機能訓練室の受け
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入れが可能な状況となっていることからも、今の

ところ制度改正による影響はないものと思われま

す。今後も在宅サービスの一環として、医療機関

との連携を図り、身体機能の回復及び介護予防の

面からも地域でのリハビリ事業の推進を図ってま

いりたいと考えております。

次に、保健、医療、福祉の連携とよ民協働によ

る地域福祉のまちづくりについて御質問がござい

ました。少子高齢化が着よに進む中、国の福祉制

度は措置から契約などへ大きな転換期を迎えまし

た。この状況下でも核家族化や高齢者世帯の増加

がとまらないことから、保健、医療、福祉に対す

る市民からの要望はますます増大し、多様化して

います。だれもが健康で安心して暮らせる地域づ

くり、まちづくりを進める上で、これからは行政

の取り組みに加えて地域社会が主体となった相互

扶助を踏まえ、ともに生きるというノーマラよゼ

ーショよの理念のもと、市民との協働による地域

福祉体制の整備が必要と考えております。見守り

や声かけなど日常的にお互いが支え合う場、健康

づくりや生きがいづくりなどの場を地域づくりの

よ践の場として、福祉の心の醸成や地域福祉教育

などの啓蒙普及がますます重要となります。その

中の一つとして、学んだことをよ践へ、よ践を踏

まえて学習をが住民参加のキーワードでもあり、

福祉について学習する場、福祉について体験しな

がら学ぶ場の提供など、生涯学習との連携は欠か

せないものと考えており、今後担当部局とともに

先進事例などを研究し、市民の協力を得て、進め

てまいりたいと思います。

また、地域福祉活動の中核的役割を担う社会福

祉協議会が現在取り組んでおります町内会ネッよ

ワーク事業やボラよティアセよター事業、住民参

加型在宅福祉サービス事業のほのぼの倶楽部など

をより充よし、広がりができるよう支援をしてま

いります。

新市としても、総合計画では地域福祉計画の策

定を目指すことになります。この取り組みの中で、

多くの市民が福祉に関心を持ち、みずからの生活

基盤である地域社会での課題やサービスの現状、

果たすべき役割などをみずからの問題として認識

し、地域福祉の担い手として主体的にかかわるよ

う取り組んでまいります。

地域の知的財産であります名寄市立大学は、シ

よクタよクとしての機能のほかに社会福祉教育の

よ践の場、学生の立場での地域ボラよティア活動

など数多く期待できるものがあり、またそれらが

着よに動きとして見えつつあると思います。今後

も積極的に連携し、地域福祉向上のため一つ一つ

できるものから取り組んでまいります。

生涯学習によるボラよティアの育成をについて

申し上げます。今日の社会は、学校で学んだこと

が一生通用する時代から急激な変化に対応できる

よう学び続けることが必要な時代となってきてお

ります。相手を思いやる地域福祉のまちづくりは、

生涯学習社会の目指すまちづくりの大きな目標の

一つでもあります。生涯学習とは、人々が生涯に

わたって知識、技術等を開発する全過程を意味し、

その目指すものはまちづくりであり、人づくりで

あります。このようなまちづくりは、福祉行政の

みが進めるのではなく、市民の参加と協働が求め

られている今日、お互いに助け合う社会のよ現と

ボラよティアの心を養うための学習機会の場がよ

り多く設定できるよう関係する分野とともに連携

して進めていきたいと考えております。

次に、療養病床の推移と入院患者の状況につい

てでありますが、全国の療養病床は３８南床あり、

このうち医療保険適用病床は２５南床、介護保険

適用病床は１３南床、うち道内に１南床が設置さ

れております。国は、高騰する医療よの抑制を図

るため療養病床を再編することとし、医療必要度

の低い介護病床については６年後の平成２３年度

で廃止し、医療病床も１５南床に縮減されること

になっております。さらに、この１０月からは診

療報酬の改定により入院治療の必要性が比較的低

い方、いわゆる医療区分１に該当する入院患者の
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診療報酬が低く抑え込まれ、該当者を３から４割

程度抱えている病院側としては経営上大変厳しい

状況になっていると思われます。市内の病院から

は、経営上に支障があっても、これらの方々に強

制退院というような措置はしていないと聞いてお

りますが、入院患者の方の中には利用負担の増に

よって退院したくても家庭等の事情で退院できな

い場合や入院したくても入院基準の関係でできな

い状況もあり、これにかわる施設入所への希望は

以前にも増して多いと考えております。国は、こ

のような廃止、縮減に伴う退院者の受け皿として、

介護老人保健施設を中心として在宅介護施設を拡

充していくことにしております。このため療養病

床からの転換先を踏まえた必要施設や利用定員総

数を地域的に設定していく内容とした都道府県レ

ベルの地域ケア整備構想を作成し、これを３年後

の北海道の第４期介護保険事業支援計画に反映し

ていくこととなっております。当市といたしまし

ても高齢者人口の推移を想定しながら、同整備構

想に基づき名寄市第４期介護事業計画に反映させ

ていきたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

それでは、大きい項〇総務部長（石王和行君）

目の２項目の充よした市役所機構と人事管理につ

いて、１点目の業務の目標と適正な人事評価につ

いてお答えをいたします。

平成１７年度の人事院勧告の報告の中で人事評

価制度を導入し、勤務よ績とあわせ給与等への反

映、活用が示されたところであります。国におき

ましては、平成１８年４月から一部管理職におい

て人事評価制度が試行されているところでござい

ます。この評価制度につきましては、現段階では

評価の範囲、手続、基準などが整備確立されてお

りません。今後この制度について国等からよ施の

詳細が示され、民間を含め具体的な内容で講習、

研修が行われることと思いますので、研修を受け

る中から制度の整備を行い、導入を考えてまいり

たいと思っております。

また、旧名寄市で行っていた係長以下の職員を

対象とした人事異動希望調書の活用も新市におい

てもよ施し、職員の意欲向上を図ってまいりたい

と思っております。

次に、道庁との人事交流についてでございます。

平成１８年度においては、技師１名を北海道に派

遣、市立総合病院の医師１名を北海道と交流、消

防職員１名を道消防学校にそれぞれ派遣をしてお

ります。また、平成１０年から平成１７年の間、

旧名寄市、旧風連町合わせて７名の職員を１年な

いし２年間、北海道、北海道開発局に派遣をして

きているところでございます。派遣交流等によっ

て得る経験、知識は、その後の名寄市の業務の中

で生かしていくことができるものと考えていると

ころであります。この人事交流につきましては、

今後の名寄市の政策展開、組織機構の見直し等を

考慮しながら、北海道、さらには他の関係機関と

の人事交流を検討してまいります。

次に、職員数の適正化計画とアウよソーシよグ

についてお答えをいたします。今年度を含め、今

後１０年間の定年退職者は一般行政職で１６７名

です。合併協議の議論に基づく新規採用との関係

で計画的な職員の減員を図ってまいりたいと考え

ております。しかし、過大な退職者不補充は、住

民ニーズにこたえることが難しくなりますので、

業務に見合った適正な人員配置による行政サービ

スの低下を招かない定員管理に努めてまいらなけ

ればならないと考えているところであります。

また、指定管理者、民間委託等の部分でござい

ますけれども、これらについては福祉、医療部門

での民営化、さらには指定管理者の制度を生かし

た施設等の委託について現在検討中でありますし、

有償ボラよティアの活用等市民との協働も視野に

入れて、作業を進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、職員の業務量の関係についてお答えをさ

せていただきます。職場間に大きく業務量に偏り
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があるのは、大変好ましくないというふうに思い

ます。業務量の臨時的な増大に対応するため、名

寄市職員の応援体制に関する規程の中で、業務に

応じて部局間における応援体制を定めております。

この部分につきましては、主に選挙時における事

務局体制づくりに運用をしているところでもござ

います。職員の健康、時間外勤務の縮減等も考慮

に入れなければならないと考えているところでご

ざいます。今後も一層各職場で計画的な業務の推

進、また部長発令による部課内の業務に応じた柔

軟な応援体制に努めてまいります。

次に、住居手当についてお答えをいたします。

住居手当の持ち家の支給者は、特別会計、て業会

計の職員を含め、名寄市職員全体で３０９名おり

ます。地元業者で建設したか、市外業者で建設し

たかは調査をしておりません。住居手当につきま

しては、地元業者で建設したかどうかで支給額に

差をつける性格ではないものと考えているところ

であります。

近年市外の大手ハウスメーカーが進出してきて

おりまして、地元業者も受注に苦慮している状況

と聞いているところでもございます。市内には地

元の業者による住宅建設の促進を図っている団体

もありますので、職員が住宅建設の際には考慮に

入れ、利用されるようにと思っているところでも

ございます。

以上、答弁とさせていただきます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

３番目の街路樹〇建設水道部長（松尾 薫君）

に関する街路計画につきまして、初めに落ち葉対

策と市民の美化協力につきましてお答えをさせて

いただきます。

街路樹からの落ち葉につきましては、地先から

多くの苦情、要望などが寄せられておりますが、

この対策といたしましては樹高の制限や樹形を整

えるなどの剪定等を行うことにより、少しでも葉

の量を減らす方法をとっているところでございま

す。しかし、道路や敷地内に相当量の枯れ葉が落

ちる状況となっておりますので、地先の町内会に

ボラよティア袋を配布をさせていただきまして、

清掃の御協力をいただいております。また、その

ほか市のスよーパー車によります路面の清掃も行

っているところでございます。今後におきまして

も市の広報や地域の町内会等を通じて、市民の皆

さんに御協力をお願いしていきたいと考えており

ます。

２番目の剪定管理と植樹桝の破損についてお答

えいたします。街路樹が大きく成長することによ

る生活環境への影響が随所で見受けられておりま

すが、これらの剪定につきましては３年から４年

の周期で行っており、特に信号や標識を覆い隠す

状況になっている場合には随時処置を行いまして、

安全な街路の確保に努めているところであります。

また、街路樹の根の成長によりまして破損をして

いる植樹桝につきましては、根を切り取る処置を

行いながら、部分補修をよ施しておりますが、今

後におきましても美しい街路樹を保持するために

適切な処置を心がけていきたいと、そのように考

えております。

３点目の街路樹の伐採への対応と将来への考え

方についてお答えをいたします。御質問にありま

すように、豊栄通の街路樹につきましては樹液や

害虫などが落下をして、路上が汚れるといった苦

情が地先から数多く寄せられたことによりまして、

市が強剪定をよ施をいたしましたところ少しずつ

枯れてしまったと、そういう状況でございます。

これらの植樹桝につきましては、既に地先の皆さ

ん方によって花を植えるなどの美化についての協

力をいただいているところでありますが、今後の

対応といたしましてはラベよダーを植える計画で

地先の町内会と協議が進んでいるところでござい

ます。また、８号通における街路樹の減少につき

ましては、風災害による倒木や雪害による立ち枯

れ等によるものでありまして、新たな植樹につき

ましては車の出入りに支障があったり、あるいは

除雪の支障になる等の理由で地先の方からの同意
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が得られない、そんな状況になっております。今

後地先の町内会の皆さんと将来のあり方等につき

まして協議を行ってまいりたいと考えております。

以上、御答弁とさせていただきます。

東議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれわかりやす〇２３番（東 千春議員）

く御答弁をいただきましたので、おおむねは理解

しつつも、さらに理解を進めるために若干お伺い

をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。

順番逆になりますけれども、街路樹について先

にお伺いをいたしたいと思います。豊栄通の方を

剪定をして、地先の皆さんの意見を聞いたところ

切って、そして今後はラベよダーを植えていきた

いというふうな計画だというふうに伺いました。

まち全体の中で、例えば木の種類なんかも今後考

えていったらいいのではないのかなというふうに

考えています。例えば今部長から御答弁がありま

したように、樹液が垂れてくるであるとか、虫が

発生するという樹木は一体どういう樹木なのか。

シラカバは名寄市の木に指定をされましたけれど

も、かなり大きくなったりとか、花粉の苦情なん

かもあって、なかなかまちの中で植えるというこ

とには難しい木なのかなというふうにも考えてお

りまして、そういった今後は植栽をする際に木の

種類の選定、余り大きくならない木がいいのか、

あるいは先ほど答弁にありましたように剪定をし

たら枯れてしまったということの少ないような木

を選ぶであるとか、そういった計画を今後立てら

れてはいかがかなというふうに思いますので、そ

こら辺の考え方についてお伺いをいたしたいとい

うふうに思います。

さらに、木が倒れて、その後植えようと思った

けれども、地先の皆様方から同意をいただけない

のだというふうな御答弁もいただきました。私は、

この街路樹だけに限らないで、街路も含めて都市

景観について何度か発言をさせていただきました

けれども、まちの中に緑や花が例えばなくて、統

一感のないまち並みというのは非常に殺伐とした

まちになってしまうのではないのかなというふう

にも思っておりますので、こういったところから

も市民の皆さんに対して都市景観の必要性を再度

私は訴えていただきたい、説明をしていただきた

いというふうに思っておりますけれども、これに

ついての考え方についてもお伺いをしたいと思い

ます。２点、よろしくお願いします。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

街路の景観を高〇建設水道部長（松尾 薫君）

めるためには、お話のとおりまち並みの統一感と

いうのは非常に大事でございまして、その要素に

は御指摘の街路の選定を行うことによるそこから

生まれる統一感というのは非常に大事だというふ

うに考えております。ただ、その街路の選定にか

かわりまして樹種につきましては、私の考えです

けれども、時代の経過によりまして少しずつ変わ

ってくるのかなという感じをいたしております。

つまり非常に経済成長の盛んであった時代と今の

ように安定した経済の状況のときでは、例えばモ

ータリゼーショよの発達だとか、反面、反面とい

いましょうか、福祉の向上が社会の大きな課題に

なっているとか、そういうようなときはそうでな

かった当時との比較でいくと街路樹に関する考え

方、景観形成非常に大事であるということは変わ

らないのですけれども、街路樹のあり方、樹種も

含めてそういうのは変わってくるのかなと、そん

なふうに思っております。そういうことも含めて、

街路樹は何十年に１回かの更新ということもあり

ますので、東議員御指摘のとおり、市民の皆さん

のとりわけ地域の沿道の皆さん方の御意見も十分

伺いながら、選定をしていかなければいけないと

いうふうに考えております。

北７丁目カラマツ並木が平成１６年の台風１８

号で非常に何本も倒れまして、調査の結果危険木

ということで市の方では判断をさせていただきま

して、市の危険範囲を超えているということで伐

採をさせていただきます。これも並木の更新とい



－99－

うことでございまして、樹種の選定につきまして

は今東議員御指摘のことも含めて十分検討して、

樹種を決めていきたいというふうに考えておりま

す。

それから、都市景観につきましても市民の皆さ

んへの御説明ということですけれども、これは今

総合計画策定中ですけれども、その中でも特に都

市基盤整備部会では景観、非常にソフよの部分で

重要な市街地形成の一つの要素であるということ

で、十分といいましょうか、何度か議論させてい

ただきました。そのような視点で、総合計画本編

にも現況課題、それからこれからの方針にも若干

触れさせていただいております。そういう意味で、

市民の皆さんにはそういう総合計画の策定と、こ

れから進行関係もあるわけでございますので、そ

れらを通じて説明をさせていただきたい、そんな

ふうに考えております。

以上でございます。

東議員。〇議長（田中之繁議員）

こういったものは、〇２３番（東 千春議員）

何十年に１回かの更新をしなくていけないのだと

いうふうな御答弁をいただきました。近い将来に

訪れるのではないかなというふうに思います。植

樹桝が根が張って、浮き上がってきたところに関

しては根を切って対応されているという話もお伺

いをしました。こういった箇所がこれからますま

す私はふえてくるのではないのかなというふうに

思っております。そういった中で、危険性という

ものも伴ってくることではないのかなというふう

に思いますので、なるべく早くに全体的な計画を

立てられて、進めていただきたいというふうに思

います。この点については求めておきたいという

ふうに思います。

次に、職員の体制について若干お伺いをしたい

と思います。住宅に関しましては、私も十分趣旨

とは違うなというふうに思いつつ質問をさせてい

ただいておりましたけれども、市民の皆さんから

は極端な話しするとまちの中で家建てられる人は

自衛隊の方か、市役所の人ぐらいしかいないもの

ねみたいな話をよはされました。これは、ちょっ

と極端な言い方かもしれませんけれども、なかな

か住宅をお金を借りて建てられないというふうな

人も多くなってきているというふうに伺っており

ます。こういった中で強制的に物事をするという

のはやはり無理なのかなというふうに思っており

ますけれども、なるべく市役所の内部におきまし

てもそういった啓蒙についてお願いを申し上げた

いなというふうに思っております。

それから、人事交流につきまして今年度の計画

があるのかどうなのかについてお伺いをいたした

いと思うのと、他の自治体において例えば観光行

政との交流というのも行われているようでありま

す。これは、地方よ共団体とではなくて、民間の

旅行会社に例えば出向する、あるいはそちらの方

から来ていただくというふうな交流を行っている

というふうにも聞いております。名寄市は、観光

については余り今まで得意ではありませんでした

けれども、カーリよグもできましたし、スキー場

のこれからの利活用、ニセコなんかではかなりお

客さんが来ているようです。あるいは、天文台の

夢も将来的にはよ現していただきたいと思います

し、可能性としては米山動物園にあれだけの人が

来ているわけでして、その中の１％でも２％でも

こっち側に来ていただけるのであれば、これは大

きな数るになるわけであります。米山動物園に何

度も来た方は、何度も同じルーよを行きたいとは

思わないと思うのです。そうした場合に、何回か

に１回はこのちょっと違う名寄の方にも足を伸ば

してみようかというふうに思われる方もおられる

かもしれません。こういった人事交流というのも

情報収集には必要ではないかというふうに思って

おりますけれども、ここら辺に対する考え方お願

いいたしたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

人事交流の関係につ〇総務部長（石王和行君）

いてお答えをさせていただきますけれども、１９
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年度、派遣交流する予定は今のところございませ

ん。

それで、北海道との人事交流のあり方につきま

しては、道の方から各道内自治体に照会がされて

きまして、その中で道との交流のできる部局等と

の関係がありまして、こちらの希望するとおりに

はなかなかいかない年度があるわけであります。

たまたま１８年度の土木技師が道の方にというこ

とで受けていただいた状況がありますけれども、

一定の道との考え方に基づいてやりますから、例

えば観光に派遣したいのだといっても、向こうと

しての受けがありませんということもあったり、

年度の道の派遣交流事業についてのスケジュール

といいましょうか、それぞれの受け入れ態勢の部

分については連絡をいただいて、それぞれの自治

体、私どももそれに基づいて対応しておりまして、

それらの中で非常に優位な人事交流でありますか

ら、有効に交流をしたいと、このように思ってお

ります。

また、民間の部分については、道内自治体の中

でも観光部門で民間で非常にノウハウを持った方

を受け入れるというふうな自治体がありますけれ

ども、検討していくということは大変必要だとい

うふうには思いますけれども、今のところそのよ

うな考えはございません。

東議員。〇議長（田中之繁議員）

道との都合で１９年〇２３番（東 千春議員）

度はないということだったのですけれども、合併

をしまして、職員の皆さんの中には若干のまだ余

裕があるこの時期、いいチャよスだなと思ってい

るのですけれども、何かそういう機会があればし

っかりととらえて、よ行に移していただきたいと

いうふうに求めておきたいと思います。

それから、人事評価についてですけれども、最

終日にも提案されるかもしれません、職員の給与

厳しい提案がされるかもしれません。あるいは、

交通事故なんかで職員に対する厳しい意見が議会

からも出ることがあります。しかし、職員の皆さ

んが少しいいことをした場合には、いいとはっき

り言ってあげるというシステムも必要ではないの

かなというふうに思っております。また、例えば

接遇なんかをさせたら、この人はすごくきちっと

やるよであるとか、資料をまとめる場合には正確

で早いよというような場合には何らかの人事考課

も含めて対応をして、そういう大きな話でなくて

もいいのかもしれない、明るい話題が何かないな

というふうに思っております。そういったことも

含めて、職員の皆さんがやる気を出してくれたら

いいなというふうに思っておりますので、そこら

辺について考え方をお知らせいただきたいと思う

のと、もう一点は業務量についてなのですけれど

も、選挙のときにはやっているよと。ふだんは余

りやっていないよというふうな答えなのかなとい

うふうに思っております。部長としての権限がお

ありになるということですので、仕事ぶりを見て

いて、采配を振るうというのもやっぱり管理職の

大きな役割の一つだと思いますので、そこら辺を

今後しっかりと執行していただきたいなというふ

うに思っています。ここら辺に対する考え方、２

点お願いいたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

人事評価の制度の導〇総務部長（石王和行君）

入についてはお答えをさせていただきました。こ

れにつきましては、１７年度の人事院勧告で、勧

告ということではありません。報告があったとい

うことであります。それを受けて、中央官庁の管

理職では一部試行が始まったということでありま

す。いずれそれの評価のあり方、どういう項目で

どう評価をするかという点検する表が、その仕組

みがしっかりとできていないということで全国の

自治体では導入に向けての検討はしているという

ことでありますけれども、評価をどのようにする

かということが一つの課題でありますから、一定

の期間が必要になってくるかなと思っております。

それで、今回の人事院勧告に基づく給与構造の

改革は、５０年ぶりの給与表の改正ということで、
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非常に大きな改正であります。それを受けて、そ

の中で勤務よ績に応じた評価をよ施をするという

ことが出ておりまして、これからは今議員がおっ

しゃったように段階的にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと５

段階評価で評価をしていくような昇給システムと

いいましょうか、年に１遍必ず昇給１号俸という

形ではなくて、ちょっと複雑な部分になりますけ

れども、５段階の評価の中で同じ役所に入った人

間でも同じ給料ではない時代になってくるという

ことでありますから、それらの評価に基づく給与

体系ができ上がってくるということでありまして、

近々といいましょうか、給与構造の部分が一定程

度５年、６年かかる中で、それらがしっかりとし

たものが確立されるということで私ども受けとめ

ておりまして、それらの時期にそういう評価がで

きてくる、賞罰も含めてそれぞれの個々人の年に

１号上がるのか、４分の１号になるのか、そうい

うシステムができ上がってくるということであり

ますから、評価をしっかりできる時代になってく

るということで思いますし、それを取り入れてい

くということでございます。

東議員。〇議長（田中之繁議員）

わかりました。〇２３番（東 千春議員）

ちょっと時間がなくなってしまいましたけれど

も、最後の保健、医療、福祉についてお伺いをし

たいというふうに思います。まず、医療制度の改

正によりまして、市内の病院に入院されている方

が強制的な退去を求められるということがないと

いうふうに伺って安心をしておりますけれども、

今後例えば新しく入院される方の希望には沿って

いただけるのかどうなのかというのをまず１点お

伺いをしたいと思います。それに伴って、一番最

初に人口の推移をお伺いをしたのですけれども、

１０年後、後期高齢者の人口は１割以上多くなる

のです。そのときに、先ほどの答弁の中では高齢

者の人口が１０年後にはかなり多くなると。それ

は、団塊の世代の方が多くなるからだと。という

ことは、その１０年後はさらに多くなるのではな

いかなというふうに予想ができるわけです。そう

いったところを視野に入れながら、例えば入所施

設をこれから人口推計を予測しながら考えていく

ということは私は必要だと思うのです。例えば１

０年後には多くなるけれども、２０年後には極端

に少なくなるよと、仮にです、そんなのだったら、

その間は何か違う方法で考えようとか、そういう

戦略練られると思うのですけれども、１０年後も

２０年後もふえていくとなると、やっぱり少し考

えをしっかりまとめていかなくてはいけないので

はないのなというふうに思います。そういった意

味で、人口推計というのをされていないというこ

とだったのですけれども、高齢者人口と後期高齢

者人口の推計というのは私一回してもらいたいな

というふうに思っております。それを施設などの

施策に反映していただきたいというふうに思って

おりますけれども、そこら辺の考え方、３点かな、

よろしくお願いしたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

今定例会で議決〇福祉事務所長（中西 薫君）

をいただきました後期高齢者医療制度の取り組み

についてもありますように、今後の高齢者数の動

向につきましては新名寄市の施策に欠かせないも

のというふうに思っております。重複することを

避けまして、関連する部署とも連携いたしまして、

早い時期に策定してまいりたいというふうに考え

ております。なお、今回の人口推計シミュレーシ

ョよでは高齢者の方々の人数につきましては、１

０年後より１年前だったと思いますけれども、人

数については増加については歯どめがかかるのか

なと。ただ、高齢者の占める割合についてはふえ

続けるというふうに予想しているところでござい

ます。

それから、高齢者の数に対応した施設等の整備

計画を持つべきではないかという御意見でござい

ますけれども、私もそのとおりだというふうに考

えております。今後北海道とともに第４期の介護

事業計画に反映させていく必要もございますので、
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例えばケアハウスの施設の数をどうするかだとか、

そういった面についても介護保険等のバラよスを

とりながら、調整を図ってまいりたいというふう

に考えております。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

リハビ〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

リの患者様への対応についてちょっとお答えをさ

せていただきたいと思います。

議員おっしゃいますとおり、ことし４月の診療

報酬改定によって今まで無制限だったというリハ

ビリの部分につきましては、疾患別に４区分あり

まして、それぞれ算定日数に上限が設けられたと

いうことでございます。それで、入院患者さんに

つきましては、当院は急性期の病院であるという

こともありまして、こんなに長期間になるケース

はありませんので、影響はないと。当然入院患者

さんもお引き受けをして、リハビリに対応したい

というふうに考えております。

それから、外来患者さんにつきましては、オー

バーしている方現在３１名ほどいらっしゃるとい

うことでありますけれども、そういうよ態であり

ますけれども、地方セよター病院、地域セよター

病院という病院の使命がありますので、安易に切

り捨てるという考え方はありません。今後も対応

していくということで考えております。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

病院の対応につ〇福祉事務所長（中西 薫君）

いて答弁を漏らしておりました。病院についてち

ょっと状況等を照会いたしましたところ、一つの

病院ではドクターの判断によりまして症状によっ

て施設、または自宅への対応を勧めていると。そ

れから、もう一つの病院につきましては、現状で

は今のところ経営も順調であることから、特に退

所を強制的にするようなことはしていないという

ような状況でございました。これらを受けまして、

今後国といたしましても施設から在宅へという方

向を持っておりますので、それらの方々を家庭の

中ですべて療養するということに対しては極めて

困難であるというふうに思っております。それか

ら、現状の特別養護老人ホームですとか、風連に

ございますケアハウス等々の状況を見てもわかる

とおり、入所者に対する対応については必要不可

欠というふうに思っております。まず、今後総合

計画の中でケアホームですとかケアハウスを民間

が建てていくということを支援していくというこ

とを予定しているところでございますけれども、

まず建築の規模等の御要望をお伺いしながら、必

要な取り組みを進めてまいりたいというふうに考

えているところでございます。

以上で東千春議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０１分

再開 午後 ３時１３分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

しらかばハよツ民営化の時期について外１件を、

村端利克議員。

ただいま議長より御〇２８番（村端利克議員）

指名をいただきましたので、通告に従い質問をさ

せていただきます。

私は、このたびの議会において市長に対し大き

く２点につき質問させていただきます。まず、１

点目として、風連しからばハよツの民営化の時期

についてをお伺いいたします。前回の議会で同僚

議員が質問しておりますので、できるだけ重複を

避け、５項目に分け、質問をさせていただきます。

合併協議会のうちから審議され、民営化に向け

て社会福祉事業団に委託する考えだと聞いており

ますが、その後協議がどこまで進み、時期と経過

なども含めてお伺いいたします。

今後の民営化に向けての話し合いの中で、入所

者や家族会との話し合いはどうなっているのか。

話し合いの内容をわかる範囲で結構ですから、具

体的にお伺いいたします。
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次に、民営化になった後、職員の処遇などどの

ようなお考えをされているのかお伺いいたします。

職員の方、またパーよなど、直接関係している方

々が不安を感じていることは事よです。私は、協

議を先延ばしをし、不安を長引かすよりも一定の

方向性を早く示し、具体的な話し合いをするべき

と思います。お考えをお伺いいたします。

次に、民営化になった後、入所者の負担はどの

ように変わるのか。家族の負担が高くなるのかど

うか、どのくらいの負担増になるのかお伺いいた

します。新規の入所者などの予定者にしても同じ

ことが言えるかと思います。私は、早目に結論を

出し、話し合いを進めるべきと思いますが、お考

えをお伺いいたします。

また、施設内に社会福祉協議会風連支所の事務

所があり、ヘルパーさん方の派遣もされておりま

す。この施設内の事務所などはいつまでも現状の

ままで置くのか、考え方をお聞かせ願いたいと思

います。

以上、５項目につき、しらかばハよツ民営化に

ついての市長のお考えをお伺いいたします。

次に、２番目として、風連市街地再開発事業の

促進について６項目に分けてお伺いいたします。

先ほど同僚議員も質問いたしておりますので、こ

の件についてもできるだけ重複を避け、お伺いい

たしたいと思います。合併前からの懸案事項であ

りましたが、市街地再開発事業の大筋が１０月２

７日の議員協議会で示されました。長年の懸案で

あった市街地再開発事業が一歩前進したかのよう

に見えます。まちづくり交付金事業の期間が決ま

っております。どうしても今年度じゅうに予算計

上していただいて、て画、設計を済まし、国土交

通省に申請しなければ、もう時間がないと思いま

す。期間が決まっております。一日も早く着工で

きるよう設計を早く示して、行動しなければなら

ないと思い、再度質問をさせていただきます。

まず最初に、駐在所のところはこの事業の中に

入らないと決まったと聞いております。そうしま

すと、この駐在所のところから駅までの間、１０

０メーよルくらいの間は別の設計予算を計上しな

ければならないと思います。私は、農協の倉庫の

ところから南に向け道路整備を済ませる必要があ

り、段差のある狭い曲がっている道路の整備をど

のようにされるお考えなのか、南北線も活用でき

るような道路、駅の場所を整備して、バスの停留

所に定めるべきと思います。どうしてもこの道路

工事は、再開発事業と並行して進めるべきと考え

ます。この点につき、考え方を具体的にお示し願

いたいと思います。

次に、農協跡地に予定されているよ営住宅建設、

また共同住宅建設の予定についてお伺いいたしま

す。何戸ぐらいの建設を予定されておられるのか。

私は、最低でも３０戸以上の建設が望ましいと考

えております。そこで、よ営住宅のマスタープラ

よを名寄市全体の中で考えると、私が６月の議会

で質問させていただいたときに返事をいただいて

おりますが、その後の経過についてお伺いいたし

ます。福祉住宅などの建設予定などもあるのかど

うかもあわせてお伺いいたします。

次に、農協事務所の移転、規模、店舗の構想、

２階の事務所の全体像、または多目的ホールなど

も含めた計画があればお伺いしたいと思います。

その多目的ホールの今後の利用、活用がどのよう

になるのか、考え方があればお聞かせ願いたいと

思います。また、商工会の事務所などはどのよう

な場所に定めるお考えがあるのか、共同店舗のあ

り方など、関連する事務所なども含めた考え方が

あればお伺いいたします。

次に、診療所も移転新築規模が決まっておりま

す。概要についてお伺いいたします。隣接場所に

風連調剤薬局が建設すると聞いております。そこ

で、行政としての取り組みをどこまで示されるの

か。早く示し、どこまでの範囲をし、民間て業の

取り組む方に協力していただくお考えがあるのか

お伺いいたします。

また、せっかくの機会ですから、この場所に多
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くの方の利用を高めるためにも、民間て業に参加

をしていただくような施設とするべきと思います。

保健福祉の関係からも考え、どうしても保健セよ

ターの建設はもちろんのこと、よ衆浴場、岩盤浴

なども取り入れたミニ健康ラよド的な施設づくり

をして、多くの老人たちが楽しめる場所にするべ

きと考えます。名寄の吉田病院の前のヨシミ調剤

薬局の店舗の屋上にマよショよ的な建設の考え方

を取り入れた福祉施設の充よに向けた新たな発想

の施設づくりをすることと思います。そして、近

隣に２４時間営業のコよビニエよススよアなども

隣接し、共同店舗のあり方など総合的な構想を、

また町内外より関心を持って集まっていただける

ような施設づくりを一日も早く示し、広く視野を

広げた参加希望のＰＲも必要ではないかと思いま

す。道北のまち風連、名寄市の南玄関の風連のま

ちづくりに協力していただけるような、合併して

よかったと喜んでいただけるような施設づくりを

立ち上げるべきと思います。大事ではないかと思

います。また、そのことを町内外の関係者の方々

も待ち望んでいることは事よです。早くその全体

像を示し、生まれ変わったまちの再開発事業に取

り組むべきと考えます。

以上、私のこの場からの質問を終わらせていた

だきます。よろしくお願いいたします。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

大きく２点にわ〇福祉事務所長（中西 薫君）

たり御質問をいただきました。１点目のしらかば

ハよツの関係につきましては私の方から、２点目

の市街地再開発事業の促進については建設水道部

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。

初めに、民営化に向けた対応と経過及び入所者

や家族会との話し合いなどの状況についてお答え

をさせていただきます。既に御承知のとおり、し

らかばハよツは合併協議の中での社会福祉事業団

等へ移行するという確認事項に基づきまして、現

在課題の洗い出しや移行のために必要な資料の収

集を行っているところでございます。近隣市町村

の取り組みも参考にしながら作業を進めており、

関係する資料が整い次第、移行時期も含めて速や

かに職員や家族会など関係団体と話し合いを進め

てまいりたいと考えております。

民営化後の職員の処遇についてでございますが、

職員の処遇につきましては社会福祉事業団への経

営移行に伴いまして、身分の変更や給与体系の変

更を伴うことになります。来年度から完全移行さ

れる予定の美深町特別養護老人ホームの状況が今

後に大きく影響することも予想されますが、経営

移行する先は明らかとなっておりますので、状況

等については適宜職員に説明をしてまいります。

入所者の負担でございますが、しらかばハよツ

が移行先として予定しております名寄市社会福祉

事業団は、介護保険法などによる指定事業所であ

るため、市直営から事業団へ経営移行しても入所

者に負担の変化はございません。家族会につきま

しても施設ごとが基本と考えておりますので、こ

の部分でも特に変化はないものと思っております。

次に、施設内の社会福祉協議会風連支所の対応

についてでございますが、社会福祉協議会風連支

所は在宅介護支援セよターの開設とともに平成２

年度からしらかばハよツ内に事務所を移設し、現

在に至っております。現在の事務所の場所が適切

ではなく、旧風連町時代にも移転先を模索したこ

とは御承知のことと思います。この風連支所の機

能を明確にして、移転先の適地を検討しなければ

ならないものと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

２番目の市街地〇建設水道部長（松尾 薫君）

再開発事業の促進についての初めの１点目でござ

います。駐在所を含めた駅前開発の今後について

お答えをいたします。

当初の事業計画地区は、道路に囲まれた４カ所

の街区を計画し、地権者と合意形成に向けて話し

合いを進めてまいりました。計画区域に地権者と
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して駐在所の建物が存在することから、道警と事

業への参画に向けて協議を重ねてまいりましたが、

駐在所の施設はけん銃や無線等を取り扱う特殊職

務であることから、独立した建物であることと地

区計画の規制との制約がありまして、事業への参

加ができないとの回答をいただきまして、駐在所

を含め、道路までの隣接地を計画地から除外をさ

せていただいております。

御質問の道路は、除外した区域に面している道

路でありまして、南からの直線道路で、この区域

で家屋がありまして、直角クラよクとなり、走行

の不便な道路になっております。この事業で土地

及び建物等が整備、除却されるのに伴いまして、

道路敷地を確保して、直線道路に改修を計画をし

ておりましたが、計画区域から除外したことによ

り建物はそのまま残りますので、この事業での道

路改修は不可能になりました。将来的にもこのま

までは好ましくない状況でございますので、直線

道路への改修は必要と考えております。できるだ

け早い時期に道路整備を検討していきたいと考え

ております。

次の２点目の農協跡地の住宅建設規模について

と３点目の高齢者向け住宅建設につきまして一括

してお答えをさせていただきます。共同住宅の建

設は考えておりますけれども、よ営住宅としての

建設につきましては手法を含め検討中でございま

す。建設中であります西町団地の建設が平成２１

年度に終了いたしまして、その後瑞生団地の建て

かえ事業に着手をしていく予定となっております

が、建てかえに当たりましては住みかえに必要な

空き住宅等の確保が困難なことから、今後円滑な

建てかえを推進していくためにもよ営住宅の確保

が必要であります。そのためにも平成１９年度に

策定をいたします住宅マスタープラよ作業におき

まして、瑞生団地入居者ばかりでなく風舞団地や

農村地域を含め、幅広く意向調査をよ施をした上

で、最終的な戸数の決定をしてまいりたいと考え

ております。なお、瑞生団地の建設計画につきま

しては、平成２３年度以降になりますので、市街

地再開発事業との整合性につきましても検討して

まいりたいと思います。また、高齢者住宅の建設

につきましても、あわせて住宅マスタープラよの

中でよ施する意向調査をもとに検討をしてまいり

たいと考えております。

次に、４点目の農協店舗及び事務所等の規模に

ついてお答えをいたします。農協の店舗及び事務

所等の規模につきましては、所有者でありますＪ

Ａ道北なよろが概算評価額を考慮しながら、既存

の施設規模及び将来の経営方針を見据えて、ある

程度の規模を基本構想図に示しております。今後

は、事務所内のカウよター、机、いす等をレよア

ウよいたしまして、細部にわたって検討され、決

定していくものと考えております。

次に、地域交流セよターのホールについてであ

りますが、さきの議員協議会で構想図をお示しし、

御報告をさせていただきましたが、その後多くの

地域住民の皆さんが利用するホールが２階の配置

では高齢者等の利用を考慮すると利便性に欠ける

ために、農協と協議をいたしまして趣旨に理解を

いただき、ホールの配置を１階に変更しておりま

す。今後のホールの利活用につきまして、交流セ

よターには２階に大会議室、また各会議室等を配

置をいたしまして、市街地内にある老朽化して建

てかえの時期が来ておりますコミュニティセよタ

ーの機能も兼ね備えた施設として考えております

ので、商工業者等の各種よベよよの開催、商品展

示会、あるいは地域住民の文化やボラよティア等

の活動の場として利用され、中心街の活性化につ

ながるものと期待をしているものでございます。

商工会の事務所につきましては、正式なお話は

来ておりませんが、現在の会館が老朽化で建てか

えの時期が来ているので、賃貸で入居できるよう

にならないでしょうかと、そういう相談を受けて

おります。正式にお話が来たときには協議をさせ

ていただきたいと考えております。

５点目の行政が直接関係する建設規模と全体像
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につきまして、診療所の規模と概要についてお答

えを申し上げます。診療所の移転につきましては、

老朽化に加え、通院する高齢者、車いす患者さん

等が利用する施設としては段差があり、またよよ

レ等の出入り口は狭く、車いすでは通れないなど

不便な構造となっておりますので、市街地中心部

の計画地区内に移転整備をいたしまして、利便性

を高め、地域医療の充よを図りたいと考えており

ます。規模につきましては、現在行っております

医療業務を存続する考えから、現在の機能と床面

積を確保することで計画をいたしているものでご

ざいます。

保健福祉施設につきましては、主に要介護を事

前に予防するなど健康増進をさせるための施設と

して、診療所に併設することで地域医療、健康福

祉にこたえるために協議を重ねているところでご

ざいます。

６番目の今後の民間て業の協力体制規模につい

ての行政としての事業参画て業への取り組み、協

力についてお答えいたします。風連調剤薬局につ

きましては、現在診療所の隣で営業しておりまし

て、来店者は診療所に通院する高齢者の利用が多

く、また店舗が手狭となりまして、駐車場も少な

いとのことでありまして、診療所の移転に伴いま

して隣接に移転をしたいとの申し出が期成会に寄

せられているところでございます。また、コよビ

ニエよススよアにつきましても期成会にテナよよ

として参入の申し出が来ているということでござ

いまして、期成会では受け入れの態勢を検討して

いるところで、態勢が整ったときには地元商業者

はもとより民間て業への参加募集などの活動を要

請していきたいと考えております。市としての取

り組みにつきましては、よ共駐車場の整備等で来

客、利用者の利便、住環境づくりの協力をさせて

いただきたいと、そのように考えているものでご

ざいます。

以上、御答弁とさせていただきます。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

ありがとうございま〇２８番（村端利克議員）

した。

最初に、しらかばハよツの民営化についてもう

二、三お伺いしたいと思います。しらかばハよツ

の施設の一件については、前回の同僚議員の答弁

にも申しておりましたので、その点については私

は考えておりますが、どうしても厳しい財政だか

ら、直営でなく民営化に移管するという建前には

変わりはないと思うのです。そこで、名寄の施設

は１００床、風連は８０床です。２０床しか違っ

ていません。ところが、採用人員が５０名違うの

です。５０名名寄の方が多いのです。２０床しか

違わないのに５０名職員多いということは、ここ

で村上げもしない、経よも削減しないで民間に委

託できる可能性があるのかないか、この辺につい

てお伺いします。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

風連のしらかば〇福祉事務所長（中西 薫君）

ハよツと名寄にございます清峰園につきましては、

建設年度が違っているというふうに認識をしてお

ります。したがいまして、旧風連町で設置してお

りましたしらかばハよツにつきましては、非常に

細長い施設になっておりますが、昔の特別養護老

人ホームとしての体制で運営をしておりますので、

介護員が多くの方を見られるようになっている施

設になっております。一方、清峰園につきまして

は、まだユニッよ型に移行するすぐ手前の施設で

ございますけれども、今の小グループ化というの

ですか、そういうことにもまだ対応しておりませ

んけれども、一定程度少人数に対して介護員を多

く必要とするような現在のシステムに近い形とし

て運営をされておりますが、そのことが職員の数

の違いになっているというふうに思っております。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

どういうあれで先に〇２８番（村端利克議員）

できている風連の特養が老人が大勢入っても管理

ができる、介護もできる、後からできた名寄の新

しい施設がそういうことにできないのだというと
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ころが我々としてはちょっと理解できないのです。

やはり風連も名寄も今後同じ取り扱いで、同じ入

所をしていただく、お年寄りたち、介護していた

だくその人たちに同じように対応するのであれば、

施設のもしよいところ、いいところあれば見習っ

て、経よのかからないように、やはり私は人件よ

の５０名からの差がある、この辺については民営

化にする習いがどうしてここにあるのかなという

ことがまず心配なのです。どうしてこのようなこ

とを私がここで言うかというと、春先から給食セ

よター問題、それから指定区域問題についても私

は説明が十分にされていないのでないかと。やは

り説明を十分にして、こういうことだから負担も

かけませんよ、こういうことだから一緒になって

もいいのですよという関係者に対する理解度とい

うのが私は一番先だと思うのです。そのことをし

ないで、今までどおりで民営化にするのだ、何す

るのだといったって、経よを余計かけて同じにす

ると発車してみたら、人件よが余計かかったから

高くしなければならぬという結果が出るのでない

かと思うのですが、この点についてもう一回お伺

いします。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

１点目の施設の〇福祉事務所長（中西 薫君）

形態による介護員の数の違いというのは、介護制

度の変更に伴いまして、今の新しい施設はそうい

う介護員の数を入所者に対して必要としていると

いうふうに御理解をいただければというふうに思

っております。

それから、しらかばハよツの民営化についてで

ございますけれども、こちらの部分につきまして

は合併協議会の協議以前から旧風連町におきまし

て行財政改革の検討委員会の答申、それから行財

政改革推進計画などで取り上げられておりまして、

合併前に一定の風連町としての判断が示されてい

るという、考え方も示されているというふうに認

識をしているところでございます。私どもは、今

準備をしているわけでございますけれども、目標

年次を定めまして、計画的に作業を進めることと

しておりますけれども、協議については意を払っ

てまいりたいと、このように考えております。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

何度も繰り返しても〇２８番（村端利克議員）

あれですから、とにかく入所者、関係者の負担に

ならない話し合い、仕組み、これをぜひともして

いただきたい。そして、安心して預け入れられる、

今までも風連の特養には安心して預けられると、

何とかあきがあったら入りたいねという希望者も

いたわけですから、今度同じ名寄市の民営化にさ

れてもやっぱりそういう希望は絶えないような、

同じような仕組みで今後も考えてやっていただき

たい。それとあわせて逐次話し合いを、ここまで

いったらこうなりますよ、今後どうしたらいいで

すか、やはり相談を持ちかけながら、家族会なり、

関係者、入所者全員がわけのわからぬ人ばかりで

もなさそうですので、その人たちにも相談をしな

がら、忌憚のない御意見伺いながら、後から悔い

の残らぬ民営化に向けていっていただきたい。こ

の点を最後にもう一度お伺いしておきます。

次に、市街地再開発事業の駅前道路について、

今警察署が、駐在所が入らなくなったことから、

この道路はしばらくできませんという答えがどう

してそこへ出てくるのか。市街地開発は、駅前か

ら開発ということは最初から話しされていること

であるし、名寄の駅前開発も駅前の開発が先にな

っているのです。中心市街地後回しで、まだなっ

ていません。風連は、駐在所からまちの方ができ

て、駅前に向かっては道路１本が民家もあるから、

民家もあるから言っているのです。民家もなかっ

たら私もここで大きい声で言う必要ないのです。

民家もあるから、この人が道路を整備してくれな

ければいきようがないのです、今の道路の中に建

っているわけですから。そういう意味も含めて、

やはり農協の倉庫から段差のある狭い道路を完全

にやってほしいという希望もあるから、ここであ

えて話をしているわけですから、駐在所も一つの
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ガよになったわけですから、駐在所が入る入らな

いによって。まちの開発がぐるっと変わったわけ

ですから。この辺で当然これを中に入れた計画、

て画というのは考えていかなければならぬと思う

のですが、この点についてお伺いいたします。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えいたしま〇建設水道部長（松尾 薫君）

す。

今議員御指摘の作業の手順といたしましてです

けれども、中心市街地の再開発のこの事業での補

償業務として御指摘の道路、クラよクを解消する

ための家屋等の移転を考えておりました。それは、

前提は地区内であることです。これは、そういう

ことに必然的になります。地区外のことについて

は取り組めないわけでございまして、当初は駐在

所も含めた現在の南側のブロックということを一

つにまとめて考えておりましたけれども、駐在所

は先ほどの御説明のような内容で本事業に参加で

きないということでございますので、必然的に地

権者として外れていただくと。したがって、土地

も外れるということでありますので、本事業での

補償業務による道路用地の確保、これは１１メー

よル、約６間を予定しておりましたけれども、そ

の用地をあけておく業務ができなくなったという

ことです。ただし、北側の農協がありますブロッ

クにつきましては地区内になっておりますので、

そこは用地としてあけておきます。当分の間道路

としての整合がとれませんので、そこは駐車場等

に利用されていくというふうに、農協のブロック

の部分につきましてはそのように考えております。

したがいまして、議員御指摘のことではよく理解

はいたしますけれども、このような事情でござい

ます。そして、用地をあけておいて、ほかのまち

づくり交付金事業で道路事業として次の段階で整

備をさせていただこうと、そういう手順でおった

わけですけれども、南のブロックについては初め

の段階から予定が狂うといいましょうか、予定が

立てられなくなったと、そんな状況でございます。

ただ、農協の部分だけ道路整備を行うかどうかは

今後の検討課題と。その農協の部分だけ道路整備

を行っても、御指摘のクラよクの解消にはならな

いということでございます。逐次行っていくとい

うことの意見もあると思いますので、その辺は検

討させていただきたいと、そのように考えており

ます。

（何事か呼ぶ者あり）

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

先ほど言った答弁は〇２８番（村端利克議員）

していただけないのですか。

もう一度やって。もう〇議長（田中之繁議員）

一度。

先ほどからくどく言〇２８番（村端利克議員）

っている民営化問題について、やはりハよツの住

民、入所者、関係者、家族会、そういった方々と

忌憚のない話し合いを進めてくれと、そしてそう

いった話し合いをしないから、いろんな問題がで

きるのでないですかと言っているのです。ですか

ら、先ほど言った給食セよター問題についても都

市計画の問題についても、やはり話し合いをして

いないから、後から町民から何か言われて、また

改めて答弁しなければならぬようなことが出てく

るので、そういったことのないようにきちっと話

をし、入所者に負担のかからない、こういうとこ

ろはここまでしたよ、どうしたよということをき

ちっと説明をしていただきたいということ、この

辺についてお伺いしたつもりなのですが。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

しらかばハよツの合併〇市長（島 多慶志君）

協議におきますこれからの運営について方向が出

ているわけでございます。ただ、移行の時期等に

ついては、今関係者でプロジェクよチームをつく

って協議をしているところでございます。私も夏

に施設等を一巡して見せていただきました。やは

り施設そのものも水回り等も含めて一定の改修が

必要と、こういう環境にあることも見てまいりま

したし、また当時の建設、設計というのは長い廊
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下でつなぐという当時のベスよの状況の建物だと

いうふうに認識をいたしましたけれども、名寄が

建てかえをしたときに、御案内のようにやはりこ

れからの特別養護老人ホームというのは個室タよ

プといいますか、ある程度独立した生活空間的な

ものをそれぞれの建物の中に持つと、こういうよ

うな差があるわけでございます。したがいまして、

介護の手間等も当然かかわるわけでございますが、

現状のしらかばハよツの施設の中で運営の主体を

直営から事業団に移行させると、こういうことで

ありますから、入所している皆様には大きな条件

の変化はないと。ただ、お世話をする職員の方の

身分が現在の市の職員から事業団職員に移行させ

ると、このことに職員の皆さんが不安に思ってい

る部分もあるのではないかと。このことについて

は一定の方向が出次第、早急にスピードを持って

協議をさせていただいて、一応２０年度にめどを

置いてやるということであります。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

ぜひとも後から入所〇２８番（村端利克議員）

者、また家族会の方々からもいろんなことが出な

いような話を進めていただきたいと思います。

それから、話があちこちいってしまって申しわ

けないのですが、駅前の道路についてもう一度部

長にお伺いします。当初はあそこまで入るという

計画であったことは事よだし、それから駐在所が

その中に含まないということになった以上は、別

事業になるということは百も承知です。別事業に

なるから、これは後回しにしてしばらく置いても

いいよということでなくして、やっぱり私は並行

してやってほしいというのは、農協のところから

警察署のところまでは立派な建築物ができ、駐車

場もでき、新しい整備ができたよと。駅に向かっ

て１００メーよルほどの間が一つも改良されてい

ない、そんな歯抜けな事業がどこにあるのかとい

うことを私は言っているのです。やはりやるので

あれば駅前から同じように、１年か２年おくれて

でも結構です。ここまでおくれてもこういうふう

にやりますという計画は私は立てるべきだと思い

ますので、あえて質問させていただきます。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

先ほど建設部長よりお話〇助役（小室勝治君）

があったとおり、駐在所が抜けたと。それに伴っ

て、その隣も抜けたということでございます。あ

そこは、御承知のとおり決して道路敷地に建物が

建っているわけではございません。道路敷地がカ

ーブ違いになっているというような状況です。本

来であれば、あそこがすっと真っすぐ抜けられれ

ば一番いい方法だろうと思います。ただ、今のと

ころその場所には全部建物が建っている状況にあ

ると。その部分が今回この地域から抜けたという

ことで整備がなされなくなったと、この事業では

できないということでございますので、これにつ

いては先ほどありましたほかの事業ででも取り組

んでいくより仕方がないということで今判断をし

ながら、計画を練っているところでございます。

そういったことで、除いたところをそれをどうし

てもやれということは今ちょっと難しい問題があ

ろうかと、このように思うので、十分その計画に

ついてはこれからも生かした計画をつくっていき

たいということには変わりございませんので、御

理解願いたいと思います。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

ぜひともそういうこ〇２８番（村端利克議員）

とで並行して、少しおくれても工事はやっていた

だいて、別の工事でやることは、今仲町の歩道、

それから街路灯、新生町の道路などもそういうま

ちづくり交付金の中で工事は始まっているわけで

すから、もうスターよしているわけですから、や

はりでき上がって悔いのない、最後までそういっ

たこと並行して継続してやっていただきたいとい

う気持ちで、まずこの点をお願いしておきます。

あと次、共同住宅その他については先ほど同僚

議員が申しましたので、多目的ホール、農協と隣

接して大きく５００人程度の多目的ホールをつく

るという予定があると聞いておりますけれども、
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この多目的ホールの使用、使い方、それらについ

てはどのような、農協の店舗、それから農協の建

物と切り離してやるのか、それともつないで継続

してやるのか、この辺についてもお伺いします。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

建築の仕方につ〇建設水道部長（松尾 薫君）

きましては、合築で建設するということでござい

ます。

使用の目的ですけれども、風連地区にはいろん

なコミュニティー施設がたくさんあるわけでござ

います。それは名寄地区も同様ですけれども、年

数経過によりまして老朽化の進んでいる施設もご

ざいます。そういう各種のよ共施設、コミュニテ

ィーにかかわるよ共施設を集約をさせていただく、

そういう時期が早晩来るというふうに考えており

まして、今建設をさせていただこうという交流施

設にその機能を集約できればさせていただきたい

と、そういうことですので、いろんな使い方がさ

れると思います。語弊ありますけれども、冠婚葬

祭から地域の方の少しの集まり等いろいろあると

思います。また、農協の集会でありますとか、そ

ういうことにも使われると思います。いずれにし

ても、賃貸で使っていただくというような形式に

なるというふうに思っております。

収容の規模につきましては３６０人から４００

人ぐらいと、そういうふうに考えておりますので、

現在の風連福祉セよターの多目的ホールございま

すけれども、ほぼ同じ規模というふうに考えてお

ります。当分の間は風連の福祉セよターとの併存

というようなことになりますけれども、それは少

し長い時間の中で施設上機能の統一というのは図

られていくのではないかと、こんなふうに考えて

おります。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

当然そういう農協の〇２８番（村端利克議員）

建物のその中に建てていただけると、そういう事

業にしても、また母と子の家、それから商工会館、

古くなってきて、もう何年か後には建てかえしな

ければならない施設もあります。そういうものを

見越して、この施設を有効活用できるような施設

にするというふうに聞いておりますし、いずれに

してもそういう活用できるように働きかけて持っ

ていきたいと思います。

それから次に、診療所の関係でございます。私

は、やっぱり保健セよター的な機能をこの箇所に

どうしても集中していただきたい。聞いてみます

と、今Ｂ＆Ｇの方で機能訓練をやっている人、そ

れから保健セよターの施設も名寄にあるから、風

連には置かなくてもいいのだよというふうなこと

を名寄の関係者の方から聞いたということも耳に

しております。今までも何回も言ってきておりま

すが、旧風連町も ０００人の人口のまちなので

す。そのまちが寂れないためにこの事業を取り組

むという姿勢をやはり忘れてはならない。この

０００人の風連の人口が少しでもプラスになるよ

うな、憩いの場として町民の方が喜んでいただけ

るような施設づくり、やはり有効活用できるよう

な施設をつくることが大切でないかと思います。

先ほど言いましたが、よ衆浴場でなければ、病

院で診療していただく、そして皆さんと機能訓練

をやって、汗を流して、おふろでも入って帰ろう

かと。望湖台の施設だとか日向温泉にバスをかけ

てかなり入浴に行っているのです、まちの中から。

これが病院のそばで、診療所のそばで機能訓練し

ながら、汗を流して、１日団らんをして帰る施設

ができたら、私は今の倍以上の人が利用するので

ないかと。農家の方々もうちにふろあるけれども、

まちの中にそういうところできたらいいよねと待

ち望んでいる方も結構いらっしゃるわけです。

０００人の人口の中に３５％のお年寄りたちが住

んでいるまち。やっぱり福祉に、それから本当に

優しいまちづくりのためには、どうしてもこうい

う施設は欠かせない施設でないかというふうに思

っております。例えば名寄、美深、風連にも岩盤

浴の施設があります。それほどお客さん来たとい

うの聞いておりませんけれども、そこにもやはり
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パーよの方を１人常駐させて、１人置いているわ

けです。岩盤浴の１人置くのだったら、おふろの

管理もしてもらって、１人で経営してできるので

ないかと、そういうふうに考えたら、おふろつく

ったら赤るになるからやめるのだというような、

そんなちんけなことでなくして、私はやっぱりこ

こにそういう大衆の方が喜んでいただけるような

施設を立ち上げるべきだと、こういうふうに思う

のですが、その点についてもう一度お伺いします。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

質問ございました。この〇助役（小室勝治君）

地域の再開発問題については、村端議員十分に論

議の中に加わっておったからわかっているかと思

います。その中で、初めの方ではこういう村端議

員が言ったとおりふろもあって、健康管理をし、

１日そこでのんびり休めると、こういった年寄り

に優しい施設があればいいなと、こういう夢を語

りながら、始まりの方はそういう状況であったわ

けでございます。しかしながら、よ際にやるとい

ったときに、どこをどういうふうにしてやってい

くのかと。それと、常に財政的な問題も含めて出

てくるし、個人の財産の変換でございますから、

それを主としてやっていくという部分もございま

すから、そこによ共施設だけつくればいいという

ことでもございません。しかしながら、風連の市

街地の風連の今の顔であるその地域をやはり何と

かして寂れないように残していきたいという地権

者の思いの中から、これまで難関をいろいろ乗り

越えながら、話し合いを進めながら、そして今現

在に至っているところでございまして、今から設

計変更して、岩盤浴をつくったり、ふろをつくっ

たりと、これはだれがやるのですかという話にな

ってくるわけでございますから、今そういったも

のも皆さんの気持ちの中にはやはりあると思いま

す。しかしながら、今の進めている方向でいかな

ければ、この事業はやり遂げられないという思い

の中で決断しながら、もっともっと夢を膨らませ

ばたくさんあると思います。しかし、これからの

よ共施設の問題、これは母と子と老人の家の問題

も、これも年数が相当来ておりますし、福祉セよ

ターの方についても、直してはおりますが、大分

年数が来ていると、そういったものを含めながら、

総合的にあの地域をやっていこうということで地

権者の皆さんの御理解をいただいたというふうに

思っておりますし、これからよ際的に、お金の問

題が今度絡んできますから、個人的なお金の問題

絡んできます。今の評価が何ぼになっているのか

と、その評価をもとにして家建てたらどのぐらい

の家が建てられるのかといった問題が絡んできて

おります。そういった難しい問題を克服しながら、

今前に進んでいるわけですから、ぜひその辺も御

理解していただきながら、それとあそこの地域の

都市機能を損なわぬようにこれからも道路問題や

何かについても整備しながら、別建てで考えてい

きたいなと、このような考え方しておりますので、

御理解していただきたいと同時に、また地域の皆

さんにも財政的にも厳しいから、市の財政も厳し

いから、何とかこの程度でおさめてくれというこ

とで、議員もぜひ地域の皆さんを説得していただ

きたいなと、こんなふうに思っています。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

何か言おうとしたこ〇２８番（村端利克議員）

とを先に触れられてしまって言いようがなくなっ

たのですが、やはり今助役が前向きにこういうこ

とをやらなければならぬという気迫だけは私はあ

ると思います。そして、今後も先ほど同僚議員が

言いました地域包括支援セよターのサブセよター

も風連に置きたい、それから最初に言った社会福

祉協議会の風連の支所の事務所を私はこの保健セ

よターに全部包括して、福祉のことはここの窓口

に行けば全部賄いできるよというような窓口をど

うしても立ち上げていただきたいと。先ほどから

助役にいろいろと話をしましたけれども、やはり

今後ここの開発、２０億円以上の予算をかけてで

きたとなれば、道内の議員はもとより道外の議員

も調査に来たり、見に来る人が多くなると思いま
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す。こんなことしかできぬのかと言われるような

施設でなく、来て、見て、なるほど、よくやった

なというような施設づくりに知恵を出して、お金

をかけるというのでなく、知恵を出し合っていい

施設をつくることが好ましいのでないかというこ

とを申し述べさせていただきます。

最後に、島市長さんにお答えいただきたいので

すが、先般の名寄の自民党のパーティーに東京か

ら国土交通省の自民党の会長が来て、あいさつの

中でさえ風連のこの開発事業はよ行しなければな

らぬという、東京の人でさえこういう言葉を伝え

ているわけです。やはり橋本聖子さんから皆さん

来て、名寄のこの開発はやるのだということでご

ざいますので、最後に島市長さんの決意のほどを

ひとつ聞かせていただいて、終わりにしたいと思

います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

市街地再開発にかける〇市長（島 多慶志君）

議員の情熱というのをひしひしと受けとめました。

私は、この合併協議の中で特に風連地区で重要な

位置を占めております診療所の関係については、

もう入院を休院といいましょうか、休止にしてか

ら時間がたっているわけですが、ことし視察をさ

せていただいて、やはり外来で来ている市民の皆

さん方、必ずしも使い勝手がいい施設にはなって

いないなと。やはり入院を受けるということでの

施設というふうに受けとめておりまして、これが

中心市街地の中に位置して、風連地区の皆さん方

の健康管理も含めて、診療所長を中心にして回る

ことが非常に住みやすい地域の再構築になるなと、

このように考えているところでございます。もち

ろん保健セよター的なものも地域の皆さん期待が

あるかもしれません。これは、しかし診療所があ

るということで大方解決をする部分があるのでは

ないかと、こんなふうに思っております。よ共が

床面積幾ら占有をして、この事業に参加するかと

いうのはまだ最終の結論には至っておりません。

しかし、交流セよター的なスペースの使い方も含

めて、診療所の使い方も含めて、しっかりと風連

地区にほかからもぜひあそこへ寄ってみたい、そ

して診療も受けてみたいと、そういうような皆さ

んの期待される市街地再開発に結びつくことを私

も期待をして、鋭意協議にも積極的に参加してい

きたいと、このように思っておりますので、御理

解を賜りたいと思います。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

最後になりました。〇２８番（村端利克議員）

やはり先ほど同僚議員がカーリよグ場やいろいろ

そういった施設もできたのだと。米川の動物園の

日本一の入り込みもあると。そういう観光地の回

り道をやはりこの名寄のカーリよグ場とあわせて、

南玄関口の開発事業を成功させて、そういった方

々に寄っていただき、買い物の一つもしていただ

けるような、人が集まってこられるような施設づ

くりに期待をして、私の質問を終わらせていただ

きます。

以上で村端利克議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程はす〇議長（田中之繁議員）

べて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会いたします。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ４時０９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁
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署名議員 黒 井 徹

署名議員 田 中 好 望
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平成１８年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１８年１２月１３日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（３４名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 １９番 堀 江 英 一 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

８番 林 寿 和 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（１名）

２２番 栗 栖 賢 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君
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市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日の〇議長（田中之繁議員）

会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（田中之繁議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（田中之繁議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

安全、安心な市民生活組織の構築について外１

件を、宮田久議員。

お許しを議長からいた〇１番（宮田 久議員）

だきましたので、これより先大きな項目２点、御

質問をさせていただきます。

１点目は、安全、安心な市民の生活の組織の構

築ということで御質問をさせていただくわけです

けれども、私は風連町内を見ておりましたら、防

災だとか生活の安全だとか交通安全だとか等々に

つきましては、非常に地域の住民の方が一生懸命

やっていらっしゃいます。行政よりも先に先にと

企業の方、また個人の方が地域の安全を願ってい

ろんな協力をしているわけでございます。特に風

連の企業でヘリポートを持っている方がいます。

私もたまたま前にヘリポートのプランニングをし

たこともございまして、それは公共ヘリポートだ

ったわけですけれども、この方は臨時のヘリポー

トを持って、この地域でいろんな問題があったと

きにその臨時のヘリポートを開放しております。

ある意味では私もこのヘリポートの計画をしたと

きに非常に苦労したことがありますけれども、ヘ

リコプターというのは太陽さんが出て、日没まで

の運行になるわけです。その間は飛来できます。

しかし、夜間になりましても緊急な方が出れば夜

間も飛ばざるを得ない。そのために企業の方は夜

間照明まで準備され、この地域でいろんな事故が

あったときには必ずその対応をしているのが現状

でございます。きょうは雨が降っております。ヘ

リコプターがその臨時のところにおりることがこ

ういう場合はできるわけですけれども、といって

も雪というものがあります。それには常に地域の

方が何かで緊急に、既にもう何回かそこに離発着

されたとも聞いておりますけれども、そのために

は除雪を常にしているということで、これは企業

自身が非常に地域の安全のために、災害だとか急

病が出たときにその対応に当たるために一生懸命

なさっている姿があります。

また、子供のいろんな今事故等がある、そのた

めには風連の各学校では学校を中心として、老人

の方まで出ていただいて、寒いこの冬に手をもみ

ながら、子供の登下校の見守り隊ということで頑

張っていらっしゃいます。また、風連高等学校で

は不審者が出たということで少し騒ぎがありまし

た。そんなときには地元のライオンズクラブはす

ぐそれの対応を急いで、ブザーというのですか、

防犯ブザーを用意するようなことで迅速にそうい

うことは地域でやっているわけでございます。当

然風連には１１０番の家がたくさんありまして、

その家の方々は子供が通るたびに、元気か、何か

あったら寄れよというような形でこういう活動と

いうのは地道に地域の方が一生懸命やられている

わけです。

私も少し企業の方に入ったこともございますけ

れども、企業では常に安全大会ということは労働

衛生法に基づいてきちんとやっているわけです。

毎週、毎月、いろんな訓辞をしたり、またはそう

いう安全大会を年に１度、警察の方の交通安全の

講話だとか、いろんな形でその大会を開催し、そ

の社長が話しすることには交通事故を企業が起こ

さないということは社会に対する貢献だとも言っ

ておりました。地域で何か事故があっても、それ

も未然に防ぐということが企業の社会貢献である
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という社長のお話を聞いて、私は感動を得たわけ

でございます。

ところで一方、総合計画が今中間報告というこ

とで行われております。その頭には市民と行政の

協働のまちづくりをするのだと。２本目に、安心

して健やかに暮らせるまちづくりをするのだと。

これが５本柱のうちの１本、２本目でございます。

そういうことの中から私が質問させていただきま

すのは、地域防災計画でございます。これは、災

害基本法に基づいて上位計画としてつくらなけれ

ば、計画を樹立しなければならぬ条件下にあるわ

けです。しかし、いまだかつてそのものが、風連

と名寄がそういう面においては心の合併、こうい

う計画の合併がなされていない。それが合併して

もう８カ月過ぎても、その影すら見えません。前

回の決算審査特別委員会で同僚議員が質問したと

きは年度内という御答弁がありましたけれども、

本当にそういうぐあいにすき間をあけておいてい

いのかと。災害というものは、想定外のものが必

ず来て災害ですから、その間のすき間というのは

あってはならないわけです。そのためにもこの計

画について今までどうしておくれているのか、ぜ

ひ御答弁をいただきたいと思います。

次に、一般廃棄物の処理計画です。これも廃棄

物の処理及び清掃に関する法律で、これも上位計

画であります。私はここで何でこの質問をしたか

申し上げますと、一般廃棄物処理計画がまだ風連、

名寄が統合された一本の形になっていないという

ことに疑問を感じたと同時に、私は風連のある主

婦のつぶやきを聞いて、どうしてもこの質問をし

たかったわけです。合併しても余りいいことはな

いような気がする、しかしごみだけはねと言いま

した。風連のごみ処理場行きますと、テレビから

電子レンジから、いわゆる家電法に基づくものが

ごろごろ出てくる。ある意味ではカラスのえさに

なるものもぼんぼん入ってくる。そういう中で、

この一般廃棄物のごみを処理したということは、

今からさかのぼること５年前ぐらいから風連町の

職員は一生懸命になって住民のところ歩きました。

私も一度間違ったものを入れて、それを役場の職

員に注意されました。ここまでやるのかと思うぐ

らい徹底してやったものです。ですから、そのご

み処理については非常に風連はすばらしくやって

いると思います。しかし、一たんこういう計画も

ない、実際処理場や何か見ますと放置されたまま

であると。ですから、その奥さんはこれから分別

が楽になりましたという嫌みと議員しっかりしろ

という激励を受けたような気がいたしました。ぜ

ひ今なおこの計画がされていないということにつ

いても御説明をいただきたいと思います。

次に、生活安全及び交通安全でございますけれ

ども、先ほど話ししましたように多くの方々は交

通安全のことについて非常に認識を持っておりま

す。そういう形の中で、いまだこれについても本

当に真に風連と名寄がひとつ一体になって、対策

を組むよという計画が、また組織づくりがなって

いないということについて私もうなずけないわけ

でございます。

大きな２点目です。名寄市職員の安全衛生管理

規則についてお伺いをしたいと思います。第１回

定例会で職員の方が事故に遭う、私たち生きてい

るものはそれを教訓にしなければならない。その

ためにはいろんな検証をしていただく、どういう

状況でどうだったのか。そして、それを一つの教

科書にし、今後職員の方に二度とああいうことの

ないようにするために十分調査もされていると思

いますので、そういう中身について御説明をいた

だきたいと思います。

以上でここでの御質問は終わらせていただきま

す。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

おはようございます。〇総務部長（石王和行君）

ただいま宮田議員の方から大きな項目で２点にわ

たっての御質問をいただきました。１点目の安全、

安心な市民生活の構築についての１点目の地域防

災計画につきましては私の方から、２点目の一般



－119－

廃棄物処理計画、３点目の生活安全及び交通安全

については生活福祉部長から答弁をさせていただ

きます。また、大きな項目の２点目の名寄市職員

安全衛生管理規則については私の方からの答弁と

なりますので、よろしくお願いいたします。

まず、１点目の防災計画についてお答えをさせ

ていただきます。名寄市地域防災計画は、旧名寄

市と旧風連町のそれぞれの地域防災計画を統合す

る形で新たにつくり直すこととし、現在担当で原

案づくりを進めておりまして、予定どおり今年度

中に策定をいたしたいと考えております。それま

での間、計画が存在しないからといって防災対応

ができなかったわけではございません。何度か起

きた自然災害の際には職員が出動して、応急対策

の実施や被害状況の把握など、しかるべく対応し

てまいりましたし、市民参加による水防訓練や防

災訓練の実施、関係機関との連携や協議など、防

災上必要な各種対応を行ってきております。

合併協定書が成立した時点から新市の計画づく

りに着手していたら、新市誕生後速やかに計画を

作成して、スタートできたのではないかとの御意

見につきましては、確かにそうした考えも成り立

つかと思われますが、実際問題としては地域防災

計画の作成主体となる名寄市防災会議の設置条例

制定や同会議委員の委嘱、同会議の開催等は当然

のことながら新市になってからでなければならな

いわけでございまして、そうした中で合併後１年

かけて計画づくりを行うこととしたものでござい

ますので、御理解をいただきたいと思います。

次に、２点目の名寄市職員安全衛生管理規則に

ついてお答えをさせていただきます。規則等の健

康保持や交通安全の部分についてまずお答えをさ

せていただきますけれども、安全衛生管理規則に

基づきまして職員の健康管理につきましては自身

の意識高揚と疾病の早期発見、治療が何よりも必

要と考えておりまして、現在共済組合の事業を利

用して４０歳以上の職員は毎年、３０歳から４０

歳の職員については隔年の総合健診、人間ドック

を義務づけております。その受診率が旧風連町で

は９０％超でございます。旧名寄市では８０％超

と１００％までに至っておりませんけれども、受

診日をスケジュール化する、また例月の課長会議

や掲示板などを利用いたしまして受診促進を図る

などし、１００％受診を目指し、指導していると

ころでもあります。また、総合健診受診の対象者

以外の職員には毎年健康診断を実施しておりまし

て、３０歳以下の職員、３０歳から４０歳までの

総合健診の対象以外の職員並びに臨時嘱託職員に

ついては必要な者については事後の個別健康指導

を実施してきているところであります。さらに、

職員健康相談、健康チェックを今月の２０日と２

２日に実施をして、生活習慣病の予防と早期発見

に取り組んでいるところでもございます。

また、交通安全につきましては、何よりも運転

者となる職員の意識啓発によるところが大きいと

考え、安全衛生管理規則並びに名寄市公用自動車

運行管理規程に基づき、機会あるごとに職員に対

して安全運転の徹底を呼びかけているところでも

ございます。

次に、第１回定例会において御質問いただきま

した公務災害等に関する部分での職員の対応の部

分でございます。この件につきましては、第１回

定例会の中で小室助役の方からも答弁させていた

だき、その後公務災害認定申請の際に必要な旧風

連町、現名寄市側として準備する書類として、一

般的事項に関するもの及び災害発生状況に関する

もの、災害発生前の勤務状況等の一部を準備し、

御遺族からの申請があったときにはいつでも対応

できる書類の整備をしている状況となっていると

ころでございます。

いずれにいたしましても、公務災害認定の申請

は５年の期間内ということでありますので、その

期間内で遺族からのお申し出があれば、誠心誠意

対応させてもらうよう取り組んで、書類の整備等

に努めているところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。
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山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、安全、〇生活福祉部長（山内 豊君）

安心な市民生活の構築についての２点目と３点目

についてお答えをいたします。

初めに、２点目の一般廃棄物処理計画について

お答えをいたします。廃棄物の処理及び清掃に関

する法律の中で、市町村は収集、運搬及び処分に

関する基準等を定めた一般廃棄物処理計画をつく

らなければならないとされております。旧名寄市

では、平成１３年１２月に名寄市ごみ処理基本計

画を策定し、目標年度を平成２２年度と定め、一

つとしてごみ排出量の削減目標、二つとしてリサ

イクル率の目標、三つとして減量処理率の削減目

標をそれぞれ設定しております。旧風連町でも平

成９年に風連一般廃棄物処理基本計画を策定し、

平成１６年に見直し作業を進めていたところでご

ざいます。旧名寄市、旧風連町ともにそれぞれの

計画に基づき目標達成に向けてさまざまな施策を

行ってまいりましたが、今回の合併により両基本

計画の一体化を図り、新名寄市としての一般廃棄

物処理計画を策定しなければなりません。そのた

めには将来人口の推定、ごみ量の予測、ごみの組

成など精査すべき事項が数多くありますが、ごみ

の排出、収集、運搬、処理、処分等の基本的な部

分は統一されてございますので、早急に計画を策

定したいと考えておりますので、御理解をお願い

いたします。

次に、３点目の生活安全及び交通安全について

お答えをいたします。名寄市生活安全条例では、

市は市民の安全意識を高めるため、安全に関する

情報を提供するとともに環境の整備等の対策に努

めることが責務とされ、市民はみずからの生活の

安全確保に努め、互いに協力し、地域の安全を確

保する活動を推進することが責務とされておりま

す。生活安全については、市と市民が協力して、

安全で住みよい地域社会を実現することが重要で

あります。新名寄市では、生活安全推進協議会を

設置し、市民生活の安全に関する状況の把握、生

活安全対策等を協議していくこととしております

が、旧風連町、旧名寄市における構成団体等が異

なり、組織体制の決定に難しさもあり、現在協議

会委員の構成について検討している状況でござい

ます。新体制でのスタートができず、活動が停滞

しておりますが、早急に組織を確立し、地域の生

活安全推進に努めてまいります。

次に、交通安全ですが、平成１８年５月に新名

寄市として新たに交通安全運動推進委員会が組織

されました。推進委員会の実行組織である交通安

全指導員会も形を変えてスタートしており、関係

機関、団体、町内会と連携を密にし、交通安全意

識の高揚に努め、交通死亡事故抑止を目指して活

動しているところでございます。また、各交通安

全協会も一元化に向けた協議がなされております

が、それぞれ活動等に歴史があることから、当分

の間は単独での地域密着型の活動になると思われ

ます。名寄市においては、交通事故のない安全、

安心な社会を目指し、きめ細かい運動を展開して

いく考えでおります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

まず最初に、防災計画〇１番（宮田 久議員）

についての御答弁があったわけですけれども、こ

の御答弁の中では計画書は要らないのだと、防災

対策の対応はできないわけではない、そういう御

答弁で、何かあったときには職員が出動して、今

までは応急処置を十分やったのだと。だから、計

画は要らないのだということには私はなり得ない

と思う。

まず、これは名寄市と風連の洪水のハザードマ

ップがあります。これは、既に名寄市の方が、こ

れは平成１５年ですからまだ合併していないうち

にここに、ちゃんと図面にも書いてありますよう

にちょうど風連と名寄の境界の共和の地区の人が

風連の中学校に避難してくださいよというものが

書いてある。既にこういうものができていないと

おかしいのです。市の職員だけが防災をやるとい
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う話にはならない。あなたの言葉は過ぎていると

思います、住民に対して。住民もこぞって、みん

なでこのことをいろいろマップや何かつくったり、

計画つくってやるということです。あなたの今の

答弁でいくと、どちらかというと計画書なくても

ちゃんとやるよというがごとくここで御答弁いた

だいたのですけれども、本当にそういうことでい

いのですか。少なくてもいろんな計画書をつくっ

た中で、住民がこぞってやる、市の方々はサポー

ト役をやる、主役は住民であるという、市民であ

るというコンセプトからいったら、どうしても今

の発言については納得いかないのですけれども、

何か説明ございますか。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいまお答えをさ〇総務部長（石王和行君）

せていただいた内容でございますけれども、私も

計画書は必要でないとは言っておりません。一日

も早く新市としてのそれらの計画があることは望

ましいということで考えているところでございま

す。いずれにいたしましても、今年度中に策定を

するということで鋭意協議会を立ち上げながら、

その計画づくりに取り組んでいるところでござい

ます。

今御質問にありました洪水ハザードマップの件

でございますけれども、これも災害の対策基本法

に基づいてでき上がっているものでございまして、

現在それぞれそれらについても検討しているとこ

ろでございまして、おおむねといいましょうか、

現在ある基本法が変わらない限り、現在両市町で

持っている洪水ハザードマップは生かしていこう

と、このように考えておりまして、洪水ハザード

マップの新たな作成ということは現在考えており

ませんで、現在あるものを生かしていけるという

ことで考えております。

また、計画書がないから災害の対応が迅速にで

きないというふうに私は認識しておりませんでし

て、春のタケノコの遭難騒ぎ等の中でもそれぞれ

の関係機関、消防署、警察署、または自衛隊等々

との連携の中で捜索活動をして、生命と財産を守

るという観点でしっかり対応してきたというふう

に認識をしておりますし、計画がなくてもこれま

での防災訓練なり、水防訓練を通じて、町内会の

皆さんとも防災の意識を向上しながら取り組んで

おりまして、計画がないからといって体制ができ

ていないということではないというふうに考えて

いるところでございます。

以上でございます。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

言葉の端を私は拾うの〇１番（宮田 久議員）

ではなくて、基本的な概念なのです。この防災計

画とかなんとかというものは、既にこういうもの

ができていて、そして住民にも十分周知されて、

そして住民と市とはともにやっていくというのが

基本的なコンセプトだと。それはまずいいことに

します。わかりました。もうつらいでしょう。

次に、この計画というのは、私の認識でいけば

平成１７年２月２８日、これは旧風連町と旧名寄

市がいわゆる新市をつくろうということで調印を

したわけです。そのときには既にもう今からいく

と１年と８カ月以上も前の話です。このときに、

合併協議をやるときに一番住民の安全、安心をね

らうのであれば、もう既にこの時点でできて、例

えば先ほどの車の安全の関係では、交通安全の推

進の場合についてはもう既に１８年５月に名寄市

としてつくったりしています。ところが、この防

災については、少なくても１年８カ月、言わせて

みればその前から合併と同時にこの論議はあった

わけです。あったものが１年８カ月間今まででき

なくて、こういう計画書や何かというのができて、

まだ市民の目にも何も触れていない。そういうこ

とが本当にいいのかと。少なくても１年８カ月と

いう、言わせてみれば今回の時点からいくと８カ

月経過しているわけですけれども、それで本当に

いいのかということをもう一回お尋ねします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

決していいとは私も〇総務部長（石王和行君）
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考えておりませんけれども、現在の状況の中では

年度内に策定をするということで御理解をいただ

きまして、できるまでの間についてはきちっとし

たこれまでの体制づくりに対してしっかりと対応

してまいりたいということで御理解いただきたい

と思います。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

ぜひ住民に思いを寄せ〇１番（宮田 久議員）

るのであれば、いわゆる災害対策基本法という法

律下で上位計画であるということも再認識いただ

いて、早い時点で住民の方に安心していただくよ

うに計画を立て、そして説明会を行っていただき

たいと思います。

次に、一般廃棄物の処理計画ですけれども、こ

れも当然のごとく今部長の方から説明あったとお

りだと私も思います。ですので、ぜひこれも早い

時点で、できれば年度内という、まさかこれは年

はまたがないと思いますから、年度内にできると

いうことで私は理解したいと思いますけれども、

よろしいですか。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいまの処理〇生活福祉部長（山内 豊君）

計画、年度内の策定ということで確認をされまし

たけれども、現状今一般廃棄物の減量等の推進審

議会というものが条例の中で設置されるようにな

ってございます。これも旧風連町、旧名寄市の組

織の形態が若干違っているということで、委員の

選出の選考作業をしているということであります。

現状１２月中に委員をまとめまして、そして１月

下旬には審議会を開催したいということでありま

す。この計画につきましては、総合計画の個別計

画ということになろうかと思いますけれども、総

合計画の中での人口推計も２合 ０００というこ

とでほとんど推計をされてきているということで

ございますので、そうした基本目標といいますか、

基本数値に基づいて、そうした計画を早急につく

っていきたいなというふうに思っています。

以上です。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

次に、生活安全と交通〇１番（宮田 久議員）

安全ですけれども、確かに交通安全の協会がすっ

と統一されて、統合されるのには難しいかなと私

自身も思っています。これはなぜかというと、風

連というのは非常に交通安全熱心でして、今から

十数年前だと思うのですけれども、これは多分全

道でも全国でもないと思うのですけれども、交通

安全では風連は車のない方からもいわゆる負担金

をちょうだいしてやっているという異例なところ

ですから、これから即名寄と一緒になれるかなと

いうのは非常に難しいものだなと思いましたけれ

ども、非常にそれも交通意識を持つ面ではすばら

しいものが私はあると思いますので、ぜひそうい

うものをこういう関係機関と相談しながら、それ

がすべていいわけではないですけれども、何かい

い方向でひとつ交通事故のない、いわゆる安全で

安心な社会を目指していただきたいと思います。

御答弁は結構です。

次に、名寄市の職員安全衛生管理規則について

でございますけれども、前回私が質問させていた

だいた中心的なものは何かというと、そういう事

故があったと。私も少しは経験ありますけれども、

どこの職場でもそうなのです。一生懸命仕事やる

人に一生懸命仕事が行くという、そういう悪い条

件が、分散して仕事というのはやるべきだと思う

のですけれども、やれる人にお願いをすると。そ

れが一つは過重になったのではないのかというの

が私の見方ですけれども、そういう形の中で少な

くても前の風連の町議会の中ではほとんど休暇も

とっていない、休みもとっていない、それこそ自

分の初孫生まれてもそばに行けなかったというよ

うな条件、そういうものもきちんと条件を整備さ

れまして、それが一つは今度は名寄市の職員とし

てそういうことが二度とないようにするためにも

調査をしてくれと。そういうことはどうなってい

るのかという質問をしたわけですけれども、前回

どおり奥さんの方から特別要望がないからという
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ような御答弁のようにまず思います。

それと、もう一点目、先ほども話ししましたけ

れども、職員の健康管理についてはこれはもう法

律で定められているわけですから、労働安全衛生

法に基づいてそういうことをしなさいと、そして

規則もつくりなさいよと。規則をつくったら、そ

のとおり職員の健康管理や何かをきちんとしなさ

い、今は特に精神的に疲れている方もいますので、

そういうケアをしなさいよということだと私は思

っています。そういう中で、そういうことが実際

ここで言うと人間ドック行ったとか、そういう程

度なのですけれども、実際企業側がやっているこ

とというのはまだまだ深いところまでやっていま

す。これは、法のもとでは企業も行政の職員のも

のも同じだということですから、これは要望です

けれども、ぜひ職員に事故を起こさないためにも

ぜひともお願いしたい。

それで、ここでもう一つ、私が最後に聞きたい

のは、今回も議会で問題になりましたように１０

０・ゼロ、市が１００悪い交通事故が３件もあっ

て、そしてかなり小さい事故でもあるわけですけ

れども、そういうことでいわゆる安全運転管理者

がいて、中心になってやるわけですけれども、そ

ういう形の中で交通安全という認識、いろんな規

定や何か設けて、罰則規定も設けているようです

けれども、そういうものはただそれがあればいい

ということではなくて、常時そういうものを指導

しなければならぬ。企業は徹底してやっています。

ですから、今回たくさんの事故があったわけです

から、少なくても春以来そういうものは何回ぐら

いやられたのか教えてください。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきます。

まず、最初にお話のありました職場環境の保持

等々につきまして、先ほど答弁の中でも詳しくは

述べておりませんけれども、新市におきましても

安全衛生委員会の規則に基づきまして実施をして

おります。これまでの取り組みの内容について若

干お知らせをして、御理解をいただければなとい

うふうに思います。現在の状況の中で、非常に複

雑多様化する業務、社会環境の中で、メンタルヘ

ルス的な部分での職員の状況がありまして、健康

を害しているというふうな状況もありまして、こ

れにつきましてはメンタルヘルスの講習会を実施

をしております。全職員に対しまして実施をいた

しました。それとあわせて、上川北部広域連合自

治体においてもそれらを受けまして広域的にもそ

れらの研修会等に参加をして、認識を深めてきて

いる状況にもございます。さらに、これは旧名寄

市でございますけれども、それぞれ労安の中での

全職場の、各職場の危険箇所等も含めて安全の総

点検を実施をして、改善すべきものは改善しよう

ということで、職場環境の美化から始まって危険

箇所の総点検を実施をして対応している部分がご

ざいます。さらにまた、健康診断の受診率向上に

つきましては、先ほど申し上げましたけれども、

受診率の１００％向上を目指して各課でチェック

カードをつくろうと。課長が持って、あなたは何

日の日に人間ドックの日にちになっていますよ、

行きましたか、どうですかというチェックカード

をつくらせてもらいまして、１００％受診に向け

ての取り組みもしているところでございます。さ

らにまた、健康診断の検査項目につきましても職

員の方から項目の追加が必要というようなことも

労安の中で議論がされまして、それらを受けて対

応している状況にもございます。さらにまた、喫

煙、禁煙の部分でも職場環境、受動喫煙による健

康ということで分煙室の設置と、十分とは言えな

いまでもそれらの環境保持に努めているところで

ございまして、今後も定期的に労安の中でそれら

についての開催をしていこうということで確認を

しているところでもございます。

それと、交通安全の運動につきましては、専決

処分ということで事故の報告が一方的に１００対

ゼロと、まさしく申し開きのできないような報告
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を何件かさせていただいておりまして、それにつ

きましても賞罰委員会の中で厳しく処分をすると

いうことで対応して、報告をさせていただいてい

るところでもございます。これにつきましては、

終わりのない交通安全運動という意識の中で、そ

れぞれ市長、助役を初め、部次長会議、課長会議

通じまして、事あるごとにこのことについては安

全運転に心がけようと、事故は社会悪だというこ

との意識の中でしっかり意識を持ってくださいよ

ということで対応しているところでございますし、

課長会議の後の課内会議におきましても必ず交通

安全についてはみんなで安全運転に心がけましょ

うと。特に外勤をする職場については、だれとい

うことではなくて、かぎを持ったら、おい、気を

つけろよと、この一声が事故防止につながるのだ

ということで、かつて旧名寄市では課単位に交通

安全運転サポーターシステムというのをつくりま

して、毎月担当者がかわって、その担当者の視点

の中でチラシというのでしょうか、そういうもの

を出すだとか、いろいろな取り組みをしておりま

して、今後一層具体的に事故防止になるような取

り組みをしていかなければならないということで

考えているところでございます。

いずれにいたしましても、健康の部分と事故の

部分については徹底した研修なり、指導というの

が求められているなということで、管理職の責任

の重さも感じているところでございます。

以上です。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

交通安全については、〇１番（宮田 久議員）

十分承知おきましたけれども、やるのだ、やるの

だということでなくて、これは実績を伴っていた

だきたいのです。今後は１００・ゼロのような事

故がないように願うと同時に、ぜひ部長さんです

から目標を定めて、報告してくれませんか。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

目標を定めてという〇総務部長（石王和行君）

ことでありますけれども、それもまた一つの手段

かというふうに思いますし、徹底して日ごろ日常

そのことを続けて言うということが大事かなとい

うふうに思っておりまして、一過性の部分での内

容にならないように継続をして取り組んでまいり

たいと思っております。

以上でございます。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

交通事故、これは市の〇１番（宮田 久議員）

職員は公僕であり、同時に社会に奉仕をする、そ

の観点からいけば、絶対交通事故を起こしてはい

けないわけです。そのことをお考えいただければ、

私の質問は終わります。答弁は要りません。

以上で宮田久議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

名寄市におけるいじめ問題について外３件を、

岩木正文議員。

議長より御指名をいた〇４番（岩木正文議員）

だきましたので、通告に従い質問をしてまいりま

す。

１点目、名寄市におけるいじめ問題についてお

尋ね申し上げます。滝川市の小学６年生の女子児

童の自殺や福岡県の男子中学２年生の自殺など、

全国各地でいじめを苦にした自殺が相次いで、大

きな社会問題となっております。私は、「品格」

で本年の流行語大賞を受賞した藤原氏の「国家の

品格」に感銘を受けた一人であります。いじめを

なくしたければひきょうを教えよ、武士道精神の

中にある弱者への思いやりを取り戻すことだと訴

えております。江戸時代、会津藩の日新館が入学

前の子供たちに唱えさせたおきてで、ひきょうな

振る舞いをしてはなりませぬ、弱い者をいじめて

はなりませぬなど７項目とならぬことはならぬも

のですという結びの一文で構成される什のおきて

が今全国的に話題になり、教育関係者の視察が多

く訪れているそうです。道徳教育は、きょう、あ

したに結果が出ない百年の計ですが、取り組む必

要性を再確認させられました。しかし、現実的に

いじめを解決するには発見が第一であると考えま
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す。江別市教育委員会が学校を通さずいじめ調査

を行ったのを受け、北海道教育委員会もいじめ調

査アンケートを無記名で自宅で記入し、郵送して

もらうことを実施する方針であります。実態を把

握することで解決への道を探ることだと考えます。

名寄市として、いじめに対しどう対応し、対策を

行っているのかお知らせ願います。

次に、今回のいじめ問題に関して名寄の教育委

員各位は、教育委員会においてどのような問題解

決に話し合いが持たれ、どう対処してきたのかお

尋ね申し上げます。安倍総理は、今回のいじめ問

題を踏まえ、各地教育委員会においてチェック機

能を果たしていなかったという指摘を踏まえ、教

育委員会の改革も教育再生会議で協議したいと述

べましたが、名寄市においてはチェック機能は果

たしていたのかお尋ね申し上げます。

次に、２点目、名寄の防災計画についてです。

もしもの水害に備えて、平成１５年に洪水ハザー

ドマップを作成しました。１００年に１回程度起

こる大雨を想定してのものであります。前日の高

橋議員の質問にもありましたが、本年５月１０日

から１１日の低気圧及び融雪による水害、１０月

７日、８日の低気圧による名寄川の出水状況は、

災害の少ないこの地でも現実にあり得ると実感さ

せられた人も多いと思います。集中豪雨は、１キ

ロから２キロの範囲で起きて、気象データにもそ

の雨雲がひっかかってこないそうです。名寄のよ

うな盆地の中心地には余り来なくて、その周りの

山側が多いそうです。今回の名寄川の出水の状況

を見ても本当にそうだと思っております。水害か

らの安心、安全の確保のため、一刻も早いサンル

ダムの本体着工を望む者の一人です。日本の人口

の６０％、資産の７５％が洪水の起こるところに

集中しているそうです。日本は、過去の歴史を見

ますと、治水事業の成功により確実に災害の死者

は減ってきております。近年の温暖化により、例

年ですと台風は五、六個が日本に上陸するという

のがここ数年は１０個近くが日本に上陸し、それ

がだんだんと北上している現状もあります。治水

はもういいだろうではいけません。昔につくられ

た堤防など、耐用年数を迎えるものがこれからど

んどん出てきます。延命策は、各地の熱意で差が

出ます。住民の安全を守るため、行政には足元で

の防災対策の再点検を改めて求めておきたいと思

います。

そこで、現在作成中の防災計画ですが、計画書

は災害に対する対処を施したものでしょうが、職

員に災害初動マニュアルがあるように、市民にも

わかりやすい対処マニュアルの作成を求めたいと

考えます。小学生やお年寄りにも理解できてこそ

安全を守れると思いますが、その見解をお尋ねい

たします。

次に、災害対策にぜひピクトグラム、図記号を

利用して周知を図ることを提案したいと思います。

ピクトグラムといいますのは、世界共通で有名な

のは皆さんも御存じの非常口の図があります。だ

れが見てもここは非常口だよとわかる目に訴える

ものでございます。特に洪水の避難場所は、災害

の避難場所の学校等の４５カ所とは違うわけです

ので、標識にピクトグラムを利用し、絶えず目に

訴え、理解してもらうことがいざというときのた

めに必要と考えますが、見解をお尋ねいたします。

３点目、全国的に新たな財源確保を目的に広報

紙に有料広告を掲載したり、ホームページでのバ

ナー広告を初め、市の資産を活用しての有料広告

事業を実施する自治体がふえてきております。私

が２年前にした一般質問の答弁で、自主財源の確

保は考えていかなくてはならない時代であること

は認識をしており、名寄市としても他市の反響な

どを参考に研究をしていくとのことでした。有料

広告に対する名寄市としての考え方と、どのよう

な取り組みを行ってきたのかをお知らせください。

最後、４点目、冬の公園利用についてお尋ねし

ます。１区町内会の花園公園を駐車場としての利

用をするとのことですが、これはどういう経緯の

もとで行われることとなったのかお知らせくださ
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い。私は、青年会議所の活動の中で冬の公園を利

用し、子供たちに雪と親しんでもらおうとミニ雪

像やスノーランタンなどの行事を通し、公園利用

を考えてきました。さらに、私の住む１７区町内

会の公園においては、雪中運動会を初め冬の公園

の活動でホワイトマスターもいただきました。そ

の後は冬になると雪山をつくり、西保育所の子供

たちの雪遊び、近所の小学生がそりやチューブで

楽しそうに冬と親しみ、遊んでおります。利雪・

親雪の面からも、冬の公園の利用により子供たち

にいかに開放するかを考えるのが大切であると思

っております。冬は、雪との闘いであるのも理解

できますが、町内で公園を雪捨て場にどうしても

これが町内町民の意向であると、利用させてほし

いという要望があれば許可するのでしょうか。公

園管理条例に照らし合わせて、駐車場としての活

用は可能なのかお尋ねし、この場からの質問を終

わります。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目で４点に〇教育部長（今 裕君）

わたり御質問がありました。１点目は私から、２

点目、３点目は総務部長が、４点目は建設水道部

長からお答えいたします。

名寄市におけるいじめ問題についての小項目

（１）の対応と対策についてでございます。御質

問にありましたとおり、最近いじめにかかわる児

童生徒の自殺の問題が相次いで報告され、大きな

社会問題となっております。報道等でも御承知の

とおり、この間いじめにかかわる自殺予告文が多

数郵送され、伊吹文部科学大臣や高橋北海道知事

から子供たちに向けてお願いなどの緊急メッセー

ジも出されております。名寄市教育委員会といた

しましては、いじめ等の問題はどこにでも起こり

得るものであることから、このことを重く受けと

め、名寄市内の全小中学校に職員を派遣し、危機

感を持って実態の把握に努めてまいりました。い

じめは、集団生活における人間関係の亀裂から発

生してまいります。本来学校は人間関係における

さまざまな問題の克服を通して集団生活の基礎を

培うとともに、子供一人一人の人格の形成を図り、

円滑で安定した人間関係を構築する場でございま

す。このような観点から、今後も各学校において

は日常のきめ細かな観察などを通して、いじめの

問題が深刻化する前に早期発見と解決に努めると

ともに、子供が安心して学習に打ち込める居場所

づくりに取り組むよう、改めて指導を強化いたし

ました。

教育委員会としては、３年前より名寄市単費で

中学校に心の教室相談員を配置し、思春期に差し

かかった子供たちの悩み相談に対応してまいりま

した。あわせて新市移行に伴い教育相談センター

を新たに開設して、子供や保護者のさまざまな相

談に対応するとともに、特認校制度の活用などシ

ステムの構築を図り、大きな成果を上げてまいり

ました。また、各学校には命を大切にする指導の

徹底や日常における行動の観察記録から子供が発

するサインをいち早く見つけるよう指導してきて

いるところであり、またいじめなどが発生した場

合には学校よりてんまつ書の提出とともに学校管

理職による来庁相談を行い、学校組織として協力

体制の中で保護者等との連携を図りながら、解決

に努めるよう指導しており、多くの児童生徒の問

題行動において保護者の理解を得ながら、解決に

至ってきております。しかしながら、このいじめ

問題は、子供たちの心に起因することであります

から、再燃の危険性など事後のケア等が欠かせな

いところであります。教職員による日ごろからの

子供への目配りが大切であり、カウンセリングの

知識や技能が求められるところであります。

今後は大学との連携を進め、専門家の指導、助

言を通して教職員のスキルアップを図るなど、こ

れらの問題が未然に防げるよう努めてまいりたい

と考えております。

次に、小項目２の教育委員及び教育委員会のあ

り方についてお答えいたします。名寄市におきま

しては、教育委員会会議規則により月１回のいわ
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ゆる定例会と必要に応じて招集できる臨時会が定

められております。新市発足以降は、教育は比較

的に安定していることから、１１月までに臨時会

はロタウイルス発生時の１回だけの開催となって

おります。ただいまお話のありました全国的ない

じめ問題等にかかわりましては、当市では実態調

査の結果報道などに見られるような深刻な事態に

陥っていないことから、１１月開催の定例教育委

員会会議におきましてこれまでの取り組みと今後

の対応策などについて報告、協議をし、教員の資

質の向上と加害者となるような行為の理解の深化

となる意見をいただいております。

今後とも知、徳、体のバランスのとれた教育を

推進するためにも個々の教育委員がみずからの資

質を高め、事務局とともに教育委員会会議の活性

化を図ることが大切であると考えております。あ

わせて教育委員は、これまでも入学式、卒業式は

もとより運動会、学芸会などの学校行事や校内研

修会、その他各種研修会への出席を通じて学校現

場の実態把握に努めてまいりましたが、ただいま

の御提言を踏まえ、今後とも引き続き学校教育、

社会教育の分野にあらゆる機会に積極的にかかわ

りを深めることを通し、時代の潮流や保護者、地

域の多様化するニーズに対応する主体的かつ積極

的な教育行政が展開されるよう一層の努力をして

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、大き〇総務部長（石王和行君）

い項目の２点目の名寄市の防災計画、理解しやす

い防災計画とピクトグラム導入についてお答えを

させていただきます。

現在担当の方では市民に理解しやすい地域防災

計画になるよう努力しているところでもございま

す。計画作成後は、来年度におきまして市民の皆

さんにより身近でポイントとなる防災情報を提供

して、周知徹底を図るべく防災計画に基づいて市

民向けの小冊子を作成して、全戸配布したいと考

えております。

また、岩木議員の方から御提言のありましたピ

クトグラムの導入についてでございますけれども、

これにつきましては国際的に統一されたものも含

めまして導入を図っていきたいと考えておりまし

て、よりわかりやすい防災計画になるように今検

討してまいるところでございます。

次に、広報やホームページに広告を掲載する有

料広告に対する考え方についてお答えいたします。

まず、広報紙に民間企業などの有料広告を掲載し

ている市町村の現状ですが、平成１７年度の全国

調査では２３２団体、率にして１ １％、さらに

１８年度では２７５団体、１ １％に上っており

ます。道内におきましては、札幌市を初め近隣で

は旭川市、深川市など１０市９町が有料広告を掲

載しております。また、ホームページに広告の画

像を張って、広告主である企業のウエブサイトに

リンクするバナー広告については、平成１７年度

の全国調査で１０４団体が広告を掲載しておりま

す。公共性の高い広報媒体に企業広告を掲載する

ことで行政の中立性や公平性が確保できるのかと

いった意見が一部にあって、自治体としても積極

的に取り組めなかった経緯がありましたが、行財

政改革を急がなければならない今日的な状況から、

歳入強化の一環として広告事業を取り入れる自治

体がふえてきている現状を踏まえて、ここ数年の

特徴であるチラシですとか封筒、納付書、領収書、

パンフレットなどの各種印刷物や庁舎、または公

共施設の壁、フェンス、玄関マット、公用車、掲

示板、案内板など、公共施設などで広報媒体以外

にも広告導入が進んでいる状況にあります。

名寄市におきましては、現在新行財政改革推進

計画を策定中でございます。その中で多くの職員

のアンケート調査を実施し、その意見、提言の中

にも歳入確保の一つとして有料広告に対して導入

をして、歳入確保を図ったらどうかという職員か

らの意見、提言もございました。今後につきまし

ては、掲載基準、または広告料金等を検討し、有
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料広告を導入する考えでおりまして、より一層歳

入確保に努めてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

４番目の冬の公〇建設水道部長（松尾 薫君）

園の利用についての御質問でございます。初めに、

公園の駐車場利用の考え方についてお答えをさせ

ていただきます。

冬の公園利用につきましては、名寄市のような

多雪地域では大変大きな課題の一つであり、部内

におきましても議論をしてまいりました。花園公

園の近くには市立総合病院がありまして、冬期間

は駐車場が狭くなることから路上駐車がふえまし

て、通院者を初め地域住民や病院周辺の交通に支

障を来すなど、市民に迷惑をかけている状況でご

ざいます。この駐車場不足を少しでも緩和するた

めに、花園公園、面積 ０００平方メートルござ

いますけれども、この大きさにかんがみまして、

公園機能を公うことのない一部 ３５０平方メー

トルを冬期間に限り試行的に駐車場として利用し

たいと、そのように考えているものでございます。

基本的には一般の公園利用者や市立総合病院の外

来者が利用できる駐車場として考えておりまして、

地域町内会の理解、安全利用のための日常管理、

融雪後の管理など課題はありますけれども、広報

等によりまして管理体制などを周知したいと考え

ておりますので、御理解をいただきたいというふ

うに思います。

次に、２点目の条例との兼ね合いについての御

質問でございます。今回の試行につきましては、

利用を病院外来者への駐車場として占用すること

では条例に反することになりますけれども、一般

の利用者も考慮し、公園管理者が便益施設として

設置することにおきましては問題がないものと考

えております。今後公園利用者を含めた恒常的な

駐車場を検討する上で、駐車可能な圧雪、融雪時

期、融雪後の対応など、利用期間、利用後の状況

を調べる必要があると、このように考えておりま

す。花園公園のような面積的に大規模な街区公園

はもとよりでございますが、そのほか市街地内の

公園におきましても再整備の際や冬期間などは駐

車場の設置など少しでも市民の皆さんが有効利用

できる場となりますように検討をしていきたいと、

このように考えているものでございまして、御理

解をいただきたいと思います。

以上、御答弁とさせていただきます。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、再質問に移〇４番（岩木正文議員）

らせていただきます。

まず、いじめの関係なのですけれども、総務文

教常任委員会として適応指導教室、ハートダイヤ

ルの現状を見せていただきました。もう既に昨年

の件数を超えて、さらにそのことがマスコミに載

って、ますます子供たちからの電話がふえている

という現状がございます。そのとき私も言いまし

たが、それだけ子供が電話をしてくるということ

は救いを求めている、非常にありがたいことで、

こういったハートダイヤルというものがどんどん

と浸透して、その件において子供を救えることに

なれば非常にありがたいことだと思っております。

しかし、ハートダイヤルにこれだけの件数が来て

いるという実情を踏まえますと、やっぱり人員を

含め強化充実というものが必要となってくると思

いますが、その点に関することと、そこに同時に

教育相談センターというのがさらにあります。こ

れの機能の中身はどうとらえているのか、まずお

知らせください。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

ハートダイヤルの相〇教育部長（今 裕君）

談件数なのですけれども、確かにことし上半期で

いきますと、昨年度の総数に匹敵するような相談

件数が届いております。中身については軽重いろ

いろございますけれども、相談件数が大幅にふえ

ているということは間違いないことでございます。

これにつきましては、今後来年度に向けて相談員

をふやす、できればふやしたいと。今の体制では



－129－

やっぱり相談員さんにかなり無理がかかっている

というふうに私ども考えておりますので、今後予

算査定に向けて相談員体制、単純に人をふやすだ

けでなくて、どういうように１日の体制を組んで

いくかというようなことも含めて今検討している

ところでございます。

それから、教育相談センターですけれども、教

育相談センターはさきに問題行動連携等に関する

文科省のモデル事業がありました。その事業を引

き継ぎまして、そのときに教育相談センター機能

を充実しなければならないということで、以前は

学校教育課でも教育についての電話相談等がござ

いましたけれども、青少年センターの方に教育相

談センターということで設けまして、相談機能を

あちらの方で一括して担うという体制をことしの

４月からとったところでございます。教育相談セ

ンターの機能といたしましては、今までもござい

ましたハートダイヤル、それから適応指導教室と

か問題行動を抱えている父母等の集まりでありま

す父母懇談会、これについて教育相談センターの

方で対応するというような中身になっております。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

相談員の増強を含め、〇４番（岩木正文議員）

今後来年度に向けて予算まで検討していただける

ということですので、楽しみにしております。今

後もさらに機能を充実させ形あるものに、安心し

て子供たちが相談できる体制をさらにつくってい

ただければなと思っております。

それと、いじめなのですけれども、やはり幼稚

園、保育所というのは余りいじめととらわれない

ですよね。何か暴力的、言葉的なことでやります

と、先生がすぐその場で大声を出してでもその生

徒をしかる。ところが、それが小学校になると、

なかなかそうはできない。来年度から特別支援教

育が始まります。私が前にも質問しましたように

ＬＤですとかＡＤＨＤ、そういったことがきっか

けで、また新たないじめということが発生しては

絶対ならないと思っておりますので、幼稚園、小

さい子たちのいじめをどうとらえているのかと、

これはやはりその後いかに小学校と幼稚園、保育

所が連携を強化するというのが重大なことになり

ますので、その件に関して考え方を伺っておきた

いと思います。

それと、もう一点、中学生になりますと携帯を

持っている率が大幅に上がります。約三、四十％

と言われておりますが、やはりその中で問題にな

っているのはメールによるいじめ。これは、姿が

親も学校も見えませんので、私の知っている人の

中でもきもいという、うざいという言葉が５回も

６回も打たれたと。これは、非常に目に見えない

形、そういったＩＴを使った悪質なこともこれか

ら考えられますので、そういったことに対する対

応をどうとらえているのか。先ごろ行われました

名寄市ＰＴＡ連合研究大会で川村先生の御講演が

ありましたが、やはり携帯とかパーソナルコンピ

ューター、買い与えたということはすべての情報

や何かの開示を許可したというとらえ方を親はし

ていかなかったら、子供を守ることはできないと

いうようなお話もありました。私もそうだと思い

ます。やはり時間を制限するであるとか、新たな

今の時代に合わせた考え方もあると思いますので、

お願いいたします。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま幼稚園、保〇教育部長（今 裕君）

育所との連携、これについての御質問だったと思

いますけれども、幼稚園、保育所でももちろんい

じめとは言わないかもわからないですけれども、

そういうような問題はあるのではないかというふ

うには思っております。具体的にはどういうよう

なものがあるかということはちょっとわからない

ですけれども、当然子供の世界ですから、そうい

うようなことはあるのではないかとは思っており

ます。ただ、そういうような幼稚園、保育所と小

学校との連携等については、私どもも非常に大事

だというふうに考えておりまして、実際そういう

ような連携もやっております。幼稚園、保育所か
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ら小学校に入学する子供たちは当然環境が変わっ

てきます。生活のリズムも変わりますし、新しい

人間関係もできるというふうなことで、このよう

な状況の中で幼稚園、保育所にいた子供たちの状

況がどういう状況だったのかというようなことは、

幼稚園の先生方と小学校の担当者との間で資料等

に基づいてある程度の引き継ぎなども的確に行わ

れております。

今後もこういうような引き継ぎ、特に特別支援

教育が始まるのですけれども、先ほども言いまし

たようにＬＤとかＡＤＨＤ、そういうおそれのあ

るような子供につきましては、小学校に入学して

もいろいろやっぱり事前に情報がなかったら小学

校の方でも対応が大変だというようなこともござ

いまして、幼稚園、保育所とはそういうような面

については緊密な連絡をとっておりまして、これ

からもそういうようなことについては、幼稚園、

保育所との連携を進めていきたい。また、小学校、

それから中学校に入学するときにも小中学校の連

携についてもより強化をしていきたいというふう

に考えております。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま中学生の携帯〇教育長（藤原 忠君）

とか、あるいはパソコン等によるお話もございま

した。御案内のとおり、平成１６年でしたか、佐

世保市でインターネットのホームページへの書き

込みからああいう殺人事件が起きたと、こういう

痛ましい事故もございまして、その後私たちも大

変危機感を覚えながら、情報機器、まさに光と影

であります。そういう情報機器の利用についても

指導を強めているところであります。例えばその

一つの例としましては、これは道教委で作成した

のでございますが、こういうパンフレットが各子

供たちにも配布されてございます。こういう中で、

インターネット等を利用する際のモラルの向上な

どにも努めているわけでございます。

先ほど幼稚園とか保育所等でもいじめがあるの

ではないかというお話もございました。こういう

子供たちが心身に受ける痛手というのは、発達段

階に応じて随分変わってございます。したがいま

して、これが小学校の高学年とか中学校になれば

なるほど心は過敏といいますか、豊かになってく

る反面受けとめ方も複雑になってくる。そういう

点で、今言われているようないじめも非常に発生

しやすい、そういう状況にございます。そういう

中から、例えば学校でも今パソコンを導入してお

りますが、名寄市教育委員会としては現在もフィ

ルタリングをさせていただいております。それか

ら、新たに小学校に導入するこのパソコンにおき

ましても基本的なフィルタリングは、例えば暴力

とか性とか、あるいは出会い系とか、こういうも

のについてはしっかり教育委員会として基本的な

ことを定めてフィルタリングをしたいと思います

し、そのほかにやはり小学校ではふさわしくない

けれども、中学校あたりではどうかなというもの

もあるわけで、こういう発達段階に応じたものは

各学校も裁量の中でフィルタリングもしていく必

要があるかなと、こう思ったりしているところで

あります。

それから、もう一つ、家庭でのあり方について

も大変難しい部分を持っているのでございます。

先日市Ｐ連の皆様がアンケート調査をいたしまし

た。その結果によりますと、小学校で携帯電話を

持っているのはおよそ９％、それから中学校では

５３％と、あらあらでありますが、こういう数字

が出てございました。札幌でも同じような調査を

いたしました。札幌では小学生が１４％、中学生

は５５％、言ってみれば小学生は名寄がぐっと少

ないのであります。中学生はほとんど同じような

率で携帯電話を所有していると、こういうことで

ございまして、名寄ではもちろん学校では使用禁

止ですので、子供たちは持ってきておりません。

しかし、家庭における利用のあり方についてこの

ような事件が多発している中、改めてやはり学校

を通し、あるいはＰＴＡの研究会等を通しながら、

しっかりと指導していかなければならないと。た
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だいまの議員のお話のとおりでございます。しっ

かりと取り組んでまいりたいと、こう考えており

ます。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

このいじめ問題が起き〇４番（岩木正文議員）

ましたときに教育長は名寄市にもいじめはあると

おっしゃられて、その対策にいろいろと対応して

いただいていることは本当ありがたいと思います。

しかし、今後のことを考えまして、やはり幼保、

小さい子からの把握ということも十分行っていた

だいて、これからに生かしていただければなと思

っております。

それと、続きまして教育委員、教育委員会につ

いてでございますが、名寄はチェック機能は果た

しているというとらえ方でよろしいわけですね。

その答弁がちょっとなかったようなので。大きな

問題はないということをとらえていいのかなと思

います。

先ほど今部長の方からいろんなところに参加し、

やっているよというお話はありましたけれども、

やはり教育委員というこの大切なあれを本当に５

名がいいのか、これでは足りないのかわかりませ

んけれども、今回の市Ｐ連の大会にも参加者名簿

に教育長、教育委員長を初め教育委員も一応参加

だよと載っているのです。しかし、教育長と教育

委員長のお話はありましたが、あとの方はお見え

になっていないと。こういうＰＴＡ、お父さん、

お母さんと触れ合える場というのは１年に１回、

こういうところしかないわけです。だから、学校

現場の理解を研究大会を見ていなくて、授業を見

てわかるだけでは私はどうも不足だと思います。

やはり子育てしているそのお父さん、お母さんの

気持ちも十分理解した上で教育委員会の中でそれ

を活用していかなかったら、どうもうまく機能し

ているとは私には思えないのです。教育委員会の

会議録を見せていただきました。残念なことにま

だ１１月分のメーンのいじめのができていません

でしたけれども、余り活発な発言があるようには

思えません。教育長からの報告を受ける会のよう

にとらえられても仕方ないのではないかなと思っ

ております。

教育長は、教育委員会の役割ということをその

研究大会でしっかりとしたかじ取り、アンテナを

高くする、子供の居場所を持つ、学校が萎縮しな

いようにする、学校の中で切磋琢磨を行うこと、

そして人は平等でないことを理解させる、これは

教育長が９月に行われました日本教育新聞の北海

道におけるセミナーで大変すばらしいことをおっ

しゃっています。本当私もそのとおりだと思いま

す。現実の社会は非常に難しいのだよと、みんな

と仲よくすることは当然だけれども、そこを教え

るのも教育であると、私もそのとおりに思います

が、言葉はこれでしっかりとしたかじ取り、では

何を行うのかというのが私どもには見えてこない

のです。もっとやはり具体的な行動と教育委員、

教育委員会の行いがあって、初めて一緒にこうい

った問題も考えているのだなというのがあると思

うのです。すばらしい言葉よりももっと具体的な

対応をやはり教育委員会として皆に知らしめる、

先生方にも教えていくということが非常に大切だ

と考えておりますので、今の現状の教育委員会の

あり方、教育委員のあり方で本当にいいのかどう

か、教育長はどう思われているのか答弁お願いし

ます。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

まず最初に、私が市Ｐ〇教育長（藤原 忠君）

連お話し申し上げたこと、これは保護者の皆様が

対象でございましたので、具体的なお話までは、

時間も少なかったということもございますが、避

けさせていただいたところでございまして、この

学校としての取り組みとか教育委員会としての取

り組み、あるいはその他今後心がけなければなら

ないことについては、例えば校長会とか教頭会な

どを通しながら、きめ細かに指導という言葉が正

しいかどうか、しっかりとお話を申し上げている

ところでございます。特に学校としての取り組み
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で大切なことは、やはり一つは組織でございます。

組織として機能化すること、このことについては

学校で徹底してこれからも努めていかなければな

らない。ひとり担任だけが抱え込むことが絶対あ

ってはならない、こういうことをしっかりと指示

しているところでございますし、それから今大変

いじめ問題が大きな社会的問題になってきている。

こういう中で、ちょっとしたことでもすべていじ

めとして束ねてしまうことに私たちは大変教育委

員会として危険を覚えているところでございます。

これは、１１月の教育委員会の中でも委員さんか

らも声がございました。何でもいじめとして束ね

て、それがだめだめだめと言ってしまうと、学校

では何もできなくなるのでないかと。したがって、

日常の教育活動の中で起こり得ることは当然起き

てもいい。問題は、それが深刻化しないことだと

か、あるいは本当に人格を傷つけていないかどう

かとか、こういうことをしっかりと検証すべきだ

ということで、教員の資質の向上なども先ほど部

長答弁しましたが、委員の中から御意見いただい

たところでございます。

教育委員会が本当にチェック機能を果たしてい

るかということでございますが、私たちは一応教

育委員会の中では１カ月、定例会ですと１カ月ご

とに開催されますので、１カ月の中の出来事をす

べて報告させてございます。それは、中身を詳し

く言うかどうかは別にしまして、報告させていた

だいております。そして、その中で委員さんから

これについてはどういうことが具体的にあったの

と聞かれたら、もちろんそこで詳しい説明はさせ

ていただくという状況になっております。それか

ら、私の行政報告では１カ月間の当面する、教育

長として専決権をいただいておりますので、その

専決にかかわって業務をなしたことについて逐次

報告させていただいている。そして、もう一つは、

そういう審議、協議、それから報告事項が終わっ

た後、教育委員会の担当課長が全員出席しており

ますので、担当課長と教育委員の皆さんと情報交

換をしております。こういう行事がこれから行わ

れるとか、あるいは行われた、そういう中でこう

いうことがあったというような情報交換をさせて

いただいております。そういうこと自体は、やは

りチェック機能として私は十分果たすだけの内容

でないのかと、こう思っているのでございます。

委員の資質とかそういうことにつきましては、

ちょっと私もなかなかここではお話しできない部

分がございますので、そのほかにも旧名寄市では

それぞれ分担して教育委員それぞれが研修テーマ

をつくって、教育委員会の審議事項など終わった

後発表し合うシステムをつくっておりました。ち

ょっと合併後は、いろいろなほかの教育委員の案

件事項も多いこともあって今のところ実施してい

ませんが、こういうことも取り入れながら、やは

り教育委員としてのさらに研修を深める、そんな

場を教育委員会会議の中にも設けていきたいなと、

こんなふうに考えております。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

よりよい教育委員会で、〇４番（岩木正文議員）

それがプラスになるような方向にぜひ導いていた

だきたいなと思います。

最後に教育関係で、各先生方本当に一生懸命頑

張っています。やはり具体的に何をやるかという

と、いじめの高橋知事だとかいろんな案内が来た

ときに、これはやはり親子で読み合いなさいであ

るとか、毎日来る学級通信を読書をやっているわ

けですから、子供に読んで聞かせてあげましょう

と。しつこいようですが、心のノートの活用とい

うのは私は非常に大切だと思っているのです。１

年、３年、５年に渡るもの。これこそが道徳教育

のスタートであって、残念ながら学校からの案内

は年当初に心のノートを使ってくださいという、

活用してくださいという１回だけでありますので。

ここにおもしろいアンケートがあります。ある学

級の先生が子供たちを理解しようと思ってやった

アンケートなのですけれども、好きな教科は。体

育、図工、これは子供たち大好きです。嫌いな教
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科は。算数、国語、これは当然です。好きな教科

の３番目は道徳となっているのです。子供たちは、

ビデオにおける社会のマナーを守るそのビデオと

か先生のお話を聞いて、ああ、ためになった、楽

しかったと感じているのです。こういう結果がご

ざいますので、学校としてはなかなか時間はとれ

なくても、それこそ私は学校だけがいじめの問題

でなくて、やはり家庭の問題が大きいと思います

ので、家庭も一緒にこういった問題に取り組みま

しょうという投げかけ、キャッチボールというの

もぜひ今後はやっていただきたいなと思います。

これは、要望して終わります。

続いて、災害なのですけれども、宮田議員から

も言われました。これどこに目線を置くかといっ

たら、当然市民の安全を守るための計画でござい

ます。ハザードマップ見て、結構すばらしいもの

ではありますが、うちの町内だとか私の知人にい

ろいろと聞いてみました。どこに逃げる。それは

学校だよと言います。どうやって逃げる。それは

当然車で逃げる。やはりいいものができても、住

民に周知徹底されていなければ、本当にあした起

こったときに今名寄の住民は非常に逃げ場所公い

ます。みんな車で行きます。こういった現実をも

う少し周知ということを本当にとらえていただい

てやっていただきたい。そして、言葉をなぜわか

りやすくと言うか、避難勧告と避難指示、どっち

が重いですかと言ったら、みんな避難勧告が重い

と言うのです。これは避難指示ですよね。私ども

が見てわかるのであって、避難指示が出ました、

逃げないのです、みんな。今回１１月１５日です

か、択捉沖の地震ありました。そうしたら、オホ

ーツク海側全域に避難勧告、避難指示が出ました。

稚内は避難指示です。ですけれども、実際それに

従ったというのは根室市は１％、多いところは３

０％、あれで本当の高波来ていたら全滅です。そ

れほどこの災害というのは住民にいかに理解して

もらうか。だから、私が言うピクトグラムもいつ

も名寄高校の前にこんな看板があったよという、

いつ起こるかわからない災害で目にしておくとい

うことがいかに大切かなのです。起きたときにど

う対処するのかが名寄市が安心、安全で取り組ん

できたかという評価になりますので、私も本当に

今度の択捉の地震での避難指示、避難勧告には非

常に驚いております。やはり目に訴える、これは

非常に大切なことになりますので、よろしくお願

いします。

これ西小学校の通学路安全マップです。不審者、

ハチ、車、雪のある危ない場所、全部絵記号、絵

の記号でできています。こういうマップとか、部

長が言いました小冊子をつくる、これは大人を基

準にしてはだめなのです。やっぱり子供とお年寄

りが見てもわかる冊子で、それが活用できるもの

でなくてはならないので、それをすばらしいもの

をつくっていただくように要望をしておきたいと

思います。

それと、防災計画なのですけれども、私の１７

年３月の議会において特にこの冬の災害、これは

ここで起きたら大変なことになるよということで

訴えて、ストーブであるとか、そういったことも

非常に確保の現状が今難しいと言われました。調

査して、防災計画に反映していくという御答弁を

いただきましたので、今回の防災計画には特に大

変な冬の対策、どのように盛り込まれていく予定

なのかお知らせください。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきますけれども、大変厳しい御質問でありまし

て、本当にその備蓄というのは非常に大事なこと

というのは十分認識をしております。１７年の議

会のときにも備蓄に向けてはしっかりとというか、

考え方を示させていただいておりますけれども、

今回防災計画の中でもその対応方法についてもし

っかりとというふうなことになってまいりますけ

れども、現在備蓄している部分については毛布を

日赤の方からの対応の中でやっておりますけれど

も、これにつきましてはなかなかすぐにどれだけ
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のものをどれだけ備蓄するかということいろいろ

あると思いますけれども、これにつきましてはそ

の方策等についても計画の中でしっかり盛り込み

まして、検討させてください。

以上でございます。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

最後にもう一度、ハザ〇４番（岩木正文議員）

ードマップ、これからできます小冊子、やっぱり

実情に応じて見直しをしていくことも大切であり

ますし、住民に避難経路など日ごろから周知徹底

していくことをさらに強く求めておきたいと思い

ます。

それでは次、自主財源の考え方なのですけれど

も、これだけ少しずつやるのはやはりどこの地方

自治体も財政が大変だということで、自主財源と

して有料広告を導入するということがふえて、名

寄市も今後さらに検討していくということでござ

いますが、市長としてこの自主財源の広告に対す

る考え方がございましたら、一言お願いします。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

市民の皆さんに月１回〇市長（島 多慶志君）

の広報でいろいろな行政の取り組み等について周

知を図っているわけでございます。また、さらに

は予算、決算で予算の使い方、あるいは決算では

このような年間事業をやりましたということを周

知を図っております。私ども庁議等で市民の皆さ

んにより理解を深める方法として、最近はホーム

ページ等における情報開示というのもありますけ

れども、やはり最大各世帯に行き渡るのは市の広

報というふうに認識をしております。そこで、市

の広報の中で、場合によってはもっと市民に理解

を深めるためにはページ数をふやしていくという、

こういう発想が予算の規制がありますので、なか

なか増ページできないというきらいがありまして、

こうした特集号的なものについては一定の基準、

規制をかける中で、広告等も取り入れていっては

いいのでないかと、こういう議論を今させていた

だいておりまして、ぜひ１９年度にそうしたもの

を試行的に取り上げていきたいと。財源の確保と

いう一面もありますけれども、やはりそのことが

市民の皆さんの広報に少しでもわかりやすく、し

かも全戸に行き渡るということの利点を追求して

いきたいと、こんなふうに考えております。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

ぜひ積極的に取り組み〇４番（岩木正文議員）

を継続していただければなと思います。

４点目の駐車場の関係ですけれども、市立病院

の駐車場として、外来の方々の駐車場が本当にな

い、でもそれは前々から言われていたことですか

ら。その確保をただ短絡的にそこの近くに公園が

あるから、では駐車場にしようという発想がおか

しいと思うのです。これは、だから部長にお聞き

したいのは、公園という立場のもの、市のもので

すよね。私どもはずっと利雪・親雪やってきまし

たから、その利雪・親雪、逆に言えば私危惧して

いるのはやはりそれが雪捨て場になることなので

す。どこの町内も、うちらの町内でも重機で持っ

てきてやる人がいる。それをだから町内会のそれ

が本当の要望であったら、それも仕方ないという

ような考え方なのですか。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えいたしま〇建設水道部長（松尾 薫君）

す。

端的な御質問でございますけれども、そういう

ような利用につきましては地域の皆さんの合意も

いただかなければいけないと思っております。い

わゆるママさんダンプで雪をはねて寄せてくると

いうような利用の仕方は、公園の冬利用の一つの

あり方として今後はあってもよろしいのではない

かと。ただ、大きな重機でどんどん持ってくると、

そういうことについては少し慎重に、地域の皆さ

んの合意も必要だし、市の条例もありますので、

研究をさせていただきたいと、そういうことでご

ざいます。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

もう一度再確認します〇４番（岩木正文議員）
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けれども、まず第１点目、これは今シーズンだけ

なのか。そしてまた、ほかの町内会でも駐車場利

用が要望されれば、その物によっては許可が出る

のか。やはりこの公園というのは、だから重機が

入って除排雪をするということは、土はかたくな

るし、雪解けは遅くなる。公園というのは、いち

早く子供たちを雪から解放して、遊ばせてやる場

所だと私は思っているのです。あそこはまして南

保育所というのがあります。保育所の子供たちの

遊び場なのです。そこのところをどうとらえてい

るのかちょっともう一度お考えを伺うのと、これ

は私は何となく職員の駐車場かなと思っていたら、

今の部長の答弁では外来の患者さんもというよう

なことで、そうなりますとやはり周知というか、

この駐車場利用としての決まり事であるとかきっ

ちりしていかないと、夜中置きっ放しにされたら

大変ですし、また公費をかけて除排雪するわけで

すから、一部の人たちの駐車場になったら困ると

いうような考えもありますので、そうなると十分

な検討が要ると思いますが、いかがでしょうか。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

公園の利用につ〇建設水道部長（松尾 薫君）

きましては、市の条例で言えば名寄市都市公園条

例で使用の範囲が定められているのですけれども、

花園公園、今お話しの冬の駐車場利用につきまし

ては、名寄の冬を楽しく暮らす条例の市の責務と

して記載をさせていただいておりますのは、冬の

快適な生活空間の確保という冬条例にも記載があ

るわけでございまして、その趣旨も検討の範囲に

含めまして、発想の視点を変えまして、試行的に

モデル的にぜひ使用をして、そしてその後の状況

等を検証させていただきたいと、そんなふうに思

っているのです。そこで、基本はあくまでも公園

機能いろいろあります。議員おっしゃるように子

供たちが雪山をつくって遊ぶ、あるいは地域交流

の場であると。そして、お話にありますように災

害時の避難場所等の公園の各種の機能があります

ので、基本的にはあくまでもその公園機能を残し

ながら、市民の皆さんの利用勝手がよい有効利用

をしていきたいと、そういうようなことが大前提

でございまして、それを踏まえての今回の試行的、

モデル的の検討ということでございますので、少

し条例上は使用に現在の方向では無理があるとい

うことは承知をしておりますけれども、視点はそ

のような視点ということでございますので、御理

解をいただきたいと思います。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

私も趣旨は十分理解で〇４番（岩木正文議員）

きます、駐車場。しかし、その条例に反するとい

うのは……だからやはりこういうのは前々から市

立病院の周りは駐車場がないということが検討課

題に上がっていたわけですから、短絡的に市民に

とらわれることなく、やはり今後はこのようなこ

とがないよう、そしてこれをきっかけとして公園

利用がその地域の住民が望めばこうできてしまう

よというようなことにならないような歯どめも必

要だと思いますので、ことし初めてのことなので、

そして特に利用者への周知をさらに徹底して、ト

ラブルがないよう要望して終わります。

以上で岩木正文議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

平成１９年度予算編成について外１件を、木戸

口真議員。

議長の御指名をいた〇９番（木戸口 真議員）

だきましたので、通告順によって一般質問をした

いと思います。

私は、今定例会で島市長に２件質問いたしたい

と思います。まず最初に、平成１９年度予算編成

について。新名寄市がスタートして早いもので７

カ月が過ぎ、互いの歴史、文化、風土を受け継ぎ、
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新しい発展を求めての合併でありました。しかし、

現状は少子高齢化の進行や国、地方における危機

的財政状況などさまざまな問題を抱え、基礎的自

治体を取り巻く状況は大変厳しく、合併による合

併効果は即効果として見えない状況にあります。

合併初年度の平成１８年度会計決算状況は。約８

億円弱の基金繰り入れによる予算編成でしたが、

今後とも厳しい状況に変わりはないと思うもので

す。一部特別会計にも不安要素もありますが、年

度末の決算見通しはどのように推計されるのかを

お伺いいたします。

次に、今年度決算をベースに、平成１９年度予

算編成が今月から各課から積み上げられて行われ

ると思うが、短大の４大化による大学支援、市立

病院の繰出金、財政支援など、名寄市の財政に大

きく負担となるものと思うものです。知恵と英知

を持って予算編成に取り組んでいただきたいと考

えるものであります。このことから、平成１９年

度の予算方針についての考え、予算規模はどれぐ

らいと考えておられるのか、考え方をお聞きいた

します。

次に、９月より新名寄市の総合計画の策定審議

会が発足し、１００名に及ぶ委員により各部会で

審議され、名寄市第１次総合計画の基本構想が提

示されました。主要施策４５項目、主要事業１３

３項目が掲げられましたが、平成１９年度予算と

の整合性について、事業費の調整は、財政との整

合性は、基金の活用は、以上４点について考え方

をお聞きいたします。

次に、２点目、名寄市の街路灯、防犯灯の今後

について。名寄市の街路灯、防犯灯のことについ

てお聞きいたします。合併協議の中でも電気料、

修繕費の名寄地区、風連地区の歴史の違いを調整

できず、事務協議の中で名寄地区は現行で、風連

地区は特例事業でそれぞれ現行での対応となりま

した。平成１７年度各地区の電気料、修繕費の事

業費、各住民１人当たりの負担、風連地区の住民

負担の現状をお聞きいたします。

次に、１年が経過して、合併協定書では相違が

あるため合併後に調整し、再編するとありますが、

この問題は大変難しいと考えるが、統一に向けて

の考え方をお聞きいたします。

以上２点、よろしくお願いいたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま木戸口議員〇総務部長（石王和行君）

の方から大きな項目で２点の御質問をいただきま

した。１点目の平成１９年度予算編成については

私の方から、２点目の街路灯、防犯灯の今後につ

いては建設水道部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

まず最初に、１８年度の会計決算の推計状況に

ついてお答えをさせていただきます。平成１８年

度新名寄市の一般会計当初予算は、市税、地方交

付税が大きく減少しても、多様な行政需要にこた

えるため歳入に見合って歳出を抑制することがで

きず、基金８億 ４００合円き存することになり

ました。一般会計の執行状況は、１１月末現在歳

入で５ ５％、歳出は４ ６％となっております。 

市立病院会計では、１０月末現在病院事業収益で

５ ７％、同事業費用は５ ５％となっており、 

年度末の収支差額はおおむね２億円の収入不足と

考えております。一般会計の決算見込みにつきま

しては、旧名寄市では予算規模の２％、３億円程

度の不用額が出るものと推計し、３月補正で１億

０００合円の減額を行い、決算０余金は１億 

０００合円ほど出ておりました。しかし、本年度

の決算見込みについては、合併の影響で歳出執行

の傾向分析が十分できていないこと、また特別交

付税も１２月分は合併支援分で前年度より ３０

０合円伸びましたが、３月交付分も含めた全体で

は減額が見込まれること、財源対策債調整分が余

り見込めないことから、３月補正で財政調整基金

の積み戻しは難しく、基金に７億 ０００合円き

存した上で、決算０余金は１億円程度と考えてお

ります。基金繰入金を歳入に見込まなければ、単

純差し引きで６億 ０００合円の赤字決算になる
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ことになります。

次に、１９年度予算編成について５点ほどにわ

たっての御質問でありますけれども、一括して答

弁をさせていただきます。昨日の野々村議員の御

質問にもお答えをいたしましたけれども、旧両市

町の住民及び職員の融和促進と均衡ある発展を基

本に、既得権や既成概念にとらわれず、合併特例

債を有効活用して新しい名寄市の基礎を築く予算

編成を考えております。現在新総合計画の策定作

業と平成１９年度予算要求が同時進行しており、

要求額の点検、集計中であります。予算規模につ

きましては、過去の決算統計及び総合計画の議論

経過を踏まえて、おおむね１９０億円と考えてお

ります。総合計画と予算の整合性について、従来

から総合計画に登載された事業のうち、普通建設

事業は予算計上を前提に事業規模等の調整を行い、

ソフト事業は制度の仕組みや他市町村の実施状況

も検証して、最終的には市長査定で決定しており

ます。

事業費の調整及び財政との整合性につきまして

は、地方財政対策が１２月中旬に公表されること

から、１２月中に経常的経費を中心に財政課長査

定を行い、多額な経費を要する臨時的経費及び政

策的経費につきましては１月に助役査定、市長査

定を行って調整する予定になっております。

基金については、慢性的な歳入不足の中で財源

調整的に使うことのできる基金は限られておりま

す。また、老朽化した公共施設の維持補修等の事

業も山積しており、１９年度予算編成で使い果た

す事態になることも想定しております。予算の具

体的な内容については、予算原案で明らかにさせ

ていただきたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

２項目めの名寄〇建設水道部長（松尾 薫君）

市の街路灯、防犯灯の今後について、２点につい

て御質問いただいておりますので、一括してお答

えをさせていただきます。

まず、１点目の平成１７年度における事業費に

ついてでありますが、名寄地区の場合全額市の負

担でございまして、電気料が ３７８合 ０００ 

円、修繕料が１４２合円となっております。一方、

風連地区では電気料が５２１合 ０００円、修繕

料が３２合 ０００円となっております。風連地

区の住民負担の関係でございますが、市街地区の

街路灯につきましては町内会にあります街路灯数

によって違いがありますが、平均１戸当たり ０

００円程度で、防犯灯は平均で１戸当たり２００

円の負担とそれぞれなっております。

次に、２点目の統一に向けての考え方でござい

ますが、御承知のように街路灯につきましては、

風連地区では昭和３９年に市街地区の街路灯の維

持管理を通じて明るい地域づくりに寄与すること

を目的に、市街地街路灯管理組合が設立をされて

おります。これを機に街路灯の電気料の一部を地

域住民から負担をいただきながら、組合の協力を

いただいて街路灯の維持管理に努めているところ

でございます。また、防犯灯も同様でございまし

て、防犯灯を維持管理する行政区に対し補助金の

交付をさせていただきながら、防犯灯の維持管理

をしていただいております。合併に際しましては、

旧名寄市では地域住民の負担がなく、旧風連町と

の間に相違があることから、特例区事業として取

り扱うことといたしまして、合併協定書の中では

街路灯の設置基準及び電気料の負担、修繕料の取

り扱いについて合併後に調整をして再編をすると、

そのようにさせていただいているものでございま

す。

御質問の統一に向けての考え方でございますが、

長年旧風連町で培ってきたものを大切にしたい、

その気持ちもありますし、今後どういう形で一本

化するのが望ましいのか等を十分検討をいたしな

がら、関係者と協議をしてまいりたいと、このよ

うに考えておりますので、御理解のほどをお願い

したいと思います。

以上、御答弁とさせていただきます。
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木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいまそれぞれ答〇９番（木戸口 真議員）

弁をいただきました。順序逆になるのですけれど

も、名寄市の街路灯、防犯灯の今後についてから

質疑をさせていただきたいと思います。

ただいま建設水道部長の方から御答弁あったわ

けですけれども、街路灯、また防犯灯については

大変難しい問題かと思いますし、私今定例会で名

寄地区と風連地区の違いをまずは明らかにして、

論議の対象にしていただければと思い、発言をし

たわけでございます。

それで、名寄地区の電気料、修繕料は合わせま

すと大体 ５００合円、全額市の負担と。それで、

風連地区においても合わせると大体５５０合円ぐ

らい。大体事業費見ますと、人口率ですか、人口

率の５倍に匹敵する額かなと考えております。そ

こでまず、もうちょっと詳しく聞きたいのですけ

れども、それぞれ、それぞれと言っても補助して

いるかしていないか違うのですけれども、まず名

寄地区、風連地区の街路灯と防犯灯の設置状況、

それと設置に対する状況も違うと思うのですけれ

ども、その辺もお知らせ願いたいことと、風連地

区の補助率と、先ほど事業費出ましたので、補助

率と助成額、市がどのぐらい助成しているかの額

をお示ししていただきたいのと、名寄地区も１０

年ほど前までは住民負担があったと聞くところで

すけれども、その住民負担がなくなった経過お知

らせ願いたいと思います。

それと、今風連地区の経過もお知らせ願ったわ

けですけれども、３９年に市街地区の街路灯に対

して明るい地域づくりに寄与するという目的で市

街地の街路灯管理組合ができたということだった

のですけれども、このできた経過もうちょっと詳

しく教えていただけたらと思います。よろしくお

願いいたします。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

補助をそれぞれ〇建設水道部長（松尾 薫君）

させていただいておりますけれども、名寄市の場

合は街路灯等の設置、修繕料、それから電気料、

すべて公費の負担ということでございますので、

御理解いただきたいと思いますが、風連の地区で

ございますけれども、電気料、１７年度の場合は

先ほど述べさせていただきましたけれども、５２

１合 ０００円ということで、その内１でござい

ます。街路灯が４４９合 ０００円、防犯灯が７

２合 ０００円ということでございます。これは

電気料の内１ということでございまして、風連地

区の修繕料の内１、これは先ほど述べさせていた

だきました３２合 ０００円でございまして、そ

のうちの内１が街路灯分が２８合 ０００円、防

犯灯が４合円ということになっております。

それぞれの補助率の状況でございますけれども、

街路灯につきましては前年度の電気料決算額の４

分の３、これを基本として予算の範囲内で補助を

させていただいているということでございまして、

平成１８年度の補助率につきましては５ ５％に

なっているものでございます。また、防犯灯につ

きましては、設置費につきましては１０分の９以

内で補助をさせていただいておりますし、移転費、

修繕費につきましては１０分の８以内、さらに電

気料につきましても１０分の８以内とそれぞれ補

助をさせていただいておりまして、その電気料、

修繕料等の金額が先ほど述べさせていただいた内

容ということになります。

それから、もう一点でございますけれども、以

前に名寄市でも住民負担があったわけですけれど

も、その経過についての御質問でございます。平

成９年度以前につきましては、名寄市におきまし

ても組合が組織をされておりまして、市民の皆さ

んからも負担をいただいておりましたけれども、

街路灯組合が設置をした街路灯も公共的な役割を

果たしていること、これが一つございます。また、

組合区域内で道路事業により設置をされた街路灯

については、電気料を含む維持管理費が市の負担

になっている、これは２点目でございまして、こ

れらの均衡を図るという、そういう必要性があっ
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たという認識で、市民負担をなくした方がいいと

いう議論がございまして、公費の負担というふう

になったわけでございます。これが経過でござい

ます。

なお、風連地区におきます街路灯組合の経過に

つきましては、助役の方から御答弁をお願いした

いと思っております。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

先ほど３９年に組合が設〇助役（小室勝治君）

立したということでお話あったわけでございます

が、当時風連は非常に暗い状態というか、街路灯

が少なくて暗い町並みだったと思います。そこで、

スズラン灯というか、そういうものを敷設しよう

ではないかというようなことからこの組合ができ

て、そして住民の方からも応分の負担をもらいな

がら、管理組合ができてきたというふうに聞き及

んでいるところでございます。その後ずっと含め

て全般の街路灯の管理をしてきたということでご

ざいまして、合併当時の話をしますと相当の０余

金があったというようなことも含めて、今すぐに

その解決策がないというようなことから、合併協

議の中で風連は風連でしばらくの間いきましょう

というようなことで一つになれなかったというふ

うに考えております。今も街路灯組合等において

も私は何度もお話をしながら、これからの方向性

を出すために、そして名寄と一本化するためにそ

の０余金の処分の方法、それから今後のあり方等

も含めて協議はしておりますが、まだ結論に達し

ておらないというのが今までの交渉してきた経過

でございます。これも特例区がなくなるまでの間

にその辺をきちっと煮詰めて、方向性を出してい

きたいという考え方に立っております。御理解い

ただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいま答弁いただ〇９番（木戸口 真議員）

いたわけですけれども、名寄は平成９年以降市の

負担になったと。それも公共的な役割だとか、そ

ういったものを加味した中で市が負担ということ

になったそうですけれども、逆に風連町ではそう

いった今まで負担していたものを組合を通じてそ

ういう負担をしていこうという形になったかと思

うのですけれども、いろんな人にこの名寄の街路

灯、防犯灯が市の負担になった経過聞きますと、

かなり大きく論議をされたと。その結果やはり市

の負担でという話になっていったというお話を聞

いたことがございます。それで、合併協議の中で

風連は従来負担をしていたよと、名寄は１０年前

からやめたよということで、なかなか事務事業の

調整の中で統一できなかった。その大きな一つが

今小室助役がおっしゃいましたように街路灯組合

で積み上げていた基金があったというお話も聞い

ております。しかし、市街地以外の地域では防犯

灯ですよね。そういったところは別に基金がある

わけでもないし、そういった中で蚊帳の外に入っ

ているような気もするのです。やはりその街路灯

組合で基金を持っている、それでなかなか調整で

きないというお話もそれは私も一つわかりますけ

れども、やはりそのほかに農村部に行くと防犯灯

で２割負担しているというのも現状ですので、そ

の中でやはり統一に向けて調整していっていただ

きたいと考えるのです。

それで、特例区で事業として持っているのは十

分承知していますけれども、これは特例区事業と

いうことでは５年なのですけれども、そういった

認識ではないのですよね。私は、確かに５年の特

例区の事業として考えておりますけれども、しか

し合併協定書の中で合併後速やかに統一するとい

うことを基本としておりますので、私はそういう

考えを持っていますけれども、この辺についての

見解をまずお伺いしたいと思います。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

特例区の事業になって、〇助役（小室勝治君）

５年ずっと引っ張るということではございません。

ただ、いずれにしても組合がありますし、現在組

合を通じていろいろ仕事をやっているというよう

なことから、組合のやはり考え方が主な考え方に
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なってくるのでないかというようなことから、話

し合いは進めておりますということでございます

し、そして実はことしについても組合の方とお話

ししまして、今街路灯の整備を風連のまちの中で

やっております。これは、まちづくり交付金の中

で事業が進められております。これも今新たに街

路灯がつくというようなことも含めて、組合と協

議しながら２２０合円程度の拠出金をいただいた

というふうな形で、御協力をいただいて進んでい

ると。今後においても街路灯の整備等については、

市がやっていく部分であるのかなというふうに考

えられるわけでございまして、これらの組合の考

え方がどういうような方向でいくのかということ

を含めて話し合いを進めてまいりたいというふう

に思っております。

なお、来年については、少し窮屈だから上げて

くれというような話もございます。今まで財政上

の問題からも４分の３を基本にしながら、そして

７０％を掛けて役場の方から補助という形で出し

ていたというふうに、だんだん年々減ってきてい

るのが現実でございますし、役場の方から行くお

金がないものですから、０余金も少なくなってき

たというような現実ではございます。

いずれにしても、早い間に結論を出すように努

力してまいりたいなと、このように思っておりま

す。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

今助役のお話聞くと、〇９番（木戸口 真議員）

間違っていたらあれですけれども、いずれ市が肩

がわりというか、市が中心になって負担をしてい

くというような解釈かなと思っていたのですけれ

ども、助役の意見聞きますと必ず街路灯組合です

か、実際にありますし、そこが中心になっている

のはわかるのですけれども、それで私が言いたい

のは統一に向けて街路灯組合も中に入って調整す

るのは当然だと思いますけれども、まずは風連方

式でいくのか、名寄方式で負担はないようにして

いくのか、そして名寄地区の住民にまた再び住民

負担を求めていけるのかということかと思うので

すけれども、やはり調整する、調整すると言って

も、どこか目標を決めて、どうなのだということ

で進めていかないと、私はいつまでたっても論議

は進まないかと思うのですけれども、これらにつ

いての考え方どうでしょうか。風連地区方向でい

くのか、名寄地区に住民負担を求めて、解決を求

めていくのか、この辺の見解というのは今難しい

問題ですけれども、この辺は今の助役の話聞くと

いずれは市の負担でというような、ふやしていく

というような発言もされているのですけれども、

その辺はどうなのでしょうか。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

統一するわけですから、〇助役（小室勝治君）

旧名寄市が風連の方と合わせてくるということも

統一の一つの方法でございますし、また風連の方

が名寄に合わせていくという方法も一つの方法で

ございます。今考えているのは、今現在名寄市が

行っているような直営管理の形の方向性で進んで

いきたいという考え方をしております。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

わかりました。ぜひ〇９番（木戸口 真議員）

ともそういった方向に進むということで、合併の

事務事業の関係でも、例えばさっきの水道事業も

１９年９月には、そして２０年の春にはという、

一応３年だったのですけれども、２年でそういう

形が統一するということで見えていますので、こ

の街路灯については合併協議の中でも早期に統一

するということですので、そういった今助役が言

われましたように市が負担をしていくという方向

に進むということであれば、早期にそういった方

向に進んでいただきたいと考えております。それ

では、この質問については終わらせていただきた

いと思います。

次に、１９年度の予算編成についてお聞きした

いと思います。ただいま総務部長の方から御回答

をいただいたわけですけれども、１９年度につき

ましては基金の取りまし、当初８億 ０００合円
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か ０００合円かで、たまたま交付税が１億 ０ 

００合円でしたか、予定より、予定よりというか、

多く入ったので、また基金に戻しているという状

況かと思いますけれども、今聞きますとこういっ

た基金をました中で最終的な年度末では１億円程

度の０余金が出るのでないかと。しかしながら、

これは別に基金を取りましているので、実際的に

は赤字だということで、大変厳しいと。そして、

今現在７カ月たって、執行率ほとんど病院関係も

５０を超えているという状況かなと思います。そ

れで、厳しい中でぜひともこれから後半、少ない

財源ですので、やはりそういったもので慎重に対

応していただきたいと考えるものであります。

それと、もう一点、風連の小規模の企業、この

方々が合併することによっていろんな制度が変わ

るということで、大変危惧していた部分も多かっ

たかと思います。そんな中で、私も合併前に一般

質問の中でもそういった中小企業、また小規模事

業所、そういったものの対応をぜひとも、合併し

て即制度が変わったからといってもなかなかそう

いった小さな業者はやはり対応できない部分があ

るということで、大変危惧して、また柿川前町長

にもそういった面をぜひとも合併後に均衡ある発

展をまずは求めていきたいというお話も私もした

わけですけれども、そうした中で小規模企業です

か、物品調達制度を、需用費関係、消耗品だとか

燃料だとか修繕費、そういったものが制度上大分

変わったかと思います。風連では今まで大きな枠

でとらえていたのですけれども、調整の中で大変

厳しい制度になったかと私は考えております。そ

れで、風連地区ではそのころで、昨年度で需用費

の関係で大体２億 ０００合円程度かなと思いま

すけれども、今ここで私風連で今どのぐらい企業

に云々というわけではないのですけれども、そう

いった小規模企業に対する対応策というのも、も

う進められてきていたと思うのですけれども、そ

ういった現状というのをお知らせ願えればと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきます。

まず、１点目の１８年度の決算について、大変

厳しい状況だということを答弁させていただきま

したけれども、これまで旧名寄市におきましては

当初予算を組むときにも財政調整基金というのを

取りまして調整財源にしておりまして、１５年度、

１６年度の決算ではその基金の繰り入れしたもの

を積み戻しができました。しかし、１７年度の決

算でも、決算委員会でも御報告をさせていただい

たように今回は基金を積み戻しができなくて、３

億 ０００合円程度の財政調整基金を調整せざる

を得ないと。それで、実質単年度収支が２億 ７

００合円の赤字決算になりましたと。これは、１

７年度は旧風連町と旧名寄市のを合わせた部分で

の決算ということでありますけれども、旧風連の

決算の状況を見ましても１５、１６年度とそれぞ

れ大変厳しい基金の取りましをしている状況にあ

ります。１８年度決算においては、特別交付税が

１２月には若干ふえました。しかし、３月には思

ったより、当初予定していたよりは厳しい特別交

付税の状況になるのでないかと。それと、もう一

つは、財源対策債調整分ということで、これまで

普通建設事業等に使っていた補助残に対する財源

対策債ということで、交付税算入は５０％という

ことで大変有利な起債をこれまで可能な限り対応

してきたのですけれども、これが少し厳しくなっ

てきたということで、１８年度決算は今話したと

おり赤字の状況での決算になるだろうと、このよ

うに思っているところでございますので、なお一

層厳しい中でも、まだ後半ありますので、より歳

出の執行に当たってはしっかりと対応していきた

いと、このように考えております。

それと、物品の調達等、工事等の関係で、合併

に伴って事務事業の見直し等でどう変わったのか

ということとなるべく地元、風連地区は風連地区

の業者さんにというふうな御質問かなと、このよ
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うに思って聞かせていただきましたけれども、こ

れはこれまでもそうでありますけれども、地元で

調達可能なものは地元に発注しましょうというふ

うなことは基本的にこれは考えていることでござ

いまして、今回合併に伴って事務事業の中でも燃

料ですとか暖房燃料等につきましては、旧名寄市

では石油業協同組合と契約をして、安定供給の部

分から一定の価格単価でそれぞれの施設供給をし

ておりました。今回合併に伴って、名寄市と旧風

連、旧風連の石油の関係の業者の方にも入ってい

ただいて、それぞれ加入している業者の方からど

こからでも購入をしていただけるというふうなこ

とで取り組んでいるところでありますから、商社

なり、業者さんの営業の努力の部分でもそれぞれ

あるのかなと、このように思っております。

さらに、物品の関係では指定物品を定めており

ます。これまでは指定物品ですとか貯蔵物品とい

うことでなっておりますけれども、貯蔵物品は廃

止をして指定物品１カ所でございまして、指定物

品はそう多く今品目がないわけでございまして、

それらの区割りはしないで、これもどこからでも

自由に購入できるということで、消耗品について

は自由にそれぞれ原課の方で対応して購入をする

ということでありますので、偏った形での発注と

いうことはないということで御理解いただきたい

と思います。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

１８年度厳しいとい〇９番（木戸口 真議員）

うことで、厳しい状況の中でもぜひとも有効に予

算を使っていただきたいと考えております。

それでは、地元の、地元というわけでないです

けれども、今制度が変わった中でやはりそういっ

た小規模の企業が対応するには私は時間もかかる

と思いますので、ぜひともそういった業者に指導

していくなりして、今後とも続けていただきたい

と考えるものであります。

それで、１９年度の予算編成についてというこ

とで、１９年度も大変厳しい状況には変わりはな

いと。それで、要素としても基金に頼る、基金取

りましをしての対応での予算編成を強いられてい

るということなのですけれども、それでも、きの

うもそうなのですけれども、地域経済の拡大だと

いう中でもやはりそういった投資的な事業もして

いかねばならないという御発言もあったわけです

けれども、そういった中でまず先ほど予算規模に

ついては一般会計１９０億円と出たわけですけれ

ども、そういった厳しい中でそういった地域経済

の確保をしなければならないというお話も出て、

しかしながら既得権にとらわれず改革するものは

していくということだと思うのですけれども、そ

ういった意味で先ほど言われました地元雇用拡大、

また地域経済の活性化ということも踏まえた中で、

どのぐらいの範囲で基金を使って、また特例債や

過疎債の流用もするかと思うのですけれども、新

市計画では特例債や何か入れないで、たしか特例

債を入れないで普通建設事業ですか、普通建設事

業費は２２億円ぐらい見ていたかと思うのですけ

れども、それらについてどのようにして進めるの

かちょっとお話ししていただければと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

普通建設事業の関係〇総務部長（石王和行君）

ということだと思いますけれども、現在基金の関

係で申しますと現在残高が財政調整基金は５億

３６２合 ０００円ということになってございま

す。この財政調整基金の部分の５億 ３００合円

につきましては、既に旧名寄市で中期財政計画の

中で大学の全学年がそろうまでということで、１

８、１９、２０と一定額の財政調整基金を繰り入

れをして調整をするということでの一定財源の部

分が１９年度は３億 ０００合円ございますから、

それを差し引きますと約２億円ぐらいの財政調整

基金しかないという状況であります。ですから、

その財政調整基金を初め、野々村議員の方にもお

答えをさせていただきましたけれども、さらに厳

しい中で特定目的基金の部分でも年度を超えた部

分での視野に入れなければならないような厳しい
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財政の編成になるのかなということをお話をさせ

ていただいたところでございます。

さらに、普通建設事業は、新市建設計画のとき

の財政シミュレーションでは確かに２２億円とい

うことで一定のシミュレーションしておりますけ

れども、これとてもそのときの財政の制度の中で

のシミュレーションということでありますから、

今日的な状況の中では先ほど申したように１２月

中旬なり、１月、または２月の上旬ということで、

最終的には財政課長内簡という形で示される詳細

が出なければ、歳入がどれだけ確保して、財源が

どれだけ、特に大きなものは地方交付税が減るか

という部分があります。それで、今総合計画との

事業費の整合性の部分とあわせて財政計画を立て

ております。現在での財政シミュレーションをし

て、１８日の議員協議会の中では総合計画の基本

構想、基本計画の中での財政見通しといいましょ

うか、中期財政計画を示させていただいて、議員

協議会で議論をいただければと、このように思っ

ております。

いずれにいたしましても、使える有利な起債は

合併特例債の７６億 ０００合円と一定程度これ

まで使っております過疎債、これは年間５億円と

いうことで道との協議の中での上限設定がありま

すから、これは５億円ということであります。し

かし、過疎債は借りたお金が３年据え置きの１２

年償還ということであります。合併特例債は３年

据え置きの２０年償還でありますから、過疎債を

借りるより合併特例債を借りていく方が償還圧が

少なくなるのかなと、このように考えております

から、それら事業費の事業と財源対策をどうする

かということで２２億円が２５億円になったりす

ると思います。それと、国なり、道なりの補助事

業がどれだけ取り組めるかによっても普通建設事

業の総額が変わってくるのかなと思っております

ので、これとて最終の市長査定段階まででそれぞ

れ原課で対応している部分で補助事業がどのぐら

い見込めるのか、それらによって２５億円になる

か、３０億円になるか、また前期計画の５年間の

中で財源をどの事業にどうやるかということはこ

れから調整をしながらいかなければならないのか

なと思っておりまして、具体的にその基金をどこ

にどう使うかということについては、今後の事業

と財源の対策の部分で予算編成の中でしっかり議

論をしていくと、このようになるというふうに思

っております。

以上でございます。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

本格的には今の段階〇９番（木戸口 真議員）

では数字や何かはなかなか出ないというお話かな

と思います。

それで、例えば来年の事業で重要施策として再

開発事業、道の駅、またパワーアップ事業も中名

寄地区ですか、どこかまた新しく追加になったと

いうお話先ほどいただきまして、そういった中で

やはりかなりの財源が必要になってくるのかなと

思いますけれども、それでこれから有利債を使っ

てというお話でした。それで、ちょっと資料を見

ますと地方債の１８年度残高ですか、これ一般会

計では２２０億円、特別会計全部入れると４１４

億円という。地方債のその数字見ると、平成２２

年になるとかなりぐっと地方債の償還額が減るの

かなというのが見えてくるわけです。それで、先

ほど言っていましたように今後総合計画の中で有

利債、合併特例債をできれば満度に使っていきた

いということかなとは思うのですけれども、ただ

私どもがちょっと心配するのは、確かに有利債で

あっても、最終的には３割程度の手出しで終わる

という部分もあるのかもしれませんけれども、確

かに３年据え置きで、ちょうどこれでいうと２２

年になると地方債の残高が大分減りますので、そ

んな中で３年後にこういった特例債が入るとスム

ーズな支払いになって、それで地域の活性化にも

というお話かと思うのですけれども、やはり住民

は財政的なことを大変、私ももちろんそうですけ

れども、住民生活に必要以上のものがあることに
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よってサービス面や何かが落ちてくることが一番

懸念されると思うのです。確かに地域の経済活性

化は、私はこれは必要だと考えますけれども、で

もやはり最終的に住民サービスに影響するような

ことがないようにこれから総合計画の中でも取り

組んでいただきたいと考えているのですけれども、

その辺についてはどうなのでしょうか。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

確かに地域活性化の〇総務部長（石王和行君）

観点と雇用の観点から予算編成の指示をいたして

おりますから、これからは助役査定、市長査定の

中でしっかりとそのことを受けて予算編成に当た

りたいと、このように思っております。

それと、先ほどお話のありました有利な起債で

あっても借金ですということ、まさしくそのとお

りでありまして、特例債等々を借りても３３％強

については負担になってくる、償還財源が必要に

なってくるわけでありますから、一般財源の歳入

がどのぐらい確保できるかと、一般財源の見合い

の中で借金をどのぐらいにしていくかという一つ

のしっかりとした方針のもとでお金を借りなけれ

ば、これはその年度だけいいというものではあり

ませんでして、後世代に負の遺産を残さないよう

な、しっかりとした財政計画に基づいた事業の選

択等していかなければならないでしょうし、もち

ろん緊急性なり、必要性を十分勘案する中で１９

年度予算の執行に当たらなければならないと思い

ます。

先ほど話のあった道の駅と市街地再開発事業に

ついては、これは継続事業という位置づけの中で

１９年度予算の中では普通建設事業の中で入って

くるということで御理解をいただければと思いま

す。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

最後になりましたけ〇９番（木戸口 真議員）

れども、全体に今厳しい中でも有利債を使ってと

いうお話もありました。それで、きのうも継続事

業の道の駅、再開発事業については継続であるの

で、見直し云々ではなくて継続事業として進めて

いくというお話も聞きました。それで、担当の課

長さんともちょっといろいろとお話ししたのです

けれども、担当の課長さんとちょっとお話しした

ときに、うちの市長は今この継続事業をまず進め

ようという方針を持っていると。そして、課長っ

て、ある課長さんでもいいのですけれども、それ

で名寄地区の住民からもどうなのだと、やっぱり

名寄の重点となる事業がなかなか見えてこないと

いうお話も聞こえる。でも、市長さんはそういっ

た今の継続事業をまず取り進めて、そして名寄地

区においてはインフラ整備ですか、そういったも

のを前期の中で、風連地区と名寄地区のかなり違

いがありますので、そういったものを進めていき

たいというお話しされていたのですけれども、私

もその話聞いたとき、市長さんやはり今風連に対

しての思いもあって、また名寄地区のインフラ整

備もしていくという方向を出して、これを進めて

いくのかなと私は考えていたのですけれども、最

後に市長さんのその思い、来年度に向けての思い

をお聞かせ願って、終わりたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

毎年２月、予算の査定〇市長（島 多慶志君）

という作業があるのですが、旧名寄市の時代はい

つも財源がないままに予算が１０億円ぐらいオー

バーしていると。これを切るのが市長の仕事だと、

こういう作業を続けております。来年はそういう

ことがないのかなというふうに期待をしながら、

今数字を見ておりますけれども、き然として新市

になっても状況は大きな変化はないと、こんなふ

うに思っております。

必ずしも継続事業と決めているものをそのまま

予算化をするというスタンスは持っておりません。

やはり１年時代が変化をすれば、その時代の変化

に応じた内容を検証をしっかりしたいというふう

に思っております。しかし、一般住民の皆さんは、

継続事業というのはもう既に走り出していて、そ

のことに対する期待というものも非常にあるわけ
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でございますから、軌道修正をかけながらでもし

っかりとやり抜いていくと、こういう考え方をし

ているところでございます。

当然平成１９年度は総合計画の初年度というこ

とで整合性を持たせなければならないと、こんな

ふうに思っておりますが、新型交付税、あるいは

税収が住民税の方に所得税から移譲されて回って

くる部分がありますけれども、これらについては

住民の皆さんはまた負担感を感ずると、こういう

状況がございます。その分譲与税等で国からの交

付の分が落ちるわけでございますから、私どもと

しては市民の皆さん、納税者の皆さんとしっかり

これら増税感をどのように説明をしながら納税の

意欲も含めて維持していくかと、１９年はこうい

う重要な年だと、こんなふうに認識をしていると

ころでございます。

総合計画の方につきましては、今鋭意作業中と

いうことで、本議会が終了後、日程をつくってい

ただいておりまして、その中でまた協議をいただ

いて、しっかりとした事業の前期計画等について

も御議論をいただければと、このように思ってい

るところであります。

以上で木戸口真議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

市民憲章策定の状況について外３件を、竹中憲

之議員。

議長より御指名をいた〇３番（竹中憲之議員）

だきましたので、通告に従いまして４点について

質問をいたしてまいります。

１点目は、市民憲章の制定についてであります

が、６月の定例議会で市民憲章の制定について質

問をさせていただきました。この中で総務部長は、

早期に市民委員会を設置をして、市民の総意で早

急に制定をしたいと答弁がされました。既に６カ

月が経過をいたしております。この１２月の広報

に意見の募集と題した折り込みが入っておりまし

たが、この期限が１２月２０日というふうに記さ

れておりました。住民が主体となった個性的なま

ちづくりへと転換するためには、市民の総意で、

平和で健康で公平で心豊かで明るい未来を語れる

市民憲章を制定する必要があると私は考えていま

す。現在有識者の方々で組織されようとしており

ます市民憲章検討委員会の議論がされようとして

おりますが、行政としてどのような憲章を考えて

いるのか、また市民の意見をどのように憲章に反

映させようとしているのかについてお知らせを願

いたいというふうに思います。

２点目は、市の条例、規則についてであります

が、風連と合併となり、全条例が改正となりまし

た。この中で、この規則に定めるもののほか必要

な事項は、それぞれの長でありますが、長が定め

るという条項が多くあるところであります。市長

や主管の長が定めることができるものとして内規

等があるというふうに思いますが、この内規で扱

われているものはどのくらいあるのかについてま

ずお知らせを願いたいというふうに思います。

３点目は、給食センターにかかわる問題につい

てであります。既に承知のように給食センターは

来春統合がされるわけでありますが、結果として

名寄への集約ということになるわけであります。

今日までそれぞれ給食会の中で問題点を整理しな

がら進められ、学校給食部会あるいは献立部会で

議論をし、整理された内容について明らかにされ

ています。給食費の単価やアレルギー対策は、名

寄における給食費問題も含めて答申がマスコミを

通して出されていますけれども、保温対策等につ

いては今回の補正で理解をしましたが、搬送のあ

り方についてどのような方法をとるのか。また、

学校給食センター統合にかかわり、保護者アンケ

ートが実施をされましたけれども、教育委員会と

してどのようにかかわったのか、またアンケート

の課題と活用はどのようになったのかお知らせを

願いたいというふうに思います。

４点目は、子供たちを健やかに育てる環境改善

についてであります。連日のように不登校、子供

同士のいじめ、体罰や虐待などが報道されている
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と同時に、これらが原因での死亡も報道されてい

ます。政府は、教育の荒廃、学校で抱えているさ

まざまな問題について政府、文部科学省の管理統

制的な教育政策や市場経済、資本の論理の徹底と

いった側面とはとらえずに、教師や子供たち自身

や教育基本法自体に責任を転嫁をしようという流

れになっています。現在家庭や地域における子育

て力の低下、学校現場での余裕がないなども一つ

の要因として考えられます。教育基本法が悪いか

のように改悪へと進んでいますが、タウンミーテ

ィングでのやらせや税金のむだ遣いなど、子供た

ちにどのように説明をすればよいのでしょうか。

元文化庁長官の三浦氏は、できないものはできな

いままでいい、エリート以外は実直な精神だけ持

っていればいい、魚屋の息子が官僚になるような

ことがあったら不幸になる、必要最低限の共通学

力の上に個性的な学力をつくる時代で、標準化と

いう悪平等をやめて、格差の大きな学習が可能な

学校教育を考えるときであるというふうに言って

います。この場で教育基本法について論じる気は

ありませんが、教育基本法を改正しても何一つ変

わらないと私は考えています。子供たちへの強制、

強要が増すばかりと思います。私は、この地で心

を病んでいる子供たちが多くいることに子供たち

が健やかに育つための環境整備、環境改善が必要

と考えているところであります。そこで、行政と

して単独でもできることが多くあるのではないか

と思います。教育相談センターにおける適応指導

教室とハートダイヤルの改善強化、また１９年度

より始まる特別支援教育についての現状と課題に

ついてお知らせを願いたいというふうに思います。

以上、この場からの私の質問を終わらせていた

だきます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

竹中議員から大きな〇総務部長（石王和行君）

項目で４点にわたっての御質問をいただきました。

１点目と２点目につきましては私の方から、３点

目と４点目につきましては教育部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いいたします。

まず、１点目の市民憲章の策定についてお答え

をさせていただきます。６月の議会でもお答えを

したとおり、合併に際してこれまで両市町が有し

ていた町民憲章、市民憲章については一たん廃止

とし、新市で新たに策定することとしております。

御質問にありましたように、策定に当たりまして

は市民の皆さんの意見をできるだけ聞き、新しい

名寄市の市民の皆さんの目標となる市民憲章の策

定が必要と考えております。現在広報なよろ、イ

ンターネット等を通じて市民の皆さんから新市へ

の願いや思い、これからのまちづくりの目標、新

市のイメージなどを言葉や文章など自由な形で寄

せていただくよう募集中であります。締め切りは

１２月２０日ということでございまして、寄せら

れた御意見についてまとめまして、１２月２２日

に第１回市民憲章検討委員会を開催をさせていた

だきまして、年度内に市民に親しみの持てる市民

憲章を策定をしてまいりたいと、このように考え

ております。

次に、２点目の条例にかかわる内規についてお

答えさせていただきます。条例や規則の中で、委

任の形で市長等が別に定めるものの中には、その

内容に応じて規則、訓令、告示の形で明示的に定

められるものとそれらとは別に内部決裁処理とし

て設ける内規的なものがございます。ただ、別に

定める形式としては、規則や訓令、告示の形をと

ることが基本であることに変わりはございません。

その意味からは、全庁的に見ても内規の存在はご

くごく少数であると認識しておりまして、正確に

確認はしておりません。内規とは、行政機関内部

の内部的な規程のことでありまして、主として事

務処理の基準や手続等について定めるものをいい

ます。したがいまして、条例や規則の内容そのも

のにかかわる細目等や市民の権利、義務や利害関

係等にかかわる事柄については内規扱いとするこ

とは適当でございません。その意味から、あくま

でも行政内部の事務処理基準の範囲内にあるもの



－147－

についてのみ内規扱いとする考えをとっておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。

以上でございます。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、合併にか〇教育部長（今 裕君）

かわって給食センターの課題についてと子供たち

を健やかに育てるための環境整備についてお答え

いたします。

給食センターの配送についてのお尋ねですが、

名寄学校給食センターでは直営で２台の配送車を

使い、また風連学校給食センターは委託方式で１

台の配送車を使い、それぞれ配送員も含め２人か

ら３人乗車し、給食を配送しております。現在配

送員は、給食の配送のほかに食器の保管庫への出

し入れ、調理器具の移動、食材の荷受けと運搬、

残滓処理など、主に力を必要とする業務を行って

おり、風連学校給食センターではこれに加えまし

てボイラー管理業務も行っております。学校給食

は、大量調理ということで、調理後２時間以内に

喫食することが文部科学省の通達で義務づけられ

ておりますので、迅速に対応することが求められ

ております。そのため給食センターを統合するに

当たりまして、風連各小中学校への配送について

試行運転を行ったところ、総キロ数が４５キロメ

ートルで、配送に要する時間は積みおろしの時間

も入れ１時間１０分程度が必要と見込まれますの

で、冬期間の安全運行を考慮し、学校の給食開始

時間に十分間に合うよう、ゆとりを持って対処し

てまいりたいと考えております。

なお、当面配送業務は現在行っている直営と委

託の２本立てで行う予定でございますが、配送方

法についての検討を進めまして、コストいかんに

よっては近い将来委託方式を積極的に考慮してい

きたいと、そのように考えております。

次に、保護者アンケートからの課題と活用につ

いての御質問についてでございます。保護者アン

ケートにつきましては、統合に向け名寄、風連学

校給食会合同理事会が協議を進める中で、学校関

係者や保護者等に統合の経緯や協議内容を知らせ

るだけではなく、統合後もよりよい学校給食を行

うために保護者、教員からいろいろな意見、提言

をいただくべきとの考えから行われたものでござ

います。アンケート調査は、教員、保護者 ４８

２名を対象に行われましたが、回収は２７７名、

回収率は１ ２％でございました。限られた期間

内での調査でございまして、回収率は低くなりま

したが、風連地区では３ ９％と関心の高さがう

かがわれました。アンケートの回答では給食費の

単価や未納問題、食育の推進等の意見もございま

したが、一番多く寄せられたのは献立内容などお

いしい給食に関する意見、提言でございました。

課題解決のために設けられた二つの専門部会では、

これらアンケートの意見等も十分参考にして、給

食費については値上げをしない、未納防止に向け

て学校、ＰＴＡ、学校給食センターが一体となっ

た対策委員会を設置し、未納防止の徹底を図る、

また献立内容を工夫し、地場産品を積極的に取り

入れた安全、安心でおいしい給食の提供や食に関

する指導内容などを盛り込んだ献立表の作成等に

ついて具体的な答申を行い、それぞれの学校給食

会では臨時総会を開催し、答申内容を承認したと

ころでございます。統合後適切な時期に学校給食

会と連携し、再度児童生徒、保護者等に対し給食

に関するアンケートを行うなどして、栄養バラン

スに配慮したおいしい給食の提供に努めてまいり

たいと考えております。

次に、大きな項目４の（１）の適応指導教室の

現状についてお答えいたします。名寄市教育委員

会は、保護者、学校及び関係機関などと連携のも

と、不登校、引きこもり、あるいは虐待などの問

題を抱える児童生徒が生活習慣を改善し、豊かな

情操や社会性を涵養する中で学校へ復帰すること

を目的に、平成１７年４月から適応指導教室を開

設いたしております。これまでは、電話相談、ハ

ートダイヤルとタイアップしながら、教育専門相

談員が中心となり、軽スポーツ、学習指導や野外
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活動などを行ってまいりましたが、旧学務課と青

少年センターの相談窓口一元化を機に規程等の整

備を行い、今年度からは教育相談センターの業務

として行っているところでございます。

適応指導教室は、原則として土曜日、日曜日、

祝祭日、長期休業日を除き月曜日から金曜日まで

の９時３０分から１５時まで開室しております。

本年度上期の利用状況でありますが、小学生男子

３名、中学生女子２名が在籍しておりまして、１

０２日間開室し、延べ通室人数３８５人で、１日

平均 ８人の利用となっております。開室に当た

りましては、女性児童センター内で専用の部屋を

確保し、教室としております。しかし、小学生と

中学生の利用者がいること、また個別の対応を必

要とする利用者がいることなどから、専用教室の

みでの対応は難しいときもあり、そのようなとき

は館内の利用予約のない部屋を使いながら、教育

活動を行っております。こうした場合には専任指

導員に加え、教育専門相談員や女性児童センター

の指導員も動員しての対応となっております。専

任指導員は、週４日の勤務となっておりますが、

学校の長期休業日等の閉室日との振りかえや利用

者のない午後等の時間帯の振りかえでのやりくり

で平日は毎日の勤務体制をとっております。本年

度は、在籍者数、通室率とも予想以上でございま

して、対応する指導員の人的配置、利用者の活動

する教室の確保等、また指導方法、内容につきま

して今後子供の在籍する学校を交えてさらに検討

を加え、より効果のある教室運営をしてまいりた

い、そのように考えております。

次に、ハートダイヤルの現状についてでござい

ます。名寄市教育委員会では、子供の悩みをいち

早く見つけ、いち早く対応できるよう学校の内外

を問わずきめ細やかな対応を行ってまいりました。

学校外での対応は、主に今年度開設いたしました

教育相談センターの業務として位置づけられてい

るハートダイヤルと適応指導教室でございます。

お尋ねのありましたハートダイヤルにつきまして

は、平成８年度に開設され、いじめ、不登校、引

きこもり、その他さまざまな人間関係で悩む子供

たちの問題解決に役立ってまいりました。ハート

ダイヤルの対応は、平日９時から１７時までとな

っており、土日、祝祭日は留守番電話にしており

ます。また、ハートダイヤルの業務の一環として

は面接相談等についても受け付けております。本

年度４月から１０月までの相談件数は、接触別で

は電話によるもの２９２件、来所面談２２５件、

学校訪問２８件、家庭訪問１７件、移動相談７件、

合計５６９件となっております。相談内容別では、

素行、暴力についてが１３１件、不登校問題につ

いてが１２２件、人間関係が７４件、学力、進路

についてが３５件、発達障害についてが２９件、

いじめについては２０件、家庭内の問題について

が１８件、幼児子育てについてが８件となってお

り、その他市民相談、よろず相談的な対応も１３

２件ございます。来信面談者別では、父母からの

相談が１９３件、高校生からが９８件、一般市民

からは８４件、ほかの機関からが５８件、教師か

らが５８件、中学生からが５３件、知人からが１

３件、小学生からの相談は１２件となっておりま

す。このような相談対応は、通常教育専門相談員

が当たっておりますが、相談員は週４日勤務体制

でございまして、休みとなる日やその他所用で不

在となるときなどは青少年センターの職員などが

相談を受け、専門相談員に引き継ぐ等の対応を行

っております。

本年度上半期の相談総数は、既に昨年度の年間

総数に匹敵するなど増加に転じていることから、

今後は相談員の増員、あるいは民間ボランティア

の協力を得るなど受け入れ態勢を整えるとともに、

昨年度も１２４件、今年度もこれまで１１３件ご

ざいました市外からの相談の扱い方や本年度１３

２件に上る市民相談、よろず相談的なケースの取

り扱い、さらにはメールによる相談の受け付けな

どについても検討を加えてまいりたいと考えてお

ります。また、相談員と学校との相互の訪問活動
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を通しながら、学校と連絡をとり合うなど、今後

もさらに連携を密にし、子供たちの悩みを解決し

てまいりたいと考えております。

次に、特別支援教育実施に向けた課題について

お答えいたします。特別支援教育の推進につきま

しては、平成１７年度に旧名寄市が地域指定を受

け実施しましたモデル事業の成果を踏まえつつ、

平成１８年度におきましては旧風連町の５校を加

えて市内の全小中学校において校内委員会とコー

ディネーターを設置し、推進体制の整備を進めて

まいりました。具体的にはこれまでも行政報告な

どでお知らせしてまいりましたが、２回のコーデ

ィネーター連絡会議を開催し、制度のあり方など

について共通理解を深めてまいりました。また、

９月には各学校における実態調査を行うとともに、

１０月９日には保護者や一般市民１２０名の参加

を得まして、ＮＰＯ法人ことばを育てる親の会北

海道協議会主催の特別支援教育講座を後援するな

ど、校内外の研修会等の参加を促進して、特別支

援教育への理解の進化に努めてまいりました。こ

のように推進体制の一定の整備が図られたことと

校種間の接続や関係機関相互の連携強化など、地

域の支援ネットワーク構築に向けた足がかりがつ

けられたことなどが成果として挙げられます。

また、課題といたしましては、一つには専門家

チームや巡回相談員の選任に当たって専門的知識

を有する人材が限られていること、二つには学校

現場では当該児童生徒の実態を的確に把握するた

めの検査を実施できる人材の育成が急務であるこ

と、三つには特別支援教育に対する保護者や地域

の方々の理解を深めていただくことなどなどが挙

げられます。

専門家チームや巡回相談員につきましては、幸

いにも市立大学や市立総合病院の全面的なバック

アップのもと一定の人材の確保は図られています

が、限られた人材のため会議等の日程調整が非常

に困難な側面がございます。学校現場におきまし

ては、今後とも校内外での研修会等への参加を通

じて全教職員の共通理解を深め、個々の特別支援

教育に対する資質の向上、スキルアップを図って

いくことが大切であり、人事異動に際しましても

特殊教育諸学校での専門的知識、経験を有する人

材の確保に引き続き努力してまいりたいと考えて

おります。さらに、保護者や市民の方々へは学校

だよりや市広報などを通じて特別支援教育に対す

る一層の啓蒙、啓発を図ってまいりたいと考えて

おります。また、平成１９年度におきましては、

市立大学との連携のもとに（仮称）特別支援教育

研究推進実践学校を指定し、研究、実践に当たっ

ては学生をティーチングアシスタントとして取り

組みを進めることなども検討しております。いず

れにいたしましても、平成１９年度におきまして

はこれらの成果と課題を踏まえ、特別支援教育の

一層の充実とスムーズな移行に努めてまいりたい

と考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

今それぞれ答弁をいた〇３番（竹中憲之議員）

だきましたけれども、最初に市民憲章の扱いにつ

いて、６月の定例会でも総務部長の方から同じよ

うに話が実はされたわけでありますけれども、一

つは現在市で行っている総計、中間の総計の説明

会を進めていますけれども、これとの関連や整合

性についてどのように考えているのかまずお聞か

せを願いたいというふうに思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

総合計画の中間報告〇総務部長（石王和行君）

の地域説明会については、市民憲章についてのこ

とについては説明はさせていただいておりません。

しかし、総合計画で最も将来の１０年間のまちづ

くりの基本になる基本構想の部分、５本の柱を立

てさせていただいております。その中で、名寄市

の将来のあるべき姿、基本の構想の中で５点ほど

ありますから、それらについてお話をさせていた

だいているところであります。特に市民憲章につ

いてのお話はさせていただいておりません。
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竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

別に市民憲章の中身に〇３番（竹中憲之議員）

ついて今回の説明会の中で、住民説明会の中でし

てほしいということではなくて、総計と市民憲章

のかかわりがどうなのか。今５本の柱を中心にし

てというふうに言われましたが、裏を返せばその

５本の柱を中心にして市民憲章をつくるのかとい

うふうに聞こえるわけです。そうなると、市民の

声がどこに市民憲章の中に入っていくのかという

ことが私は気になるわけで、そのことについてど

のように進められるのか、あるいは進めようとし

ているのかお聞かせを願います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

本来であれば、もっ〇総務部長（石王和行君）

と早くこの市民憲章を制定をしておく必要があっ

たということで私は考えております。まさしく名

寄市の市民として、これまでもあった５本の市民

憲章、それに基づいて行政の執行についても市民

の生活についてもそれが基本になるということで

認識をしておりますから、総合計画を策定と同時、

またはその前に策定すべきだったという認識はし

ておりますけれども、今日になっておりますけれ

ども、総合計画の基本構想をそれを受け継いで市

民憲章にするのかということであります。決して

そうではありません。広く市民の意見を今公募を

しておりますから、それに基づいて新市の市民憲

章をつくっていくということでありますので、構

想と市民憲章とは決してかけ離れたといいましょ

うか、遊離しているということの感じは私自身も

しておりませんけれども、市民憲章は市民憲章、

本来市民憲章があって、総合計画をつくっていく

のが基本的な考えだったのだろうと、このように

思っております。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

市民憲章の話ししても、〇３番（竹中憲之議員）

卵にもなっていないものを余りここで議論をする

気ありませんが、年度内ということでありますか

ら、精いっぱい検討委員会の中で議論をしていた

だいて、よりよい市民憲章をつくっていただけれ

ばというふうに思います。

二つ目に、条例にかかわる内規の問題でありま

す。率直に言って、企業立地補助金のあり方につ

いて一部見直しがされたわけでありますけれども、

先ほど総務部長の答弁の中で内規の扱いはそれぞ

れ事務方や事務処理の扱いが中心であって、庁内

問題ですというふうに答弁をされましたけれども、

承知のように１１月に広報に掲載をされた中小企

業振興条例にかかわっての名寄で働こう奨励補助

というのが載っておりました。これは、名寄市内

の企業で、新卒者で１年以上働いたものについて

ということであるわけでありますが、中身的にい

うと広報のあの１行だけ、最後の１行だけ読んで

も、補助対象企業だとか業種が明確になっていな

いわけであります。私がいろいろあっちこっち行

ってようやくわかったのが商工なのですが、そこ

へ行くと内規がありました。それが事務方の内規

ではなくて、中身的にもう少し突っ込んだ内規に

なっていて、それが内規として扱われてよいのか

どうなのかというふうに私はちょっと思ったわけ

であります。そこにはそれぞれ出されない企業や

何かも載っておりましたけれども、どういうふう

にしてその根拠が出たのかも率直に言ってわから

ないという状況にあって、私もある方に求められ

たのですが、非常に苦慮いたしました。状況的に

はこういうふうになっているのだから、仕方がな

いからもらえないということで率直に言いました

けれども、しかしその中身も実は合併後何か見直

されていないというふうにも聞いているところで

ありまして、あの内規は先ほど総務部長が言われ

た中身とは大幅に変わっていて、私は条例や規則

の中に組み込むような内容ではないのかというふ

うに思うものですから、この質問をさせていただ

きましたけれども、再度答弁を求めます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

中小企業振興条例〇経済部長（手間本 剛君）

にかかわるものですから、私の方からお話をさせ
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ていただきたいと思いますが、議員御案内のとお

り、この条例につきましては中小企業振興条例と

いうものがございます。それに基づきまして施行

規則というものを定めているわけでございます。

その中に、１５合円というふうな金額の表示がさ

れているわけでございます。規則につきましては、

その１５合円に限って表示されているだけでござ

いました。御案内のとおり、先ほど総務部長の方

から御答弁させてもらいましたように私どもの方

での手続もあったのですが、経過につきましては

省略させていただきますが、いずれにしましても

条例、規則、それに続きまして告示あるいは訓令

というような、こういった手続があるのですが、

それよりかさらに具体的に事務手続要綱を定める

部分につきましては規程というふうにさせていた

だいております。したがいまして、規程部分につ

きましては、これは私どもの理解としては内規と

いうふうな考え方なのですが、それ以上の部分に

つきましては市民の方々の目に触れるそういった

例規集の中に告示も訓令も組み込まれると、表示

されるということになるわけでございます。

今までのこの分につきましては、私どもの方で

名寄で働こう奨励補助基準というふうな内規の部

分で取り扱いをさせていただきました。この中で、

抵触する部分につきましては年齢制限、これにつ

きましては明確にやっぱり皆さんの目に触れるよ

うな事柄について書くべきだと、活字として起こ

すべきだということが一つと、それから他市町か

ら入ってきた場合についての制約、これにつきま

しても利害関係が絡むというようなことでござい

まして、これにつきましては今後条文の整理、内

規ではなくしてしかるべき要綱、要領、そういっ

たたぐいの部分に表現をずらしまして、皆さん方

の目に触れるような扱い方につきましても具体的

な事柄につきまして細部について文章で表現して、

手続改正をしたいというふうに考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思っております。

以上でございます。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

今直すということなの〇３番（竹中憲之議員）

ですけれども、これは旧名寄市だけではなくて旧

風連にもかかわる問題でありますから、早急に見

直しをかけていただいて、明記をしていただきた

いというふうに思います。

次に、給食センターの扱いでありますが、簡単

に答弁できるかと思いますが、先ほど部長の方か

ら配送について、搬送について４５キロと、総数

で４５キロと。１時間１０分、これは夏場の時間

帯であろうというふうに思いますが、実は旧風連

はこれまではピストン輸送という扱いでありまし

て、今度名寄で集約されることによって旧、旧と

いうか、今使っている風連のセンターから見ると

８キロから１０キロ遠くなるということでありま

す。そこで、聞くところによりますとこの搬送車

が若干小さいということなのですが、それは旧風

連はピストン輸送をやっていたから小さいのでも

間に合ったというふうに思うのですが、それでは

このままでいくとピストン輸送ができない状況に

なるのですけれども、その配送車の扱い方につい

てどういうふうに進めたいのかちょっとお聞かせ

を願いたいと思います。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

配送車の扱いなので〇教育部長（今 裕君）

すけれども、最初は私どももそういうふうに風連

で持っている委託のものが少し短いというふうな

ことで、一度に搬送できないのでないかというふ

うに聞いておりました。それで、名寄市内の搬送

というか、風連地区でなくて名寄地区の方を受け

持ってもらって、名寄学校給食センターで持って

いる搬送車を使って風連地区を搬送するというよ

うなことも考えておりました。ところが、その後

正確なことがわかりまして、長さについては現在

名寄給食センターで持っている搬送車と全く同じ

というようなことを伺いました。ですから、現在

どおり、ただピストン輸送はできなく、今回想定

しているのはピストン輸送ではなく順に回るとい
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うようなことを考えておりますけれども、現在各

校におろす荷物を実際積めるのかどうかと、そう

いうような試行も今行っているところでございま

す。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

搬送のあり方について〇３番（竹中憲之議員）

は、まだ若干時間がありますから、それぞれ勉強

していただいて、実際に回っていただいて、でき

なければ方法を変えていただくということでお願

いを申し上げたいというふうに思います。

同じく学校給食にかかわって、先ほど部長の方

から給食会で保護者アンケートを実施したという

ことでありますが、本当に回収率が悪いというか、

１ 数％、風連が３ ９で、名寄が ２％という  

状況で、非常に悪過ぎるなというふうに思います

が、このアンケートの実は集約を見たときに、非

常に中身がこの意見として出されているのが２名

以上の意見を中心にしてというふうに出されてい

ました。これが１名しかなかった意見がどのよう

になっているのか、どのくらいあるのか、あるい

は答申にもそういったところが盛り込まれなくて

もいいものだったのかどうなのか、そんなところ

をちょっとお聞かせを願いたいというふうに思い

ます。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

私の手元に集計結果〇教育部長（今 裕君）

がございます。残念ながら１名の方の意見につい

ては、ここには載せていないものですから、１名

の方がどういうような意見が出されているのか、

この場ではちょっとお答えできないのですけれど

も、先ほども言いましたけれども、一番アンケー

トで回答で多かったのはバランスある給食を実施

してほしいというのと人気メニューがなくならな

いようにしていただきたいという、給食の直接に

かかわるような回答が多い状態でした。２番目に

は、地場産品を積極的に取り入れた新鮮な給食を

やってほしいというようなこと、それから３番目

には献立表に主な材料とか、それからこの材料が

体の働きにどういう影響を与えるのかというよう

な、そういうようなことを、食育だと思いますけ

れども、そういうようなことを書いていただきた

いと。それから、５番目では保温対策を実施して、

十分気をつけていただきたい、こういうようなこ

とが主な意見でございます。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

時間もありませんから、〇３番（竹中憲之議員）

給食センターにかかわって最後の質問をさせてい

ただきますが、実は答申出されたときの新聞報道

によりますと、給食費の未納の扱いについて、先

ほど答弁でいただきました。しかし、今言いまし

たアンケート調査の中で、これは給食会の方でや

ったのだろうと思いますが、同じように対策委員

会設置をするというふうになっていますが、その

中で断固たる措置をとりたいというふうに実は印

字がされているわけです。新聞報道はそういうふ

うになっていなくて、その断固たる措置というの

はどういう措置を考えているのかお聞かせを願い

たいというふうに思います。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

私もその断固たる措〇教育部長（今 裕君）

置について具体的にどういうふうにとるかという

話は聞いておりません。その決意のあらわれ、話

の中では簡易裁判所に申し立てをするというよう

な話もあったことから、そういうような断固たる

措置というような言葉が入ったのではないかと思

いますけれども、直接的にはその断固たる措置は

どういうことを意味するのかということはちょっ

と聞いておりません。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

確かにアンケートは給〇３番（竹中憲之議員）

食会でやったものですから、それは教育委員会で

関係ないと言えば関係ないのかもしれませんが、

しかし主管が教育委員会でありまして、このよう

な文章が出ると、それは出る前に精査をするか、

あるいは断固たる措置をとるというのであればど

ういうことをやるのか、それはきちっとやってお
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かないとだめではないのかと私は思っていますの

で、その辺の扱い方きちっとお願いを申し上げた

いというふうに思います。

次に、教育相談センターの扱いについて、午前

中に岩木議員の方からいじめの問題含めて質問が

ございました。ダブらないように質問していきた

いというふうに思いますが、教育相談センターに

おける相談件数先ほど出ましたけれども、実は現

在の相談員、ハートダイヤルについては増員した

いということも午前中そういう答弁がありました

が、総体的に教育相談センターの扱いとして、適

応指導教室もあるわけでありますから、その辺の

指導員の配置のあり方について今後どのように考

えているのか若干お聞かせを願いたいというふう

に思います。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

適応指導教室と、それ〇教育長（藤原 忠君）

からハートダイヤル、この二つ合わせて教育相談

センターの機能を今果たしているわけでございま

す。ハートダイヤルの相談件数も先ほど部長の答

弁のようにもう既に昨年並みの数に１０月末現在

でなってきているということから、実際教育相談

センターのうちのハートダイヤル主担当は１名と、

それから適応指導教室も主担当は１名ということ

で振り分けておりますが、一つはハートダイヤル

が非常に相談件数が多くなってきている。もう一

つは、適応指導教室も予想以上に利用の子供たち

が多いということから、なかなか１名体制では難

しい部分があるということで、実はそのほかに児

童に関する指導等にかかわる職員が３名、それか

ら青少年センターでかかわっている職員が１名ご

ざいまして、この残りの４名につきましてはその

都度仕事のやりくりをしながら対応していると。

したがいまして、合計では約６名の職員が輪番制

といいましょうか、そういう中で対応していると

いうのが実際でございます。

しかし、特にハートダイヤルも適応指導教室も

大変難しい部分がございます。一つは、適応指導

教室も担当者がかわると心の動きが少し変わると

か、こういう部分もございますし、ハートダイヤ

ルも引き続き相談をしている方もいるわけでござ

いまして、こういう人たちが電話に出る方がかわ

ると、また継続した相談がしにくいとか、こうい

う部分も出ているということから、午前中の岩木

議員とか、ただいまお答えしたようにやはりスタ

ッフの強化も必要でないかと、こういうふうに考

えているところであります。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

今教育長の方からスタ〇３番（竹中憲之議員）

ッフの強化というふうに言われましたけれども、

中身的にこの数字を見ますと多種多様で、実は高

校生も面談されている状況にもありますし、数字

的に電話あるいは面談の相談で市外からの扱いが

電話が７５件、面談が３８件あるわけであります。

この数というのはパーセンテージでいうと非常に

大きいです。電話が７５件ということは２５％、

そして面談が３８件ということは１７％でありま

すから、そういった意味でいくと広域的な連携と

いうのがとれないのかどうか。たしか昼前に旭川

からもという話もちょっと聞いたような気がしま

すが、広域的な連携も含めて、きちっと教育委員

会同士の連携を密にしていく、あるいはこういう

相談センターの強化という意味で横へ広げていく

ということが私は必要だというふうに思いますが、

そのことについてと、資料によると、今言いまし

たが、高校生の相談も上期で９８件あるわけであ

りまして、どこの高校かは電話だけではわからな

いのもあるかもしれませんが、学校との連携、高

校との連携がどのようにとれているのかについて

お聞かせ願いたいと思います。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

今お話しのとおり、ハ〇教育長（藤原 忠君）

ートダイヤルの中には非常に多種な相談内容が含

まれてございます。そういう中で、一般市民の例

えばさまざまな相談、年金の相談だとか、あるい

は家庭内暴力の相談だとか、そういうことまで含
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まれていることと今お話しのように名寄市以外か

らもたくさんの、教員なんかも結構な相談件数あ

るのですが、かなりの多くは市外でございます。

名寄市内の教員ではなくて、市外の教員から相談

があると、こういうことでございまして、これは

私たちもどんどん、どんどんふえていく中で、一

つは、課題として考えている問題なのでございま

すが、やはり実際に担当する方としては地域を聞

いて、どこそこです、それでは名寄市では関係ご

ざいませんということにはやはりなりにくいと、

そういうことから今お話ありましたように広域の

相談体制というのをどう組んでいくか。これは、

近隣市町村も含めて今後の大きな課題になってく

るのではないかと、こう考えておりますので、こ

のことはしっかり受けとめて、今後検討課題にし

ていかなければならないと、こう思っているとこ

ろでございます。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

今検討課題と言いまし〇３番（竹中憲之議員）

たけれども、実は町村では専門員がつくりづらい

というか、あるいは少ない、あるいはコーディネ

ーターが少ないということが実はそういう名寄に

集中をするということに私はなっているような気

がするのです。ですから、複数の指導員や専門員

をつくるということがとりもなおさず子供たちの

よい環境、心をつくっていく一つの中身に私はな

っていくと思いますから、そういった意味で一つ

は指導者の複数の扱い、先ほど教育長が言いまし

たように相談者については何回も来る、同じ人に

やっぱり相談したいというのがあるとしたら、そ

れは１人ではなくて２人、３人、４人とやっぱり

つくらないと対応がし切れないというふうに思っ

ていますし、先ほどの答弁でいきますと昨年の倍

ということにもなっていくようでありますから、

そういった意味ではしっかりとこの扱いについて、

次年度で増員を求めておきたいというふうに思い

ますし、もう一つは適応指導教室、先ほど若干手

狭になって、手狭というか、複数でやる場合は教

室がなくなって、ほかのところでという話もあり

ましたけれども、実は女性児童センターいろいろ

見ていくとサークルや同好会の活動が非常に多く

て、４４ぐらいたしかあったというふうに私は記

憶をしておりますが、そのほかに講座や教室もあ

るということでありますから、あそこに大きくも

う一つつくれということになりませんから、移設

の問題も含めて、単独でできるそういうところを

今後考えているのかどうか、それについてお聞か

せを願いたいと思います。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

ただいまお話ございま〇教育長（藤原 忠君）

したそのとおりでございまして、適応指導教室も

なかなか場所が苦慮しているのも実態でございま

す。といいますのは、場所としてはきちっと確保

はされているのですが、子供によっては一人でな

ければ学習活動ができないという、こういう子供

もございまして、そういう子についてはやはり場

所をほかに確保しなければなりません。そういう

ことから、手狭になることもあるということでご

ざいます。ただ、これはなかなか難しい問題でご

ざいまして、例えばでは適応指導教室のための場

所をどこかにはっきりと確保するということが本

当にその子たちのためにいいかどうかという議論

もあるのでございます。例えば町中に適応指導教

室、名前を何かつけて、レインボー教室とか看板

をつけて、そこに来てくださいというと本当に子

供たちが来るのかなという、こんなこともござい

まして、その辺が一つのジレンマでございます。

そして、もう一つは、あの中何とか狭いけれども、

みんなで分かち合ってというのでしょうか、活用

していく中で今後これから何かそういう場所をし

っかりと教育委員会としても確保する方向でやは

り検討していかなければならないと、こんなこと

を考えているところでございます。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

確かにそれだけで一つ〇３番（竹中憲之議員）

の屋根をつくることによって問題も生じるのかも
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しれませんが、しかし現状それぞれ中学生、小学

生と同じ部屋で、学習ができない、あるいは一人

の方がいいということであれば、よりそういうと

ころをやっぱり模索をしてつくっていくというこ

とも教育委員会の一つの仕事ではないかと私は思

っていますので、このことについて早期に解決を

求めておきたいというふうに思います。

次に、これも教育相談センターの扱いの問題で

は、父母懇談会が開催をされているというふうに

なっていますけれども、実は教育相談センター設

置の際に運営委員会の設置もという話があったよ

うな気がするのですが、その設置の考え方につい

てお聞かせを願いたいというふうに思います。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

ハートダイヤルのスタ〇教育長（藤原 忠君）

ートと合わせまして、父母懇談会についても不登

校などで悩む子供たち、それからその保護者の率

直な交流を通しながら、自分たちの子供、児童生

徒もいるわけでありますが、それを克服して学校

へ復帰すると、こういうねらいで父母懇談会をず

っと続けてきているところでございます。これは、

毎月２回開催してございまして、少ないときは本

当の二、三人の場合もございますし、多いときに

は親子合わせて十数名の人が来て、いろいろな交

流を深めると、こういうことで、その中からこう

いう父母懇談会の中にも保護者会というのでしょ

うか、父母会という、こういうのをつくったらど

うかなという声があるということはお聞きしてご

ざいます。このことにつきまして教育委員会がつ

くるということで設置を決めるということでなく

て、保護者の皆様方の意見も聞きながら、柔軟に

対応していくのがいいのかなということで、現在

のところはまだできておりません。しかし、それ

ぞれ意向をしっかり聞いて、つくりたいという皆

さんの気持ちが強ければそういうのもつくりなが

ら、またさらに父母懇談会の活動の内容を活発に

していければと、こう思っているところでござい

ます。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

適応指導教室の関係で、〇３番（竹中憲之議員）

実はこういうことをやってはどうなのかというふ

うにちょっと思ったものですから発言をさせてい

ただきますが、たしか１５年にサポートチームと

いうのが編成をされていると思います。新聞で見

たところによると、２０名ほど委嘱をされている

ようでありますが、この適応指導教室の中で、勉

強も含めて教えるわけでありますから、そこでこ

のサポートチームの方にもお手伝いを願うという

ことについて、そんなところも含めて考えられな

いのかどうか若干お聞かせを願いたいと思います。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

サポートチームが本来〇教育長（藤原 忠君）

立ち上がった趣旨は、名寄も一時大変な時期がご

ざいまして、こういういわゆる反社会的な非行問

題とか、それからもう一つはハートダイヤルなど

を中心にしてきた非社会的、不登校とか引きこも

りとか、こういうことについて専門的にいろんな

見解から指導を受ける、そういう目的でつくられ

たものでございます。そういう中で、今年度は合

併後まだ正式に委嘱はしてございませんが、この

ことについても今のお話のとおりぜひ今後活用し

ていけるような方策を考えてまいりたいと、こう

思います。

竹中議員。〇議長（田中之繁議員）

では、そういうことで〇３番（竹中憲之議員）

両面で、専門職と、そしてサポートチームの両面

でそれは次年度から考えていただければというふ

うに思います。

特別支援教育について、もう時間がありません

から最後にしますが、来年度から本格的になるわ

けでありますけれども、実はいろいろ学校の現場

から若干の声を聞いているわけでございますが、

コーディネーターのあり方、いわば単独ではあり

ませんから、そういった意味でいくと学校におけ

る先生の業務というのもふえるという状況になっ

ているわけでございますが、そこで先ほど言われ
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た講演会に参加をして、全体で勉強していると言

っていますが、全体で支えるという状況に私はな

っていないのではないのかと。今日までいろいろ

な施策をやってきていますが、そのことが合全な

体制になっていないのでないのかと。あと何カ月

もありませんが、その体制をきちっととるという

ことを最後に求めて、答弁お願いを申し上げます。

以上で竹中憲之議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

１０分ほど休憩します。

休憩 午後 ２時５５分

再開 午後 ３時０８分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

基幹産業の農業を育てるには外２件を、武田利

昭議員。

さきに通告したとお〇３２番（武田利昭議員）

り順次質問をしてまいります。

初めに、基幹産業の農業を育てるには。先般の

決算委員会で名寄の農業振興対策協議会の設立に

関する課題、そして農業者の意向アンケート調査

等で質問しました。この問題は、名寄市の基幹産

業として将来の発展に重要な影響があると考えま

す。また、農業問題は世界的な食料問題として押

さえていますので、その点も含んで質問しますの

で、どうかよろしくお願いいたします。

初めに、後継者対策は抜本的な改革で。日本経

済新聞の２０３０年の全道人口減少統計には１０

４合人が減少する、名寄は２合 ０４０人、３４

％が減り、下川町は ２０６人で５１％、美深町

では ９３３人の５１％が減ると市町村別の統計

表に書いてありました。かかる視点で道北の農業

経営を見ますと、後継者のいない農家はほぼ半数

あり、実に厳しい状態であります。また、北海道

農家戸数は２０２０年までに３合台が減少され、

１１２合ヘクタールの耕地のうち約３割近くが放

棄地となり、ペンペン草が生えると、そういう想

定している学者もいるわけです。それに伴って、

新規就農者など農家後継者数の絶対数は足らない

し、現状の後継者対策では農家戸数は到底維持で

きなくなり、農村はま壊すると考えますが、この

ことについてどういう御見解があるかお伺いいた

します。

２点目、地域農業の１０年後の農家戸数と耕地

面積のデータ整備を。少子高齢化が農家の後継者

不在に拍車をかけ、農業を主力とする従事者は大

幅に減少し、耕地を維持する農家の１戸当たりの

面積も大きく変わっていくと思いますが、こうし

た点も想定して、農家戸数と耕地面積の比率など

少なくとも１０年ぐらいのデータは行政としてし

っかり押さえていく必要があるのではないかと思

いますが、この点についてお伺いいたします。

２点目、大規模機械化農業生産体制を。北海道

は、全国を上回るスピードで進む少子高齢化時代

であって、そうした意味ではこれまでの農業施策

の概念を超えた大規模な農業生産基盤が取り入れ

られると思う。そのためには農業生産法人、株式

会社、ＮＰＯなど、大規模機械化農業の参入を図

るべきと考えます。このことがつまり２１世紀型

の地域農業の重要な振興策になると私は考えます

が、こうした振興策を積極的に進めるつもりはあ

るかどうかお伺いいたしたいと思うのであります。

道の１０年後の農産物の生産目標。この件につ

いては、道新に記載されていました。道は、１０

年後の生産目標を策定し、米や畑作など農畜産物

の２０１５年の生産努力目標をまとめ、安心、安

全で生産履歴の透明性を売り物に現在１７年度の

牛肉を大幅にふやすほか、小麦、大豆も生産の拡

大を図るとされております。国の食料自給率向上

方針に伴い、道の自給率も熱量ベースでは５０ポ

イント増しの２４２％の生産を図ることを目的に、

肉用牛の肉育頭数は９合 ０００頭ふやし２１合

０００頭にする、０用種は１５合 ０００頭を 

ふやし４７合 ０００頭にふやす、２００３年の

７合 ０００トンの牛肉生産量約 ５倍の１７合 
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３００トンにふやす目標を示しております。道

内産の子牛の６割が道外に出荷されていますが、

道内の肥育率は８割に上がっております。０用牛

は７合１００頭ふやしまして９３合 ０００頭に

して、生産０量を９５合 ０００トンをふやして

４１１合 ０００トンにして、輸入のチーズを道

産へ切りかえると、そういうぐあいに言っており

ます。これに伴い、牧草、トウモロコシなど、肉

料作物を増産するその目標として小麦は４合 ５

００トンふやして６０合 ０００トンにする、大

豆は３合 ３００トンふやして６合 ６００トン 

とすると。また、パン用、豆腐用などの需要の高

い品種の生産量をふやすということも書いてあり

ました。また、果実のプルーン、ブルーベリーの

増加、ブドウの大幅増しを見込む ７９７トン増

しの３合 ５６８トンふやすと。だが、道産米は

ほぼ横ばいの６１合 ８００トンとなっているよ

うでございます。つまり２１世紀型の国、道の農

産物生産目標に名寄市としても協調して、１０年

後の目標生産体制を策定すべきであると、私はそ

ういうぐあいに考えますが、これについての御見

解も賜りたいと思うのであります。

３、農業振興政策を進めるには。過去の農業は、

企業の参入をはねつけ、いろいろな規制で企業を

締め出してきました。農業の拡大を減らすことに

つながってきているのではないかという面もあり

ます。けれども、時代は変わり、農産物の流通の

大きな改革が迫っていると考えます。今までホク

レン農業協同組合連合会が集荷、販売をほぼ独占

的に進めてきましたが、このことは競争原理の働

きを阻害する構図があるのではないかと、そうい

うぐあいに思います。外国産の野菜の安値に押さ

れてしまうのではないでしょうか。だから、地元

生産者にはみずから競争にさらし、足腰を強めて、

農業の新たな手法を進めていくべきだと思います。

北海道でも名寄からこうした力強い進め方をやる

という強い意思と実行力というか、これがこれか

らの農業振興政策、指導者として一番大事なもの

ではないかと思いますが、ここら辺についての御

見解を賜りたいと思います。

以上、この場からの質問は終わらせていただき

ます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま武田議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で３点にわたり御質問をいただき

ました。私の方から順次お答えを申し上げたいと

いうふうに思います。

初めに、大きい項目の基幹産業、農業を育てる

には（１）番目の後継者対策は抜本的改革でとい

うお尋ねでございます。北海道の農業は、豊かな

自然と土地資源やすぐれた人材を生かした大規模

で生産性の高い専業的な経営の展開により、我が

国の食料の安定供給や国土、環境の保全など重要

な役割を果たしてまいりました。しかし、担い手

の減少や高齢化、食の安全、安心に対する高まり、

さらにはＷＴＯ、ＦＴＡ交渉の進展など、情勢は

大きく変わってまいりました。こうした背景の中

で、このままでは立ち行かないと国は食料・農業

・農村基本計画を見直し、担い手の経営全体に着

目した品目横断的経営安定対策、農地・水・環境

保全向上対策、そして新しい米政策改革推進対策

の改革の３本柱を打ち出してまいりました。これ

らの政策によって構造改革を進め、力強い農業、

農村の実現と我が国食料の安定供給に果たす役割

を担わなければならず、国、道の各般の施策を総

合的、計画的に推進し、農家戸数は減っても名寄

農業は維持、発展できるように努力をしてまいり

たいというふうに考えているところでございます。

次、２点目でございますが、地域農業の１０年

後の農家戸数と耕地面積のデータ整備をというお

尋ねでございます。名寄市の農家戸数は、年々高

齢農家を中心に離農し、平成２年では ３６２戸、

平成１２年では９８６戸、平成１７年に至っては

８４０戸となり、平成２年と平成１７年で比較い

たしますと１５年間で３８％、戸数に置きかえま

すと５２２戸が減少しています。今後においても
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これまでの趨勢と現状における農業従事者の年齢

構成や後継者不在の実態を考え踏まえるとき、こ

の減少傾向は続くものというふうに考えておりま

す。

一方、耕地面積につきましては、平成２年では

１合５５８ヘクタール、平成１２年では ９７２

ヘクタール、平成１７年では ８２９ヘクタール

と多少の減少傾向でありますけれども、おおむね

１合ヘクタールで推移をしております。今後にお

きましては、高齢化や後継者不足による離農が進

む中で新たな農地造成は見込めず、現状程度で推

移すると考えております。１戸当たりの農地面積

では、平成２年で ３ヘクタールが平成１７年度

では１ １ヘクタールと担い手に集積されており

まして、特に１０ヘクタールを超える階層が４０

％に及んでおります。

農家戸数や耕地面積のデータを整備すべきとの

御提案でございますけれども、現在も農地台帳や

農家台帳により一定程度整備をしておりますが、

将来を見据えてはてしおがわ土地改良区が改良区

エリアの農地情報システムの整備を進めており、

改良区エリアの行政、農業委員会、ＪＡ、共済組

合が農地情報システムの共有化ができることにな

っておりますので、これらを活用してデータ整備

を図ってまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

次、大きい項目二つ目でございますが、大規模

機械化導入による農業生産体制をというお尋ねで

ございます。新基本法制定以降農地法が改正され、

農業生産法人の要件を満たせば、株式者であれ農

業参入が可能になりました。また、平成１７年９

月に農業経営基盤強化促進対策法の一部改正によ

りまして、耕作放棄地が相当程度存在する地域に

おいては、農地の有効利用の観点から農業生産法

人以外の株式会社もしくはＮＰＯ法人のリース方

式による権利取得が可能になりました。道内にお

きましては、１８年８月現在、農外企業の農業生

産法人及び特定法人貸し付けによる参入状況につ

きましては８５社で、建設業がおおむね半数を占

めており、畑作、野菜、畜産の分野が多く、参入

理由は雇用対策、次に事業拡大、あるいは新分野

への進出であります。１８年３月、農林水産省が

調査をした新規参入した民間企業やＮＰＯなどを

対象としたアンケート調査では、黒字経営を実現

している法人は１３４法人中７％にとどまってお

ります。ほとんどが赤字経営であり、経営転換の

検討が必要とした企業も４％となっており、農業

経営の厳しい現実がございます。参入に関しまし

ては、投機目的や経営不振による耕作放棄の懸念、

さらに地域ぐるみで保全している農地や農業用水

利施設の管理の混乱も懸念されています。異業種

参入につきましては、すべてを受け入れないわけ

ではなく、地域農業との融合を基本に農業委員会

やＪＡとも協議し、条件整備がかなうことを前提

に検討してまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。

次、（１）番目の道の１０年後の農業生産目標

をというお尋ねでございますが、安全、安心で良

質な食料を消費者の理解が得られる価格で安定的

に生産、提供できるよう生産性や品質向上に向け

たクリーン農業や新たな技術の普及を推進いたし、

地域の実情に即した生産基盤の計画的な整備を進

め、需要に即した生産を促進してまいります。北

海道では、平成１８年に第３期の北海道農業農村

振興計画を策定し、この中で生産努力目標として

目標の平成２７年度の作付面積、生産量を示して

おります。市といたしましても道の示した生産努

力目標や地域の作付実態、品目横断的経営安定対

策などを勘案し、現在策定中の新名寄市農業・農

村振興計画の中に基幹作物、振興作物、重点作物

などを区分して目標の作付面積、生産量を盛り込

んでまいります。

次、大きい項目３番目でございます。農業振興

策を進めるにはということのお尋ねでございます。

北海道の農業は、気象条件などから土地利用型作

物である水稲、小麦、バレイショ、てん菜などの
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作物が圧倒的に多く、基本的にはそのほとんどが

年一作の作物であり、政府干渉作物が中心でござ

います。これらの作物のうち米以外は輸入のウエ

ートが高く、御案内のように平成１６年度で食料

自給率は４０％、穀物自給に至っては２８％にと

どまっております。このことから、農業は国の政

策によるところが極めて大きく、ＷＴＯやＦＴＡ

の農業交渉のいかんによりましては北海道農業は

大きな影響を受けることは間違いありません。特

に今、日豪ＦＴＡによる北海道への影響につきま

しては、道の試算では牛肉、０製品、小麦、砂糖

の農業生産の減少で ４５６億円、関連製造業で

は ４１４億円、地域経済への影響では ８４６ 

億円、合わせて１億 ７１６億円の減少、雇用へ

の影響が４合 ０００人と言われております。こ

のことからも国、道には北海道農業、農村への影

響を考慮した例外措置を講ずることを明確にした

対応を望んでまいりたいというふうに考えている

ところでございます。

御質問の名寄から新たな視点での振興政策でご

ざいますけれども、新名寄市となり、現在総合計

画及び農業・農村振興計画を策定しており、特に

モチ米作付日本一、アスパラ作付北海道一という

スケールメリットを生かした販売戦略などを計画

に盛り込み、名寄農業の持続的発展につながるよ

う、生産者、ＪＡ、行政一体となって取り組んで

まいりますので、御支援を賜りたいと思っていま

す。

以上、お答えを申し上げました。

武田議員。〇議長（田中之繁議員）

ありがとうございま〇３２番（武田利昭議員）

した。日豪のＦＴＡの関税撤廃、これについて非

常に北海道の打常というのが１億 ７１６億円、

膨大な数字のあれがあると、それのおそれという

ような新聞出ていました。しかし、こうなのです。

ガット・ウルグアイ・ラウンドもそうなのだけれ

ども、そういう関税がかかって、北海道の農業は

立たなくなる、そういうことで政府も道も行政も

びびったらだめだと思う。私は、そういう対外的

に打ち勝つような、そういう施策をやはり持つべ

きだと。１億円も金かけて、そんなに弁償するな

ら、その半分でも３分の１でもいいでしょう。そ

れを政府がどんどん導入して、北海道の農業は少

なくても私の考えで６０％の自主的に生産できる

ような、そういう体系をやはり整えるべきだと。

現在は４０％ぐらいしかいっていません。これで

は北海道は農業王国なんて言えません。だから、

もし国がそうであり、道がそうであるなら、地方

からそれはだめだと、我々は農業を基幹産業とし

て生かしてこれからやるのだと、対外的にも闘っ

ていくのだと、そういう強い決意でもって私は臨

むべきでないかなと、そういうぐあいに考える。

これについての御見解賜りたいと思います。どう

ですか。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

武田議員から外国に立ち〇助役（小室勝治君）

向かう名寄地区の農業ということで、大きな視点

を持って前に進むべきだとおっしゃられておりま

すが、本当にそれに立ち向かうだけの勇気と地力、

気候、お金の面と、こういったものが全部そろっ

ていかなければ、なかなか外国に立ち向かうこと

は難しいのではないかというふうに思うわけでご

ざいます。確かに名寄市としても何とかここで生

活できる農業をということで、持続性のある農業

を貫いてまいりたいということで、作物について

もいろいろ多くの作物をやりながら、生活の防衛

のために努力しているわけでございますが、もっ

と規模が大きくなってくると非常に難しい問題が

出てくるのではないかと。例えばアメリカ等を見

ますと、非常に土壌条件、気候条件、そういった

条件がそろって、大きな機械で大きく耕作できる

条件下にあると。しかしながら、この道北におい

ては、土質、そして気候、春から秋へかけての期

間が非常に短いわけでございまして、その間にど

ういうふうに作業効率よくやっていけるかという

問題も外国に立ち向かうにはちょっとハンディが
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あったのかなと、このように思っております。し

かしながら、どんどん農家が減ってきますので、

これは何とかしてでも荒廃地をなくするように、

現況を守りながら、そして頑張ってまいりたいな

と、このように思っているところでございます。

武田議員。〇議長（田中之繁議員）

みんなやめれ、やめ〇３２番（武田利昭議員）

れと言うから、あと１点だけ。

これからの農業は、担い手対策、担い手対策、

これは北海道じゅうどこでもやっている。しかし、

よく考えてみたら担い手になる人がいないのに担

い手、担い手とどこでもやっていると。一体これ

どうなるのだと。こんなことで農家の救済できな

いと思うのです。もっとさっき言ったようにやっ

ぱり機動力なり、大型農業なりなんなり、今まで

のシステムとまるっきり違った新たな方向を打ち

出さなかったら、地域の農業振興策にはならない

と、私はそう思うのですけれども、市長、どうで

すか。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

先ほどから北海道農業、〇市長（島 多慶志君）

日本の農業を守るという見地で、新しい発想での

政策転換を求めるという御発言でございます。私

も名寄市合併をいたしまして、基幹産業のウエー

トが、農業のウエートがさらに高まったというこ

とで、経済部長の答弁にもありますように１合ヘ

クタールの農地を持つ自治体として、しっかりと

持続性ある農政というふうに考えております。

しかし、今回のオーストラリアとの貿易の自由

協定、これらについては農業の分野だけでやはり

国は動いていないと、こういう状況があるわけで

ございまして、いろいろな資源の輸入の問題、あ

るいは加工品の輸出の問題等も含めての国全体の

経済の中で、場合によっては農政が犠牲になると、

こういうところが多々あるのではないかと。問題

は、国の中で自給率を高めていれば輸入問題とい

うのははねつけられるわけですが、残念ながらカ

ロリーベースで申し上げても非常にき存度が高い

と、こういうことであります。そのときに経済の

流通の面では安いものを求めて日本の商社がまた

諸外国に買い付けに出ると、こういう状況が続い

ているわけでありますから、いかに国の政策とし

て食料の自給率をどこまで目標を設定してやるか

ということに尽きると。このことが日本の農業を

守っていけるということでありますが、平成１９

年度から品目横断ということで、農業者に対する

所得の補償という新たな政策が展開されることに

なります。しかし、これはすべての農業者が対象

ということではありませんで、残念ながら線引き

があるわけでございます。一定の規模、担い手と

いうことでありまして、私は農業がやはり他の産

業と比較をして優位性があるというそこまで条件

整備をしないと、今は志の高い青年が新規参入と

いうことで挑戦をしておりますけれども、本来は

やはり農業者の家庭で育って経験がある子弟が親

の後を継いで農業をすると、このことが一番安定

的な経営につながるわけでございますが、この状

況を現在の農業はしっかりと出していないと、こ

のことが担い手ということで大変投資をしながら、

名寄市におきましても条例整備等を図っての新規

参入の呼び込みをしているという実態であろうと

思います。しかし、名寄だけでこの農政が解決す

るものではありませんから、私どもも北海道の全

体のグループの中で、農協は農業団体として、私

どもは自治体の置かれている立場の中での農政の

安定、持続的な経営ができる地域づくりのために

これからも頑張っていきたいと、こんなふうに思

っております。

武田議員。〇議長（田中之繁議員）

どうもありがとうご〇３２番（武田利昭議員）

ざいます。以上をもって終わらせていただきます。

以上で武田利昭議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程はす〇議長（田中之繁議員）

べて終了しました。
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本日はこれをもちまして散会いたします。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ３時４０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁

署名議員 野 本 征 清

署名議員 佐 藤 勝
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平成１８年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１８年１２月１４日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（３４名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 １９番 堀 江 英 一 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

８番 林 寿 和 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（１名）

２２番 栗 栖 賢 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君
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市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君

農業委員会会長 泉 谷 昭 夫 君
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昨日に引き続き本日〇副議長（堀江英一議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇副議長（堀江英一議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１番 宮 田 久 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇副議長（堀江英一議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

新たな定住推進外２件を、日根野正敏議員。

おはようございます。〇７番（日根野正敏議員）

私は、本定例会において大きな項目３点について

通告順に沿いましてお伺いをいたします。

まず、新たな定住促進について。現在国内にお

いては、第１次ベビーブームのいわゆる団塊の世

代の方々の退職者数が平成１９年度から劇的に増

加し、平成２１年をピークに徐々に平準化する見

通しであります。政府もこのことを踏まえ、都市、

農村交流対策として団塊の世代、若者世代へのＵ

ＪＩターンや就農など情報提供の充実や空き家、

公的賃貸住宅等を新設、また既存事業の拡充を図

る方針が打ち出され、各７省庁で来年度予算の拡

充に向け動いているところであります。世の中の

大きな流れとして少子高齢化はとどまるところが

ない中においても、人の流れを敏感に把握して、

市外からの転入者増加に向け、迅速に市政に反映

させることが重要と考えます。このことを踏まえ、

１点目、定住促進に向けてどのような姿勢を持っ

て臨まれるのか御見解をお伺いをいたします。

２点目、風連特例区では平成４年度から定住促

進事業が行われ、町外勤務者も数多く新築や転入

をされ、高い成果があると感じておりますが、特

例区内の政策評価と１９年度以降政策失効後の考

えについてお伺いをいたします。

３点目、市内、郊外問わず空き家、空き店舗が

数多くあり、今後もその件数が増加することが想

定され、またまだ空き家にしておくにはもったい

ない物件が数多くあり、有効利用できるようなシ

ステムが必要と思いますが、その見解とこのこと

に対し検討された経緯があれば内容をお示しくだ

さい。

次に、風連の高校存続に向け、最善の努力をに

ついて。風連高校の存続については、議会の中で

も６月の代表質問、９月の定例会においても議論

がされ、２０年度以降の学校配置については北海

道教育委員会の判断も厳しい判断が出るのではな

いかと予想がされ、地域にとっても大きな経済的

な損失はもとより地域の活力低下になってくるこ

とは言うまでもありません。この間風連地区の住

民初め市内の関係機関との協議や懇談会など開催

されていると思いますが、その経過と市民の声を

１点目にお伺いをいたします。

２点目ですが、将来に向け道立高としての存続

を目指す上でどのような選択肢が残されているの

か、可能性の大小にかかわらずお伺いをいたしま

す。

３点目ですが、可能性としては最悪の場合２０

年度以降の早い時期に募集停止ということもあり

得ますが、そういうことも想定した上で市立高と

しての可能性について総合かつ詳細な調査研究を

風連地区はもとより新名寄市民の心の合併のため

にも惜しみない努力を求めるものであります。今

後そのようなことをされるのか、また現在行って

いることがあればお伺いをいたします。

次に、農地の流動促進についてお伺いをいたし

ます。国内の農業政策は、次年度から始まる経営

安定対策に大きく転換され、旧来のような面積や

現物に対する補償から過去の実績による補償制度

に変わり、農地の売買の際には実績のない農地は

もとより実績のある農地についてもその実績比率

により補償が薄まることも多々あり、大きな不安
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が残るところでありますが、今後ますます生き残

りをかけ、規模拡大を強いられる流れはあるもの

の、この制度によっても農地の流動化に歯どめが

かかる懸念がありますし、また高齢化や農業後継

者が極めて少ないことも含めて、農地の流動化に

ついては二重三重のブレーキがかかるのではない

かと想定できます。農地の流動問題については難

題でありますし、また重要な課題でもあります。

このようなことも踏まえて、新市の農業委員会と

しては農地の流動促進についてはどのように取り

組んでいるのか、現状と課題についてお伺いをい

たします。

２点目として、旧名寄市と風連地区では合併前

には農地のあっせん方法の違いがあったと聞いて

おりますが、その内容と今後合併後どのような方

向で進んでいるのかお伺いをいたします。

３点目は、理事者にお伺いをいたしますが、農

地流動化の問題については農業委員会や地域の役

員の方々だけでなく、各関係機関や農業者も含め、

知恵を出し合い、既存の方法にプラスした流動シ

ステムを構築していく時期が来ていると強く感じ

ますが、その御見解をお伺いをいたします。

この場からの質問は以上とさせていただきます。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

おはようございます。〇総務部長（石王和行君）

ただいま日根野議員から大きな項目で３点にわた

って御質問いただきました。１点目につきまして

は私の方から、２点目につきましては教育部長か

ら、３点目の１と２につきましては農業委員会会

長から、小さな３点目につきましては経済部長か

らの答弁となりますので、よろしくお願いをいた

します。

まず最初に、定住促進についてお答えをいたし

ます。団塊世代の退職を迎えるに合わせ、同世代

の移住、交流を進めていくことは定住促進の点か

ら重要と考えております。名寄市は、昨年設立さ

れた北海道移住促進協議会に加盟し、また北海道

の北の大地移住促進事業における登録市町村とし

てほかの市町村と一体となって移住のＰＲを行っ

ているところであります。また、名寄市のホーム

ページ上にワンストップ窓口を開設し、さらにふ

るさと会の会報などを通して移住情報を提供して

いるところであります。今後は、さらなる情報発

信としてホームページの充実、パンフレットの作

成などによるＰＲ事業を積極的に行いながら、管

内市町村や北海道と連携し、移住体験ツアーなど

についても検討するなど、積極的に取り組みたい

と考えております。

名寄市は、道北の中心都市として交通の便、医

療機関の充実、公立大学で若者が集い合う場、ま

た住みよさランキング上位に評価される都市でも

ございます。また、何よりも自然豊かな環境など

恵まれた立地条件があると考えております。これ

らの特色を生かし、都市住民と交流拡大に取り組

んでいきたいと考えております。また、Ｕターン

あるいはＩターン、就農希望者等についても田舎

暮らしや農的暮らしのよさを発信していきたいと

考えております。

次に、旧風連町が定住の促進策として平成４年

度から実施してきました持ち家住宅促進事業、ま

た平成１６年度からの現在特例区事業で継続され

ています定住促進事業の政策評価と今後の考え方

についてお答えをいたします。旧風連町では、進

行する過疎化対策として、町内に定住させる環境

づくりと町外からの移住を積極的に受け入れるた

め、平成４年度から持ち家住宅促進事業により地

域の活性化を目指した定住促進事業を展開し、制

度の変遷を経ながら、現制度の定住促進事業が特

例区事業として継続され、平成１８年度で終了す

ることになっているところであります。今までの

実績につきましては、１５年間で住宅建築及び購

入助成で２５３件、家賃助成で２２件の補助申請

があり、総額で３億２４５万円の補助金を交付し

てきております。自己所有の住宅建設等により定

住が促進されたほか、町外からの転入者も３９世

帯で、人口の流入に一定の成果があったと判断し
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ているほか、固定資産税、市民税などの市税収入

や地方交付税の算定における人口数、また商工業

などの住宅建築や日常生活における経済効果など

が評価されているところであります。

次に、平成１８年度で終了いたします特例区事

業の定住促進事業については、名寄市全体の施策

として定住対策を取り組む必要があると考えてお

り、さきに申し上げましたとおり名寄市総体での

定住、移住の推進を積極的に行ってまいりたいと

考えております。

次に、３点目の空き家、空き店舗の有効活用に

ついて申し上げます。空き家、空き店舗の住宅活

用につきましては、地域の活性化の点からも大変

好ましいことと思っております。旧名寄市は、安

全、安心の観点から、平成１３年度に廃屋を含め

空き家の実態調査を行いました。結果は、市内に

約１７０軒の廃屋を含めた空き家がございました。

調査から５年を経過した現在、さらに軒数が増加

していると推測されます。また、市内の商店街で

もここ数年空き店舗が目につく状況にあります。

現在空き店舗活用についての支援制度は、中小企

業振興条例において対応しているところで、制度

の内容につきましては店舗、商業を営むこととし

ており、家賃の年額の２分の１、限度額６０万円

と定めて支援してきております。平成８年に制度

ができて以来、これまで９件の利用がありました。

また、商店街区における空き店舗情報につきまし

ては、商工会議所のホームページでも紹介をして

おりまして、現在は本人の了解をいただいている

もの６件についての情報発信をしております。

移住、定住の受け皿としても空き家、空き店舗

などの既存ストックの活用は重要と考えていると

ころであります。そのためには市内の不動産業者

やアパート、マンション経営者などと連携を密に

して、市のホームページ、移住、定住、住まいの

情報や短期移住体験ＰＲ、チラシに空き家情報も

掲載できるよう検討してまいりたいと考えている

ところでございますので、御理解をいただきたい

と思います。

以上、答弁とさせていただきます。

今教育部長。〇副議長（堀江英一議員）

私からは、大項目２〇教育部長（今 裕君）

の風連の高校存続に向けた最善の努力をについて

お答えいたします。存続に向けた経過と市民の声

についてお尋ねがございました。風連高校は、昭

和２６年に名寄農業高校風連分校として開校され

て以来５５年間にわたり地域に密着した高校教育

を展開し、風連町の教育文化の振興に大きく寄与

してまいりました。しかし、少子化、過疎化など

急激な社会の変化に伴い、近年は入学者が４０名

を切るなど厳しい状況が続く中、旧風連町では特

色ある教育活動を支援する傍ら、風連高校の存続

に向けた努力を続けてまいりましたが、生徒の減

少には歯どめがかからず、今年度は全学年１間口

となったところでございます。

また、北海道教育委員会が今回策定いたしまし

た平成２０年度以降の高校教育のあり方について

の原案では、将来の望ましい高校像を定めた上で、

３間口以下の高校は原則統廃合の対象とすること

が明らかになりました。これを受けまして、去る

７月２５日には風連高校教育振興協議会会長、風

連高等学校同窓会長、ＰＴＡ会長などが道教委に

存続の要請を行い、名寄市教育委員会といたしま

しても９月５日に教育長が道教委を訪ね、風連高

校の存続とその可能性について話し合いをいたし

ました。さらには、去る１１月２２日の道教委主

催による新たなる高校教育に関する指針に係る地

域別懇談会終了後、担当主幹２名ほか道教委の幹

部と特別に懇談を重ねたところでありますが、結

果といたしましては平行線といいますか、余り明

るい材料は見当たらなかったのが実態でございま

す。

風連高校存続にかかわる市民の声につきまして

は、６月２９日の風連高校教育振興協議会総会、

また８月２１日の東風連を皮切りに１３会場で開

催いたしました総合計画にかかわる地域懇談会、
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今回の総合計画策定中間報告会などでも御意見を

いただいておりますが、風連地区の皆様の存続に

対する熱い思いとともに、一部かなえの軽重を問

う意見などもあったところであります。また、６

月の名寄市議会以降議員の皆様にもいろいろと御

議論をいただいているところでもございます。

次に、存続を目指しての選択肢についてお答え

申し上げます。道立高校として存続するために考

えられることといたしましては、一つには単独で

の存続、二つには旧名寄市で２カ年間かけて有識

者の皆様にまとめていただいた産業キャンパス型

高校への再編、三つには普通科高校２校によるキ

ャンパス型高校、そのほかにも風連地区での小中

高等学校一貫教育の推進に伴う存続などの選択肢

がございます。これらの可能性につきましては、

道教委とも逐次懇談を重ねてまいりましたが、産

業キャンパス型高校につきましては、産業キャン

パスそのものが職業高校の融合体を目指している

ことから普通科が加わることは難しいこと、普通

科同士の地域キャンパス校につきましては道教委

としては通学困難地域を想定していて実現は難し

く、中高一貫校につきましてはこれ以上実践校を

ふやさない方針とのことでございました。また、

そのほかにも福祉学科への転換などについても御

意見がございましたが、１間口校の学科転換は実

施しないとのことでございます。

次に、単独での存続についてでありますが、道

教委としてはまずは１間口校から統廃合を進めて

いくとの基本的な考え方を固めているところでご

ざいまして、今後の風連高校の入学者数、いわば

充足率が大きな課題となってまいります。平成１

９年度出願者数が１月下旬にはおおむね確定いた

しますが、道教委が存続の最低基準としている２

０名を上回るかどうかも含めて、その推移を見守

ってまいりたいと考えております。

次に、市立高校としての存続の可能性について

お尋ねがございました。御案内のとおり近隣では

音威子府村が美術工芸科、剣淵町が農業生活科１

間口の高校を有しており、平成１８年度入学者が

おといねっぷ美術工芸高校で定員４０名のところ

３７名、剣淵高校で３９名と高い充足率となって

おります。音威子府村の高校に対する平成１７年

度予算額はおおむね２億 ８００万円で、そのう

ち村独自の持ち出しは１億 ７００万円程度、ま

た剣淵町では町職員の人件費を含め予算額がおお

むね１億 ８００万円で、町単独の持ち出しは 

０００万円程度と伺っております。仮に風連高校

を市立として現在の充足率から試算いたしますと、

１年間におおよそ ０００万円の市単独での１政

負担が予想されるところでございます。また、普

通科１間口校として存続させる場合、全道的にも

特色ある教育活動の展開や教育環境の充実にも難

しい点が多く、多くの生徒が集まる可能性も薄い

ことなどから、市立として存続させることは困難

があると、そのように考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

泉谷農業委員会会長。〇副議長（堀江英一議員）

日根野議員の〇農業委員会会長（泉谷昭夫君）

御質問にお答えをいたします。

国は、昨年３月、新たな食料・農業・農村基本

計画を示し、食料自給率向上など実現に向けた取

り組みの推進とともに同基本計画における重要施

策の一つとして、経営所得安定対策等大綱に基づ

き平成１９年度からこれらの対策が実施されると

ころであります。また、一方でＷＴＯ農業交渉、

ＦＴＡを含むＥＰＡにおける新しい貿易ルールづ

くりが正念場を迎え、現在オーストラリアとの交

渉が取りざたされておりますが、北海道農業に大

打撃を与えるおそれが極めて高く、農業、農村は

大きな転換期を迎えております。本市の基幹産業

である農業を取り巻く情勢も農産物価格の低迷な

ど一段と厳しさが増すとともに、高齢化に伴う農

家戸数の減少、後継者不足など農村地域の活力の

低下が懸念される中、地域農業を支えるすぐれた

担い手の育成、確保や法人化を進めることが重要

な課題となっていると考えております。
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１１月２９日、全国農業委員会会長代表者集会

に上川地方農業委員会連合会副会長として参加す

る機会をいただきました。とりわけ我が国の農業

を取り巻く現状は、高齢化や担い手不足、規制緩

和など厳しい状況に直面しており、全国の農業委

員会会長代表者が一堂に会し、農業委員会での取

り組み課題と対応について研修をいたしてまいり

ました。さらには、北海道選出国会議員に対しま

して農政諸問題の対応策について陳情、要請をし

てまいりました。

当農業委員会におきましても本年２月、旧風連、

旧名寄市農業委員会合同で北海道農業会議から講

師を招き、農業生産法人の勉強会を開催したとこ

ろであります。旧名寄市農業委員会におきまして

は、後継者の配偶者対策として北北海道で農業を

やってみるかいツアーを実施してまいりました。

本年は、旧風連町との合併もあり、風連地区から

も２名のツアー参加をいただき、また風連地区の

農家の協力をいただき農業体験を取り入れ、７回

目のツアーを実施したところであります。これま

で先月の成婚を含め８組が成婚をいたしておりま

す。また、１１月１７から１９日に開催いたしま

したし目し断的経営安定対策の面積要件、 ８し

クタールでありますけれども、この面積に達しな

い農家を対象とした相談会におきましても市、農

協、農業委員会関係機関が連携し、実施したとこ

ろであります。なお、これまで旧風連町、旧名寄

市で行っていました首長への建議書の提出を本年

１２月２１日に予定をしております。建議項目の

中には担い手の育成、確保や担い手不足に伴う高

齢化に対する施策なども要望しており、これらの

施策が結びつき、地域の農地の流動化推進の一方

策になるものと考えております。

次に、２点目の御質問でありますけれども、旧

名寄市のあっせん方法につきましては、相談を受

けた担当地区の農業委員より連絡、または農地の

所有者から直接事務局に農地あっせん申し出があ

り、農業委員会事務局に備えてありますあっせん

譲り受け候補者名簿から農業委員が各候補者に連

絡をとります。農地の権利を取得させるべきもの

については、農地移動適正化あっせん事業実施要

領に基づき担当地区農業委員は隣接地区の農業委

員と協議をし、買い受け希望者を選定いたします。

あっせん価格につきましては、農業委員２名と当

事者、事務局であっせん委員会を開催、あっせん

申し出者、買い受け予定者、個別に希望価格を聞

き取りし、双方価格に隔たりがある場合、農業委

員が歩み寄ることが可能かどうか判断し、調停作

業に入り、あっせん申し出者、買い受け予定者が

お互い納得の上、成立いたすことになっておりま

す。

旧風連町のあっせんにつきましては、農地あっ

せん申し出者は、農業委員、農地流動化推進員と

で構成した各地域に設置しております農用地利用

改善事業実施組合、風連地区には１２組合ありま

すけれども、これを経由し、事務局に申し出書が

出されます。地区改善組合にてあっせん譲り受け

候補者名簿から農地移動適正化あっせん事業実施

要領に基づき買い受け予定者の選定及び地区の近

年の価格動向や近隣地区の価格、土質あるいは作

業効率などを参考に価格を設定しております。ま

た、地元に買い受け予定者がいない場合は、隣接

の改善組合にお願いをし、買い受け予定者を選定

いたします。あっせん委員会は、当日は地元隣接

農業委員３名と地区改善組合の３名及び会長、事

務局にて開催し、改善組合よりあっせん価格をあ

っせん委員会に提示し、承認された後その価格を

あっせん申し出者に提示し、了解を得る、その後

改善組合から買い受け予定者を提示し、買い受け

予定者にあっせん委員会で預かった価格を伝え、

了解すればあっせんが成立いたします。

今後でありますけれども、風連地区は長年、昭

和５７年に農用地改善事業組合が設立されました。

以来今日までこの方法が続いているわけでありま

して、この方法は当面続けていくつもりでおりま

す。さらに、名寄地区におきましても今まで長年
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とってきた方法でありますから、これが最良なの

かと考えております。合併後名寄地区においては、

合併により地域の状況を一番理解している農業委

員が大幅に減少したことにより、風連地区に設置

されておりました農地流動化推進員制度を名寄地

区にも取り入れ、農地のあっせんに際し地域の実

情等がより反映されるよう組織の充実を図ってき

たところであります。農業委員会としてもますま

すその使命の重大さを痛感しているところであり

ます。かけがえのない農地と担い手を守り、力強

い農業をつくるかけ橋の農業委員会系統組織理念

のもと、これからも農業委員一致協力し、その職

責の重さを肝に銘じ、地域の特性を生かした農業、

若者に魅力ある農業、農村確立のため最善の努力

を尽くしてまいりますので、今後一層の御指導、

御高配を賜りますようお願いを申し上げまして、

御答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇副議長（堀江英一議員）

私からは、大きい〇経済部長（手間本 剛君）

項目３の（３）、新たな流動化対策の構築につい

てお答えを申し上げたいと存じます。

先ほど農業委員会会長から御答弁がありました

ように、少子高齢化に伴う農業労働力の低下の中

での農産物価格の低迷及び来年度から導入される

し目し断的経営安定対策を初めＷＴＯ並びにＦＴ

Ａ、ＥＰＡの外圧など、農業を取り巻く環境は極

めて厳しく、大きな転換期を迎えております。本

年８月に新名寄市農業・農村振興計画策定に伴う

農家経営意向アンケート調査を市、農協、農業委

員会連携のもと全戸配布、回収を行い、配布戸数

７３０戸、回収率９ ７７と農業経営に対する関

心の高さがうかがえるところでございます。この

中で多くの農家が農業後継者問題を経営上の課題

ととらえており、農業の持続的な発展を図ってい

くためには効率的かつ安定的な農業経営を目指し

て、農業経営の計画的な改善に取り組む意欲と能

力のある担い手の育成、確保を図ることが急務と

なっており、関係機関、団体が共通の目標のもと

に一体となって認定農業者の育成やＵターンや農

外からの新規参入希望者、農業経営の法人化など、

地域農業の担い手育成、確保と経営改善の促進に

向けた担い手育成支援の対策に取り組む必要があ

るというふうに考えているところでございます。

また、高齢農家や兼業農家も地域の中核的農業者

との連携や役割分担により、高齢農業者が農村地

域に定着できるよう農作業の共同化分業化など労

働力に応じた農作業に従事し、地域農業の一翼を

担えるよう推進してまいります。

１９年度より新たに産地づくり対策が再スター

トいたします。これまで旧名寄市、旧風連町にお

いてそれぞれの事業メニューの中で交付金を配分

してきたところでありますけれども、新対策にお

きましてはこれまでの３カ年間の実績と検証を踏

まえ、担い手対策や農地流動化対策への活用を図

ることにより農地の流動化が促進されると考えら

れますので、今後新対策の中で助成内容について

協議をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。

新たな農地流動化推進のシステムにつきまして

は、アンケートの中におきまして、一つ目には地

域において農地保有合理化法人の設置、二つ目と

して農地の地域内農家の共同利用、三つ目として

農作業受託組織の育成などが実施すべき対策とし

て多くの意見が寄せられており、農業・農村振興

計画策定の中で議論を深めてまいりたいと考えて

おります。いずれにいたしましても、担い手対策

と農地流動化対策は表裏一体のものであります。

現在策定中の総合計画及び農業・農村振興計画に

基づき、各種施策を農業者、行政、農業関係団体

が連携を図り、推進してまいりますので、御理解

を賜りたいというふうに存じます。

以上、お答え申し上げました。

日根野議員。〇副議長（堀江英一議員）

最後に御答弁があり〇７番（日根野正敏議員）

ました農地の流動促進についてから再質問をさせ

ていただきたいと思います。それから、本日は泉
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谷農業委員会長にも出席をいただきまして、感謝

を申し上げたいと思います。

それでは、あっせん方法の違いについてお伺い

をいたしたいと思いますが、間違いがあれば訂正

をしていただきたいなと思いますが、名寄地区の

場合は売り手が農地の値段を決めてあっせんをす

ると。その中に調停役として農業委員会が入ると

いうことだと思うのですけれども、また風連地区

の場合は農地の価格については第三者、地域の役

員や農業委員を含めて第三者が価格を決めてあっ

せんをするということになってございます。そし

てまた、風連地区の中においてもあっせん方法に

ついては、あっせん価格については地区によって

はあっせんの当日に知らせられる場合と、またあ

っせん価格を提示しながら買い受け者を募るとい

う場合もあると思うのですけれども、それらの違

いを今後、今の答弁でございますとそれぞれの地

区のやり方で踏襲するということでございますが、

共通できる部分を見直して、すべて統合というこ

とにはすぐはいかないと思うのですけれども、そ

れぞれのいいところの部分を共通化しながら、最

終的にはあっせん方法についても一本化をするの

が私は望ましいのではないかなというふうに考え

ておりますが、会長の見解をお伺いをいたします。

泉谷農業委員会会長。〇副議長（堀江英一議員）

ただいまの御〇農業委員会会長（泉谷昭夫君）

質問にお答えをいたします。

先ほど申し上げましたけれども、まず旧風連町

の方から申し上げますと、風連町農用地利用改善

事業実施組合、略して農地改善組合と常日ごろ呼

んでおりますけれども、これにつきましては昭和

５７年度にできたものでございます。それ以来今

日まで地域のあっせんにつきましてはまず改善組

合に御相談をいたし、改善組合で事前協議がなさ

れております。その中で価格を設定して、当日あ

っせん委員会、農業委員３名を含めた６名により

ますあっせん委員会の中で発表し、その中で協議

を皆さんでして、決定をすると、このようなこと

をとってきております。ですから、日根野議員が

申し上げましたように、どこかでその前に買い受

け予定者あるいは売り渡しに話があったという話

も今ちらっとありましたけれども、原則としてあ

っせんというものは事前にそのようなことを伝え

るものではありませんから、私はそのようなこと

はないと思っておりますけれども、そういうこと

があるのかもしれません。１２も組合ありますか

ら、これは何となく漏れるということもないとも

言い切れないと思います。ただ、それが原則だと

思っております。

農地価格設定するに当たりましては、一生その

本人がかかってつくり上げた農地を売り渡すわけ

ですから、慎重の上にも慎重でなければならない

と思います。さらには、１代も２代も３代もかか

ってつくり上げた農地でもありますから、なおの

ことだと思います。そういった中で、私は旧風連

町のこの改善組合のあり方というのは、農家の方

にも十分理解を得ていますし、信頼もされている

と思っております。

それから、名寄の方式でありますけれども、名

寄の方式につきましては、実は私合併してわずか

な間でございますからあっせん委員会にも出てお

りませんし、申しわけないのですが、よく存じて

もおりません。ただ、その中で両方から、売り手

から価格の希望を聞き、買い手からも希望を聞く

と。その中で、あっせん委員会の中で協議をしな

がら歩み寄っていくという形をとっているようで

ありますが、風連地区におきましてもそのような

こともないとは言えないのです。改善組合で設定

いたしましても買い手が納得しない場合もありま

すし、売り手も納得しない場合もありますから、

これを何時間もかけて調停する場合もあります。

さらに、名寄地区では先ほども申し上げましたよ

うに農地流動化推進制度を設けまして、風連の形

に近づいてきたのかなと思っております。基本的

には私は農地の価格を設定するに当たっては、本

人を交えない中で価格を設定するのがあっせんの
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趣旨からいって当然だと思っていますから、将来

的にはその形になるのが望ましいのかもしれませ

んけれども、急に今までなじんだものを変えるこ

とにもならないと思いますから、徐々にいい方向

に向けていければと思っております。

以上、御答弁とさせていただきます。

日根野議員。〇副議長（堀江英一議員）

今後ますます売り手〇７番（日根野正敏議員）

が多くなって、その作業も大変ではないかなとい

う気がしますが、売り手側の気持ちとしても本当

に自分の農地を売りに出したときに売れるのかど

うかということが最も心配ではないかなというふ

うに思っていますし、現に近所の方でも一回売り

に出したのですけれども、近所の方では買い手が

いないということで、売りに出すのをあきらめた

ということも多々あるわけでございまして、その

辺が例えば近所でいなければ隣の区ですとか、そ

れでもいなければ校下単位ですとか、それでもい

なければ風連地区、それでもいなければ全市、そ

れにわたっての買い受け者を募るというか、そう

いった方向も今後必要になってくるのではないか

なと思っているのですけれども、現行の方法とそ

れらの今後の見通しについてお伺いをいたします。

泉谷農業委員会会長。〇副議長（堀江英一議員）

お答えをいた〇農業委員会会長（泉谷昭夫君）

します。

ただいま日根野議員より従来の小さな組合の中

では探し切れない場合、隣接する組合に御相談を

申し上げ、さらにそれでも見つからない場合は全

市的な中で相談をしてはどうかと、このような御

質問であったと思います。実は、このことにつき

ましては数年前から改善組合からも出されており

ます。そんなことで、年に１回農用地利用改善事

業連絡協議会、これの会長が私でもありますから、

その１年に１回の総会の中でも皆さんに御提案を

申し上げ、御相談を申し上げました経過もござい

ます。その中で、一方ではそのようなことを提案

する地域の会長もおりますし、また一方では自分

たちのところでさえなかなか買い手が見つからな

いで余っているのをほかの方もそれで買い手がた

くさんいるのならよろしいのですけれども、そこ

も同じような状況でありますから、それはやって

もなかなか実効が出ないのでないかと、こんなよ

うな意見も出ました。そんなことで延び延びにな

っておりますけれども、日根野議員の言うのも当

然でございますから、ことしの総会におきまして

はさらに皆さんと御相談をいたしまして、話を進

めてまいりたいと思っていますので、御理解をい

ただきたいと思います。

日根野議員。〇副議長（堀江英一議員）

この関係について市〇７番（日根野正敏議員）

の方にも再質問させていただきますが、今後の農

家戸数の減少についてはそれぞれ御承知だと思い

ますが、６０歳以上で後継者がいない戸数が昨年

で２９７戸、恐らくことしに入って３００戸を超

しているのではないかなというふうに思いますが、

今後１０年、１５年のうちにはその方々はリタイ

アをされるだろうというふうに思ってございます。

そうすると、３００戸以上となりますと今現在の

旧名寄市の農家戸数に匹敵するぐらいの農家戸数

の減少ということが見込まれるわけなのですが、

このことを踏まえると農地の流動化については一

つの農業委員会だけでしょえる部分ではないとい

うふうに私も考えておりますが、まちの方では農

業振興対策協議会ですとか、あるいは審議会を持

ってございますが、その中には農地の流動に関し

ての部会はないというふうに思ってございますが、

その辺今後検討されるのか、私はされた方がいい

のではないかなというふうに思っていますが、御

見解をお願いいたします。

手間本経済部長。〇副議長（堀江英一議員）

今お話ありました。〇経済部長（手間本 剛君）

車の両輪といいましょうか、深刻な事態ですと、

農地の流動化、担い手、これにつきましてはゆゆ

しき問題でありますから、そういうふうに行政の

方も受けとめております。お尋ねのように農業振
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興対策協議会、こちらの中でのこういった農地に

関する検討部会というのは現在のところ特別持っ

てはおりません。したがいまして、今前段申し上

げましたように私どもの方も生産という部分もさ

ることながら農地、担い手、これらにつきまして

は農業施策の根幹だというふうに押さえておりま

すから、今後また農業振興対策協議会の中での新

たな部会をできるのかできないのかということは

ここでは申し上げられませんが、そういった御相

談をさせていただいて、農地あるいは後継者等々

含めた物の考え方を整理していきたいというふう

に考えているところでございます。御理解いただ

きたいと思います。

日根野議員。〇副議長（堀江英一議員）

続きまして、風高の〇７番（日根野正敏議員）

存続についてでございますが、ちなみに風連高校

がもし廃校になってなくなったといった場合の経

済損失の試算はどのぐらいか検討されているのか

お伺いしたいのと、私の心配するところはこのま

ま２年後あるいは３年後に募集停止ということに

なった場合に風連地区の住民の意識として、同じ

まちに普通高校が二つあるということは合併によ

って風高がなくなったというような意識が強く残

るのではないかなというふうに感じているのです

が、そういう意識を住民に持たせないためにも教

育長、または教育委員会は事あるごとに道教育委

員会の方針や市の教育委員会の今までの活動や努

力を広く報告をし続けてほしいと思っているので

すけれども、また特に風連地区の住民には今置か

れている風連高校の立場を十分理解してもらうよ

うな説明をしなくてはならないというふうに考え

ているのですけれども、先日行われた懇談会でも

このことは出てこなかったわけですが、そのあた

りの説明責任に対する認識についてお伺いをいた

したいと思います。

藤原教育長。〇副議長（堀江英一議員）

風連高校は、長い歴史〇教育長（藤原 忠君）

を持った中で現在の風連地区に大きな貢献をして

きたということでございます。先ほど部長の答弁

にもございましたように、現状としては大変厳し

い状況にあるということで、私も再三機会があれ

ば道教委とも風連高校の存続について議論を重ね

てきているところでありますが、なかなか私たち

が考えているような方向性での妥協点が見つから

ない、こういう実態があるわけでございます。

そういう中で、一つはせんだっての８月から開

催された地域懇談会の中でも幾つかの会場で風連

高校についてのお話がございました。そういう中

で、私はそういう現状をお話しするとともに、市

民の御意見にも耳を傾けてきたところであります。

それは、片方では形を変えてでもいいから風高を

存続すべきだという、そういう熱い思いと、また

片方では例えば風連の農家の方に風高に入れるか

どうかアンケートをとってみたらどうだと、本当

に入れるのだろうかというような声もあったりい

たしました。それから、あるいは市内の高校、名

寄農業高校と風連高校と比べたらどっちが大事だ

と教育長思うのだと、こんなきつい意見もあった

りしたところでございます。しかし、そういう極

端なお話は別にしまして、それぞれそういう御意

見や思いがあったところでは私は現状を説明させ

ていただきました。

先ほど市立高校としてのお問い合わせもあった

わけでございますが、確かに教育は百年の大計と

いうことで、未来への投資とも言われております。

しかし、その中でも現状を見たときには大変難し

いものがあるというのも事実でございまして、こ

ういうことも今後もやはり機会あるごとに市民と

もお話を進めていきたいと、こんなふうに思って

おりますし、もちろん市立として難しいからだめ

ということではなくて、何とか道立でも存続でき

る道はないのか、また引き続き道教委とも協議を

重ねていきたいと。道教委としましては、当初は

年内に２０年度以降の高校再編について原案提示

と言っておりましたが、現状ではかなりずれ込む

予定でございます。そういう中では、私もまた再
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三道教委にそのこともお話ししてまいりたいと。

それから、経済的損失についてということでご

ざいますが、正確に経済的損失を現在のところ計

算はしてございませんので、後ほどまた議員に資

料としてお渡ししたいと、こんなふうに考えてお

ります。

日根野議員。〇副議長（堀江英一議員）

市立高でも存続は難〇７番（日根野正敏議員）

しいというような最初の答弁もございましたが、

先ほど近隣の剣淵高校の例も出されておりました

が、私の聞いたところでは ０００万円ではなく

て ６００万円ほどではないかというふうに聞い

てございますが、この関係についてはほかの町の

高校でもありますし、深く言いませんが、前例と

してほかの市立高が幾らかかっているからどうだ

ということではなくて、名寄市が設立をするなら

どういう学科が有望で、それを設立する、維持す

る、あるいは管理するにはどのぐらいの支出にな

るかということで市の見積もりとして作成し、判

断をすべきではないかなというふうに感じており

ます。また、そういう努力や誠意も結果はどうあ

れ必要ではないかなというふうに考えてございま

すので、その辺の見解をもう一度お聞かせいただ

きたいなと思います。

今教育部長。〇副議長（堀江英一議員）

ただいまほかの学校〇教育部長（今 裕君）

のことを参考にでなくて、市で見積もってはどう

かというお話だったのですけれども、参考といた

しましたのは両方とも１間口校ということで、職

業学科と普通科高校の違いがありますけれども、

規模的には似たり寄ったりでないかなというよう

なことで剣淵町さんと音威子府さんにお伺いした

わけです。

それから、 ６００万円の話ですけれども、こ

れは私どもも聞いたのですけれども、学校にかか

っている経費と公っ費という形で ６００万円と

押さえております。ただ、その中には、事務長と

か職員が１７年度で４名学校の方に従事しており

ました。その方の人件費が入っていないというこ

とだったものですから、一人頭低く見積もって６

００万円かなということで足した数字がさっきの

０００万円です。

それから、経済的損失、これは先ほど教育長も

お答えしたとおり私どもの方では正確にはちょっ

とわからないのですけれども、風連高校を維持す

るための経費としては、これは１７年度です。１

７年度、１７名の教職員の人件費も含めまして１

億 ０００万円ほどかかっているというふうにお

伺いしております。

藤原教育長。〇副議長（堀江英一議員）

ちょっと補足いたしま〇教育長（藤原 忠君）

す。風連高校は、平成１７年度は３年生が２クラ

スでございました。そして、２年、１年と１クラ

ス、今年度３クラスで、全学年１クラスというこ

とになったわけであります。そういう意味ではち

ょっと今金額は膨らんでいるわけでございますが、

支出は１億 ０００万円程度、そして収入は６７

５万円が入学料とか授業料とか、それからそのほ

かに交付税措置としまして１億７４５万円程度、

差し引き約 ０００万円程度、こういうことで知

らされておりますが、これは４クラスですので、

３クラスになればもう少し１政負担ふえるのでは

ないかなと、こんなことを考えております。

日根野議員。〇副議長（堀江英一議員）

もう時間もないので、〇７番（日根野正敏議員）

新たな定住促進について再質問をしていきたいと

思いますが、名寄市もいいまちだということで情

報発信をしているということでございますが、い

いまちだから来てくださいと言ってはいるのです

けれども、いざ来たときに、名寄市にいいまちだ

から住みたいといったときに、では住むところは

どうなのだということになると思うのですけれど

も、その辺の施策について考えておられるのかお

伺いをいたしたいと思いますし、また国交省で行

っているＵＪＩターンホームページで全国の各ま

ちの施策をそこを見れば全国どこでもどういう施
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策を行っているかということがわかるサイトがあ

るのですけれども、名寄市のページを見ますと名

寄市は何もやっていないまちということで紹介を

されているのですけれども、その辺の施策、国交

省に対する申請はどうなっているのかお伺いをい

たしたいと思います。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきますけれども、名寄市のホームページに名寄

市の移住・定住情報ということで大きく７点に分

けて名寄市のセールスポイント、住まいの情報、

安心して暮らす、楽しく暮らす、便利に暮らす、

こだわり、その他というふうな形で、それぞれ情

報の発信をしております。今日根野議員がおっし

ゃった住まい情報の関係、先ほども答弁をさせて

いただきましたけれども、現在あるこのホームペ

ージをさらに充実をしたい、していかなければな

らないということで御答弁させていただきました。

これには住宅関係では公営住宅関係の部分だけの

登載でありますから、各市町村見ますと写真を入

れて住宅の空き住宅ありますとかという非常にわ

かりやすいホームページがありますので、これに

ついても不動産業者の方とも協議をしながら、リ

ンクをして情報の発信をするようにしていきたい

と、このように思っているところであります。

それと、国交省の関係でありますけれども、そ

れについては私も確認をさせていただきまして、

施策ということではすべてバッテンがついており

ました。これは４項目だと思いますけれども、３

項目については名寄市としても施策として、就農

のＵターン、Ｊターンの関係だと思いますけれど

も、それについては早急に訂正をするように手続

をさせていただきたいと思いますし、さらに北海

道で１８年度にこれをつくって、これに市町村と

してうちの方も加盟をしておりまして、３０市町

村ぐらいが入ったパンフレット、それぞれ関係機

関に配付をしているのですけれども、これにつき

ましても１９年度には掲載をするということで取

り組んでおります。北海道生活体験「ちょっと暮

らし」ということで、関係機関に配付をするもの

ですから、ホームページの充実とあわせて情報発

信を積極的にしていきたいと、このように考えて

おりますので、御理解をいただきたいと思います。

以上で日根野正敏議〇副議長（堀江英一議員）

員の質問を終わります。

なお、泉谷農業委員会会長様には御退席いただ

いて結構でございます。

１政展望と１９年度予算編成にかかわって外２

件を、佐藤靖議員。

議長の御指名をいただ〇２番（佐藤 靖議員）

きましたので、通告順に従い順次御質問をいたし

ます。

最初に、１政展望と１９年度予算編成にかかわ

ってであります。１９年度の予算編成については、

市長は１１月２日、各部局所長に訓令を発し、同

日総務部長名で各課長、参事、主幹に対して事務

連絡文書が出され、１２月５日を期限に予算編成

資料の提出が求められました。この訓令の中では、

市長は国の予算編成作業や地方１政の状況、名寄

市の１政状況を述べながら、今後の１政不足は４

から５億円と見込んでいると強調するとともに、

合併により高齢化が上昇し、農業が産業の核にな

ることで保健福祉、農業基盤整備などに要する経

費が増大することから、大胆な発想の転換をしな

ければ予算編成は困難になることも予想されると

しています。この大胆な発想の転換は、事務事業

の一元化に工夫を凝らし、効率的に進めることを

求めたものと推測されますが、具体的にどのよう

な発想の転換を求め、数値目標などはどう設定さ

れているのかまずお伺いをします。

また、事務連絡では予算編成に当たっての基本

方針の中で市民との情報共有化、協働のまちづく

りを進めるため可能な限りさまざまな意見などを

集約し、予算に反映させるとしていますが、具体

的にはどのような意見集約を図られたのかお知ら

せをいただきたいと思います。さらに、事務事業
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の見直しについては、新行１政改革推進計画に基

づき廃止も含めた再構築を行うとしていますが、

現段階ではいまだ新行１政改革推進計画は示され

ていません。何に基づいて見直しを行うのか、そ

の中にあって廃止を含めた再構築を想定している

事務事業があるのかお伺いします。

１９年度は、新名寄市総合計画のスタート年で

もあります。普通建設事業費にかかわっては、事

務連絡では新総合計画登載予定事業に基づき計上

すること、その他事業については緊急度を考慮し

て計上することとしていますが、一方訓令でも市

民に提供するサービスの範囲と地域住民の役割と

の調整を図り、過大な負の遺産を後世代に残すこ

となく、年度内のバランスをとり、適切な事業選

択と公っ費管理により住民福祉の増進に努めると

していますが、現段階において来年度の主要事業

をどうお考えになっているのかお伺いします。

旧風連町、旧名寄市の合併に伴い誕生した新名

寄市に対する合併支援は、特例っで７４億 ００

０万円、特例基金で１１億 ０００万円であるこ

とが明らかになりました。総合計画策定審議会で

示された１政の見通しによりますと、１９年度以

降の１政降営上の課題として旧名寄市で ５００

万円、旧風連町で ３００万円の減額が見込まれ

る新型交付税の導入、農業がまちの産業の核とな

ることでニューパワーアップ事業の継続、農家負

担の軽減により３億 ０００万円の負担増、合併

に伴う公共施設の改修事業の増加などの見通しが

示されましたが、その中にあって予算額１８５億

円から１９５億円の規模を見込み、うち普通建設

事業はおおむね３０億円を確保、地方っの借り入

れ規模は臨時１政対策っを含まずおおむね８億円

から１０億円とし、市民ニーズに対応した施策展

開を目指す姿勢が打ち出されました。しかし、一

方ではさきにも述べましたとおり市長自身過大な

負の遺産を後世代に残すことなく、年度内のバラ

ンスをとり、適切な事業選択と公っ費管理を求め

ています。さきの平成１７年度決算審査特別委員

会の議論で、市長は合併特例っの総枠活用姿勢を

示しました。３年据え置きを含む２０年償還、７

０７は交付税で見込まれる合併特例っは、同じく

交付税で７０７見込まれますが、３年据え置きを

含む１２年償還の過疎っより有利な起っではあり

ますが、実質公っ費比率が１９７となっている名

寄市にとって有利とはいえ将来に負の遺産としな

いためにもより慎重な活用が求められると考えら

れますが、改めて市長の見解を求めます。

また、検討が進められている新名寄市総合計画

の前期５年間での合併特例っの活用上限をどうお

考えになっているのかお知らせをいただきたいと

思います。

事務連絡では、節別の積算の中の報酬及び賃金

で嘱託職員などについての計上を求めていますが、

この際嘱託職員、臨時職員の報酬算出基準につい

てお知らせをいただきたいと思います。また、嘱

託職員については現在６３歳、臨時職員について

は同６０歳を限度に再雇用しないという基準が設

定されていますが、年金の支給年齢が６５歳にな

ろうとしている現状下にあっては再考も必要と考

えますが、御意見をお伺いします。

次に、教育行政にかかわり３点についてお伺い

します。１点目は、現在大きな社会問題化となり、

さきの決算審査特別委員会でも多くの質疑が行わ

れたいじめ対策についてであります。教育長自身

市内小中学校でいじめが存在していることを認識

しているようでありますが、対応策については各

学校でいじめに対するアンテナを張りめぐらせて

いる、スクールカウンセラー、ハートダイヤルな

どの相談体制を確立している、特認校の活用など

を通し、いじめが大きな事件に発展しない体制の

確立を強調しています。しかし、対応策は教育委

員会内部及び関係機関、学校に重きが置かれ、よ

り重要と思われる家庭教育、地域教育に手が届い

ていないのではないでしょうか。子供たちがいじ

められている、いじめているの情報をいち早くキ

ャッチできる可能性は、学校よりも家庭、登下校
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時や遊んでいるときの状況で情報をキャッチでき

るのは地域ではないでしょうか。つまりいじめを

大きな事件とせず、未然に防ぐ最大の策はいじめ

を名寄市においては社会教育を所管する生涯学習

分野の重要課題と位置づけ、社会教育にかかわる

すべてのセクションに正しい情報を発信し、未来

を担う子供たちを一人でも多くの市民が見守る体

制の構築が必要と考えますが、御所見をお伺いし

ます。

子供たちを中心に市民が待ち望んでいた南水泳

プールが完成し、いよいよ来年から活用できるよ

うになりました。今議会でも設置条例案が提出さ

れ、総務文教常任委員会で審査が行われますが、

ここでは同プールの施設整備についての考え方を

お伺いします。同プールは加温式プールであり、

室内の熱効果を高めるため合わせガラスのトップ

ライトを採用したものであります。名寄市は、夏、

冬の温度差が６０度を超える自然環境にあります。

特に夏は３０度を超え、日差しも強い日が続きま

す。しかし、春先や秋口は風もまだ冷たく、子供

たちの間でも毎年のように風邪が流行しています。

このような自然環境であるにもかかわらず、同プ

ールには強制換気装置がありません。また、近年

はノーマライゼーションやバリアフリー、ハート

ビル法など身体障害者であっても健常者と同じよ

うに公共施設を利用できる取り組みが求められて

います。特に体に障害があっても水泳などのスポ

ーツを楽しむ人が全国的にもふえていますし、応

援のために公共施設を訪れることに対応できる施

設整備も求められていますが、同プールではこの

社会状況をどう判断し、どう配慮されているのか、

さきの強制換気装置を含め考え方をお示しいただ

きたいと思います。

現在教育委員会では、小中学校適正配置計画の

協議が進められております。まず、現在までの検

討経過と今後の見通しについてお示しをいただき

たいと思います。また、同計画は教育都市を標榜

した名寄市の根幹をなすものでありますので、新

名寄市総合計画との整合性について見解をお伺い

します。

最後に、市立病院の将来像にかかわりお伺いし

ます。病院経営上においても患者、家族において

も動向が注目されている精神科医師確保について

病院側が最終めどとしていました１２月も残すと

ころあと半月ほどとなりました。来年４月以降の

見通しについてまずお伺いします。また、さきの

決算審査特別委員会で佐古院長は、女性医師と女

性看護師確保策の一環として２４時間保育所の検

討姿勢を示しましたが、現在までの検討経過と今

後の見通しについて、さらには病院経営安定に向

けて実施段階にある事項、検討段階にある事項、

検討課題である事項別にお伺いし、この場からの

質問を終わります。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

ただいま佐藤議員の〇総務部長（石王和行君）

方から大きな項目で３項目にわたっての御質問を

いただきました。１点目につきましては私の方か

ら、２点目につきましては教育部長から、３点目

につきましては市立病院事務部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

１点目の１９年度予算編成にかかわっての市長

訓令と事務連絡の関係についてお答えをさせてい

ただきます。御質問にありました大胆な発想の転

換はでございますけれども、これは一つには旧風

連町と旧名寄市の合併を機に職員の意識改革と発

想の転換がまず必要であること、二つには目まぐ

るしく変化をする行政需要及び住民の価値観に対

応すべく行１政降営の基本的な姿勢として職員に

指示をしたところでございます。長く続く歳入不

足と大きく依存してきた基金が枯渇することも想

定されまして、地方自治体の破綻が報道される中

で特に強調して訓令としたところでございます。

合併をしてもそれぞれのまちの手法に大きな差異

があり、見直しには一定の時間経過が必要な場合

もありますが、既得権や既成概念にとらわれず、

緊急性、必要性の高い事務事業であることを基本
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に、数値目標は設定しないで可能なものから見直

しを進めてまいりたいと考えております。

また、予算への意見反映につきましては、合併

したこと、住民の価値観も多種多様であること、

新総合計画が同時で進行していること、予算要求

から市長査定まで２カ月弱の期間でもあり、行政

需要の把握に従来よりも一層慎重を期すよう指示

したところでございます。新行１政改革推進計画

は、合併に伴うさまざまな計画策定が同時進行し

ておりましておくれております。１月の市長査定

までには間に合うものと考えております。予算要

求に上がりました見直し予定の事務事業につきま

しては、慎重に検討を進めてまいりたいと考えて

おります。廃止を含めた事務事業の具体的な見直

しにつきましては、予算要求を集計、点検中でご

ざいますので、内容を精査し、市長査定で結論を

出していきたいと考えております。

次に、１９年度の主要事業でございます。新年

度の主要事業の具体的な内容につきましては、現

在新総合計画を策定中であり、予算要求が同時進

行しておりまして、いましばらく時間をいただき

たいと思います。普通建設事業費は、平成１３年

度から多額な臨時１政対策っの借り入れが始まり、

旧名寄市が平成１４年度、過疎地域の指定を受け、

旧風連町も過疎っを有効活用していたことで平成

１９年度から２１年度の３カ年間の公っ費償還額

は毎年２５億円に達し、さらに１８年度借り入れ

分の利子が上乗せになることから、継続事業中心

の計上になるものと考えております。さらに、農

業基盤整備事業では道がニューパワーアップ事業

の継続を決定したことにより、農家負担の軽減を

図り、地域経済への波及効果も考慮し、事業採択

を進めております。また、本年度で既に国、道と

協議が相当進んでいる事業についても新総合計画

の議論を踏まえながら、予算化を進めてまいりた

いと考えております。

次に、合併特例っの活用についてお答えをいた

します。合併特例っは７６億 ０００万円と多額

ですけれども、国の構造改革に伴う地方交付税の

削減、過去国が地域活性化の目玉として推進して

きた箱物の建設に急速にブレーキがかかり、なか

なか活用しづらい状況になっております。１０年

から２０年以上前に実施をした事業の公っ費を現

在償還をしており、交付税の削減、特に投資的経

費の大幅な削減は公っ費償還１源の枯渇を意味し、

普通建設事業に取り組めない市町村も出てきてい

ると聞いているところでございます。公共施設の

整備につきましては、維持管理降営費がかさむこ

と、人口減少が考えられること、数多くの施設の

新設は困難でございます。建てかえあるいは大規

模改修、さらには多くの道路整備に合併特例っを

有効活用できないか検討を進めているところであ

ります。合併特例っは、臨時１政対策っのように

使わなくても交付税に算入される仕組みにはなっ

ておりませんので、公っ費の適切な管理の上に上

手に活用する知恵と工夫が必要と考えております。

実質公っ費比率は、合併特例基金っが１１億 ０

００万円とこれも一つの大きな負担となりますが、

公っ費負担適正化計画を策定し、事業実施に支障

が出ないよう検討してまいりたいと考えておりま

す。合併特例っの活用について前期計画に明確な

上限枠は設定しておりません。公っ費償還に充て

ることのできる一般１源の多寡、緊急性、必要性

の高い事業の実施年度との調整を考慮すると、前

期計画よりも後期計画に多くの額が残ることにな

るものと考えております。

次に、嘱託、臨時職員の報酬等についてお答え

をさせていただきます。嘱託職員の給与、臨時職

員の賃金につきましては、それぞれ要綱を定め、

職種、職務、資格等から職員との均衡を考慮して

決めているところであります。近年職務の内容が

多岐にわたり、給与賃金の額について細分化すべ

きではないかとの意見も聞かれております。職種、

職務の内容を整理をして、現状の体系でいいのか、

変える必要があるのかどうかも含めて検討する時

期に来ているということで考えているところであ
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ります。

また、嘱託職員の定年に関してですけれども、

平成１４年４月から中途退職者、中高年者の雇用

確保、拡大、新陳代謝を図ることとするため、従

前６５歳だった定年年齢を６３歳にいたしました。

しかしながら、当時の状況から団塊の世代の問題、

年金支給開始年齢の改正など変化が見られます。

これは、職員についても同様でございまして、関

連性を保ちながら、検討していかなければならな

いと考えているところであります。

以上、答弁とさせていただきます。

今教育部長。〇副議長（堀江英一議員）

私からは、大項目２〇教育部長（今 裕君）

の教育行政にかかわってについてお答えいたしま

す。

初めに、いじめ対策は生涯学習で取り組むべき

についてお答えいたします。現代は、地域社会や

家庭環境の変化に伴い、住民の地域社会への意識

や連帯感が希薄となり、地域や家庭の教育力が次

第に低下してきている現状にございます。このこ

とからもただいまの議員のお話のとおり、子供た

ちの健やかな成長を促すために学校は重要な役割

を担っておりますが、学校だけで完結する時代で

はなくなってきていることも確かでございます。

教育委員会といたしましては、社会教育の充実を

図り、地域社会の活性化を通し、いじめなどの問

題に対応できる地域や家庭の教育力の回復にも努

めてまいりました。その一つとしては、家庭教育

学級を充実し、情報誌「ＯＵＲＳ」の発行や講演

会の開催など家庭教育の重要性を広く啓発し、そ

の支援体制の充実に取り組んでまいりました。ま

た、よりよい子育てに向けての情報交換や研修の

充実を図れるよう、ＰＴＡ活動の活性化も働きか

けてまいりました。１１月に行われた名寄市ＰＴ

Ａ連合会研究大会では、教育長みずからがいじめ

問題における家庭の教育力の大切さについて講演

を行ってきたところでもございます。

社会教育の分野におきましては、子供たちの健

全育成に向けて、へっちゃＬＡＮＤやチームジャ

ンプなどスポーツや多様な体験的活動の充実を図

るとともに、子ども会育成協議会などとの連携を

図り、リーダー研修会等への派遣やピヤシリ子ど

も塾の開催など、いじめなどの問題をみずから克

服できる健全な精神をはぐくむよう種々の活動の

充実に努めてきております。さらに、市内各学校

と町内会との連携のもとに設置されている安全安

心会議の活動においては、地域住民による子供と

のあいさつ降動や登下校時の巡視活動など、子供

たちを温かく見守る地域活動も推進されてきてお

ります。今後ともこれらの活動の一層の充実、発

展を図るとともに、平成１９年度に予定しており

ます新しい社会教育推進計画においても家庭教育

の充実等とあわせ、いじめ問題についても対策を

検討してまいりたいと考えております。

次に、施設整備と障害者活用策についてでござ

います。市民待望の南水泳プールの本体が完成し、

現在駐車場などの外構工事に入り、来年のオープ

ンに向けての準備が進められております。このプ

ールは市内初の室内プールで、以前の南水泳プー

ルより開設期間が長くなりますので、多くの市民

に利用されることを期待しております。御質問の

強制換気装置ですが、このプールは網戸つき窓を

プール南側の下部とその対面の北側上部に配置し、

室内の温度差を利用した自然換気を取り入れてお

ります。同様な自然換気を取り入れている近隣の

屋内プールにもお聞きいたしましたが、自然換気

でも特に降営に支障はないとのことでありますの

で、南プールでも問題はないものと考えておりま

す。

次に、当市の公共施設の施設整備ですが、新し

い施設はハートビル法や北海道福祉のまちづくり

条例により対応しております。完成した南水泳プ

ールにつきましても体に障害がある方や高齢者、

幼児が利用できるよう、一つにポーチにスロープ

を配置、二つに建物内は転倒事故防止や車いす利

用を考慮して段差を設けない、三つに車いす利用
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者も利用できる多目的トイレを設置するとともに

車いすでロビーの入り口からプールに入ることが

可能となっていること、四つにプールには高齢者、

幼児、障害者が安全にプールに入れるよう手すり

つき階段が設置されています。また、プール利用

者の状況によっては、車いすも配置する考えであ

りますが、介護が必要な障害者が利用する場合は

福祉サイドや水泳協会などとも協議し、対応して

まいりたいと考えております。

次に、学校改築と総合計画とのかかわりについ

てお答えいたします。小中学校適正配置計画につ

きましては、本年８月に学識経験者、学校教育関

係者、一般公募市民など１３人による名寄市小中

学校適正配置等検討委員会を設置し、まず第１段

階として適正配置計画策定の基礎となる小中学校

の適正規模、適正配置の基本的な考え方について

諮問いたしました。これまでに５回の委員会が開

催され、適正規模、適正配置の基本的な考え方と

名寄市の方向性について検討協議していただいて

おります。明年１月には検討協議をまとめ、２月

には報告、答申をいただけるものと考えておりま

す。

今後の進め方といたしましては、小中学校適正

配置等検討委員会の報告、答申を受け、教育委員

会としての適正規模、適正配置に関する考え方を

整理し、明らかにした上で、平成１９年度に具体

的な適正配置のあり方について改めて小中学校適

正配置等検討委員会に諮問し、その報告、答申を

もとに名寄市の小中学校適正配置計画を作成して

まいりたいと考えております。

新名寄市の総合計画では、小中学校の教育環境

の整備を図るため、適正規模、適正配置の検討と

計画的な施設整備を施策の目標とし、小中学校適

正配置計画策定事業及び小中学校施設整備計画策

定事業に取り組む方針を策定審議会の教育文化ス

ポーツ専門部会の中で協議していただいておりま

す。学校施設の整備事業につきましては、現在取

り組んでおります耐震化優先度調査の結果を受け、

また小中学校適正配置計画と連動させながら、平

成１９年度に小中学校施設整備計画を策定し、こ

の計画に基づき平成２０年度以降の個別事業ロー

リングの中で実施事業を盛り込んでいきたい、そ

のように考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤病院事務部長。〇副議長（堀江英一議員）

私から〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

は、大きな項目の３点目、市立総合病院の将来像

についてお答えいたします。

タイムリミットが近づく精神科病棟についてで

ございますが、精神科固定医師の確保につきまし

てはことし７月下旬に名寄地区精神障害者家族会

など４団体から連名で市に嘆願書が提出されたと

ころでありますが、さらに１２月１日にも同４団

体から市議会に対して名寄市立総合病院精神科と

病棟の継続に関しての要望が出されたところでご

ざいます。私どもとしましても昨年来北海道及び

各関係機関と連携を図り、道内３医育大学に対し

て派遣の要請を行っているところであります。地

域の実情は十分に理解されてはおりますものの、

大学自体が医師不足の状況にあり、いまだ医師の

確保については確固たるめどが立っていない状況

でございます。しかしながら、この地域において

精神科医療を確保することは地方センター病院と

しての重要課題と考えておりまして、今後も関係

機関と連携を図りながら、医師の確保に努めてま

いりますので、御理解くださるようお願いいたし

ます。

次に、２４時間保育の検討についてでございま

すが、当病院のスタッフは５４７人中４４１人が

女性で、約７５７でございます。そのほとんどが

看護職ですが、近年は女性の医師も急増しており

ます。年間に約 ０００人が新たに医師になられ

るわけですが、そのうちの約３割が女性でありま

す。２４時間保育については、現在のところ検討

は進めていませんが、今後検討が必要になると考

えておりますので、適宜対処してまいりたいと思
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います。

次に、望ましい将来像の検討についてでござい

ますが、名寄市立総合病院は北海道第３次保健医

療圏における地域センター病院として、平成１０

年以来高度かつ専門的な医療機関としての他の医

療機関と連携を図りながら、第２次保健医療圏の

後方医療機関としての役割を果たしてきたところ

であります。少子化や地方における高齢化と過疎

化の急速な進展、また医療制度改革と診療報酬の

マイナス改定などの医療費抑制策、そして医師の

都市部への偏在などによる地方の医師不足など医

療を取り巻く環境はますます厳しくなっています

が、今後も地方センター病院として引き続き他の

医療機関と役割を分担し、連携を図りながら、安

全、安心な医療を提供して、住民の医療ニーズに

こたえてまいりたいと考えております。安全、安

心な医療の提供は、健全な降営のもとに成り立つ

ものであり、的確な現状分析に基づいた長期事業

計画による病院降営が必要と考えております。経

営の安定化に向けて、早急に中長期計画を作成し

てまいります。

経営安定化に向けての施策、課題としまして実

施段階にある事項ですが、増収対策としまして分

娩料の改定、一般ドックへのオプション追加、経

費削減対策としまして直営業務の外部委託化、コ

ージェネから買電方式による燃料費の節減、検討

段階にある事項ですが、増収対策としまして医師

の確保、文書料、施設使用料の適正化、未収金対

策、経費削減対策としまして手術器材のキット化、

電気、水道料等日常経費の削減などであります。

以上、答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

それぞれ御答弁をいた〇２番（佐藤 靖議員）

だきましたので、再質問をしていきたいと思いま

すけれども、順序がいろいろあっちいったりこっ

ちいったりするかもしれませんけれども、お許し

をいただきたいと思います。

今病院の関係で精神科の病棟の医師の問題、め

どは立っていないということでありますけれども、

既に道内３大学の医師も不足しているということ

から考えて、タイムリミットは１２月と言ってい

たのですけれども、来年度からの体制を含めてや

っていくと今後どういうふうに病院側としては医

師確保を目指していくのか。本当の意味での最終

リミットというのはどの辺と設定しているのかお

伺いしておきたいと思います。

佐藤病院事務部長。〇副議長（堀江英一議員）

さきの〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

議会で、９月の議会でございますけれども、リミ

ットは年内と答弁させていただきました。このこ

とは、昨年の７月に固定医師１名になりましたそ

の以降他の施設に移っていただいた方への対応、

それから在宅退院に対しての対応の期間、それか

らいくと年内というふうに考えておりましたけれ

ども、現段階ではまだ医師の確保のめどは立って

いないという状況でありまして、院長の思いも精

神科病棟をなくしてはならないという強い思いが

ありまして、今後とも大学、それから道と連携と

りながら、確保に向けて努力してまいりたいとい

うふうに考えていますが、万に一つ固定医師がい

なくなったということになれば、他の施設あるい

は在宅退院ということになっていくのかなと。外

来診療だけは少なくても続けていきたいというふ

うに思っております。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

病院の問題は、あした〇２番（佐藤 靖議員）

同僚の植松議員もやりますので、そこで厳しくい

くと思いますので、この辺でとどめておきたいと

思います。

１政の関係なのですけれども、石王部長の答弁

をいただきましたけれども、合併特例っの上限枠

というのは前期５年間比率的にはどのぐらいにな

るか、先ほどの答弁では明確な上限はないと、後

年度計画の方に大きな枠が残るのではないかとい

う言い方でありましたけれども、額は別に比率的

にどのぐらいの程度というふうに押さえていらっ
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しゃるのかお答えをいただきたいと思います。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

先ほど前期よりも後〇総務部長（石王和行君）

期に多くということで答弁をさせていただきまし

た。まだ今総合計画との整合性の関係もあります

から正確に申し上げられなくて、そういうような

答弁をさせていただいたところでありますけれど

も、私の今の感じている部分では前期が４０７、

後期が６０７かなと、このように思っているとこ

ろでございます。

以上でございます。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

なぜそれを聞くかとい〇２番（佐藤 靖議員）

うと、昨日木戸口議員の質疑の中でもありました

ように、まず地方っの返還額でありますけれども、

平成２１年度までは約２５億円、２２年度は約２

３億円、２３年度は２０億円というふうにどんど

ん軽減されていくと。一方、総合計画で合併特例

っを活用してくると、３年据え置きでありますけ

れども、償還が始まるとまたその償還額というの

は、返還額というのはふえてくるのではないかと

思うのと、もう一方は基金の方でありますけれど

も、１８年度も見込みで２７億 ０００万円とい

うふうになっております。取り崩し可能な１政調

整基金、公共施設整備基金、土地開発基金、地域

振興基金、地域福祉基金の５基金で１２億 ９６

０万 ０００円ということでありますけれども、

このうち大学の学生がそろうまで、１９年度は１

調から３億 ０００万円、２０年度にも１億 ０ 

００万円ということで、単純計算でありますけれ

ども、１調から取り崩したら、取り崩し可能な基

金というのは７億 ０００万円ぐらいしか残らな

いという状況になります。これがきのう、おとと

いと石王部長が言っていた特定目的基金活用で年

度を超えた振りかえ活用を視野に入れることも示

唆するほどの厳しい状況だということにつながっ

ていると思うのですけれども、語弊があるかもし

れませんけれども、こういう状況はある意味では

自転車操業に陥らないのかという心配と後年度の

負担に通じるのではないかという思いがあるので

すけれども、その辺はどういうふうにお考えにな

っていらっしゃいますでしょうか。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

確かに１政調整基金〇総務部長（石王和行君）

等々少ない中での特定目的基金も繰りかえなけれ

ばならないような状況にありますということで再

三お話をさせていただいておりまして、大変厳し

い状況にあることは佐藤議員も御理解いただける

のかなと思っております。その中で、これまでも

名寄市の１政の降営は決していつの時代も楽な時

代はなかったのだろうということで考えておりま

す。その中にあっても有効な基金の活用ですとか、

国、道の補助金の活用をしながら、住民福祉の向

上のための予算編成に努めてきたところだという

ふうに思っております。

しかし、今日的な現在の状況の中では三位一体

の改革が一つありまして、その中での国庫補助金

負担金と税源移譲等の関係では非常に地方にとっ

ては、移譲はありましたけれども、決して同額の

移譲ということではなくて、報道では約１兆円と。

さらに、交付税の見直し等々の部分ではさらに１

兆円で、地方が２兆円損をしたのではないかと、

このようなことも言われておりますし、補助金、

負担金の裁量権についても余り地方に裁量権が与

えられないと、そんなような認識をしております。

さらにまた、１９年度から導入をされる新型交付

税がまたこれ地方には大きな１政のマイナスとい

うことと、国は歳出歳入一体改革という名のもと

に国の１政再建を中心とした新年度の予算編成に

なってくる、地方の部分ではさらにその部分でも

投資的経費の普通建設事業も概算予算要求の中で

は３７削減していきますと、このようなことで大

変厳しい状況にあるというふうに認識をしなけれ

ばならないと思います。枯渇する基金をどう活用

するかといっても、活用できないような基金の状

況だということを認識をいただければというふう
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に思いますし、その中で年度を超えた繰りかえ降

用もしながら、有効に一定の１源を確保しながら、

市民の皆さんにどうサービスを提供していくかと

いうのが大変苦しい予算編成になるのかなという

ことに考えておりまして、いずれにいたしまして

も総合計画の今事業の最終集計中であります。そ

れとあわせて１８日の議員協議会でその概要と中

期１政計画を示させていただきますと、このよう

に考えておりまして、中期１政計画も５年間であ

りますけれども、現制度の中での中期１政計画で

ありますから、国の制度が変わればまた大きくと

いいましょうか、変わってくるということで、非

常に危機感を持っております。いずれにいたしま

しても、安定的な健全的な１政降営しっかりとや

らなければならないでしょうけれども、厳しい１

源の中でどのような事業を選択をして住民福祉の

向上に当たるかということで、これから本格的な

市長査定を最終にしまして、真剣な職員との予算

編成の議論をしていきたいと、このように考えて

おります。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

今石王部長の答弁にあ〇２番（佐藤 靖議員）

りましたように、１８日に総合計画の議員協議会

の中で中期１政計画も示されるということであり

ますので、もう一度そこで議論をしていきたいと

思いますけれども、いずれにしても厳しい１政状

況というのは変わらないと。昨日も岩木議員から

新たな有料広告の掲載のお話もありましたけれど

も、どうやってやっぱり歳入をふやしていくか、

歳出を削減をしていくかというのも一つの方法だ

と思うのですけれども、その中で歳入にかかわっ

ても、だからといってやみくもに市民負担をふや

すような取り組みは許されない。そういう意味で

はひとつ教育部の方にお聞きしたいのですけれど

も、合併協議会の協定項目の中で教育部関連の各

施設の使用料及び手数料の取り扱いについては、

各施設の使用料については新市においても当面は

現行のとおりという表現をしておりますけれども、

この当面というのはどういう意味であるのかお教

えをいただきたいと思います。

今教育部長。〇副議長（堀江英一議員）

私も書かれていると〇教育部長（今 裕君）

ころをちょっと見ていないのですけれども、当面、

恐らく長期的に見たら特例区の解消の５年間以内

ということになると思います。ただ、その間に使

用料などの変更、見直しが行われるとしたら、そ

の時点までというような形に理解しております。

以上です。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

当面のとり方というの〇２番（佐藤 靖議員）

はいろいろそれぞれあると、状況の変化もあると

思いますけれども、もっとしっかりやっぱりこの

当面という意味合いを押さえないと、例えば合併

特例区の期間内である５年間というのでありまし

たら、５年間値上げはしないということになるわ

けですし、状況の変化でそれはするのだというの

も非常にあいまいだと思いますので、その辺は教

育委員会内部でしっかり整理をされた方がいいと

思いますので、これは要望をしておきたいと思い

ます。

もう一つは、公共団体の取り扱いにかかわって、

統合に時間を要する団体については将来の統合に

向け検討が進められるように調整に努めるという

ふうにしております。また、分担金、負担金の取

り扱い、補助金、交付金などの取り扱いでは団体

にかかわるものでは２市町で同一あるいは同種の

負担金、補助金などについては関係団体の理解と

協力を得て統一の方向で調整するというふうにな

っております。また、２市町における同時の負担

金、補助金、事業にかかわるものについても新市

において調整する、新市に移行後市域全体の均衡

を保つよう調整するというふうにしております。

これは、なぜこれを言うかというと、いろんな団

体に、例えば旧名寄、旧風連それぞれであります

けれども、同種のものがあっても、同種の補助金

なり、負担金というのを出している。それを一つ
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にすることは、ある意味では半分にはならないに

しても２割ないし１割軽減ができるわけですから、

ここをしっかりやっていかなければいけないと思

っているのですけれども、合併前に団体でいろん

な統合に向けた話し合いをしてくれというのが合

併した後ほとんどその声が行政からも出てこない。

関係の中もある意味では特例期間ぐらいはいいの

だろうということのようにとどまっているような

感じがするものですから、この状況をお教えをい

ただきたいのと今後の見通しについてもお教えを

いただきたいと思います。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

各種公共的団体等に〇総務部長（石王和行君）

つきましての統一については、合併当初からこれ

は急激に一本化にならないという団体等々がある

ということで認識しております。それで、それら

につきましては一定程度それぞれの両市町で持っ

ている代表者による団体間の協議はしていただい

ておりまして、中に行政も入りながら、統一に向

けた話し合いはさせていただいたところでありま

す。しかし、一定程度の期間が必要ということで

ございまして、統一になっていない部分がありま

すけれども、これも速やかにといいましょうか、

機が熟すような形の協議をしていただいて、統一

を図っていくことの必要性と、それぞれの団体も

そういう意識で考えているということで私は認識

しておりますから、近い将来、特例区の５年間、

５年間というのは余りそのことを言わないで、で

きるものは２年であっても１年であってもやるべ

きでありましょうし、そういう認識で取り組んで

いただきたいと思いますし、そういう認識に立っ

て協議をしているということで御理解いただきた

いと思います。

それと、負担金、分担金、補助金等々の見直し

については、確かに佐藤議員がおっしゃるとおり

両市町で持っていたもので片方にあったものと両

市町であったものとそれぞれだと思います。それ

らについても合併協議会の中での基本項目等検討

委員会の中で資料も出させていただいて、さらに

合併協議会の中で承認をいただいて、項目として

数多く整理をさせていただきました。昨日の質問

にもありました市民憲章についても、本来であれ

ば合併前につくるのが一番望ましかったはずです。

士別市はつくりました。しかし、合併協議の基本

項目等検討委員会の中では新市において策定しま

しょうと。これは、合併協議の中での承認事項で

あります。それで、戻りますけれども、負担金、

分担金の関係についても数多くあります。それで、

どれほど見直しが進んでいるかということにつき

ましては、１９年度の今予算編成でそれぞれ原課

での協議した内容が上がってまいりますから、１

月の中旬ぐらいでの助役査定段階では一定程度ど

のぐらいのものがどのような形で統合できたのか、

統合できなかったのか、今後どうなるのか、廃止

をするのかというものが出てくるのかなというこ

とで、現在具体的にこことここが何団体何事業と

いうことでのお答えにはちょっとなりませんけれ

ども、いましばらくお待ちいただければと思いま

す。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

いずれにしても、歳出〇２番（佐藤 靖議員）

を節減していくというのが、最終日に追加議案で

出ます職員の賃金の話もそうでありますが、私も

あの日は、妥結した日は１時半までつき合って状

況を見ていましたけれども、まさに理事者にとっ

ても職員にとっても苦渋の選択であったと。その

ぐらい市の１政というのは厳しくて、協力してい

こうという姿勢があったと思うのですけれども、

今までも役所内ではいろんな節減事業というのを

やってきました。ところが、今回も事務連絡の中

では旅費に関して一つの用務は１人で行く、これ

を原則にするというのがありました。また、庁内

では電気を小まめに消すということもやっており

ますけれども、このほかに具体的に経費節減とい

うのは何か取り組みをされようとしているのかあ

りましたらお教えをいただきたいと思います。
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石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

今私も見ております〇総務部長（石王和行君）

けれども、事務連絡ということで節別の積算の中

でそのようにゴシックで目立つ表現にさせていた

だいている部分が旅費の部分であります。一つの

用務に１名を原則としますということで、これは

１９年度の予算から始まったことではありません

でして、旧名寄市においてもこのことはやってお

りました。さらに、今回具体的に節減の細かな指

示はしておりませんけれども、これまでも一定の

率の削減ということで対応している部分がござい

ます。旅費で言えばＳきっぷ、Ｒきっぷを使って

いくというふうなことでの条例の改正もさせてい

ただいたり、また１泊２日での用務であればそれ

の精査をして日帰り出張というふうなことが可能

かどうかということも含めて、特急の利用のキロ

数等々がありまして、１泊２日にどうしてもなら

ざるを得ない部分は特急使用を許可して日帰り出

張も可能にするだとか、そのようなことでの協議

をして、原課、それぞれ職員にも理解をいただい

ている部分でありまして、さらにまた会議等の懇

親会についてはそこの所属の、きょうは農業委員

会の会長さんが来ておりましたけれども、農業委

員会の会長さんに随行する場合の部分については

一定のあれですと、単独の場合には帰ってきて、

どうだと。どうしても研修の中身で精査をすると

いうことで、これは１政との方の協議の中で支出

をしているというふうなことで、職員の皆さんに

も一定程度協力をしながら、でも出席してしっか

り研修をするものはしていくというふうなことで

の判断をしていただいているところです。

それで、今回実質公っ費比率が１９７というこ

とで、適正化負担の計画をつくる中では今役所内

に消耗し費、鉛筆ですとか消しゴム等々それぞれ

今課単位で予算を積算をしておりますけれども、

それを１９年度は部単位ぐらいに一まとめにして、

部単位といっても離れている場合ありますから、

３階のフロアの部単位、私の所管でいうと総務部

の総務、１政、企画、地域振興と、一つの部でそ

ういう管理をすることによる節減が図られるだろ

うと、このように考えておりまして、査定の中で

１８年度の積み上げた額の一定額を落とす中で節

減を図っていけないかと、そんなことを今考えて

いるところでございます。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

そのようにいろいろ１〇２番（佐藤 靖議員）

源捻出に苦慮されていることだと思いますけれど

も、そういうことを考えていくと、これはひとつ

風連の市街地再開発の問題にもかかわって、きの

うも市長ちらっと御発言されましたけれども、や

はりやることについてはこれは民間で進めること

ですし、行政としても積極的に応援していくとい

うことはそれは当然のことだと思います。ただ、

当初例えばＡ、当、当、Ｄブロック、 ３しクタ

ールでやるというのが今段階では不同意が出た、

駐在所がだめということで ９しクタールに落ち

ていると。そういう意味からすると、当初の２４

億円で進めるとしていたことが大きく変わってき

ているのではないかと。その部分では、特にここ

が市の負担が１４億 ０００万円というふうに出

るわけでありますので、やることには否定はしま

せんけれども、住宅も民間活力を導入したり、ま

た事業費を抑制したり、コンパクト化をしたりと

することが大切だと思います。そういう意味での

再検証が来年特に年明けたら２億 ０００万円と

言われた設計委託料が出ていくわけでありますの

で、その辺に向けて、きのうの市長の答弁も受け

て担当である松尾建設水道部長はどういうふうに

お考えになっているのかお聞きしておきたいと思

います。

松尾建設水道部長。〇副議長（堀江英一議員）

お答えいたしま〇建設水道部長（松尾 薫君）

す。

今お話しのとおり、初めの段階での面積は ３

しクタールでございました。その後地権者の方で

何人かの方の不同意による不参加によりまして、
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その地区が除外をすることになりましたものです

から、現在は ９しクタールの事業計画をもって

進めているということでございます。お話のとお

り非常に大きな事業規模でございますので、適正

な公っ費管理も含めて慎重に進めていかなければ

いけないというふうに思っております。施設につ

きましては、機能あるいは効率性の面からコンパ

クトな地域づくりを目指していくと。事業費につ

きましては、今申し上げましたように適正な公っ

費管理のもとで進めていくということでございま

す。

それで、補助を受けて事業を進めるものでござ

いますけれども、例えばあらかじめ事業費を縮小

するという手法としては、少し補助事業を受ける

という部分では難しい部分あるのかとは思います

けれども、保留床を少なくするという方法はあり

ます。保留床を少なくするということは、つまり

土地の高度利用を少し緩和するということです。

本地区の場合は、平均に建物は３階以上にしなさ

いと、個人施工の場合ですから、そういう決まり

があるわけですけれども、将来３階以上にします

ので、当面の間は平均 ５階にするとか、そうい

うような手法を用いますと保留床が少なくなりま

す。そうなりますと、ただいま計画でいきますと

市の方で買い取りといいましょうか、整備を進め

ようとするエリアが少し減るということになりま

すので、したがいましてそれに伴って事業費も縮

小されるというような結果を生む、そういう手法

もあるのですけれども、それは本当にマニュアル

な方法ではないものですから、しかしいろんな都

合等でそういうような必要性が発生した場合には

そういうのも含めていろんな方と御相談をさせて

いただきながら、そういうことも検討していきた

い、そのように考えております。

以上でございます。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

時間もなくなりました〇２番（佐藤 靖議員）

ので、いずれにしても来年設計委託費を出すわけ

でありますけれども、これは名寄市民全体が理解

できる、全体が協力できるような市街地再開発に

結びつけていただきたいと思います。

それと、嘱託職員の関係については、内容を含

め検討しているということでありましたけれども、

例えば消費生活専門相談員、今やられている方と

いうのはまさに悪徳業者との折衝をやるという状

況の中で今月額１３万 ４００円、そしてきのう

も議論ありました教育専門相談員などについても

１３万 ４００円、この額が本当に適正なのかど

うなのか、これは人材を新たにつくる、育てると

いう意味からいってもいかがなものかと思います

けれども、検討をしているということでありまし

たけれども、いつまで検討することにしているの

かお考えをお伺いしておきたいと思います。

石王総務部長。〇副議長（堀江英一議員）

検討しているという〇総務部長（石王和行君）

ことでお答えしたわけではありませんで、それら

の現状の中で今そういうことも検討しなければな

らない時期になっているなということであります。

検討していますということではありませんので、

はっきりと言っておいた方がいいかなと思います

けれども、御質問をいただいた中身については私

どもも受けとめておりますので、検討させてくだ

さい。

佐藤議員。〇副議長（堀江英一議員）

それは、検討している〇２番（佐藤 靖議員）

というふうに受けとめさせてもらいます。

時間の関係で最後に教育行政にかかわって、強

制換気は大体わかりました。ただ、一つは、支障

が出た場合、特に風や何かの問題で窓をあけるこ

とに支障が出た場合にやっぱり即対応する姿勢が

必要だと思います。それと、車いすで例えば利用

したときにも外は車いす、あそこからまた車いす

に乗って中に入るというシステムがどうなのかと

いうのもあります。そこも万全な対応が必要だと

思います。

それで、最後に市長にお伺いしておきたいと思
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うのですけれども、スポーツセンターもそうであ

りますけれども、車いす利用で例えば観覧席から

見たいといってもあそこに行けない、文化センタ

ーもそうであります。２階の視聴覚教室に行きた

くても行けない。特に合併のときの基本項目とか

新市建設の委員会とか全部２階、協議会だけは広

いところでやりましたけれども、ああいうところ

でやられておりました。図書館もスロープはつい

ているけれども、中に入って本が探せない。これ

からつくる施設というのは、ある意味ではつくる

ところと、今なら建設水道部がやっているのです

けれども、そこに福祉的な視点、新しいものは特

にそういう視点が必要だと思います。そういうシ

ステムづくりが特にこれから新市総合計画が進ん

でいく中では必要と思いますけれども、そういう

ことに対して市長の見解をお伺いして終わりたい

と思います。

島市長。〇副議長（堀江英一議員）

障害者の皆さん方が公〇市長（島 多慶志君）

共施設等を健常者と同じように利用できるという

ことが究極の体制であるというふうに考えており

まして、しかし２０年前、３０年前に建造した建

物には国自身もそこまでの福祉行政的な配慮がな

い設計ということであろうと思います。名寄市の

そうした配慮を持ってというのは総合福祉センタ

ー以降の建物ということでありまして、今回の南

プールについてはいろいろとそのような建設水道

部の中でも議論をしていただいてつくっておりま

すけれども、支障があるということであれば、ま

た入り口と、あるいは観覧席等の配慮もしっかり

としていきたいと。これからの建物につきまして

は、それぞれの専門的な福祉あるいは建築、そし

てそれぞれの原課と申しましょうか、施設整備を

しようとしているところとのプロジェクトチーム

をしっかりと立ち上げる中での検討をしっかり進

めて整備を進めていきたいと、こんなふうに考え

ております。

以上で佐藤靖議員の〇副議長（堀江英一議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩をします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

農家経済の実態と担い手育成について外２件を、

黒井徹議員。

議長からお許しをい〇１３番（黒井 徹議員）

ただきましたので、３点にわたり質問をさせてい

ただきたいと思います。

まず、第１点目、農家経済の実態と担い手育成

について伺います。名寄市の農業課題について。

現在名寄市の農業振興計画が議論されていますが、

対策を論じる前に現状を認識し、課題を明らかに

することが重要と考えています。ことしも収穫を

終え、米の作況指数は名寄で１１０と豊作でした。

モチ米においては価格が下落し、農家経済に大き

な打撃を与えています。既に次年度は全国５万ト

ンの削減、モチ米におきましては自主転作を実施

しようとしています。この影響も大きな課題と思

いますが、近年の世論調査では将来の我が国の食

料供給について約８割の人が不安があるとしてお

ります。安全面からもできる限り国内でつくる方

がよいと考えています。にもかかわらず日本の国

内の食料自給率は４０７と低い状態で、明年度か

ら始まりますし目し断的安定対策で実質米、畑作

主要４し目など作付が制約されます。このような

政策では自給率の向上はおろか農業自体の経営が

成り立たない事態です。さらに、今ＷＴＯ農業交

渉ではＦＴＡによるオーストラリアとの２国間交

渉が行われています。決して容認されるものでは

ありませんが、もし関税が撤廃されることにでも

なれば、国内、道内農業に与える影響は甚大であ

ります。このように先が不透明なときに名寄農業

の課題をどのようにとらえているのかお伺いをい

たします。
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次に、１９年度予算編成に当たって農業政策の

重点事項について伺います。さきの課題をしっか

りと認識し、政策予算が必要になってきますが、

農業基盤整備、し目し断的安定対策の対応、産地

づくりの推進、農産物の付加価値対策、振興作物

の選定など、単年度では確立することは困難だと

してもしっかりとした方向性を示し、予算を構築

することが重要ですが、どのような考え方かお伺

いをいたします。

３番目ですけれども、担い手育成について伺い

ます。このことは、９月の質問で提案をしていま

すが、現在農地の流動化集積が急速に進んでいま

す。原因といたしましては、来年度から始まるし

目し断的安定対策への不安、農地流動化推進の支

援対策への駆け込みなどがありますが、多くの受

け手は現在米価、農業政策に不安を持ちながらも

必死に規模拡大をしております。そこで、若い後

継者に対する研修制度、視察研究に対して単独の

予算措置を講じてはと考えておりますが、見解を

伺います。

次に、道立公園の管理計画について伺います。

まず、振興公社の指定管理者の契約内容ですが、

１１月１１日に市民待望の道立公園のサンピラー

交流館がオープンいたしました。まだ一部の供用

ですが、交流人口の拡大、冬季スポーツ、カーリ

ング振興、選手の育成と市民の期待は大きく膨ら

んでいると同時に、ある不安と心配があるのも事

実です。それは、この１政の厳しいときに維持管

理費はどの程度かかり、だれが負担するのか、市

は大丈夫なのかということです。もちろん道立な

ので、北海道が管理し、費用も北海道が負担する

のですが、しかし指定管理者が名寄振興公社なの

で、市行政と全く無関係とは感じませんし、市民

の疑問に答えるのも議会の役割と認識し、あえて

質問をさせていただきます。そこで、契約内容の

管理費、利用者計画、管理責任など特徴的な事項

を市が知り得る範囲でお知らせをいただきたいと

思います。

次に、名寄市の影響ですが、振興公社は市の施

設、スキー場、サンピラー温泉、健康の森等の管

理指定としての会計経理と今回の管理会計の明確

化、監査機能はどのような体制になっているのか。

また、市に対して将来とも影響が出てこないのか

を伺いたいというふうに思います。

次に、カーリング競技の普及振興について。カ

ーリングの公認コースとしての価値は国内におい

ても高いものと認識をしていますが、まずは市民

が楽しみ、冬季の健康づくりに効果を出してほし

いと思いますが、どのような方針で振興するのか、

具体的な計画を持っているのかを伺います。

最後に、市予算書、１政状況の公表について伺

います。市民向けのわかりやすい予算書の作成。

現在市の広報に掲載されていますが、わかりづら

く理解できないし、使われている言葉も一般市民

にはわかりづらい。このことは以前から言われて

いますが、最近道内において行政の破綻、あるい

は交付税の削減、税収の低下などで地方１政、市

の１政が厳しいので、各種補助、助成金のカット、

事業の見直しが行われている状況の中で、市１政

に対する市民の関心が高まってきています。市民

の知りたい要望にどのようにこたえていくのか伺

いたいというふうに思います。

以上、壇上での質問を終わらせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま黒井議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で３点にわたりお尋ねがございま

した。１点目につきましては私の方から、２点目

につきましては建設水道部長から、３点目につき

ましては総務部長からの答弁となりますので、よ

ろしくお願いを申し上げたいと思います。

初めに、大項目１の農家経済の実態と担い手育

成について、それの（１）、名寄農業の課題につ

いてのお尋ねでございます。本年産の農産物は総

じて作柄がよく、特に名寄市の基幹作物でありま

す水稲につきましては良となり、本来喜ばしい年

となるところでございますけれども、モチ米１等
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米の買い渡し価格が ０００円と昨年に比べ２８

７の下落となり、加えて平成１８年産は主産地の

九州が悪かったものの１７年産の在庫や１８年産

の契約見通しの不透明なことから、１９年産は１

０７の削減見通しと言われ、農家経済は一層厳し

いものと認識しているところでございます。来年

度からは、経営所得安定対策の導入によりし目し

断的経営安定対策が始まります。担い手以外の農

家の離農が進むと予想され、離農跡地の農地流動

化も大きな課題でございます。さらに、オースト

ラリアとのＦＴＡ２国間交渉の進展によりまして

は、大きな影響が避けられない状況にあるという

ふうに認識をしております。輸入農産物の増加、

農産物価格の低迷や産地間競争の激化により、厳

しい環境下に置かれております。このことから、

担い手の減少や高齢化が進行しており、担い手不

足が顕著であります。また、食の安全、安心に対

する消費者の関心が高まる中で、環境規制のハー

ドルも高くなってまいりました。国は、これを背

景に１７年１０月に経営所得安定対策大綱を決定

し、地域の実情を踏まえ、農業の構造改革を加速

し、担い手の経営の安定、発展を図っていくこと

が農業、農村に活力を与え、食料の安定供給、国

土、自然環境の保全、農村景観の形成、文化の継

承といった農業、農村の持つ多面的機能の発揮に

つながり、国民全体が受益する国の礎と言える農

業、農村の存立につながるとして、来年度からし

目し断的経営安定対策などの施策が導入されます。

市ではこれらを踏まえ、新市の農業、農村のマ

スタープラン、名寄市農業・農村振興計画を策定

しており、第３期北海道農業・農村振興推進計画

とも連動し、現在１９年度から２８年度を見据え

て策定をさせていただいております。策定に当た

りましては、農家全戸のアンケート調査、生産部

会や各種団体との懇談会を開催し、状況と課題を

洗い出し、課題の解決に向けた方策が展開できる

よう議論を深めているところでございます。基本

的な事業として、一つ目には収益性の高い農業経

営の確立、二つ目として多様でゆとりのある農業

経営の促進、三つ目として農業担い手の育成、確

保、四つ目として環境と調和した農業の促進、五

つ目として豊かさと活力ある農村の構築の５項目

を掲げ、新市建設計画に基づき実施計画事業を検

討しておりますので、御理解をいただきたいと思

います。

次、（２）の１９年度予算編成に当たって農業

政策の重点事項についてのお尋ねでございます。

１９年度の農業予算の考え方でございますが、合

併によりまして農業が基幹産業であることから、

農業の基盤整備や中山間事業等に要する経費の増

加がありますが、旧両市町の融和促進と均衡ある

発展を基本に、名寄市の基礎を築くべく心がけて

予算編成に取り組んでおります。平成１９年度か

ら導入されますし目し断的経営安定対策、米政策

改革推進対策などの施策を着実に実行し、地域農

業の持続的発展を図るとともに担い手を中心とし

た構造改革を推進いたします。また、現在策定中

の総合計画及び農業・農村振興計画の初年目であ

ります。新市建設計画の主要事業を中心に編成し

ており、名寄市農業、農村の将来像の実現に向け

て各種施策を総合的、計画的に推進してまいりま

す。主な事業といたしましては、農業生産基盤の

整備、二つ目には新産地づくり対策、三つ目には

中山間地域等直接支払い交付金、四つ目には担い

手の育成、確保対策、五つ目には農業振興センタ

ーの充実、六つ目には特産農産物のブランド化推

進、七つ目にはグリーン・ツーリズムの推進、そ

して酪農しルパー事業などを計画いたしておりま

す。特に新産地づくり対策、中山間地域支払い制

度交付金を有効に活用し、大きな課題であります

農地流動化対策、担い手対策、基幹作物、振興作

物を推進してまいりたいと考えております。

次、三つ目の担い手育成の考え方と政策につい

てのお尋ねでございます。現在策定中の農業・農

村振興計画のアンケート調査、各種農業団体との

懇談会におきましても農業後継者問題は大きな課
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題として提起されております。アンケート調査の

結果では、６６８戸の回答のうち農業後継者のい

ない農家は全体の５０７、３３１戸を占めており、

決定している農家は１２４戸、１９７にとどまっ

ております。また、最近３カ年間の新規就農者の

推移を見ますと、平成１６年では１２人、１７年

では１３人、１８年では９人と現在の農家戸数を

維持するための４０７程度の就農率でございます。

これらのことからも後継者、担い手対策は重要か

つ緊急の課題ととらえており、農家子弟はもとよ

りＵターン、新規参入、農業生産法人の育成、企

業の参入を含め総合的な対策が必要と考えており、

農業・農村振興計画の中で議論し、計画に盛り込

んでまいりたいと考えております。

若手農業後継者の元気が出るような施策であり

ますけれども、近年の就農者は考え方も斬新で、

視野も広く、優秀な後継者が多いというふうに理

解をさせていただいております。産業まつりや食

育オリエンテーションにおいても新たな取り組み

で活躍していただいております。新たな発想で新

しい展開の農業、あるいは他産業と連携した事業

化の可能性も十分あると認識をさせていただいて

おります。これまで支援策の要望といたしまして

は、一つ目には補助、融資制度の優遇措置を、二

つ目には経営管理、栽培技術向上の研修会の充実

を、三つ目には配偶者対策の充実を、四つ目には

異業種交流の機会拡大などが寄せられております。

農業、農村を基盤とした新しいチャレンジ精神と

まちづくりにつながるような事業を検討したいと

いうふうに考えております。

以上、お答え申し上げました。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目の２〇建設水道部長（松尾 薫君）

番目でございます。道立公園の管理計画について、

初めに振興公社の契約内容についてお答えをさせ

ていただきます。

道立サンピラーパークは、去る１１月１１日に

一部オープンをいたしまして、１カ月が経過をし

ております。予想以上の入園者があると聞いてい

るところでございます。契約は、全道をエリアと

して応募された業者を民間人を含む指定管理者選

定委員会が今までの実績や住民との協働と地域の

実情を踏まえた管理降営の提案を行った名寄振興

公社を選定し、北海道と４年間で約１億 ０００

万円、平成２１年度での利用者の目標１２万人と

想定をして、管理降営の協定を締結されているも

のであります。

事業の内容につきましては、北海道の公募のと

きに地域事情を組み込んだ管理水準が示されてお

りまして、その中で指定管理者の自主企画事業を

通して公園を利用した多様な余暇の過ごし方を提

案し、利用促進を図るとなっております。既にク

リスマスに向けたツリーづくりなど二つの事業を、

１月には小枝クラフトなどを予定しておりますが、

平成１８年度内に利用者による協議会を組織し、

事業の具体化を図っていくということでございま

す。これらは、すべて北海道の管理のもとで行わ

れることになりますので、市といたしましてもな

よろ健康の森との相乗効果により交流人口の拡大

に期待をしたいと考えているものでございます。

２点目の名寄市一般会計の影響についてお答え

を申し上げます。北海道との協定の中で、資金の

管理等という項目で資金の管理から帳簿の提出ま

でしなければならないと聞いておりますので、当

然明確化が必要であるというふうに思われます。

また、市に対しては影響は出てこないものと考え

ております。

次に、３点目のカーリング競技の普及振興につ

いてお答えを申し上げます。カーリングの入園者

は、名寄振興公社の情報によりますと１１月の入

園目標が８７０人に対しまして９６６人、１２月

の目標が ２００人に対してこの７日の時点で３

４１人となっておりまして、振興公社と名寄カー

リング協会の努力によるものと考えております。

普及に関しましては、指定管理者の自主企画とし

てシーズン８回の体験教室やカーリング協会の初



－191－

心者講習会、生涯学習課や体育協会と連携をした

体験教室を計画をしております。このほかに既に

美深町の教員を初め市内の学年行事等が予定に入

っておりまして、指導者の不足など課題はありま

すけれども、現在のところ予定どおり多くの方に

カーリングを楽しんでいただいているところでご

ざいます。

以上、大きな２項目めの御質問にお答えをさせ

ていただきました。よろしくお願いします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

それでは、私の方か〇総務部長（石王和行君）

らは市民向けにわかりやすい予算書等の作成につ

いてお答えをさせていただきます。

旧名寄市におきましては、平成８年度決算及び

平成１０年度予算から事業別予算を取り入れ、わ

かりやすい予算、決算書をつくってまいりました。

平成１７年度には１務会計システムを導入し、現

在に至っております。市民向けに予算書ダイジェ

スト版をつくって全戸配布をしているニセコ町で

すとか旧上磯町からも資料を取り寄せまして、検

討したことがございます。その内容は、ページ数

で３０ページから４０ページでございまして、内

容も大変懇切丁寧でございました。お聞きします

と、作成に２カ月かかったということでございま

す。また、印刷製本費だけでも多額な経費がかか

っていること等を考慮いたしまして、名寄市とし

ても実施に踏み切ることができなかった経過がご

ざいます。

市民と協働のまちづくりには難しいと言われて

おります１政情報をいかにわかりやすく提供でき

るか、まさしく議員の質問のとおり大変重要と考

えております。名寄市では条例に基づく１政情報

の公表、広報紙への掲載、バランスシート、行政

コスト計算書の作成、これらの公共施設への配置、

予算、決算のホームページへの公開等、さまざま

な機会も活用して試行錯誤を繰り返してまいりま

した。全戸配布する１政情報には予算の制約もあ

りまして、広報紙にゆだねてコンパクトな資料は

紙ベースで提供させていただいております。また、

詳細な情報につきましてはホームページを活用し

て、価値観の異なる市民ニーズにこたえるよう今

後も努力を続けてまいりたいと考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

なお、平成１８年度、広報紙に係る費用は、毎

月１万 ４００部発行しておりまして、年間予算

は９６５万円となっているところであります。

以上、答弁といたします。

黒井議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれお答えをい〇１３番（黒井 徹議員）

ただきました。大変ありがとうございます。

まず、３番目のわかりやすい予算書あるいは決

算書、１政状況の公表についてですけれども、私

もニセコのダイジェスト版をちょっと見させてい

ただいたのですけれども、非常にわかりやすく書

いてあるなと。なかなか市の１政に詳しくない、

あるいは数字に詳しくない人でも今これほど借金

があって、これほど貯金があったりというような、

そういう構成になっていたかなと思います。一般

市民には１政力指数ですとか経常収支比率、ある

いは実質公っ費比率というような言葉がぼんぼん

と並んでいて、それが何７で、どの程度だという

ふうに言われてもなかなかわからないのでないか

なという思いがあります。その言葉の意味、それ

から例えば近隣での比較ですとか、そういったも

のもあれば、名寄は今どういう状況にあるのかと

いうのがわかるのでないかなと思います。

今市の広報は年間９６５万円ということで、ニ

セコのものも１部ダイジェストをつくると、１万

０００部もつくれば何百万というか、１００万

単位で金がかかるということで、厳しい折にまた

大変なのかと思いますけれども、１２月の広報に

も若干出ていますけれども、非常にコンパクトで

はあるのですけれども、わかりやすいという意味

ではちょっと難点があるのかなという気がします

ので、例えばこの広報等にもう少しページ数をふ

やして掲載する、それから我々議員側には若干そ
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ういった比較の説明資料も出てきますので、そう

いったものをもう少し改善をしながら、公共施設

等に置いて閲覧できるような、そういうシステム

も大事でないかなというふうに思います。それが

１点と、それから中期１政計画もこれからできる

と思うのですけれども、総合計画との公表とあわ

せて、その中期１政計画も総合計画のいわゆる市

民向けの冊子の中に、いろいろとまだ表現の仕方

は問題があろうかと思うのですけれども、ある意

味ではわかりやすく一緒に公表してはどうかなと。

先ほど佐藤議員からもありましたように、１政厳

しいのにそういういろんな事業をどんどんやって、

いわゆる公っ費の比率というか、そういったもの

が本当に大丈夫なのか、将来的に大丈夫なのかと

いう不安を払拭してやっていくのが大事でないか

なというふうに思いますので、その２点まずお伺

いをしたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

議員のお話のとおり、〇総務部長（石王和行君）

市民の皆さんにわかりやすい形での広報紙への掲

載ということはまさしくそのとおりであると思っ

ております。確かに難しい言葉が、公っ費比率と

か基金ですとか、それを家庭の家計簿に置きかえ

ますと、これは借金です、これは貯金ですという

ようなことでのわかりやすいやはり工夫をしてい

かなければならないなということは私も同感でご

ざいます。１２月の広報にもそのことで公表して

おりますけれども、それで１政用語を解説をして

記載をしていることもございましたし、それでも

まだわかりづらい部分があるのかなということを

感じるわけでありますので、より工夫をした市民

にわかりやすい１政状況を知っていただくと。ま

さしくこれからの行政降営の中では情報の共有と、

それと市民参加と、それと協働によるまちづくり

の視点から最もその視点では大事な部分かなとい

うことで認識をしておりますので、さらにまたわ

かりやすい１政状況の広報に努めてまいりたいと、

このように考えております。また、公共施設への

配付といいましょうか、置いて、目にしていただ

くと、これについてはそのようにさせていただき

たいと思っております。

また、現在策定中であります新名寄市の総合計

画のダイジェスト版の中にも１政状況については

記載の項が出ると思いますけれども、それらにつ

きましても見てわかりやすいような形での検討を

十分させていただきたいと、このように思ってお

りますので、御理解をいただきたいと思います。

黒井議員。〇議長（田中之繁議員）

前向きな御答弁をい〇１３番（黒井 徹議員）

ただきました。今市の方で一般市民からいろんな

要望があって、道路のことですとか、いろいろ法

律が変わって自己負担が出てくるというような状

況の中で、そういう中で我々議員も、あるいは市

の理事者側も金がない、予算がないという言葉が

つい出てしまう状況の中で、やっぱり市民側にも

どうして金がないのか、どういう状況なのかとい

うのをきちっとわかっていただいて、そういう情

報を共有しながら、この新しいまちづくりという

のが大事になってくるのでないかなと思います。

そこで、市長さんにもお伺いをしたいわけです

けれども、総合計画の中には市民の合意のもと１

０年間の総合計画ができてくるわけですけれども、

それぞれ予算編成の中では単年度、単年度やっぱ

り長期のスパンに起因しながら、その単年度の考

え方というのは、市長の考え方というのはかなり

重要になってくるのでないかなと思います。そう

いった中で、その予算の編成の中で、広報なんか

でも若干出ているわけですけれども、市民向けの

メッセージというか、そういうものをきちっとわ

かりやすい方向で出すということはできないので

しょうか。お願いいたします。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

市の広報のありように〇市長（島 多慶志君）

ついては、いろいろな現在は例えばホームページ

を使ったりというようなこともございまして、変

化をしてきております。あるいは、ことしの３月
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に地元のＦＭ局が開局をしたことも含めて、市民

に情報伝達のいろいろなチャンネルができたと、

こんなふうに思っておりまして、前段お話があり

ました行政が今どのような状況にあるのかという

ことを含めて、理解を深めるメッセージと申しま

しょうか、そういうことについてはより今回の総

合計画の策定を含めて重要だなと、そんなふうに

思っておりまして、総合計画の市民の皆さんにお

配りをする冊子にそうしたことも私の考え方を含

めてしっかりとお伝えをしていきたいと、こんな

ふうに思っております。

黒井議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、次に移り〇１３番（黒井 徹議員）

たいと思います。

道立公園のことですけれども、冒頭申し上げま

したように道の施設、道の管理ですから、市には

直接１政的には負担ないというのはわかって聞い

たわけですけれども、やはり市民は名寄市の施設

というふうにとらえて、立派な施設はできたけれ

ども、金はだれが負担するのだというような心配

があるというようなことで、きちっとこれは市民

にも知らせた方がいいのでないかなという思いで

質問させていただいています。

市の予算には影響はないということなのですけ

れども、１点心配なのは道も１政が厳しい中でや

っとできた施設ですけれども、自主管理やってく

ださいというようなことがないのかなという心配

が１点ありますので、そこら辺は行政側と関係が

してきますので、それ１点伺いたいなというふう

に思います。

それから、細かなことを聞いてもちょっと公社

の社長がきょう見えていませんので、難しいかな

と思いますけれども、要望としては、カーリング

普及にかかわる中だと思うのですけれども、いわ

ゆる小中学校での総合授業の中での授業の中に取

り入れてカーリングの普及を図れないのかと。以

前にもそういう質問あったと思うのですけれども、

そういうのが１点と、それから送迎といいますか、

あそこの道立公園までの足、交通手段が限られて

いるのですけれども、普及する意味では、小学校

もそうですけれども、そういう無料バス等の降行

はできないのか。あるいは、あそこで練習する場

合に、１コース１時間 ５００円ですか、シーズ

ン券というのはないのか、回数券は１１回の回数

券はあるというふうに見ているのですけれども、

そういうシーズン券的なものはないのかというよ

うなことを伺いたいと思います。

それから、あそこ冬季はカーリング場として使

えるわけですけれども、夏季の部分については具

体的に子供の広場的な発想ですけれども、特に大

きな使用の目的はないのかをちょっと伺いたいな

というふうに思っていますので、よろしくお願い

いたします。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをいたし〇建設水道部長（松尾 薫君）

ます。

初めに、施設の管理費のことでございますけれ

ども、これは北海道１政にかかわる問題でありま

すけれども、詳しくは情報はわからないわけです

けれども、２年ほど前でございますけれども、当

初は管理費は１億円ぐらいというふうに北海道か

ら間接ではございましたけれども、聞いておりま

した。しかし、今は２割なり、２割５分ぐらい減

って維持管理をせざるを得ない、そういういろん

な環境にあるということで、実際に大変厳しい管

理費の中での降営というふうになっているようで

ございます。これを見ますと、管理費が上がって

いくということはなかなか考えにくいかなという

ふうに思っております。

それから、学校授業によるカーリングの普及と

いうお尋ねでございますけれども、既に西小学校、

名寄中学校の授業が入ってきておりまして、利用

いただいているところでございます。来年に向け

まして、体育や総合学習の時間にも教育委員会と

十分協議をして、利用が進むように協議をしてま

いりたいと、そのように考えております。



－194－

それから、バスの降行でございますけれども、

サンピラーパーク内には交流館あるいは工芸館な

ど、市民はもとよりでございますけれども、地域

の住民の方の利用施設がたくさんあります。そう

いう面では市街地からの施設までのアクセスの手

段、交通、移動手段が非常に重要になってくると

いうふうに思っております。現在は、名士バスが

市街地からなよろ温泉サンピラーまで日進橋の道

道を経由して１１線で右に曲がる、東の方向に曲

がりまして、宗谷線をし断してすぐに東９号でし

ょうか、そこを北に曲がって、ユースホステルの

前で停車をして、なよろ温泉サンピラーに向かう

という、そういうバスの降行経路で、１日４往復、

８便降行いたしております。既に市民の方からサ

ンピラーパークの利用のためのアクセスの要望を

いただいているのですが、今の経路がベースにな

ると思っておりますけれども、さらに利用のよい

コースの設定があるかどうかも含めて振興公社と

協議をさせていただきたいと、そういうふうに思

っております。

シーズン券につきましては、当カーリング場の

施設にはレーンが５シートあります。北海道では

シートごとの利用体系を三つに分けております。

一つは小学生までの年齢の人と、それから中学生

の年齢、そして中学生以上一般の人と三つの年齢

による区分、３区分にしているのです。そして、

いずれもシート１面１時間当たり幾らという設定

です。何人当たりというのは、その区分の中に要

素としては入ってくるのですけれども、１面当た

り１時間幾らという設定でございます。例えば一

般の人でございますと、５人以上でシート１面１

時間当たり ５００円と。４人までであればそれ

が ２００円ということでございまして、ただ回

数券はつくっているようでございます。それは、

例えば大人の場合ですと ５００円の１１例で１

万 ０００円というのは、回数券はつくっており

ますけれども、こういうような料金体系なもので

すから、シーズン券は非常に組みにくいというこ

とで、シーズン券の発行はされていないようでご

ざいます。

それから、夏の使用です。利用につきましては、

冬期間カーリングで使用をするということでござ

いますけれども、夏につきましては軽スポーツや

子供たちの遊びの場ということで使っていただこ

うというふうになっているようでございまして、

卓球台やバドミントン、ソフトバレー等の施設は

もう既に購入済みということになっているようで

ございます。

そのようなことで御答弁させていただきます。

よろしくお願いいたします。

黒井議員。〇議長（田中之繁議員）

わかりました。私も〇１３番（黒井 徹議員）

何回か行ってみているのですけれども、前の広場

は子供たちが遊具で遊んでいて、朝来たら昼過ぎ

まで遊んでいったり、もちろんカーリングの練習

に来ている人もいますし、非常にいい施設だなと

いうふうに思っていますので、名寄市、市技スキ

ーもそうですけれども、やはりカーリングもそれ

なりの国内大会、国際大会に出られるような選手

を育成して、育てられるようにしていただきたい

なと。北海道、地元で高校野球も、それからプロ

野球、日ハムもそうですけれども、身近な選手が

活躍するのは非常に心地よいもので、せっかくい

い施設ができたので、我々にも感動を分けていた

だけるような競技振興をしていただきたいなとい

うふうに思います。

それから、最後になりますけれども、農業関係

で二、三点再質問させていただきたいと思います。

私もアンケートの結果を見させていただきました。

振興計画の中身も少し見させていただきましたけ

れども、例えば収益性の高い農業経営の確立、も

ちろんそれを目指していかなければならぬ。目指

すのにはどういうことで目指せるのかという具体

的なことがまず重要になってくるのでないかなと

いうふうに思います。そこで、奨励し目はどうい

うものを奨励していくのかと。アンケートによる
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と、やはりアスパラ、カボチャ、バレイショ、一

部施設園芸的なものもありますけれども、その３

し目をメーンにやりたいというアンケートが出て

いますので、若干今の農家というのは面積もふえ

てきていますので、二分化してきていますので、

営農類型なんかも依然と違って、七つも八つもあ

ったのですけれども、耕地面積、水稲であれば２

０しクタール以上３０しクタールの人はこういう

類型だよと、あるいは１０しクタール程度の面積

であればこういう類型だよという、そういう示し

方がまず必要でないかなというふうに思います。

それから、風連と合併をして、モチ米が ８００

しクタールということで、日本でも一番の産地に

なったというふうなことで、この日本一の作付を

生かしたプロジェクトというか、発想がないもの

かというふうな思いがありますので、ここら辺も

お聞かせを願いたいと思います。

それから、若い後継者の育成ですけれども、非

常に勉強をしたがっています、実際。また、規模

拡大はしたけれども、本当に長い未来にわたって

営農していけるのかという不安もあります。ただ

米をつくっているのはよくないなという時代もわ

かっているようなので、いろんな研究、勉強させ

るために少しフリーハンドで視察をして、すぐ成

果を求めるというのは若い人にはかなり苦痛だと

思うのです。いろいろ試行錯誤しながら、ある時

期になるときちっと芽が出てくるというものが研

修だというふうに私は思っていますので、そうい

う意味での視察、若い人向けの単独的な予算づけ

が必要でないのかなという、余りかたい枠をはめ

たらだめだと。そして、農業者ばかりでなくて、

これは商業者であろうと一般の勤務者であろうと、

何か思いあればやれるというような予算も必要で

ないかなというふうに思います。今箱物ですとか

大きな補助はできない１政状況であれば、将来、

未来につながるごくわずかな金でそういった夢を

かなえるといいますか、希望をつなげられる予算

が必要になってくるのでないかなと思いますので、

そこら辺を考え方をお願いいたします。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今４点ほどのお尋〇経済部長（手間本 剛君）

ねというふうに受けとめさせていただきました。

一つ目には、振興作物どうするのかというような

ことでございまして、今お話ありましたようにア

ンケートの中でも一定の御意見等をいただいてお

りますし、あるいはし目し断、来年から始まりま

すけれども、これらについての米、畑作４し目、

これらについての限定されるというような憂いと

いいましょうか、そんなものも持っているという

ふうに受けとめさせていただいております。今お

話ありましたようにアスパラ、そういったたぐい

のものはもちろんのことでございますけれども、

将来を見通した場合に適地適作といいましょうか、

そういった考え方に立ちますと、基幹作物であり

ますお米、麦、てん菜、大豆、カボチャ、小豆、

こういったたぐいのものがなるのではないかと。

ただ一方、振興作物といたしましては先ほどのア

スパラが代表されますが、トマトとか花卉とか、

あるいは園芸、ピーマン、ネギ、そういったもの

も考えられるというふうに思っています。それか

ら、課題作物といいましょうか、し目といいまし

ょうか、こういったものにつきましては、野菜に

なるのですが、大根、ニンジン、タマネギ、こう

いったたぐいのものも今後課題のし目として受け

とめさせていただいております。

いずれにいたしましても、今後酪農も含めてな

のですけれども、十分計画の中で御意見等をいた

だいておりますものを踏まえて、関係機関の方々

と協議を進めながら、適正な振興作物への誘導を

進めていきたいというふうに考えているところで

ございます。

それから、２点目の部分の目標の営農類型の部

分でお尋ねございました。御案内のとおり旧名寄、

風連の営農類型につきましては、基本においてし

目し断的経営安定対策 ８しクタールというよう

な、こういう面積要件があります。それから、１
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経営体の目標年間所得といたしまして４８０万円、

あるいは労働時間につきましては ８００から 

０００時間というような、こういったものから考

え合わせますと、畑作ベースに類型したもの、あ

るいは水稲、野菜、酪農専業類型のもの、あるい

は組織経営体を考えていった場合、農業経営の実

態等を踏まえ、普及センターと十分協議しながら、

いろいろな営農類型部分があると思いますけれど

も、今後協議を進めてまいりたいというふうに考

えています。

それから、もう一つ、三つ目には日本一モチ米

団地になりましたということでございます。支援

策について特にないのかというようなことでござ

いまして、再三にわたってお話をさせていただい

ておりますけれども、日本一になりました。そん

なことではこの名寄の主力な作物ということで売

り込んでいかなければならないと思っていますけ

れども、売れる米づくりというような取り組みに

なります。そういうふうなためにも基本的には基

本技術の励行、あるいは集荷施設の整備、イエス

・クリーン、それから販路拡大、消費拡大、地産

地消、そういったものに対する考え方が求められ

てきますので、したがいまして今ここでどうのと

いうことは言えないのですけれども、私どもの考

え方としては支援策を前向きに検討してまいりた

いというふうに考えているところでございます。

それから、若者の後継者の部分でございますけ

れども、御案内のとおり風連に振興センターがあ

ります。それが名寄の方の考え方の中での担い手

の考え方もあります。これらにつきましては、今

あらゆる機関の中で検討させていただいておりま

すけれども、どういうふうな方向性で形がつくら

れていくのか、最終的にはそこが中心となるステ

ーションになるのでしょう。それまでにはまだ時

間が相当、相当といいましょうか、幾分かかかる

というふうに思われますので、今黒井議員からお

話ありましたように、こういった研修生につきま

しては大切なものではありますから、ですから農

業ばかりにとらわれないで、商業も、それから勤

労の方々も含めた中でのそういった研修の機会と

いいましょうか、一堂に集って語らえる場、そう

いったものも考えていきたいと思っていますが、

さらには既に農業振興センターにそういったもの

が機能としてちょっととれるのかなというような

今内々に検討をしておりますから、それらの部分

につきましては施設はもちろんのことそういった

皆さん方に集まっていただいて、フランクにおし

ゃべりできたり、いろんな情報交換できたりする

ような場をつくりたい。さらには、既に農業振興

センターの中に一部お手伝いをしていただいてい

る方々もいらっしゃいますから、その中にもそう

いった新たにちょっとそこで経験してみたい、あ

るいはそういったものに触れてみたい、感じてみ

たいというようなことがありましたら、若者の方

々にも、後継者にもそういった機会も与えていき

たいというような考え方も一方でしておりますも

のですから、そんなことですそ野を広げていくよ

うなことで考えて、取り進めたいというふうに思

っております。

以上、お答え申し上げました。

黒井議員。〇議長（田中之繁議員）

振興センターの活用〇１３番（黒井 徹議員）

といいますか、アンケートなんかでも出ているの

ですけれども、いわゆる新規就農も必要だと、皆

さんそう思っているようなのですけれども、ただ

受け入れ態勢はないと。そんなようなことからい

くと、何度も私も申していますように担い手研修

センターというか、そういったものを併設をしな

がら、そういう人たちの宿泊も考えられるような

施設がひとつ必要でないかなというふうに思って

います。一つ、そういう関連でいくと、智恵文の

中国研修生の問題を取り上げるとちょっと大きな

問題になるのですけれども、９６名、もう１００

名になろうとして、１０年来農家の空き家、ある

いは集会場を宿としているわけですけれども、状

況を聞くとかなり劣悪といいますか、傷みも激し
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いというようなこともありますので、今智恵文あ

たりではああいう研修生が勉強をして、農家で学

ばないと智恵文の農業もかなり厳しいという状況

がありますので、ここら辺の環境も総合計画でど

ういうふうなとらえ方をしているのかわかりませ

んけれども、いつまでもああいう形でいいという

ふうに私は思いませんので、ここら辺もしっかり

と関係者、あるいは農協とも相談をしながら、将

来的なこと、来年、再来年ということでなくて将

来的なことは検討した方がいいのではないかとい

うふうに私思いますので、今答弁云々ということ

はあれですけれども、一応宿題として、その計画

できたかという話がいつかまたあるかと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。

それから、アンケートと実際の政策とギャップ

があります。安心、安全ではクリーン農業を目指

さなければならぬわけですけれども、アンケート

の中ではやはり収量が低下するので、リスクがあ

る、あるいはそれなりの評価がしてもらえないの

で、高い取引をしていただけないというようなこ

とで、言っている意味はわかるのですけれども、

なかなか取り組みづらいというような結論、結果

が出ていますので、ここら辺ひとつ伺いたいので

すけれども、そういった農家の考え方と今行政が

進めているという中でのギャップがあるのです。

その振興作物なんかも若干そういう部類があるの

かなというふうに思うのですけれども、そこら辺

をどのようにして埋めていくかをちょっとお答え

していただきたいと思います。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

今担い手の受け入れ、そ〇助役（小室勝治君）

してまた担い手の研修、こういったもので御質問

あったわけでございますけれども、これは本当に

農業についても大事なことでありまして、旧風連

では３０歳ぐらいまでを対象にしながら、こうい

う人たちを集めながら、行政と身近なパイプをつ

ないでいこうと。そして、農協と身近なパイプを

つないでいこうということで、係長の範囲の中で

お互いに研修をしていたと。そこに農協も含まれ

てきていると。普及センターも含まれていき、お

互いに同じ年齢層の方を集めてディスカッション

したり、いろんなよそのまちに研修に行ったりと

いうような制度でやってきたわけでございます。

名寄においては、４Ｈクラブ等が整備されまして、

４Ｈ活動の中でそういったことがやられてきたか

と思います。そういった面では、市が一つになっ

たということで、これからそういうものを大事に

しながら、本当に自分たちも農家に就農したと、

しかし旧態依然としただけのやり方ではどうも納

得いかないと、こういう思いを持ちながらも、研

修の機会がないということがあるわけですから、

そういったものを早急に確立していきたいなと。

その中には農業者だけでなく、商業の方、他産業

の方含めて、そういう一堂に会したディスカッシ

ョンの場なり、研修の形がとれれば、お互いに地

域にとっても方向性が見えてくるのではないかと

いうようなことで、そういった面については大き

なお金はつけられないわけですけれども、配慮し

てまいりたいなと、このように思っているところ

でございます。

それから、食の安全、安心、これ非常に農家の

方は手間暇をかけてやっているわけです。これは、

今までに過去１０年前にはこういったことが余り

言われていなかったものですから、それなりの経

営の中で培ってきたやり方でやってきた。しかし、

今その部分がきちっとなってきましたので、栽培

履歴も含めていろんな形で規制されながら、そし

てそういうものをきちっとつけながらやっていか

なければ、残留農薬の問題が出たときに地域全体

がだめになってくるというようなことがあります。

しかし、これは消費者がそのものを求めていると

いうことだけは間違いないようでございます。し

かし、それだけ努力しても、本当に努力したから

少し高く売れるのだぞと、こういう保証がまるっ

きり今のところは立っていないわけでございます。

しかし、この努力だけは続けていかなければいけ
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ないし、またそのことを早く消費者の方にも理解

するような、先ほど言われたギャップのない、農

業者と消費者がお互いに話し合いできるような、

そういった場もつくってまいらねばならぬなと。

これがやはりつくる方にしても安心してつくれる

だろうし、買う方にしても安心できる、そういっ

た流通体系になってくるのではないかと、このよ

うに思っているところでございます。

また、中国の研修生の関係がありました。これ

については、ＪＡとも十分話し合いながら、やは

り今の研修生に頼っている部分が多いわけですか

ら、特に野菜等を取り入れていく場合にはそうい

った研修生なりの協力を得ながらやっていかなけ

ればならない事実はこれからも続くと思いますの

で、この辺については関係団体とも話をしながら、

前向きな方向で進んでまいりたいと、このように

思っております。

黒井議員。〇議長（田中之繁議員）

いずれにしても、非〇１３番（黒井 徹議員）

常に農業においては難しい時代です。アンケート

のいろんな項目があったのですけれども、まとめ

てみますとやっぱり若い人材を生かしながら、あ

るいは異業種とも協力をしながら、連携をしなが

ら、商し開発、あるいは付加価値をつけるような、

そういう新しい企業が生まれるようなグラウンド

づくりを総合計画の中で立ててほしいというよう

な、総合的にそんなふうに受け取れましたので、

よろしくお願い申し上げて、質問を終わらせてい

ただきます。

以上で黒井徹議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

農地流動化対策について外１件を、田中好望議

員。

議長のお許しをいた〇１５番（田中好望議員）

だきましたので、通告順に質問をさせていただき

ます。

なお、ここでお断りをいたしますけれども、私

のこの１点目の農地流動化対策、これにつきまし

ては午前中、同僚の日根野議員とかなりダブる点、

ほとんど同じと言っても過言ではないのでしょう

けれども、そういったことでお耳をかして、皆様

方の御判断を仰ぎたいと思いますので、よろしく

お願いをいたしたいと思います。

まず、農地流動化対策についての１点目の流動

化の現状についてお聞きをいたしたいと思います。

農業者の高齢化、後継者不足、農産物価格の低迷

など、農業を取り巻く環境は冬の時代を飛び越し、

氷河期を迎えていると言っても過言ではないと、

このように思うところでございます。このような

状況の中、名寄地域、風連地域の農地の流動化は

どのようになっているかお尋ねをいたしたいと思

います。

２点目の荒廃地防止対策でございますが、先般

もいろいろお話がございましたように流動化がな

かなか進んでいないのだと、かなり難しいのだと

いった中で、このまま進行すれば先人たちが開拓

のくわを入れて１００年近くもたつ農地が荒廃を

していくことが予想されます、この予想は外れて

ほしいわけですけれども。地域の崩壊はもとより

名寄市の崩壊、そのことにつながると言ってもま

たこれも過言ではないと私は認識をしております。

長い時間をかけ築いてきたこの美田といいますか、

農地、これを失うということは環境保全からも私

は大変残念なことだというふうに思います。それ

で、何らかの方策を早急に取り上げなければなら

ないというふうに思っているところでございます。

その対策案が先ほどから申し上げましたように、

日根野議員にもお答えをしておりますけれども、

再度お答えを願いたいと思います。

大項目の２点目につきまして、産地づくり交付

金についてでございます。１番目の明年度の交付

金額の推計についてでございますけれども、平成

１６年度より始まったこの制度、本年１８年をも

って前期が終了するわけでございます。１９年度

より後期が始まるわけでございますけれども、御

案内のように１９年産の米が全国ベースで５万ト
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ン減になったわけですけれども、北海道では逆に

１万 ０００トンの増加になったと。このことは、

先ほどの質疑の中にもありましたように、生産者

はもとよりやはり関係機関一丸となってし質の改

良から、そういったものを含めての結果だという

ふうに理解をしているところでございます。これ

らを踏まえて、産地づくり交付金額の１９年度の

予定額というのはどのぐらいになるのかをまずも

ってお知らせを願いたいと、このように思います。

２番目の風連地域、名寄地域の一本化について

でございますけれども、現在水田農業推進協議会

は名寄、風連地区それぞれ別で行っております。

行政、農協が合併したことにより、スケールメリ

ットを生かす意味からも１９年度からは新産地づ

くり対策には水田農業推進協議会を一本化して取

り組むべきと考えますが、御見解をお聞かせを願

いたいと思います。

小項目の３点目でございますけれども、実際合

併をいたしました。どの対策に厚みを持たせるか、

産地づくり交付金の活用については名寄、風連の

水田農業の実情や地域性を勘案し、対策が講じら

れております。現状の水田農業を見据え、どのよ

うな対策に厚みを持たすと考えておられるかをお

聞きをいたしたいと思います。

最後の４点目に、１２月に入りまして、要する

にＪＡの方に営農計画書を１月もぐらいで提出を

しなければならないのですけれども、営農計画を

立てるため早期に生産者にこのプランを知らせる

べきといったことで、明年度から始まりますし目

し断的経営安定対策等々のこともあり、営農計画

を立てるのに大変今苦慮している時期ということ

だと思います。早期にやはり協議会等々、各関係

機関でこの産地づくり交付金の方向性を出して、

生産者に一日でも早く知らせるべきと思いますの

で、そこら辺の考え方をお聞きをいたしまして、

この場からの質問とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま田中議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きい項目で２点にわたりお尋ねがございま

した。私の方からのお答えになりますので、よろ

しくお願いを申し上げます。

初めに、大項目１の農地の流動化の現状につい

て知らせてほしいというお尋ねでございます。本

市の基幹産業である農業を取り巻く情勢は、農産

物価格の低迷など一段と厳しさが増しますととも

に、高齢化に伴う農家戸数の減少、後継者不足な

ど農村地域の活力の低下が懸念される中で、地域

農業を支えるすぐれた担い手の育成、確保を図る

ことが急務となっております。農地流動化の実績

につきましては、農地法３条を除く農業経営基盤

強化促進法に基づく所有権移転等は、風連地区で

申し上げますと平成１６年度では売買で３７件、

賃貸では４６件、１７年度の売買につきましては

２３件、賃貸では２９件、１８年度、１１月も現

在でございますけれども、あっせん件数では６件

となっておりますけれども、１２月に多くあっせ

んが予定をされるというふうな例年の見通しであ

りますので、ふえるのではないかというふうに思

っております。次に、名寄地区におきましては、

平成１６年度では売買で２５件、賃貸では４９件、

平成１７年度につきましては売買で１６件、賃貸

では５９件、平成１８年度の同じく１１月も現在

のあっせん件数でございますけれども、４９件で

例年より増加が見込まれているところでございま

す。

次に、２点目の荒廃地防止対策についてのお尋

ねでございます。耕作放棄地につきましては、２

００５年の農林業センサス公表結果では名寄地区

では３９しクタール、風連地区に至っては２０し

クタールとなっております。平地におきましての

耕作放棄地はないと考えておりますけれども、こ

うした耕作放棄地は高齢化の進行や後継者不足を

背景に生産の低い農地や生産効率の悪い農地を中

心に耕作を取りやめ、農地の管理が行き届かなく

なっていることなどが主な原因であろうというふ

うに考えているところでございます。北海道農業
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会議の呼びかけにもよりまして、平成１６年度か

らは耕作放棄地を防ぐために全道農地パトロール

月間を設定いたしまして、耕作放棄地や無断転用

農地、それから産業廃棄物の不法投棄防止などに

取り組んでおります。特に旧風連におきましては、

秋の農作物の作況調査とあわせまして実施してお

りましたけれども、合併後は旧名寄市と同じく期

間を設定し、農業委員が担当地区を巡回する方法

をとっております。今後もこの降動を継続してま

いります。また、中山間地域等直接支払い制度を

活用し、農地保全の共同取り組みにも農家、集落

みずからの協力もいただきながら、新たな耕作放

棄地を出さないような降動を展開してまいりたい

というふうに考えているところでございます。

次、大項目２番目の産地づくり対策交付金につ

いての明年度の交付金額の推計について知らせて

ほしいというお尋ねでございました。米の需給調

整につきましては、従来国、道から市町村へ生産

目標数量の配分が行われていましたけれども、１

９年産米からは米政策改革大綱に沿った新たな需

給調整システムが導入されます。行政などが提供

する需給に関する情報をもとにいたしまして、Ｊ

Ａなどの生産調整方針作成者というものが設けら

れまして、その方がみずからの生産目標数量を決

定するシステムへと移行することになります。議

員が言われますように、この新たなシステムに基

づきまして国は１１月３０日、米の需要量に関す

る情報といたしまして、全国で対前年５万トン減

の８２８万トン、北海道へは対前年１万 ０００

トン増の５９万 ０００トンと提示されておりま

す。市町村の需要量につきましては、１２月２８

日開催予定であります会議で示されるものという

ふうに見込んでいるところでございます。

さて、生産調整のメリット措置である産地づく

り対策につきましては、平成１９年から２１年ま

での向こう３カ年の現行制度に所要の見直しを加

えまして継続されることとなっております。特別

調整促進加算や麦、大豆し質向上対策というもの

が廃止されることになります。新たには新需給調

整システム定着交付金や稲作構造改革促進交付金

を創設する降びになります。交付の予定につきま

しては、農林水産省の要求ベースで産地づくり本

体で５７減の ３２７億円となっておりますが、

関連施策を含めますと現対策を上回る ８１７億

円となっており、また道からの情報では農林水産

省からほぼ現対策並みの交付予定額が示されると

のことから、現行名寄、風連を合わせた年間交付

額は約９億 ０００万円となっており、新制度に

おいてもほぼ現対策並みの交付額が確保できるも

のというふうに考えているところでございます。

次、２番目の風連地域、名寄地域の一本化につ

いてお答えを申し上げます。水田農業推進協議会

は、産地づくり対策の取り組み主体として地域水

田農業ビジョンの策定、産地づくり交付金の使途

の決定、交付事務のほか地域における米の数量配

分ルール等について検討する役割を果たしてまい

りました。現行の推進協議会は、行政、ＪＡとも

合併前となる平成１６年度からスタートしている

ため、旧市町を単位にそれぞれ名寄地域水田農業

推進協議会、風連では風連地域水田農業推進協議

会を設立し、降営を図っていますが、平成１９年

度からスタートいたします新産地づくり対策にお

いては一つの行政、一つのＪＡの体制が整ってい

ることや日本一のモチ米生産団地や北海道一のア

スパラなど、議員が言われますようにスケールメ

リットを生かす意味からも両水田農業推進協議会

の一本化を図るべきと考えております。御存じの

ように両推進協議会には交付金の使途や数量配分

ルール等に若干違いがありますが、関係機関、団

体と連携を図りながら、生産者の皆さんの理解と

協力のもとに新名寄市一円を範囲とする新たな推

進協議会を設立し、新産地づくり対策への対応を

図ってまいりたいというふうに考えているところ

でございます。

次に、３点目でございますが、どの対策に厚み

を持たすのかとのお尋ねでございます。産地づく
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り交付金の使途につきましては、これまでの経緯

や営農類型の違いから名寄、風連の両推進協議会

で違いがあり、両地域の特色があらわされており

ます。新産地づくり交付金の活用方法につきまし

ては、今後新たな推進協議会において議論をいた

だくことになりますけれども、産地づくり対策が

生産調整の推進と水田農業の構造改革を支援する

制度であることから、生産調整に伴う減収分を補

う補てん的な使途、使い方と産地づくりを推進す

る誘導的な使い方の二つが必要であり、その性格

から補てん的使途につきましては生産調整面積等

に応じて一律的に、誘導的使途につきましては取

り組みによる加算やめり張りをつけた交付が望ま

しいものというふうに考えております。

御質問の趣旨は、この誘導的使途の内容に当た

るものというふうに受けとめさせていただいてお

りますけれども、現行の両地域の特色ある取り組

みを生かすとともに、現在行政、ＪＡで策定を進

めております農業・農村振興計画との整合性を考

慮いたしまして、具体的には一つ目には基幹作物

の安定生産、二つ目には振興作物の誘導、三つ目

には担い手の支援、育成、四つ目には農地流動化

の促進、五つ目には土づくり、六つ目には産地Ｐ

Ｒ等の視点から制度の構築を図ってまいりたいと

考えており、ＪＡを初め関係機関、団体と連携を

図りながら、また生産者の意見と理解や合意形成

が図られるように進めてまいりたいというふうに

考えているところでございます。

次、四つ目でございますが、営農計画を立てる

ために早期に生産者に知らせるべきとのお尋ねで

ございます。平成１９年度は、し目し断的経営安

定対策を初め、新たな米の需給調整システムの導

入や産地づくり対策の新制度への移行など、農業

施策の大きな変革期に当たるため、生産者の皆さ

んにおかれましても次年度の営農計画を作成する

上でも大変御苦労が多いことというふうに存じて

いるところでございます。従来産地づくり対策に

つきましては、旧名寄市において１月も、旧風連

におきましては２月もを目途に生産者に対する制

度の周知を行ってまいりました。新制度初年度と

なる平成１９年度につきましては、いまだ制度の

詳細や交付額が示されていないこともありまして、

作業スケジュール的には非常に窮屈な状況となっ

ていますけれども、ＪＡなどと連携し、従来の周

知時期を踏まえて、早期の制度周知に努めてまい

りたいというふうに考えているところでございま

す。

以上、お答えを申し上げました。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ今答弁をい〇１５番（田中好望議員）

ただいたわけでございますけれども、まず農地流

動化関連につきまして再質問させていただきたい

と思います。

先ほど流動化の現状につきましては、かなりの

件数といいますか、それが賃貸を含めて所有権移

転からかなりの件数に上っているわけですけれど

も、１８年度に入ってあっせん件数が増加してい

るということでのお答えでございますけれども、

先ほど午前中の日根野議員の質問の中にもあった

ように思いますけれども、いわゆる売り手、買い

手といいますか、そういった中でスムーズに進ん

でおられるのかどうか。これは、農業委員会の所

管でしょうけれども、わかる範囲での状況をお知

らせをいただきたいと、このように思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

大変申しわけござ〇経済部長（手間本 剛君）

いません。農業委員会の部分で扱っているもので

すから、今手元に承知をいたしてございませんの

で、後ほどお知らせを申し上げたいと思っており

ます。よろしくお願いします。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

これも先ほど、はっ〇１５番（田中好望議員）

きり言いまして私も材料不足なのです。これ日根

野議員に全部先にやられまして、正直言いまして。

あっせん方法につきまして先ほど方法、旧風連と

旧名寄とのあるわけですけれども、実はこれ私ご



－202－

となのですけれども、風連には１２の利用改善組

合がありますけれども、その中の組合長をやって

３年目なのですけれども、たまたま今月の１２日

の日ですか、あっせんをやっと２カ月かかって成

立をさせた事例があります。そういったことで、

その苦慮しているというか、その部分をちょっと

お聞きをいただきたいのですけれども、名寄との

違いは私もいろいろ先輩の黒井議員なんかにもお

聞きをいたしましたし、何ぼか認識もありますし、

先ほど日根野議員が聞いたからわかるのですけれ

ども、風連の場合は私が売りたいのですとまず農

業委員会に届けたら、その地区の組合長さんのと

ころに行って、あっせんしてくださいと、頼みま

すということをお願いしておいでといったことで、

それで受けまして、地域の役員を招集をして、ま

ず周知徹底しようと。何のだれべえさんの土地が、

いわゆる土地が売りに出たよということです。そ

ういったことで周知をして、また何日か後にその

結果を持ち寄って役員が集まって、ところが悲し

いかな今の現状はだれもいないと。そんなに言う

のなら、おまえ買って、つくればいいのでないか

と、これが実態です。そういうこともうできない

です、みんな高齢化ですから。そういった中で、

そうなりますと地域が狭いものですから限られて

くるわけです、地域が狭いということ。そうなる

と、ほかの改善組合の方にも御連絡をすればいい

のでしょうけれども、私たちは一本釣りするので

す。隣の行政区の人で後継者もいる、まだまだ余

力あるなと言えば、どうだ、この土地何とか引き

受けてくれと、過去にもそういった例が何件かあ

りますけれども。そういった中で非常に苦労しま

すし、先ほど価格の問題もいろいろ言われており

ましたけれども、我々いわゆる不動産屋ではあり

ませんから、人の１産に価格をつけるということ

も、参考的なものはあるので、地域の最近の成り

行きだとか、そういうこと勘案してつけなければ

ならないのですけれども、本当に非常に私として

も、また同じ役員としても一番嫌な部分だなとい

うのが実態です。売り手には高く買わせたい、買

い手には幾らかでも安く買って、再生産できるよ

うな道を開いてやりたい。こういうのは両方うま

くいくことありませんから。どちらかに泣いてい

ただくというか、どちらも泣いてしまうのか、そ

れはそのときの判断でしょうけれども。そういっ

た中で、もう少し大きな組織でこの組合というか、

確かに先ほどの泉谷会長の判断では今の現状のま

ま残したいような話しぶりでしたけれども、もう

少し大きな器で改正できないものか、その点をち

ょっとお聞きをいたしたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今お話ありました〇経済部長（手間本 剛君）

ように御苦労が大変あるのだなというふうなこと

でございまして、かつて私農業委員会で農地のあ

っせんもさせていただいておりました。そのとき

には、決して多いわけではないのですけれども、

それなりに引き合いなりがありまして、売り手と

買い手の部分が成立するというようなことであり

ました。しかし、近年につきましては、大変売り

手も買い手も厳しいというようなことで、改善組

合の皆さん、地元の農業委員さん、御苦労多いの

だなというふうに今聞かせていただきました。

今お話ありましたように、一つにはその区域の

中で、利用改善組合の中での処理を原則とは先ほ

ど会長も言っていましたけれども、そうなのでし

ょうけれども、結局はそれはどういうことかと申

し上げますと通いだとか飛び地になりますもので

すから、作業効率が悪くなるでしょうというよう

なことで、できるだけ近間の方で集積をしていた

だくということが作業能率も含めていいのだろう

というふうなことから、できましたらその組合の

中でのエリアの中で引き合いがあればいいなとい

うふうなことでございます。今お話ありましたよ

うに隣接する利用改善組合、それでもなおかつい

ないのだというような事情にもあるように聞き及

んでおります。そんなことで、先ほど農業委員会

の会長もお話ありましたけれども、また農業委員
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会の方とも御相談をさせてもらいますけれども、

できればどういった方法がいいのか、さらに広げ

た方がいいのか、なければやむを得ないのか、そ

ういったことも含めて、それから今ちょっと申し

上げましたように飛び地、通い、そういったたぐ

いのものもにらみ合わせながら、どういうふうに

農地を集積していったらいいのか、あっせんして

いったらいいのか、こういった部分もまた御相談

をさせてほしいと思っておりますので、またしば

らくお時間を、しばらくといいましょうか、お時

間をいただけたらというふうに思っておりますけ

れども、そんな感じをしております。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

エリアを広げるとい〇１５番（田中好望議員）

うか、それも一つの方法ですし、当面はそういう

ふうにやっていかなければ私はいけないのかなと。

これは、私の地域だけかもしれませんけれども、

恐らく私と近隣の地域の人たちもほとんどそうい

う考えでいるというふうに思っております。そう

いったことで、これから議論していただくという

ことでありますから、これについてもやはり早急

にある程度結論を出していただいて、組織をつく

り直すというか、そういう形に持っていっていた

だきたいことを要望しておきます。

それと、この流動化に関しまして一歩進んで農

地保有合理化法人の資格を取得して、これ口では

簡単に言いますけれども、なかなかハードルが高

いはずというふうに聞いておりますし、これは一

行政でなくて、やはりＪＡも巻き込んでやらなけ

ればなかなかうまく取り組めない。それと、ある

程度恐ろしいというか、これは第三セクと間違え

られるという、今問題になっております夕張のこ

とが象徴されておりますけれども、むだという、

そういう危険性もなきにしもあらずということで、

かなりちゅうちょはしていたのですけれども、こ

の農地保有合理化法人の資格を取得して、それも

議論の中に入れていくべきでないかなというふう

にお伺いをするのですけれども、道内や近隣の事

例はあるかないか、それとあるのであればお知ら

せをいただきたいのと、議論の対象になるのかな

らないのか、その点を含めて、これは行政だけで

なくて先ほど申し上げましたようにＪＡも含め、

各関係機関も含めなければならないのかというこ

ともありますし、そういうことも含めて御答弁を

願いたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

農地保有合理化法〇経済部長（手間本 剛君）

人、これにつきましては基盤強化促進法に基づく

部分につきましては御案内のとおり農業開発公社

というものがありまして、そちらの方で引き受け

ていただいて、一定の時間経過、期限が過ぎます

と買い戻しするというような制度は御案内だと思

っております。市町村の部分でどういうことにな

っていくのかということで、前にもちょっとお話

しさせてもらいましたけれども、ＪＡが合理化法

人をつくって進めるという方法もありますし、そ

れから行政も一緒に加わって合理化法人の中に入

って進めていくという方法もあります。道内にお

きましては、空知、十勝管内のＪＡが法人となり

まして、賃貸事業あるいは管理耕作、こういった

ことを手がけている事例というふうに受けとめさ

せていただいております。いずれにいたしまして

も、このことにつきましては、今後保有合理化法

人につきましては当名寄市につきましても検討の

課題にそう遠くない時期に俎上にのってくるもの

というふうに思っています。

それで、私の主観なのですけれども、今農業・

農村振興計画を策定しておりますから、その中で

そういった御意見も多く寄せられておりますから、

その計画の中でも含めて検討していきたいという

ふうに考えているところでございます。御理解い

ただきたいと思います。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

農地の流動化対策関〇１５番（田中好望議員）

係については以上で終わらせていただきまして、

続きまして産地づくり対策関連につきまして再質
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問させていただきたいと思います。

先ほどの名寄、風連両地区の推進協議会を一本

化にする場合、支援の内容の違い、配分の方法の

違いを両地区の生産者が理解するような手順と機

関の設置を含め、これはやらなければならないと

思うのですけれども、その手順と機関の設置を含

めてお考えがあるのかどうかをお聞きいたしたい

と思います。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

新たに一本化しながらつ〇助役（小室勝治君）

くっていくということでございますけれども、そ

れぞれ今までの歴史を持ちながら、そして地域に

合ったそういった配分の方法を選んできたという

ふうに思っております。したがって、風連は風連

の方針に基づきながら、振興作物に厚く配慮しな

がら、将来の農業を何とか自立できるようにとい

う思いで配分の方法を決めたと。名寄は名寄の方

で、それぞれ地域総体を平等化していこうという

ような意味合いも含めて、意外とフラットにやっ

ていると、こういった違いがあるわけです。これ

は、行政が決めるわけではございません。あくま

でも農業者なり、そういうところが主体になって、

これからの農業をどうしようかというときに振興

計画とすり合わせしながら決めていこうというこ

とでございますから、そのお金は行政が取るわけ

でもございませんし、皆さんで分配する方法をど

ういうふうにするかと、そして今つくっている振

興計画とどういうふうにすり合わせしながら、方

向性をきちっとして、近い将来はこうあるべきだ

という理解のもとにその配分の方法を決めてまい

りたいなと、このように思っているところでござ

いまして、行政だけではなく、皆さんそれぞれ農

業の思いを持ちながら、そしてまた振興計画にそ

の思いを含めて樹立するわけですから、それと整

合性を合わせながら進んでまいりたいなと、この

ように思っているところでございますので、御理

解願いたいと思います。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

一本化に向けて議論〇１５番（田中好望議員）

をしていくということでよろしいのですね。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

組織的には一本化してい〇助役（小室勝治君）

きたい。ただ、その配分方法でどうしても違いが

出てきた場合にすべてが一本化になるかという部

分については、今後そういった会議を開きながら、

成り行きを見ながら、進んでまいらねばならぬな

と、このように思っております。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ歴史があり〇１５番（田中好望議員）

まして、地域性を生かした利活用で、この交付金

の配分がされて、事業が行われてきたわけですけ

れども、私の手元に、これは平成１７年度実績分

ですけれども、名寄地域、風連地域の一種の単価

表が出ております。ここで大きな違いといいます

か、それにはまず名寄地域からいきますと農地集

積推進事業ではいわゆる農地を人に貸すよと。そ

して、借りた側、受け手側は１０アール当たり２

万円の補助を受けていると。これは、私は農地流

動化に対しての物すごくすばらしい制度だという

ふうに思っておりますし、風連側で突出しており

ますのは振興作物推進の中のアスパラも含め、特

にアスパラです、施設の新規定植、これ反当１３

万円です。これは、施設にお金がかかるというこ

とで理解をしておりますし、それからナガネギ、

イチゴ、ユリネ、トマト、ピーマン、花卉の新規

作付には１０万円と。それと、アスパラガスの露

地の新規定植には１０アール当たり７万円と、こ

ういったようにやはり風連の場合これにお金をつ

ぎ込んだから、これだけアスパラがふえ、ナガネ

ギ等も定着をしたという結論で、このことはすば

らしいと。これを一本化しようとすれば、これは

やっぱり難しいです。ですから、今助役が言われ

た答弁になろうかと思いますけれども、この見通

しというのは、恐らくそんなには変わりませんけ

れども、この対策名で、名前は変わっても１９年

度にはこのような推計でいくのか、わかる範囲で
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よろしいですけれども、最後にお聞きをしたいと

思います。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

先ほど御答弁しましたが、〇助役（小室勝治君）

それぞれ特色を持って推進しているところでござ

います。名寄の方の流動化等に対して２万円とい

う大きな支出をしている。これはすごく評価され

ることだし、その地域の問題点を反映した配分の

方法なのかなというふうに思います。また、風連

においては振興作物を定着しようと、そしてふや

していこうという形の中で、それぞれアスパラ、

花卉、そういった園芸作物を含めた部分に交付金

を充てるというふうな形で進んできたわけですか

ら、同じ流動化の関係も風連もあります。ありま

すけれども、ちょっと手持ちの資料ないからあれ

ですが、 ０００円か ０００円ぐらいついてい 

たかなというふうに思っております。それだけ差

があるわけですから、今組織が一本化になっても、

その差を地域ごとに埋められるかという問題、例

えば２万円で風連の方をやったらどうだというこ

とで皆さんが了解できるかといったら、私は疑問

があると思うのです。やはりその分が農家の人同

士で配分のし合いですから、何でやめる人なり、

買う人だけが恩恵をこうむるのだと、一生懸命そ

こで農業やる人にもうちょっと配ったらいいので

ないかと、こういった意見がどんどん出てくると

思います。しかし、この産地づくり交付金を利用

しながら、本当に転作の奨励金というか、この交

付金がなくなったときに自立できる農業をどうい

うふうにつくっていくのかという方向性に向かっ

て使って、基盤拡充できればいいのではないかと

いうふうな私なりに思いをしているところでござ

います。今言ったとおり組織は一本化していきま

すが、本当にそれぞれの地域性がありますから、

十分話し合いをしながら進めてまいりたいという

ふうに思っておりますから、本当に１８０度変え

られるのかなということはちょっと難しい面があ

ろうと思いますので、これからの推移を見守って

いきたいというふうに思っております。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

最後に、市長の御見〇１５番（田中好望議員）

解をお伺いをいたしたいと思います。それで最後

の質問とさせていただきますけれども、けさも同

僚の日根野議員から、きのう武田議員、それから

先ほど黒井議員と私と農業問題かなり深く突っ込

んだ議論をさせていただきました。どの議員の発

言を見ても、大変厳しい農業情勢ということです。

先ほどお伺いいたしました集積、農地流動化に対

しての農地保有合理化法人に向けて、これはあく

までも制度でありますけれども、市長としての政

策の一環として今後考えていただけないものかと

いうことをお聞きをいたしまして、私の質問を終

わらせていただきます。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

農地の流動化というの〇市長（島 多慶志君）

は、余り喜ばしい現象ではないのかもしれません。

しかし、現実は規模拡大、あるいは後継者がいな

いことによっての農地を売り渡したいという、そ

ういう状況が続いているわけでございまして、恐

らく名寄、風連ともに農業の最盛期と申しましょ

うか、一番そうした評価が高い時期から見ますと

水田等については３分の１ぐらいになっているの

ではないかなと、そんなふうに受けとめているわ

けございますが、しかしそれでも規模拡大をなか

なかできないという環境にあるということであり

ますから、非常に厳しい状況に農業が追い込まれ

ていると、こういうふうに認識をしております。

産地づくりの交付金制度というのは平成１６年か

ら始まったわけでございますが、私はこのことが

今まで水田農業の経営を量的に、面積的に縮小し

ていくという、この休耕補償というかなり長い期

間、昭和４５年以降ですから、やっているわけで

すが、このことを自治体を単位として、農協を単

位としてしっかりと地域でこの制度がなくなって

も自立できるように進めていく国の政策だったと、

こんなふうに受けとめておりまして、旧名寄、旧
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風連ではこの交付金の使い方にそれぞれ農業者の

発想、違いがやはり出ていて、ただいまの田中議

員の御質問にも出ているかというふうに思ってお

ります。しかし、１自治体１農協という、こうい

う再編がされたわけでありますから、農業者の皆

様にもそうしたいいところは残すと。そして、妥

協するところは妥協すると申しましょうか、全体

のパイは決まっているわけでありますから、その

中でしっかりと協議をさせていただいて、次の農

政に希望が持てる、あるいは農業者の皆さんがこ

の産地づくり交付金を活用して展開をしていける、

そうしたものの枠組みづくりのために関係者の皆

さんとまた協議をしっかり進めていきたいと、こ

んなふうに考えております。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

先ほどお答えを申〇経済部長（手間本 剛君）

し上げた中で、実は農地流動化の現状、一番最初

の１の１でございますけれども、その中での名寄

地区におきましての１８年度も現在のあっせん件

数につきましてちょっと数字を見違えまして、１

９件のところを４９件というふうにお話をされた

ようでございました。訂正をさせていただきたい

と思います。１９件でございます。名寄市におき

ましては１９件ということで訂正させていただき

たいと思っております。申しわけございませんで

した。

以上で田中好望議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時４４分

再開 午後 ３時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

近年の異常気象の対応について外２件を、渡辺

正尚議員。

議長から指名をいた〇２１番（渡辺正尚議員）

だきましたので、通告順に従って質問をしてまい

ります。

まず最初に、近年の異常気象の対応について伺

います。今回は、ことしについてのみお聞きしま

すが、５月１０日から１１日にかけての低気圧と

融雪、記憶に新しいところでは１０月７日から９

日の低気圧により強風と大雨になりました。特に

１０月の際には山沿いの多いところで総雨量が２

００ミリ、日雨量で１５０ミリを超える雨が降り、

浸水も名寄川流域で１２カ所確認されたとのこと

です。また、ＪＲの名寄―稚内間が８日１２時か

ら１２時間不通になりましたし、道道下川雄武線

も８日１０時から１０日午後５時まで通行どめに

なりました。５月、１０月双方とも真勲別の水位

観測所では警戒水位を超え、市長の行政報告では

１０月の１害総額が約 ９００万円と報告されま

したが、５月と１０月の１害状況についてもう少

し詳しくお知らせいただきたいと思います。現在

開催されています天塩川流域委員会資料によれば、

河川整備計画において目標としている洪水に対し

てサンルダムが完成していると下流域である名寄

地区の水位が約１メートル下がりますし、名寄川

下流域に住んでいる日進地区や旭東地区、旭東北

区、中名寄地区の住民にとっても安心、安全な生

活が保障されると思います。

次に、行政としてもサンルダムと地域を生かす

会などと連携して国に毎年定期的に要望活動を行

うべきと考えておりますが、御見解をいただきた

いと思います。

次に、名寄バイパス３工区が先月２５日に開通

しましたが、御案内のように智恵文南インターか

ら国道４０号線におりられなくなりました。夏の

ひまわり観光への影響についてはどのように考え

ておられるのかをお知らせください。私から言う

までもありませんが、このままにしておいて来年

の状況を見きわめてから対策を講じるのであれば、

来年の名寄智恵文ひまわり畑観光を見捨てること

になりますし、なよろ観光まちづくり協会とも連

携して対策を協議し、案内板などの設置をすべき
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であると考えますが、お考えをお聞きします。

それに伴って智恵文地区に住む住民への影響や

智恵文地区で行っている農産物直売所の影響と対

応についても具体的にお知らせください。

次に、名寄市立総合病院の将来展望について伺

います。市立総合病院は、地方センター病院であ

ることから、第３次保健医療福祉圏の高度専門医

療機関として特殊な疾病や高度専門医療に対応で

きる医療機能を整えるとともに、臨床に密着した

研修、研究が可能な施設及びスタッフを有し、地

域の医療機関への専門医師等の派遣及び技術援助

を行い、他の医療機関との機能分担、連携を図り

ながら、第３次医療の完結を目指して他の医療機

関の後方医療機関としての役割を担うのが使命だ

と思いますが、具体的に総合病院が使命を果たし

ている部分についてお答えください。

次に、経営改善に向けた取り組みについて伺い

ます。過去にも請求漏れがないようにオーダリン

グシステムの採用ですとかいろいろな対策を練っ

て実行してきたのは知っていますが、現状を考え

るともっと抜本的な改革が必要だと思います。例

えば管理降営を民間業者に委託した場合のシミュ

レーションなどをしてみる価値は十分にあると思

いますが、お考えをいただきたく思います。

次に、今のままの施設環境でよいと思っている

のでしょうか。敷地内全面禁煙にしている弊害で

敷地内の環境が非常に悪い状況です。しつこく言

いますが、医師や看護師などスタッフを含め、患

者さんもいまだに敷地内で喫煙をしています。い

つまでもイタチごっこをしていると、せっかくの

医療機関が環境の悪い状況のままです。私が以前

から解決策として提案している敷地内の土地を２

坪ぐらい分筆して敷地外にし、そこに喫煙所を設

けるべきであると思いますが、前向きな答弁を求

めます。

次に、精神科の対応について伺います。この件

についても午前中に同僚議員が質問しましたが、

現状は上川北部地域唯一の精神科入院施設であり、

現在医長と出張医の２人体制で行われていますが、

今後精神科の閉鎖などがあると非常に大きな地域

問題になりますので、真剣に取り組まなければな

りません。この問題が起きてから約８カ月が過ぎ

ましたが、どのような対応をしたのか具体的にお

知らせいただくことと医師確保のためのチーム編

成や上川北部の連携によって要望活動を行った経

緯があるのかを伺います。

以上で私のこの場からの質問を終わります。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま渡辺議員の〇総務部長（石王和行君）

方から大きな項目で３点にわたっての御質問をい

ただきました。１点目につきましては私の方から、

２点目につきましては経済部長から、３点目につ

きましては市立病院事務部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

まず、１点目の異常気象の対応についての部分

からお答えをさせていただきます。まず、ことし

５月１０日から１１日にかけての寒冷前線の通過

と融雪による洪水１害でありますが、名寄地区で

は内淵地区と智恵文地区の一部で畑や田が冠水し

たことから、内淵、智恵文、智西の３排水機場を

稼働させ、内水排除に当たりました。一方、名寄

川の洪水注意報が発表され、真勲別水位観測所で

警戒水位を超える事態となり、浄水場関係で応急

処置をとるなどしましたが、洪水１害は発生せず

に済んだところであります。また、風連地区にお

きましては、日進９線付近の風連別川護岸の一部

が決壊して隣接する田畑が冠水する１害があり、

重機による応急処置を行うとともに、同河川管理

者の道土木現業所による復旧工事を要請したとこ

ろであります。

次に、１０月７日から８日にかけての発達した

低気圧による１害について申し上げます。１害総

額は約 ９００万円に上りました。そのうち約 

９００万円が市有林の倒木処理及び街路樹や公共

施設内樹木の倒木に伴う１害で、その内訳は市有

林関係が ３１３本で約 ７００万円、公園関係 
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が７８本で約５００万円、街路樹関係が３３本で

約１４０万円、学校等施設関係が１４３本、約２

４０万円、ＪＲ名寄本線跡地関係が２８０本で約

１７０万円、なよろ健康の森関係が２１５本で約

１３０万円などとなっております。次に、１害額

が大きかったのが農業施設関係で、ビニールハウ

スなどの営農施設の損壊が２１７カ所で約 ３０

０万円となっております。このほか公共施設関係

で約６００万円の１害が出ているところでありま

す。

次に、２点目のサンルダム本体工事の関係と継

続的な要望活動についてお答えをいたします。サ

ンルダム建設につきましては、昭和６３年、直轄

事業として採択され、平成５年から道路等の附帯

設備建設が行われております。平成９年の河川法

の改正により、河川整備計画策定に当たり学識者

の意見を聞くため１７名から成る天塩川流域委員

会が平成１５年設置されました。本年１２月まで

活発な活動を続けてきておりましたけれども、一

定の方針が示されたことから、また委員の任期で

ある年内を終結とする報道がされているところで

もあります。この間にはダムの早期本体着工の市

民大会や旧名寄市議会から国への意見書提出がな

されてきました。本年は、近年の異常気象を危惧

して５月に下川町で、７月に名寄市で、１１月に

は美深町とそれぞれの地域における市民団体と行

政が協力し、大会を開催し、関係者に訴えてまい

りました。また、１１月２６日には名寄市で開催

がありました自民党の衆議院、参議院５名、さら

に管内選出道議会議員５名の議員に対し地域振興

に関する要望会の折、この折にも早期のサンルダ

ム本体着工を訴えているところであります。さら

に、１１月２８日にはサンルダム下流域の中名寄

町内会、家族会全員の署名による要望が名寄市に

提出されましたので、即日関係機関、河川事務所、

治水期成会や天塩川流域委員会に報告したところ

でもあります。今後ともダムが完成し、安全な環

境が整うまで市民組織サンルダムと地域を生かす

会と地域住民、行政が連携し、また広域組織であ

ります天塩川治水促進期成会で関係者、関係機関

への要望活動を続けてまいりたいと考えておりま

す。

以上、答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

大項目２の（１）〇経済部長（手間本 剛君）

番目、ひまわり畑観光への影響についてのお尋ね

にお答えをしたいと思います。

高速交通ネットワークを形成する一般国道４０

号線名寄バイパスの３工区が先月２５日開通をい

たしました。移動時間の短縮にとどまらず、地域

間交流の促進、観光の振興、センター病院への迅

速な救急搬送などバイパス整備の効果に対して期

待が大きいところでございます。また、智恵文イ

ンターまでの開通によりまして、従来使用してい

ました智恵文南入り口インターでの出入りが制限

され、旭川方面からの利用のお客さんは智恵文イ

ンターとなり、美深方面から利用のお客さんはひ

まわり畑をし目で見ながら走ることになります。

御質問のひまわり観光への影響についてでござい

ますけれども、全くないということはないと考え

ております。本市における観光資源は、自然景観、

農村景観などの情報発信を含めてＰＲに努めてお

りますけれども、特に冬は気象現象のサンピラー、

夏はひまわり畑を初め各種の花による観光という

イメージを持って対応してきております。これま

で来られる方はひまわりという目的意識を持って

来られていること、観光バスについては旭川方面

からの乗り入れより稚内からのルートが多い状況

にありましたが、これらのことは大きく変わるこ

とが予想されますので、今後バス会社への細やか

な周知、のぼり、案内看板の効果的な設置、各種

による情報提供などとともにひまわりの魅力をア

ップさせることを考え、観光協会とも鋭意協議を

進めてまいりたいというふうに考えてございます。

次、２点目でございますけれども、農作物直売

所の影響と対応についてのお尋ねでございます。
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智恵文地区に住む住民への影響でございますけれ

ども、おりる際につきましては名寄北インター、

智恵文インターを利用していただくことになり、

これまでと比べ不便を強いることも考えられます

が、地域の方々との協議を重ねながら進めてきた

ものというふうに理解をいたしております。また、

智恵文地区で行っている農産物直売所の影響につ

いてでありますけれども、智恵文地区には２カ所

の直売所がございます。地元での安全、安心な農

作物の地産地消を目的に５月から１０月までの期

間において開店をしており、特に夏のひまわり観

光の時期はお客さんのピークで、好評を得ている

ところでございます。南入り口インターからおり

られなくなった影響は、先ほどのひまわり畑の状

況と同じく名寄方面からの利用のお客様は遠回り

になりますし、美深方面からのお客様は直売所に

関係なく走ることなどから、少なからず影響があ

るというふうに考えているところでございます。

しかしながら、野菜等の直売所は開店して４年以

上経過をいたしてございます。毎年着実にお客さ

んの数、売り上げも伸ばしてきており、地元のお

客さんを中心にリピーターとして定着していると

聞き及んでおります。対応につきましては、地元

のマスコミやＦＭ局を活用した情報発信などが考

えられますので、関係者とも話し合いを持ってま

いりたいというふうに考えているところでござい

ます。御理解をいただきたいと思います。

以上、お答え申し上げました。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

私から〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

は、大きな項目の３、名寄市立総合病院の将来展

望についてお答えいたします。

一つ目の地方センター病院の使命についてであ

りますが、名寄市立総合病院は北海道第３次保健

医療圏における地方センター病院として、平成１

０年以来高度かつ専門的な医療機関として他の医

療機関と連携を図りながら、第２次保健医療圏の

後方医療機関としての役割を果たしてきたところ

であります。これまでに果たしてきた役割につき

ましては、平成１７年度実績に基づいて説明させ

ていただきます。一つには、医師派遣事業でござ

いますが、８医療機関へ１８０日、特別医師派遣

事業、７医療機関へ６８日、名寄地区機能回復訓

練事業に６市町村、１９９日、学術講演会１０回、

市民公開講座５回開催しております。患者紹介に

つきましては、依頼、返事 ５００通、大型医療

機器使用実績１０医療機関、６３件、診療予約患

者実績、１３医療機関、２３５件となっておりま

す。

次に、経営改善に向けた取り組みについてお答

え申し上げます。自治体病院には、住民の福祉の

増進を図るという公共性の確保と企業としての経

済性の発揮が求められております。今全国自治体

病院の６割以上が赤字という状況ではありますが、

当病院としては引き続いて経営の健全化に向けた

取り組みを進めてまいります。経営の改善には収

益の増加、経費の抑制はもちろんですが、まずは

的確な現状分析に基づいた長期事業計画を作成し、

それによる病院降営が必要と考えておりますので、

早急に中長期計画を作成してまいります。なお、

経営安定化に向けてのこれまでの取り組みにつき

ましては次のとおりでございます。実施段階にあ

る事項ですが、増収対策としまして分娩料の改定、

一般ドックへのオプション追加、経費削減対策と

しまして直営業務の外部委託化、コージェネから

買電方式による燃料費の節減、検討段階にある事

項ですが、増収対策としまして医師の確保、文書

料、施設使用料の適正化、未収金対策、経費削減

対策としまして手術器材のキット化、電気、水道

等日常経費の削減などであります。公設民営化に

つきましては、地域の医療ニーズにこたえていく

体制の確立という点から、現段階では考えており

ません。

３点目の今のままの環境で十分と思うかどうか

ですが、当病院では患者の受動喫煙を防止するた

めに３年ほど前から敷地内禁煙を始めていますが、
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道内では既に２００カ所以上の病院、診療所が実

施しており、受動喫煙防止の意識が高まっている

状況にあります。病院としては、何よりも患者さ

んの健康のことを第一に考えているところでござ

います。すぐには浸透しないと思いますが、病院

にいる間だけは禁煙していただくようにこれから

も取り組んでまいります。長い目で見ていただき

ますようよろしく御理解のほどをお願い申し上げ

ます。

精神科の今後の対応についてでございますが、

精神科固定医師の確保につきましてはことし７月

下旬に名寄地区精神障害者家族会など４団体から

連名で市に嘆願書が出されたところでありますが、

さらに１２月１日にも同４団体から市議会に対し

て名寄市立総合病院精神科と病棟の継続に関して

の要望が出されたところでございます。私どもと

しましても昨年来北海道及び各関係機関と連携を

図り、道内３医育大学に対して派遣の要請を行っ

ているところであります。地域の実情は十分に理

解されておりますものの大学自体が医師不足の状

況にあり、いまだ医師の確保については確固たる

めどが立っていない状況でございます。しかしな

がら、この地域において精神科医療を確保するこ

とは地方センター病院としての重要課題と考えて

おりまして、これまでも道保健所などと連携を図

ってまいりましたが、今後も関係機関と連携を図

りながら、医師確保に努めてまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

順序が違うくなるか〇２１番（渡辺正尚議員）

もしれませんが、お許しいただきたいと思います。

午前中の佐藤病院事務部長の答弁で、私の時計

では１１時３４分だったと思いますが、院長とし

ても精神科はなくしてはならない思いがあるとお

っしゃいました。思いだけではこの問題の解決に

なりません。この問題が起きてから８カ月以上も

たっているわけですから、これまでに行った対策

や対応を具体的にお答えください。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

精神科〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

の医師の確保につきましては、現在外来患者さん

平均１日当たり八十数名、現在入院患者も五十数

名おります。したがいまして、医師の確保という

のは最重要課題というふうに認識しておりまして、

これまでも院長が数度各大学に参りまして、各校

に要請をしてきたという実態がございますし、道

なり、それから各大学、それから保健所等とも協

力しながら、医師確保に努めてまいりましたけれ

ども、現状各大学の医局にも先生が十分でないと

いうことで、固定医の確保についてはまだめどが

立っていない状況にあります。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

精神科について再度〇２１番（渡辺正尚議員）

伺いますけれども、高度医療、専門医療やエリア

としては人口が約２０万人だとお聞きしました。

それで、名寄が第３次医療圏の地方センター病院

に指定されているわけですから、この地域から精

神科をなくすわけにはいきません。今までと同じ

対応では精神科は閉鎖せざるを得なくなると思っ

ておりまして、抜本的な対策が必要だと思います。

例えば市民と協働のまちづくりと言っているわけ

ですから、それを実践しなければなりません。庁

内に精神科存続のチームを組んで、精神障害者家

族会との協議会などの定期的な打ち合わせなどの

開催をし、現状把握と対策を話し合うなどのこと

もすべきであると強く思いますが、お考えをいた

だきたいと思います。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

確かに〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

もう３カ月しかございません。今のところ今いる

固定医師の方は３月までということになっており

まして、１名長期の固定医がおりますけれども、

この方は大学院生でございまして、医師の免許は

持っているのですけれども、経験が５年ほどとい

うことになっております。それで、指導医師的な

方がいらっしゃらなければ診療が十分できないと
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いう状況にあります。それで、いずれにしまして

もプロジェクトチームつくるのも一つの案だとい

うふうに思っておりますけれども、まず院長を初

め病院関係者、それから道なり、保健所なり、関

係機関と連携をとりながら、鋭意対応してまいり

たいと、そんなふうに思っています。もう時間も

ないような状況もございます。先ほども申し上げ

ましたけれども、万に一つ手配ができなければ入

院患者は扱えないという状況になりますので、そ

のようなことのないように鋭意対応したいと、そ

んなふうに思っています。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

今の部長の答弁では、〇２１番（渡辺正尚議員）

８カ月もたったのに何も進んでいないように聞こ

えるのですけれども、だから抜本的な改革をしな

ければいかぬのではないですかと伺っているので

す。市立病院というのは、精神医療に関しても道

北唯一の基幹病院であり、救急を含め他の科も重

要ですが、精神保健福祉法の規定による救急受け

入れや地域の要望にこたえてきたわけですから、

精神科については先ほど申し上げたとおり家族会

とも協議する場を設け、同じ目線で悩みを聞いた

り、理解して行動すべきと思いますが、お答えい

ただきたいと思います。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

家族会〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

との対応につきましては、私も９月と１１月に家

族会の集まりですか、に参りまして、いろんな事

情等を含めて、勉強のお知らせも含めて参加させ

ていただいた経緯があります。その中でも切実と

したお話聞かせていただきました。そんなことも

含めて、今現在道とも密に連携とりながら対応し

ていると、そういう状況でございます。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

家族会と会ったの２〇２１番（渡辺正尚議員）

回なのですよね。それで、十分に理解したと思わ

れていますか。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

おっし〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

ゃられるとおり十分ではないというふうには思っ

ていますけれども、今後も鋭意保護者の思いを聞

いていきたいと、そんなふうに思っています。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

精神科については、〇２１番（渡辺正尚議員）

北北海道の安心のためにも特に真剣に取り組んで

いただくよう、これは要望しておきます。やり方

を変えて、今言ったことを実践していただくよう

にお願いしておきます。

合併前は、たばこ税が旧名寄市で２億円から２

億 ０００万円、合併後は２億 ０００万円から 

２億 ０００万円と記憶しておりますが、喫煙者

にも優しい施策が必要であると考えています。そ

こで、伺いますが、喫煙者が減少してたばこ税が

半減すると市の１政にどのような影響があります

か。お答えください。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

確かにたばこ消費税〇総務部長（石王和行君）

は大きな市の１源ということで、２億数千万円の

１源になっております。その影響額、喫煙者は喫

煙することによってやはり一服といいましょうか、

ストレスの解消等、それぞれのメリットもあると

いうことを思っておりますけれども、非常に健康

にはよろしくないということも言われておりまし

て、減ることによって１源が不足するということ

は１政としては大変好ましい状況ではありません

けれども、市民の皆さんが健康で生き生きと暮ら

していただくことは大変有意義でありがたいこと

だと思っております。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

市立病院で敷地内全〇２１番（渡辺正尚議員）

面禁煙となってから敷地内の環境がだんだん悪化

していると思います。例えばこれは聞いた話なの

ですけれども、夜の１０時とか１１時ぐらい、裏

口のところでお医者さんが吸っているだとか、入

院患者の人は屋上に出て吸っているとか、もうイ

タチごっこのような状況ですから、考え方を変え



－212－

て、敷地内の環境保全のためにたばこ税の収入減

になる前にたばこ税の一部を利用して敷地内の土

地を分筆し、名寄土地開発公社の所有にすると敷

地外になりますので、喫煙所を建て、喫煙者を隔

離すべきであると考えますが、この答弁は市長か

らいただきたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

現在は、非常にたばこ〇市長（島 多慶志君）

をのまれる皆さん方がたばこ消費税を通じて多額

納税者という、そういう認識は持っておりますが、

一方たばこの害ということは非常に問われており

まして、たばこの製造責任ということも諸外国で

は裁判になると、こういうような時代になってお

ります。たばこがもたらす日本人の健康管理と申

しましょうか、そういう意味では多額の医療費を

使っていると。トータルとしては、やはりたばこ

を一定の規制をかけるということになってきてい

ると、こういうふうに認識をしております。名寄

市立総合病院は、機能評価もいただいておりまし

て、これらの中でも敷地内禁煙と、こういうこと

がまた評価の要点にもなっているわけでございま

す。そういう中にありましても、渡辺議員が御指

摘のように職員や患者も含めて一部そういう状況

があるということでございます。院長との私ども

協議の中では議会でこういうような意見があると

いうことを認識しつつも、市民の健康回復のため

に病院に医療費を払ってきていただいている皆さ

んには禁煙ということでしっかりとこれからも健

康回復のために療養指導をしていかねばならない

と、こういうふうに相談をしておりまして、私も

非常に一方では市町村１政の１源の大きなウエー

トを占めておりますけれども、健康管理の方をし

っかりとこれからも市立病院が役割を果たしてい

ただきたいと、このように思っているところであ

ります。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

たばこ税は、大体除〇２１番（渡辺正尚議員）

雪費に匹敵するぐらいあると思うのです。それで、

２億 ０００万円の半分になってしまうと１億 

０００万円になってしまうと、１億 ０００万円

はどこから調達するのかというのはお聞きしてお

きたいのですけれども、総務部長に。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

そのようになったこ〇総務部長（石王和行君）

との考えしたことはございません。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

たばこを吸うと体を〇２１番（渡辺正尚議員）

壊すと言いますけれども、体壊している人もたば

こを吸いたいわけです。病院のお医者さんだとか

看護師さんにも吸う方います。だから、先ほど市

長が評価の話ししましたけれども、土地を２坪で

も何ぼでも分筆すれば、それ敷地外とみなされる

と思うのですけれども、そういう考えはあるのか

ないのかお伺いしたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

現在は、学校も含めて〇市長（島 多慶志君）

敷地内禁煙というような取り扱いをしているとこ

ろがあるわけでございまして、病院の周辺にもそ

のような区画割りをという提案でございますけれ

ども、私はしっかりとこれからたばこをのまれる

皆さんの習慣を是正していただく方にぜひ御協力

をいただきたいものだと、こんなふうに思います。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

たばこのことはやめ〇２１番（渡辺正尚議員）

ます、今度またやりますけれども。

次に、先月２８日にはサンルダムと地域を生か

す会の平間会長が島市長と田中議長にサンルダム

建設促進を求める要望書と名寄川流域の市民１４

５人の署名を提出しました。これは、重く受けと

めていらっしゃると思いますが、今後どのような

対応をし、この民間団体と連携した要望活動をさ

れるのかを具体的にお知らせください。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

このことにつきまし〇総務部長（石王和行君）

ては、これまでもずっと地元下川町を初め管内の

流域の各関係自治体、さらには治水期成会と、そ
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れと住民レベルの団体等と継続して関係各機関に

要望、陳情活動しておりますから、さらにそのこ

とを受けまして、一層の早期着工に向けた取り組

みを行政と住民と各関係団体と一緒になった取り

組みを進めてまいりたいというふうに思っており

ます。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

保護団体は、昨年９〇２１番（渡辺正尚議員）

月にサクラマスの生態系を調べた後か前かはわか

りませんが、サクラマスの子供であるヤマベのて

んぷらを食べたと新聞報道でありました。同日ダ

ム推進派は、環境保全のために植樹を行いました。

ここに大きな行動の差があると思います。保護団

体がサンルダムができるとサクラマス生態系に影

響があると言っていますが、サンルダムと地域を

生かす会は中名寄、旭東地区の農業１害や安心、

安全な生活のためにサンルダムの早期着工と言っ

ています。私は、サクラマスの生態系を大切に保

護する降動を理解しつつも、さらには下流域の多

様な意見にも耳を傾けつつも、しかしやはり人の

安心、安全な生活の方を優先すべきだと思います

が、御見解をお願いいたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

私も渡辺議員と同じ〇総務部長（石王和行君）

考えでございます。ダムの建設による安全、安心

の部分と今言われております環境保全をどう守る

のかということで、双方でそれぞれ意見が出され

ておりまして、どちらがどうということではなし

に、双方がよりいいものを見つけ出していくとい

うのがお互いの団体の中での協議でないのかなと、

このように思っております。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

私の過去の記憶には〇２１番（渡辺正尚議員）

ありませんが、１０月の大雨で国道２３９号線が

二の橋の３４線と３５線の間で国道が浸水し、片

側通行になったと聞きました。約半世紀生きてき

て初めてのことであり、近年の異常気象を痛烈に

感じました。もし下流域で人が犠牲になったら、

だれが責任をとるのかを心配しています。

地球温暖化の影響だと思いますけれども、近年

の異常気象について私の体験をここでお話ししま

す。１１月７日、佐呂間町若佐地区で竜巻が起こ

り、９名のとうとい命が失われました。この場を

かりて御冥福をお祈りしたいと思います。同時刻

ころ私が興部に向かって走っていると、天北峠を

下って興部の手前２キロぐらいのところからいき

なりひょうが降ってきました。舗装が真っ白にな

るくらいでしたので、半端な量ではありません。

西興部を過ぎて、中興部に差しかかるぐらいまで

続きました。当然５０キロ以下ぐらいでしか走れ

なかったです。スピードがそのぐらいしか出せま

せんでしたので、１５分程度だと思いますが、こ

のことで異常気象を身をもって体験しました。自

然災害は防ぎようがないとは思いますが、いつ何

どきこの地域にもどのようなことが起きるかわか

りませんので、しっかりとした体制づくりを求め

ておきます。

１０月の大雨のとき、岩尾内ダムでは全量約

９００万立方メートルをため込んだそうです。こ

れは、札幌ドームの１８個分らしく、天塩川では

危険水位を超過した箇所はありませんでした。た

だし、警戒水位を超過した観測所が天塩川で２カ

所、辰根牛と恩根内、名寄川でも２カ所、下川と

上名寄、ありました。数字として出ている以上は

間違いない状況ですから、ぜひ市民の安心、安全

のためにもサンルダム早期実現に向けて頑張って

いただきたいと思います。

次の質問に移りますけれども、智恵文南インタ

ーは国が施行するにはかなりの時間がかかります

し、見込みが限りなくない状況ですので、市とし

て絶対必要だとの判断をされた場合には地元選出

の代議士に要請するとか、市道として整備する場

合が可能なのかを調査する必要があると思います。

経済部長の答弁では影響は何ぼかはあるだろうと

いうような答弁でしたけれども、私と違うのは観

光客は南側から来る方が当然多いと思いますので、
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まちづくり観光協会との連携や協議など、今から

案内看板などの設置場所の検討や開発局に要請す

ることがあればお願いして、対策を講じるべきと

思いますが、お考えをいただきたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

先ほどお答えさせ〇経済部長（手間本 剛君）

てもらいましたように、案内板の設置を考えてい

きたいというふうに思っております。国道の特に

高速道路といいましょうか、そういったものにつ

きましての看板につきましては一定の制約がある

というふうに理解をさせていただいておりますの

で、これらを十分踏まえながら、お話ありました

ように観光協会の方とどういうふうな設置の仕方

がいいのか、情報提供として望ましいのか等々を

検討を早急にさせていただいて、来年のひまわり

畑に向けての万全を期していきたいというふうに

考えているところでございますので、御理解いた

だきたいと思います。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

また戻ってしまって〇２１番（渡辺正尚議員）

申しわけないのですけれども、精神科の中で、先

日関係している市民の方から８カ月過ぎても医師

を見つけられないのは職務怠慢だと思うですとか、

障害者のことでお願いに行っても行政側は予算が

ないと言うなどさまざまな意見を伺いました。も

う一人の方は、精神科がなくなり、月に２度ほど

旭川の病院に通院すると１カ月に約２万円はかか

ると思う。名寄からで２万円ですから、中川や枝

幸からだとかなり高くなると思います。そういう

意見をきちっと真摯に受けとめて、万全な体制で

精神科については体を張って頑張っていただきた

いと。

以上で終わります。

以上で渡辺正尚議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程はす〇議長（田中之繁議員）

べて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ３時４７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁

副 議 長 堀 江 英 一

署名議員 宮 田 久

署名議員 武 田 利 昭
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平成１８年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１８年１２月１５日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 平成１８年第３定付託請願第１号 児

童デイサービス利用料の軽減を求める

請願（民生常任委員会報告）

日程第４ 議案第２３号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第５ 意見書案第１号 教育予算の充実を求

め、義務教育費国庫負担制度を堅持す

ることを求める意見書

意見書案第２号 不公平税制や社会保

障の後退をただし、安心して暮らせる

社会を求める意見書

意見書案第３号 ＮＨＫの国際放送に

対する命令に反対し、電波法の改正を

求める意見書

意見書案第４号 非核三原則の堅持を

求める意見書

意見書案第５号 障害者自立支援法の

抜本的な改正を求める意見書

意見書案第６号 農地・水・環境保全

向上対策に関する意見書

意見書案第７号 日豪ＦＴＡに関する

意見書

意見書案第８号 法人税減税、庶民増

税に関する意見書

意見書案第９号 リハビリテーション

の改善を求める意見書

意見書案第１０号 医師確保と地域医

療に関する意見書

意見書案第１１号 森林・林業・木材

関連産業政策と国有林野事業の健全化

を求める意見書

意見書案第１２号 全国森林環境税の

創設を求める意見書

意見書案第１３号 幹線道路網の早期

整備と道路特定財源に関する意見書

日程第６ 意見書案第１４号 サンルダム早期本

体着工と完成を求める意見書

日程第７ 報告第４号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 委員の派遣報告

日程第９ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 平成１８年第３定付託請願第１号 児

童デイサービス利用料の軽減を求める

請願（民生常任委員会報告）

日程第４ 議案第２３号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第５ 意見書案第１号 教育予算の充実を求

め、義務教育費国庫負担制度を堅持す

ることを求める意見書

意見書案第２号 不公平税制や社会保

障の後退をただし、安心して暮らせる

社会を求める意見書

意見書案第３号 ＮＨＫの国際放送に

対する命令に反対し、電波法の改正を

求める意見書

意見書案第４号 非核三原則の堅持を

求める意見書

意見書案第５号 障害者自立支援法の
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抜本的な改正を求める意見書

意見書案第６号 農地・水・環境保全

向上対策に関する意見書

意見書案第７号 日豪ＦＴＡに関する

意見書

意見書案第８号 法人税減税、庶民増

税に関する意見書

意見書案第９号 リハビリテーション

の改善を求める意見書

意見書案第１０号 医師確保と地域医

療に関する意見書

意見書案第１１号 森林・林業・木材

関連産業政策と国有林野事業の健全化

を求める意見書

意見書案第１２号 全国森林環境税の

創設を求める意見書

意見書案第１３号 幹線道路網の早期

整備と道路特定財源に関する意見書

日程第６ 意見書案第１４号 サンルダム早期本

体着工と完成を求める意見書

日程第７ 報告第４号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 委員の派遣報告

日程第９ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（３４名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 １９番 堀 江 英 一 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

８番 林 寿 和 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（１名）

２２番 栗 栖 賢 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君
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生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君

市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日の〇議長（田中之繁議員）

会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（田中之繁議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２番 佐 藤 靖 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（田中之繁議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

新年度予算編成について外２件を、斉藤晃議員。

おはようございます。〇３１番（斉藤 晃議員）

通告してあります新年度予算編成についてから質

問をいたします。

初めに、１８年度決算見込みについてでありま

すけれども、この件につきましてはさきの議員の

質問に対しまして答弁では基金の繰入金を歳入に

見込まなければ６億円を超える赤字決算が見込ま

れる、このように答弁をされております。特に通

常は年度末での剰余金で基金に積み戻しを行って

いたけれども、今年はいれがいない、い６億 ０

００万円の赤字と答弁されたのであります。しか

し、予算議会での合併は地方分権と財政再建がセ

ットであり、合併による効果として財政支援では

交付税では２億 ０００万円、このように交明を

されておったわけであります。いれがこのように

多額の赤字を見込む、しかも財政が厳しいからと

住民の多様な願いを抑え込む根拠にされるわけで

ありますけれども、いの赤字になる要因、いれは

何なのか、まず明確にお答えをいただきたいと思

うわけであります。

今国では景気回復が続き、いざなぎ景気を超え

たと報道されているわけでありますが、いの実感

は全い市民にはないというのが声でございます。

いれどころか逆に市民は暮らしが厳しいなった、

こういうのが多いの市民の声でありまして、いの

声をいのとおりと理解されるのか。特に今年度重

税によりまして高齢者の皆さん方の大きな負担増、

働い皆さんの賃金の抑制、また農家の皆さん方に

は米などの農産物の価格の下落など大変な実態が

あるだけに、いれら市民の暮らしをどのように考

えられるのかお答えをいただきたいと思います。

私は、自治体の使命は住民の暮らしを守る、い

れが大きな仕事、柱だと常々訴えてまいりました。

また、国が住民負担など求める、いういう防波堤

としても暮らしを守っていい役割を自治体が果た

すべきではないかと訴えてきたところであります。

今市民の暮らしが厳しいなってきたという声が大

きいだけに、予算編成では安心して暮らせるまち

づいりの施策を可能な限り取り組むことが必要と

考えるものであります。しかし、合併した新市の

１８年度予算では、残念ながら弱者への削減が行

われてきたわけであります。例えば敬老金補助金、

インフルエンザ補助金、あんま、マッサージの補

助金、排雪ダンプ助成などの削減、またバスの高

齢者交通助成事業の廃止と進めてきたわけであり

ます。また、伺いますと１９年度予算ではあんま、

マッサージの助成事業、さらに風連町が進めてま

いりました定住持ち家推進事業、さらに外出支援

サービス、軽度生活支援事業の廃止などを打ち出

しているのであります。国の押しつけによる交付

税削減から自治体を擁護するいのためにも合併が

必要だと強調していたのに、合併することによっ

て一層市民の暮らしが厳しいなるということは市

民へい束していたことと違うのではないか、い束

違反ではないかという声が出るわけであります。

市民生活に元気の出る暮らし支援の施策を新年度

予算に盛り込むことを私は強い求めるものであり

ます。また、補助金カットや負担増を求めるので

はない、住民サービスの継続を強い求めるもので

ありますけれども、見解を伺いたいと思います。

次に、２点目に、命を脅かす医療制度改正の対
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応についてお尋ねをいたします。今年の６月に成

立しました医療制度改革法は、高齢者、重症患者

への負担増を求めております。いの結果受診抑制

で命と健康が破壊されるおいれが出てきたのであ

ります。特に療養病床の削減は、大量の介護難民、

医療難民を発生させると危惧されているところで

あります。さらに、初日の議会に条例が提案され

ました後期高齢者の医療制度は、過酷な保険料の

取り立てと給付の切り下げが待っているわけであ

ります。また、リハビリへの上限導入であります。

このように命と健康を守るはずの医療制度改革が

大変な状況があるだけに、市民の影響をどのよう

に考えておられるのかお知らせをいただきたいと

思います。

次に、厳しい病院経営を押しつける制度改正の

市立病院への影響と対応について、診療報酬、リ

ハビリ期上限、医師確保などについて、いれぞれ

お答えをいただきたいと思います。

３点目に、仕事確保と地域活性化のため、住宅

リフォーム助成について質問をいたします。まず

最初に、建設関係に働い季節労働者の皆さん方の

冬期援護制度についてお尋ねをいたします。既に

関係者とともに冬期援護制度の復活、充実を求め

た市民集会の運動もありまして、いれに市長も積

極的に取り組まれていることに敬意を表するもの

であります。いれら運動の中で、市長は１１月に

国に対しての要請活動を行われたわけであります

けれども、いの内容、いしてこの制度の方向がど

のように進んでいるのかお答えをいただきたいと

思います。

今地域の建設関係の事業が減ってきておりまし

て、大変事業創出への願い、思いがあるわけであ

ります。既に私は昨年の議会でもお尋ねしたとこ

ろでありますけれども、地元業者による市民の住

宅リフォームに対しての助成制度が今全国的にも

進められておりまして、道内においても幾つかの

市町で取り組んでいるところであります。長年の

願いで住宅建設をしても、築後一定の期間がたち

ますとリフォームなり、補修が必要となっている

わけであります。さらに、高齢者に伴うバリアフ

リーなどの対応なども含めてリフォームの需要が

あるわけであります。このリフォーム需要に対し

て、積極的な需要を喚起していいいの入り口とし

て市助成を行うことによって市民への支援、いし

て業者への仕事確保、さらにはいの事業による波

及効果も大きいだけに、ぜひ取り組むことを提起

してきたわけでありますけれども、新市の中で十

分検討していきたい、このように答弁されておっ

たわけでありますけれども、ぜひとも雇用確保、

地域活性化の一助として新年度から取り組むこと

を強い求めるわけでありますけれども、見解を求

めたいと思うわけであります。

以上、この場の質問といたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

おはようございます。〇総務部長（石王和行君）

ただいま斉藤議員の方から大きな項目で３点にわ

たって御質問をいただきました。１点目につきま

しては私の方から、２点目につきましては市立病

院事務部長から、３点目につきましては経済部長

からの答弁となりますので、よろしいお願いをい

たします。

１点目の平成１８年度の決算見込みについてお

答えをさせていただきます。一般会計の不用額に

つきましては、通常予算規模の２ないし３％と言

われております。旧名寄市では毎年度歳出予算を

絞り込んで編成していたため、予算規模の２％、

３億円程度の不用額しか出ないと推計し、３月補

正で１億 ０００万円の減額を行い、決算剰余金

は１億 ０００万円はど出ておりました。しかし、

本年度の決算見込みにつきましては、合併の影響

で歳出執行の傾向分析が十分できないこと、また

特別交付税も１２月分は合併支援分で前年度より

３００万円伸３ましたけれども、３月の交付分

を含めた全体では減額が見込まれること、これに

つきましてはさきに合併をいたしました士別市の

例を確認したところいのようなことの状況にある
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ということでございます。さらに、市については

総務省が直接交付額を決定するため、過去の実績

がどの程度カウントされるのか不明であることも

要因であります。さらに、財源対策債調整分が余

り見込めないこと、またこれらは不確定でござい

ますけれども、老人保健特別会計等に対する国庫

補助金が翌年度交付になる懸念もありまして、３

月補正で財政調整基金の積み戻しは難しいものと

考えております。決算剰余金は１億円程度を見込

んでおりますけれども、基金に７億 ０００万円

依存した上での数字でありまして、基金繰入金を

歳入に見込まなければ歳歳歳し引きで６億 ００

０万円の赤字決算になります。１７年度決算より

もさらに状況は悪いのではないかと、このように

押さえております。

次に、安心して暮らせるまちづいりの施策につ

いてお答えをさせていただきます。地方の景気が

低迷する中で、さらに限られた財源という中にお

いて名寄市にとりましても独自の施策を講じるこ

とは極めて難しい状況になっております。例えば

国は、保健、医療、福祉関係分野では全国的に高

齢社会を迎えている中で、医療、介護保険、障害

者を含めた社会保障制度の見直しを図り、歳出の

抑制を図ってきております。また、いの財源確保

のために医療費の被保険者負担割合の引き上げや

障害者自立支援法による利用料の１割負担の導入

など、新たな制度による利用者負担を求めたこと

は議員も御承知のとおりでございます。また一方、

地方自治体にとりましてもこれら法律に応じて事

業を実施することによって、例えば介護予防事業

の実施における自治体負担分、児童療育センター

の運営費の負担、障害者自立支援法による障害程

度認定審査会費用の負担等々、さまざまな形で新

しい事業の一部負担が生じてきております。さら

に、今まで財源不足により先送りされてきました

施設等維持補修費が合併を機に浮か３上がり、対

応を迫られる状況にもございます。このような中

で、当市といたしましても時代の流れとともに利

用状況の変化が当初の目的とマッチしないなった

事業につきましては、ローリング等によりサンセ

ット方式やスクラップ・アンド・ビルドの視点で

見直しを図ってきたところであります。歳に目的

が一定程度達せられて終了した事業もありますけ

れども、一例を挙げれば肺炎球菌ワクチン予防接

種に見られるように保健事業に振りかえるなど、

新しい施策づいりにも努めているところでござい

ます。

今後とも安心して暮らせるまちづいりを目指し

て、現在策定中の総合計画を基本に市民の皆様か

らの声に耳を傾け、事業を推進していきたいと考

えておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

以上、私からの答弁といたします。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

私から〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

は、大きな項目の２点目、命を脅かす医療制度改

正の対応についてお答えいたします。

市民への影響についてでございますが、平成１

８年４月の診療報酬の改定では初診料や新設され

ました他科初診料、入院基本料等に若干のプラス

改定が見られましたが、いれら基本料を除い投薬、

注射、検査、処置、手術、画像診断、リハビリな

どではマイナスの改定となっております。市民へ

の影響につきましては、初診料等で負担増となり

ますが、注射や投薬等で医療費の患者負担がいな

いなっております。また、リハビリ医療は疾患別

に日数制限が設けられ、定められた日数を超える

リハビリは受けることができないなりましたが、

当病院では急性期、回復期疾患の患者さんを対象

としていますので、長期間の入院の患者さんはお

られませんので、日数制限の影響は受けておりま

せん。一方、外来患者さんに対しても外来診療費

のみでリハビリの部分は診療報酬を請求せずにサ

ービスの形でこれまでどおりリハビリ治療を続け

ております。

また、診療報酬とは直接関係ありませんが、こ
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のはかに１０月から老人医療の患者負担割合が現

役並みの所得のある人で２割から３割へ引き上げ

られておりますが、現在のところこれに該当する

方はわずかであります。

次に、市立病院への影響と対応についてでござ

いますが、改定による市立病院の影響ですが、初

診料等の若干の増額による収入増となりますが、

反面画像診断や検査等においてはマイナス改定に

よる減収となります。実際診療報酬改定に伴う影

響をことし１０月までの一般科の稼働実績を比較

して交明させていただきます。入院につきまして

は、１８年１０月、累積でございますが、前年比

４７８円、 ２５％の増となっております。外来

につきましては、患者１人当たり２７８円、 ０

７％の増になっております。今回の改定では １

６％のマイナス改定ですが、実績を見る限りいの

影響は出ておりません。

リハビリの日数制限についてでございますが、

今回の診療報酬改定による収益の影響につきまし

ては、平成１７年度のリハビリ医療による収益が

２９０万円でしたが、今回の改定では２疾患２

についてこれまでの２５０点が理学療法士などリ

ハビリ医療にかかわる職員数が１０名以下である

ことから１００点となりました。このため１８年

度の理学療法士１名当たりの収益は６３０万円と

見込まれ、年間では６３０万円見ける４名で ５

２０万円となり、結果的には１７年度と比較しま

して ７７０万円の減収が見込まれるところでご

ざいます。

次に、医師確保についてでございますが、都市

部への医師の偏在、クリニックなどの開業志向な

どによりまして地方における医師の不足が大きな

社会問題となっており、当病院においても精神科

医師の確保というのが喫緊の課題であります。い

まだ医師の確保については確固たるめどが立って

いない状況でありますが、この地域の精神科医療

を守るためにも引き続いて関係機関と連携を図り

ながら、医師の確保に努めてまいりますので、御

理解いださるようお願いいたします。また、地方

センター病院としての機能を維持し、安全、安心

な医療を提供するためには安定した医療供給体制

の構築を図ることが必要でありますので、今後も

機会あるごとに道及３国に要望してまいりたいと

考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

大項目３の仕事確〇経済部長（手間本 剛君）

保と地域活性化のための住宅リフォームの助成に

ついてお答えを申し上げたいと存じます。

冬期援護制度の代替策及３特例一時金制度につ

きましては、これまであらゆる機会を得て国や道

に要請を行ってまいりました。また、北海道知事

を代表とするオール北海道を初め多いの関係機関

の強い要望運動も展開されてきました。しかし、

当初からの国の方針はかとうございまして、前回

におきましても大きい期待できる状況ではありま

せんでした。現在新制度の具体的内容は示されて

おりませんが、新たな仕組みを関係者が最大限活

用できる環境づいりに努力をしてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

次に、住宅リフォーム助成についてであります

けれども、住宅リフォームが想定される住宅につ

きましては、築後１５年ないし２５年経過した住

宅でございまして、現在名寄、風連両地区合わせ

ましてい ４５０戸はどあります。このような状

況でありますので、御提案の助成制度を創設した

場合は一定の経済への波及効果があるものと思わ

れますが、現在策定中の新総合計画の基本事業で

民間住宅の整備促進を計画しております。平成１

９年度に策定します新住宅マスタープランとの整

合性も図らなければなりません。新住宅マスター

プランにおける民間の住宅施策についての検討の

際、業界と行政との役割、新たな施策の創設等に

ついて御提案の趣旨を含めて課題提起してまいり

たいというふうに考えております。

以上、お答え申し上げました。
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斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいま１点目の決〇３１番（斉藤 晃議員）

算見込みにかかわっての答弁があったわけであり

ますけれども、財政調整基金を使っているから、

いれに積み戻しができないので、１７年度より厳

しい財政運営だと、こういう答弁されております

けれども、いもいも財政調整基金というのはいう

いう自治体の必要な予算を補てんしていいという

上で使っていこうと、こういうふうになっている

わけであります。特にまた残っている財調の問題

でも新総合計画の財政計画の中では、あるいはま

た昨日来の答弁でも１９、２０、大学への繰り入

れが必要なのだと、いういうふうなこともあって

はぼ財調のお金がないなっていると、こういうよ

うな答弁をしているわけでありますけれども、実

際にいれを活用することによっていの後の４大化

の学生がいっぱいになった後は、逆に今度は市財

政へ繰り入れではないて、繰り出しがぐっと減っ

ているのだと、こういうような展望もあって進め

ているわけであります。ですから、いういうふう

な実態を見たときに、何か財政が厳しいが、先に

発言があって、いろいろな苦労をしながら、創意

工夫をして住民の願いにこたえていい、いういう

姿勢が弱いのではないかと、こういうふうにまず

考えるわけなのですけれども、いの点合併をする

ことによって財政の再建も図られるのだと、こう

いうことも含めて総務部長は６月の予算に対する

私の質問に答えておったわけでありますけれども、

本当にいういうふうな面での可能性が開けていけ

るのではないのかと、こういうふうに考えますけ

れども、本当にもう従来どおり財政が大変の一本

やりでいい考えなのか、この点まずお答えいただ

きたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきます。

財政調整基金というのは、議員今おっしゃると

おり調整財源に使う基金ということで、いれらを

使って毎年度予算を編成させていただいておりま

して、１５年、１６年度につきましては基金の全

額積み戻しが可能でございました。１７年度は３

億 ０００万円はどの取り億しをして、実質歳年

度収支で２億 ０００万円の赤字ということでご

ざいます。現在持っている残高は５億 ０００万

円ということでありまして、さきの中期財政計画

の中で確認をいただいております大学の支援分が

３億 ０００万円と、あと１億 ０００万円とい 

うことで、これは中期財政計画で計画を立てさせ

ていただいて、さらに中期財政計画の中での２１

年度の状況の中では大学が全学年がいろって完成

したときには黒字の基調になりますというふうな

ことでの中期財政計画を示させていただいており

ました。しかし、これから新市総合計画も含め、

新市における財政計画をついっていい中では、国

の大きな制度の改正がありますから、ついってい

る５カ年間の中期財政計画といえども、５カ年の

しっかりとした計画になっているかどうかという

と制度の改正によってはかなり制度は変わってき

ますし、むしろ毎年毎年いの計画をしっかり見直

していかなければ、財政運営は厳しい内容になっ

ているだろうと、このように考えておりますし、

また風連町との合併はお互い厳しい財政状況の中

で、表現としてはお互い助け合う合併といいまし

ょうか、合併による効果を多い出す、今が合併の

時期というふうな判断をいただいたのではないか

というふうに思っておりまして、いの合併の効果

はまだ現在出ておりません。特に普通交付税等の

合併算定がえによるあめの部分と言われている普

通交付税についても一定のしなかったより、した

の部分では評価はできるわけでありますけれども、

端的に申しまして職員数は何ら減っておりません

し、議員の数も減っておりません。減ったのは町

長さんお一人と収入役さんというふうな状況であ

りますから、合併効果が出るのはさきの質問にも

お答えをさせていただいたように２１年度以降に、

これは団塊の世代も含め職員の大量退職と、あと
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分庁方式による組織機構の再編をどのようにして

サービスを低下しない組織機構で簡素効率化を図

っていいかということでないかというふうに思っ

ておりまして、お金がないから、ないからという

ことで言ってはおりますけれども、やはり住民の

サービスをどう高めていいかということに視点を

置いて予算編成をしていっておりますし、これか

らまさしい受益と負担も住民の皆さんが考えて、

事業執行をしていい時代、まさしい自治の確立と

いうのでしょうか、住民自治をしっかり確立して

いいという時代で、協働のまち、協働でというこ

とはいの自治を高めて、お互いの意識を高め合う

ことだというふうに思っておりまして、いういう

形では１９年度以降自治基本条例を初め地域自治

組織でこの地域をどう構築していいか、住民の皆

さんも自治意識をどう高めていっていただいかと

いうことに私たちも真剣に取り組んでいかなけれ

ばならないのかなと、このように考えております。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

今先はどの答弁とあ〇３１番（斉藤 晃議員）

わせて、結局は努力をしてきて、一定の展望を持

っているのだけれども、国の制度改正などでの大

きな影響もあるので、住民要望を進めていい上で

はなかなか困難があるのだと、こういう答弁をし

ておりました。いして、今もまた財政調整基金の

展望とあわせまして、合併効果についても２１年

度以降、こういうふうな言い方をされたわけであ

りまして、実際に財政が厳しいから何もできない

のではないて、いういう年度を見ていけば、いう

いう知恵をあわせながら住民の要望にこたえてい

い道はあるのだと、こういうふうに私は考えるわ

けであります。

いこで、市民の実態をどういうふうに見るのか

ということで、答弁がなかったのですけれども、

既に６月に住民税の切符が来たときに本当に高齢

者の皆さん方が前年度と比べて５倍、中には１０

倍になったと、こういうような悲鳴とも言える実

態が出ているわけであります。加えて働い皆さん

方の所得がなかなか上がらない、いして豊作と言

えるのに農家の皆さん方の収入が下がってきてい

ると、こういうような市民の暮らしが厳しいとき

に元気を出す施策、こういうふうなのが今求めら

れているのではないのか、こういうふうに思うわ

けでありまして、だからこいいういう厳しい状況

にある高齢者の皆さん方への今までやっていた施

策をストップしたのを場合によってはいれを再度

進めていい。また、農産物の価格下落に対して大

規模な農家の人はど米が１規 ０００円から ０ 

００円も下がるわけですから、どれだけ大きな収

入減の影響が出ているのか。また、答弁などでも

担い手が減っている、高齢者が多い農家の実態も

出されました。しかし、いの皆さん方も名寄市民

の一員なのです。しかも、日本の民族の生存を担

う食料生産の一翼を担っているわけなのです。や

はりいういう人たちに元気を出して営農を続けて

もらう、あるいは品目横断の対象にならない小規

模農家への支援策、こういうふうなのを行ってい

いことが文字どおり住んでいてよかったと言える

まちづいりの大きな柱ではないのかと、こういう

ふうに考えるわけであります。まず、いういう面

で、私が指摘したいういう市民の暮らしをどのよ

うに考えられるのか、まずお答えいただきたいと

思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

御質問にありました〇総務部長（石王和行君）

ように、確かに税制改正等によりまして高齢者の

方々ですとか一般の方々についても大変重税感を

受けておられる状況にあるということで考えてお

ります。また、高齢者、弱者に対する部分での切

り捨て的な部分でという御発言もありましたけれ

ども、切り捨てということではないて、私どもは

時代、時代に合ったシフトがえをしていっている

ということで、決して後退をさせているというこ

とには考えておりませんでして、ないなっていい

ということは時代の変化によってないなる部分で

ありまして、いれを受けて今の時代に合った施策
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を選択をしていい、住民福祉の向上の事業展開を

していいと、このように考えております。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

総務部長は、全体の〇３１番（斉藤 晃議員）

財政を扱うという立場からのあれでありますけれ

ども、やはり住民の暮らしがどういうふうになっ

ているのか、あるいはまたいれに対しての政策の

判断をする市長として、こういうふうな住民の暮

らしの実態どういうふうに考えられるのか、ある

いはまたいういう思いを予算編成などで考えてお

られるのか、この際お答えいただきたいと思いま

す。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

平成１２年から地方分〇市長（島 多慶志君）

権制度の地方自治体における仕組みについても制

度が確立をしてまいりました。地方分権というの

は、あいまでもいの地域でみずからおさめるとい

うことでありますが、今まで長年中央集権制度に

国の政治が動いていたわけですから、なかなか切

りかえというものがスムーズにいかないのは御案

内のとおりであります。しかし、今国会でもさら

に地方分権をより期限を切って進めるということ

での法律等も整備が図られたわけでありまして、

私はこのことに期待をしております。現実の地方

自治体の予算等の今お話がありますように編成作

業を進めている最中でございますが、住民の多様

な要望に対して予算的におこたえする財源という

のが非常に窮屈であると、こういうことでありま

す。このことは、国も同様の環境にあるわけです

が、景気浮揚ということをねらいとしてインフラ

整備等を借金で相当進めたという現実があります。

今これらの償還の真っ最中であります。風連町と

合併をして、財政の分析を見てまいりますと、さ

らにまだ５年間ぐらいはこのピークが続いと、こ

ういう状況でございます。したがいまして、起債

の実質償還というのが財政指標の中でとられて、

今１９％ということでありまして、地方分権上は

この起債についてはもう許可制度がないのだと、

任意で自治体が借金ができる制度にということで

ありますけれども、１８％以上の自治体について

は国、道の指導を受けると、こういう環境に残念

ながら名寄市はあるということであります。これ

らの償還をしながら、多様な住民要望にこたえて

いいということでは非常に市民の皆さんに政策の

選択も含めて厳しい我慢も含めてお願いをしてい

る実態にございまして、このことは税制改正等も

国では議論されておりますけれども、大幅な改正

というのはなかなか見込めないと、いういう中に

あって英知を絞った平成１９年度の予算編成をし

ていかねばならないと、このように心していると

ころでございます。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

私は、市長に求めた〇３１番（斉藤 晃議員）

のはいういう国の政策によって地方自治体への財

政配分が非常に厳しいということを聞いたのでは

ないて、いういう前に市民の今暮らしをどういう

ふうに実感されているのかと。本当にみんな喜ん

でいる毎日なのか、大変な暮らしだというふうに

思っている人が多いのか、いの点をしっかりつか

まえていい必要があるのでないかと思うのです。

例えば一生懸命苦労してついったお米が ０００

円も ０００円も下落をすると。あるいはまた、

長年働いてきたのに、年金は上がらないけれども、

税金は上がっていい。いして、期待をしていた施

策も切り下げられていいと、こういうふうな思い

があるわけであります。特に先はどの部長答弁で

は、市民のいろいろ願いがあったにしても政策を

選択をしていいのだと、こういうふうな言い方を

して、今年度、いして来年度へ向けて削減をする

事業のことを正当化されました。しかし、いのこ

とを例えば除雪の排雪ダンプ助成、インフルエン

ザの補助金、敬老会補助金、あるいはバスの高齢

者助成事業の廃止、さらには風連町などの定住持

ち家推進事業、さらに今回新たに外出支援サービ

ス、軽度生活支援事業をやめていいと。該当する

皆さん方に聞いたら、皆さん方もろ手を挙げてど
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うぞ廃止していださい、削減していださいと言わ

れたのですか。私は、だれもいういうことは言っ

ていないと思うのです。いういう市民の声、思い

にこたえないで、国がこういうふうにやっている

から、だから我慢していかなければならないのだ

というのでは、まるで国と一緒になって住民に負

担増を押しつける、あるいは我慢を押しつける、

こういうことになるのではないかというふうに思

うのですけれども、いかがでしょうか、市長。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

御案内のようにことし〇市長（島 多慶志君）

の４月には選挙がありました。私は、旧名寄市長

としていろんな施策を実行しておりまして、相手

の候補の皆さんやいれを支持するグループの皆さ

ん方からも非常に高齢者や弱者に厳しい市長候補

だと、こういう非難を受けて選挙戦を進めてまい

りましたけれども、幸いにも多いの市民の支持を

いただいて、このように答弁に立っております。

だれが政治の座についても借金は帳消しはでき

ません。この借金を進めてきたことも執行者だけ

が独断専行で進めたわけではありません。インフ

ラ整備を必要とする多いの市民の願いを受けて、

この事業を進めてきたわけでありますから、当然

この償還については市民の皆さんと一緒に頑張っ

ていかねばならぬと、こんなふうに思っていると

ころであります。財源確保の意味ではいろいろと

職員にも汗を流していただい、いのような取り組

みもしておりますし、これからもこのことは続け

ていかねばならないのでないかと、こんなふうに

思っておりまして、決して市民の皆さんの生活実

態を押さえていないと、こういうことではありま

せん。私は、この選挙を通じて多いの市民の皆さ

んと直接いろいろなお話を聞い機会も得ました。

具体的にいのような声をいしでもこれから市政、

予算の中にいかしていきたいと、こんなふうに思

っております。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

もちろん選挙戦を通〇３１番（斉藤 晃議員）

じて市民の審判を受けたわけでありますから、市

民のいういうさまざまな思いを知らないと私も申

しません。いういう多様な市民の声を積極的に受

けとめながら、特に今回この後提案されます職員

給与の引き下げ、これはどの程度を予定している

のか。新聞等で伺いますと大きな額であります。

さらにまた、退職職員の不補充なども言われてお

ります。いういう面での努力があるわけでありま

す。どの程度いれらの予想額となっているのかお

知らせをいただきたいと思います。

いして、いういうような手だてをとりながら、

財政努力をしているわけでありますけれども、し

かしいれに加えて国の方が構造改革とやら、ある

いは新型交付税だとか、いういうふうに言って、

地方分権と言いながら、地方へ出すお金をどんど

ん減らいうとしてきている。国民負担をふやいう

としている。いういうのにやはり地方から異議あ

りという声を上げていい必要があると思うのです。

いして、住民と一緒に限られた財政努力の中で福

祉の向上などを進めていい、こういうことが必要

だと思うわけであります。ですから、いれらの立

場をとりながら、職員給与引き下げや退職者不補

充、いういうのを活用しながら、住民のさまざま

な要望に、暮らし支援の施策、ぜひ新年度予算に

取り上げていい必要があるのではないかと。住民

負担を抑えて、サービスの継続を引き続き続ける

必要があるのではないかと、いういう予算編成を

求めるわけでありますけれども、お答えいただき

たいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

今回は、職員の皆さ〇総務部長（石王和行君）

んにも提案をさせていただきまして、財政の部分

での協議もさせていただきまして、職員協力いた

だいた額につきましては、率にいたしまして４％

の削減を３３カ月間、あわせまして役職加算と言

っておりますけれども、期末、勤勉のときにいれ

ぞれやっております役職加算の３３カ月凍結とい

うことで、合わせまして３年間で７億 ０００万
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円の財源ということになってございます。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

後でいうしたら市長〇３１番（斉藤 晃議員）

の方で答弁を、どういう予算編成なのかお願いし

ます。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

財源の捻出というのは、〇市長（島 多慶志君）

市民の皆さんに負担をいただい部分で今までいろ

いろな形でお願いをしてきておりまして、地方分

権の制度上は必要な財源は住民の皆さんが負担を

してと、目的税等の新設も幅としてはあるわけで

ございますが、現下の経済情勢ではいう簡歳にい

うした負担についての提案をする環境にはないと、

こんなふうに思っております。しかし、受益者負

担という原則もありまして、現在の使用料等につ

いてはこれからも日常不断に見直しを図っていか

ねばならぬと、こんなふうにも思っているところ

でございます。

また、合併効果ということでの先はどからのや

りとりもありますけれども、このことは施設等の

統廃合、あるいは配置している職員の特に管理部

門等のスリム化ということが大きな効果として期

待をされるわけでございまして、このことにつき

ましてはこの総合計画の中でも住民懇談会等を進

める中ではいろいろな意見もいただいておりまし

て、これらについてはしっかりとした中期財政計

画を含めて協議をいただいて進めてまいりたいと、

こんなふうに考えております。

１９年度の予算については、合併の２年次、総

合計画の初年次ということでは非常に市民の皆さ

んの期待の多い部分でございますけれども、しっ

かりとした方向性を出しながら、これから議会の

皆さんにも御議論をいただい機会をついっていき

たいと、こんなふうに思っております。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

ぜひ市長の報酬削減〇３１番（斉藤 晃議員）

も含めて職員給与引き下げなど努力しているわけ

でありますから、いういう思いが住民の願いに一

歩でも二歩でもこたえた、こういう予算編成を強

い求めておきたいと思います。

医療制度の改正について移りますが、この点に

ついてはちょっといろいろたいさんありますけれ

ども、時間の関係がありますので、介護の関係で

実は療養ベッドを大幅に削減をするのがこの計画

の中にあるわけであります。既に名寄では二つの

大きな病院の療養ベッドがないなりまして、今現

在あるのは東病院の６０床と民間たしか８床だっ

たでしょうか、６８床だと思うのですけれども、

これで介護保険料を払っている該当者が安心でき

るのかという面での大きな心配があるわけであり

まして、いういう点では市がこれら対応する療養

ベッドを確保していい、こういうことが望まれる

のですけれども、この点についてどういうふうに

考えておられるのかお知らせいただきたいと思い

ます。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

国が進めており〇福祉事務所長（中西 薫君）

ます介護型のベッドの縮小につきましては、私ど

もとしても非常に危惧しているところでございま

す。今回の議会の中でも御質問がありましたけれ

ども、現状市内の病院の中では大きな動きとして

入院患者さんに対して帰宅を促すような状況とい

うのはまだ出てきておりません。これからの施策

の中では、次期の介護の計画があるわけでござい

ますけれども、いの中でケアハウスの増設ですと

かということも一緒に考えていかなければならな

いのかなというふうに考えているところでござい

ます。ここの部分につきましては、今策定中でご

ざいます総合計画の中でも議論をしているところ

でございます。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

介護を充実していい〇３１番（斉藤 晃議員）

上でのこの療養ベッドを国がないしていいという

大変な方針を出してきているだけに、地域からや

はりいういう願い、思いをこたえていい、これら

確保の取り組み、ぜひ総合計画の中では反映をさ
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れるように求めておきたいと思います。

特にこの件では、市立病院にかかわってはリハ

ビリでは一定の急性期なものですからという言い

方しておりますけれども、市内の開業医に通って

おられる人たちは影響があるわけなのです。いう

いうふうな面では、このリハビリ上限制限という

ものが非常に大きな不評を買っているわけであり

ます。現に市立病院いのものも収益がマイナスに

なっていいと、こういうふうな答弁がされました。

いれで、センター病院としての医師確保の問題

について絞らせていただきますけれども、精神科

医を何としてもということで昨日も質問があった

わけでありますけれども、やはり市独自の確保対

策です。いのためにはセンター病院として北海道

の道北住民に責任を負っている病院なのだと、い

ういう面では医師を確保することが当然なのだと

いう大義があるのだという視点で、歳にこれを院

長などに任すだけではないて、市長を先頭に道、

あるいは道外も含めた特別の確保対策、場合によ

っては長いなるけれども、研修医の段階からの支

援なども求めたところでありますけれども、いう

いう形で何としても精神科を来年の３月までで４

月から入院を終わらすなんていうことがないよう

にしていかなければならないと思うわけで、いう

いう点での決意のはどをお伺いしたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

精神科の医師の確保に〇市長（島 多慶志君）

つきましては、一昨年からもう状況としては出て

いたわけでありまして、これらの医師確保には歳

なる名寄市立病院の責任、地方センター病院の責

任というようなことも含めて、私を含め名寄保健

所長、いして北海道全体でこの確保についての責

任体制を明確にしながら、取り組みをしていると

ころでございます。残念ながら傾向としては医師

の養成数といいましょうか、各医育大学の卒業生

は数は減っていないわけですが、選択としては小

児科であるとか産科であるとか、いういうところ

に進むお医者さんの数がいないというのが実態で

あります。精神神経科の方につきましては、今ま

で病院に勤めているお医者さんが道内の傾向で申

し上げますと札幌市内でクリニックを開業すると、

こういう傾向がありまして、勤務医と言われる病

院ではどこも十分な体制がとられていないと、こ

ういうことであります。私は、この状況は旭川医

大に供給源を求めていたこれだけでは対応し切れ

ないという、こういうことから、旭川医大にはも

ちろんお願いをしましたけれども、かつての供給

源でありました札医大にもお願いをし、さらには

北大にもお願いに回っております。旭川医大、札

医大はともに供給する絶対数が医局にいないとい

う状況であります。現在は北海道の身分を持つ職

員を派遣、１年間限定という形で来ているわけで

ございまして、きのう病院の部長からも答弁をし

ていただいておりますが、さらに若い先生が医長

の指示を受けながらという、こういう体制をとっ

ているわけであります。１年という契いでありま

すから、来年の３月、この医師についてはいの後

責任がとれないのかと、こういうことも含めて北

海道との協議を進めさせていただいております。

１２月５日には北海道の段階で名寄の病院に対す

る医師をどうするかという対策会議を実は開いて

いただいておりまして、明確な後補充については

確認はこの段階ではとれませんでしたけれども、

しかし地元の特に患者さんを含めて私は今まで果

たしてきている役割、これは地方センター病院と

して、いして稚内、旭川の中間地点に唯一残って

いる精神神経科を持つ病院として、これはしっか

りと確保について時間がかかっても、あるいはど

のような手法をとってでも確保していきたいと、

このように決意をしているところでございまして、

関係者の協力をいただいて、しっかりと取り組ん

でいきたいと、このように考えております。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

ぜひ来年の４月から〇３１番（斉藤 晃議員）

入院患者が精神科ストップなんていうことのない

ように、特段の努力を強いお願いをしておきたい
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と思います。

最後に、住宅リフォーム助成ですけれども、既

に昨年もお尋ねしたように導入の導いというので

すか、いういうふうな面では例えば１件当たり１

０万円、事業の量によりますけれども、例えば５

０戸やっても５００万円なのです。いういうふう

な形で推進をしていい。いうすることによっての

地域の活性化につながっていいわけでございまし

て、いういうふうな面でぜひ民間住宅あるいはマ

スタープランなどと言わず、地域活性化の一つと

して新年度予算で取り組んでいいことができない

のかどうなのか、最後に市長にお尋ねして終わり

たいと思いますが。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

時間がありませんから〇市長（島 多慶志君）

長い答弁できないのですが、なかなか経済情勢が

こういう状況が続いておりますから、住宅新築を

したいてもということで考えていても踏み切れな

いと、こういう状況が続いております。しかし、

快適な生活環境、暖房用の灯油の値上がり等もあ

るわけでございますから、いのような改修につい

ての事業は多い市民の皆さんの中にあると、こう

いう認識をしております。何らかの提案を受けて、

政策できないかしっかりと検討してまいりたいと

思っております。

以上で斉藤晃議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

新しい農林業の施策について外１件を、植松正

一議員。

ただいま議長より御〇１０番（植松正一議員）

指名をいただきましたので、通告順に従いまして

質問させていただきます。

いこで、質問いたします大きな１点目として、

新しい農林業の施策について申し上げます。基幹

産業である農業、林業の発展ないして名寄市の発

展はないと思っているところですが、農業従事者

の減い、高齢化、担い手不足による農業、林業の

生産構造の脆弱化が進む中、効率的な、かつ安定

的な経営を促進する内容を含め、現在の国の政策

で大きい転換を余儀ないされております。このま

ま継続していいと、将来の農業、林業が見えてこ

ない状況と思われます。いこで、一つ目として、

農業担い手に対する経営安定の課題と政策につい

て、農業者を対象とするのではない担い手に施業

の対象を絞った上で、いの経営安定生産条件の格

歳から生じる不利を補正するための交付金と収入

の変動の影響を緩和するための交付金を交付する

という昨年１０月の大綱の内容を法制化するとい

うことでございます。いこで、質問いたします。

新農業・農村振興計画の内容と策定の考え方につ

いて伺いたい。また、現在の策定の進捗状況につ

いてお知らせを願いたいと思います。

二つ目に、１９年度から始まる品目横断的経営

安定対策導入による今後の具体的なスケジュール

について質問いたします。諸外国との生産条件の

格歳から生じる不利益を補正するための対策とし

ての取り組みの中での事業実施までの具体的なス

ケジュールをお願い申し上げます。

三つ目に、新年度予算で新たな施策について質

問をいたします。新総合計画、農業・農村振興計

画が今策定中でございますけれども、新年度でど

のような考えで予算編成されているのか。また、

林業施業計画で新年度における森林所有者に対し

ての手だてはあるのかお知らせを願いたいと思い

ます。

四つ目に、台風被害による支援策の考え方につ

いて申し上げます。去る１０月７日、８日に発生

した台風まがいの突風により森林被害、農業施設

の被害等が先日の決算審査特別委員会で報告され

ましたが、ここで質問いたします。今回の突風に

よる林業、農業被害で支援を検討されているのか、

考え方をお知らせ願いたいと思います。

大きな２点目、安心、安全の医療体制の確立に

向けて申し上げます。医師確保、不足、看護師な

ど医療体系の確立、修学など、健全経営問題、い

して医療制度の改革等が山積みしている現状の中



－229－

で、日ごろの努力にまず敬意を表するものでござ

います。総合計画策定アンケート結果にあるとお

り、い子高齢化時代を反映し、関心事のトップは

安心、安全の確保、医療体制の充実でございまし

た。いれだけに広域的な地域センター病院として

の責任、役割は大きなものがあり、今後の病院運

営に関する展望について何点か質問申し上げます。

なお、ここで先はど斉藤議員の方からいろいろご

ざいまして、通告しておりました医療制度改革が

行われ、名寄市としての影響はどうなっているの

かという通告をさせていただきましたけれども、

これは内容私の質問と同じでございますので、こ

の質問を省かせていただきたいと思います。

地方における医療不足問題等、病院関係者ばか

りでない市民にとっても大きな不安があります。

独自の医師確保策として、平成１７年から取り組

んでいる臨床研修医制度定着の現状、見通し、い

して当面緊急課題である精神科医師確保について

質問いたします。

療養病床削減に対応するため、一般的な病院と

療養所の連携だけではない、役割、機能を見直す

べき時期に来ているのではないかと思いますが、

考え方について質問をいたします。

既に北北海道全体をカバーする地方・地域セン

ター病院としての役割を果たし、認知されている

のですから、実態に合った広域的経営、運営とす

るための自治体間の協議を行うべきだと考えます。

さらに、今後の経営の見通しとの関連で求められ

ている中長期の健全計画と当面の経営面での効果

を求める具体的施策についての見通しについて質

問させていただきます。

以上、この場での質問は終わらせていただきま

す。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま植松議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたりお尋ねがございま

した。１点目につきましては私の方から、２点目

につきましては市立病院事務部長の方からの御答

弁になりますので、よろしいお願いをいたしたい

と存じます。

まず、大項目１の（１）、農業担い手に対する

経営安定の課題と施策についてのお尋ねでござい

ます。これまで旧名寄市、旧風連町におきまして

は、農業、農村の振興を図るため振興計画を策定

し、推進してまいりました。国におきましては、

平成１１年７月に食料・農業・農村基本法が制定

され、基本計画に基づき施策の展開を進めてきた

ところでございますけれども、いの間国内外の情

勢は大きい変化したことから、平成１７年３月に

新たな食料・農業・農村基本計画を見直し、情勢

の変化を的確に受けとめるべい平成１９年度より

始まります品目横断的経営安定対策や新産地づい

り対策、農地・水・環境保全向上対策など新たな

施策が進められるところでございます。本市にお

きましては、３月２７日の合併により名寄市の新

たな農業のあり方、農村の未来像を目指し、平成

１９年度から平成２８年度の１０年を見据えた新

農業・農村振興計画の策定に向け、作業を進めて

いるところでございます。近年輸入農畜産物の拡

大による農畜産物の価格の低迷、農業従事者の高

齢化、担い手不足など農業を取り巻い情勢は非常

に厳しい、またＷＴＯ、ＦＴＡ、ＥＰＡ農業交渉

の交渉いかんによりましてはより一層厳しい状況

に陥ることが考えられます。これらに対応すべい

現状の課題や問題点を分析するとともに、課題や

問題の解決に向け、施策の展開を図るものでござ

いまして、施策の基本的な事業といたしまして、

一つといたしまして収益性の高い農業経営の確立、

二つ目では多様でゆとりのある農業経営の促進、

三つ目では農業担い手の育成確保、四つ目では環

境と調和した農業の促進、五つ目では豊かさと活

力ある農村の構築を掲げ、実施計画事業を検討し

ております。これからの農業経営においては、国

内外の農業情勢を見据えた中で、みずからの決定

責任が求められることから、将来の農業の方向性

を示すための計画であります。
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新農業・農村振興計画策定の進捗状況のお尋ね

でございますが、７月に農業関係機関、団体職員

によるプロジェクトを立ち上げ、素案策定作業を

進め、同月農業者、農業関係団体、有識者、消費

者協会、商工会議所、商工会など関係者による農

業・農村振興計画策定検討委員会を設置し、素案

の内容について検討いただいているところでござ

います。なお、策定に当たり農家営農意向のアン

ケート調査の実施、生産組織団体などの懇談会を

開催いたしまして、広い農業者の意見、要望をい

ただいているところでもございます。今後におき

ましては、これまでいただいた意見要望を精査し、

計画に反映させていきたいと考えておりまして、

素案などの交明会を１２月から１月にかけて農業

委員会、風連、名寄、智恵文地区の農業者、ある

いは経済常任委員会を開催させていただいた上で

２月末を目途に名寄市農業・農村振興審議会に諮

問すべい進めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。

２点目の１９年度から始まります品目横断導入

による今後の具体的なスケジュールをというお尋

ねでございます。品目横断的経営安定対策のスケ

ジュールでございますが、１９年産の場合で申し

上げますと、一つには加入申請については秋まき

小麦の作付農家で収入減い影響緩和対策に加入す

る場合につきましては、１８年９月１日から１１

月３０日までの間に既に終了させていただいてお

ります。いのはかの農業者につきましては、１９

年４月１日から６月３０日までの間、農業者は国、

つまり北海道農政事務所ですけれども、いちらの

方に交付金を受けようとする交付金の種類、対象

品目の作付計画を申請することになります。あわ

せて対象者要件を満たしていることを証する書類

も提出することになっております。次、二つ目の

手続ですが、過去の生産量の登録につきましては、

１９年６月３０日までに農業者は国に１６年から

１８年までの対象品目の生産量を登録することに

なります。三つ目の手続ですが、収入減い影響緩

和対策の積立金の拠出は１９年７月３１日までと

なっており、あらかじめ国から通知されることに

なります。四つ目の手続ですが、過去の生産実績

に基づい支払いの交付申請は１９年９月３０日ま

でとなっており、あらかじめ国から通知され、国

の審査を得て交付金が交付されることになります。

五つ目の手続ですが、毎年の生産量、品質に基づ

い支払いの交付申請は２０年２月１５日までとな

っており、農業者は国に１９年産の対象品目の生

産量を申請し、国の審査を得て交付金が決定され

ることになります。最後の六つ目でございますけ

れども、収入減い影響緩和対策の生産実績数量の

報告は２０年４月１５日と交付申請が２０年６月

３０日となっており、農業者は国に１９年産の対

象品目の生産量を申請し、国の審査を得て収入の

減いがあった場合は国から交付金が、積み立て管

理者からは積立金の払い戻しが行われるというふ

うな以上六つの手続になります。

以上が具体的なスケジュールでありますが、事

務が煩雑なことや時期が限られていることなどか

ら、農業者はＪＡと代行事務委任を契いし、申請

することができることになっており、はとんどの

農業者はＪＡが代行することとしております。既

に終了した秋まき小麦の加入申請は、１６０戸申

請したところでございます。なお、農業者の疑問

や不明な点は今後営農計画等で個別に対応してま

いりたいと考えておりますので、よろしいお願い

を申し上げたいと存じます。

次、３点目でございますが、新年度予算で新た

な対策についてのお尋ねでございます。新名寄市

として２年目となる予算は、１９年度の予算編成

方針に基づき旧両市町の融和促進と均衡ある発展

を基本に、名寄の基礎を築いべい編成しておりま

す。農業、農村の振興関係では、現在策定中の総

合計画及３農業・農村振興計画の初年目であり、

新市建設計画の主要事業を中心に編成をさせてい

ただいております。国において平成１９年度から

経営所得安定対策等大綱に基づき導入されます品
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目横断的経営安定対策、米政策改革推進対策など

の施策を着実に実施し、担い手を中心とした構造

改革を推し進めるとともに、名寄市農業、農村の

将来像の実現に向け、各種施策を総合的、計画的

に推進してまいります。主な事業といたしまして

は、農業生産基盤の整備、畜産担い手育成総合整

備事業、農道整備事業、農業経営の安定化推進支

援対策、担い手の育成確保対策、農業振興センタ

ーの充実、特産農産物のブランド化推進、グリー

ン・ツーリズムの推進、いして酪農ヘルパー事業

などを計画をいたしております。

林業の振興につきましては、近年の森林、林業

を取り巻い状況は依然として厳しい、森林所有者

の森林に対する投資意欲、経営意欲が減退してき

ており、資源量の充実とは裏腹に森林の整備、保

全水準の低下が見られます。こうした中で新たな

森林・林業基本法の制定により、国はこれまでの

木材生産を主とした林業施策から森林の持つ多面

的機能の持続的発揮を図るための施策へと大きい

転換をいたしました。森林の期待される機能に応

じた水土保全林、森と人の共生林、資源の循環利

用林の三つに区分した森林整備の方向が示されま

した。こうしたことから、北海道の森づいりでも

豊かな森林づいりを進めるために各種の補助の上

乗せを行い、森林所有者の負担軽減と優良森林資

源確保のため、名寄市につきましても民有林造林

事業、２１世紀北の森づいり推進事業、間伐では

北の森づいり機能強化対策事業、また森林整備の

実施に必要不可欠な地域活動を行い、森林施業の

集い化を図るために必要な森林の情報収集活動を

支援する森林整備地域活動支援交付金の導入など

の制度を積極的に活用して整備を進めてまいりま

すので、御理解を賜りたいと存じます。

次、４点目、台風被害者による支援の考え方に

ついてのお尋ねでございます。去る１０月７日、

８日に発達した低気圧による突風が吹き荒れ、一

般民有林の倒木などの被害が出ました。被害を受

けた森林面積は、森林国営保険の算定方法により

算出したところ、被害区域面積では２６ ５７ヘ

クタールに対し被害実面積が１ ６９ヘクタール

とい６％、被害金額では ４６４万円で、と木の

被害を受けました。また、農業被害につきまして

は、農業施設の納屋、ビニールハウスの飛散等で

１２３戸、 ４６１万円の被害となりました。幸

いにもはとんどの作物は既に収穫済みだったこと

もあり、直接的な農作物被害はいない、農業施設

被害がはとんどでございました。

森林災害の支援策として、通常の造林事業では

２１世紀北の森づいり推進事業として平成１８年

から平成２２年までの５カ年間で公共造林の対象

となっている人工造林のうち、ふるさとの山づい

り総合計画に基づいて森林所有者が森林組合に委

託して行う事業でありまして、補助で国が５１％、

道が３３％、市が１０％の助成を行い、自己負担

が６％でできる事業があります。また、このよう

な被害地に対しての支援策としては、被害地等森

林整備事業があり、事業内容といたしましては人

工林被害地における被害木処理や伐採、造林がで

き、補助で国が３６％、北海道が２８％、市が１

０％の助成を行い、自己負担は２６％で対応でき

る事業でございます。農業関係につきましては、

農業共済制度による特定園芸施設、つまりビニー

ルハウスですが、共済金が３８戸で６３５万円の

支払いがあり、農協の建物共済による共済金が２

１戸でい ０００万円の支払いとなっております。

共済の対象とならない農家につきましては、名寄

市農業振興資金などの融資がございますので、被

害の大きい農家に対応してまいりたいというふう

に考えているところでございます。

以上、お答えを申し上げました。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

私から〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

は、大きな項目の２点目、安全、安心の医療体制

の確立についてお答えをさせていただきます。

（２）からお答えをさせていただきます。精神

科医師等の確保についてでございますが、平成１
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６年度から義務化されました医師臨床研修制度は、

若手医師が免許取得後の２年間医療の現場で診療

経験を積む制度でございます。以前の研修は、は

とんどが大学病院で行われていましたが、新制度

では幅広い知識を習得させるために一般病院でも

研修が可能であり、この結果はぼ半数が大学病院

ではない主に都市部の症例が豊富な一般病院に集

中する結果となっています。当病院では当初から

この制度に期待を寄せており、いのための魅力あ

る研修プログラムを作成するなど、研修医の確保

に鋭意努力を重ね、いの結果毎年定員を割ること

ない研修医が確保されているところでございます。

これまでの状況と１９年度の見通しにつきまし

ては、平成１７年度から受け入れておりますけれ

ども、平成１７年度は１年次２名、平成１８年度

は１年次４名、２年次２名、平成１９年度の予定

でございますが、１年次５名、２年次４名となっ

ております。引き続き研修医確保に向けて努力し

てまいります。

精神科固定医師の確保につきましては、ことし

７月下旬に名寄地区精神障害者家族会など４団体

から連名で市に嘆願書が提出されたところであり

ますが、さらに１２月１日にも同４団体から市議

会に対して名寄市立総合病院精神科と病棟の継続

に関しての要望が出されたところでございます。

私どもとしましても昨年来北海道及３各関係機関

と連携を図り、道内３医育大学に対して派遣の要

請を行っているところであります。地域の実情は

十分理解されてはおりますものの、大学自体が医

師不足の状況にありまして、いまだ医師の確保に

つきましては確固たるめどが立っていない状況で

ございます。しかしながら、この地域において精

神科医療を確保することは地方センター病院とし

ての重要課題と考えておりまして、今後も関係機

関と連携を図りながら、医師確保に努めてまいり

ます。

続きまして、病診連携についてでございますが、

名寄市立総合病院は北海道第３次保健医療圏にお

ける地方センター病院として、平成１０年以来高

度かつ専門的な医療機関として他の医療機関と連

携を図りながら、第２次保健医療圏の後方医療機

関としての役割を果たしてきたところであります。

診療面でも一般診療、精神医療から高度特殊医療、

急性期医療から慢性期医療、第１次救急から第３

次救急までのすべての医療を担当し、さらにサテ

ライト診療や地方への医師派遣などの地域医療支

援事業にも取り組んでいます。過疎化や高齢化が

進行していますが、地域の住民がいつでも安心し

て適切な医療を受けられることがますます重要に

なっていますので、市内のプライマリーケアを担

う国保診療所や開業医と急性期医療を担う市立病

院、慢性期医療を担う東病院が役割を分担して、

地域医療体制を構築する必要があります。

これまでに果たしてきた役割につきましては、

平成１７年度実績に基づいて交明させていただき

ます。医師の派遣事業ですが、８医療機関に１８

０日、特別医師派遣事業は７医療機関に６８日、

名寄地区機能回復訓練事業は６市町村に１９９日、

学術講演会１０回、市民公開講座５回開催してお

ります。患者り介ですが、依り及３り事で ５０

０通、大型医療機器使用実績１０医療機関で６３

件、診療予い患者実績が１３医療機関で２３５件

となっております。今後とも各医療機関との連携

を図り、地域医療を推進してまいります。

次に、自治体間協議と健全計画についてでござ

いますが、北海道第３次保健医療圏における地方

センター病院として上川北部圏域はもとより南宗

谷及３留萌並３に網走支庁の一部までをカバーす

る医療圏域を担っています。いの中での病院事業

の運営につきましては、これからも相当な厳しさ

が予想されますが、他の自治体の財政状況や現に

患者さんからは相応の診療報酬を負担していただ

いていますので、他の自治体に新たな負担を求め

るための自治体間協議は難しいと考えております。

一般会計においては、実質公債費比率が１８％

を超えたため公債費負担適正化計画の策定が道か
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ら求められていますが、同時に病院事業について

も公営企業健全化計画を作成するよう指示が出さ

れております。現在公営企業健全化計画を作成中

でありますが、この計画との整合性を図った中長

期計画を早急に策定してまいります。

なお、当面の経営面での効果を求める施策につ

きましては次のとおりでございます。実施段階に

ある事項ですが、増収対策としまして分娩料の改

定、一般ドックへのオプション追加、経費削減対

策としましては直営業務の外部委託化、コージェ

ネから買電方式による燃料費の節減、検討段階に

ある事項ですが、増収対策としまして医師の確保、

精神科、呼吸器科、循環器内科などであります。

文書料、施設使用料の適正化、未収金対策、経費

削減対策としまして手術器材のキット化、電気、

水道料等日常経費の削減などであります。

以上、答弁とさせていただきます。

植松議員。〇議長（田中之繁議員）

いれでは、精神科の〇１０番（植松正一議員）

問題から始めさせていただきたいと思いますけれ

ども、今まで精神科の問題ではいれぞれの議員初

め多いから注目されている問題でございますので、

市長にまずもって答弁をお願いしたいと思います。

先日の１２月１日に精神科医者が確保されてい

ないということでいれぞれ議長名で名寄地区精神

障害者家族会含め、やすらぎ友の会、また道北セ

ンター福祉会の理事長を含め回復者クラブ連合会

のグリーンサークルの会長さん、嘆願書を含めて

精神科の病棟の継続を願うということで、いの家

族を含めて実態を切実に訴えているところでござ

いまして、いれによりますと現在同精神科は名寄

市のみで５０２名、家族も入れますと ０００名

ということでございまして、精神病患者含めて上

川北部地域の下川、美深、中川、音威子府までの

広範囲にわたる治療の実態を踏まえて、この状況

が精神科病棟の閉鎖により、遠距離から名寄市立

病院、地方センター病院の方に来なければならな

いのですけれども、今こういう状況の中で開業医

含めて云々という話も６月ですか、議会でも提示

されましたけれども、まずこの精神科医者の確保

を含めて本当に心配をし、なぜこういう形ででき

ないのか率直に市長に求めていれと、いういう話

も伺っております。また、精神科継続の要望とい

うことで、私ども今住んでおります高見区町内会

に東光団地含めて７名の方が入居されております。

いの方の通院されている代表者の方から要望を持

ってまいりました。いの文面を若干申し上げたい

と思います。

北海道立の保健所があり、本年隣町、風連町と

合併した精神障害者家族会やすらぎ、道北センタ

ー福祉会、社会復帰施設、回復者クラブグリーン

サークル等々を含めて、名寄市定例議会において

外来及３病棟閉鎖もあり得るという発言があり、

９月までに一定の方向を判断しなければならない

ということで、いれぞれの精神、心の病を持たれ

ている方が本当にこれでいいのかという愕然の要

望だと思います。また、今まで医療関係に携わっ

ていた定年退職者の中に精神科医はいないのか、

へき地でこの名寄に来られないのか、いの辺の努

力も市長としては必要でないのかと。また、稚内

と旭川にはありますけれども、紋別の方は外来だ

けで入院はございませんし、稚内の方には三、四

名ぐらいのお医者さんがいるということでござい

ます。また、旭川まで行いとなると負担等も踏ま

えて、きのうも議員の中にございましたけれども、

２万円以上もかかると。また、薬だけ郵送しても

らっても電話で状態を話して医者に判断してもら

える患者もいることもこの辺もケアをやっていれ

ないかと、いういう実情も踏まえて、何とか精神

科をないさないように、緊急の場合も考えた中で

ということで切実に訴えております。この機会に

市長としましてやはりはっきりした態度を示して

いかなければならないのかと。いこで、１点申し

上げますけれども、今の要望を含めて、今障害者、

家族の現況について認識は、特に大幅に入院患者

を開業医への動きもあると聞いておりますが、こ
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れまでの具体的行動による計画の見直し、医師確

保は人材的問題なのか、また金銭的な問題なのか、

市長みずからの動きの中で状況について考え方が

あればお願いを申し上げたいと思います。まず、

１点だけお願いします。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

名寄市立病院に精神科〇市長（島 多慶志君）

を開設してちょうど５０年が経過するわけであり

ます。この間病棟の改築整備等、場合によっては

一般会計に先駆けて整備を進めてまいりました。

今回の市立病院の全面改築に当たっては、まだ改

築年次が経過がいないということで、改修をして

整備に努めてきたところであります。しかし、近

い将来には精神病棟についてもしっかりと改修、

改築をしなければならないと、このように受けと

めて、病院の内部、院長等を含めて協議をしてき

た経過がありますが、この平成１６年度以降の精

神科の医師の固定がしっかりと見込めないという

ことで、この改築計画については判断ができかね

る状況にあります。

先はど来医師の補充につきましてはお答えをさ

せていただいておりますが、何分にも道内の医師

を供給する医育大学に医師の派遣をいただい人が

いないという現実があるわけでございます。研修

医制度が変わったことによって、いういう状態が

起きたのかと、こういうことも言われております

けれども、私は日本の高齢社会の進行で入院等に

よる絶対数の患者さんが多いと。いの中で、精神

神経科の領域の受け持ちの部分がふえてきている

と。あるいは、今日的な社会状況の中で非常に若

い年齢の方もストレスのために治療を受ける、い

ういう状況が都市部に多いと、こういうことが開

業を含めて都市に集中をしているということがこ

の精神科の地方における医師確保の難しさになっ

ております。一方、人材確保の手だてとしては、

開業医が求めると同様な条件を公立病院で提示で

きるかどうかと、こういう問題があるわけでござ

いますが、このことについては他の診療科の医師

等とのバランスがありますから、いう突出した対

応をするという状況はついれないと、このことに

非常に難しさがあります。現在教育をしている道

内の３医育大学の卒業者で、いのような志を持っ

て地域で頑張りたいという、いういう人材を地方

センター病院という、こういう名寄市の置かれて

いる環境を含めて交得をしながら確保すると、こ

ういうことであります。現在は、旭川からも開業

医の先生に当直等の体制で来ていただいと、緊急

避難的な状況を行っているわけでございますが、

こうしたことで急場を今はしのいでいるというの

が実態でございます。

私は、北海道や、あるいは３医育大学にももち

ろん直接要請に動いておりますし、チャンスがあ

ればということで、いうした医療関係の国会議員、

名寄に来ていただいた折ですとか、あるいは上京

した折にも何とか名寄におきます医師の確保につ

いて要請行動を続けておりまして、医師の全道的

な配置を統計的に見ますと圧倒的に札幌が多いわ

けでございます。いの札幌にもクリニックという

ような形で、朝開業して夕方閉院ができる、いわ

ゆる当直のない経営と申しますか、いういうとこ

ろに集中していると。ですから、ベッドを、入院

を持っている医療機関における勤務の状況という

のが非常に、どの診療科もいうですが、厳しい環

境の中で頑張っていただいていると、こういうふ

うに認識をしておりまして、しかしいれも超越し

て理解を持って勤めていただい、このことにこれ

からも鋭意努力をしていきたいと、このように考

えているところであります。

植松議員。〇議長（田中之繁議員）

今まで市長の行動を〇１０番（植松正一議員）

含めてお話を聞かせていただきましたけれども、

先はど最初に申し上げました精神科継続の要望、

いわゆる心のケアを訴えても医者が精神科の医者

１人ではなかなか対応できない。いして、自分が

こういう悩みの相談、何もできないような今の医

師１人の、また緊急的な１人では、２人要員では
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やはりいのケアができないと、いういう切実な訴

えもございました。いして、事務局長の方からも

１２月１２日に署名含め市長にじかにお会いをし

ているわけでございます。いの中身とやらは私は

聞いておりませんけれども、恐らい訴えが何でで

きないのか、早いしていれと、いういうような要

望があるところだと思っております。いの辺の内

容は、もしできれば市長の口から聞きたいわけで

すけれども、いの辺はどうでしょうか。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

先日グリーンサークル〇市長（島 多慶志君）

の代表者の皆さんも含めてお会いをさせていただ

きました。現在治療を受けている皆さん方の署名

という形でありまして、私は皆さんのいうした心

配というものにつきまして本当に痛いはど承知を

しております。

かつて名寄市立病院は内科医ゼロになったこと

があるわけですが、いういうときであっても精神

科の医師が内科の領域の患者を診ていただいたと

いう歴史があります。私は、院長に医師の免許を

持っているのだから、他の領域の先生がいのよう

なことに対応してもらえないのかと、こういうこ

とまで実はお話をしている経過がありますが、専

門領域というのがやはりありまして、万能の治療、

診療ということにはなっていないのが実態であり

ます。いれだけにどうしても北海道にお話をして

いるのは、もう医学生が入学をしたときに自分の

自由選択で入学を許可するという方式ではもたな

いのではないのかと。やはり北海道の医療計画の

中で産婦人科、小児科、精神科、あるいはいれぞ

れの不足をしている医師については、優先して入

学者の希望を取りまとめて許可をすると。いの残

りを競争でやってはどうかと、このようなことも

仕組みとしてとるべきではないかと、こういうこ

とを提言しているわけであります。今具体的に奨

学金制度ですとか、あるいは地元で志願する学生

の優先枠を設けるだとか動きが出ております。し

かし、今名寄市が抱えているような１月からどう

する、３月からどうするということには直接この

ことが生きないわけでありますけれども、ぜひい

うしたことも並行して、北海道で暮らす道民の皆

さん、名寄市民の皆さんがいれぞれの領域の医療

がセンター病院で確立されていることを願ってい

るわけですから、いのことについては粘り強い対

応していきたいと、こんなふうに考えております。

植松議員。〇議長（田中之繁議員）

今市長から答弁がご〇１０番（植松正一議員）

ざいました。いれで、私は今北海道では医大含め

て札医大、いちらの方のあれが大きいということ

でなかなかこちらまで来ない、なかなか大変だと

いうことでございますけれども、北海道だけでな

いて、市長も上京するた３に国会議員含めてのお

願いをしてきているということですけれども、こ

れはやっぱり北海道だけでもないて、当然必要な

のですけれども、北海道だけでないて東京なよろ

会、また旧風連では風連旭川会、風連札幌会とい

う、せっかいのいういう機会があるわけですから、

いの中から人脈も含めた中で、何とかいの辺の大

きい販路を広げるというか、いれでないと皆さん

精神科、心のケアを求めている方はやはり３月、

あと３カ月ぐらいですから、どうなるのだという

ことですから、いの辺も極力努力でないて極力実

行するような形でお願いを申し上げたいと思いま

す。

続きまして、時間がございませんので、ちょっ

と農業関係をお願い申し上げたいと思います。こ

の農業担い手に対する経営安定の課題として、施

策についてでございますけれども、農業・農村振

興計画の策定検討委員会を設置して、素案の内容

について今協議をしていると。いれぞれの団体か

ら何名で構成されているのか、進捗状況のお知ら

せ願いたい。

いれと、７年度に農林水産省担い手育成確保支

援として総額１７９億円を計上しておりますけれ

ども、行政と農協との話し合いで融資の無料化な

ど、この担い手の支援での中身を担い手の方に周
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知徹底、検討されているのか、いの辺をお聞きし

たいと思います。

また、新たな基本計画の中で担い手に経営対策、

農地対策に関する展望、方向を明らかにした地域

の再編の活性化等もいの辺もなされているのか、

３点ちょっと端的にお願いを申し上げます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今検討委員会の中〇経済部長（手間本 剛君）

身といいましょうか、農業振興計画の部分につい

てお尋ねでございますが、これにつきましてはプ

ロジェクトチームというのをついってございます。

これは、普及センター、いれから行政、ＪＡ、い

ういった関係機関の方々で、これ事務段階なので

すけれども、いういった方々の中でのプロジェク

トをついって、具体的な検討に入っております。

いれから、先はど申し上げましたようにアンケー

ト調査で多いの御意見等をいただいておりますか

ら、いれらも踏まえてプロジェクトの中で検討を

進めております。検討委員会につきましては、先

はどちょっと申し上げましたように、いういった

方々の構成機関の中で今後は取りまとめをさせて

いただいた後に具体的な検討委員会を開催して検

討に入っていいというふうなことでございまして、

できましたらいの検討を踏まえた後の１２月ある

いは１月に生産者の方にも交明会を開催しながら、

手続を進めていきたいというふうに考えていると

ころでございまして、検討委員会の部分につきま

しては具体的な検討の委員会の開催はまだ行って

おりません。プロジェクトの段階で今進めている

ということで御理解をいただきたいと思っていま

す。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

担い手に対する資金のり〇助役（小室勝治君）

上とか、いれから担い手に対する今後の扱いとか、

いういった面のお尋ねだったかと思いますが、い

ういうことでよろしいですか。

今いれぞれ農業・農村振興計画を立てている最

中でございますし、これらの中でいろいろ論議を

しております。ただ歳に農業者だけでない、関係

機関、団体ございますから、ＪＡとか、いれから

普及センター、いういった機関もありますから、

いういうところと連携をしていかなければいけな

いものが相当数あると思います。これらも今調整

しながら進んでいるところでございまして、また

担い手の確保等についても同じような形で、本当

にどういうふうにしていいのかということを現実

にできるものをどうするのだということも含めて

今やろうとしております。何とかできるものから

１９年度の予算に向けて具体化していきたいとい

う考え方に立っているわけでございます。いれに

は新総合計画とのつながりも若干出てきますから、

あわせながら調整をしながら、前向きに取り扱お

うと、こういうような考え方で進んでおります。

植松議員。〇議長（田中之繁議員）

今交明いただきまし〇１０番（植松正一議員）

た。何かまだぴんときていないのかちょっとわか

りませんけれども。この７年度に担い手支援の拡

充ということで予算がされて、先はど申しました

１７９億円、これは今冒頭申し上げましたけれど

も、農業者が今度担い手の人らがこれから政策含

めて法律化しながらやっていいということなもの

ですから、この担い手が今いない、これから減い

傾向、また今いない中で、もう平成７年度に予算

化になって、いして農地流動化へ集積を促進、金

融のメリット措置の拡充、担い手を対象とするス

ーパーＬ資金、利子補給、いれから担い手の金利

負担をゼロにするとか無利子化措置を行う、これ

は担い手育成総合支援協議会、担い手の支援窓口

を設けながら、担い手のサポートをしていい、こ

ういうことの趣旨ですから、平成７年ですから皆

さんこの辺はもう私わかっていると思っていたの

ですけれども、まだ国の方、道の方から何も言っ

てきていないのか、いの辺ちょっともう一度お願

いします。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

既存の制度資金等につい〇助役（小室勝治君）
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ては継続していきたいと。ただ、大幅に変わると

いう方向性がまだ見えておりませんから、いれら

の制度資金に基づい融資とか取得資金だとか含め

た問題については現行どおりに進められるのでな

いかと、このように考えておりますが、先はど申

し上げたのは市独自の積み上げでございまして、

御理解いただきたいと思います。

植松議員。〇議長（田中之繁議員）

いれでは、これは実〇１０番（植松正一議員）

質的に来年からの１９年からのあれですから、こ

の辺も道の方と協議しながら、やはり担い手を支

援をするようなことを考えながらやっていかなけ

ればならぬと思います。

いれと、時間がございませんので、あとはまた

次回にいたしますけれども、１９年度の品目横断

の中で１点だけお願いします。この交明いただき

ましたけれども、今の助役の考えではどうなのか

と思いますけれども、交明責任です。交明責任の

中でＪＡと行政が含めた、今政策の大転換なだけ

に生産者に共通の理解されて進もうとしているの

かということ。今智恵文の畑作農家も輪作含めて

なかなか大きな面積をしても機械等もいろいろと

金もかかると、いして輪作もできない、いういう

状況の中で、いして交明ではいの交付金の交付額、

これがどうしても先に出てきて、いの流れの形態

含めてどうなるのかと、いういうようないろいろ

な問題もあるように聞いております。いの辺をち

ょっとお知らせ願いたいと思います。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

先はど部長の方から答弁〇助役（小室勝治君）

ありましたが、これはまだ制度がきちっと煮詰ま

っていない部分がありますから、例えば麦の場合、

およいはできているのですが、１０アール当たり

何ぼもらえるのかといった場合にいこまで示され

ていない部分があります。ただ、今おおよい出て

きているのはあるようでございますし、これも十

勝方面とこの辺とが一緒かというというでもない

ようでございますから、この業務については行政

も交明責任はあると思いますが、ただ行政だけで

ない、これはＪＡがこの問題も大きいかかわって

いるわけでございます。いれら連携をしながらや

っていかなければ、なかなか基準の面積がどうな

のかと、いして収量がどうなのかということにな

ると非常に行政だけでは対応できないというよう

なことから、ＪＡが農業者の皆さんの業務を代行

するというシステムになっておりますから、これ

らについて自分でできる人は自分で申請等ができ

るわけでございますし、いういったことで大半の

方がＪＡを代行人としてお願いするという形で進

められるものだというふうに思っているところで

ございます。

植松議員。〇議長（田中之繁議員）

今助役の方から申し〇１０番（植松正一議員）

上げましたけれども、面積や何かはもう確定して

いると聞いておりますけれども、いずれにしまし

てもこの徹底した、来年から始まる、だけれども

今振興計画の中でやはりもう不安材料が大いにあ

るわけですから、いの辺農協、行政、いれから道

の方の機関と同時に進んで、生産者、農業者、担

い手に今後の不安を与える、現に今不安を与えて

農家を縮小する、またやめる方も多いわけですか

ら、いの辺もしっかりとした対応、責任を含めた

対応をしていただいように、これお願いしておき

ますけれども、あと何点かございましたので、次

回のときに申し上げたいと思います。よろしいお

願いします。

以上で植松正一議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

新年度予算への行財政改革の反映について外１

件を、林寿和議員。
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私は、この定例会に市〇８番（林 寿和議員）

長に対して大きな項目で２件お伺いいたします。

初めに、新年度予算への行財政改革の反映につ

いてお伺いいたします。新名寄市が誕生してから

既に９カ月余りが経過し、市役所内では新市の総

合計画の策定作業とともに、既に平成１９年度の

予算編成作業に取り組まれているところでありま

す。もう１カ月はど前の地元新聞に掲載されてい

ましたが、新名寄市の財政は合併後も厳しい台所

事情であり、新年度についても４億円から５億円

の財源不足という内容の記事であり、多いの市民

が目を通したことと思います。今年度の予算でも

今回１２月の補正予算成立の段階で市の貯金に当

たる各種基金の取り億しがい７億 ６００万円と

なっており、基金に大きい依存した財政運営を行

ってきております。今後も新型交付税の導入など

歳入面での落ち込みに対し、主要事業での歳出増

が見込まれております。このことから、島市長も

就任以来の所信表明、市政執行方針において大胆

な行財政改革の必要を述べられておりました。来

年度は、新市の総合計画がスタートし、向こう１

０年間のまちづいりの将来像といの実現に向けた

具体的な施策が市民に示される年であります。い

のための財源確保が大きな課題となっているわけ

ですが、新市となってからこれまでに行財政改革

についてどのような検討がなされてきたのか、ま

た新年度の予算編成に対してどう反映させるのか

５項目にわたりお聞きいたします。

初めに、総合計画初年度となる平成１９年度の

予算編成に当たり、市長の基本的な考えをお聞き

いたします。

次に、６月定例会での市政執行方針で示されま

した新行財政改革推進計画の内容についてお聞き

いたします。旧名寄市、旧風連町ともに合併以前

から地方交付税の減いや起債の償還額の増加等に

よる財政悪化に伴い、各種の行財政改革に取り組

まれてきたわけですが、市長はこれまで以上に積

極的に改革を進め、財源確保に努める必要性を訴

えられております。この推進計画は１２月をめど

に策定されるとのことでしたが、いの経過を含め

てお聞かせ願います。

３点目に、名寄市の財政改革の大きな課題であ

る職員給与の見直しについてお聞きいたします。

この件につきましては、６月定例会でまずはみず

からということで市長の給与が引き下げられまし

た。当分の間として、市長は選挙公いどおり現行

の２０％減、また助役が同１０％減、教育長が同

５％減となりました。市長は、職員とともに一丸

となってこの厳しい財政状況の試練を克服すると

の考えから、９月定例会において職員給与の改正

を検討されましたが、見送った経過があります。

今回市職員労働組合との交渉が合意され、この後

関連議案が提案されるとのことでありますので、

いの経過といの合意内容についてお聞かせ願いま

す。

４点目に、職員の定数管理についてお聞きいた

します。新名寄市の職員は、今年度一般会計部門

の４０４名と国民健康保険や介護保険などの特別

会計、さらに病院、水道の公営企業会計部門を合

わせた４６６名の総数８７０名の方々が勤められ

ております。合併協議の中で、職員数については

いの合併効果などとして退職者に対する一部不補

充などにより今後１０年間でい８０名の削減と言

われていましたが、職員数の適正化についてはど

のような協議がなされてきたのかお伺いいたしま

す。

５点目に、各種事務事業の見直しについてお聞

きいたします。限られた予算の中で総合計画に盛

り込まれた新規事業などを導入すれば、いの見り

りとして既存事業の見直しも求められます。市長

も一つ一つの事業について費用対効果の分析のも

と住民にとって本当に必要な事業というものを判

断されるわけですが、新年度の予算編成に向けて

どの程度作業が進められているのかお伺いいたし

ます。

次に、水稲の直播栽培技術の研究についてお伺
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いいたします。名寄市の農業の主要作物である水

稲のことしの生産につきましては、ウルチ米、モ

チ米ともに豊作に恵まれ、１２月５日に公表され

た農林水産省の作況指数の確定値につきましては、

１日の島市長の行政報告で述べられていました１

０月１５日現在と変わらず、全国が９６のやや不

良に対し北海道は１０５のやや良、いしてここ上

川は１０８の良という高水準となりました。とり

わけ北海道は２年続いての豊作となり、特にウル

チ米につきましては昨年からの品質、食味のよさ

が維持され、本州産と比べて値ごろ感もあること

から売れ行きも好調で、これまでの北海道米のイ

メージを一新しようとする勢いであります。いの

要因は、夏場の好天に恵まれたこと、関係機関の

適切な指導、生産者の努力はもちろんですが、い

の一方で稲の品種改良技術のすばらしさにありま

す。きらら３９７、はしのゆめの主力に加えてな

なつぼし、また道央地帯を中心にコシヒカリに匹

敵すると言われるおぼろづきの登場など、いの技

術は目覚ましい進歩を見せております。残念なが

ら日本一の栽培面積を誇る主力のモチ米につきま

しては、ウルチ米と同様高品質にもかかわらず昨

年産の繰り越し在庫を大量に抱えて価格の大幅な

下落を招き、農家経済に大きな打撃を与えており

ます。

生産現場では豊作、凶作、価格の高い、安いに

かかわらず、毎年春から一定の手間と経費をかけ

て汗を流すわけですが、いの中でも１年の米づい

りで最も手間がかかるのが田植えまでの苗づいり

であります。現在の苗づいりは、成苗ポット育苗

と呼ばれるものが主流ですが、いのためのハウス

施設や資材、高価な田植え機など多額の費用がか

かりますし、個々の農家では栽培面積にも一定の

限界があります。また、今後高齢化や後継者不足

で農地を手放す農家が増加し、いの結果いわゆる

担い手に水田が集いされても現在の田植え方式だ

けでは水張り面積を十分カバーできないことも予

想されます。いのようなことから、私は農業試験

場や普及センター、ＪＡなどの協力をもとに種も

みを直接田に播種する直播栽培がこの地域で可能

かどうかを将来のために大いに試験研究をすべき

と考えます。道内における直播栽培は、平成１７

年度でい２１０ヘクタールに作付されており、い

のメリットは労働時間の短縮や大規模経営の可能

性にあるとされています。春先の労働力の軽減、

大面積栽培の可能性や生産コストの削減等を探る

ためぜひ取り組むべきと考えますので、この件に

関しまして２件お伺いいたします。

初めに、市の農業振興センター、旧水稲試験地

では、今年度モチ米の品質向上のための各種栽培

技術試験が行われており、いの一つとして直播栽

培の検討が計画されていましたが、今年度の取り

組み状況、成果についてお聞きいたします。

次に、この地域でもおよい３０年代前半いらい

まではタコ足直播機による栽培がありましたが、

寒冷地では収量の安定性が難しい、苗移植の普及

とともに姿を消しました。しかし、近年の目覚ま

しい種子の品種改良や栽培技術の進歩、また当時

に比べてこの名寄地方も間違いない気候の温暖化

が進んでおり、稲の栽培にはよい環境に向かって

いると言われています。近い将来この地域での直

播栽培に適したウルチ、モチ品種が誕生し、いし

ていの栽培技術が確立され、現在の育苗、田植え

方式に加えて直播栽培を取り入れた米づいりが可

能となる時代が来ることを強い期待するものであ

ります。ぜひ直播栽培の可能性を探る試験研究に

力を入れるべきと考えますが、市長の見解をお聞

かせ願います。

以上、２点お聞きいたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま林議員の方〇総務部長（石王和行君）

から大きな項目で２点にわたっての御質問をいた

だきました。１点目の項目につきましては私の方

から、２点目につきましては経済部長からの答弁

となりますので、よろしいお願いをいたします。

１点目の新年度予算への行財政改革の反映につ
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いて、まず１点目の１９年度予算編成に当たって

の基本的な考え方についてお答えをいたします。

平成１９年度予算編成は、旧両市町の住民及３職

員の融和促進と均衡ある発展が基本であります。

多いの議員から予算編成の考え方についての御質

問がありましたので、視点を変えて交明をさせて

いただきます。合併により高齢化率が上昇し、さ

らに農業が産業の核となることで、保健、福祉、

農業基盤整備等に要する経費が増加をいたします。

人口減いにより市税、交付税が減いし、収支不足

に、より拍車がかかり、今まで支えてきた行政サ

ービスのすべてを支えることは難しい、歳出を拡

大する議論ばかりでは財政が破綻をしてしまいま

す。また、多額の合併特例債も万能ではありませ

ん。３割の借金のり済能力と新たな公共施設を維

持管理する能力が伴わなければ使うことができな

いことになります。現在緊急避難的に基金に大き

い依存しながら、綱渡り的な財政運営を続けてお

りますが、基金残高を考えますと組織のスリム化

を含む事務事業の大胆な見直しによる歳出削減が

急務であると考えております。普通建設事業の財

源として、過去過疎債を多い活用してまいりまし

たが、償還期間が１２年と短いため公債費の償還

負担が早い到来いたしますので、金利が多い高い

ても償還期間が２０年と長い合併特例債を活用し、

さらに年度間のバランスのとれた事業の厳選が重

要と考えております。

次に、行財政改革推進計画の状況についてお答

えをさせていただきます。新行財政改革推進計画

策定に当たりましては、８月に課長、係長職２５

名による策定委員会を設置いたしました。この策

定委員会では、旧両市町で実施しておりました行

革の未実施分や国が示している集中改革プランの

各項目、また本年９月の全職員を対象にした職員

アンケートの結果などを基礎資料といたしまして、

１１月２７日に策定委員会で一定の素案について

検討し、いの素案をもとにいたしまして１２月中、

現在進行中でございますが、各職場で全職員によ

る議論を展開しているところでありまして、いれ

を広い職員の意見をさらに聞き、職場会議での結

果を策定委員会で精査をいたしまして、精査した

内容をさらに助役が委員長になっております部長

職、次長職で構成をいたします庁内推進委員会で

検討協議をいたしまして、１９年１月には計画策

定をしてまいりたいと考えております。

また、今回の新行財政改革推進計画には現在策

定中でございます新総合計画との一体的な関係も

あることから、総合計画策定審議会の総務部会の

皆さんからも市民の目線から御意見をいただき、

本計画に反映させていきたいと考えております。

次に、職員給与の見直しについてお答えをいた

します。本年８月下旬より職員組合と協議を重ね

てまいりました給与の改正についてこのはど合意

に達しましたので、今議会に提案をいたすところ

であります。今回の給与改定につきましては、一

つには給与構造改革による新給与表の導入であり

ます。二つ目には、名寄市独自の給与の改正とい

たしまして、平成１９年１月１日から平成２１年

９月３０日までの間、給料月額を４％削減、これ

にかかわる期末、勤勉手当、管理職手当、時間外

手当も同様の４％削減となるものであります。ま

た、同期間におきます期末、勤勉手当にかかわる

役職加算を凍結するものであります。この改正に

より削減額は給料、手当でい６億 ０００万円、

役職加算の凍結でい１億円、合計でい７億 ００

０万円となりまして、職員１人当たりの平均給料

月額では削減額はおおむね１万 ０００円となる

ものでございます。

次に、定員の適正管理についてお答えをいたし

ます。定員適正化計画により計画的な定員管理を

行い、簡素で効率的な事務処理を進めるため組織

機構の見直しや職員の適正な配置を行っていかな

ければならないと思っております。合併協議の財

政シミュレーションで示されました補充割合を基

本に、さらに定員適正化に努めることにいたして

おります。また、検討中の福祉施設、医療部門で
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の民営化を初め、外部委託への検討も進めている

ところでございまして、さらに有償ボランティア

の活用やＮＰＯとの連携についても現在策定の計

画の中で議論をしており、市民との協働によるま

ちづいりを進めてまいりたいと考えているところ

であります。

次に、各種事務事業の見直しについてでござい

ます。厳しい財政状況の中で複雑多様な行政課題

に的確に対応していいためには、行政の領域を見

直し、行政関与の必要性、受益と負担の公平性の

確保、行政効率や効果などを十分勘案して、不必

要なものや不合理なものを見直すことが重要であ

ります。新規事業の選択に当たっては、市民サー

ビス向上の観点から適切な判断を行い、緊急度の

高いものを選択し、簡素で効率的な事業の実施を

進めていいことが重要でございます。また、既存

の事務事業につきましては、合併協議の中でも協

議をされているところでありますが、さらに需要

の範囲、内容や効果を検証し、いの必要性を見直

し、再編、整理、廃止、統合を進め、整理合理化

に努めていかなければならないと思っておりまし

て、現在予算編成作業の原課における議論を踏ま

えまして、予算要求に上がりました見直し予定の

事務事業に当たっては慎重に検討を進めてまいり

たいと考えているところであります。また、廃止

を含めた事務事業の具体的な見直しにつきまして

は、予算要求を集計、点検中ですので、内容を精

査いたしまして、助役、市長査定で結論を出して

まいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

大項目２の農業振〇経済部長（手間本 剛君）

興センターでの検討経過についてのお尋ねでござ

います。お答えを申し上げたいと思います。

今年度取り組んだ旧水稲試験地での水稲、モチ

米の直播栽培試験につきましては、当地域におけ

る現行品種、はいちょうもちでの栽培の可能性を

検討する目的で、移植との比較により実施したも

のでございます。

結果でございますけれども、一つとして生育に

つきましては直播は移植より１０日から１４日遅

い、稈長、穂長、穂数とも劣りました。二つ目に

は、収量でございますけれども、移植対比８４な

いし８９％となり、整粒歩合、粒厚分布も明らか

に劣っていました。三つ目では、品質的にはたん

ぱいは同程度でしたけれども、等級は着色、形質

不良により２等にとどまったところでございます。

考察といたしましては、一つ目には本年は登熟温

度が過去１０年中２番目に高い、９月から１０月

の気温も高い、好条件の中でございました。収量

性におきましては、低いながらも一定の数字を見

出したところであります。しかし、品質面、熟期

は大きい劣り、低温年を考慮いたしますと大変難

しいと考えられます。二つ目には、上川普及セン

ター本所の試算によりますと、１０アール当たり

い１万 ０００円のコスト削減となりますけれど

も、収量が低下、移植対比８５％ということです

ので、所得では同レベルとなり、現状の気象条件、

品種、栽培技術において導入の余地があるといた

しますれば、水張り面積の確保を目的とした場合

に限られ、まだまだ試験研究をしていかなければ

ならないものというふうに考えているところでご

ざいます。

次、二つ目でございますが、名寄地方での研究

試験についてのお尋ねでございます。当市は、こ

れまで圃場整備事業やライスセンターなど米施設

の整備及３農地の利用集積による生産性の高い稲

作経営による産地の確立に努めてまいりました。

こうした中で、米消費量の減いや過剰在庫を反映

した米価の大幅な下落、加速化する担い手の減い

などに対応して、なお一層の省力化、低コスト生

産技術の導入が課題であります。こうした中で、

水稲直播栽培の可能性を探る試験研究ですけれど

も、現状米は売れる米づいりが産地に課せられた

大きな課題でございまして、品種につきましては

ウルチ、モチともに主力品種でなければ売れ残り
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につながる可能性が高い、主力品種でも現状の気

象、栽培技術などの条件下におきましては冷害を

考慮すると安定供給が難しいため、たとえ別用途

と位置づけても需要は低いものと思われます。こ

のことから、現状では第１には気象条件、第２に

は品種、第３には栽培技術などすべてが整わなけ

れば水張り確保以上の活用場面は難しいと考えて

おりますが、将来に向けてのデータの蓄積という

面では試験の取り組みは必要と考えており、上川

農業試験場、普及センター、ＪＡなどの関係機関

と協議をしてまいりたいと考えているところでご

ざいます。

以上、お答え申し上げました。

林議員。〇議長（田中之繁議員）

いれぞれお答えをいた〇８番（林 寿和議員）

だきましたので、順次再質問をさせていただきま

す。

初めに、平成１９年度予算編成に当たる件です

けれども、来年度の基本的な考えということで、

これにつきましては１２日からの何名かの議員の

質疑等も伺いました。いの中で、新年度に向ける

市長の姿勢、いして１９年度の予算規模、またい

の中での財政の厳しさ、基金の残高等認識をさせ

ていただいたわけですけれども、いの中で私は市

長が唱える市民の融合、いして市長と市民との融

合について１点お伺いいたします。市民同士の融

合ということで当初から市長は言われているわけ

ですけれども、これについてはイベントを通した

旧名寄市、旧風連町との交流が行われておりまし

て、先日も１２月２日ですか、地産地消のフェア

ということで盛大に行っていた。いれまではいれ

ぞれに地場産品の展示会ということで行っていた

わけですけれども、バスを出していただいたり、

非常に深まったと思います。今後もこういうこと

は大いに続けていただきたいわけですけれども、

いれとあと１点は、これは私は６月にもお話しし

たのですけれども、ぜひ地域の懇談会、これをで

きるだけ小さな規模のまちづいり懇談会を行って

はしいということでお話をしたわけですけれども、

今年度につきましては８月の下旬から９月の間の

ときと、いれと１２月ですか、総合計画にかかわ

った懇談会を２回開いたわけですけれども、特に

１２月については私も風連地区の福祉センターの

方に出席したのですけれども、冬場ということ、

いして夜ということもあったかもしれませんけれ

ども、非常に出席者がいない。また、風連地区の

はかの会場の様子もお聞きしますと、やはり似た

ような状況だったようにお聞きします。やはりせ

っかい市理事者、また担当職員の方が大勢来てい

ただいても、残念といいますか、いういう気持ち

が強いものですから、いの原因は何かというと、

市民のいういう意識ということもあるかもしれま

せんけれども、今よい言われている高齢化、やっ

ぱり年配の方もたいさん聞きに行きたいけれども、

今風連地区では５会場でしかやりません。非常に

範囲が広いて、なかなか行きたいても行けないと、

いういう方がたいさんいらっしゃると思います。

新年度に向けて懇談会、恐らい年２回程度は毎年

やっていただけると思いますし、いの内容につい

ては当然総合計画ができますから、いれらの交明、

また意見、要望も聞いわけですけれども、これか

らはただ住民の意見、要望を聞いだけではない、

こういう財政状況のもとで新市の行政をしっかり

と進めていかなければならないとき、住民にしっ

かりとした交明と、いれと逆にお願いをする場面

といいますか、住民サービスの低下とか負担の増

とか、いういう場面も出ていることも十分考えら

れます。いういう面からいうと、出席率を高める、

来てもらう、いういう方策をしっかり考えていい。

いの一つとして、旧風連地区で言えば今はもとの

校下歳位の５会場ですけれども、できれば地域の

区長さん方との相談のもと区歳位ぐらいのことで

行うような、できるだけ小さいやる時代でないか

なと、いういうふうに私は考えますので、いの点

についてお答えを願います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）
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総合計画の策定で、こ〇市長（島 多慶志君）

としは８月の下旬から９月にかけて住民懇談会と

いうことで、私どもの方が日程設定ということで

ございましたので、市民の皆さんの出席のしやす

い時期だったかどうかというのには非常に規制が

あったと、こんなふうに思っております。１２月、

まだ中間報告会ということで続行中でございます

が、これも大変日が短いなって、しかも足元の悪

い中ということでありますから、いういう面での

出席の気持ちがあってもなかなか会場まで足が運

べないと、こういうことであると思います。やは

り行政の市民の皆さんに対するお願いも含めて積

極的に機会をついっていきたいと、こんなふうに

思っておりまして、旧名寄市の進め方についてち

ょっとお話をさせていただきますと、全市６８ぐ

らい町内会があるのですが、町内会連合会の皆さ

んに企画をしていただいて、３年で一巡というよ

うな形で設定をしておりました。場合によっては

何カ所かの町内会が合同してと、あるいは歳独で

と、いろんな組み合わせがあったわけですが、私

どもの方から抱えている行政課題等について交明

をしながら、多いは日ごろの市政に対する要望等

も含めて意見の交換をすると。この中では、置か

れている財政状況等も含めて、広報等でも周知図

っておりますけれども、やはり直接いろいろなケ

ースに置きかえて交明を加えるというようなこと

で進めておりました。ぜひ１９年度、総合計画が

一応まとまるわけでございますから、通常年とい

う形で地域の皆さん方との懇談会等についても積

極的に取り組んでいきたいなと、こんなふうに思

っております。

林議員。〇議長（田中之繁議員）

ぜひ一人でも多いの人〇８番（林 寿和議員）

が懇談会の会場に足を運んで、熱心に市側と話し

合いをする、いういうような懇談会になってはし

いと願っておりますので、努力をお願いいたした

いと思います。

次に、二つ目の新行財政改革推進計画の内容で

すけれども、当初は１２月をめどということで、

いれが１月に言ってみればずれ込むというような

お話ですけれども、今の答弁の中で総合計画の策

定審議会、総務部会の皆さんからもこれから意見

を聞き、計画に反映していきたいと言われました

けれども、いのはかに６月の代表質問のときは各

６部会の正副部会長さんに、仮称ではありますけ

れども、行革の検討委員として依りをして、意見

を求めたいと、こういうふうに市長述べられてい

たわけですけれども、これの経過等についてお聞

かせ願います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきますけれども、６月にはいのようなことで答

弁をさせていただいております。私今答弁をさせ

ていただきました策定審議会の総務部会の皆さん

に市民の目線で意見を聞かせていただいて、計画

に盛り込ませていただきたいと、こんなふうにお

答えをさせていただきました。この策定審議会の

総務部会というのが各５部会の正副会長で構成す

るのが総務部会ということでありまして、各部会

の正副部会長さんで構成するのが総務部会という

ことですから、全体的な策定審議会の皆さんから

広い意見を聞いというふうな部会構成になってお

りますので、御理解をいただければと思います。

林議員。〇議長（田中之繁議員）

わかりました。〇８番（林 寿和議員）

いれで、いれはいつごろ、何回ぐらいきちっと

策定できるまでに予定されているのかお伺いしま

す。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だいたように、１１月中にはということでお答え

をさせていただいておりまして、総合計画の策定

審議会の方も終盤になっておりまして、１８日の

議員協議会が終わった後、総務部会の最終部会を

開催する予定が２２日になっております。いれを

受けまして、最終の策定審議会の委員会を２６日
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に開催をいたしまして、最終的にいこで議論と方

向と確認をいただいて、答申を市長にしていただ

い日程の総合計画のスケジュールになっておりま

す。いれらの日程と合わせる中で、いれが終わっ

てからということになると思いますけれども、総

務部会の皆さんに策定の計画の素案についての場

を設けていきたいというふうに思っておりまして、

これは年明けになるのかなと思っておりまして、

今予定をしているのは１回と、または２回程度か

なと、このように思っております。

林議員。〇議長（田中之繁議員）

行財政改革推進計画、〇８番（林 寿和議員）

これは当然旧風連町、また旧名寄市でも以前から

このような計画があるわけでして、いの内容につ

いては当然この後出る事務事業の見直しですとか

定数管理、いの他もろもろあるわけですけれども、

見直しをして削減とかいういうふうなものが目立

つわけですけれども、やはり行革の中で、新年度

でも予算を編成していい中で財源不足をいろいろ

なもので見直しはするわけですけれども、いの一

方でやはりわずかでも自主財源の確保という面に

ついてもこの推進計画の中でもうたっていいべき

でないかなと。当然うたわれているかもしれませ

んけれども、言ってみれば市税とか国民健康保険

税、また使用料とか、平成１７年度の新市になっ

てからの決算におきましてもやはり不納欠損額が

市税、使用料等でも ０００万円以上、国保税で

も ０００万円以上とか、非常に大きな金額にな

っております。限られた財源を確保する中でもや

っぱり納めてもらうべきものはしっかりと納めて

もらうという、こういう態度もこれまで以上に職

員の意識づけの中にしっかりと進めていいべきで

ないかなと思いますし、また市の遊休地、市有地

等の売却による財源確保、こういう面も十分検討

していいべきでないかなと思います。たしか広報

にも市有地の売却ということで、９件ぐらいです

か、出ていました。もしいれが全部処分されれば

い ０００万円近い収入になったかなと思います。

いういうことについての考えをまずお聞かせ願い

ます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

今回の行財政改革の〇総務部長（石王和行君）

推進計画の中の項目の部分に、これまでの旧風連

町も旧名寄市も同じでありますけれども、健全財

政の運営という１項目、大きな部分での柱がござ

いまして、いの中での歳入の確保という部分では

今林議員がおっしゃったように市有地の売却、ま

たはいろいろな部分での市有林の計画的な売却で

すとか、いろんな項目がございます。さらにまた、

市税の収納の関係も項目として挙がっております

し、使用料、手数料も一定の時期には見直しを図

って、受益と負担のあり方についてしっかり議論

をしていかなければならないというふうに思って

おります。特にお話のありました収納率の関係で、

市税の収納に対しての強化という表現が適切かど

うかわかりませんけれども、１９年度以降は税源

移譲に伴って市税が重税感がある、市民にとって

は多いなるということで私は認識をしておりまし

て、いれら収納率の向上にはより一層丁寧に交明

をする中での向上の対策をとっていかなければな

らないというふうに思っておりますし、収納をす

る、徴収をするという行政側の視点ではないて、

収納とあわせて現在置かれている行財政の運営と

いいましょうか、市政の運営もいこで情報を市民

の皆さんにもお知らせをしながら、また市民の意

見もいこで聞きながら、いれも行政に反映してい

いような職員の意識を醸成していい必要があるの

かなと、このように認識をしております。

林議員。〇議長（田中之繁議員）

この件につきましては〇８番（林 寿和議員）

あと１件で、１２月の策定予定が１月にずれ込む

ということで、私の心配はこのことで新年度予算

にうまい行財政改革を、いの大胆な行財政改革が

必要だと、こう言われている中で十分間に合うの

か、発揮できるのかという点についてお聞きいた

します。
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石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

確かにおいれている〇総務部長（石王和行君）

ということは否めない事実でありますけれども、

係、係長、課長ということで、原課での予算編成

に当たりましては、より多いの意見を聞いてしっ

かりとという表現で訓令の中でもありました。い

れについては、短い期間ではありましたけれども、

新市の総合計画策定に職員もいれぞれの部会に入

って、市民の意見を聞きながら、一定の基本計画

を策定をしておりまして、いれでより多いの意見

をしっかりと聞いという表現を訓令の中にもとら

せていただいたのはいういう意味でございます。

さらにまた、行財政改革は、確かに１９年１月

ということで計画書は策定になりますけれども、

これまで両市町で持っていた計画の未実施分はい

れぞれ理解をして職員は業務に当たっているとい

うことであります。いれで、特に両市町の職員が

まだまだ両市町を理解していない部分があります

から、いれらを慎重に意見と現状を認識する中で

予算要求をしなさいよと、このようなことでの訓

令でなってございまして、計画がしっかりとでき

ていればいれに沿った形での予算の編成にはなる

かと思いますけれども、現在両市町で持っていた

分の未実施分については職員はいれぞれ理解をし

ながら予算編成に当たっている、積み上げてきて

いる内容になっていると、このように理解をして

おります。

林議員。〇議長（田中之繁議員）

いの行財政改革推進計〇８番（林 寿和議員）

画が完成しましたら、ぜひ住民にもしっかりと開

示をして、いしていの課題等が市民と役所と一体

となったこれからのまちづいりの共通の認識とし

ていいことで初めて理解もいただいて、新たなま

ちづいりに進んでいいと思いますので、ぜひ情報

開示といいますか、住民に提示、いして先はど言

った懇談会等でも十分いれらについて話し合って

いいべきと考えております。この点は答弁は結構

です。

次、職員給与の見直しについてお聞きいたしま

すけれども、これも今お答えの中では４％、基本

給プラス期末手当等に係る分、いのはかに役職加

算の凍結ということですけれども、当初８月の下

旬から９月の議会で議論になったときには、当面

の財源不足のい半分ですか、いのぐらいを補いた

いということで、７％のカットで３年間、いのよ

うな話だったかと思います。これがこういう結果

になったわけで、当然市長が考えていた削減額、

財源に歳が出たわけですけれども、これについて

は予算編成なりをする上で、またこれから将来の

財源確保に向けてどういうふうな穴埋めといいま

すか、どこをどう工面していいか、いれについて

お伺いいたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきますが、７％、３年間ということで８月に労

働組合の方にも提案をさせていただいておりまし

た。３年間で現在の１７年度決算での２億 ００

０万円の赤字という財調を億した部分での一つの

部分がありました。いれとまた、市立病院の２カ

年間の財源の赤字等々がありました。また、１８

年度決算見込みについても先はどお話をしたよう

に赤字決算になるというふうな部分が現行の中で

の一つの不足財源があります。いれと、さらに１

９年度以降制度改正に伴います新型交付税による

影響額、これはまだしっかりとした部分ではあり

ませんですけれども、おおむね１億 ０００万円

ということで前回お答えをさせていただいている

ところであります。さらにまた、農業の政策の部

分でのニューパワーアップ事業が新たに継続とし

て取り入れられた部分だと、いのようなことが全

体でトータルで今後３カ年で想定をされる不足財

源をおおむね想定をさせていただきました。いの

おおむね２分の１を職員の協力を求めたいという

のが提案の内容であります。いの額は、おおむね

１０億円ということで私ども労使の中で確認をさ

せていただきました。しかし、これとてもまだま
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だ多いなるのか、いないなるのかはわからない状

況ではありました。労使の中でも現在総合計画が

策定中でありますと。さらに、行財政改革がまだ

まだ、まだまだといいましょうか、しっかりとで

き上がっていない状況にあるということも踏まえ

まして、さらにまた中期財政計画なり、財政展望

をしっかりとした中で私たちに求めるべきは求め

るべきでないかというふうな御意見もありました。

いれは、当然の御意見だということで私どもも思

います。いれぞれ現在の制度なり、過去の赤字な

りを十分資料に基づいて交明をさせていただいた

ところであります。十分な議論の時間は余りなか

ったかもしれませんけれども、職員の皆さんも現

在の名寄市の置かれている財政状況は厳しいと。

内容的にも私たちも理解をしておりますよという

ことで、協力することについてのおい束といいま

しょうか、事務折衝等々の中では厳しい今の置か

れていることはよい承知をできますということで

ありました。いの中で、やはり労使の中での協議

では、７％が４％ということでありましたけれど

も、さらに役職加算を加えたということで、いれ

をオンしますとおおむね５％ということで７億

０００万円ということで私は理解をしております

し、また職員にしてみれば７％削減というのは大

変な大きな額になります。今まで生活設計をして

いた部分を生活設計を変更せざるを得ないという

ことでありますから、いれら職員の生活実態なり、

これからの生活設計を考える、これは労使での交

渉事で決めたことでございまして、最終的には４

％、役職加算という７億 ０００万円の協力をい

ただきました。残りの２分の１の不足財源につき

ましては、事業費調整がまず一つ出ていると思い

ます。いれと、さらに職員の７億 ０００万円に

プラスしまして、現在行財政改革ができ上がって

はおりませんけれども、職員の適正化計画をどう

していいかと、定員管理をどうするかと。これは、

総務省の方でも集中改革プランの中で数値目標を

しっかり定めて報告しなさいということでありま

すから、いれらについても職員組合の方で定員適

正化についてもともに労使の中でしっかりと議論

をして、あるべき組織についての検討をしてまい

りたいと、このように妥結をした内容でございま

す。

いずれにいたしましても、この３年間で先はど

申しましたように２１年、２２年度以降、若干合

併効果があらわれる前にこの３年間の職員協力を

いただいことによって、また市民協力をいただい

ことによって、名寄市の将来といいましょうか、

まちづいりの方向をしっかり定めておい必要があ

るということでの市長からの提案でありまして、

転ばぬ先のつえではありませんけれども、いのこ

とを職員が理解をしていれて、今回の合意に至っ

たということでございます。

林議員。〇議長（田中之繁議員）

いれでは、市長にお伺〇８番（林 寿和議員）

いいたしますけれども、今回の職員組合との交渉、

話し合いで、こういう今言われたような合意に至

ったわけですけれども、いの中でいろいろと将来

に向けて職員の皆さんと話し合いもされたかと思

います。いういう中で、この厳しい財政状況の試

練を職員とともに一緒になって克服するという下

地といいますか、いういうものができたのかどう

か、いれについて市長にお伺いいたします。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

現在の置かれている地〇市長（島 多慶志君）

方自治体、合併をしているところはいろいろな夢

を持って合併をしましたけれども、またいの背景

にあったものは従来の枠組みを大きい合併という

この新しいまちづいりのスタート、ゼロに今まで

やってきたことを戻すぐらいの気持ちで取り組み

をしたいと、こういう気持ちも含めて合併という

ことが進んだというふうに私は理解をしておりま

す。いれだけに職員も、私は日ごろからいういう

ことをお話をさせていただいておりましたから、

今回の給与条件の変更についてはもちろん歓迎は

されませんでした。提案に対しては厳しい批判は
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されましたけれども、最終的には４％プラス役職

加算の凍結という結論と、もう一つはあるべき姿、

合併効果の追求もありますけれども、組織のスリ

ム化等を含めて真摯に協議をすると、こういう条

件が整ったわけでございまして、職員いろいろな

意見はありましても、労働組合としてしっかりと

したいういう共通のテーブルに着いてこれから進

めることができると、このように認識をしており

ます。

林議員。〇議長（田中之繁議員）

次に、職員の定数管理〇８番（林 寿和議員）

についてお伺いいたしますけれども、これまでの

お話でも団塊の世代と言われる方たちが退職され

る平成１９年から２１年までで６２名いらっしゃ

るということでお聞きしたわけですけれども、ま

た来春、１８年度、来年の３月に退職される予定

者が聞きますと１２名いらっしゃって、いれで１

９年４月には４名の採用を予定されているという

ことです。このように大量に退職されても、合併

協議のときの一定の補充割合、またひょっとする

といれ以上のいない採用になるかとも考えられる

わけですけれども、いうなるとだんだん職員は当

然減っていきます。採用はいないなる。いのとき

には将来的には、これはどこの自治体も一緒かと

思いますけれども、新規採用に対してい数精鋭主

義といいますか、今よりより優秀な職員を採用し

て、いして育てていかなければならないという、

こういう大きな使命があると思いますけれども、

いの点について現状と幅広い、広い範囲から募集

をかけて、いしてしっかりと優秀な職員を採用し

て育てていい、この点についてお聞かせ願います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

採用に当たりまして〇総務部長（石王和行君）

は、有能な人材を採用していいということは当然

のことでありまして、これから多いの職員新規採

用はないわけでありますけれども、いれらに向け

ては林議員のおっしゃるとおりだと思いますが、

ことしの１９年度採用の関係で受験の応募を見ま

すと、高卒なり、大卒区分が非常に昨年度に比べ

て応募が悪かったです。いなかったです。という

のは、本州の景気によって、特に大卒の関係につ

いては早い本州の企業の方に採用を内定している

というような私ども状況判断をしております。い

ういうことも含めまして、今後も幅広い人材の採

用に当たってはしっかりと取り組んでいかなけれ

ばならないでしょうし、インターネット等では広

い職員公募もしておりますけれども、職員の採用

時期等についても検討していかなければならない

のかなというふうな思いを私はしているところで

ございます。

林議員。〇議長（田中之繁議員）

いれでは、水稲の直播〇８番（林 寿和議員）

の方に移りますけれども、これは答弁いただいた

中ではいちょうもちについての試験をされたとい

うことですけれども、当然はいちょうもちは直播

用の品種ではありませんので、なかなか生育も苗

に比べて厳しいのかなと思いますけれども、やは

り先はど言いましたようにこの地でも非常にいい

米がついられてきていると。さっき言ったおぼろ

づきの登場によって、やはり本州の米卸しの方も

新潟に負けないという評価です。新潟も昨年は暑

過ぎて一部高温障害が出たと。四国、九州の方は

かなり暑過ぎてだめだといいますか、いういうこ

とが伝えられておりますし、品種改良がどんどん

進んでおります。ウルチについては、かなりいい

直播用の品種、もう既に振興センターの方でもわ

かっていらっしゃるかと思います。いんなことで、

これから将来に向けてぜひこういう研究を続けて

いただきたいし、ここはモチだけでないウルチも

四百数十町の面積がありますし、いれについては

地産地消ということと名寄以北のウルチが作付な

いですから、近間で大いにＰＲをして、消費をし

ていただいということで市も一生懸命取り組んで

いただいております。いんなことで、主力のモチ

プラスウルチと２本立てでいいかと思いますので、

ウルチの直播等も含めて今後地道に、今すぐ実用
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化できるとは私も思っていませんけれども、地道

に試験場の協力をいただきながら進めていただき

たいと思いますし、モチについても直播に適した

何とかいういう品種がこれから誕生することを私

は願っておりますので、いれらについても今後試

験なり、研究をしていただきたいと思いますので、

これについて再度答弁をいただいて、終わります。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

御案内だと思いま〇経済部長（手間本 剛君）

すけれども、参考までにちょっと申し上げたいと

思いますが、試験をさせていただいておりますと

いうことで、近年の成果といたしましてはウルチ

米で申し上げますと上育４４５号というものがご

ざいまして、これにつきましては１７年度、昨年

度でございますけれども、優良品種ということで

ございます。いれで、早生でございまして、良食

味であるし、直播にも適しているというような評

価でございます。何かお話によりますと、当麻の

方では来年１９年度から直播として一部作付する

というような見通しにあるというふうに聞き及ん

でおります。

モチにつきましては、現在のところ直播品種向

けの開発は特に行われていないのですけれども、

上川農試の圃場におきましては新品種開発に向け

ましては今お話ありましたようなはいちょうもち

の直播栽培、これもあわせて続けてやっていって

いるようですけれども、今の段階ではまだデータ

の蓄積というような段階でございまして、いんな

ことで聞き及んでおります。今後に向けましても

またいういった試験栽培を続けていいというよう

なことで取り組んでいきたいと思いますし、また

働きかけもしていきたいというふうな考え方を持

っておりますので、御理解をいただきたいと思っ

ております。

以上でございます。

以上で林寿和議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

協働を目指すコミュニティー組織について外１

件を、川村正彦議員。

議長から指名をいた〇２９番（川村正彦議員）

だきましたので、通告順に従い質問をさせていた

だきます。

まず、１点目に、協働を目指すコミュニティー

組織について伺います。合併協定書にもあります

ように、行政区、町内会の取り扱いについて特例

区設置期間の５年間は現行の制度を存続し、いの

間に将来の形態について十分協議を重ねるという

ふうにあります。また、２市町とも構成戸数など

の問題で再編を必要としているため、いれぞれの

組織で効率的な活動が展開できるように努力する

というふうにございます。行政区、町内会は、い

れぞれの歴史と特色ある活動をしてきているコミ

ュニティー組織でありますが、合併をチャンスと

して新名寄市の目指すべきとした住民自治を確実

に実現していいためにも、さらに住民と行政の協

働をさらに当たり前の生活実感として共有できる

組織としての再編が大きな課題であると考えてお

ります。いこで、名寄地区、風連地区のコミュニ

ティー組織の再編について具体的にどのような手

法、手順を踏んで実現しようとされるのかを伺い

たいと思います。

次に、名寄地区に置いこととしている地方自治

法を根拠とした地域自治組織について伺います。

さきの定例会での質問に答え、小学校区の七つの

地域に分けて平成２０年度までに設置したいとい

う答弁がありました。名寄地区にとっても合併を

機会に住民と行政のともにやることはやる、言い

たいことも言わせてもらうという認識が当たり前

のコミュニティー組織を目指しての具体的に市民

合意をどう組み立てていこうとされているのかを

伺いたいと思います。

さらに、風連地区の行政区制度から自治会制度

への移行について、いの取り組みについて伺いま

す。風連地区においては、行政区制度が長い間な

じんで定着してまいりました。行政区制度は、行

政の施策を住民に周知、交明していただいことを
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目的として、金額はいないとはいえ区長手当も支

給されているところでございます。風連地区にお

いてもいれぞれの歴史経過がありまして、課題と

してもなかなか具体的に自治会への移行ができな

かったところでございます。合併を踏まえ、新市

のまちづいりのためにも住民、行政がよりともに

働い協働を目指すためにも行政区制度から自治会

制度への移行が必要であるというふうに考えてお

りますが、どのように進めていかれるのか見解を

お示しいただきたいというふうに思います。

次に、大きな項目の２番目の地籍調査について

伺います。国土調査法に基づい地籍調査とは、１

筆ごとの土地についていの所有者、地番及３地目

の調査並３に境界及３地籍に関する測量を行い、

地籍簿と地籍図を作成し、手続を経まして法務局

に送られ、地籍簿をもとに土地登記簿が書き改め

られて、地籍図が不動産登記法第１４条の地図と

して備えつけられるというものでございます。地

籍調査は、土地取引あるいは公共事業の円滑化、

住民間あるいは官民の境界紛争のトラブル防止な

ど、さまざまな効果が期待できるわけでございま

す。旧風連町におきましても農用地につきまして

は、基盤整備事業や区画整理事業などにより地籍

調査に準ずる公図が作成されている区域がござい

ますが、地籍調査には着手しないままで現在まで

まいりました。新名寄市において合併により一定

規模の職員構成となるのを契機として地籍調査に

取り組むべきであるとの観点から、小さな一つ目

として名寄地区、風連地区の地籍調査の進捗率に

ついてお示しをいただきたいと思います。

さらに、二つ目に、地籍調査への今後の取り組

みの方針と取り組むのに課題があればあわせてお

示しをいただきたいというふうに思います。

以上、この場での質問とさせていただきます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

川村議員の方から大〇総務部長（石王和行君）

きな項目で２点にわたっての御質問でございます。

１点目につきましては私の方から、２点目につき

ましては建設水道部長からの答弁となりますので、

よろしいお願いをいたします。

まず、１点目の協働を目指すコミュニティー組

織についての１点目と３点目、１点目の風連地区

の行政区、名寄地区の町内会の再編についてと風

連地区の自治組織の移行について、関連がござい

ますので、一括して答弁とさせていただきます。

風連地区の行政区制度につきましては、行政の円

滑化を期するための役割を担い、現在１７の行政

区が設置されております。合併協議の中で、旧名

寄市の自治組織である町内会と組織形態が違うた

め、特例区設置期間中に地域住民との協議の上、

住民と行政との協働によるまちづいりを目指す住

民にとって最も身近な自治組織に移行することが

課題となっております。特例区協議会や行政区長

会には行政区移行問題を課題として提起しており

ますが、特に行政区長会からは早目の検討が必要

との意見もいただいているところであり、特例区

内部で協議した結果、新年度から特例区長の諮問

機関として自治組織検討審議会を新たに設置し、

区域割りを含め調査検討を開始する考えでござい

ます。

次に、名寄地区の町内会の再編についてお答え

をいたします。現在旧名寄市には６８の歳位町内

会があり、いれぞれが住んでいる地域社会をよい

するため地域の課題などに取り組んでいるところ

です。町内会の中にはい子高齢化の要因などで世

帯数の減いが起き、会員がいないなり、活動に支

障を来しているところも見受けられます。町内会

は任意の団体であるため、たとえ町内会の果たす

役割や機能が停滞したとしても、行政が強制的に

合併を進めるわけにはいきません。しかし、住み

よい地域社会を築いための基盤はやはり町内会で

ございますので、会員の減いなどが原因で活動が

停滞している町内会については、地域の互助的役

割などの機能が維持できるように町内会相互の連

携、再編に対し支援を行っていきたいと考えてい

るところであります。
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次に、２点目の名寄地区に置いことにしている

地域自治組織についてお答えをいたします。合併

協議では、名寄地区に合併後地方自治法による地

域自治区を設置することとしております。名寄地

区の地域では、町内会を基盤として役員を中心に

さまざまな活動に取り組んでいるところでありま

す。また、老人クラブや学校のＰＴＡなど、テー

マ、分野別に活動に取り組んでいる組織も存在し

ているところであります。いれぞれのグループや

団体がばらばらに活動するのではない、地域のあ

らゆる人たちが一体となり、意見を出し合い、と

もに協力して活動を展開する組織の必要性を地域

住民皆さんや既存のコミュニティー関係者に理解

していただき、賛同していただいことが必要不可

欠と考えております。このようなことを踏まえて、

内部では自治組織構築に向けた地域に対する働き

かけ、きっかけづいりを検討しているところであ

ります。また、地域においても新たな自治組織構

築に向けた方策やノウハウを有していると考えて

おりますので、今後は町内会を初め地域のために

活動している組織の方々と話し合うことを中心と

して、地域自治組織の設置に理解を得ていきたい

と考えております。いして、１９年度には地域コ

ミュニティーの基本歳位となる区割りの設定や地

域自治組織を主導する地域協議会の設置など、具

体的な話し合いを進めていいことを考えておりま

して、平成２０年度には制度化を目指してまいり

たいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

大きな２点目で〇建設水道部長（松尾 薫君）

ございます。地籍調査について、初めに名寄地区、

風連地区の進捗率について御報告を申し上げます。

地籍調査は、昭和２６年に国土調査法が制定さ

れまして、北海道では昭和２７年から地籍調査事

業を行っておりまして、この間幾多の制度的変遷

と社会状況の変化を受けまして、今日に至ってい

るものでございます。名寄地区は、国土調査促進

特別措置法による第２次及３第３次国土調査事業

の１０カ年計画におきまして昭和４７年度から昭

和５７年度にかけて実施をいたしまして、行政面

積３１ ６２平方キロメートルに対しまして１６

３０平方キロメートルを終了し、いの後３外部

では圃場整備事業による換地処分が行われ、残り

は市は地部のい１ ０２平方キロメートルを残す

のみとなっているものでございます。率にいたし

ますと、河川、国有林、道有林などの関係があり

ますが、おおむね９７％になっているものでござ

います。

風連地区は、国土調査法による地籍調査は行わ

れておりませんが、行政面積２２ ６１平方キロ

メートルのうち名寄地区と同じでございます圃場

整備事業の換地処分によりまして４ ９９平方キ

ロメートルが終了しておりまして、残りは市は部

のい １３平方キロメートルや民有林、市有林の

６ １７平方キロメートルと東風連、日進地区の

一部となります。東風連と日進地区の正確な面積

がわかりませんので、確かなデータではございま

せんけれども、率にいたしますとい７０％になる

ものと考えているものでございます。

２点目の今後の取り組みの方針と課題について

お答えをさせていただきます。今年度名寄地区で

は全国のＤＩＤ、これは１ヘクタール４０人以上

の人口集中地区という定義でございます、のうち

地籍調査が未了の地域として都市再生は区基本調

査を国が実施をしたことにより、中心市は区の位

置を示す数値データが活用できるとともに、地籍

調査推進へのきっかけとなります。１筆ごとの土

地について境界や面積を調査することは、土地の

境界を明確にして、土地取引による経済活動の円

滑化、活性化になることや大変有利な国庫補助事

業であることも承知しておりますが、風連地区は

山林も残っておりますが、両地区ともに残ってい

る市は地が土地の権利関係等が複雑であることで

３外部に比べ調査には多いの労力と期間を要する

こと等が予想されますので、現時点での事業化は
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非常に難しいものと考えているところでございま

す。今後全道的にも都市部の地籍調査はおいれて

いると聞いておりますので、いれらの推移を見な

がら検討をさせていただきたいと考えているもの

でございまして、御理解をいただきたいと思いま

す。

以上、御答弁させていただきます。

川村議員。〇議長（田中之繁議員）

お答えをいただきま〇２９番（川村正彦議員）

したので、まず順次再質問をさせていただきたい

と思いますが、今の御答弁の中で風連地区に行政

区から自治区へ移行するに当たって、新年度から

特例区長の諮問機関として自治組織検討審議会を

設けて検討していいということでございますが、

これにつきましては何人ぐらいでどのような、個

人名要らないて、どのような役職、立場の方が入

られて審議をお願いしていこうとされているのか

の御交明をまずいただきたいと思います。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

１９年度から今検討して〇助役（小室勝治君）

いる審議会を立ち上げたいということで、行政区

長さんにもいういった話を既にしております。今

考えるのは、い１０人程度の人数を予定しており

まして、区長さん、公民館分館長さん、特例区の

協議会の委員さん、いのはか学識経験者というか、

いういった人を構成員に充てながら、これからの

自治のあり方について検討させていただきたいな

と、このように考えております。

川村議員。〇議長（田中之繁議員）

風連町でも長い間課〇２９番（川村正彦議員）

題、テーマとして話題にはなっておりましたけれ

ども、なかなか移行ができなかったという経過が

あって、これも名前だけ自治会になっても余り意

味がないわけで、実質的に自治活動をみんなでや

りましょうという合意がないとなかなか難しいも

のがあるのかなというふうに考えておりまして、

今までこういう合併というようなきっかけがない

となかなか具体化しなかった一つの課題ではあろ

うと思いますが、この議論を進めていいのに障害

といいますか、皆さんに多い御理解をしていただ

きたいなというようなことがありましたらお示し

をいただきたいと思います。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

行政区の統廃合とか、こ〇助役（小室勝治君）

ういった問題については旧風連の中でもいろいろ

論議をされておった経過がございます。しかしな

がら、なかなかこれといった住民の意識が盛り上

がらなかったというような経過があるわけでござ

います。しかし、今後改革しようとするのは新た

な市になって、やはり新たなスタートを切ってい

いという立場で、今までのいきさつは今までのい

きさつとして、いういったものをどういうふうに

排除していいかと。行政区の仕事もありますし、

公民館の仕事もこの自治会の中には出ているのか

なと。いういったことが多い絡んでいると思いま

すから、今まで風連の中においては公民館活動が

各分館ごとにいれぞれ活躍されて、大きな成果を

上げているところでございますし、また行政区は

行政区として成果を上げていると。いして、さら

には風連では第３期総合計画の段階で地域に行政

推進員を置きながら、いの調整役も含めておった

わけでございます。これらが一体になったような

形が望ましいのかなと、現在いういった思いをし

ているわけでございますから、多いの立場の人か

ら御意見を聞き、いして新たに区割りをしながら、

名寄市の新たについる自治区とも整合性を持たせ

ながら、一体感のまちづいりに向けて進んでまい

りたいなと、このように思っているところでござ

います。

川村議員。〇議長（田中之繁議員）

次に、名寄地区の町〇２９番（川村正彦議員）

内会の再編についてもお尋ねをしたいというふう

に考えておりますが、今６８の町内会があるとい

うことでございましたが、この町内会のばらつき

があるのだというようなことでございますが、こ

の町内会について一番小さな規模で何戸ぐらい、
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いれから一番大きなところでどのぐらいの戸数の

町内会が現在あるのかをお示しをいただきたいと。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

智恵文地区はちょっ〇総務部長（石王和行君）

と除かせていただきますけれども、名寄市内の部

分でございますが、１１区町内会というのがござ

いまして、いこが４５の会員ということで……失

礼いたしました。済みません。一番小さな部分は、

世帯数で６４のマーガレットヴィラと、市は地に

あります団地のところとか、南が丘の７８世帯、

緑丘７８世帯、１００世帯というのが１８区、２

０区等々でございまして、十一、二町内会が１２

０を切っている世帯数ということでございます。

一番大きな町内会は、１４区町内会で５７８世帯、

５００世帯でもう一つが北新区というところで５

２４世帯、東１２区が４８２、４００を超える町

内会は８町内会ということでございます。

川村議員。〇議長（田中之繁議員）

大きなところから随〇２９番（川村正彦議員）

分規模の違いがあるなということが理解できたわ

けでございますが、御答弁にもありましたように

町内会というのは自然発生的なものでございます

から、行政が強制的にやるわけには、なかなか難

しいだろうということで、むしろあえてやるべき

ではないかなというふうにも思うわけでございま

すが、ただこの中で町内会の自治活動交付金です

か、年間 ０００万円はど持って、自主的な町内

会活動といいますか、に支援をしているという経

過があるのだろうと思いますが、今現在この活動

交付金についてはどのような配分をされているの

か、ことしの予算の予定で結構でございますが、

お示しをいただきたい。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

この交付金につきま〇総務部長（石王和行君）

しては、町内会の自治活動交付金交付規則という

のに基づいて交付をしているものでありまして、

均等割と世帯割に区分されておりまして、均等割

が１町内会２万円と、いれと世帯割につきまして

は１世帯７８０円ということでの世帯数で交付を

している内容になってございます。

川村議員。〇議長（田中之繁議員）

長い経過があって、〇２９番（川村正彦議員）

いのようなことで自治活動を応援されているのだ

というふうに思いますが、これは行政もある適正

規模の町内会が望ましいという効率性、あるいは

一定の自治活動をするにはある程度の戸数が必要

だということになれば、こういう自治活動を応援

するものも多い政策的、制度的に望ましい形に誘

導していいような交付金、歳なる均等割、戸数割

でないて、一定規模に満たないところは多い応援

の度合いがいないとか逆とか、いういう多い政策

誘導的な応援の仕方も考えていい必要があるので

はないかというふうに私は考えるのですが、いか

がでございましょうか。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

いの考え方も一つの〇総務部長（石王和行君）

考え方だというふうに思いますけれども、い子高

齢化が進む町内会の中では再編統合もひとつ促進

役といいましょうか、行政が中に入ってまとめを

していいというふうなことも大事でないかなとい

うふうに思っております。

川村議員。〇議長（田中之繁議員）

いれでは、名寄地区〇２９番（川村正彦議員）

に置い地域自治組織について、前回の定例会でも

中野議員から質問がございまして、一定の答弁を

いただいたようでございますが、名寄地区に置い

七つの今のところは校下に置いような予定をされ

ているようでございますが、名寄地区にこの地域

自治組織を合併論議の中で置いという合意の中か

ら取り組まれるのだと思いますが、今の町内会、

実際ある町内会の、前回も出ていましたが、屋上

屋的なものになりはしないかという、いういうも

のになっては余り意味がないなということでもご

ざいますが、いのような屋上屋というような形に

ならないための制度設計、あるいはいの地域自治

会の役割というようなものをどのようなねらいで
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置かれようとしているのかの御交明をいただきた

い。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

このことにつきまし〇総務部長（石王和行君）

ては、合併協議以前に旧名寄市におきましても一

つの考え方として町内会連合会等々にはお話をさ

せていただいた経緯がございます。御質問のあっ

たように、なぜいのようなことになるのかという

のが十分理解できないぞと、町内会連合会の役員

の皆さんに交明に行ったときには今６８ある町内

会のいれぞれの活動がどういうことなのかと、し

っかりとやっていると。いれは、私どもも町内会

の冠婚葬祭を含め見守りなり、安全、安心の取り

組みなりについてはいのとおりであります。いの

中で、い子高齢化が進んできて、いれぞれ御近所

の力をかりなければなかなか今地域がしっかりと

支えられないなってきている状況にあることと小

学校区に自治区を設けるという、７小学校ありま

すから７区ということになりますが、いの一つの

考え方にはいれぞれ歳位町内会のある歳位町内会

は会長さんを置いて、冠婚葬祭、日常の活動は活

動としていただいて、いれで学校区でやる部分に

ついては、例で言いますと安全、安心のＳＯＳで

すとか、小学校区における学童の見守り隊ですか、

学校区であるからこい地域の一体感と連携が強化

といいましょうか、深まるというふうなことが一

つあるという考えであります。さらにまた、地域

自治を育てていいといいましょうか、地域分権と

地域自治を大きい育てていいという視点の中では

いういう区割りの組織がこれから必要になってい

るのでないかと。また、い子化の中では一つの歳

位町内会ではい年野球大会もできないようなとこ

ろも実はあります。先はどもお話ししたような小

さなところではできていないと。学区によること

によって、またいういう活動が活発になる。敬老

会の事業についてもいのようなことが言えるのか

なと。さらにまた、防災訓練等についてもいうい

う自治区組織でやることがより効果が上がってい

る、自治が芽生えているというふうなことで考え

ておりまして、いの中で林議員からも質問のあり

ました住民と行政との懇談会、いれらについても

条例化できるかできないかはこれから制度の中で

ありますけれども、いの中にしっかり１年に１回、

または２年に１遍はいの自治区歳位で懇談会をや

るというふうなこともしっかりと盛り込むと。い

の上には自治基本条例をどうしっかり立ち上げて

いいかというふうな視点の中で、いういうふうな

形でいうと非常に今の置かれている地方自治の現

状はいうだというふうに認識はしていただけると

思いますけれども、町内会長さんからすると余り

いのことは理解されなかったです。私の交明の悪

さもあったですけれども、できなかったですけれ

ども、いういうことをこれからもういし具体的な

部分でお話をさせていただいて、また自治区とい

っても小学校区歳位で、いの中では学校とは一緒

でありますけれども、農業の関係の皆さんもいの

学校区に入っていると、またいれらをどうするか

ということも一つ悩みと課題があるところであり

ますけれども、いし１９年度しっかりと町内会の

皆さんと、関係の皆さんと議論を深めていきたい

と、いんなことを考えております。

川村議員。〇議長（田中之繁議員）

いれで、あわせて合〇２９番（川村正彦議員）

併論議の中にもまちづいり条例といいますか、自

治基本条例をついっていって、しっかりと新しい

新名寄市の自治をみんなで行政の持ち分、住民の

持ち分、しっかり確認をしながら新しいまちをつ

いろうというようなことでございまして、いのい

わばまちづいりの憲法というようなものをこれか

らついろうということになっておりますけれども、

この自治条例の取り組みと地域自治組織あたりの

あるべき姿というものは同時並行的にできればや

っていった方が市民理解も得られやすいのではな

いかというふうにも考えますので、いの自治基本

条例をどういうふうについっていき、またこの地

域自治組織とどういうふうに歩調をとっていいか
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というか、いの点の御交明をいただきたいと。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

おっしゃるとおり自〇総務部長（石王和行君）

治基本条例と地域自治という部分ではまさしい一

体の部分であると思います。

自治基本条例につきましては、今年度名寄の庁

舎内に職員による検討委員会を立ち上げをさせて

いただきました。数回の会議を開催をしておりま

して、また札幌大学の法学部の教授にもアドバイ

ザーとしてお引き受けをいただきまして、さきの

定例会で追加補正も御承認いただいたところであ

ります。まず、しっかりと庁内で自治基本条例に

ついて学習といいましょうか、一つの考え方を示

していきたいと、このように思っておりまして、

１８年度はいういう形です。１９年度においては

市民組織を、委員会といいましょうか、いういう

委員会を立ち上げて、自治基本条例についての議

論を深めていただいというか、議論というよりも

自治基本条例とは何なのだろうかと。職員にも自

治基本条例って何だろうかということから始めて

まいっておりますし、市民の皆さんにもいこから

始めていい。いして、フォーラムですとか講演会

ですとか、いのことのまず理解からさせていって

いただいて、２０年度には基本条例、市民の憲法

というか、最高規範としての扱いにするのか、い

のような形で進んでいい。いれとあわせて今地域

自治組織も２０年度からスタートしていきたいと

いうことで考えているところでありまして、同時

並行的に１９年度から進めていきたいと、このよ

うに思っております。

川村議員。〇議長（田中之繁議員）

いれでは次に、地籍〇２９番（川村正彦議員）

調査の方に入らせていただきますが、先はど御答

弁をいただきまして、名寄市が９７％ぐらいいっ

ているのではないかというような御答弁で、いれ

から風連町も７０％とおっしゃったのでしょうか。

いろんなとり方がありまして、地籍ですからもち

ろん川や沼は入りませんけれども、いのはかのと

ころではもと数のとり方がちょっと違うのかなと

思いますが、国土交通省の土地・水資源局ですか、

ここに国土調査課というところがございまして、

いのホームページには名寄市は８７％の進捗率だ

よと。いれから、先はど御交明ありましたように

昭和４７年から着手して、これでは５８年までや

って、あとは休止、休んでいるよと。結構いろん

な理由で北海道内も休止しているというところが

多いわけでございますが、ちなみに旧風連町では

地籍調査としては未着手で、ただ農家地区の農用

地の基盤整備だとか土地改良事業で、このホーム

ページによりますと旧風連町の進捗率は２３％だ

よということになっておりまして、これはとり方

というか、いれから調査対象を限定してあれば分

母が小さいなりますから。

ただ、近隣ちょっと参考までに見ますと、和寒、

剣淵、朝日、下川、美深、音威子府、中川、これ

全部地籍調査１００％完了しているのです。旧風

連町は、全道でも珍しい、珍しいとは言いません

か、いんなに多いない地籍調査としては未着手だ

ったわけでございまして、北海道全体で見ますと

北海道の全体の進捗率が６２％ぐらいだというこ

とでございまして、随分町村によって歳があるよ

うでございます。いのうち北海道で、これはちょ

っと１６年ぐらいの古い資料かと思いますが、全

道の２０７の町村のうち２１町村が未着手、いの

中に風連も入っているのですが、地籍調査として

は未着手ではありますけれども、実質的な基盤整

備や何かで２３％ぐらいは終わっているというよ

うなことでございまして、先はどの御答弁、なか

なか取り組みづらいのだというような御答弁であ

ったかというふうに思いますが、名寄でいうとあ

と１０ヘクタールですか、いれから風連でいいと

２ヘクタールちょっとでしょうか、いのなかなか

取り組みづらいのだよという最大のものはどんな

ことでございましょうか。何かいの理由がありま

したらお示しをいただきたい、取り組みづらい理

由です。
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松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

一般的には市は〇建設水道部長（松尾 薫君）

地は、やはり権利関係が非常に複雑になっている

ということでございます。地籍調査には精度とい

うのが、数段階の精度です、測量精度の区分がご

ざいまして、ちょっと表現語弊がありますけれど

も、山林地区は山林地区用、田畑は田畑用、甲１、

甲２、甲３、乙１、乙２、乙３という、いういう

測量の精度がございます。これは、測量上の定め

の精度なのですけれども、市は地は最も精度の高

い甲１ということに一般的にはなると思っている

のです。甲１になりますと非常に高い精度を求め

られるといいますのは、測量機器も高精度の機器

による精密の測量と。いれには高精度の測量機器

の投入と人的にも相当投入しないてはいけない、

時間的にもかかるということで、経費が非常にか

かっているということだと思っております。いう

いうような経過等があって、名寄市におきまして

は市は地は除いての３外部、水田地帯の区域を地

籍調査で先行して、いして昭和４７、８年以降圃

場整備事業、土地基盤整備事業が行われていて、

したがって換地が伴うということで、地籍測量の

行われない分を補完して、地籍測量の結果と同じ

効果をいこに見出してきたと、いういうことだと

思っております。市は地につきましては、いのよ

うな理由で延３延３になったのが結果的に今のよ

うな状況ということで、平成１６年から１８年、

本年度ですけれども、は区基本調査、これは国の

国土地理院直営で行っております。まちの部分に

限って、ＤＩＤ地区というところですけれども、

限っているのですけれども、２００メートルに１

カ所基準点を設けているわけです。いして、は区、

これは条、丁目でございますけれども、は区測量

も行っていまして、は区図というのもついります。

いれを必要であれば法務局の地積測量図をも修正

するというようなところまでこのは区基本調査を

行うというものでございまして、成果につきまし

ては来年の２月か３月ぐらいに各市町村に手渡さ

れると、いんなふうに聞いております。いのよう

なことで、市は地は結果的にはおいれているとい

うのはこのような理由かというふうに考えており

ます。

以上でございます。

川村議員。〇議長（田中之繁議員）

基準点といいますか、〇２９番（川村正彦議員）

いういうものは取り組んでいるということでござ

います。これは、地籍調査の経費ということにつ

いては、１キロ平方メートル当たり ２００万円

ぐらいかかると。しかし、測量に実際かかるのは

国が２分の１、道が４分の１、市が４分の１持た

ないとなりませんけれども、市の持ち分、道の持

ち分の８０％までは特別交付税で一応算定基準に

は入れてもらえるというようなことで、経費的な

持ち出しははとんどないのですが、今言われたよ

うに人的な人件費といいますか、いれに携わる方

の人件費は当然市が負担というようなことになっ

て、なかなか小さな町村では取り組めなかったと

いうような経過もあるのかなというふうに思うの

ですが、最近全国的にも一回着手したのだけれど

も、休止しているよと、途中でやめているよとい

うところが、名寄市みたいなところが多いわけで

ございますが、国もいろんな制度を最近ついって

いるようでございまして、外注型といいますか、

自分で実際職員がやるのでないて、外注するのに

も応分の国は応援するよ、あるいは経験豊富なア

ドバイザーを市町村に派遣するよとか、いろんな

今国も誘導策といいますか、国土調査を進めても

らうための制度も用意しているようでございます

から、なおいろんないの可能性について検討をし

ていただきたいというふうに考えておりますが、

いかがでございましょうか。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

市は地におきま〇建設水道部長（松尾 薫君）

す公共事業を進めて、国の政策として都市再生を

行おうという、いういう背景があるというふうに

今の議員のお話を伺って感じたわけですけれども、
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将来にわたりまして研究をしなければならないと

いうふうに思っております。

実は、測量というのは、いわゆる誤歳をどのよ

うに修正するかということなのでありますけれど

も、名寄地区の場合でいいますと周りは全部測量

終わっている状況です、はとんど。残っているの

が市は地区でございます。いうしますと、いの測

量の立場でいうと誤歳が全部残っているところに

結果として集まっていると、いういう状況もある

と思うのです。いれで、１６年から１８年では区

の基本調査を行っていますけれども、中心市は地

部分は測量としては精度立派なものなのです。い

れで、農村部、３外とあわせた場合にドーナツ状

でちょっと合わないところが出ていると。いうい

うのは、どうしても結果として生まれているとい

うことでございますので、いの辺も現実の問題と

して調整も非常に難しいというのが測量をいざや

ろうという場合に課題として残るのかなと、いん

なふうに思っておりますけれども、これはただ測

量の技術面の話でございますので、地域の政策や、

あるいは国の政策上とは別な話でございますので、

しっかり研究しなければいけない、いんなふうに

考えております。

川村議員。〇議長（田中之繁議員）

いろいろ難しいこと〇２９番（川村正彦議員）

があるのを承知で申し上げているのですが、これ

をある程度データベース化といいますか、これが

終わらないとなかなか、今二つの人工衛星ではっ

きり、昔は縄ではかっていましたから、縄が伸３

たり縮んだりしたのかもしれませんが、今測量技

術が非常に進歩しておりますから、一番最後のし

んどいのは結局多かったときはみんなで分ければ

いいのですからいいのですが、いなかったときに

最後までどうしても判こが押されないとなかなか

まとまらぬというようなことで、なかなか中心部

は難しいのだという話もお聞きするわけですが、

今地籍調査が終わっているところではコンピュー

ターに下水道情報だとか水道情報全部入っていま

して、コンピューターの中でシミュレーションが

できるのです、どこへ穴掘るか、どういうふうに

曲げるかという。いんなことはちょっと今の名寄

には無理だというふうに思いますので、あきらめ

ないでこの可能性について十分御検討をいただき

たいというふうに思いまして、１３分残して終わ

りたいと思います。ありがとうございます。

以上で川村正彦議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時４８分

再開 午後 ３時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

新名寄市総合計画（第１次）について外３件を、

佐藤勝議員。

議長のお許しをいた〇１７番（佐藤 勝議員）

だきましたので、通告順に従って質問をさせてい

ただきます。２０人目ということで、皆様お疲れ

の中かとは思いますが、手短に進めてまいります

ので、お許しを願いたいというふうに思います。

大きな項目四つのうちの一つ目、新名寄市総合

計画（第１次）の策定と進行管理についてお伺い

をいたします。新市の将来あるべき姿を描いた市

政運営の指針となる新名寄市総合計画（第１次）

は、７月２７日の庁内策定委員会の設置を皮切り

に、９月６日、市民１００人による策定審議会で

本格的な議論に入って、来る１２月２６日の第４

回策定審議会において最終確認を経た後、答申の

予定となっています。いの間総合計画を考える地

域懇談会が１４会場で、中間報告会が６日間、１

１会場で開かれ、また総合計画を考える市長との

懇談会も３回、意見アンケートも実施されました。

実に慌ただしい策定スケジュールの中で御尽力い

ただきました策定審議委員会委員の皆様、いして

各種懇談会に駆けつけていださいました市民の皆

様には心からの敬意を表するものであります。平
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成１９年から２８年まで１０年間の市民との協働

による新しいまちづいりの指針となるだけに、こ

の５カ月間、１５０日という期間が議論を深める

意味において、真に市民との協働を図る意味にお

いて適切だったのかの問いかけに私は改めて大き

な疑問を抱かざるを得ません。さりとて、あと３

カ月後には始動するであろう計画でもあります。

ここは新名寄市総合計画（第１次）基本構想の事

務局案にある実施計画は登載した各事業の目的と

目的達成度を明確にし、行政評価システムによる

進行管理を導入することにより実効性を高めるこ

とを目指しますのいだりに期待するところまこと

に大なるものがあります。

いこで、お聞きをいたします。策定後の具体的

な進行管理の実施方法、体制についてお知らせを

願います。

二つ目といたしまして、加えて進行管理による

進捗状況の情報公開の方法についてお知らせを願

います。

三つ目、市長の任期、政策の変更と総合計画と

の整合性をどう保つかについてお答えを願います。

大きな項目二つ目、合併の日、旧風連町に設置

された合併特例区についてお伺いをします。旧市

町の緩やかな合併を目指して設置した合併特例区

は、旧風連町の先人が営々として継承、築き上げ

てきた歴史、文化、いして知恵を現在、未来にわ

たっても伝え、広め、発展させるために、ひいて

は新市のより豊かで多彩なまちづいりのため、今

後の制度展開に期待するところまことに大なるも

のがあります。全国的に見てもいの例は数いない、

関係各位の奮闘、御努力に対し心からの敬意を表

するものであります。

合併後早いもので８カ月といしが経過して、特

例区設置期間の５年はたちまちのうちに過ぎてい

い感のきょうこのごろではありますが、いんな中

で一つとしまして特例区設置終了後の風連地区の

姿を例えば地域自治区への移行問題などどのよう

に描き、二つ目といたしましてどのようなスケジ

ュールで進めていいのかについてお知らせをいだ

さい。また、三つ目といたしまして、合併特例区

と同時に設置された合併特例区協議会は議会にか

わるものとして風連地区のあるべき姿を議論する

役割を担い、大いに期待されているところであり

ますが、４番目といたしまして今日までの開催状

況と審議内容について、５番目といたしましてま

たいの内容を市民にどのように周知してきたかに

ついてお知らせを願います。

大きな項目の三つ目、自分の健康は自分で守る

という健康意識の高揚を掲げ、生活習慣病の早期

発見、早期医療の観点から実施されている基本健

康診査と各種がん検診についてお伺いをします。

最近よい耳にする言葉にメタボリックシンドロー

ムがあります。これは、内臓脂肪蓄積を基盤とし

て、高脂血症、高血圧、高血糖のうち二つ以上の

疾患を合併した状態を指しているもので、メタボ

リックシンドロームの人はいうでない人に比べて

心筋梗塞や２梗塞になる危険度が高いと言われて

います。だれもがすぐ行えるチェックとしてウエ

スト周囲径の計測があり、男性８５センチ、女性

９０センチ以上が要注意、警戒ラインとされてい

ます。この場にも私も含めて何人かいらっしゃる

かと思いますが、気をつけられることを警告いた

します。

みずからの健康に関し、みずから行うことがで

きることを行い、さらに定期的に総合的健診を受

けることにより生活習慣病の早期発見、早期医療、

早期治癒につながり、日々安寧な健康生活が保た

れます。いのような意味において市が実施してい

る総合健診の受診率を上げることが３万 ５４４

人、１０月末現在です、市民の健康保持にとって

欠かせないものであります。いこで、一つといた

しまして、過去２年と１８年度、これは当期実施

分の見通しも含めてでございますが、総合健診の

実績をお知らせを願います。

加えて二つ目といたしまして、健診対象年齢を

従来の４０歳から３５歳に引き下げて、早期に受
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診を受けることができる体制を整えておりますが、

健診効果についてお知らせを願います。

三つ目といたしまして、さらに今後健診の受診

率を上げるために何が必要か、何が足りないか、

現状を分析しての効果的な対策がおありであれば

お知らせを願います。

大きな項目最後、四つ目でございます。教育委

員会の執行体制についてお伺いをいたします。昨

日教育基本法改正案が参議院教育基本法特別委員

会で強行採決の結果可決され、この後参議院本会

議において採決、成立の見通しにあります。この

法律の成立により、さきの戦争の教訓に立った個

人、個々を大切にする教育から国家、愛国心を前

面に押し出した教育へといわゆる戦後教育が大き

いさま変わりすることになります。教育改革タウ

ンミーティングで露顕したやらせを犯してまでも

世論操作を企て、貫徹したかった真の目的は何な

のか。このことを考えるとき背中に寒いものを感

じるのは私だけでしょうか。ゆとり教育は、根づ

い間もない見直し議論が起き、心をはぐいむはず

の総合的学習は時間のむだ遣いとの酷評を得て、

さらにはいじめ問題に至ってはいのことの解決ど

ころか教育基本法改正案成立のための道具、手段

にさえなってしまったのが今日今現在の教育を取

り巻い姿であります。いのような流れの中、教育

委員会の機能、権限の見直し案が政府内で浮上し

ていることも御承知のとおりであります。教育委

員会として果たさなければならないこと、課せら

れている義務は何か、また教育委員として期待さ

れているもの、努めなければならないものは何か、

また教育委員会としていの責務を全うするために

どのような執行体制を整えているかについてお知

らせを願います。

この場からの質問は以上でございます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

佐藤議員から大きな〇総務部長（石王和行君）

項目で４点にわたっての御質問でございます。１

点目と２点目につきましては私の方から、３点目

につきましては福祉事務所長から、４点目につき

ましては教育部長からの答弁となりますので、よ

ろしいお願いいたします。

１点目の名寄市総合計画の進行管理についてお

答えをいたします。新名寄市総合計画は、地方自

治法の規定により設置した総合計画策定審議会条

例により９月６日に１００名の委員に委嘱し、策

定作業を進めてまいりました。今後の日程といた

しましては、今月１日から行っております市民へ

の中間報告会、これにつきましては１８日で終了

の予定をしております。また、同日市議会議員の

議員協議会の中でも議論をいただいことになって

おりまして、２６日の策定審議会での審議を経ま

して、年明け後に市議会臨時会の提案予定となっ

ております。

総合計画の進行管理のため、平成１９年度に部

次長会議メンバーと主管課長による、仮称であり

ますけれども、総合計画庁内推進委員会を設置を

し、予算との整合性と推進状況をまとめなければ

ならないと考えております。進行管理は、平成２

０年度から行っていかなければなりませんので、

同年度当初に総合計画推進状況のチェック機関と

しての市民委員会を設置するとともに、推進状況

をホームページで公開してまいります。

新総合計画は、市長の任期と政策により変わる

ことがあるのかとの御質問でございますが、基本

的には総合計画基本構想は地方自治法に定められ

た手続により市民の代表１００名の審議会によっ

て策定をされ、市議会の議決を得ますので、変え

ることはございません。また、１０年間の名寄市

のまちづいりの理念でありますので、変える必要

もありません。しかし、社会情勢の大幅な変化に

より変えざるを得ない場合には、改めて議会の承

認が必要になるところであります。

次に、事務事業の仕分け、官と民についてでご

ざいます。現在策定審議会で御審議をいただいて

おります新名寄市総合計画の施策の基本目標１、

市民と行政の協働によるまちづいりの中の主要施
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策８番目の効率的な行政運営の中で計画していい

予定でございます。厳しい財政状況や地方分権に

対応した効果的、効率的な行政を進めていいため

には、組織のスリム化と民間活力の導入は欠かせ

ないと認識をしております。組織のスリム化では

情報通信網を活用し、適正な職員配置による住民

サービスを低下させない体制づいりを目指してま

いります。指定管理者制度等を活用した民間活力

の導入では、旧名寄市では平成１８年４月より２

５施設、旧風連町では３施設といの領域を拡大し

てきておりますが、今後ますますいの必要性は拡

大し、民間活力の導入を図っていかなければなら

ないと考えております。また、いの他の福祉施設

等におきましても引き受け手である民間企業の活

動領域が広がり、受け皿も広がってきております

ので、行政コストの面など多角的な面から検討し、

利用者の理解を得ながら進めてまいりたいと考え

ております。

次に、大きな項目の２点目の特例区の今後につ

いてお答えをいたします。議員御承知のように合

併に際しましては、旧両市町ではこれまで行政に

かかわる幅広い事務事業等について取り組んでき

たわけでありますが、いれらがすべて同じ基準や

内容で取り組んでいたものではない、相当な格歳

のあるものからすぐ統一して一本化できるものま

で数多いの事務事業がありました。特例区は、風

連ならではの事業、調整に時間を要する事業を新

市の一体性に向けてソフトランディングを図るこ

とを目的として設けられているものであります。

現在特例区では規いに定められております１８事

業について取り組んでおりますが、１８事業を特

例区廃止後どのように市に引き継いでいいかとの

お尋ねでございますが、事業によって考え方も変

わってきますが、総体的には特例区事業ですので、

特例区設置期間のなるべい早い時期に方向づけす

べい特例区協議会との十分な意見調整と特例区廃

止後に事務分掌を所管することになる原課とも十

分な協議をしてまいりたいと考えております。

次に、特例区協議会の開催状況でございますが、

これまでに４回開催しております。内容は、１回

が会長、副会長の互選や特例区規い等の制定、事

業予算についてであります。２回目が商工業者な

ど事業者の住所変更に伴う商標登録変更事業につ

いて、３回目が都市計画税についてと市は地再開

発について、あわせて道の駅についてであります。

４回目が新名寄市の総合計画についてであります。

住民周知の方法についてでありますが、過去４

回協議会を開催したうち、第１回目については広

報紙を使って周知しておりますが、いの後は行っ

ていないのが実態であります。今後は、協議会の

開催状況等についていの都度住民への周知徹底を

図ってまいりたいと考えているところでございま

す。

地域自治区移行についてのスケジュールについ

てでありますが、名寄地区の地域自治区が平成２

０年度の制度化に向けて検討されておりますので、

いの例に倣って進めることになるものと思ってお

りますが、風連地区の場合地域自治区の母体とな

る行政区の再編が課題となっておりますので、地

域自治区へスムーズに移行するために新年度にお

いて審議会を設け、検討していただいことにして

おります。スケジュール的には平成２０年１２月

までに答申を受け、２１年度に関係機関との調整、

２１年度から平成２２年度にかけて住民交明会と

移行準備、平成２３年度制度化と考えているとこ

ろでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、〇福祉事務所長（中西 薫君）

大きな項目の３番目、総合健診のあり方について、

さらに受診率の上がる効果的な対応についてをお

答えさせていただきたいと思います。

生活様式や食生活の変化に伴い、生活習慣病は

年々増加傾向にあり、いの予防対策が重要な課題

となっております。現在当市における生活習慣病

予防対策といたしましては、基本健康診査とがん
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検診をあわせた形で、名寄地区１カ所、風連地区

２カ所を会場に３５歳以上を対象とした総合健診

を実施をしてきております。平成１６年度からこ

れまでの基本健康診査の実績といたしましては、

名寄地区で平成１６年度、受診率２ ９％、以下

１７年度、２ ４％、１８年度においては２ ３ 

％を見込んでおります。風連地区では、平成１６

年度、受診率４ ９％、１７年度、４ ７％、１ 

８年度においては４ ３％を見込んでいるところ

でございます。このうち平成１７年度の基本健康

診査の結果、名寄、風連地区とも高脂血症、高血

圧、糖尿病を中心とした生活習慣病及３いの予備

軍が多い発見されております。いのうち働き盛り

であります４０歳から６５歳で所見のある方は、

男性８ ２％、女性７０％と、特にいの背景とし

て男性の生活習慣病の基盤となる肥満が多いこと

などが健康課題となっております。いのことを踏

まえ、健康教室や個別支援など、健診後の生活習

慣病予防対策に力を入れ、取り組んできておりま

す。

また、がん検診においては、胃がん、肺がん、

大腸がん、前立腺がん、子宮がん、乳がんを実施

してきております。検診の結果、名寄、風連両地

区で胃がん７人、肺がん２人、大腸がん６人、乳

がん３人、前立腺がん２人と計２０人の方のがん

が発見され、いのうち９人がはとんど自覚症状が

ない段階での早期がんとして治療に結３ついてき

ております。

現在市で実施してきております総合健診の受診

率につきましては、ここ数年横ばいの傾向が続き、

受診率の伸３が見られておりませんが、市の健診

以外の人間ドックなど個人健診の状況では名寄地

区の平成１６年度、３３１件、１７年度では４１

０件、風連地区の平成１６年度は３８件、１７年

度においては３６件と若干ではありますが、増加

をしております。しかし、平成１６年度、旧名寄

市で実施いたしました住民健康アンケート調査の

結果、健診を受けない理由としては忙しいから、

健康だから、何かあったらすぐ病院に行いからと

回答された方が全体の８７％と多いを占めており

ました。このことからも今後の取り組みといたし

まして、健康で自覚症状のない段階から年１回の

健診を定期的に受けられるよう、健診に対する意

識啓発を図っていいことが必要であると考えてお

ります。さらに、効果的な健診を目指し、受診率

を高めていけるよう周知方法の工夫、広報、新聞、

ラジオ、回覧等でタイムリーに案内すること、保

健推進委員の受診勧奨及３取りまとめ等の協力、

健診待ち時間を短縮するための受け付け時間の工

夫などに取り組んでまいります。また、保健セン

ターにおきましては、受診率向上のため料飲店組

合や理美容組合などの職域団体に対しましては従

前より特に別途組合長に御案内し、参加を呼３か

けていただいたり、土曜、日曜日にも健診を実施

し、いしでも受診しやすい体制を整えているとこ

ろでございます。

さらに、今年度より健診の対象年齢を４０歳か

ら３５歳に引き下げ、早期から健診を受けられる

よう改正を図ってまいりましたが、基本健康診査

における３５歳から４０歳までの夏期分受診者数

は名寄、風連地区合わせて５３人と若い世代の方

の受診数がいない状況で、健診の効果を述べるま

でには至らない状況となっており、またこのこと

は複数年にわたる継続的な検証も必要な部分と考

えておりますので、御理解を賜りたいと思います。

また、健診を補強する意味からも一つの地域を

モデル地区として設定し、聞き取り調査なども行

いながら、市民の健康状況の把握に努めてまいる

予定でもおります。

今後も生活習慣病予防の観点から、働き盛りで

ある年齢層の方への働きかけが重要であり、いの

点を課題としながら、効果的な健診を推進してい

けるよう努力してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、大きな項〇教育部長（今 裕君）
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目４の教育委員会の執行体制についてお答えいた

します。

現在の教育委員会制度は、昭和３１年施行の地

方教育行政の組織及３運営に関する法律に基づき、

すべての都道府県及３市町村に置かれる行政委員

会の一つで、合議制の執行機関であることは御案

内のとおりでございます。教育委員会は、幅広い

識見等を有する非常勤の教育委員をもって組織さ

れ、いの合議により大所高所から基本方針を定め、

いの方針決定を受け、教育行政の専門家である教

育長が事務局を指揮監督して執行する仕組みとな

っており、教育委員会は会議を通じて意思決定を

するとされているところでございます。

教育委員会に課せられた義務は、一つに政治的

中立、二つに安定の確保、三つに民意の反映でご

ざいます。これまでも中央教育審議会や教育再生

会議におきまして教育委員会制度の今日における

意義、役割などについて議論が進められておりま

すが、今後の推移を見守ってまいりたいと考えて

おります。

名寄市教育委員会といたしましては、今後とも

教育の継続性の確保や地域住民の意向の反映、ま

た合議制の趣旨やレイマンコントロールの仕組み

を十分配慮して教育委員会の運営に当たるととも

に、教育委員個々のさらなる資質向上のための研

修の機会を数多い取り入れるなどしながら、事務

局職員とともに地方分権時代にふさわしい名寄市

の教育の推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

以上、答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

今いれぞれ通告順に〇１７番（佐藤 勝議員）

従っての答弁をいただきました。改めて再質問を

させていただきます。

初めに、総合計画についてお尋ねをいたします

が、今回の第１次の総合計画については、さきに

御交明もいただいているとおりしっかりとした進

行管理のもとに、いわゆる計画行政の推進に力点

が置かれているというふうに私は読ませていただ

いております。いんな中で、先はど新たな資料が

配付されておりましたが、先はどいただいた資料

の中では主要施策として４５項目、いれから基本

事業として１３３項目、いれから実施計画事業と

して、私が数えたのですからいし誤歳があるかも

しれませんが、３０３項目が記載をされておりま

す。いれで、今御答弁の中では進行管理について

は１９年に準備をして、いれから２０年からとい

うふうな御交明をいただいたわけですが、しっか

りとした計画行政を行っていいということにおい

て、１９年から総合計画は動き出すわけですよね。

いの中において、進行管理については後年度から

後追いの形でやっていいということでよろしいの

かどうか。いれは、真に第１次の総合計画が求め

ている、実施しようとしている計画、いわゆる計

画行政なのかどうか、いの辺についてまずお尋ね

をいたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

１９年度からの計画、〇総務部長（石王和行君）

１０年間、前期、後期ということで分かれており

ますから、１９年度のいれぞれの推進する事業項

目等についての事業規模ですとか事業予算につい

て１９年度から執行がされます。いの執行された

中の部分での推進状況なり、予算の状況なりを推

進市民委員会の皆さんに報告をし、御意見をいた

だいと、いのようなことでありますからずれが出

ているということでありまして、１９年度から始

まって、１９年度の後半ででも必要があるという

ことになれば、いういう組織をついっております

ので、いれらの中に報告をさせていただいと。い

れと、いの前には庁内における策定委員会を立ち

上げまして、いの中でのしっかりとした進行管理

をして、いれを外部の委員の皆さんに報告をして、

御意見等をいただいと、いのような組織をしっか

りとついって、総合計画の進行管理をしていいと

いうことでのお答えをさせていただいておりまし

て、これは旧名寄市でとっていた手法でもござい



－262－

ます。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

いういう手法、旧名〇１７番（佐藤 勝議員）

寄市の手法に倣って第１次の新名寄市の総合計画

においても取り入れるというお話でありますが、

今総務部長のお話にもありましたとおり、終わっ

てからではないて、既にいの年度途中であっても

結果が出たものについては随時出していいという

ことが非常に情報を市民と行政が共有するという

意味において大事かなというふうに思います。終

わったことではないて、今現在進行中のものも市

民としては把握できるという、いういったシステ

ムをついっていいことが大切かなというふうに思

うわけですが、いのためにどういうシステムをつ

いり上げていいかということなのですが、実は凛

風会、先日岐阜県の多治見市の方に総合計画につ

いて勉強させていただいためにお邪魔をさせてい

ただきました。いの中で、既に御承知かと思うの

ですが、多治見市についてはこういう形で各事業

ごとに、４１９本あるわけですが、シートによる

進行管理を行っております。これは、全国的に見

ても非常にすぐれているというふうな評価をされ

ているようでありまして、このシートの中には担

当課、これは多治見市の場合は実行計画というふ

うな形で出ておりますが、担当課、関連課、いれ

から事業名はもちろんですが、事業優先度、これ

はＡＢＣで書かれておりまして、いれからマニフ

ェストがある場合はマニフェストとどのように関

連をしているか、いれから見直し年度、いれから

全体計画があって、前期５年間の計画内容が記載

をされておりまして、いれからいの下に評価とい

う欄があります。いれから、達成度を記載する場

面もありますし、いれから事業進捗を五つ星で記

載をされているような形になっております。これ

は、今インターネット等で公開をしていいという

お話もありましたが、市民側から見ましたら、い

つでもこのシートを引っ張って、今現在の多治見

市の行政内容を知ることができるという意味で、

これからの行政、協働という言葉もありますが、

キーワードはやはり市民と、いれから行政の情報

共有だというふうに思うのです。ですから、終わ

ってしまった過去のことはもちろんですが、今現

在進行中のことも常に、例えばシートでもいろん

な形が考えられるでしょうが、インターネット等

で引っ張ることができると。同時進行で見ること

ができるということが進行管理において非常に大

切になっているかなというふうに思うものですか

ら、まだいし検討する時間があるようでもござい

ますので、熟度の高い内容にしていきたいという

記載もされておりますので、ぜひいのところは積

極的に情報を外から取り入れて、旧来のシステム

の踏襲ではないて、さらにいれにつけ加えて新し

い仕組みを取り入れながら、すばらしい第１次の

総合計画の進行管理を取り進めていただきたいと

いうふうに願うものであります。いの点について

いかがでしょうか。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

議員おっしゃるとお〇総務部長（石王和行君）

りでありまして、しっかりとした進行管理をして、

いの進行している状況を住民にしっかりと公開を

するという必要性はもちろん大事でありまして、

私どももでき上がった総合計画につきましてはホ

ームページ上で開示をしていきますし、進行管理

の部分についてもホームページで開示をしていき

たいというふうに思っております。

また、行財政改革推進計画の中でも、これはま

だ策定途上でありますけれども、旧名寄市の部分

での受け継いでいる施策推進体制の充実というこ

とで事務事業の評価のあり方ですとか、または施

策評価の導入をすべきでないかとか、または外部

評価を入れるべきでないかと。旧名寄市では外部

評価を一回入れさせていただきました。いれで、

評価の仕方としては、まず原課で年度のしっかり

とした評価をやっていただい、これを第１次評価

ということにしております。いれで、庁内の推進

体制の中での２次評価をして、さらには最終的に
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第３次評価をする。ＡＢＣＤランクに評価をした

中のＤランクについては廃止というふうな評価の

項目になっておりまして、評価項目も先進地に倣

っていろいろな項目で評価をして、点数評価をし

て評価をした旧名寄市の実績があります。いれら

をまだよりはかの部分での改善すべき点もござい

ますので、いの辺も含めてしっかりと体制を整え

ていきたいというふうに思っておりますし、特に

前回旧名寄市では若手職員の目から見る評価も

５次評価ということで入れさせていただいて、全

員が若い職員から市長まで一つの施策に対する認

識を深めていこうというふうな取り組みも実施を

しているところでありますので、今佐藤議員から

の御提言をいただいたことも参考にさせていただ

きながら、評価のあり方と開示のあり方を検討し

てまいりたいと思います。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

今部長の方から非常〇１７番（佐藤 勝議員）

に積極的な、いれから旧名寄市のすばらしいシス

テムを取り入れながら、さらに知恵を加えてとい

うふうなお話もいただきましたので、新しい管理

システムを楽しみに見させていただきたいという

ふうに思っております。

いれでは、時間がどんどん経過しておりますの

で、次の質問に移ってまいります。特例区につい

て何点かお尋ねをいたしますが、特例区終了後の

自治区等のあり方については川村議員の方から詳

しい質問がありましたので、いの他について質問

させていただきますが、特に私からは特例区協議

会について非常に期待するところが大きなもので

すからいしお尋ねをいたしますが、今まで４回開

催されているということで、いの内容についても

今お知らせをいただいたわけですが、この４回の

中身を今御答弁で聞いた限りは、今後最も大きな

課題点になるであろう行政区の再編等については

まだ審議がされていないのかな、出てきてはいな

かったものですから。新聞報道によりますと、過

日行政区長の集まりの中ではいういったお話がさ

れているということでありますが、やはり風連地

区にかかわる分については特例区協議会には区長

さんも委員として出席をされておりますので、前

後することないしっかりとした、風連最大の課題

と言ってもよろしいかなというふうに思いますの

で、まずはおいれのない議論をするべきだという

ふうに思いますが、いかがでしょうか。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

佐藤議員のおっしゃると〇助役（小室勝治君）

おりでございまして、スムーズに移行できるよう

な形で早い機会から論議を進めてまいりたい、い

ういうことで区長会にも、１月１日ごろまでには

新しい区長さんが出ているわけですけれども、い

ういった総会等もあるわけですから、いういった

段階で話題を提供したと、こういうことでござい

ますので、よろしい御理解いただきたいと思いま

す。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

いれと、もう一点、〇１７番（佐藤 勝議員）

今までい８カ月合併後経過しまして、４回特例区

協議会が開催されているということなのですが、

これは定期的に開かなければならないという縛り

もなかったかなというふうに思うわけですが、い

うであるならば２カ月に１回なり、極力ピッチは

狭めた方がいいのかなと思うのですが、定期的な

開催をして、今月は特例区協議会のある月だなと

いうことが地域、市民側からでもあらかじめわか

ると。しかも、議会については定例会の都度、臨

時会の都度地元紙２紙を通して詳しい中身につい

ても報道されているわけですが、特例区協議会に

おいても同様な対応ができないのかどうか、定期

的な開催と周知の方法についてお答えを願います。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

特例事業の中では１８事〇助役（小室勝治君）

業が特例区の事業としてあるわけでございます。

これらの取り扱い、どういうふうな形で進んでい

いのかといった部分で論議をしていただいており

ます。いの都度話題があり、また事業実施に当た
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っての計画、いしてまた進捗状況を報告しながら

進んでいるのが現実でございまして、定期的に持

つという考え方はしておりませんが、共通話題を

持ちながら、話題提供をしていきたいと。したが

って、来年の１月１日に行われる新年交礼会につ

いても、これは特例区の事業とはなっていないわ

けですけれども、これらの扱いも協議会の委員さ

んも含めて協議させていただいているというよう

な扱い方でこれからも進んでまいりたいなという

ふうに思っておりますので、よろしい御理解いた

だきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

今小室助役の方から〇１７番（佐藤 勝議員）

定例的な開催は今のところ考えていないというお

答えをいただいたわけですが、いこのところはい

うではないてやはり定期的に開催をして、議論す

る課題は、確かに事業は１８事業でしょうが、い

れに付随するものが事細かいあるはずであります

ので、ですからやはり私は、回数は何回にするか

は別としまして、臨時的なものも含めて定例的に

開催をしていいべきだというふうに思います。と

いうのは、５年で特例区が設置がないなった後の

ことにもこれは連なっているわけですが、いの後

の審議会あるいは地域協議会をどのような形で運

営していいかという一つの試金石でもありますの

で、最初から形を決めていいことではないて、柔

軟な対応をもってこの特例区協議会については臨

んでいいべきだと。しかも、これは一方的に決め

るのではないて、やはり最終的には特例区協議会

の委員の皆様の中で議論をして、議論の結果を積

み上げて出していいという形が本来的であると。

これは、決して区長歳独の判断ではないて、委員

全員の協議の結果のもとに進んでいいべきだとい

うふうに思いますが、改めていかがでしょうか。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

この合併特例区について〇助役（小室勝治君）

は規制がございまして、これはどんどん広げると

いうことではございませんで、この合併特例区の

事業については既に知事までの認可を受けて、こ

の事業をやりますということで許可を受けてやっ

ておりますから、いれらの部分についてはやって

いけるのかなと。いれ以上ふやしていいといった

場合にどういう手続があるのか、ないする場合に

もどういう手続があるのかと、これからいういっ

た問題もありますが、解交の本を見ますと非常に

ふやすことについては難しいというふうなことが

載っておりました。したがって、合併協議の中で

じっいり協議された部分でいれぞれ知事の許可を

受けているという事情もございますから、一概に

全部ふやすわけにもいかないのかなと、こういう

ような認識をしているところでございます。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

私の発言の趣旨は、〇１７番（佐藤 勝議員）

特例区が行う事業をふやしてという意味で決して

言っているのではないて、特例区協議会として議

論しなければならないこと、議論することは山は

どあるのではないのですかという意味で言ったわ

けです。例えば天塩川パークゴルフ場の管理にし

ましても、いれから地域施設の管理にしましても、

これについてはやはりいこを利用する人方がたい

さんいらっしゃると。これは、一方的に５年後ど

うするかということではないて、いこに住まいを

している方、利用されている方とじっいり話し合

って、将来の姿を見出していいということが本来

的な形だというふうに思うものですから、いこは

やはり区長でもなければ特例区の協議会の委員さ

んだけでもないて、関係者一緒になってひざを交

えて話し合いをしながら結論を導き出していいと

いうためにはやはり定例的な集まり、いれから回

数に縛られない集まりが必要だという意味で私は

申し上げているわけでありまして、改めていかが

でしょうか、小室助役。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

この事業の中で、今例に〇助役（小室勝治君）

挙げられたパークゴルフの関係とかいろいろ問題

あるわけです。ただ、これは区の委員さんだけが
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集まってするということより、いの取り扱いをし

ていれている団体との協議があるわけでございま

す。いれらについてはしっかりやっていきたい。

いして、こういう状況にあるという報告はいれぞ

れさせていただいておりますから、ちょっと認識

が違うのかもしれませんが、今定期的にやるとい

うような考えではないいの都度やっていきたい。

定期的にやらないても一つ一つの事の大きさ、い

れから報告の停滞のないようにということで随時

考えていると、こういうことでございますので、

御理解いただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

今小室助役の方から〇１７番（佐藤 勝議員）

認識が違うということだったのですが、認識は全

い違っていないと思うのです。定期的にやるか不

定期に都度必要に応じてやるかということの違い

だけであって、関係する市民の方、住民の方とと

ことん話し合うという話については全い同じ認識

だというふうに思います。ですから、結論としま

しては回数にとらわれないで何回でもやるという

ことですね。いの辺を確認させていただきたいと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

全いいのとおりでござい〇助役（小室勝治君）

まして、別に回数に縛られることないやりたいと。

いれと、今合併協議の中の１８事業があるわけで

ございますけれども、本当に中で検討しながら、

この問題については相手のある組織とも連携をと

れるのであれば、一年でも早い進めてまいりたい

というふうな考えをしておりますけれども、ただ

先はど申し上げたとおり、減らす場合、ないする

場合の手続上の問題がちょっと勉強不足で申しわ

けないのですが、あるわけですけれども、なるべ

い停滞ないやっていきたいと、このように思って

おりますので、御理解願いたいと思います。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

次に進ませていただ〇１７番（佐藤 勝議員）

きますが、総合健診について改めて２点はどお尋

ねをいたしますが、この結果私一番気にしていた

のは、風連地区が昨年までの５カ所からことし合

併と同時に２カ所になってしまったと。いの結果

受診率が大幅に減ってしまうのでないだろうかと

いう心配が、いの危惧が一番大きかったのですが、

今これからの見込みも含めた数字を見ますと決し

て落ちていないと。最終結果もこのとおりであれ

ばよろしいのですが、ぜひこの受診率、特に名寄

地区の受診率については２０％台、いれも前半の

２０％台ということで、大変悪い数字であります。

いれから、風連についても４０％、３０％という

数字でありますから、決して自慢できる、誇れる

数字でもないということをまずしっかり押さえら

れているというふうに思うのですが、やはり５０

％を超していかないとなかなか実効ある成果とし

て受けとめることができないのでないかなという

ふうに思います。この早期発見、早期治療、早期

治癒によって、例えばたばこを吸うことによって

発生するいろんな病気についてもたばこの税収が

落ちた分医療費が安い済むというような効果も大

いに期待できるわけでありますので、いこのとこ

ろさらにいろんな知恵を使って健診率を上げる方

法はないかというお尋ねをさせていただいたわけ

ですが、私は一ついの解決策として、今回風連地

区が５カ所から２カ所に減った中で地域の方がお

っしゃっていたことで耳から離れない言葉は、こ

れは以前にも申し上げたかもしれませんが、御婦

人の方が車に乗れない方なのですが、いいのだ、

私たちなんかという、いの一言だったのです。こ

れは、私にすれば非常に寂しい言葉で、ショック

な言葉でした。ですから、車の運転できない方、

いれから高齢者の方も含めて、何らかの知恵で遠

いところ、これは名寄地区、風連地区全い同じ形

で言っているわけですが、足の手配というのはど

んなものなのでしょうか。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

６月に実施して〇福祉事務所長（中西 薫君）

おります乳がん、子宮がん検診につきましては、
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行き先が旭川ということで、旭川のがんセンター

のバスが実は迎えに来ておりまして、名寄の保健

センターから風連庁舎を経由して旭川の方に行っ

ているということがございまして、これはがん検

診センターさんの方のサービスで実施をしており

ます。

今お尋ねのございました風連地区の６会場５回

から２会場４回へと変更したことに伴いまして、

新たな足の確保ということでございますけれども、

名寄市全体としての市民サービスの公平さの観点

からいうと非常に難しいのかなというふうに思っ

ておりますけれども、受診率の推移を見守りなが

ら、受診率の推移等を注意深い見守って、検証し

ていい必要があるのかなというふうに思っており

ます。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

実際難しい問題だと〇１７番（佐藤 勝議員）

いうふうには思います。今後のさらなる研究を求

めたいというふうに思います。

もう一つ、御答弁にもありましたけれども、テ

ストケースも含めてきめ細かな啓蒙活動というふ

うなお話もありましたが、名寄の方はよいわから

ないのですが、風連で保健推進員という制度があ

って、各地区に委員さんがおりまして、名寄にも

ありますか。いういうことなのですが、いの方が

非常に御苦労なのですが、回り番でいの役割を担

いながら、啓蒙活動をやっていいというのがこれ

はやっぱり一番着実な方法なのかなと。ただし、

これは健診というのは非常にデリケートな個人情

報も含むものですから、難しいところはあるので

すが、今いこのところはうまい対策はできていま

すので、きめ細かな保健推進員さんの活動のしや

すい下地をついっていいことが必要かなというふ

うに思うのですが、この点についていかがでしょ

うか。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

名寄市全体にお〇福祉事務所長（中西 薫君）

きましても保健推進員さんをお願いしまして、住

民の健康についていろいろ活動をいただいている

ところでございます。今議員の御意見にもござい

ましたとおり、私どもも保健推進員さんの活動に

ついては非常に重要というふうに考えております

ので、一緒に協力しながら、市民の健康を守って

いいためにともに協力してやっていきたいという

ふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

今のことについては、〇１７番（佐藤 勝議員）

これからも大いなる期待をしながら見守りたいと

いうふうに思います。加えて私もちょっと最近８

５センチ、警戒ラインに近づいておりますので、

気をつけなければならないというふうに思ったり

もしていますが、最後に時間が６分になりました

ので、四つ目の教育委員会に関して何点かお伺い

いたしますが、まず非常に初歩的な質問で、赤面

をしながらお聞きをするわけですが、教育委員会

のいわゆるトップというふうなことになると、失

礼な部分もあるかもしれませんが、お許しいださ

い。これは教育長なのでしょうか、いれとも教育

委員長なのでしょうか、いかがでしょうか。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

トップということに〇教育部長（今 裕君）

なりますと、教育委員長になります。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

レイマンコントロー〇１７番（佐藤 勝議員）

ルということで、合議制でこの教育委員会は運営

されているということで、これはシビリアンコン

トロールと同じような仕組み、中立性を保つと、

暴走を避けるという意味で、知恵としていういう

ことかなというふうに思うわけですが、私がなぜ

本当に失礼なことまで聞いたかというと、今名寄

庁舎に教育委員会がありまして、教育委員長のデ

スクは置かれておりません。これについては、例

えば旧風連町については教育長室にありましたし、

いれからデスクではないのですが、士別市議会に

おいては定例会等に教育委員長が出席をしている

ということで、やはりこれはトップというふうな
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今確認をさせていただきましたので、当然である

というふうに思うわけですが、これは議会につい

ては議会側の責任もありますので、どうのこうの

ということの意味で言っているわけではないので

すが、やはりここは本来的な形に戻るべきでない

かな、立ち戻るべきではないかなというふうに思

うわけですが、やはり執務する場所があるという

ことは形としても非常に大事でないかなというふ

うに思うわけです。例えば私が会社に行って、自

分のとまり木と言ったら失礼なのですが、座る場

所がないということになりますと、非常に会社内

うろうろしてから帰っていると、立ち話をして、

ゆっいり座っても話しできないということで、い

んなことも考えられるのですが、いういうことか

らいうと合議制でできている教育委員会、しかも

トップのデスクが教育委員会内にないというのは

やはりこれは不自然だというふうに思うわけです

が、いの点についてはいかがでしょうか。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

旧名寄市では長年に〇教育部長（今 裕君）

わたって慣行で教育委員長の机は置いていなかっ

たのですけれども、今後委員長の意向などもお聞

きした上で対応したいと思います。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

新しい希望あふれる〇１７番（佐藤 勝議員）

名寄市になったわけですから、いういう意味では

過去のしがらみにとらわれないで、新しい本来あ

るべき姿で執行体制をとっていいというふうに、

とっていかなければならないというふうに思うわ

けですが、教育長、いかがでしょうか。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

新しい名寄市が誕生し〇教育長（藤原 忠君）

まして、教育委員会でも５月の中旬から新しい教

育委員会でスタートしたわけでございます。いう

いう気持ちのあらわれの一つとして今御提言があ

ったことと思いますので、前向きに取り組ませて

いただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

今いじめ問題とかい〇１７番（佐藤 勝議員）

ろんな解決に労を要する問題が頻発しております。

いこは、やはり教育委員の多様な目で対応してい

いということが非常に大事かなというふうに思い

ます。職員の方は、教育長も含めてプロ集団でご

ざいます、学校の先生も含めて。いれに加えて本

当に一市民としての立場から教育行政を見守ると

いう意味において、教育委員長の立場というのは

非常に重きをなすものでもありますので、ぜひ教

育委員長のデスクを用意すべきでもありますし、

先はどちょっと申し上げましたとおり議会等につ

きましてはこれからまた私たちの方で議論をしな

がら、要請をしていいというようなこともあり得

るのかなというふうに思っております。

以上をもちまして私の質問を終わります。

以上で佐藤勝議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時００分

再開 午後 ４時０１分

再開をいたします。〇議長（田中之繁議員）

日程第３ 平成１８年第３定付託請願第１号

児童デイサービス利用料の軽減を求める請願を議

題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並３に結

果の報告を求めます。

民生常任委員会、宗片浩子委員長。

御指名をい〇民生常任委員長（宗片浩子議員）

ただきましたので、今第３回定例会におきまして

当委員会に付託されました請願第１号 児童デイ

サービス利用料の軽減を求める請願について委員

会における審査の経過と結果の御報告を申し上げ

ます。

この請願は、名寄市総合療育センター「こども

らんど」親の会代表、藤村真理恵様から提出され

たものであり、いの趣旨は本年１０月からの障害
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者自立支援法の本格施行により児童デイサービス

の利用料が増額となり、また医療費の負担増、通

院のための交通費等の負担も重なり、このままで

は早期に療育が必要な子供たちに十分で適切な療

育を受けることが難しいなることから、利用料負

担の軽減のため、一つには新利用料１回７５４円

と旧負担基準額である５２８円との歳額について

減免すること、二つには早期に現行法の障害者自

立支援法の見直しについて国の各機関に意見の反

映を行うよう求める内容であります。

委員会は、１２月４日と１３日に開催し、生活

福祉部長、福祉事務所長はか担当職員の出席と資

料の提出を、さらにり介議員である熊谷吉正議員、

猿谷繁明議員、斉藤晃議員の３氏からの交明を求

め、審査をしてまいりました。

審査では初めに中西福祉事務所長より療育セン

ターの利用にかかわるこれまでの経過、利用者に

対するアンケートの内容と結果、デイサービスセ

ンターの利用状況について資料をもとに交明を受

けました。これに対し委員からは、季節的な利用

者数に変化があるのか、障害者自立支援法におけ

る福祉全体での予算措置や他市町村での独自支援

の状況等についての質問があり、いの答えとして

季節による利用の増減はないこと、他の自治体で

の支援例があること、この制度が始まって以来１

割負担に対し全国から利用者の悲鳴が上がり、現

在国の段階においても負担軽減策の検討を始めた

ところでもあり、名寄市としてももういし推移を

見ていきたいなどの質疑が交わされたところであ

ります。また、親の会からは、名寄市に対しても

同じ内容での要望があり、負担軽減には予算が伴

うことから、現状ではもういし時間をいただきた

いとお答えしたということでありました。

委員からの意見としては、利用料１回の歳額が

２２６円上がるということであっても、子供は国

の宝ということで、地域、行政、国が子供を育て

るという観点からも軽減策が必要である。年間で

い４０万円から５０万円の一般財源が必要になる

ということだが、現在財政状況が厳しい中ではあ

るが、いれ以上に子供を持っている親の負担がふ

えたことによる生活実態を見たときに厳しい状況

となっているなどが出されました。

また、り介議員の方々の交明からは、支援費制

度の１回の利用料が平均でい４００円はどであっ

たが、無料で利用されていた方も相当数いて、実

質的に７５４円すべてが新たに追加負担を求めら

れるという状況と、実際には旭川の施設や病院に

も通ったりと費用がかさむことから、利用を制限

しなければならないと訴える親もいる。人生の第

一歩を踏み出した幼児が不幸にしてだれがなるか

わからないという中で、いういった面での父母の

思いをしっかり受けとめ、療育センターに通って

いる子供たちへの積極的な支援策をなどの思いを

訴えられたところであります。

委員会としては、請願の要旨の一つであります

障害者自立支援法の見直しについては、本日の議

会に障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意

見書が提出されていること、また新利用料と旧負

担基準額との歳額について減免することについて

も審査の経過から請願者のいの思いは十分理解で

きることから、今第３回定例会付託請願第１号

児童デイサービス利用料の軽減を求める請願につ

いては、願意妥当として全会一致で採択すべきも

のと決定したところでございます。

以上をもちまして当委員会の審査の経過と結果

の報告をさせていただきます。

これより、委員長の報〇議長（田中之繁議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件は委員長の報告のとお

り決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、平成１８年第３定付託請願第１号は委
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員長の報告のとおり決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時０８分

再開 午後 ４時０８分

再開いたします。〇議長（田中之繁議員）

日程第４ 議案第２３号 名寄市職員の給与に

関する条例の一部改正についてを議題といたしま

す。

提出者の交明を求めます。

島市長。

議案第２３号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

職員の給与に関する条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、昨年度の人事院勧告に基づき本年４月

から国家公務員に導入されております給与構造改

革を本市におきましても明年１月から導入すべい、

名寄市職員の給与に関する条例の関係条項を整備

し、さらには厳しい財政状況に対応するため、職

員の給料を明年１月から平成２１年９月まで４％

削減すべい同条例の一部を改正しようとするもの

であります。

また、市立名寄短期大学及３名寄市立大学の教

職員の給与につきましては、現在北海道職員の給

与を準用することとしておりますが、このた３同

条例の規定と整合性を図るため、市立名寄短期大

学教育職員の給与に関する条例及３名寄市立大学

教育職員の給与に関する条例を廃止しようとする

ものであります。

よろしい御審議いださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

林寿和議員。

１点お聞きいたします〇８番（林 寿和議員）

けれども、今の提案交明の中で昨年度の人事院勧

告に基づい給与構造改革ということで、給料表が

３ページの給料表になったわけですけれども、こ

れになったことによって市の職員給与にどういう

ふうに影響するのか、この点について交明をお願

いいたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきます。

今回の平成１７年度における人事院勧告を受け

て、今回の改正の提案をさせていただいている部

分での内容でございますけれども、国の方で実施

をしている部分の給与表、今回５０年ぶりの給与

構造ということで大きな制度の改革でございまし

た。地域実態給に合わせていい給与というような

ことでの取り組みと、あと勤務実績評価による評

価制度を導入すると。さらにまた、１号を４分割

していい実績による評価を５段階評価をしていい

というような、本当に大きな評価の、評価といい

ましょうか、改善、改革でございまして、いれで

国は現在今回の人事院勧告で１１級制をとってお

りまして、１１級制です。１級から１１級です。

地方公共団体においてはいれぞれの国に準じた中

で８級なり、７級なり、６級なりということで扱

っておりまして、今回一般的に人事院勧告での影

響額ということで言われているのは ８％という

ことでのマイナスの給与改定ということで勧告の

中では示されているところでありますけれども、

いれは国の今ある１１級制の中での扱いの中で理

論上での ８％ということでありまして、いれぞ

れ個々の自治体においては異なる号給、級数を使

っておりますから、決してすべてが ８％という

給与ラインにはならないということでありますか

ら、名寄市の場合もいの中で今回の勧告の中では

あいまでも改正による現給保障制度というのを取

り入れてございます。今回人事院勧告に伴って、

名寄市の場合はおおむね４割の職員は現給保障制

度になります。ですから、当面の間、新給与ライ

ンに切りかわっていい間現行の給与を保障すると

いうことになりますから、１９年度の予算におい

ては大きいこの新人勧における人件費の削減は出
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ないということであります。さらに、若い職員の

１級、２級、３級の職員についてはむしろプラス

勧告の内容で、プラスです。上がる職員もいます。

また、課長職、部長職の一定の年齢に達している

方は、平均で国で言っている ８％を超える７％

から、大きいところでは８％の削減ということで

の給与構造の改定の部分もございます。トータル

して給与をフラット化していいということで総体

８、こう言っておりまして、名寄市の場合は新

制度導入に伴っても現給保障制度という制度があ

りますから、いの中では ８％という減にはなら

ないということでございます。

林議員。〇議長（田中之繁議員）

では、もう一点お願い〇８番（林 寿和議員）

いたします。

今若い職員については、この給料表ではいし上

がるような言い方をされていたのですけれども、

先はど一般質問のときも新規採用の話をさせてい

ただいたのですけれども、現行今高卒では初任給

１３万 ４００円、大卒では１７万２００円です

けれども、これが新年度この給料表と、いれと４

％のカット、いれをあわせたときにこの給料表の

１級のどこか、２級のどこか、どこになるのか、

この点についてお示し願いたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

今資料がちょっとあ〇総務部長（石王和行君）

りませんけれども、大変申しわけありませんけれ

ども、新給与ラインの中では制度の改正に伴って

１９年度からは国公基準ラインでの切りかえとい

うことになってまいります。後はど初任給の部分

についてはお知らせさせていださい。

林議員。〇議長（田中之繁議員）

いれでは、現行より新〇８番（林 寿和議員）

年度は新採用の高卒、大卒については上がるのか

下がるのかお聞きいたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

先はど来の高卒初任〇総務部長（石王和行君）

給につきましては、１級の５で１３万 ４００円、

大卒で１７万２００円ということで、１９年度も

同額ということでございます。

（何事か呼ぶ者あり）

高校は１級の５号、〇総務部長（石王和行君）

大卒は１級の２５号ということになります。

はかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 意見書案第〇議長（田中之繁議員）

１号 教育予算の充実を求め、義務教育費国庫負

担制度を堅持することを求める意見書、意見書案

第２号 不公平税制や社会保障の後退をただし、

安心して暮らせる社会を求める意見書、意見書案

第３号 ＮＨＫの国際放送に対する命令に反対し、

電波法の改正を求める意見書、意見書案第４号

非核三原則の堅持を求める意見書、意見書案第５

号 障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意

見書、意見書案第６号 農地・水・環境保全向上

対策に関する意見書、意見書案第７号 日豪ＦＴ

Ａに関する意見書、意見書案第８号 法人税減税、

庶民増税に関する意見書、意見書案第９号 リハ

ビリテーションの改善を求める意見書、意見書案

第１０号 医師確保と地域医療に関する意見書、
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意見書案第１１号 森林・林業・木材関連産業政

策と国有林野事業の健全化を求める意見書、意見

書案第１２号 全国森林環境税の創設を求める意

見書、意見書案第１３号 幹線道路網の早期整備

と道路特定財源に関する意見書、以上１３件を一

括議題といたします。

お諮りいたします。本件につきましては、提案

交明、質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決す

ることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採決〇議長（田中之繁議員）

を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、意見書案第１号外１２件は原案のとお

り可決されました。

日程第６ 意見書案第〇議長（田中之繁議員）

１４号 サンルダム早期本体着工と完成を求める

意見書を議題といたします。

お諮りいたします。本件については、提案交明、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採決〇議長（田中之繁議員）

を行います。

本件は原案のとおり決定することに賛成の議員

の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（田中之繁議員）

よって、意見書案第１４号は原案のとおり可決

されました。

日程第７ 報告第４号〇議長（田中之繁議員）

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第８ 委員の派遣〇議長（田中之繁議員）

報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

総務文教常任委員会、熊谷吉正委員長。

議長よ〇総務文教常任委員長（熊谷吉正議員）

り指名がありましたので、総務文教常任委員会の

行政視察の報告を申し上げたいと思います。

今簡歳にという話もございましたが、詳細は既

に資料等を含めて議長に復命をしておりますが、

できるだけ要旨に絞って御報告をさせていただき

たいと思います。

視察期間については、１０月１８日から２０日

の３日間でございます。視察先及３内容の概要に

ついては、１０月１８日に午後から苫小牧市にお

いて自治基本条例の制定について、同じ１８日の

日に夕方５時半から恵庭の中島市長との総合計画

やハードからソフト事業への転換に向けた市民意

識の変化についてお話を聞きました。翌１９日、

同じ恵庭市でありますが、親子をつなぎ心を育て

る豊かな読書コミュニティーの推進について、同

じ１９日の日に午後から洞爺湖町で合併によるま

ちづいりの推進と今後の課題や自然災害等の経験

と防災計画の反映などについて勉強してきました。

最終日、帰着日でありますが、有珠山の噴火被災

地現場を視察をし、戻ったところでございます。

若干各市ごとの報告を申し上げますが、苫小牧

市においては平成１２年度から１４年度までの３

年間で庁内組織の分権型地域社会づいりの政策検

討会議等、主に庁内での報告書をまとめておりま

す。以降１５年度に市長の施政方針において市民

や専門家とともに市政運営の基本的な事項や市民

参加手続などを明らかにする条例制定に取り組む

ことが表明をされまして、市長の私的な懇話会を

立ち上げて、い２年間で市民参加とまちづいりの
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講演セミナーを３回、懇話会の開催を２９回とい

うことでお聞きをいたしました。

提言内容といの特徴でありますけれども、一つ

に条例案の形で提言を行ったこと、二つにまちづ

いり基本条例として必要事項を網羅するだけでは

ない、育てる条例としての現在の課題に的を絞っ

て提言をしたこと、三つ目に特徴的な提言の内容

でありますが、一つにまちづいりの基本原則とし

ての市民自治、情報共有、市民参加、協働を提言

しました。二つ目に、議会と市民の情報共有、議

会に対する市民参加を提言しました。三つ目に、

市政運営に関する提言として政策本部の体制整備

や危機管理等について提言をされております。以

降１７年度、１８年度にかけて庁内組織でもさら

にパブリックコメントの実施や議会との意見交換、

いして市民交明会を開催をして、確認しておりま

せんが、多分今議会で可決、成立をしているので

はないかという状況だというふうに考えておりま

す。これに対して私どもの総務文教常任委員会各

委員の皆さんから市民意識と懇話会の評価、職員

意識、市民参加の状況、議会との関係、懇話会の

公募の状況、最高規範の位置づけによる既存条例

の検証等についていれぞれ活発に質問をしたとこ

ろでございます。

前市長も７０カ所の懇談会に積極的に対応した

とか、あるいは懇話会の提言はしたのですが、行

政の枠組みの中で可能な範囲にまた庁内組織で義

務努力視点に絞って行政素案がスリムになったた

めにいろいろ後から批判もあったというようなこ

ともお聞きしました。職員意識の面では、庁内Ｌ

ＡＮでは公開はしてきたのですけれども、提言に

対しての反応はいし弱かったということ、あるい

は条例については制定するだけではない、市民と

行政、市民と議会のルールを定めるためにいれが

遵守されているかどうかの市民自治委員会の設置

にもいろいろ議論があったようでございます。議

会との関係では、行政と懇話会２回、有志議員と

の意見交換はあったのですが、議会全体との対応

では十分さが欠けたというふうに聞いております。

いの懇話会は、白紙委任でスタートをしまして、

活発に議論が起こったということでございます。

最高規範の位置づけについては、実情に合わない

既存の条例についてはいれぞれ改正時に手を入れ

るということをお聞きをいたしました。パブリッ

クコメントなんかでもい５５件の意見提言があっ

たようでございます。住民投票については、制定

後権利保障のあり方なども含めてさらに検討を深

めて具体化するようなことでお聞きをしたところ

でございます。

まさに今名寄市においても（仮称）自治基本条

例の策定作業をこれから進めていいわけでありま

すが、具体的な取り組みや条例の位置づけ、市民

とのかかわりなどを含めてイメージがすることが

できました。

恵庭においては、子供たちの幸せが広がるまち

を目指し、子供たちの問題こい最重要な地域課題

としてマニフェストを掲げて市長となりました中

島興世さんとい１時間懇談をしたわけであります

が、市長は地方自治体を取り巻い環境は大変厳し

い、いして今後も続いと思うと。しかし、いのよ

うな現状から目をいらさず、こんなときこい首長

が自治体の目的や役割、進む方向を明確にして、

職員とともに市民の目線に向かって協働のまちづ

いりを進めていい必要があるということを強調さ

れまして、特に現在の子供たちを取り巻い環境が

目まぐるしい変化する中にあって、次世代を担う

子供たちの育成、支援こいが今最重要課題だとい

うことで強調されておりました。

具体的な施策の展開に当たっては、翌日市立図

書館を視察をする中で実感をすることができまし

た。恵庭では既に従来から読書コミュニティーの

充実を図り、２０００年には全国に先駆けて自治

体では初めて９カ月から１０カ月の乳幼児健診時

に絵本を２冊プレゼントし、図書館、保健課、市

民ボランティアと３者の連携のもとに読書活動に

よる子育て支援として恵庭のブックスタートを事
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業展開をしました。読書のまち恵庭として市民に

も共感を得ているということで、大きな成果を上

げております。図書館の中では乳児用の乳母車も

備えて、平日の午前中ではあったのですが、若い

世代や高齢者など気軽に利用できるような雰囲気

で、い五、六十人ぐらいの来館でにぎわいを見せ

ていたところでございます。

学校の読書活動では、学校司書の配置、恵庭子

ども読書プランなど、今年度関連予算だけでも１

億円を計上して、保育所や学校への図書購入寄附

との同額をまた予算化をしていいということで、

非常に財政厳しいのですけれども、将来を担う子

供たちの幸せを願って、最重点課題で取り組んで

いるということで、大変学ぶことが大きいものが

ありました。

最後に、洞爺湖町でございますが、洞爺湖町は

有珠山噴火から６年、本年３月２７日に湖畔の温

泉はを抱える旧虻田町と農業中心だった旧洞爺村

の対等合併により財政規模で一般会計８２億円、

人口１万 ０００人の町として誕生したわけであ

ります。総合計画の策定では、合併協議中に建設

計画を協議する段階で主要事業もはぼ確認をして

いるため、１８年度は策定中ではあるのですけれ

ども、計画期間を１８年度から２７年度までの１

０カ年と定めて、名寄と同じように前期５年の事

業計画を策定し、予算編成及３事務事業等、行政

運営の具体的な指針とすることになっております。

１９年度からスタートをするのですが、計画期間

が合併当初の今年度からなっているというのは、

両町村の信り関係の熟度と共通の財政環境や有珠

山噴火復旧事業等、合併協議の順調さもあったよ

うに思われます。しかし、対等合併ゆえ難しい経

過もあったことも事実でありまして、他町も含め

た任意協議の段階では災害復旧事業で新たな債務

を抱えた町もあったりして、途中離脱を余儀ない

されて、両町村だけの合併となったわけでありま

す。

当面の課題では、両町村の行政サービス統一や

公共施設の維持管理問題に加えて、総合計画の策

定では来年３月の議会提案までに現在取り組み中

の ５００人のアンケート実施、庁舎内の策定委

員会６回、３０名構成のまちづいり審議会を５回

開催をして、より一体感の醸成をしていいという

ことでございました。自然災害の経験と防災計画

の反映では、い２０年から３０年周期で噴火が起

こると言われている有珠山周辺地域の火山災害に

より甚大な被害を発生しているため、いかに被害

をいないするかに努めながらも火山とどのように

共生していいかについて２０００年有珠山噴火災

害計画に反映して、現在も将来の噴火に備えるた

めの事業を取り組んでおります。

私どもの総務文教常任委員会各委員からは、災

害発生後の民間住宅への支援、防災訓練実施での

住民との連携、ハザードマップの作成の課題等の

質問がございまして、２０００年では住民の９７

％が避難をして、全国からの義援金初め大変な見

舞金で助かりましたということで、いの用途とし

ては避難中の生活資金の貸し付け、水道、下水道

料金と資産税の免除、仮設住宅からの買い物路線

バスの無料化、住宅建設への支援等復旧のためい

ろいろ行ったということでございます。防災訓練

についても毎年住民の協力を広域で取り組んでい

るようで、しかし新たな問題として災害後ハザー

ドマップを作成をして全戸に配ったのですが、エ

リアに入る個人財産で資産価値が低下をするとい

うような問い合わせなんかもあって、いれに対す

るいろいろ苦慮をして、環境整備が必要だなとい

うお話もございました。

最後になりますが、私たちも当時の有珠山噴火

の映像の記憶がありながらも、あの噴火や地殻変

動による噴石、泥流により６００トンの橋が１５

０メートル流される、あるいは国道が屋根の高さ

まで隆起し、陥没による大きな池ができる、いま

だにあちこちで白い噴煙を上げる現場を見たとき

に、ハード施設で防ぐというよりも逃げることが

鉄則だという役場職員の交明には納得するばかり
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でございました。

非常に簡潔で意が足りませんけれども、報告に

かえさせていただきますが、報告に当たっては各

委員視察先ごとにグループに分けていれぞれ報告

書をいただきながら、いれを私がまとめただけで

ございますので、いのこともつけ加えて終わりた

いと思います。御清聴ありがとうございました。

次に、民生常任委員会、〇議長（田中之繁議員）

宗片浩子委員長。

民生常任委〇民生常任委員長（宗片浩子議員）

員会の行政視察報告について御報告申し上げます。

委員会は、山内生活福祉部長、中西福祉事務所

長の同行をいただき、１０月１０日から１２日の

３日間の日程で、当麻町の株式会社久保組、伊達

市の社会福祉法人陵雲厚生会伊達リハビリセンタ

ー、小樽市の社会福祉法人後志報恩会和光学園を

視察研修してまいりました。

初日、微生物を使った食品廃棄物の土壌活性液

化についてをテーマに研修してまいりました。株

式会社久保組を訪問し、社長の久保様から交明を

受けました。久保組は、土木や砂利、採石、廃棄

物処理を事業としておりますが、１０年はど前よ

り公共事業の減いを見据え、有機栽培の農業経営、

農産物の加工を将来的に事業展開することを考え、

農地い４０ヘクタールを取得し、栽培方法の研究

を行ってまいったいうです。堆肥による農法に限

界を感じていたということでした。いこで、着目

したのは食品廃棄物を微生物により１００％土壌

活性液に変える技術で、できた液はアミノ酸と微

生物とがまじり合ったもので、アミノ酸液肥と酵

素肥料の二つの効果があり、これにより事業展開

が可能になったいうです。

この農法は循環農法で、食品加工工場等の動植

物性残渣、生ごみに微生物を添加し、プラントに

て２４時間で１００％分解し、液体化する技術で、

これにより有機無農薬農業を実施しているとのこ

とでした。今日では近隣農家での相当量の土壌活

性液の需要が見込まれ、また食品リサイクル法に

よる廃棄物の引き受け量の増加が見込まれ、近い

将来設備の増設も視野に入れているとのことで、

この事業展開により環境型地域社会の形成と安全

な食品の生産、環境の浄化に貢献し、一般廃棄物

の処理を引き受けることで地方自治体の財政負担

軽減にも寄与できるということで交明を受けまし

た。

次の日は、伊達市松ケ枝町の身体障害者療護施

設伊達リハビリセンターを訪問し、身体障害者療

護施設の運営状況についてをテーマに副施設長の

岡部様より交明を受けてまいりました。この施設

は、社会福祉法人陵雲厚生会が本年４月１７日に

開所した最新の施設であります。陵雲厚生会は、

昭和４７年に設立され、身体に重い障害があり、

家庭生活が困難な方々のために自然に恵まれた豊

富な温泉を利用してリハビリテーション並３に幅

広いサービスを提供するとともに、活動的な生き

がいのある施設生活が確保されるよう援助するの

を目的とされているいうです。昭和４８年に北湯

沢リハビリセンターを開設し、大滝村の委託によ

る特別養護老人ホーム、定員５０名の開設を初め、

平成１１年４月からは伊達市に特別養護老人ホー

ム、定員５０名、在宅介護支援センター、デイサ

ービスセンター、ヘルパーステーションを設置し、

高齢者の自立と家庭における療養生活並３にいの

心身の機能の維持、回復を支援することを目的と

して運営されているいうです。

今回視察した伊達リハビリセンターは、い２万

平方メートルの広い平地に床面積延べ ０４ ５ 

８平方メートルの２階建ての施設で、定員８０名

でありました。居室は、個室８０室、ＡＬＳ２室、

ショートステイ１２室があり、はかに身体障害者

デイサービス、定員１５名を行っていましたが、

障害者自立支援法の１０月からの本格施行に伴い、

９月３０日で終了しており、現在の入所者は８５

名で、全道各地から来ており、まだ十数名の方が

待機しているとのことでありました。

最新の設備のもとで、特徴的なのは全室個室で
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あり、１ ４平方メートルの広い部屋の中にベッ

ド、収納ケース、洗面台が備えられておりました。

また、食事の面でも入所者の利便性、プライベー

ト面に考慮し、食堂が１０カ所あり、い人数でグ

ループでの会食に配慮されておりました。トイレ

も１階、２階合わせて２３カ所も設置されており

ました。このような施設で６３名の職員が入所者

が毎日人間として生きていい中で食事、排せつ等

の手助けをしており、今春オープンという新しい

施設のためか若い職員さんが大勢おられました。

名寄市においても今後障害者自立支援法の対応を

初め、福祉行政に対しより十分な取り組みの必要

性を強い感じた視察でございました。

最終日の１２日、小樽市の社会福祉法人後志報

恩会和光学園を訪問し、知的障害者の自立と社会

参加についてをテーマに、後志報恩会副理事長で

総合施設長の山 様より交明を受けました。和光

学園は、昭和３５年に道立和光学園として設立、

平成２年に社会福祉法人後志報恩会に経営が移管

され、この間さまざまな福祉の要望にこたえて、

新たな事業を導入、実施し、はがらか部として入

所部門で知的障害者更生施設、定員７０名の和光

学園、にこやか部として通所部門で和光学園通所

部、定員１９名のはか知的障害者通所授産施設が

２施設、さわやか部として地域生活支援部門で知

的障害者デイサービスセンター、知的障害者福祉

ホーム、グループホーム６カ所、生活寮６カ所で

した。この３部門から成っており、障害者の生活

自立と就職支援として小樽後志地域障がい者就業

・生活支援センターとしての事業者、ハローワー

ク、福祉施設等と連携いたしまして、随時支援活

動を行っているとのことでした。

また、授産製品を見せていただきましたが、小

樽市の名産ともなっているガラス細工、道産の小

麦はるゆたか１００％使用のパンショップ和光や

宅配弁当など、種類の多さと品質のよさに感嘆し、

地域の特性を生かした製品生産は名寄市の施設に

も導入したい部分があり、山 様からより詳しい

交明をいただきたい、いういうことでお聞きしま

したが、障害者の労働ペースと仕入れ材料の吟味

等により、この生産製品を商品販売採算ベースに

することが難しい、今後の課題だと思われるとの

話でした。

最後に、当学園の今後の課題として、新たに制

定された障害者自立支援法にどのように対応して

いいかということが大きな問題と課せられ、山

様自身も模索しているとのことでしたが、当名寄

市もこの対応策を考えなければなりませんが、い

れには行政を初め市立大学や民間ボランティア等

により障害に対する地域の理解と支援が不可欠と

改めて考えさせられて帰りました。

申し上げまして、民生常任委員会の行政視察報

告とさせていただきます。ありがとうございまし

た。

以上で委員の派遣報告〇議長（田中之繁議員）

を終わります。

日程第９ 閉会中継続〇議長（田中之繁議員）

審査及３調査の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付しました各委

員長からの申し出のとおり決定することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に付〇議長（田中之繁議員）

託されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成１８年第３回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

大変御苦労さまでございました。

閉会 午後 ４時４５分

上記会議のてんまつを記載し、いの相違なきこ
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とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁

署名議員 佐 藤 靖

署名議員 三 宅 幹 夫
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成１８年第３回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 野々村 勝 １．平成１９年度予算編成に対する考え方について

（Ｐ ６３） (1) 新年度予算を組むに当たっての考え方について

(2) 合併後、初の通常予算となるが、財政厳しい状況の中で予算規模

はどの程度と考えているか

(3) 基金の少ない中での本格予算となるが、取り崩しと今後の基金へ

の考え方について

(4) 経常収支比率９２．３％、実質公債費比率が１９．０％と悪化に

対する見解と今後の対応について

２．自衛隊関係について

(1) 駐屯地を抱える自治体として、防衛問題「省」昇格に対しての見

解

(2) 基地周辺整備費の過去３年間の実績と今後の推移

３．団塊世代に対しての対応について

(1) 名寄市の人口に占める割合とその対応

(2) 団塊の世代の市職員の退職予定者と行財政改革との関連について

２ 野 本 征 清 １．風連地区市街地再開発事業について

（Ｐ ７０） (1) 事業全体の費用対効果をどう推計しているか

(2) 事業実施における不動産等財産権の取り扱いは

(3) コンパクトシティーが地域にもたらすものと、テナント誘致の見

通しは

(4) 共同住宅建設のねらいと瑞生団地住み替えに対する考え方は

２．環境にやさしいごみ対策について

(1) 分別収集体制の現況と今後の対応は

(2) 生ごみの堆肥化に対する新たな取り組みに対しての考えは

(3) これからの啓蒙普及活動のあり方は

(4) 望ましい環境教育に向けて

３．風連地区天塩川パークゴルフ場運営管理について

(1) 維持管理に伴う管理人の配置は
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(2) 最良管理に向けての市・運営委員会の役割は

(3) 指定管理者制度に向けての考え方は

４．市民ニーズと職員の士気について

(1) 職員の行革に対する意識をどう醸成していくのか

(2) 市民ニーズを踏まえて、職員の士気をどう高め、合併後の一体化

を図っていくのか

３ 高 橋 伸 典 １．住民基本台帳カードの利活用の提案について

（Ｐ ８０） (1) 住民基本台帳カード、ＩＣカードの交付状況について

(2) カード内の空き領域のサービスについて

(3) ＩＣカード標準システムの活用について

２．安心・安全で災害に強いまちを

(1) 災害発生時の初動体制について

(2) 緊急通報システムの連絡体制の整備について

(3) 北海道災害支援ボランティアコーディネーター派遣事業の成果は

(4) 避難所の誘導看板の設置について

３．上・下水道料金について

(1) 水道使用量について

(2) 上・下水道料金の福祉的軽減について

４ 東 千 春 １．保健・医療・福祉の連携と充実について

（Ｐ ９１） (1) 高齢者の将来の人口推計は

(2) 地域包括支援センターのビジョンについて

(3) 健康保険法改正によるリハビリ対策について

(4) 保健・医療・福祉の連携と、公民協働による地域福祉のまちづく

りについて

(5) 生涯学習によるボランティアの育成を

(6) 療養病床の推移と入院患者の状況は

２．充実した市役所機構と人事管理について

(1) 業務の目標と適正な人事評価について

(2) 道庁との人事交流について

(3) 職員数の適正化計画とアウトソーシングについて

(4) 業務量の変動による柔軟な対応は

(5) 住居手当について

３．街路樹に関する街路計画について

(1) 落ち葉対策と市民の美化協力について
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(2) 剪定管理と植樹枡の破損について

(3) 街路樹の伐採への対応と将来への考え方について

５ 村 端 利 克 １．しらかばハイツ民営化の時期について

（Ｐ１０２） (1) 民営化に向けた対応と経過について

(2）入所者及び家族会との話し合いは

(3) 民営化後の職員の処遇について

(4) 入所者及び家族等の経費負担について

(5) 民営化後の施設全体の対応について

２．市街地再開発事業の促進について

(1) 駐在所を含めた駅前開発の今後は

(2) 農協跡地の住宅建設規模について

(3) 高齢者向け住宅建設について

(4) 農協店舗及び事務所等の規模について

(5) 行政が直接関係する建設規模と全体像について

(6) 今後の民間企業の協力体制と規模について

６ 宮 田 久 １．安全・安心な市民生活組織の構築について

（Ｐ１１７） (1) 地域防災計画について

(2) 一般廃棄物処理計画について

(3) 生活安全及び交通安全について

２．名寄市職員安全衛生管理規則について

(1) 第１回定例会後の対応等について

７ 岩 木 正 文 １．名寄市におけるいじめ問題について

（Ｐ１２４） (1) 対応と対策

(2) 教育委員及び教育委員会のあり方

２．名寄市の防災計画

(1) 理解しやすい計画を

(2) ピクトグラム（図記号）の導入を

３．新たな財源確保について

(1) 有料広告に対する考え方

４．冬の公園利用について

(1) 公園の駐車場利用の考え方について

(2) 条例とのかねあいは
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８ 木戸口 真 １．平成１９年度予算編成について

（Ｐ１３５） (1) 平成１８年度会計決算推計状況は

(2) 平成１９年度予算方針について

ア 予算規模について

イ 新名寄市総合計画（第１次）との整合性について

ウ 事業費の調整は

エ 財政との整合性は

オ 基金の活用は

２．名寄市の街路灯、防犯灯の今後について

(1) 名寄地区と風連地区（特例区事業）の街路灯・防犯灯の電気料・

修繕費の現況は、また、それぞれの事業費住民負担は

(2) 合併協定書では、電気料の負担、修繕料の取り扱いに相違がある

ため合併後に調整し再編するとあるが、今後の取り組みは

９ 竹 中 憲 之 １．市民憲章策定の状況について

（Ｐ１４５） (1) 行政としてどのような憲章を考えているのか

(2）市民の意見はどう反映されるのか

２．条例にかかわる内規について

(1) 内規はどのくらいあるのか

(2) 内規の根拠は

３．合併にかかわって給食センターの課題について

(1) 配食のあり方は

(2) 保護者アンケートからの課題と活用について

４．子ども達を健やかに育てるための環境整備について

(1) 適応指導教室の現状は

(2) ハートダイヤルの現状は

(3) 特別支援教育実施に向けた課題は

１０ 武 田 利 昭 １．基幹産業の農業を育てるには

（Ｐ１５６） (1) 後継者対策は抜本的改革で

(2) 地域農業の１０年後の農家戸数と、耕地面積のデータ整備を

２．大規模機械導入による農業生産体制を

(1) 道の１０年後の農産物生産目標は

３．農業振興政策を進めるには
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１１ 日根野 正 敏 １．新たな定住推進

（Ｐ１６５） (1) 定住推進に向けた考え方について

(2) 風連特例区の定住・持ち家推進事業の評価と今後について

(3) 空き家・空き店舗の有効利用について

２．風連高校存続に向け最善の努力を

（1）存続に向けた経過と市民の声について

(2) 存続を目指し選択肢は

(3) 市立高校での存続の可能性について

３．農地の流動促進について

(1) 現状と課題について

(2) 旧市町の斡旋方法の違いと現状

(3) 新たな流動システムの構築について

１２ 佐 藤 靖 １．財政展望と１９年度予算編成にかかわって

（Ｐ１７５） (1) 市長訓令と事務連絡の意味

(2) 平成１９年度主要事業について

(3) 合併特例債の活用について

(4) 嘱託・臨時職員の報酬算出基準について

２．教育行政にかかわって

(1) いじめ対策は、生涯学習で取り組むべき

(2）施設整備と障がい者活用策

(3) 学校改築と総合計画とのかかわりについて

３．市立総合病院の将来像

(1) タイムリミットが近づく精神科病棟について

(2) 望ましい将来像の検討内容について

１３ 黒 井 徹 １．農家経済の実態と担い手育成について

（Ｐ１８７） (1) 名寄農業の課題について

(2) １９年度予算編成に当たって農業政策の重点事項

(3) 担い手育成の考え方と政策について

２．道立公園の管理計画について

(1) 振興公社（指定管理者）の契約内容について

(2) 名寄市一般会計の影響について

(3) カーリング競技の普及振興について

３．予算書・財政状況の公表について

(1) 市民向けの分かりやすい予算書等の作成について
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１４ 田 中 好 望 １．農地流動化対策について

（Ｐ１９８） (1) 農地流動化の現状について

(2) 荒廃地防止対策について

２．産地づくり対策交付金について

（1）１９年度の交付金額の推計について

(2) 風連地域・名寄地域の一本化について

(3) どの対策に厚みを持たすのか

(4) 営農計画を立てるために早期に生産者に知らせるべき

１５ 渡 辺 正 尚 １．近年の異常気象の対応について

（Ｐ２０６） (1) 今年（５月・１０月）の集中豪雨の被害について

(2) 毎年の要望活動をすべきと思うが考えは

２．名寄バイパス３工区が開通し、智恵文南インターから降りられなく

なったが、その影響と対応について

(1) 夏のひまわり畑観光への影響について

(2) 農作物直売所の影響と対応について

３．名寄市立総合病院の将来展望について

(1) 地方センター病院の使命について

(2）経営改善に向けた取り組みについて

(3) 今のままの環境で十分と思うかどうか

(4) 精神科の今後の対応について

１６ 斉 藤 晃 １．新年度予算編成について

（Ｐ２１８） (1) １８年度決算見込みについて

(2) 安心して暮らせるまちづくりの施策について

２．命を脅かす医療制度改正の対応について

(1) 市民への影響について

(2) 市立病院への影響と対応について

ア 診療報酬減、リハビリ期上限、医師確保等について

３．仕事確保と地域活性化のため住宅リフォーム助成について

１７ 植 松 正 一 １．新しい農林業の施策について

（Ｐ２２８） (1) 農業担い手に対する経営安定の課題と施策について

(2) １９年度から始まる品目横断導入による今後の具体的なスケジュ

ールについて

(3) 新年度予算で新たな施策について



－283－

(4) 台風被害による支援策の考え方があるか

(5) 名寄市の公共施設等の樹木台帳があるか

（6）地球温暖化の取り組みと進捗状況について

２．安心・安全の医療体制の確立について

(1) 医療制度改革が行われ名寄市としての影響はどうなっているのか

(2) 精神科医師等の確保について

(3) 今後の病院と診療所のあり方について

(4) 健全化計画及び経営形態のあり方について

１８ 林 寿 和 １．新年度予算への行財政改革の反映について

（Ｐ２３７） (1) 平成１９年度予算編成に当たり、市長の基本的な考えは

(2) 「新行財政改革推進計画」の内容

(3) 職員給与の見直しについて

(4) 職員の定数管理について

(5) 各種事務事業の見直しについて

２．水稲の直播栽培技術の研究について

(1) 農業振興センター（旧水稲試験地）での検討経過は

(2) 名寄地方での試験・研究を

１９ 川 村 正 彦 １．協働を目指すコミュニティー組織について

（Ｐ２４８） (1) 行政区・町内会組織の再編について

(2) 名寄地区に置くことにしている地域自治組織について

(3) 風連地区の行政区制度から自治会制度への移行について

２．地籍調査について

(1) 名寄地区、風連地区の進捗率について

(2) 今後の取り組みの方針と課題について

２０ 佐 藤 勝 １．新名寄市総合計画（第１次）について

（Ｐ２５６） (1) 進行管理について

(2) 事務事業の仕分けについて（市民・行政）

２．特例区の今後について

(1) 特例区設置終了後の風連地区の姿をどのように描き、どのような

スケジュールで進めていくか

３．総合健診のあり方について

(1) さらに受診率の上がる効果的な対応について

４．教育委員会の執行体制について
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(1) 教育委員の会議等の経過と諸問題への対応について
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第 ３ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 議 決 結 果 表

平成１８年１２月１日～平成１８年１２月１５日 １５日間

本会議時間数２３時間１６分

議 案 番 号 議 件 名 議決年月日 議 決 要 旨

平成１８年第３臨 平成１７年度名寄市各会計決算（平成１７年 18.10.27 決算審査特別委員会

付託議案第１号 ４月１日から平成１８年３月２６日まで）の 設置・付託閉会中継

認定について 続審査

18.12. 1 認 定

平成１８年第３臨 平成１７年度名寄市病院事業会計決算（平成 18.10.27 決算審査特別委員会

付託議案第２号 １７年４月１日から平成１８年３月２６日ま 設置・付託閉会中継

で）の認定について 続審査

18.12. 1 認 定

平成１８年第３臨 平成１７年度名寄市水道事業会計決算（平成 18.10.27 決算審査特別委員会

付託議案第３号 １７年４月１日から平成１８年３月２６日ま 設置・付託閉会中継

で）の認定について 続審査

18.12. 1 認 定

平成１８年第３臨 平成１７年度風連町各会計決算（平成１７年 18.10.27 決算審査特別委員会

付託議案第４号 ４月１日から平成１８年３月２６日まで）の 設置・付託閉会中継

認定について 続審査

18.12. 1 認 定

平成１８年第３臨 平成１７年度風連町水道事業会計決算（平成 18.10.27 決算審査特別委員会

付託議案第５号 １７年４月１日から平成１８年３月２６日ま 設置・付託閉会中継

で）の認定について 続審査

18.12. 1 認 定
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平成１８年第３臨 平成１７年度名寄市各会計決算（平成１８年 決算審査特別委員会

付託議案第６号 ３月２７日から平成１８年３月３１日まで） 18.10.27 設置・付託閉会中継

の認定について 続審査

18.12. 1 認 定

平成１８年第３臨 平成１７年度名寄市病院事業会計決算（平成 決算審査特別委員会

付託議案第７号 １８年３月２７日から平成１８年３月３１日 18.10.27 設置・付託閉会中継

まで）の認定について 続審査

18.12. 1 認 定

平成１８年第３臨 平成１７年度名寄市水道事業会計決算（平成 決算審査特別委員会

付託議案第８号 １８年３月２７日から平成１８年３月３１日 18.10.27 設置・付託閉会中継

まで）の認定について 続審査

18.12. 1 認 定

議 案 第 １ 号 名寄市副市長の定数を定める条例の制定につ 18.12. 1 原 案 可 決

いて

議 案 第 ２ 号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴 〃 〃

う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て

議 案 第 ３ 号 名寄市議会議員及び名寄市長の選挙における 〃 〃

選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正

について

議 案 第 ４ 号 名寄市都市計画税条例の一部改正について 〃 〃

議 案 第 ５ 号 名寄市営プール条例の一部改正について 〃 総務文教常任委員会

付託

議 案 第 ６ 号 名寄市企業立地促進条例の一部改正について 〃 原 案 可 決
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議 案 第 ７ 号 上川北部消防事務組合規約の変更について 18.12. 1 原 案 可 決

議 案 第 ８ 号 名寄地区衛生施設事務組合規約の変更につい 〃 〃

て

議 案 第 ９ 号 財産の取得及び処分について 〃 〃

議 案 第 １ ０ 号 財産の取得について 〃 〃

議 案 第 １ １ 号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置につい 〃 〃

て

議 案 第 １ ２ 号 専決処分した事件の承認について 〃 承 認

議 案 第 １ ３ 号 専決処分した事件の承認について 〃 〃

議 案 第 １ ４ 号 専決処分した事件の承認について 〃 〃

議 案 第 １ ５ 号 平成１８年度名寄市一般会計補正予算 〃 原 案 可 決

議 案 第 １ ６ 号 平成１８年度名寄市国民健康保険特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 １ ７ 号 平成１８年度名寄市介護保険特別会計補正予 〃 〃

算

議 案 第 １ ８ 号 平成１８年度名寄市下水道事業特別会計補正 〃 〃

予算

議 案 第 １ ９ 号 平成１８年度名寄市個別排水処理施設整備事 〃 〃

業特別会計補正予算

議 案 第 ２ ０ 号 平成１８年度名寄市公設地方卸売市場特別会 〃 〃

計補正予算
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議 案 第 ２ １ 号 平成１８年度名寄市食肉センター事業特別会 18.12. 1 原 案 可 決

計補正予算

議 案 第 ２ ２ 号 平成１８年度名寄市病院事業会計補正予算 〃 〃

議 案 第 ２ ３ 号 名寄市職員の給与に関する条例の一部改正に 18.12.15 〃

ついて

意見書案第１号 教育予算の充実を求め、義務教育費国庫負担 〃 〃

制度を堅持することを求める意見書

意見書案第２号 不公平税制や社会保障の後退をただし、安心 〃 〃

して暮らせる社会を求める意見書

意見書案第３号 ＮＨＫの国際放送に対する命令に反対し、電 〃 〃

波法の改正を求める意見書

意見書案第４号 非核三原則の堅持を求める意見書 〃 〃

意見書案第５号 障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意 〃 〃

見書

意見書案第６号 農地・水・環境保全向上対策に関する意見書 〃 〃

意見書案第７号 日豪ＦＴＡに関する意見書 〃 〃

意見書案第８号 法人税減税、庶民増税に関する意見書 〃 〃

意見書案第９号 リハビリテーションの改善を求める意見書 〃 〃

意見書案第１０号 医師確保と地域医療に関する意見書 〃 〃

意見書案第１１号 森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事 〃 〃

業の健全化を求める意見書

意見書案第１２号 全国森林環境税の創設を求める意見書 〃 〃
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意見書案第１３号 幹線道路網の早期整備と道路特定財源に関す 18.12.15 原 案 可 決

る意見書

意見書案第１４号 サンルダム早期本体着工と完成を求める意見 〃 〃

書

報 告 第 １ 号 専決処分した事件の報告について 18.12. 1 報 告 済

報 告 第 ２ 号 専決処分した事件の報告について 〃 〃

報 告 第 ３ 号 専決処分した事件の報告について 〃 〃

報 告 第 ４ 号 例月現金出納検査報告について 18.12.15 〃

請 願 第 １ 号 児童デイサービス利用料の軽減を求める請願 18.12. 1 民生常任委員会付託

18.12.15 採 択

委員の派遣報告 18.12.15 報 告 済

閉会中継続審査（調査）の申し出について 〃 継続審査（調査）

決 定
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